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イ-1-6 

 

名 称 しゃへい扉 <D7>(注1) 

耐 震 ク ラ ス ― 設
計
条
件 

放 射 線 防 護 

(しゃへい) 

しゃへい設計の基準となる線量率を満足する

ものとする。 

個 数 1 

構 造 の 種 類 本体：鋼材及びポリエチレン 

主 要 寸 法 厚さ：第1.-5表に示す。 
設

計

仕

様 主 要 材 料 

鋼材：JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)に定める

SS400 

ポリエチレン：JIS K 6922-1(プラスチック－ポ

リエチレン(PE)成形用及び押出用

材料－)に定めるポリエチレン 

密度 0.93×103kg/m3以上 

添 付 図 

(平面図，立面図及び断面図) 

第1.1-1図，第1.1-12図に示す。 

しゃへい扉の番号は，<D7> 

特 記 事 項 ポリエチレンは鋼材により被覆する。 

注1 対応する加工事業許可番号(日付)：平成17･04･20原第18号(平成22年5月13日) 
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名 称 し ゃ へ い 蓋<H1>(注1) 

耐 震 ク ラ ス ― 設
計
条
件 

放 射 線 防 護 

(しゃへい) 

しゃへい設計の基準となる線量率を満足する

ものとする。 

個 数 32 

構 造 の 種 類 本体：コンクリート(注2) 

主 要 寸 法 厚さ：第1.-6表に示す。 

設

計

仕

様 主 要 材 料 

コンクリート：JASS5Nの規定による普通コンクリ

ート 

密度 2.15×103kg/m3以上 

添 付 図 

(平面図及び断面図) 

第1.1-2図及び第1.1-13図に示す。 

しゃへい蓋番号は，<H1> 

特 記 事 項 － 

注1 対応する加工事業許可番号(日付)：平成17･04･20原第18号(平成22年5月13日) 

注2 しゃへい蓋は，開閉のため繰り返し取り扱うことから，コンクリート保護のた

めステンレス鋼により被覆する。 

 

b. 本建屋に係るその他のしゃへい扉の設置箇所を第1.1-1図，第1.1-3図，第1.1-4図

及び第1.1-5図に，構造を第1.2-1図に示す。また，その他のしゃへい蓋の設置場所

を第1.1-1図に，構造を第1.2-2図に示す。 

 

(5) 工事の方法 

本建屋及び本洞道の工事フロー図を第1.3-1図及び第1.3-2図に示す。 

本建屋は，支持地盤に直接支持させるものとし，基盤高さの調整にマンメイドロック

(品質基準強度18N/mm2のコンクリート)を打設する。 

本洞道は，マンメイドロックを介して支持地盤に支持させるものとし，支持地盤より

基盤高さまでマンメイドロック(品質基準強度18N/mm2のコンクリート)を打設する。 

なお，試験・検査項目及び方法については，以下のとおりとする。 

 

a. 基盤検査 

(a) 外観検査 

目視により地質の状況を確認する。 

(b) 岩石強度試験 

支持地盤として必要な強度以上であることを確認する。 

(c) マンメイドロック強度試験 

マンメイドロック圧縮強度を確認する。 

(d) 基盤高さの確認 
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イ-1-8 

所定の基盤高さ(本建屋：東京湾平均海面(以下，「T.P.」という。) 31.53m以下，

本洞道：T.P. 36.85m以下)であることを確認する。 

(e) サブドレンの外観検査 

目視により敷設状況を確認する。 

 

b. 材料検査 

(a) 鉄筋材料検査 

材料検査証明書により規格に適合していることを確認する。 

(b) コンクリート密度検査(しゃへいを要求される部分のみ) 

コンクリートの乾燥単位容積質量が2.15×103kg/m3以上であることを確認する。 

(c) 鋼材材料検査 

材料検査証明書により規格に適合していることを確認する。 

(d) ポリエチレン材料検査 

材料検査証明書により規格に適合していること及びポリエチレンの密度が0.93×

103kg/m3以上であることを確認する。 

(e) ステンレス鋼材料検査 

材料検査証明書により規格に適合していることを確認する。 

 

c. 構造検査 

(a) 鉄筋の組立検査 

鉄筋量，かぶり厚さ，定着，継手を確認する。 

(b) コンクリート打上がり検査 

主要寸法を確認する。 

(c) しゃへい扉の寸法検査 

主要寸法を確認する。 

(d) しゃへい蓋の寸法検査 

主要寸法を確認する。 

 

d. 強度検査 

(a) コンクリート強度検査 

コンクリート圧縮強度を確認する。 

 

e. 外観検査 

目視により汚染防止のための塗装等の外観を確認する。 

 

f. 性能検査 

管理区域等の線量当量率をエリアモニタ等により測定し，しゃへい設備のしゃへい

能力を確認する。 
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第1.-1表 準拠すべき主な法令，規格及び基準(建物) 

 

準拠すべき 

主な法令， 

規格及び基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設／設備区分 

 

核
原
料
物
質
，
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律 

核
原
料
物
質
，
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令 

核
燃
料
物
質
の
加
工
の
事
業
に
関
す
る
規
則 

加
工
施
設
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則 

建
築
基
準
法
及
び
建
築
基
準
法
施
行
令 

消
防
法
及
び
消
防
法
施
行
令 

核
燃
料
物
質
の
加
工
の
事
業
に
関
す
る
規
則
等
の
規
定
に
基
づ
き
，
線
量
限
度
等
を
定
め
る
告
示 

日
本
工
業
規
格(

Ｊ
Ｉ
Ｓ)

 

日
本
建
築
学
会
各
種
構
造
設
計
及
び
計
算
規
準 

日
本
建
築
学
会
各
種
建
築
工
事
標
準
仕
様
書
・
同
解
説(

Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｓ)

 

土
木
学
会
に
よ
る
各
種
示
方
書
等 

日
本
道
路
協
会
に
よ
る
各
種
示
方
書
等 

原
子
力
発
電
所
耐
震
設
計
技
術
指
針(

Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｇ
４
６
０
１
） 

イ．建物              

燃料加工建屋 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ 

貯蔵容器搬送用洞道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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図-イ-1-18 

(基) 基盤検査 

(材) 材料検査 

(構) 構造検査 

(強) 強度検査 

(外) 外観検査 

(性) 性能検査 

 分割申請対象を示す。 

第 1.3-1 図 燃料加工建屋の工事フロー図 
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材 料 入 手 

製 作 

現 地 搬 入 

コンクリート工事

仕 上 げ 

（材） 

（構） 

 (材)(注 1) 工場製作 

現地据付工事 

（しゃへい扉，しゃへい蓋） （建物，しゃへい設備） 

土 工 事 

（掘削， 

コンクリート工事）

基 礎 部 

鉄筋コンクリート工事 

躯 体 部 

鉄筋コンクリート工事 

仕 上 げ 

（基） 

（材） 

（構） 

（強） 

(外） 

(性)(注 3) 

（材） 

（構）(注 2) 

（強） 

工 事 完 了 注1 コンクリートの密度検査を行う。 

注2 堰高さの検査は液体廃棄物の廃棄施

設の工事終了後実施する。 

注3 分割申請するしゃへい扉等の工事上

の検査を全て終了した後に実施する。 

しゃへい扉(D16～D19)，

しゃへい蓋(H9～H12) 

しゃへい扉(D1～D15)，

しゃへい蓋(H1～H8) 

図-イ-1-19 

土 工 事 

(掘削， 

コンクリート工事)

躯 体 部 

鉄筋コンクリート工事 

仕 上 げ 

(基) 基盤検査 

(材) 材料検査 

(構) 構造検査 

(強) 強度検査 

(外) 外観検査 

（基） 

（材） 

（構） 

（強） 

第 1.3-2 図 貯蔵容器搬送用洞道の工事フロー図 

工 事 完 了 （外） 
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材
料
規
格
一
覧
 

注
1 

鉄
鋼
材
料
の
う
ち
，
機
器
仕
様
の
耐
震
性
に
示

す
材
料
の
規
格
年
号
は
，
日
本
機
械
学
会
「
発
電
用
原
子

力
設
備
規
格

 
設
計
・
建
設
規
格
」
(J
SM
E 
S 

NC
1-
20
05
及

び
JS
ME
 S
 N
C1
-2
00
7
)の

規
定
に
従
う
。

材
 
料
 

材
料
記
号
 

規
 
格
 
(注

1)
 

摘
 
要
 

SU
S
30
4 

JI
S 

G 
43
04
熱
間
圧
延
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
板
及
び
鋼
帯
 

JI
S 

G 
43
05
冷
間
圧
延
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
板
及
び
鋼
帯
 

 
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
 

SU
S
30
4T
P
 

JI
S 

G 
34
59
配
管
用
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
管
 

 

鉄
鋼
材
料
 

鋼
材
 

SS
4
00
  

JI
S 

G 
31
01
一
般
構
造
用
圧
延
鋼
材
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(5) 工事の方法 

a. 工事の方法及び手順 

本設備の工事フロー図を第4.-1図に示す。 

b. 検査方法 

本設備が，設計及び工事方法のとおりに製作，据付され，その性能が技術上の基準に適

合することを確認するため，検査を行う。 

本設備の検査項目一覧を第1.-12表に，検査要領を第1.-13表に示す。 
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第
1.
-1
2
表
 

一
次
混
合
設
備
の
検
査
項
目
一
覧
 

注
1 

閉
止
板

に
よ
る
管
台
の
隔
離
，
複
数
の
グ
ロ

ー
ブ
ボ
ッ
ク

ス
を

接
続
し
て
行
う
場
合
が
あ
る
。
 

工
事
検
査
 

性
能

検
査
 

放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
施

設
の
処
理
能
力
 

気
密
・
水

密
材
料
又

は
部
品
に

関
す
る
事

項
 

組
立
に
関
す
る
事
項
 

警
報
装
置
 

非
常
用
動

力
装
置
そ

の
他
の
非

常
装
置
 

安
全
保
護

回
路
及
び

連
動
装
置
 

気
体
廃
棄

物
 

液
体
廃
棄

物
 

放
射
線
管

理
施
設
の

性
能
 

線
量
当
量

率
及
び
空

気
中
の
放

射
性
物
質

濃
度
 

臨
界
防
止

能
力
及
び

閉
じ
込
め

能
力
 

検
査
項
目
 

       

対
象
設
備
 

材
料
検
査
 

寸
法
検
査
 

耐
圧
・
漏

え
い
検
査
 

据
付
・
外
観
検
査
 

性
能
検
査
 

(1
号
）
 

性
能
検
査
 

(1
号
）
 

性
能
検
査
 

(1
号
）
 

性
能
検
査
 

（
2号

）
 

性
能
検
査
 

（
2号

）
 

性
能
検
査
 

(3
号
) 

性
能
検
査
 

(4
号
) 

性
能
検
査
 

(5
号
) 

ウ
ラ
ン
粉
末
・
回
収
粉
末
秤

量
・
分
取
装
置
 

 
 

 
イ
，
ロ
，
ニ
，
へ
，

チ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ウ
ラ
ン
粉
末
・
回
収
粉
末
秤

量
・
分
取
装
置
 

グ
ロ
ー
ブ
ボ
ッ
ク
ス
 

イ
 

 
イ

(
注

1)
 

イ
，
ロ
,ハ

 
イ

，
ロ
 

 
 

 
 

 
 

イ
 

予
備
混
合
装
置
 

 
 

 
イ
，
ロ
，
ニ
，
へ
，

ト
，

チ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

予
備
混
合
装
置
グ
ロ
ー
ブ
ボ

ッ
ク
ス
 

イ
 

 
イ

(
注

1)
 

イ
，
ロ
，

ハ
 

イ
，
ロ
 

 
 

 
 

 
 

イ
 

一
次
混
合
装
置
A 

 
 

 
イ
，
ロ
，
ニ
，
ホ
，

へ
，

チ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
次
混
合
装
置
B 

 
 

 
イ
，
ロ
，
ニ
，
ホ
，

へ
，

チ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
次
混
合
装
置
Aグ

ロ
ー
ブ

ボ
ッ
ク
ス
 

イ
 

 
イ

(
注

1)
 

イ
，
ロ
,ハ

 
イ

，
ロ
 

 
 

 
 

 
 

イ
 

一
次
混
合
装
置
Bグ

ロ
ー
ブ

ボ
ッ
ク
ス
 

イ
 

 
イ

(
注

1)
 

イ
，
ロ
,ハ

 
イ

，
ロ
 

 
 

 
 

 
 

イ
 

ニ-1-32 

M
OX
①
 
ニ

-0
03
2-
00
 
F
 
成
形
 
B
 

 

 

ニ-1-33

第1.-13表 一次混合設備の検査要領 

検査項目 検査方法 判定基準 

材料検査 イ.構造材検査 材料について，材料検査証

明書等により確認する。 

機器仕様のとおりの

材料であること。 

耐圧・漏え

い検査 

 

 

イ.気密検査(グローブ

ボックス) 

グローブボックス気密試験

方法(JIS Z 4820(2002))に

規定する大気圧比較法によ

り，漏れ率を確認する。 

機器仕様のとおりの

漏れ率であること。 

イ.外観検査 設備・機器の外観を目視に

より確認する。 

使用上有害な傷，変

形のないこと。 

ロ.配置・員数 設備・機器の配置及び員数

を目視により確認する。 

機器仕様及び添付図

のとおりの配置・員

数であること。 

ハ.据付検査 設備・機器の据付状態を目

視，測長器等又は検査成績

書により確認する。 

機器仕様及び添付図

の と お りで あ る こ

と。 

ニ.搬送装置機能検査 容器の逸走防止，落下防止

機構の設置及び構造につい

て目視又は測長器等により

確認する。 

機器仕様及び添付図

の と お りで あ る こ

と。 

ホ.可動装置機能検査 可動機器の逸走防止，落下

防止及び転倒防止機構の設

置及び構造について，目視

又は測長器等により確認す

る。 

機器仕様及び添付図

の と お りで あ る こ

と。 

ヘ.誤搬入防止機構作

動検査(単体) 

誤搬入防止機構「解除信

号」がなければ誤搬入防止

機構が動作できないことを

確認する。 

「解除信号」がなけ

れ ば 動 作し な い こ

と。 

据付・外観

検査 

ト.誤投入防止機構作

動検査(単体) 

誤投入防止機構「解除信

号」がなければ誤投入防止

機構が動作できないことを

確認する。 

「解除信号」がなけ

れ ば 動 作し な い こ

と。 
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検査項目 検査方法 判定基準 

①所定の重量の容器を搬

送できる能力があること

を確認する。 

①機器仕様のとおりの

搬送重量を搬送できる

こと。 

据付・外観

検査 

チ.搬送設備性能検査

②動力喪失時に容器を安

全に保持することを確認

する。 

②動力喪失時に搬送が

停止し容器を安全に保

持すること。 

イ.グローブボックス

負圧警報性能検査 

グローブボックス負圧警

報について，所定の設定

値で発報することを確認

する。 

①機器仕様のとおりの

設定値で発報するこ

と。 

②換気空調設備制御盤

に負圧警報信号を送信

すること。 

性能検査 

(1号) 

ロ.グローブボックス

火災警報性能検査 

グローブボックス火災警

報について，所定の設定

値で発報することを確認

する。 

①機器仕様のとおりの

設定値で発報するこ

と。 

②火災警報信号をグロ

ーブボックス消火設備

に送信すること。 

性能検査 

(5号） 

イ.グローブポート開

口部風速確認検査 

グローブポート開口部の

風速を測定器により確認

する。 

機器仕様のとおりの風

速であること。 
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 (材)

 (耐)(注
2)

 (据)

 (性)(注
3)

グローブボックス 装置，機器類

搬入

据付工事

検査

検査

完了

(材)　材料検査
(耐)　耐圧・漏えい検査
(据)　据付・外観検査
(性)　性能検査

工事内容

管理項目(事業者)

管理項目(国，事業者)

注1 　工事途中において，据付・外観検査を行う場合がある。
注2　 グローブボックスの気密試験を示す。この場合，閉止板による管台等の隔離，複数のグローブ
      ボックスの接続により試験を行うことがある。
注3 　グローブボックス負圧警報及び火災警報に係る性能検査を示す。
注4 　グローブポート開口部風速確認検査を示す。なお，負圧維持に係る性能検査は，気体廃棄物の廃
　　　棄設備にて実施する。

購入品

第4.-1図　一次混合設備の工事フロー図

図-ニ-4-1-1
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グローブボック
ス内組立

搬入

(注1)

 (性)(注
4)

検査

据付工事

据付工事

(管台から接続配管等の
第1弁,他の付属機器類)

(気体廃棄物の廃棄設備)

分割申請対象の工事
を示す。
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Ⅳ 主要な容器及び管の耐圧強度に 

関する説明書 
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Ⅳ-1 主要な容器及び管の耐圧強度に関する 

設計の基本方針 
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1 

1. 材料

本施設に属する容器及び管並びにこれらを支持する構造物のうち，加工施設の設計及び工事

の方法の技術基準(昭和62年総理府令第10号)第六条(材料及び構造)の加工施設の安全を確保す

る上で重要なもの(以下，「容器等」という。)の材料は，使用条件を考慮して選定する。 

2. 構造

容器等の構造設計は日本機会学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」(JSME S NC1-2005

及びJSME S NC1-2007)，その他の規格・基準に準拠して行う。規格計算式の規定のないものは

適切な応力評価により実施する。容器等に使用する材料は使用条件を考慮した耐圧強度計算か

ら求まる板厚に公差，腐食代を加えた値以上になるよう選定する。 

最高使用圧力・温度は通常運転圧力･温度に設計余裕を加味して設定する。通常運転圧力・温

度とは起動操作，定常操作，停止後操作等その設備を定常的に運用する上での運転操作上最も

高い値をいう。 

3. 耐圧試験等

耐圧試験又は漏えい試験は加工施設，再処理施設，特定廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理

施設の溶接の技術基準(平成12年総理府令第123号)(以下，「溶接の技術基準」という。)又は発

電用原子力設備規格 設計・建設規格に準拠して実施する。 

4. 耐圧強度評価を行う容器等

本施設に属する容器等のうち，耐圧強度評価を行う容器等は，以下のいずれかに該当するも

のとする。 

なお，混合酸化物貯蔵容器，J60，J85等は収納物が静置粉体であり，臨界管理上からその収

納量が小さく制限されていることから，強度計算の対象とする容器等から除く。 

・加工第1種機器～第 3種機器に属するもの

ダクトは溶接の技術基準で加工第3種機器とされるが，本施設のダクトは以下の観点から溶接

検査対象の範囲外となる。 

本施設のダクトのうち，正圧で閉じ込めバウンダリを構成するのは窒素循環ファン及びグロ

ーブボックス排風機以降の正圧部分であり，高性能エアフィルタで放射性物質が除去された範

囲であることから，溶接検査の範囲外となる。 
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添付－３（１） 

要求事項との対比表 第八条 （外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（1 / 18） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
（外部からの衝撃による損

傷の防止） 

第八条 安全機能を有する施設

は、想定される自然現象 (地震

及び津波を除く。) によりその

安全性を損なうおそれがある場

合において、防護措置、基礎

地盤の改良その他の適切な措

置が講じられたものでなけれ

ばならない。山①-１，④-１ 

 

２ 安全機能を有する施設

は、周辺監視区域に隣接する

地域に事業所、鉄道、道路そ

の他の外部からの衝撃が発生

するおそれがある要因がある

場合において、事業所におけ

る火災又は爆発事故、危険物

を搭載した車両、船舶又は航

空機の事故その他の敷地及び

敷地周辺の状況から想定され

る事象であって人為によるも

の (故意によるものを除く。) 

により加工施設の安全性が損な

われないよう、防護措置その他

の適切な措置が講じられたもの

でなければならない。 

 

３ 安全機能を有する施設

は、航空機の墜落により加工

施設の安全性を損なうおそれ

がある場合において、防護措

置その他の適切な措置が講じ

られたものでなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添Ⅰ(施設共通) 

Ⅰ-1 基本設計方針 

第 1 章 共通項目 

3.自然現象 

3.3 外部からの衝撃による損傷の防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．火山 
 安全機能を有する施設は，ＭＯＸ燃料

加工施設の運用期間中においてＭＯＸ燃

料加工施設の安全機能に影響を及ぼし得

る火山事象として，事業許可（変更許

可）を受けた降下火砕物の特性を設定

し，その降下火砕物が発生した場合にお

いても，安全機能を損なわない設計とす

る。山①-1，山②-1 

 

 

 

 

 

 

 

降下火砕物から防護する施設（以下

「降下火砕物防護対象施設」という。）

としては，安全評価上その機能を期待す

る構築物，系統及び機器を漏れなく抽出

する観点から，安全上重要な機能を有す

る構築物，系統及び機器を抽出し，降下

火砕物により臨界防止及び閉じ込め等の

安全機能を損なわないよう機械的強度を

有すること等により，安全機能を損なわ

ない設計とする。山①-2 

【本文】 

(ト) その他の主要な構造 

（１）安全機能を有する施設 

① 外部からの衝撃による損傷の防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．火山の影響 

安全機能を有する施設は，ＭＯＸ燃料加

工施設の運用期間中においてＭＯＸ燃料

加工施設の安全機能に影響を及ぼし得る

火山事象として設定した層厚 55cm，密

度 1.3g/cm3（湿潤状態）山②-1 の降下

火砕物に対し，以下のような設計とする

ことにより，降下火砕物による直接的影

響に対して機能を維持すること若しくは

降下火砕物による損傷を考慮して代替設

備により必要な機能を確保すること，安

全上支障のない期間で修理を行うこと又

はそれらを適切に組み合わせることによ

り，安全機能を損なわない設計とする。

山①-1, 山①-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【添付書類５】 

ト．外部からの衝撃による損傷の防止に

対する考慮 

④ 火山事象に関する設計山◇1  

原子力規制委員会の定める事業許可基準

規則の第九条では，外部からの衝撃によ

る損傷防止として，安全機能を有する施

設は，想定される自然現象（地震及び津

波を除く。）が発生した場合においても

安全機能を損なわないものでなければな

らないとしており，敷地の自然環境を基

に想定される自然現象の一つとして，火

山の影響を挙げている。 

火山の影響によりＭＯＸ燃料加工施設の

安全性を損なうことのない設計であるこ

とを評価するため，火山影響評価を行

い，ＭＯＸ燃料加工施設の安全機能を損

なわないことを評価する。 

火山影響評価は，「原子力発電所の火山

影響評価ガイド」（平成25年６月19日 

原規技発第13061910号 原子力規制委員

会決定）（以下「火山影響評価ガイド」

という。）を参考に，火山影響評価の基

本フローに従い評価を行う。 

 

ａ．火山事象に関する設計方針山◇2  

安全機能を有する施設は，ＭＯＸ燃料加

工施設の運用期間中に想定される火山事

象である降下火砕物の影響を受ける場合

においてもその安全機能を確保するため

に，降下火砕物に対して安全機能を損な

わない設計とする。 

その上で，降下火砕物によってその安全

機能が損なわれないことを確認する施設

を，ＭＯＸ燃料加工施設の全ての安全機

能を有する構築物及び設備・機器とす

る。 

 

 

 

 

降下火砕物から防護する施設（以下「降

下火砕物防護対象施設」という。）とし

ては，安全評価上その機能を期待する構

築物及び設備・機器を漏れなく抽出する

観点から，安全上重要な機能を有する構

築物及び設備・機器を抽出し，降下火砕

物により臨界防止及び閉じ込め等の安全

機能を損なわないよう機械的強度を有す

ること等により，安全機能を損なわない

設計とする。山①-2 

別添Ⅰ(施設共通) 

Ⅰ-1 基本設計方針 

第 1 章 共通項目 

2.自然現象 

2.3 外部からの衝撃による損傷の防止  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 火山 

外部事象防護対象施設は，発電所の運

用期間中において発電所の安全性に影響

を及ぼし得る火山事象として設置（変

更）許可を受けた降下火砕物の特性を設

定し，その降下火砕物が発生した場合に

おいても，外部事象防護対象施設が安全

機能を損なうおそれがない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「安全機能を損なわ

ない設計とする」事

に対する規則要求の

展開としてＭＯＸ特

有の事項としてとし

て記載する。 
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添付－３（１） 

要求事項との対比表 第八条 （外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（2 / 18） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
第八条 安全機能を有する

施設は、想定される自然現

象 (地震及び津波を除く。) 

によりその安全性を損なう

おそれがある場合におい

て、防護措置、基礎地盤の

改良その他の適切な措置が

講じられたものでなければ

ならない。山②-１，②-

２，③-１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記に含まれない安全機能を有する施設

については，降下火砕物に対して機能を

維持すること若しくは降下火砕物による

損傷を考慮して代替設備により必要な機

能を確保すること，安全上支障がない期

間での修理を行うこと又はそれらを適切

に組み合わせることにより，その安全機

能を損なわない設計とする。山①-2 

 

重大事故等対処設備は，「8.1.5 環境

条件等」を考慮した設計とする。また，

内的事象を要因とする重大事故等へ対処

する常設重大事故等対処設備のうち安全

上重要な施設以外の安全機能を有する施

設と兼用する常設重大事故等対処設備

は，火山の影響による損傷を考慮して，

代替設備により必要な機能を確保するこ

と，安全上支障のない期間で修理等の対

応を行うこと，関連する工程の停止等又

はそれらを適切に組み合わせることで，

重大事故等に対処するための機能を損な

わない設計とする。山④-1 

 

なお，定期的に新知見の確認を行い，

新知見が得られた場合に評価する手順を

整備することを保安規定に定める。山②

-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記に含まれない安全機能を有する施設

については，降下火砕物に対して機能を

維持すること若しくは降下火砕物による

損傷を考慮して代替設備により必要な機

能を確保すること，安全上支障がない期

間での修理を行うこと又はそれらを適切

に組み合わせることにより，その安全機

能を損なわない設計とする。山①-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火山事象の評価においては，火山影響評

価ガイドを参考に実施する。 

想定する火山事象としては，ＭＯＸ燃料

加工施設に影響を及ぼし得る火山事象と

して抽出された降下火砕物を対象とし，

降下火砕物の特性による直接的影響及び

間接的影響を評価し，降下火砕物防護対

象施設の安全機能を損なわない設計とす

る。山③-1 

また，十和田及び八甲田山は，ＭＯＸ

燃料加工施設の運用期間中における巨大

噴火の可能性が十分小さいと評価してい

るが，火山活動のモニタリングを行い，

評価時からの状態の変化の検知により評

価の根拠が維持されていることを確認す

る。火山活動のモニタリングの結果，火

山の状態に応じた判断基準に基づき，観

測データに有意な変化があったか判断

し，火山専門家の助言を踏まえ，当社が

総合判断を行い，対処内容を決定する。

対処に当たっては，その時点の最新の科

学的知見に基づきＭＯＸ燃料加工施設の

安定な状態への移行（全工程停止，送排

風機の停止及び工程内に残留したＭＯＸ

の燃料集合体への加工）等の可能な限り

の対処を行う方針とする。山◇11 

 

ｂ． 設計対処施設の選定山◇3  

降下火砕物防護対象施設は，全て燃料

加工建屋内に収納され，建屋内に収納さ

れ防護される設備，降下火砕物を含む空

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備は，「5.1.5 環

境条件等」を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，定期的に新知見の確認を行い，

新知見が得られた場合に評価することを

保安規定に定めて管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防護対象としない設

備に対する設計上の

考慮について設計方

針として展開すべき

事項として記載す

る。 

 

 

 

 

（当社の記載） 

内的事象を要因とし

た重大事故等に対処

する重大事故対処設

備のうち設計基準と

して防護対象としな

い設備と兼用するも

のに対する設計上の

考慮について設計方

針として展開すべき

事項として記載す

る。 
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添付－３（１） 

要求事項との対比表 第八条 （外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（3 / 18） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 防護設計における降下火砕物の特

性の設定 

  設計に用いる降下火砕物は事業許

可(変更許可)を受けた層厚 55cm，密度

1.3g/cm3(湿潤状態)と設定する。山②-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気の流路となる設備及び外気から取り入

れた屋内の空気を機器内に取り込む機構

を有する設備に分類される。そのため，

設計対処施設は，降下火砕物防護対象施

設を収納する建屋，降下火砕物を含む空

気の流路となる降下火砕物防護対象施設

及び外気から取り入れた屋内の空気を機

器内に取り込む機構を有する降下火砕物

防護対象施設とする。 

設計対処施設のうち，降下火砕物防護対

象施設を収納する建屋として，燃料加工

建屋を選定する。 

 

設計対処施設のうち，降下火砕物を含む

空気の流路となる降下火砕物防護対象施

設として，非常用所内電源設備を選定す

る。 

 

設計対処施設のうち，外気から取り入れ

た屋内の空気を機器内に取り込む機構を

有する降下火砕物防護対象施設として，

以下の設備を選定する。 

(ａ) 焼結設備，火災防護設備及び小規

模試験設備のうち空気を取り込む機構を

有する制御盤及び監視盤 

(ｂ) 非常用所内電源設備のうち空気を

取り込む機構を有する電気盤 

また，外気から取り入れた屋内の空気

を機器内に取り込む機構を有する降下火

砕物防護対象施設への影響を防止するた

め，換気設備の給気設備及び非管理区域

換気空調設備を設計対処施設として選定

する。 

 

ｃ．設計条件山◇4  

(ａ) 降下火砕物の設計条件及び特徴山

◇4  

ⅰ．降下火砕物の設計条件 

ＭＯＸ燃料加工施設における降下火砕

物の諸元については，給源を特定できる

降下火砕物のうち，敷地に最も影響を与

える甲地軽石の降下火砕物シミュレーシ

ョン結果を踏まえ，敷地での層厚は55cm

山②-1とする。山◇2  

また，甲地軽石を対象とした密度試験の

結果を踏まえ，湿潤状態の密度を

1.3g/cm3山②-1とする。山◇2  

降下火砕物に対する防護設計を行うため

に，降下火砕物を湿潤状態とした場合に

おける荷重，個々の設計対処施設に対し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (a) 防護設計における降下火砕物の特

性の設定 

設計に用いる降下火砕物は，設置（変

更）許可を受けた層厚 50cm，粒径 8.0mm

以下，密度 0.3g/cm３（乾燥状態）～

1.5g/cm３（湿潤状態）と設定する。 
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添付－３（１） 

要求事項との対比表 第八条 （外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（4 / 18） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
第八条 安全機能を有する

施設は、想定される自然現

象 (地震及び津波を除く。) 

によりその安全性を損なう

おそれがある場合におい

て、防護措置、基礎地盤の

改良その他の適切な措置が

講じられたものでなければ

ならない。山②-３，③-

２，④-２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第八条 安全機能を有する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て通常時に作用している荷重，運転時荷

重及び火山と同時に発生し得る自然現象

による荷重を組み合わせた荷重（以下

「設計荷重（火山）」という。）を設定

する。山②-3 

また，火山と同時に発生し得る自然現象

による荷重については，火山と同時に発

生し得る自然現象が与える影響を踏まえ

た検討により，風（台風）及び積雪によ

る荷重を考慮する。山②-2 

設計対処施設に作用させる設計荷重（火

山）には，設計基準事故時に生ずる荷重

の組合せを適切に考慮する設計とする。

すなわち，降下火砕物により設計対処施

設に作用する荷重及び設計基準事故時に

生ずる荷重を，それぞれの因果関係及び

時間的変化を考慮して適切に組み合わせ

て設計する。また，設計基準事故の影響

が及ぶ期間に発生すると考えられる降下

火砕物の荷重と設計基準事故時に生ずる

荷重を適切に考慮する設計とする。 

設計対処施設は降下火砕物に対して安全

機能を損なわない設計とすることから，

設計基準事故とは独立事象である。 

また，設計基準事故発生時に，降下火砕

物が到達した場合，安全上重要な施設に

荷重を加える設計基準事故である「露出

した状態でＭＯＸ粉末を取り扱い，火災

源となる潤滑油を保有しているグローブ

ボックスにおいて火災が発生し，火災の

影響を受けたＭＯＸ粉末が飛散し，外部

に放射性物質が放出される事象」による

荷重との組み合わせが考えられる。この

設計基準事故により荷重を受ける安全上

重要な施設であるグローブボックスは，

降下火砕物の影響を受けることは無いた

め，設計基準事故時荷重と降下火砕物の

組合せは考慮しない。 

 

ⅱ．降下火砕物の特徴 

各種文献の調査結果により，一般的な降

下火砕物の特徴は以下のとおりである。 

(ⅰ) 火山ガラス片及び鉱物結晶片から

成る(56)。ただし，砂よりもろく硬度が

低い(57)。 

(ⅱ) 亜硫酸ガス，硫化水素及びふっ化

水素等の毒性及び腐食性のある火山ガス

成分が付着している(56)。ただし，直ち

に金属腐食を生じさせることはない
(58)。 

(ⅲ) 水に濡れると導電性を生ずる
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添付－３（１） 

要求事項との対比表 第八条 （外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（5 / 18） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
施設は、想定される自然現

象 (地震及び津波を除く。) 

によりその安全性を損なう

おそれがある場合におい

て、防護措置、基礎地盤の

改良その他の適切な措置が

講じられたものでなければ

ならない。山②-４，②-

５，②-６，②-７，③-

３，④-３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(56)。 

(ⅳ) 湿った降下火砕物は，乾燥すると

固結する(56)。 

(ⅴ) 降下火砕物の粒子の融点は，一般

的な砂と比べ約1000℃と低い(56)。 

 

 

(ｂ) 降下火砕物で考慮する影響山◇5  

火山影響評価ガイドを参考に，降下火

砕物の特性による影響は，直接的影

響として降下火砕物の堆積による荷

重，粒子の衝突，閉塞，磨耗，腐

食，大気汚染，水質汚染及び絶縁低

下並びに間接的影響として外部電源

喪失及びアクセス制限を想定し，こ

れらに対する影響評価を行う。 

 

ｄ．  設計対処施設に影響を与える

可能性のある影響因子山◇6  

(ａ) 直接的影響因子山◇6  

ⅰ．降下火砕物の堆積による荷重 

「降下火砕物の堆積による荷重」

について考慮すべき影響因子は，設

計対処施設である燃料加工建屋の上

に堆積し静的な負荷を与える「構造

物への静的負荷山③-2」である。 

降下火砕物の荷重は，堆積厚さ

55cm，密度1.3g/cm3（湿潤状態）山

②-1に基づくとともに，火山以外の

自然現象として積雪及び風（台風）

による荷重との組合せを考慮する。

山②-2，山◇2  

 

ⅱ．衝突 

「衝突」について考慮すべき影響

因子は，設計対処施設である燃料加

工建屋に対して，降下火砕物の降灰

時に衝撃荷重を与える「構造物への

粒子の衝突」である。 

 

ⅲ．閉塞 

「閉塞山③-4」について考慮すべ

き影響因子は，設計対処施設に対し

て，降下火砕物を含む空気による換

気系及び機器の給気系を閉塞させる

「換気系，電気系及び計装制御系に

対する機械的影響（閉塞）山③-4」

である。 

 

ⅳ．磨耗 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「磨耗山③-5」について考慮すべ

き影響因子は，設計対処施設に対し

て，大気に含まれる降下火砕物によ

り，動的機器を磨耗させる「換気

系，電気系及び計装制御系に対する

機械的影響（磨耗）山③-5」であ

る。 

 

ⅴ．腐食 

「腐食山③-6，山③-7」について

考慮すべき影響因子は，設計対処施

設のうち降下火砕物防護対象施設を

収納する建屋に対して，腐食性のあ

るガスが付着した降下火砕物に接す

ることによる接触面の腐食並びに換

気系，電気系及び計装制御系におい

て降下火砕物を含む空気の流路等を

腐食させる「構造物，換気系，電気

系及び計装制御系に対する化学的影

響（腐食）山③-6，山③-7」であ

る。 

 

ⅵ．大気汚染 

「大気汚染」について考慮すべき

影響因子は，中央監視室等におい

て，降下火砕物自体の侵入又はそれ

に付着した毒性のあるガスの侵入に

より居住性を劣化させる「中央監視

室等の大気汚染山③-8」である。 

 

ⅶ．水質汚染 

「水質汚染」について考慮すべき

影響因子は，取水源への降下火砕物

の混入による汚染である。ＭＯＸ燃

料加工施設には取水が必要となる降

下火砕物防護対象施設がないため，

「水質汚染」の影響を考慮する必要

はない。 

 

ⅷ．絶縁低下 

「絶縁低下山③-9」について考慮

すべき影響因子は，設計対処施設山

③-9に対して，湿った降下火砕物が

電気系及び計装制御系の絶縁部に導

電性を生じさせることによる「電気

系及び計装制御系の絶縁低下山③-

9」である。 

 

(ｂ) 間接的影響因子山◇6  

ⅰ．外部電源喪失 

降下火砕物によってＭＯＸ燃料加
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
第八条 安全機能を有する

施設は、想定される自然現

象 (地震及び津波を除く。) 

によりその安全性を損なう

おそれがある場合におい

て、防護措置、基礎地盤の

改良その他の適切な措置が

講じられたものでなければ

ならない。山②-４，②-

５，②-６，②-７，③-

３，④-３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (b) 降下火砕物に対する防護対策 

 降下火砕物防護対象施設は，降下火砕

物による直接的影響及び間接的影響に対

して，以下の適切な措置を講ずることで

安全機能を損なわない設計とする。山③

-1 

なお，粒子の衝撃荷重による影響につ

いては，竜巻の設計飛来物の影響に包絡

される。 

 

 

イ. 直接的影響に対する設計方針 

 

(イ)構造物への静的負荷 

降下火砕物防護対象施設を収納する建

屋である燃料加工建屋は，設計荷重（火

山）の影響により，安全機能を損なわな

い設計とする。山③-2 

降下火砕物に対する防護設計を行うた

めに，降下火砕物を湿潤状態とした場合

における荷重，個々の施設に通常時に作

用している荷重，運転時荷重及び火山と

同時に発生し得る自然現象による荷重を

組み合わせた荷重（以下「設計荷重（火

山）」という。）を設定する。山②-3 

また，火山と同時に発生し得る自然現

象による荷重については，火山と同時に

発生し得る自然現象が与える影響を踏ま

えた検討により，風（台風）及び積雪に

よる荷重を考慮する。なお，組み合わせ

る積雪深は 150cm とする。山②-2 

降下火砕物防護対象施設は全て燃料加

工建屋に収納し，降下火砕物防護対象施

設を収納する建屋である燃料加工建屋

は，当該施設に要求される機能に応じて

適切な許容荷重を設定し，設計荷重（火

山）に対して安全余裕を有することによ

り，構造健全性を失わず，安全機能を損

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ａ) 構造物への静的負荷に対して安

全余裕を有する設計とすること山③

-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工施設に間接的な影響を及ぼす因子

は，再処理事業所外で生じる送電網

への降下火砕物の影響により発生す

る７日間の「外部電源喪失」山③-

10である。 

ⅱ．アクセス制限 

降下火砕物によってＭＯＸ燃料加

工施設に間接的な影響を及ぼす因子

は，敷地内外に降下火砕物が堆積

し，交通の途絶が発生することによ

る「アクセス制限」山③-10であ

る。 

 

ｅ．設計対処施設の設計方針山◇8  

「ｄ．設計対処施設に影響を与え

る可能性のある影響因子」にて記載

した因子に基づき，その影響を適切

に考慮し，降下火砕物防護対象施設

の安全機能を損なわない設計とす

る。山◇1  

 

 

 

 

(ａ) 直接的影響に対する設計方

針山◇8  

 

ⅰ．構造物への静的負荷 

降下火砕物防護対象施設を収納す

る建屋である燃料加工建屋は，設計

荷重（火山）の影響により，安全機

能を損なわない設計とする。山③-2 

降下火砕物防護対象施設を収納す

る建屋は，当該施設に要求される機

能に応じて適切な許容荷重を設定

し，山◇7 設計荷重（火山）に対して

安全余裕を有することにより，構造

健全性を失わず，安全機能を損なわ

ない設計とする。山③-2 

降下火砕物の堆積荷重と組み合わ

せる自然現象として同時発生の可能

性のある積雪及び風（台風）を考慮

する。山②-2 

 

 

降下火砕物防護対象施設を収納す

る建屋においては，建築基準法にお

ける多雪区域の積雪の荷重の考え方

に準拠し，降下火砕物の除去を適切

に行うことから，降下火砕物による

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 降下火砕物に対する防護対策 

降下火砕物の影響を考慮する施設は，

降下火砕物による「直接的影響」及び

「間接的影響」に対して，以下の適切な

防護措置を講じることで安全機能を損な

うおそれがない設計とする。 

ただし，放水路ゲート及び排気筒モニ

タについては，安全上支障のない期間に

補修等の対応を行うことで，安全機能を

損なわない設計とする。 

 

イ. 直接的影響に対する設計方針 

 

 

(イ) 構造物への荷重 

外部事象防護対象施設及び外部事象防

護対象施設に影響を及ぼす可能性のある

クラス３（安全評価上期待するクラス３

を除く。）に属する施設（以下「外部事

象防護対象施設に影響を及ぼす可能性の

あるクラス３に属する施設」という。）

のうち，屋外に設置している施設及び外

部事象防護対象施設を内包する施設につ

いて，降下火砕物が堆積しやすい構造を

有する場合には荷重による影響を考慮す

る。また，外部事象防護対象施設の安全

性を確保するために設置する防護対策施

設も荷重による影響を考慮する。 

 

これらの施設については，降下火砕物

を除去することにより，降下火砕物によ

る荷重並びに火山と組み合わせる積雪及

び風（台風）の荷重を短期的な荷重とし

て考慮し，機能を損なうおそれがないよ

う構造健全性を維持する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 
当社特有の設計上の

考慮として直接的影

響のうち、衝撃荷重

への対応を記載す

る。 

（発電炉の記載） 

発電炉の放水路ゲー

ト及び排気筒モニタ

については当社に同

様の設計上の考慮を

要する設備がないこ

とから記載しない。 

 

 

○許○設基③ⅱ 

【性能】 

・設計荷重（火山）

に対して安全余裕

を有する 

 

【評価条件】 

●降下火砕物特性 

・層厚 55ｃｍ 

・密度 1.3ｇ／ｃｍ３

（湿潤状態） 

●荷重の組合せ 

・火山、積雪及び風

（台風） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なわない設計とする。山③-2 

なお，降下火砕物が長期的に堆積しな

いよう当該施設に堆積する降下火砕物を

除去する手順を整備することを保安規定

に定めることから，降下火砕物による荷

重を短期に生じる荷重として扱う。山③

-3 

建屋内の重大事故等対処設備について

は，環境条件を考慮して降下火砕物によ

る短期的な荷重により機能を損なわない

ように，降下火砕物による組合せを考慮

した荷重に対し安全裕度を有する建屋内

に設置する設計とする。 

屋外の重大事故等対処設備について

は，環境条件を考慮して降下火砕物によ

る荷重により機能を損なわないよう，降

下火砕物を除去することにより，重大事

故等対処設備の重大事故等に対処するた

めに必要な機能を損なわない設計とす

る。 

 

なお，屋外の重大事故等対処設備に堆

積する降下火砕物を適切に除去する手順

を整備することを保安規定に定める。山

④-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ｂ) 構造物への粒子の衝突に対して

影響を受けない設計とすること山□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

荷重を短期に生じる荷重として扱

う。山③-3 また，降下火砕物によ

る荷重と他の荷重を組み合わせた状

態に対する許容限界は次のとおりと

する。山◇7  

降下火砕物防護対象施設を収納す

る建屋に要求されている気密性及び

遮蔽性等を担保する屋根スラブは，

建築基準法の短期許容応力度，耐震

壁は，「原子力発電所耐震設計技術

指針 JEAG4601-1987（日本電気協

会）」に基づき許容限界を設定す

る。山◇7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ．構造物への粒子の衝突 

降下火砕物防護対象施設を収納す

る建屋である燃料加工建屋は，構造

物への降下火砕物の粒子の衝突の影

響により，安全機能を損なわない設

計とする。 

降下火砕物防護対象施設を収納す

る建屋は，コンクリート構造物であ

るため，微小な鉱物結晶であり，砂

よりも硬度が低い特性を持つ降下火

砕物の衝突による影響は小さい。そ

のため，降下火砕物防護対象施設を

収納する建屋の構造健全性を損なう

ことはない。 

なお，粒子の衝撃荷重による影響

については，竜巻の設計飛来物の影

響に包絡される。山◇7 ，山□1  

 

 

 

 

 

 

 

なお，降下火砕物が長期的に堆積しな

いよう当該施設に堆積する降下火砕物を

除去することを保安規定に定めて管理す

る。 

 

 

屋内の重大事故等対処設備について

は，環境条件を考慮して降下火砕物によ

る短期的な荷重により機能を損なわない

ように，降下火砕物による組合せを考慮

した荷重に対し安全裕度を有する建屋内

に設置する設計とする。 

 

屋外の重大事故等対処設備について

は，環境条件を考慮して降下火砕物によ

る荷重により機能を損なわないように，

降下火砕物を除去することにより，重大

事故等対処設備の重大事故等に対処する

ために必要な機能が損なわれるおそれが

ない設計とする。 

 

なお，降下火砕物が堆積しないよう屋

外の重大事故等対処設備に堆積する降下

火砕物を適宜除去することを保安規定に

定めて管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○許○設基② 

【手段：運用】 

降下火砕物の除去 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ロ)閉塞 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

換気系，電気系及び計装制御系に対す

る機械的影響（閉塞）に対して降下火砕

物が侵入し難い設計とする。 

ⅰ．換気系，電気系及び計装制御系に対

する機械的影響(閉塞)山③-4 

降下火砕物防護対象施設は全て燃料加

工建屋に収納し，降下火砕物防護対象施

設を収納する建屋である燃料加工建屋

は，外気取入口に防雪フードを設け，降

下火砕物が侵入し難い構造とする。降下

火砕物が取り込まれたとしても，降下火

砕物防護対象施設については，気体廃棄

物の廃棄設備の給気設備及び非管理区域

換気空調設備の給気系に，プレフィル

タ，除塩フィルタ及び高性能エアフィル

タ若しくはプレフィルタ及び除塩フィル

タを設置し，建屋内部への降下火砕物の

侵入を防止することにより，安全機能を

損なわない設計とする。 

降下火砕物を含む空気の流路となる降

下火砕物防護対象施設である非常用所内

電源設備の非常用発電機は，燃料加工建

屋の外気取入口に防雪フードを設けるこ

とで降下火砕物が侵入し難い構造とす

る。降下火砕物が取り込まれたとして

も，設備内部への降下火砕物の侵入を防

止するため，非常用発電機の給気系統に

は，プレフィルタ及び除塩フィルタ若し

くは高性能エアフィルタを設置すること

により，安全機能を損なわない設計とす

る。山③-4, 山④-3 

なお，非常用所内電源設備の非常用発

電機に対する降下火砕物用フィルタの追

加設置，フィルタ類の交換又は清掃並び

に換気設備の停止による降下火砕物を適

切に除去する手順を整備することを保安

規定に定める。山③-4, 山④-3 

建屋内の重大事故等対処設備について

は，設置する建屋等に対し降下火砕物が

侵入し難い構造とすることで，機能を損

なわない設計とする。 

(ｃ) 換気系，電気系及び計装制御系に

対する機械的影響（閉塞）に対して

降下火砕物が侵入し難い設計とする

こと山③-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ．換気系，電気系及び計装制御系に

対する機械的影響（閉塞）山③-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建屋内に収納される降下火砕物防

護対象施設及び降下火砕物を含む空

気の流路となる降下火砕物防護対象

施設は，降下火砕物を含む空気によ

る流路の閉塞の影響により，安全機

能を損なわない設計とする。山③-4 

 

降下火砕物防護対象施設を収納す

る建屋は，外気取入口に防雪フード

を設け，降下火砕物が侵入し難い構

造とする。降下火砕物が取り込まれ

たとしても，換気設備及び非管理区

域換気空調設備の給気系には，プレ

フィルタ，除塩フィルタ及び高性能

エアフィルタ若しくはプレフィルタ

及び除塩フィルタを設置し，建屋内

部への降下火砕物の侵入を防止する

ことにより，安全機能を損なわない

設計とする。山③-4 

非常用所内電源設備は，外気取入

口に防雪フードを設け降下火砕物が

侵入し難い構造とする。降下火砕物

が取り込まれたとしても，設備内部

への降下火砕物の侵入を防止するた

め，給気系統には，プレフィルタ及

び除塩フィルタ若しくは高性能エア

フィルタを設置することにより，安

全機能を損なわない設計とする。ま

た，降下火砕物用フィルタの追加設

置など，さらなる降下火砕物対策を

実施できるよう設計する。山③-4 

さらに，降下火砕物がフィルタに

付着した場合でもフィルタの交換又

は清掃が可能な構造とすることで，

降下火砕物により閉塞しない設計と

する。山③-4 

 

 

 

 

(ロ) 閉塞 

i. 水循環系の閉塞 

外部事象防護対象施設及び外部事象防

護対象施設に影響を及ぼす可能性のある

クラス３に属する施設のうち，降下火砕

物を含む海水の流路となる施設について

は，降下火砕物に対し，機能を損なうお

それがないよう，降下火砕物の粒径に対

し十分な流路幅を設けることにより，水

循環系の狭隘部が閉塞しない設計とす

る。 

ⅱ. 換気系，電気系及び計測制御系に

対する機械的影響（閉塞） 

外部事象防護対象施設及び外部事象防

護対象施設に影響を及ぼす可能性のある

クラス３に属する施設のうち，非常用デ

ィーゼル発電機吸気口及び高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機吸気口の外気取

入口は開口部を下向きの構造とすること

により，降下火砕物が流路に侵入しにく

い設計とする。主排気筒は，降下火砕物

が侵入した場合でも，主排気筒の構造か

ら排気流路が閉塞しない設計とする。非

常用ガス処理系排気筒は，降下火砕物の

侵入防止を目的とする構造物を取り付け

ることにより，降下火砕物の影響に対し

て機能を損なわない設計とする。 

また，外気を取り入れる換気空調設備

（外気取入口），非常用ディーゼル発電

機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機の空気の流路にそれぞれフィルタを

設置することにより，フィルタメッシュ

より大きな降下火砕物が内部に侵入しに

くい設計とし，さらに降下火砕物がフィ

ルタに付着した場合でも取替え又は清掃

が可能な構造とすることで，降下火砕物

により閉塞しない設計とする。 

ディーゼル発電機機関は，フィルタを

通過した小さな粒径の降下火砕物が侵入

した場合でも，降下火砕物により閉塞し

ない設計とする。 

換気空調設備（外気取入口）以外の降

下火砕物を含む空気の流路となる換気

系，電気系及び計測制御系の施設につい

ても，降下火砕物に対し，機能を損なう

おそれがないよう，降下火砕物が侵入し

にくい構造，又は降下火砕物が侵入した

場合でも，降下火砕物により流路が閉塞

しない設計とする。 

なお，降下火砕物により閉塞しないよ

う外気取入ダンパの閉止，換気空調設備

○許○設基① 

【性能】 

・降下火砕物による

閉塞の防止 

【手段：設備】 

●建屋に収納される

降下火砕物防護対

象施設及び重大事

故等対処設備並び

に降下火砕物を含

む空気の流路とな

る降下火砕物防護

対象施設 

・降下火砕物が侵入

し難い構造 

【手段：運用】 

・フィルタ類の交換

又は清掃 

・除灰 

・降下火砕物用フィ

ルタの追加設置 

 

（発電炉の記載） 

発電炉の排気筒・水

循環系については当

社に同様の設備がな

いことから当社にお

ける記載なし。（設

備の違い） 

 

（発電炉の記載） 

発電炉の発電機機関

への降下火砕物への

侵入については設計

方針の違いにより記

載なし。（設計方針

の違い） 

 

 

 

 

 

 

○許○設基② 

建屋内への事前配備 

 

（当社の記載） 
当社特有の重大事故

等対処設備に対する

設計上の考慮として

記載。重大事故等対
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備のうち，屋外で使

用する外気を取り入れる設備は，設備の

建屋内への事前配備の手順を整備するこ

とを保安規定に定める。山④-3 基② 

 

(ハ)磨耗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

換気系，電気系及び計装制御系に対す

る機械的影響（磨耗）に対して磨耗し難

い設計とする。 

ⅰ．換気系，電気系及び計装制御系に対

する機械的影響(磨耗)山③-5 

降下火砕物防護対象施設は全て燃料加

工建屋に収納し，降下火砕物防護対象施

設を収納する建屋である燃料加工建屋

は，外気取入口に防雪フードを設け，降

下火砕物が侵入し難い構造とし，磨耗し

難い設計とする。降下火砕物が取り込ま

れたとしても，降下火砕物防護対象施設

については，気体廃棄物の廃棄設備の給

気設備及び非管理区域換気空調設備の給

気系に，プレフィルタ，除塩フィルタ及

び高性能エアフィルタ若しくはプレフィ

ルタ及び除塩フィルタを設置し，建屋内

部への降下火砕物の侵入を防止すること

により，安全機能を損なわない設計とす

る。山③-5 

降下火砕物を含む空気の流路となる降

下火砕物防護対象施設である非常用所内

電源設備の非常用発電機は，燃料加工建

屋の外気取入口に防雪フードを設けるこ

とで降下火砕物が侵入し難い構造とし，

磨耗し難い設計とする。降下火砕物が取

り込まれたとしても，設備内部への降下

火砕物の侵入を防止するため，非常用発

電機の給気系統には，プレフィルタ及び

除塩フィルタ若しくは高性能エアフィル

タを設置することにより，安全機能を損

なわない設計とする。山③-5 

なお，非常用所内電源設備の非常用発

 

 

 

 

 

 (ｄ) 換気系，電気系及び計装制御系

に対する機械的影響（磨耗）に対し

て磨耗し難い設計とすること山③-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅳ．換気系，電気系及び計装制御系に

対する機械的影響（磨耗）山③-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建屋内に収納される降下火砕物防

護対象施設及び降下火砕物を含む空

気の流路となる降下火砕物防護対象

施設である非常用所内電源設備は，

降下火砕物による磨耗の影響によ

り，安全機能を損なわない設計とす

る。山③-5 

 

降下火砕物防護対象施設を収納す

る建屋は，外気取入口に防雪フード

を設け，降下火砕物が侵入し難い構

造とする。降下火砕物が取り込まれ

たとしても，換気設備及び非管理区

域換気空調設備の給気系には，プレ

フィルタ，除塩フィルタ及び高性能

エアフィルタ若しくはプレフィルタ

及び除塩フィルタを設置し，建屋内

部への降下火砕物の侵入を防止する

ことにより，安全機能を損なわない

設計とする。山③-5 

 

非常用所内電源設備は，外気取入

口に防雪フードを設け降下火砕物が

侵入し難い構造とする。降下火砕物

が取り込まれたとしても，設備内部

への降下火砕物の侵入を防止するた

め，給気系統には，プレフィルタ及

び除塩フィルタ若しくは高性能エア

フィルタを設置することにより，安

全機能を損なわない設計とする。ま

た，降下火砕物用フィルタの追加設

の停止及び閉回路循環運転を保安規定に

定めて管理する。 

 

 

(ハ) 摩耗 

ⅰ. 水循環系の内部における摩耗 

外部事象防護対象施設及び外部事象防

護対象施設に影響を及ぼす可能性のある

クラス３に属する施設のうち，降下火砕

物を含む海水の流路となる施設の内部に

おける摩耗については，主要な降下火砕

物は砂と同等又は砂より硬度が低くもろ

いことから，摩耗による影響は小さい。

また当該施設については，定期的な内部

点検及び日常保守管理により，状況に応

じて補修が可能であり，摩耗により外部

事象防護対象施設の安全機能を損なわな

い設計とする。 

 

ⅱ. 換気系，電気系及び計測制御系に

対する機械的影響（摩耗） 

外部事象防護対象施設及び外部事象防

護対象施設に影響を及ぼす可能性のある

クラス３に属する施設のうち，降下火砕

物を含む空気を取り込みかつ摺動部を有

する換気系，電気系及び計測制御系の施

設については，降下火砕物に対し，機能

を損なうおそれがないよう，降下火砕物

が侵入しにくい構造とすること又は摩耗

しにくい材料を使用することにより，摩

耗しにくい設計とする。 

 

なお，摩耗が進展しないよう外気取入

ダンパの閉止，換気空調設備の停止を保

安規定に定めて管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処設備等に係る様式

－７から展開 

 

 

 

（発電炉の記載） 

発電炉の水循環系に

ついては当社に同様

の設備がないことか

ら当社における記載

なし。（設備の違

い） 

 

 

 

 

 

 

 

○許○設基① 

【性能】 

降下火砕物による磨

耗の防止 

 

【手段：設備】 

●降下火砕物防護対

象施設を収納する建

屋 

・降下火砕物が侵入

し難い構造 

●非常用発電機 

・降下火砕物が侵入

し難い構造 

・フィルタの設置 

 

 

 

 

 

【手段：運用】 

・フィルタ類の交換

又は清掃 

・降下火砕物用フィ

ルタの追加設置 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

電機に対する降下火砕物用フィルタの追

加設置，フィルタ類の交換又は清掃並び

に換気設備の停止による降下火砕物を適

切に除去する手順を整備することを保安

規定に定める。山③-5 

 

 

 

(二)腐食山③-6，山③-7 

構造物，換気系，電気系及び計装制御

系に対する化学的影響（腐食）に対して

短期での腐食が発生しない設計とする。 

 

ⅰ．構造物に対する化学的影響(腐食)山

③-6 

降下火砕物防護対象施設を収納する建

屋である燃料加工建屋は，耐食性のある

材料を使用又は外壁塗装及び屋上防水を

実施することにより降下火砕物による短

期的な腐食が発生しない設計とする。山

③-6 

なお，降下火砕物堆積後の長期的な腐

食の影響については，堆積した降下火砕

物の除去後に点検し，必要に応じて修理

を行うこと並びに日常的な保守及び修理

の手順を整備することを保安規定に定め

る。山③-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ｅ) 構造物，換気系，電気系及び計

装制御系に対する化学的影響（腐

食）に対して短期での腐食が発生し

ない設計とすること山③-6，山③-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

置など，さらなる降下火砕物対策を

実施できるよう設計する。山③-5 

さらに，降下火砕物がフィルタに

付着した場合でもフィルタの交換又

は清掃が可能な構造とすることで，

降下火砕物により磨耗しない設計と

する。山③-5 

 

ⅴ．構造物，換気系，電気系及び計装

制御系への化学的影響（腐食）山③

-6，山③-7 

降下火砕物防護対象施設を収納す

る建屋，建屋に収納される降下火砕

物防護対象施設，降下火砕物を含む

空気の流路となる降下火砕物防護対

象施設は，降下火砕物に含まれる腐

食性のあるガスによる化学的影響

（腐食）により，安全機能を損なわ

ない設計とする。山③-6，山③-7 

降下火砕物の特性として，金属腐

食研究の結果より，直ちに金属腐食

を生じさせることはないが，降下火

砕物を含む空気の流路となる降下火

砕物防護対象施設は，塗装又は腐食

し難い金属を用いることにより，安

全機能を損なわない設計とする。山

③-7 

 

降下火砕物防護対象施設を収納す

る建屋である燃料加工建屋は，外気

取入口に防雪フードを設け，降下火

砕物が侵入し難い構造とする。降下

火砕物が取り込まれたとしても，換

気設備及び非管理区域換気空調設備

の給気系には，プレフィルタ，除塩

フィルタ及び高性能エアフィルタ若

しくはプレフィルタ及び除塩フィル

タを設置し，建屋内部への降下火砕

物の侵入を防止することにより，安

全機能を損なわない設計とする。山

③-7 

降下火砕物防護対象施設を収納す

る建屋である燃料加工建屋は外壁塗

装及び屋上防水がなされていること

から，降下火砕物による化学的腐食

により短期的な影響を受けることは

ない。山③-6 

また，降下火砕物堆積後の長期的

な腐食の影響については，堆積した

降下火砕物の除去後に点検し，必要

に応じて修理を行うこと並びに日常

 

 

 

 

 

 

 

(ニ) 腐食 

ⅰ. 構造物の化学的影響（腐食） 

外部事象防護対象施設及び外部事象防

護対象施設に影響を及ぼす可能性のある

クラス３に属する施設のうち，屋外に設

置している施設及び外部事象防護対象施

設を内包する施設については，降下火砕

物に対し，機能を損なうおそれがないよ

う，耐食性のある材料の使用又は塗装を

実施することにより，降下火砕物による

短期的な腐食が発生しない設計とする。 

また，外部事象防護対象施設の安全性

を確保するために設置する防護対策施設

は，降下火砕物に対し，機能を損なうお

それがないよう，耐食性のある材料の使

用又は塗装を実施することにより，降下

火砕物による短期的な腐食が発生しない

設計とする。 

なお，長期的な腐食の影響について

は，日常保守管理等により，状況に応じ

て補修が可能な設計とする。 

屋内の重大事故等対処設備について

は，降下火砕物による短期的な腐食によ

り機能を損なわないように，耐食性のあ

る塗装を実施した建屋内に設置する設計

とする。 

屋外の重大事故等対処設備について

は，降下火砕物を適宜除去することによ

り，降下火砕物による腐食に対して重大

事故等対処設備の重大事故等に対処する

ために必要な機能が損なわれるおそれが

ない設計とする。 

なお，屋外の重大事故等対処設備が降

下火砕物により腐食しにくいよう降下火

砕物の適宜除去を保安規定に定めて管理

する。 

 

ⅱ. 水循環系の化学的影響（腐食） 

外部事象防護対象施設及び外部事象防

護対象施設に影響を及ぼす可能性のある

クラス３に属する施設のうち，降下火砕

物を含む海水の流路となる施設について

は，降下火砕物に対し，機能を損なうお

それがないよう，耐食性のある材料の使

 

 

 

 

 

 

 

 

○許○設基① 

【性能】 

降下火砕物による腐

食の防止 

 

【手段：設備】 

●降下火砕物防護対

象施設を収納する建

屋，建屋に収納され

る降下火砕物防護対

象施設，降下火砕物

を含む空気の流路と

なる降下火砕物防護

対象施設 

 

・腐食し難い設計 

【手段：運用】 

・降下火砕物の除去

及び修理 

・日常的な保守及び

修理 

（発電炉の記載） 

発電炉の防護対策施

設については当社に

同様の設備がないこ

とから当社における

記載なし。（設備の

違い） 

 

（発電炉の記載） 

重大事故対処設備の

構成等の違いにより

降下火砕物に対する

設計上考慮すべき事

項の相違があるため

当社における記載な

し。 

 

（発電炉の記載） 

対象となる設備がな

いため、当社におけ

る記載なし。 
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添付－３（１） 

要求事項との対比表 第八条 （外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（12 / 18） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ．換気系，電気系及び計装制御系に対

する化学的影響(腐食)山③-7 

降下火砕物防護対象施設は全て燃料

加工建屋に収納し，降下火砕物防護対

象施設を収納する建屋である燃料加工

建屋は，外気取入口に防雪フードを設

け，降下火砕物が侵入し難い構造とす

る。降下火砕物が取り込まれたとして

も，降下火砕物防護対象施設について

は，気体廃棄物の廃棄設備の給気設備

及び非管理区域換気空調設備の給気系

に，プレフィルタ，除塩フィルタ及び

高性能エアフィルタ若しくはプレフィ

ルタ及び除塩フィルタを設置し，建屋

内部への降下火砕物の侵入を防止する

ことにより，安全機能を損なわない設

計とする。山③-7 

降下火砕物を含む空気の流路となる

降下火砕物防護対象施設である非常用

所内電源設備の非常用発電機の給気系

のうちフィルタまでの範囲は防食処理

等の腐食防止対策として，腐食し難い

金属を用いること又は塗装することに

より腐食を防止する設計とする。山③-

7 

 

 

 

 

 (ホ)中央監視室等の大気汚染山③-8 

敷地周辺の大気汚染に対して，全工程

停止及びグローブボックス排風機以外の

送排風機を停止し，ＭＯＸ燃料加工施設

を安定な状態に移行する措置を講ずると

ともに，施設の監視が適時実施できるよ

うに，資機材を確保し手順を整備するこ

とを保安規定に定める。山③-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｆ) 敷地周辺の大気汚染に対して，全

工程停止の措置を講じた上で，施設

の監視が適時実施できるように，資

機材を確保し手順を整備すること山

③-8 

 

 

 

 

 

 

 

的な保守及び修理を行うことによ

り,安全機能を損なわない設計とす

る。山③-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅵ．中央監視室等の大気汚染山③-8 

敷地周辺の大気汚染に対しては，

全工程停止及びグローブボックス排

風機以外の送排風機を停止し，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設を安定な状態に移行

する措置を講じるとともに，施設の

監視が適時実施できるように，資機

材を確保し手順を整備する。山③-8 

 

 

 

 

用又は塗装を実施することにより，降下

火砕物による短期的な腐食が発生しない

設計とする。 

 

なお，長期的な腐食の影響について

は，日常保守管理等により，状況に応じ

て補修が可能な設計とする。 

 

ⅲ. 換気系，電気系及び計測制御系に

対する化学的影響（腐食） 

外部事象防護対象施設及び外部事象防

護対象施設に影響を及ぼす可能性のある

クラス３に属する施設のうち，降下火砕

物を含む空気の流路となる換気系，電気

系及び計測制御系の施設については，降

下火砕物に対し，機能を損なうおそれが

ないよう，耐食性のある材料の使用又は

塗装を実施することにより，降下火砕物

による短期的な腐食が発生しない設計と

する。 

 

なお，長期的な腐食の影響について

は，日常保守管理等により，状況に応じ

て補修が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ホ) 発電所周辺の大気汚染 

外部事象防護対象施設及び外部事象防

護対象施設に影響を及ぼす可能性のある

クラス３に属する施設のうち，中央制御

室換気系については，降下火砕物に対

し，機能を損なうおそれがないよう，バ

グフィルタを設置することにより，降下

火砕物が中央制御室に侵入しにくい設計

とする。 

 

 

また，中央制御室換気系については，

外気取入ダンパの閉止及び閉回路循環運

転を可能とすることにより，中央制御室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

ⅰ.と同様に記載を展

開することが必要

（記載不足） 

⇒以下記載の適正化

必要 

「なお，降下火砕物

堆積後の長期的な腐

食の影響について

は，堆積した降下火

砕物の除去後に点検

し，必要に応じて修

理を行うこと並びに

日常的な保守及び修

理の手順を整備する

ことを保安規定に定

める。」 

 

○許○設基② 

【手段：運用】 

●中央監視室等の居

住性悪化時の施設の

安全性の確保 

・全工程停止 

・グローブボックス

排風機以外の送排

風機を停止及び給

気系統上のダンパ

閉止の実施 

・施設の監視が適時
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添付－３（１） 

要求事項との対比表 第八条 （外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（13 / 18） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (へ)絶縁低下山③-9 

電気系及び計装制御系の絶縁低下に対

して，換気設備は降下火砕物が侵入し難

い設計とする。山③-9 

ⅰ．電気系及び計装制御系に対する絶縁

低下 

降下火砕物防護対象施設は全て燃料加

工建屋に収納し，降下火砕物防護対象施

設を収納する建屋である燃料加工建屋

は，外気取入口に防雪フードを設け，降

下火砕物が侵入し難い構造とする。山③

-9 また，降下火砕物が取り込まれたと

しても，降下火砕物防護対象施設である

焼結設備，火災防護設備及び小規模試験

設備のうち空気を取り込む機構を有する

制御盤，監視盤及び非常用所内電源設備

のうち空気を取り込む機構を有する電気

盤については，気体廃棄物の廃棄設備の

給気設備及び非管理区域換気空調設備の

給気系に，プレフィルタ，除塩フィルタ

及び高性能エアフィルタ若しくはプレフ

ィルタ及び除塩フィルタを設置し，建屋

内部への降下火砕物の侵入を防止するこ

とにより，安全機能を損なわない設計と

する。山③-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ｇ) 電気系及び計装制御系の絶縁低

下に対して，換気設備は降下火砕物

が侵入し難い設計とすること山③-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅶ．電気系及び計装制御系の絶縁低下

山③-9 

電気系及び計装制御系のうち，外

気から取り入れた屋内の空気を機器

内に取り込む機構を有する設備は，

降下火砕物による絶縁低下の影響に

より，安全機能を損なわない設計と

する。山③-9 

降下火砕物防護対象施設を収納す

る建屋である燃料加工建屋は，外気

取入口に防雪フードを設け，降下火

砕物が侵入し難い構造とする。ま

た，降下火砕物が取り込まれたとし

ても，換気設備及び非管理区域換気

空調設備の給気系には，プレフィル

タ，除塩フィルタ及び高性能エアフ

ィルタ若しくはプレフィルタ及び除

塩フィルタを設置し，建屋内部への

降下火砕物の侵入を防止することに

より，焼結設備，火災防護設備及び

小規模試験設備のうち空気を取り込

む機構を有する制御盤及び監視盤並

びに非常用所内電源設備のうち空気

を取り込む機構を有する電気盤の安

全機能を損なわない設計とする。山

③-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内への降下火砕物の侵入を防止する。さ

らに外気取入遮断時において，酸素濃度

及び二酸化炭素濃度の影響評価を実施

し，室内の居住性を確保する設計とす

る。 

 

 

なお，降下火砕物による中央制御室の

大気汚染を防止するよう閉回路循環運転

の実施等を保安規定に定めて管理する。 

 

 (ヘ) 絶縁低下 

外部事象防護対象施設及び外部事象防

護対象施設に影響を及ぼす可能性のある

クラス３に属する施設のうち，空気を取

り込む機構を有する電気系及び計測制御

系の盤については，降下火砕物に対し，

機能を損なうおそれがないよう，計測制

御設備（安全保護系）の設置場所の換気

空調設備にバグフィルタを設置すること

により，降下火砕物が侵入しにくい設計

とする。 

 

なお，中央制御室換気系については，

降下火砕物による計測制御系の盤の絶縁

低下を防止するよう外気取入ダンパの閉

止及び閉回路循環運転の実施を保安規定

に定めて管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施できるように

資機材を確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○許○設基① 

【性能】 

降下火砕物による絶

縁低下の防止 

 

【手段：設備】 

●降下火砕物防護対

象施設を収納する建

屋及び非管理区域換

気空調設備 

・降下火砕物が侵入

し難い構造 
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添付－３（１） 

要求事項との対比表 第八条 （外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（14 / 18） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

ロ.間接的影響に対する設計方針 

 降下火砕物による間接的影響である７

日間の外部電源喪失及び敷地内外での交

通の途絶によるアクセス制限事象に対

し，ＭＯＸ燃料加工施設の安全性を維持

するために必要となる電源の供給が継続

できるよう，非常用所内電源設備は非常

用発電機の燃料を貯蔵する燃料油貯蔵タ

ンク，燃料油サービスタンクＡ及びＢを

設置する設計とする。山③-10 

ＭＯＸ燃料加工施設の運転に影響を及

ぼすと予見される場合には，全工程停止

及びグローブボックス排風機以外の送排

風機を停止し，火災による閉じ込め機能

の不全を防止するために必要な安全上重

要な施設へ７日間の電力を供給する措置

を講ずる手順を整備することを保安規定

に定める。山③-10 

なお，敷地内の道路において降下火砕

物が堆積した場合には，降灰後に除灰作

業を実施し復旧する手順を整備すること

を保安規定に定める。山③-10 

 

(ｈ) 降下火砕物による静的負荷や腐食

等の影響に対して降下火砕物の除去

や外気取入口のフィルタの交換又は

清掃並びに換気設備の停止により安

全機能を損なわない設計とすること

山③-4，山③-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに，降下火砕物による間接的影響

である７日間の外部電源喪失及び敷地内

外での交通の途絶によるアクセス制限事

象に対し，ＭＯＸ燃料加工施設の安全性

を維持するために必要となる電源の供給

が継続できるようにすることにより安全

機能を損なわない設計とする。山③-10 

 

 (ｂ) 間接的影響に対する設計方針

山◇8  

ⅰ．外部電源喪失 

再処理事業所外で生じる送電網への

降下火砕物の影響により長期的に外部

電源が喪失した場合に対し，非常用所

内電源設備の非常用発電機は予備機を

設ける設計とし，外部電源喪失により

安全上重要な施設の安全機能を損なわ

ない設計とする。 

また，ＭＯＸ燃料加工施設は，降下

火砕物の影響により外部電源が喪失

し，外部からの支援を期待できない場

合においても，非常用発電機の燃料を

貯蔵する燃料タンクを設置する設計と

し，過度な放射線被ばくを及ぼすおそ

れのある火災による閉じ込め機能の不

全を防止するために必要な安全上重要

な施設へ７日間の電力を供給する措置

を講ずる。山③-10 

 

ⅱ．アクセス制限 

敷地外で交通の途絶が発生した場

合，安全上重要な施設に電力を供給す

る非常用所内電源設備の非常用発電機

の燃料油の供給を受けられないが，非

常用発電機の燃料を貯蔵する燃料タン

クを設置する設計とし，過度な放射線

被ばくを及ぼすおそれのある火災によ

る閉じ込め機能の不全を防止するため

に必要な安全上重要な施設へ７日間の

電力を供給する措置を講ずる。山③-

10 

 

敷地内において交通の途絶が発生し

た場合でも，安全上重要な施設の安全

機能は燃料加工建屋内で系統が接続さ

れることにより，交通の途絶の影響を

受けない設計とし，ＭＯＸ燃料加工施

設の安全機能を損なわない設計とす

る。また，敷地内の道路において降下

火砕物が堆積した場合には，降灰後に

除灰作業を実施し復旧することを手順

等に定める。山③-10 

 

ｆ． 火山影響等発生時におけるＭＯＸ

燃料加工施設の保全のための活動を行

う体制の整備の方針山◇9  

火山事象による影響が発生し又は発生す

るおそれがある場合（以下「火山影響

ロ. 間接的影響に対する設計方針 

降下火砕物による間接的影響である長

期（7日間）の外部電源喪失及び発電所

外での交通の途絶によるアクセス制限事

象に対し，原子炉及び使用済燃料プール

の安全性を損なわないようにするため

に，7日間の電源供給が継続できるよ

う，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）

の燃料を貯蔵するための軽油貯蔵タンク

及び燃料を移送するための燃料移送ポン

プ等を降下火砕物の影響を受けないよう

設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○許○設基① 

【性能】 

・非常用発電機の 7

日間以上の運転継続 

 

【手段：設備】 

・燃料タンク（燃料

油貯蔵タンク）の設

置 

 

【手段：運用】 

・火災による閉じ込

め機能の不全を防

止するために必要

な安全上重要な施

設への電力を供給

するための措置 

・降灰後における敷

地内道路の除灰 

 

（双方の記載） 

大気汚染に対する設

計上の違い（居住性

に対する考慮）によ

り発電炉と当社で記

載が異なる。 

全工程停止、送排風

機の停止等の措置

は、当社特有の設計

上の考慮。 

 

（当社の記載） 

全工程停止、送排風

機の停止等の措置

は、当社特有の設計

上の考慮。 
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添付－３（１） 

要求事項との対比表 第八条 （外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（15 / 18） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
等発生時」という。）においてＭＯＸ

燃料加工施設の保全のための活動を行

う体制の整備として，以下の措置を講

ずる。 

(ａ) 計画の策定 

火山影響等発生時においてＭＯＸ燃料加

工施設の保全のための活動を行うため

の計画を策定する。 

(ｂ) 要員の確保 

火山影響等発生時においてＭＯＸ燃料加

工施設の保全のための活動を実施する

ために必要な要員を確保する。 

(ｃ) 教育及び訓練 

火山影響等発生時においてＭＯＸ燃料加

工施設の保全のための活動を確実に実

施するための教育及び訓練を年１回以

上実施する。 

(ｄ) 資機材の配備 

火山影響等発生時においてＭＯＸ燃料加

工施設の保全のための活動に必要な資

機材を配備する。 

(ｅ) 体制の整備 

火山影響等発生時においてＭＯＸ燃料加

工施設の保全のための活動に必要な体

制を整備する。 

(ｆ) 定期的な評価 

降下火砕物による火山影響評価に変更が

ないか定期的に確認し，変更が生じて

いる場合は火山影響評価を行う。火山

影響評価の結果，変更がある場合はそ

れぞれの措置の評価を行い，対策の見

直しを実施する。 

 

ｇ．実施する主な手順山◇10 

火山に対する防護については，降下火砕

物による影響評価を行い，設計対処施

設に長期にわたり荷重がかかることや

化学的影響（腐食）を発生させること

を避け，安全機能を維持するための手

順を定める。実施する主な手順を以下

に示す。 

(ａ) 大規模な火山の噴火があり降灰予

報が発表され，ＭＯＸ燃料加工施設の

運転に影響を及ぼすと予見される場合

には，全工程停止及びグローブボック

ス排風機以外の送排風機を停止し，Ｍ

ＯＸ燃料加工施設を安定な状態に移行

する措置を講ずるとともに，給気系統

上に設置する手動ダンパを閉止する手

順を定める。 
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添付－３（１） 

要求事項との対比表 第八条 （外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（16 / 18） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
(ｂ) 降下火砕物の影響により給気フィ

ルタの差圧が交換差圧に達した場合

は，状況に応じ外気の取り込みの停止

又はフィルタの清掃や交換を実施す

る。非常用所内電源設備の非常用発電

機の運転時には，フィルタの状況を確

認し，状況に応じてフィルタの清掃や

交換，降下火砕物用フィルタの追加設

置を実施する。また，降下火砕物が排

気筒に侵入し，排気経路が閉塞するお

それがある場合は，降下火砕物の除去

を実施する。 

 

 (ｃ) 降灰後は設計対処施設への影響

を確認するための点検を実施し，降下

火砕物の堆積が確認された箇所につい

ては降下火砕物の除去を行い，長期に

わたり積載荷重がかかること及び化学

的影響（腐食）が発生することを防止

する。 

(ｄ) 降灰が確認され，中央監視室等の

居住性が損なわれるおそれがある場合

には，監視盤等により施設の監視を適

時実施する。 

 

ｈ．火山の状態に応じた対処方針山◇11 

十和田及び八甲田山は，ＭＯＸ燃料加

工施設の運用期間中における巨大噴

火の可能性が十分小さいと評価して

いるが，火山活動のモニタリングを

行い，評価時からの状態の変化の検

知により評価の根拠が維持されてい

ることを確認する。火山活動のモニ

タリングの結果，火山の状態に応じ

た判断基準に基づき，観測データに

有意な変化があった場合は，火山専

門家の助言を踏まえ，当社が総合判

断を行い，対処内容を決定する。 

対処に当たっては，火山影響等発生時

において，保全のための活動を行う

ため，必要な資機材の準備，体制の

整備等を実施するとともに，その時

点の最新の科学的知見に基づき可能

な限りの対処を行う。 

主な対処例を以下に示す。 

(ａ) 降下火砕物防護対象施設を収納

する建屋に堆積した降下火砕物等の

除去 

(ｂ) ＭＯＸ燃料加工施設を安定な状

態へ移行（全工程停止，送排風機の

停止及び工程内に残留したＭＯＸの
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添付－３（１） 

要求事項との対比表 第八条 （外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（17 / 18） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
燃料集合体への加工）等 

 

山◇9  

⑧ 外部からの衝撃による損傷の防止 

（外部からの衝撃による損傷の防止） 

第九条 安全機能を有する施設は、想定

される自然現象（地震及び津波を除く。

次項において同じ。）が発生した場合に

おいても安全機能を損なわないものでな

ければならない。 

２ 安全上重要な施設は、当該安全上重

要な施設に大きな影響を及ぼすおそれが

あると想定される自然現象により当該安

全上重要な施設に作用する衝撃及び設計

基準事故時に生ずる応力を適切に考慮し

たものでなければならない。 

３ 安全機能を有する施設は、工場等内

又はその周辺において想定される加工施

設の安全性を損なわせる原因となるおそ

れがある事象であって人為によるもの

（故意によるものを除く。）に対して安

全機能を損なわないものでなければなら

ない。 

 

適合のための設計方針 

第１項及び第２項について 

安全機能を有する施設は，設計基準にお

いて想定される自然現象（地震及び津波

を除く。）に対してＭＯＸ燃料加工施設

の安全性を損なわない設計とする。ま

た，安全上重要な施設は，想定される自

然現象により作用する衝撃及び設計基準

事故時に生ずる応力を適切に考慮する。 

 

ｈ．火山の影響 

安全機能を有する施設は，火山の影響が

発生した場合においても安全機能を損な

わない設計とする。 

安全上重要な施設は，ＭＯＸ燃料加工施

設の運用期間中においてＭＯＸ燃料加工

施設の安全機能に影響を及ぼし得る火山

事象として設定した層厚 55cm，密度

1.3g/cm3（湿潤状態）の降下火砕物山②

-1 に対し，以下のような設計とするこ

とにより安全機能を損なわない設計とす

る。 

・構造物への静的負荷に対して安全余裕

を有する設計とすること山③-2 

・構造物への粒子の衝突に対して影響を

受けない設計とすること 

・換気系，電気系及び計装制御系に対す

248



添付－３（１） 

要求事項との対比表 第八条 （外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（18 / 18） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
る機械的影響（閉塞）に対して降下火砕

物が侵入し難い設計とすること山③-4 

・換気系，電気系及び計装制御系に対す

る機械的影響（磨耗）に対して磨耗し難

い設計とすること山③-5 

・構造物，換気系，電気系及び計装制御

系に対する化学的影響（腐食）に対して

短期での腐食が発生しない設計とするこ

と山③-6，山③-7 

・敷地周辺の大気汚染に対して，全工程

停止の措置を講じた上で，施設の監視が

適時実施できるように，資機材を確保し

手順を整備すること山③-8 

・電気系及び計装制御系の絶縁低下に対

して，換気設備は降下火砕物が侵入し難

い設計とすること山③-9 

・降下火砕物による静的負荷や腐食等の

影響に対して降下火砕物の除去や外気取

入口のフィルタの交換又は清掃並びに換

気設備の停止により安全機能を損なわな

い設計とすること山③-4，山③-5 

その他の安全機能を有する施設について

は，降下火砕物に対して機能を維持する

こと若しくは降下火砕物による損傷を考

慮して代替設備により必要な機能を確保

すること，安全上支障のない期間での修

理を行うこと又はそれらを適切に組み合

わせることにより，安全機能を損なわな

い設計とする。山①-2 

さらに，降下火砕物による間接的影響で

ある７日間の外部電源喪失及び敷地内外

での交通の途絶によるアクセス制限事象

に対し，ＭＯＸ燃料加工施設の安全性を

維持するために必要となる電源の供給が

継続できるようにすることにより安全機

能を損なわない設計とする。山③-10 
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（1 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
（火災等による損傷の防

止） 

第十一条 安全機能を有する施

設は、火災又は爆発の影響を受

けることにより加工施設の安全

性に著しい支障が生ずるおそれ

がある場合において、消火設備 

(事業許可基準規則第五条第一項

に規定する消火設備をいう。以下

同じ。) 及び警報設備 (警報設備

にあっては自動火災報知設備、漏

電火災警報器その他の火災の発生

を自動的に検知し、警報を発する

ものに限る。以下同じ。) が設置さ

れたものでなければならない。 

２ 前項の消火設備及び警報設

備は、その故障、損壊又は異常

な作動により安全上重要な施設

の安全機能に著しい支障を及ぼ

すおそれがないものでなければ

ならない。 

３ 安全機能を有する施設であ

って、火災又は爆発により損傷

を受けるおそれがあるものは、

可能な限り不燃性又は難燃性の

材料を使用するとともに、必要

に応じて防火壁の設置その他の

適切な防護措置が講じられたも

のでなければならない。 

DB 火①：感知及び消火（第 1

項） 

DB 火②：感知及び消火（第 2

項） 

DB 火③：発生防止，影響軽減

（第 3項） 

 

 

 

 

DB 火①～③a1（火災防護設備の

設置） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 火災等による損傷の防止 

ＭＯＸ燃料加工施設の火災等による損傷

の防止の基本設計方針については，火災

防護設備の基本設計方針に基づく設計と

する。 

 

 

7.  その他の加工施設 

7.1 火災防護設備の基本設計方針 

安全機能を有する施設は，火災又は爆発

によりＭＯＸ燃料加工施設の安全性が損

なわれないよう，火災防護上重要な機器

等を設置する火災区域及び火災区画に対

して，火災防護対策を講じる。 

（冒頭宣言） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災防護設備は，安全機能を有する施設

に対する火災防護設備で構成し，火災発

生防止設備，火災感知設備，消火設備，

火災影響軽減設備を設置する。DB 火①～

③a1 

 

 

 

 

 

 

 

火災防護上重要な機器等は，安全機能を

有する施設のうち，その機能の喪失によ

り公衆に対し過度の放射線被ばくを及ぼ

すことのないよう，安全評価上その機能

を期待する安全上重要な施設の構築物，

系統及び機器(以下「安重機能を有する機

器等」という。)並びに放射性物質の貯蔵

又は閉じ込め機能を確保するための構築

物，系統及び機器のうち，安重機能を有

する機器等を除いたもの(以下「放射性物

質の貯蔵等の機器等」という。)とする。 

DB 火①～③b1 

 

 

 

 

 

 

(ニ) 火災及び爆発の防止に関する構造 

(１) 安全機能を有する施設の火災及び

爆発の防止 

安全機能を有する施設は，火災又は爆発

によりＭＯＸ燃料加工施設の安全性が損

なわれないよう，火災及び爆発の発生を

防止し，早期に火災発生を感知し消火を

行い，かつ，火災及び爆発の影響を軽減

するために，以下の火災防護対策を講ず

る設計とする。（冒頭宣言） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 基本事項 

ａ．安全上重要な施設 

ＭＯＸ燃料加工施設は，臨界防止，閉じ

込め等の安全機能が火災又は爆発によっ

て損なわれないよう，適切な火災防護対

策を講ずる設計とする。DB 火①～③b1 

具体的には，安全機能を有する施設のう

ち，その機能の喪失により公衆に対し過

度の放射線被ばくを及ぼすことのないよ

う，安全評価上その機能を期待する構築

物，系統及び機器を漏れなく抽出する観

点から，安全上重要な施設の安全機能を

有する構築物，系統及び機器（以下「安

重機能を有する機器等」という。）DB 火

①～③b1 を抽出し，火災及び爆発の発生

防止，火災の感知及び消火並びに火災及

  

 

 

 

 

(４) 火災及び爆発に関する安全設計 

① 火災及び爆発に関する設計 

火災及び爆発の防止に関する設計は，安

全機能を有する施設に対する火災及び爆

発の防止に関する設計並びに重大事故等

対処施設に対する火災及び爆発の防止に

関する設計を行う。◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．安全機能を有する施設に対する火災

及び爆発の防止に関する設計 

(ａ) 火災及び爆発の防止に関する設計

方針 

安全機能を有する施設は，火災又は爆発

によりＭＯＸ燃料加工施設の安全性が損

なわれないよう，火災及び爆発の発生を

防止し，早期に火災発生を感知し消火を

行い，かつ，火災及び爆発の影響を軽減

するために，火災防護対策を講ずる設計

とする。◇1  

火災又は爆発によってその安全機能が損

なわれないことを確認する施設を，全て

の安全機能を有する構築物，系統及び機

器とする。 

火災防護対策を講ずる対象としては，安

第 2章 個別項目 

 

 

 

 

 

 

1. 火災防護設備の基本設計方針 

設計基準対象施設は，火災により発電

用原子炉施設の安全性を損なわないよ

う，火災防護上重要な機器等を設置する

火災区域及び火災区画に対して，火災防

護対策を講じる。 

発電用原子炉施設は，火災によりその

安全性を損なわないように，適切な火災

防護対策を講じる設計とする。火災防護

対策を講じる対象として「発電用軽水型

原子炉施設の安全機能の重要度分類に関

する審査指針」のクラス１，クラス２及

び安全評価上その機能を期待するクラス

３に属する構築物，系統及び機器とす

る。 

火災防護上重要な機器等は，上記構築

物，系統及び機器のうち原子炉の高温停

止及び低温停止を達成し，維持するため

に必要な構築物，系統及び機器並びに放

射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有す

る構築物，系統及び機器とする。 

原子炉の高温停止及び低温停止を達成

し，維持するために必要な構築物，系統

及び機器は，発電用原子炉施設において

火災が発生した場合に，原子炉の高温停

止及び低温停止を達成し，維持するため

に必要な以下の機能を確保するための構

築物，系統及び機器とする。 

① 原子炉冷却材圧力バウンダリ機能 

② 過剰反応度の印加防止機能 

③ 炉心形状の維持機能 

④ 原子炉の緊急停止機能 

⑤ 未臨界維持機能 

⑥ 原子炉冷却材圧力バウンダリの過

圧防止機能 

⑦ 原子炉停止後の除熱機能 

⑧ 炉心冷却機能 

⑨ 工学的安全施設及び原子炉停止系

への作動信号の発生機能 

⑩ 安全上特に重要な関連機能 

⑪ 安全弁及び逃がし弁の吹き止まり

機能 

⑫ 事故時のプラント状態の把握機能 

⑬ 制御室外からの安全停止機能 

放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を

有する構築物，系統及び機器は，発電用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

クラス 1～3、火災防

護上重要な機器等

は、当社との設備の

違いがあるため記載

しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火①～③a1 

・安全機能を有する施

設の火災防護設備（発

生防止，感知及び消

火，影響軽減設備）の

設置 

（当社の記載） 

当社特有の設備構成

を記載しているため

発電炉に該当する記

載がない。 

 

 

○設○許基① 

【性能】 

・火災防護上重要な機

器等に対する火災防護

対策（発生防止，感知

及び消火，影響軽減） 

 

【手段：設備＋運用

（設計条件）】 

DB 火①～③b1 

・火災防護上重要な設
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火①～③b1（火災防護上重要

な機器等の宣言） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

び爆発の影響軽減のそれぞれを考慮した

火災防護対策を講ずる設計とする。 

ｂ．放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能

を有する構築物，系統及び機器 

安全機能を有する施設のうち，ＭＯＸ燃

料加工施設において火災又は爆発が発生

した場合，放射性物質の貯蔵又は閉じ込

め機能を確保するための構築物，系統及

び機器のうち，「ロ．(ニ)(１)①ａ．安

全上重要な施設」に示す安全上重要な施

設を除いたものを「放射性物質貯蔵等の

機器等」DB 火①～③b1 として抽出し，火

災及び爆発の発生防止，火災の感知及び

消火並びに火災及び爆発の影響軽減のそ

れぞれを考慮した火災防護対策を講ずる

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全評価上その機能を期待する構築物，系

統及び機器を漏れなく抽出する観点か

ら，安全上重要な構築物，系統及び機器

を抽出することで，火災又は爆発によ

り，臨界防止，閉じ込め等の安全機能を

損なわないよう対策を講ずる設計とし，

安全機能を有する施設のうち安全上重要

な施設に火災区域及び火災区画を設定し

た上で，火災及び爆発の発生防止，火災

の感知及び消火並びに火災及び爆発の影

響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対

策を講ずることにより，安全機能を損な

わない設計とする。◇1  

また，放射性物質貯蔵又は閉じ込め機能

を有する構築物，系統及び機器について

も火災区域を設定した上で，火災及び爆

発の発生防止，火災の感知及び消火並び

に火災及び爆発の影響軽減のそれぞれを

考慮した火災防護対策を講ずることによ

り，安全機能を損なわない設計とする。

◇1  

ＭＯＸ燃料加工施設の火災区域又は火災

区画における火災防護対策に当たって

は，米国の「放射性物質取扱施設の火災

防護に関する基準」（以下「NFPA801」と

いう。）を参考にＭＯＸ燃料加工施設の

特徴を踏まえた火災防護対策を講ずる設

計とする。 

また，具体的な対策については「実用発

電用原子炉及びその附属施設の火災防護

に係る審査基準（以下「火災防護審査基

準」という。）」及び「原子力発電所の

内部火災影響評価ガイド」を参考として

火災防護対策を講ずる設計とする。（冒

頭宣言） 

その他の安全機能を有する施設を含めＭ

ＯＸ燃料加工施設は，消防法，建築基準

法，都市計画法及び日本電気協会電気技

術規程・指針に基づき設備に応じた火災

防護対策を講ずる設計とする。◇1  

 

ⅰ．安全上重要な施設 

ＭＯＸ燃料加工施設は，臨界防止，閉じ

込め等の安全機能が火災又は爆発によっ

て損なわれないよう，適切な火災防護対

策を講ずる設計とする。◇1  

具体的には，安全機能を有する施設のう

ち，その機能の喪失により公衆に対し過

度の放射線被ばくを及ぼすことのないよ

う，安全評価上その機能を期待する構築

物，系統及び機器を漏れなく抽出する観

点から，安全上重要な施設の安全機能を

有する構築物，系統及び機器（以下「安

原子炉施設において火災が発生した場合

に，放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能

を確保するために必要な構築物，系統及

び機器とする。 

 

 

重大事故等対処施設は，火災により重

大事故等に対処するために必要な機能が

損なわれないよう，重大事故等対処施設

を設置する火災区域及び火災区画に対し

て，火災防護対策を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備（安重機器，貯蔵閉

じ込め機器）の宣言 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火①～③b2（火災防護上重要

な機器等を収納する建屋への火

災区域の設定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火①③b3（火災区域の３時間

以上の耐火能力を有する耐火壁

による分離） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災防護上重要な機器等を収納する建屋

に，耐火壁によって囲われた火災区域を

設定する。建屋の火災区域は，火災防護

上重要な機器等において選定する機器等

の配置も考慮して火災区域を設定する。 

DB 火①～③b2 

 

 

 

 

 

 

火災及び爆発の影響軽減対策が必要な火

災防護上重要な機器等を設置する火災区

域は，3 時間以上の耐火能力を有する耐火

壁(耐火隔壁，耐火シール，防火扉，延焼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．その他の安全機能を有する施設 

「ロ．(ニ)(１)①ａ．安全上重要な施

設」及び「ロ．(ニ)(１)①ｂ．放射性物

質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築

物，系統及び機器」以外の安全機能を有

する施設を含めＭＯＸ燃料加工施設は，

消防法，建築基準法，都市計画法及び日

本電気協会電気技術規程・指針に基づき

設備に応じた火災防護対策を講ずる設計

とする。DB 火①～③a 

 

 

ｄ．火災区域及び火災区画の設定 

安重機能を有する機器等及び放射性物質

貯蔵等の機器等を収納する燃料加工建屋

に，耐火壁によって囲われた火災区域を

設定する。 

燃料加工建屋の火災区域は，「ロ．

(ニ)(１)①ａ．安全上重要な施設」及び

「ロ．(ニ)(１)①ｂ．放射性物質の貯蔵

又は閉じ込め機能を有する構築物，系統

及び機器」において選定する機器等の配

置も考慮して設定する。 

DB 火①～③b2 

 

 

 

火災及び爆発の影響軽減対策が必要な安

重機能を有する機器等」という。）を抽

出し，火災及び爆発の発生防止，火災の

感知及び消火並びに火災及び爆発の影響

軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策

を講ずる。◇1  

安全上重要な施設は，「イ．(イ)(１)①

安全上重要な施設の分類」のａ.～ｈ．に

示すものが該当する。◇1  

上記方針に基づき，以下の建物及び構築

物に火災区域及び火災区画を設定する。

◇1  

(ⅰ) 燃料加工建屋◇2  

(ⅱ) 貯蔵容器搬送用洞道◇2  

(ⅲ)  非常用所内電源設備の燃料油貯

蔵タンク◇2  

ⅱ．放射性物質貯蔵又は閉じ込め機能を

有する構築物，系統及び機器 

安全機能を有する施設のうち，ＭＯＸ燃

料加工施設において火災及び爆発が発生

した場合，放射性物質の貯蔵又は閉じ込

め機能を確保するための構築物，系統及

び機器のうち，「イ．(ロ)(４)①ａ．

(ａ)ⅰ．安全上重要な施設」に示す安全

上重要な施設を除いたものを「放射性物

質貯蔵等の機器等」として選定する。◇2  

ⅲ．その他の安全機能を有する施設 

「イ．(ロ)(４)①ａ．(ａ)ⅰ．安全上重

要な施設」及び「イ．(ロ)(４)①ａ．

(ａ)ⅱ．放射性物質貯蔵又は閉じ込め機

能を有する構築物，系統及び機器」以外

の安全機能を有する施設を含めＭＯＸ燃

料加工施設は，消防法，建築基準法，都

市計画法及び日本電気協会電気技術規

程・指針に基づき設備に応じた火災防護

対策を講ずる設計とする。◇1  

 

 

ⅳ．火災区域及び火災区画の設定 

安重機能を有する機器等及び放射性物質

貯蔵等の機器等を収納する燃料加工建屋

に，耐火壁（耐火隔壁，耐火シール，防

火扉，防火ダンパ等），天井及び床（以

下「耐火壁」という。）によって囲われ

た火災区域を設定する。建屋の火災区域

は，「イ．(ロ)(４)①ａ．(ａ)ⅰ．安全

上重要な施設」及び「イ．(ロ)(４)①

ａ．(ａ)ⅱ．放射性物質貯蔵又は閉じ込

め機能を有する構築物，系統及び機器」

において選定する機器等の配置も考慮し

て火災区域を設定する。◇1  

 

燃料加工建屋内のうち，火災及び爆発の

影響軽減対策が必要な安重機能を有する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建屋等の火災区域は，耐火壁により囲

まれ，他の区域と分離されている区域

を，火災防護上重要な機器等及び重大事

故等対処施設の配置を系統分離も考慮し

て設定する。 

 

建屋内のうち，火災の影響軽減の対策

が必要な原子炉の高温停止及び低温停止

を達成し，維持するための安全機能を有

する構築物，系統及び機器並びに放射性

物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構

築物，系統及び機器を設置する火災区域

は，3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁

として，3 時間耐火に設計上必要なコンク

リート壁厚である150mm以上の壁厚を有す

るコンクリート壁や火災耐久試験により 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【性能】 

火災防護上重要な機器

等に対する火災防護対

策（発生防止，感知及

び消火，影響軽減） 

 

 

 

 

【手段：運用】 

DB 火①～③b2 

・火災区域の設定 

●：火災区域及び火災

区画の設定（名称及び

番号）並びに構築物の

仕様について説明。

（ 本 文  別 添 Ⅱ 

リ．） 

●：火災区域及び火災

区画の配置及び構造に

ついて説明。（添付 V-

2-4-7） 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火①～③b4（屋外の火災区域

の設定） 

 

 

 

 

 

DB 火①～③b5（火災区画の設

定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火①～③b6（火災防護上の系

統分離対策を講じる設備の選

定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防止ダンパ等)として，3 時間耐火に設計

上必要な150mm以上の壁厚を有するコンク

リート壁や火災耐久試験により3時間以上

の耐火能力を有する耐火壁，天井及び床

により隣接する他の火災区域と分離する

とともに，ファンネルには，他の火災区

域又は火災区画からの煙の流入防止を目

的として，煙等流入防止装置を設置する

設計とする。 

DB 火①③b3 

 

 

 

 

 

屋外の火災防護上重要な機器等を設置す

る区域については，周囲からの延焼防止

のために火災区域を設定する。 

DB 火①～③b4 

 

 

火災区画は，建屋内及び建屋外で設定し

た火災区域を火災防護上重要な機器等の

配置等を考慮して，耐火壁，離隔距離及

び系統分離状況に応じて分割して設定す

る。 

DB 火①～③b5 

 

 

 

 

 

火災区域又は火災区画における火災防護

対策に当たっては，米国の「放射性物質

取扱施設の火災防護に関する基準」(以下

「NFPA801」という。)を参考にＭＯＸ燃

料加工施設の特徴を踏まえた火災防護対

策を講ずる設計とする。具体的な対策に

ついては「実用発電用原子炉及びその附

属施設の火災防護に係る審査基準(以下

「火災防護審査基準」という。)」及び

「原子力発電所の内部火災影響評価ガイ

ド」以下「内部火災影響評価ガイド」と

いう。)を参考としてＭＯＸ燃料加工施設

の特徴(取り扱う放射性物質は固体の核燃

料物質であり，運転時に異常な過渡変化

を生じる工程もないこと等)を踏まえた火

災防護対策を講ずる設計とし，火災時に

おいてもグローブボックス内を負圧に維

持し，排気経路以外からの放射性物質の

放出を防止するための以下の設備につい

て火災防護上の系統分離対策を講ずる設

計とする。 

重機能を有する機器等及び放射性物質貯

蔵等の機器等を設置する火災区域は，３

時間以上の耐火能力を有する耐火壁（耐

火隔壁，耐火シール，防火扉，延焼防止

ダンパ等），天井及び床（以下「耐火

壁」という。）により隣接する他の火災

区域と分離する。□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外の安全上重要な施設を設置する区域

については，周囲からの延焼防止のため

に火災区域を設定する。 

DB 火①～③b4 

 

 

火災区画は，燃料加工建屋内で設定した

火災区域を，耐火壁，離隔距離及び系統

分離状況に応じて細分化して設定する。 

DB 火①～③b5 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設における火災防護対

策に当たっては，米国の「放射性物質取

扱施設の火災防護に関する基準」(以下

「NFPA801」という。)を参考にＭＯＸ燃

料加工施設の特徴を踏まえた火災防護対

策を講ずる設計とする。 

また，具体的な対策については「実用発

電用原子炉及びその附属施設の火災防護

に係る審査基準」及び「原子力発電所の

内部火災影響評価ガイド」を参考として

火災防護対策を講ずる設計とする。DB 火

①～③b6 

ｅ．火災防護上の系統分離対策 

ＭＯＸ燃料加工施設の特徴(取り扱う放

射性物質は固体の核燃料物質であり，運

転時の異常な過渡変化を生じる工程もな

いこと等)を踏まえ，火災時においてもグ

ローブボックス内を負圧に維持し，排気

経路以外からの放射性物質の放出を防止

するために以下の設備について火災防護

上の系統分離対策を講ずる設計とする。 

機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等を

設置する火災区域は，３時間以上の耐火

能力を有する耐火壁として，３時間耐火

に設計上必要な150mm以上の壁厚を有する

コンクリート壁や火災耐久試験により３

時間以上の耐火能力を有することを確認

した耐火壁により隣接する他の火災区域

と分離する。DB 火①③b3 

 

 

 

 

 

 

 

屋外の安全上重要な施設を設置する区域

については，周囲からの延焼防止のため

に火災区域を設定する。◇1  

 

 

 

火災区画は，燃料加工建屋内で設定した

火災区域を，耐火壁，離隔距離及び系統

分離状況に応じて細分化して設定する。

◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅴ．火災防護上の系統分離対策 

ＭＯＸ燃料加工施設の特徴(取り扱う放

射性物質は固体の核燃料物質であり，運

転時に異常な過渡変化を生じる工程もな

いこと等)を踏まえ，火災時においてもグ

ローブボックス内を負圧に維持し，排気

経路以外からの放射性物質の放出を防止

するための以下の設備について火災防護

上の系統分離対策を講ずる設計とする。 

(ⅰ) グローブボックス排風機 

(ⅱ) 上記機能の維持に必要な支援機能

である非常用所内電源設備◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

時間以上の耐火能力を有することを確認

した耐火壁（耐火隔壁，貫通部シール，

防火扉，防火ダンパ等）により隣接する

他の火災区域と分離するように設定す

る。 

火災区域又は火災区画のファンネル

は，煙等流入防止装置の設置によって，

他の火災区域又は火災区画からの煙の流

入を防止する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

屋外の火災区域は，他の区域と分離し

て火災防護対策を実施するために，火災

防護上重要な機器等を設置する区域及び

重大事故等対処施設の配置を考慮すると

ともに，延焼防止を考慮した管理を踏ま

えた区域を火災区域として設定する。 

火災区画は，建屋内及び屋外で設定し

た火災区域を系統分離の状況及び壁の設

置状況並びに重大事故等対処施設と設計

基準事故対処設備の配置に応じて分割し

て設定する。 

 

設定する火災区域及び火災区画に対し

て，以下に示す火災の発生防止，火災の

感知及び消火並びに火災の影響軽減のそ

れぞれを考慮した火災防護対策を講じる

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火①③b3 

・隣接する他の火災

区域との耐火壁によ

る分離 

・火災区域と他の火

災区域又は火災区画

に対する煙流入防止

装置の設置 

a-5 火災耐久試験結

果（３時間耐火及び１

時間耐火） 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：運用】 

DB 火①～③b4 

・屋外への火災区域の

設定 

 

○設○許基① 

【手段：運用】 

DB 火①～③b5 

・火災区画の設定 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火①～③b6 

・火災防護上の系統分

離対策を講じる設備の

選定及び系統分離対策 

（当社の記載） 
NFPA を参考とした系

統分離対策について

は当社特有の設計方

針のため発電炉に記

載がない 
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（5 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

DB 火①～③a2（火災防護対策に

係わる手順等の策定） 

 

 

 

 

 

 

DB 火①～③b7～9（火災防護対

策に係わる手順等の策定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) グローブボックス排風機 

(2) 上記機能の維持に必要な支援機能

である非常用所内電源設備 

DB 火①～③b6 

 

なお，火災防護上重要な機器等以外の安

全機能を有する施設を含めたＭＯＸ燃料

加工施設は，消防法，建築基準法，都市

計画法及び日本電気協会電気技術規程・

指針に基づき設備に応じた火災防護対策

を講ずる設計とする。DB 火①～③a2 

 

 

火災防護上重要な機器等を火災及び爆発

から防護するため，火災及び爆発の発生

防止，火災の早期感知及び消火並び火災

及び爆発の影響軽減の3つの深層防護の概

念に基づく火災防護対策を行うために必

要な手順等について保安規定に定める。 

重大事故等対処施設は，火災及び爆発の

発生防止，火災の早期感知及び消火を行

うために必要な手順等について保安規定

に定める。 

DB 火①～③b7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の施設については，消防法，建築

基準法，都市計画法及び日本電気協会電

気技術規程・指針に基づき設備に応じた

火災防護対策を行う必要な手順等につい

て保安規定に定める。 

DB 火①～③b8 

 

敷地及び敷地周辺で想定される自然現象

並びに人為事象による火災及び爆発(以下

「外部火災」という。)については，安全

機能を有する施設を外部火災から防護す

るために必要な手順等について保安規定

に定める。 

DB 火①～③b9 

 

 

 

 

 

(ａ) グローブボックス排風機 

(ｂ) 上記機能の維持に必要な支援機能

である非常用所内電源設備 

DB 火①～③b6 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｆ．火災防護計画 

ＭＯＸ燃料加工施設全体を対象とした火

災防護対策を実施するため，火災防護計

画を策定する。火災防護計画には，計画

を遂行するための体制，責任の所在，責

任者の権限，体制の運営管理，必要な要

員の確保，教育訓練及び火災防護対策を

実施するために必要な手順等について定

めるとともに，安重機能を有する機器等

及び放射性物質貯蔵等の機器等を火災及

び爆発から防護するため，火災及び爆発

の発生防止，火災の早期感知及び消火並

びに火災及び爆発の影響軽減の３つの深

層防護の概念に基づく火災防護対策につ

いて定める。 

重大事故等対処施設については，火災及

び爆発の発生防止，火災の早期感知及び

消火を行うことについて定める。 

DB 火①～③b7 

 

 

 

その他の施設については，消防法，建築

基準法，都市計画法及び日本電気協会電

気技術規程・指針に基づき設備に応じた

火災防護対策を行うことについて定め

る。 

DB 火①～③b8 

 

敷地及び敷地周辺で想定される自然現象

並びに人為事象による火災及び爆発（以

下「外部火災」という。）については，

安全機能を有する施設を外部火災から防

護するための運用等について定める。 

DB 火①～③b9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅵ．火災防護計画 

ＭＯＸ燃料加工施設全体を対象とした火

災防護対策を実施するため，火災防護計

画を策定する。火災防護計画には，計画

を遂行するための体制，責任の所在，責

任者の権限，体制の運営管理，必要な要

員の確保，教育訓練及び火災防護対策を

実施するために必要な手順等について定

めるとともに，安重機能を有する機器等

及び放射性物質貯蔵等の機器等について

は，火災及び爆発の発生防止，火災の早

期感知及び消火並びに，火災及び爆発の

影響軽減の３つの深層防護の概念に基づ

き，必要な火災防護対策を行うことにつ

いて定める。◇1  

重大事故等対処施設については，火災及

び爆発の発生防止，火災の早期感知及び

消火を行うことについて定める。◇1  

 

 

 

 

その他の施設については，消防法，建築

基準法，都市計画法及び日本電気協会電

気技術規程・指針に基づき設備に応じた

火災防護対策を行うことについて定め

る。◇1  

 

 

外部火災については，安全機能を有する

施設を外部火災から防護するための運用

等について定める。◇1  

 

 

 

火災防護計画の策定に当たっては，火災

防護審査基準の要求事項を踏まえ，以下

の考えに基づき策定する。◇2  

(ⅰ) 安重機能を有する機器等及び放射

性物質貯蔵等の機器等の防護を目的とし

て実施する火災防護対策を適切に実施す

 

 

 

 

 

なお，発電用原子炉施設のうち，火災

防護上重要な機器等又は重大事故等対処

施設に含まれない構築物，系統及び機器

は，消防法，建築基準法，日本電気協会

電気技術規程・指針に基づき設備に応じ

た火災防護対策を講じる設計とする。 

 

 

発電用原子炉施設の火災防護上重要な

機器等は，火災の発生防止，火災の早期

感知及び消火並びに火災の影響軽減の3つ

の深層防護の概念に基づき，必要な運用

管理を含む火災防護対策を講じることを

保安規定に定めて，管理する 

重大事故等対処施設は，火災の発生防

止，火災の早期感知及び消火の必要な運

用管理を含む火災防護対策を講じること

を保安規定に定めて，管理する。 

重大事故等対処設備のうち，可搬型重

大事故等対処設備に対する火災防護対策

についても保安規定に定めて，管理す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

その他の発電用原子炉施設について

は，消防法，建築基準法，日本電気協会

電気技術規程・指針に基づき設備に応じ

た火災防護対策を講じることを保安規定

に定めて，管理する。 

 

 

外部火災については，安全施設及び重

大事故等対処施設を外部火災から防護す

るための運用等について保安規定に定め

て，管理する。 

 

 

消火系のうち電動機駆動消火ポンプ

（東海，東海第二発電所共用（以下同

じ。）），構内消火用ポンプ（東海，東

海第二発電所共用（以下同じ。）），デ

ィーゼル駆動消火ポンプ（東海，東海第

二発電所共用（以下同じ。）），ディー

 

 

 

 

 

○設○許基①②⑤ 

【性能】 

DB 火①～③a2 

・火災防護上重要な機

器等以外の安全機能を

有する施設の火災防護

対策 

 

○設○許基② 

【手段：運用】 

DB 火①～③b7 

●：火災防護上重要な

機器等及び重大事故等

対処施設の火災防護対

策に係る必要な運用を

行うための手順等を保

安規定に定める。(後

次回申請で示す。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基② 

【手段：運用】 

DB 火①～③b8 

・その他の施設の火災

防護対策に係る必要な

運用を行うための手順

等を保安規定に定め

る。 

（発電炉の記載） 

MOX 燃料加工燃料施設

に該当設備がないた

め記載しない。 

○設○許基② 

【手段：運用】 

DB 火①～③b9 

・外部火災に関する火

災防護対策に係る必要

な運用を行うための手

順等を保安規定に定め
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（6 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

るために，火災防護対策全般を網羅した

火災防護計画を策定する。◇2  

(ⅱ) 安重機能を有する機器等及び放射

性物質貯蔵等の機器等の防護を目的とし

て実施する火災防護対策及び火災防護計

画を実施するために必要な手順，機器，

組織体制を定める。具体的には，火災防

護対策の内容，その対策を実施するため

の組織の明確化（各責任者と権限），火

災防護計画を遂行するための組織の明確

化（各責任者と権限），その運営管理及

び必要な要員の確保と教育・訓練の実施

等について定める。◇2  

(ⅲ) 安重機能を有する機器等及び放射

性物質貯蔵等の機器等を火災から防護す

るため，火災及び爆発の発生防止，火災

の早期感知及び消火並びに火災及び爆発

の影響軽減の深層防護の概念に基づい

た，火災区域及び火災区画を考慮した火

災防護対策である，火災及び爆発の発生

防止対策，火災の感知及び消火対策，火

災及び爆発の影響軽減対策を定める。◇2  

(ⅳ) 火災防護計画は，ＭＯＸ燃料加工

施設全体を対象範囲とし，具体的には，

以下の項目を記載する。◇2  

(ⅳ)-１ 事業許可基準規則第五条に基づ

く上記(ⅲ)で示す対策◇2  

(ⅳ)-２ 事業許可基準規則第二十三条に

基づく火災及び爆発の発生防止，火災の

早期感知及び消火の対策，並びに重大事

故等対処施設の火災及び爆発により安重

機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵

等の機器等並びに重大事故等対処施設の

安全性が損なわれないための火災防護対

策◇2  

可搬型重大事故等対処設備，その他ＭＯ

Ｘ燃料加工施設については，設備等に応

じた火災防護対策◇3  

(ⅳ)-３ 森林火災，近隣の工場，石油コ

ンビナート等特別防災区域，危険物貯蔵

所及び高圧ガス貯蔵施設（以下「近隣の

産業施設」という。）の爆発，ＭＯＸ燃

料加工施設敷地内に存在する危険物貯蔵

施設の火災から安全機能を有する施設を

防護する対策◇2  

ただし，原子力災害に至る火災発生時の

対処，原子力災害と同時に発生する火災

発生時の対処，大規模な自然災害又は故

意による大型航空機の衝突その他テロリ

ズムによるＭＯＸ燃料加工施設の大規模

な損壊（以下「大規模損壊」という。）

に伴う大規模な火災が発生した場合の対

処は，別途定める文書に基づき対応す

ゼル駆動構内消火ポンプ（東海，東海第

二発電所共用（以下同じ。）），ろ過水

貯蔵タンク（東海，東海第二発電所共用

（以下同じ。）），多目的タンク（東

海 ， 東 海 第 二 発 電 所 共 用 （ 以 下 同

じ。））及び原水タンク（東海，東海第

二発電所共用（以下同じ。））は，東海

発電所と共用とするが，必要な容量をそ

れぞれ確保するとともに，発電用原子炉

施設間の接続部の弁を閉操作することに

より隔離できる設計とすることで，安全

性を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。 

 

※共通項目（自然現

象：外部火災）で記載

する運用事項は外部火

災固有の定期的な評価

等の運用に関してのも

のであり、火災防護全

体に係る運用はここで

記載する。 

（発電炉の記載） 

MOX 燃料加工燃料施設

に該当設備がないた

め記載しない。 
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（7 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 水素を取り扱う設備 (爆発の

危険性がないものを除く。) は、

適切に接地されているものでなけ

ればならない。 

DB 火④（接地） 

５ 水素その他の可燃性ガスを

取り扱う設備 (爆発の危険性が

ないものを除く。) を設置する

グローブボックス及び室は、当

該設備から可燃性ガスが漏えいし

た場合においてもこれが滞留しな

い構造とすることその他の爆発を

防止するための適切な措置が講

じられたものでなければならな

い。 

DB 火⑤a（滞留しない構造） 

DB 火⑤b（その他の爆発の防

止） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1 火災及び爆発の発生防止 

(1) 施設特有の火災及び爆発の発生防止 

火災及び爆発の発生を防止するため，Ｍ

ＯＸ燃料加工施設で取り扱う化学薬品等

のうち可燃性物質若しくは熱的に不安定

な物質を使用する系統及び機器に対する

着火源の排除，異常な温度上昇の防止対

策，可燃性物質の漏えい防止対策，空気

の混入防止対策を講ずる設計とするとと

もに，熱的制限値を設ける設計とする。 

なお，ＭＯＸ燃料加工施設の分析設備で

取り扱う化学薬品等は少量であることか

ら，化学的制限値の設定は不要とする

が，消防法に基づき，貯蔵及び取扱い時

の漏えい防止を講ずる設計とする。（冒

頭宣言） 

 

水素ガスを使用する焼結炉等は燃料加工

建屋に受け入れる水素・アルゴン混合ガ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 火災及び爆発の発生防止 

ａ．ＭＯＸ燃料加工施設内の火災及び爆

発の発生防止 

ＭＯＸ燃料加工施設の火災及び爆発の発

生を防止するため，ＭＯＸ燃料加工施設

で取り扱う化学薬品等のうち，可燃性物

質若しくは熱的に不安定な物質を使用す

る系統及び機器に対する着火源の排除，

異常な温度上昇の防止対策，可燃性物質

の漏えい防止対策，空気の混入防止対策

を講ずる設計とするとともに，熱的制限

値を設ける設計とする。（冒頭宣言） 

 

 

 

 

 

 

 

る。◇3  

なお，上記に示す以外の構築物，系統及

び機器は，消防法及び建築基準法に基づ

く火災防護対策を実施する。◇2  

(ⅳ)-４ 火災防護計画は，火災及び爆発

の発生防止，火災の感知及び消火並びに

火災及び爆発の影響軽減のそれぞれを考

慮し，火災防護関係法令・規程類等，火

災発生時における対応手順，可燃性物質

及び火気作業に係る運営管理に関する教

育・訓練を定期的に実施することを定め

る。◇2  

(ⅳ)-５ 火災防護計画は，その計画にお

いて定める火災防護計画全般に係る定期

的な評価及びそれに基づき継続的な改善

を図っていくことを定め，火災防護審査

基準への適合性を確認することを定め

る。◇2  

(ⅳ)-６ 火災防護計画は，再処理事業所

ＭＯＸ燃料加工施設の「原子炉等規制

法」第 22 条第 1 項の規定に基づく再処理

事業所ＭＯＸ燃料加工施設保安規定（以

下「保安規定」という。）に基づく文書

として制定する。◇2  

(ⅳ)-７ 火災防護計画の具体的な遂行の

ルール，具体的な判断基準等を記載した

文書，業務処理手順，方法等を記載した

文書の文書体系を定めるとともに，持込

み可燃性物質管理や火気作業管理，火災

防護に必要な設備の保守管理，教育訓練

等に必要な要領については，各関連文書

に必要事項を定めることで，火災防護対

策を適切に実施する。◇2  

 

(ｂ) 火災及び爆発の発生防止 

ⅰ．施設特有の火災及び爆発の発生防止 

ＭＯＸ燃料加工施設の火災及び爆発の発

生防止については，ＭＯＸ燃料加工施設

で取り扱う化学薬品等のうち，可燃性物

質若しくは熱的に不安定な物質を使用す

る系統及び機器に対する着火源の排除，

異常な温度上昇の防止対策，可燃性物質

の漏えい防止対策，空気の混入防止対策

を講ずる設計とするとともに，熱的制限

値を設ける設計とする。 

なお，ＭＯＸ燃料加工施設の分析設備で

取り扱う化学薬品等は少量であることか

ら，化学的制限値の設定は不要とする。

（冒頭宣言） 

 

(ⅰ) 運転で使用する水素による爆発の

発生防止 

水素ガスを使用する焼結炉等は燃料加

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 火災発生防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 
施設特有の記載のた

め発電炉には記載が

ない。 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火⑦a1 

・水素最高濃度

（9.0vol％）の設定 
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（8 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
６ 焼結設備その他の加熱を行う

設備 (次項において「焼結設備

等」という。) は、当該設備の熱

的制限値を超えて加熱されるお

それがないものでなければなら

ない。 

DB 火⑥（熱的制限値の設定） 

 

７ 水素その他の可燃性ガスを使

用する焼結設備等 (爆発の危険性

がないものを除く。) は、前三項

に定めるところによるほか、次

に掲げるところによらなければ

ならない。 

一 焼結設備等の内部において

空気の混入により可燃性ガスが

爆発することを防止するための

適切な措置を講ずること。 

二 焼結設備等から排出される

可燃性ガスを滞留することなく

安全に排出するための適切な措

置を講ずること。 

三 焼結設備等の内部で可燃性

ガスを燃焼させるものは、燃焼

が停止した場合に可燃性ガスの

供給を自動的に停止する構造と

すること。 

DB 火⑦a1（空気の混入防止：水

素最高濃度の設定） 

DB 火⑦a2（空気の混入防止：供

給系統の物理的分離） 

DB 火⑦a3-1（空気の混入防止：

水素最高濃度の維持） 

DB 火⑦a3-2（空気の混入防止：

供給停止） 

DB 火⑦b（可燃性ガスの排出） 

DB 火⑦c（燃焼停止時のガス供

給停止） 

 

DB⑥a（焼結炉等の熱的制限

値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ス中の水素最高濃度(9.0vol％)を設定す

る。 

DB 火⑦a1 

 

 

 

 

 

 

焼結炉等に供給する水素・アルゴン混合

ガス中の水素濃度が 9.0vol％を超えない

よう，以下の対策を講ずる設計とする。 

a. エネルギー管理建屋に設置する水

素・アルゴン混合ガスの製造系統と燃料

加工建屋への供給系統とを物理的に分離

する。 

DB 火⑦a2 

b. 燃料加工建屋で使用する水素・ア

ルゴン混合ガスは，水素濃度を 9.0vol％

以下に調整し，エネルギー管理建屋に設

置する混合ガス貯蔵容器に圧縮充填す

る。 

DB 火⑦a1 

c. エネルギー管理建屋に設置する混

合ガス貯蔵容器に圧縮充填した水素・ア

ルゴン混合ガス中の水素濃度を確認した

上で，エネルギー管理建屋に設置する混

合ガス貯蔵容器を燃料加工建屋への供給

系統に接続する設計とする。 

さらに，燃料加工建屋への供給系統の接

続口は，エネルギー管理建屋に設置する

混合ガス貯蔵容器以外が接続できない設

計とする。 

DB 火⑦a3-1 

d. 燃料加工建屋内へ水素・アルゴン

混合ガス受け入れ後も燃料加工建屋内で

水素濃度を確認し，万一，水素濃度が

9.0vol％を超える場合には，水素・アル

ゴン混合ガス濃度異常遮断弁により焼結

炉等への水素・アルゴン混合ガスの供給

を自動で停止する設計とする。 

DB 火⑦a3-2 

 

また，焼結炉等では，温度異常に伴う炉

内への空気混入を防止するため，熱的制

限値として 1800℃を設定し，温度制御機

器により焼結時の温度を制御するととも

に，炉内温度が熱的制限値を超えないよ

う過加熱防止回路により炉内の加熱を自

動で停止する設計とする。 

DB 火⑥a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工建屋に受け入れる水素・アルゴン混合

ガス中の水素最高濃度（9.0vol％）を設

定する。 

DB 火⑦a1 

水素最高濃度 9.0vol％の設定根拠は，

実験結果（添５第７図）に示す通り，空

気といかなる混合比においても爆ごうが

発生する濃度未満となっているためであ

る。◇2  

焼結炉等に供給する水素・アルゴン混合

ガス中の水素濃度が 9.0vol％を超えない

よう，以下の対策を講ずる設計とする。 

(ⅰ)-１ エネルギー管理建屋に設置する

水素・アルゴン混合ガスの製造系統と燃

料加工建屋への供給系統とを物理的に分

離する。 

DB 火⑦a2 

(ⅰ)-２ 燃料加工建屋で使用する水素・

ア ル ゴ ン 混 合 ガ ス は ， 水 素 濃 度 を

9.0vol％以下に調整し，エネルギー管理

建屋に設置する混合ガス貯蔵容器に圧縮

充填する。 

DB 火⑦a1 

(ⅰ)-３ エネルギー管理建屋に設置する

混合ガス貯蔵容器に圧縮充填した水素・

アルゴン混合ガス中の水素濃度を確認し

た上で，エネルギー管理建屋に設置する

混合ガス貯蔵容器を燃料加工建屋への供

給系統に接続する設計とする。 

さらに，燃料加工建屋への供給系統の接

続口は，エネルギー管理建屋に設置する

混合ガス貯蔵容器以外が接続できない設

計とする。 

DB 火⑦a3-1 

(ⅰ)-４ 燃料加工建屋内へ水素・アルゴ

ン混合ガス受け入れ後も燃料加工建屋内

で水素濃度を確認し，万一，水素濃度が

9.0vol％を超える場合には，水素・アル

ゴン混合ガス濃度異常遮断弁により焼結

炉等への水素・アルゴン混合ガスの供給

を自動で停止する設計とする。 

DB 火災⑦a3-2 

 

また，焼結炉等では，温度異常に伴う炉

内への空気混入を防止するため，熱的制

限値として 1800℃を設定し，温度制御機

器により焼結時の温度を制御するととも

に，炉内温度が熱的制限値を超えないよ

う過加熱防止回路により炉内の加熱を自

動で停止する設計とする。 

DB 火⑥a 

(ⅱ) 分析試薬による火災及び爆発の発

生防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火⑦a2 

・水素最高濃度を超え

た水素・アルゴン混合

ガスが供給された場合

の遮断 

 

 

 

 

 

 

○設○許基①② 

【手段：設備・運用】 

DB 火⑦a3-1 

・運転員による水素濃

度の確認 

・混合ガス貯蔵容器以

外のガス容器が接続で

きない構造 

 

 

○設○許基① 

【手段:設備】 

DB 火⑦a3-2 

・水素濃度の監視（警

報），制御（自動供給

停止）するための水素

濃度計及び遮断弁の設

置及び作動 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火⑥a 

・焼結炉等の熱的制限

値の設定及び温度制御 

・過加熱防止回路によ

る炉内の加熱の自動停

止 
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（9 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火③j（グローブボックスに

対する発生防止） 

DB 火③j1（グローブボックス内

雰囲気） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安重機能を有する機器等のうち，ＭＯＸ

粉末を取り扱うグローブボックス内を窒

素雰囲気とすることで，火災及び爆発の

発生を防止する設計とする。 

DB 火③j1 

 

 

 

 

 

(2) ＭＯＸ燃料加工施設の火災及び爆発

の発生防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災及び爆発の発生防止における発火性

物質又は引火性物質に対する火災及び爆

発の発生防止対策は，火災区域又は火災

区画に設置する「潤滑油」，「燃料油」

に加え，ＭＯＸ燃料加工施設で取り扱う

物質として，「水素」及び上記に含まれ

ない「分析試薬」を対象とする。 

 

 

 

 

 

 

分析試薬については，少量ではあるが可

燃性試薬及び引火性試薬を含む多種類の

分析試薬を取り扱うため，保管及び取扱

いに係る火災及び爆発の発生防止対策を

講ずる。 

（冒頭宣言） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，上記に加え発火性物質又は引火性

物質を内包する設備及びこれらの設備を

設置する火災区域又は火災区画に対する

火災及び爆発の発生防止対策を講ずると

ともに，可燃性の蒸気又は可燃性の微粉

に対する対策，発火源に対する対策，水

素に対する換気，漏えい検出対策及び接

地対策，電気系統の過電流による過熱及

び焼損の防止対策等を講ずる設計とす

る。3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分析試薬による火災及び爆発を防止する

ため，消防法に基づき，貯蔵及び取扱い

時の漏えい防止を講ずる設計とする。

（冒頭宣言） 

また，加熱機器，裸火及び分析試薬の使

用場所を制限することにより，可燃性分

析試薬による火災及び爆発を防止する。

◇1  

(ⅲ) グローブボックス内の火災及び爆

発の発生防止 

安重機能を有する機器等のうち，ＭＯＸ

粉末を取り扱うグローブボックス内を窒

素雰囲気とすることで，火災及び爆発の

発生を防止する設計とする。DB 火③j1 
 

 

 

 

 

 

ⅱ．ＭＯＸ燃料加工施設の火災及び爆発

の発生防止 

ＭＯＸ燃料加工施設の火災及び爆発の発

生防止については，発火性物質又は引火

性物質を内包する設備及びこれらの設備

を設置する火災区域又は火災区画に対す

る火災及び爆発の発生防止対策を講ずる

とともに，可燃性の蒸気又は可燃性の微

粉に対する対策，発火源に対する対策，

水素に対する換気及び漏えい検出対策，

接地対策，空気の混入防止対策並びに電

気系統の過電流による過熱及び焼損の防

止対策等を講ずる設計とする。◇2  

(ⅰ) 発火性物質又は引火性物質 

発火性物質又は引火性物質を内包する設

備及びこれらの設備を設置する火災区域

又は火災区画には，以下の火災及び爆発

の発生防止対策を講ずる設計とする。発

火性物質又は引火性物質としては，消防

法で定められる危険物又は少量危険物と

して取り扱うもののうち「潤滑油」，

「燃料油」に加え，高圧ガス保安法で高

圧ガスとして定められる水素，窒素，二

酸化炭素，アルゴン，NOx，プロパン及び

酸素のうち，可燃性ガスである「水素」

及び上記に含まれない「分析試薬」を対

象とする。 

分析試薬については，少量ではあるが可

燃性試薬及び引火性試薬を含む多種類の

分析試薬を取り扱うため，保管及び取扱

いに係る火災及び爆発の発生防止対策を

講ずる。 

（冒頭宣言） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 火災の発生防止対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災の発生防止における発火性又は引

火性物質に対する火災の発生防止対策

は，火災区域に設置する潤滑油又は燃料

油を内包する設備並びに水素を内包する

設備を対象とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火③j1 

・安重機器であるグロ

ーブボックスを窒素雰

囲気 

 

 

 

 

 

 

 

●：発生防止に係わる

対象物質及び機器の具

体名については，「火

災及び爆発に関する説

明書」に記載する。

(後次回申請で示す。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 
施設特有の記載のた

め発電炉には記載が

ない。 
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（10 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

DB 火③c1（油内包設備の漏えい

防止、拡大防止） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火③c3-1（火災区域内に設置

する油内包設備との配置上の考

慮） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火③c4-1（火災区域内に設置

する油内包設備の換気） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

潤滑油，燃料油を内包する設備(以下

「油内包設備」という。)は，溶接構造又

はシール構造により漏えい防止対策を講

ずる設計とするとともに，オイルパン又

は堰を設置し，漏えいした潤滑油又は燃

料油が拡大することを防止する設計とす

る。DB 火③c1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

油内包設備の火災及び爆発により，火災

及び爆発の影響を受けるおそれのある火

災防護上重要な機器等の安全機能を損な

わないよう耐火壁，隔壁の設置又は離隔

による配置上の考慮を行う設計とする。 

DB 火③c3-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

油内包設備を設置する火災区域又は火災

区画は，機械換気又は自然換気を行う設

計とする。 

DB 火③c4-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅰ)-１ 漏えいの防止及び拡大防止 

火災区域に対する漏えいの防止対策及び

拡大防止対策の設計について以下を考慮

した設計とする。◇4  

(ⅰ)-１-１ 発火性物質又は引火性物質

である潤滑油又は燃料油を内包する設備 

火災区域又は火災区画に設置する発火性

物質又は引火性物質である潤滑油又は燃

料油を内包する設備（以下「油内包設

備」という。）は，溶接構造又はシール

構造により漏えい防止対策を講ずる設計

とするとともに，オイルパン又は堰を設

置し，漏えいした潤滑油又は燃料油が拡

大することを防止する設計とする。 

DB 火③c1 

 

(ⅰ)-１-２ 発火性物質又は引火性物質

である水素を内包する設備 

火災区域又は火災区画に設置する発火性

物質又は引火性物質である水素を内包す

る設備（以下「可燃性ガス内包設備」と

いう。）は，溶接構造等により可燃性ガ

スの漏えいを防止する設計とする。 

DB 火③c2 

(ⅰ)-２ 配置上の考慮 

火災区域における設備の配置について

は，発火性物質又は引火性物質の油内包

設備及び可燃性ガス内包設備の火災及び

爆発により，火災及び爆発の影響を受け

るおそれのある安全上重要な施設の安全

機能及び放射性物質貯蔵等の機器等を損

なわないように，発火性物質又は引火性

物質を内包する設備と安重機能を有する

機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等の

間は，耐火壁，隔壁の設置又は離隔によ

る配置上の考慮を行う設計とする。 

DB 火③c3-1，DB 火③c3-2 

 

(ⅰ)-３ 換気 

火災区域に対する換気について，以下の

設計とする。 

(ⅰ)-３-１ 発火性物質又は引火性物質

である油内包設備 

発火性物質又は引火性物質である油内包

設備を設置する火災区域又は火災区画

は，漏えいした場合に気体状の発火性物

質又は引火性物質が滞留しないよう，換

気を行う設計とする。 

(ⅰ)-３-２ 発火性物質又は引火性物質

である可燃性ガス内包設備 

火災区域又は火災区画に設置する発火性

物質又は引火性物質である可燃性ガスの

 

 

 

 

 

潤滑油又は燃料油を内包する設備は，

溶接構造，シール構造の採用による漏え

いの防止対策を講じるとともに，堰等を

設置し，漏えいした潤滑油又は燃料油が

拡大することを防止する設計とし，潤滑

油又は燃料油を内包する設備の火災によ

り発電用原子炉施設の安全機能及び重大

事故等に対処する機能を損なわないよ

う，壁の設置又は離隔による配置上の考

慮を行う設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火③c1 

・溶接構造及びシール

構造による漏えい防止 

・漏えいに備えてオイ

ルパン又は堰の設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火③c3-1 

・油内包設備と火災防

護上重要な機器等との

分離（耐火壁，隔壁，

離隔距離） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火③c4-1 

・油内包設備の換気

（機械換気・自然換

気） 
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（11 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
DB 火③c6（発火性及び引火性物

質の貯蔵） 

 

 

 

 

 

 

DB 火③c2（可燃性ガス内包設備

の漏えい防止） 

 

 

 

 

 

DB 火③c3-2（火災区域内に設置

する可燃性ガス内包設備との配

置上の考慮） 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火③c4-1（火災区域内に設置

する可燃性ガス内包設備の換

気） 

DB 火⑤b1（可燃性ガス内包設備

の換気） 

 

 

 

DB 火③c4-2（蓄電池室の換気設

備の給電） 

DB 火③c4-3（蓄電池室への可燃

性物質の持ち込み管理） 

DB 火⑤b2（蓄電池室の換気） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災区域に設置する発火性物質又は引火

性物質を貯蔵する機器は，運転に必要な

量に留めて貯蔵する設計とする。 

DB 火③c6 

 

 

 

 

水素を内包する設備(以下「可燃性ガス

内包設備」という。)は，溶接構造等によ

り可燃性ガスの漏えいを防止する設計と

する。 

DB 火③c2 

 

 

可燃性ガス内包設備の火災及び爆発によ

り，火災及び爆発の影響を受けるおそれ

のある火災防護上重要な機器等の安全機

能を損なわないよう耐火壁，隔壁の設置

又は離隔による配置上の考慮を行う設計

とする。 

DB 火③c3-2 

 

 

 

可燃性ガス内包設備を設置する火災区域

又は火災区画は，機械換気又は自然換気

を行う設計とする。 

DB 火③c4-1 

DB 火⑤b1 

 

 

 

このうち，蓄電池を設置する火災区域

は，機械換気を行うことにより，水素濃

度を燃焼限界濃度以下とするよう設計す

るとともに，蓄電池室への可燃性物質の

持ち込み管理を行う。 

DB 火③c4-2 

DB 火③c4-3 

DB 火⑤b2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うち，水素を内包する設備である焼結炉

等，充電時に水素を発生する蓄電池を設

置又は使用する火災区域又は火災区画

は，火災及び爆発の発生を防止するため

に，換気を行う設計とする。 

DB 火③c4-1 

DB 火⑤b1 

 

蓄電池を設置する火災区域は機械換気を

行うことにより，水素濃度を燃焼限界濃

度以下とするよう設計する。安全上重要

な施設の蓄電池，非常用直流電源設備等

を設置する火災区域の換気設備は，非常

用所内電源設備から給電する設計とす

る。 

DB 火③c4-2，DB 火⑤b2 

それ以外の蓄電池を設置する火災区画の

換気設備は，建屋換気系，電気盤室，非

管理区域等の排風機による機械換気又は

建屋換気系の送風機による換気を行う設

計とする。 

DB 火③c4-2，DB 火⑤b2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

潤滑油又は燃料油を内包する設備を設

置する火災区域は，空調機器による機械

換気又は自然換気を行う設計とする。 

潤滑油又は燃料油を貯蔵する設備は，

貯蔵量を一定時間の運転に必要な量にと

どめる設計とする。 

 

 

水素を内包する設備のうち気体廃棄物

処理設備及び発電機水素ガス冷却設備の

配管等は水素の漏えいを考慮した溶接構

造とし，弁グランド部から水素の漏えい

の可能性のある弁は，ベローズ弁等を用

いて防爆の対策を行う設計とし，水素を

内包する設備の火災により，発電用原子

炉施設の安全機能及び重大事故等に対処

する機能を損なわないよう，壁の設置に

よる配置上の考慮を行う設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

水素を内包する設備である蓄電池，気

体廃棄物処理設備，発電機水素ガス冷却

設備及び水素ボンベを設置する火災区域

又は火災区画は，送風機及び排風機によ

る機械換気を行い，水素濃度を燃焼限界

濃度以下とする設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水素ボンベは，運転上必要な量のみを

貯蔵する設計とする。また，通常時はボ

ンベ元弁を閉とする運用とする。 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火③c6 

・必要量の貯蔵 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火③c2 

・可燃性ガス内包設備

の溶接構造及びシール

構造による漏えい防止 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火③c3-2 

・可燃性ガス内包設備

と火災防護上重要な機

器等との分離（耐火

壁，隔壁，離隔距離） 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火③c4-1 

DB 火⑤b1 

・可燃性ガス内包設備

の換気（機械換気・自

然換気） 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火③c4-2 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火⑤b2 

・換気（機械換気） 

 

○設○許基② 

【手段：運用】 

DB 火③c4-3 

・蓄電池室への可燃物

の持ち込み管理 

 

（発電炉の記載） 

MOX 燃料加工施設に該

当設備がないため記

載しない。 
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（12 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
DB 火③c9（蓄電池上部への水素

漏えい検知器の設置による監視

及び制御室への警報） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火③i1-1（蓄電池室への配置

上の考慮） 

 

 

 

 

 

DB 火③i1-2（蓄電池を直流開閉

装置やインバータと同じ室に設

置する場合の考慮） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火③i1-3（蓄電池室の機械換

気） 

 

 

 

 

DB 火③i1-4（蓄電池室の機械換

気の監視） 

 

 

 

蓄電池室の上部に水素ガス漏えい検知器

を設置し，水素の燃焼限界濃度である

4vol％の 4分の 1以下で中央監視室に警報

を発する設計とする。DB 火③c9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通常の使用状態において水素が蓄電池外

部へ放出されるおそれのある蓄電池室に

は，原則として直流開閉装置やインバー

タを収納しない設計とする。 

DB 火③i1-1 

 

 

ただし，蓄電池が無停電電源装置等を設

置している室と同じ室に収納する場合

は，社団法人電池工業会「蓄電池室に関

する設計指針」(SBA G 0603-2012)に適合

するよう，当該蓄電池自体は厚さ1.6mm以

上の鋼板製筐体に収納し，水素ガス滞留

を防止するため筐体内を機械換気により

排気することで火災又は爆発を防止する

設計とする。 

DB 火③i1-2 

 

 

蓄電池室の換気設備は，機械換気によ

り水素ガスの排気に必要な換気量以上(水

素濃度 2vol％以下)となるよう設計すると

ともに， 

 DB 火③i1-3 

 

蓄電池室の換気設備が停止した場合に

は，中央監視室の監視制御盤に警報を発

する設計とする。 

DB 火③i1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災の発生防止における水素漏えい検

出は，蓄電池室の上部に水素濃度検出器

を設置し，水素の燃焼限界濃度である

4vol％の 1/4以下の濃度にて中央制御室に

警報を発する設計とする。 

 

 

気体廃棄物処理設備内の水素濃度につ

いては，水素濃度計により中央制御室で

常時監視ができる設計とし，水素濃度が

上昇した場合には中央制御室に警報を発

する設計とする。発電機水素ガス冷却設

備は，水素消費量を管理するとともに，

発電機内の水素純度，水素圧力を中央制

御室で常時監視ができる設計とし，発電

機内の水素純度や水素圧力が低下した場

合には中央制御室に警報を発する設計と

する。水素ボンベを設置する火災区域又

は火災区画については，通常時はボンベ

元弁を閉とする運用とし，機械換気によ

り水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよ

うに設計することから，水素濃度検出器

は設置しない設計とする。 

蓄電池室の換気設備が停止した場合に

は，中央制御室に警報を発する設計とす

る。また，蓄電池室には，直流開閉装置

やインバータを設置しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火③c9 

・水素漏えい検知器の

設置及び制御室への警

報 

 

（発電炉の記載） 

MOX 燃料加工施設に該

当設備がないため記

載しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火③i1-1 

・配置上の考慮 

 

 

（当社および発電炉

の記載） 

設備の違いにより記

載が異なる。 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火③i1-2 

・蓄電池を直流開閉装

置やインバータと同じ

室に設置する場合の考

慮 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火③i1-3 

・機械換気による水素

濃度維持 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火③i1-4 

・機械換気の制御室へ
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（13 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

DB 火③i1-5（蓄電池の位置的分

散） 

 

 

 

 

 

DB 火⑦b（焼結炉等の換気） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火③c5（爆発性雰囲気となる

室の電気接点を有する機器の防

爆構造の使用） 

DB 火④a（水素・アルゴンを取

り扱う系統及び機器の接地） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常用系の蓄電池と非常用系の蓄電池は，

万一，蓄電池による火災が発生した場合

でも常用の蓄電池が非常用の蓄電池に影

響を及ぼすことがないように位置的分散

を図る設計とする。 

DB 火③i1-5 

 

焼結炉等は工程室内に設置するが，排ガ

ス処理装置を介して，グローブボックス

排気設備のグローブボックス排風機によ

る機械換気を行う設計とすることで，万

一の工程室内への漏えいに対しても，ガ

スが滞留しない設計とする。 

DB 火⑦b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発火性物質又は引火性物質の有機溶媒等

を内包する設備の漏えいにより，環境条

件が爆発性雰囲気となるおそれのある機

器を設置する室の電気接点を有する機器

は，防爆構造とする設計とする。 

また，水素・アルゴン混合ガスを取り扱

う系統及び機器のうち，漏電により着火

源となるおそれのある機器及び静電気の

発生のおそれのある機器は接地を施す設

計とする。 

DB 火③c5 

DB 火④a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅰ)-３-３ 焼結炉等 

焼結炉等は工程室内に設置するが，排ガ

ス処理装置を介して，グローブボックス

排気設備のグローブボックス排風機によ

る機械換気を行う設計とすることで，万

一の工程室内への漏えいに対しても，ガ

スが滞留しない設計とする。 

DB 火⑦b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ⅰ)-４ 防爆 

火災区域に対する防爆について，以下の

設計とする。 

(ⅰ)-４-１ 発火性物質又は引火性物質

である引火性液体を内包する設備 

(ⅰ)-４-１-１ 火災区域内に設置する引

火性液体を内包する設備は，潤滑油又は

燃料油が設備の外部への漏えいを想定し

ても，引火点は発火性物質又は引火性物

質である潤滑油又は燃料油を内包する設

備を設置する室内温度よりも十分高く，

機器運転時の温度よりも高いものを使用

することで，可燃性の蒸気が発生しない

設計とする。◇2  

 

また，燃料油である重油を内包する設備

を設置する火災区域又は火災区画につい

ては，重油が設備の外部へ漏えいし，万

一，可燃性の蒸気が発生した場合であっ

ても，通気口又は非常用所内電源設備よ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄

物貯蔵設備において，崩壊熱が発生し，

火災事象に至るような放射性廃棄物を貯

蔵しない設計とする。また，放射性物質

を含んだ使用済イオン交換樹脂，チャコ

ールフィルタ及び HEPA フィルタは，固体

廃棄物として処理を行うまでの間，金属

容器や不燃シートに包んで保管する設計

とする。放射性廃棄物処理設備及び放射

性廃棄物貯蔵設備の換気設備は，火災時

に他の火災区域や環境への放射性物質の

放出を防ぐために，換気設備の停止及び

隔離弁の閉止により，隔離ができる設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の警報発報 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火③i1-5 

・常用・非常用蓄電池

との位置的分散 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火⑦b 

・焼結炉等の換気 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火③c5 

・電気接点を有する機

器の防爆構造 

・機器に対する接地 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火④a 

・系統及び機器に対す

る接地 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

り給電する換気設備により，可燃性の蒸

気が滞留しない設計とする。◇2  

(ⅰ)-４-１-２ 工場電気設備防爆指針に

おける危険箇所には該当しないが，火災

区域又は火災区画に設置する発火性物質

又は引火性物質の有機溶媒等を内包する

設備の漏えいにより，環境条件が「電気

設備に関する技術基準を定める省令」及

び「工場電気設備防爆指針」で要求され

る爆発性雰囲気となるおそれのある機器

を設置する室の電気接点を有する機器は

防爆構造とする設計とする。DB 火③c5 

また，静電気の発生のおそれのある機器

は接地を施す設計とする。DB 火③c5 

(ⅰ)-４-２ 発火性物質又は引火性物質

である水素を内包する設備 

水素・アルゴン混合ガスを取り扱う系統

及び機器のうち，漏電により着火源とな

るおそれのある機器及び静電気の発生の

おそれのある機器は接地を施す設計とす

る。DB 火④a 

(ⅰ)-５ 貯蔵 

火災区域に設置する発火性物質又は引火

性物質を貯蔵する機器については，以下

の設計とする。DB 火③c6 

発火性物質又は引火性物質として貯蔵を

行う非常用発電機用の燃料油及び焼結炉

等に使用する水素・アルゴン混合ガスに

対し以下の措置を講ずる。◇4  

(ⅰ)-５-１ 非常用発電機へ供給する屋

内の燃料油は，必要な量に留め，消防法

に基づき地下タンク貯蔵所に安全に貯蔵

できる設計とする。DB 火③c6 貯蔵量は，

負荷制限を行うことで７日間の外部電源

喪失に対して非常用発電機１台を連続運

転するために必要な量を屋外に貯蔵する

設計とする。◇5  

(ⅰ)-５-２ 焼結炉等に使用する水素・

アルゴン混合ガスは，水素・アルゴン混

合ガス設備から燃料加工建屋の焼結炉等

へ供給する設計とする。◇1  

また，焼結炉等に供給する水素・アルゴ

ン混合ガス中の水素濃度が 9.0vol％を超

えないよう，以下の対策を講ずる設計と

する。◇1  

(ⅰ)-５-２-１ 水素・アルゴン混合ガス

の製造系統と燃料加工建屋への供給系統

とを物理的に分離する。◇1  

(ⅰ)-５-２-２ 燃料加工建屋で使用する

水素・アルゴン混合ガスは，水素濃度を

9.0vol％以下に調整し，混合ガス貯蔵容

器に圧縮充填する。◇1  

(ⅰ)-５-２-３ 混合ガス貯蔵容器に圧縮
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要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（15 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火③c7-1（火災区域への有機

溶剤の持ち込み管理） 

DB 火③c7-2（作業時の可燃性蒸

気の滞留防止） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火③c7-3（ジルカロイ粉末の

発生防止） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災区域における現場作業において有機

溶剤を使用する場合は必要量以上持ち込

まない運用とするとともに，可燃性の蒸

気が滞留するおそれがある場合は，使用

する作業場所において，換気，通風又は

拡散の措置を行うとともに，建屋の送風

機及び排風機による機械換気により滞留

を防止する設計とする。 

DB 火③c7-1 

DB 火③c7-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料棒解体設備の燃料棒解体装置の切断

機は，燃料棒の切断時にジルカロイ粉末

が発生しないよう，燃料棒(被覆管端栓

部)は押切機構の切断機(パイプカッタ）

を用いて切断し，ペレットを抜き取った

後の燃料棒(被覆管部)は押切機構の切断

機(鉄筋カッタ)を用いて切断を行う設計

とする。 

DB 火③c7-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

充填した水素・アルゴン混合ガス中の水

素濃度を確認した上で混合ガス貯蔵容器

を燃料加工建屋への供給系統に接続する

設計とする。◇1  

さらに，燃料加工建屋への供給系統の接

続口は，混合ガス貯蔵容器以外が接続で

きない設計とする。◇1  

(ⅰ)-５-２-４ 燃料加工建屋内へ水素・

アルゴン混合ガス受け入れ後も燃料加工

建屋内で水素濃度を確認し，万一，水素

濃度が 9.0vol％を超える場合には，水

素・アルゴン混合ガス濃度異常遮断弁に

より焼結炉等への水素・アルゴン混合ガ

スの供給を自動で停止する設計とする。 

◇1  

(ⅱ) 可燃性蒸気・微粉の対策 

火災区域における可燃性の蒸気又は可燃

性の微粉が発生するおそれがある設備に

ついては以下の設計とする。◇4  

(ⅱ)-１ 可燃性蒸気が滞留するおそれが

ある機器 

火災区域における現場作業において有機

溶剤を使用する場合は必要量以上持ち込

まない運用とするとともに，可燃性の蒸

気が滞留するおそれがある場合は，使用

する作業場所において，換気，通風，拡

散の措置を行うとともに，建屋の送風機

及び排風機による機械換気により滞留を

防止する設計とする。 

DB 火③c7-1 

DB 火③c7-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅱ)-２ 可燃性微粉が滞留するおそれが

ある機器 

ＭＯＸ燃料加工施設において，可燃性の

微粉が滞留するおそれがある設備として

◇2 燃料棒解体設備の燃料棒解体装置の切

断機があるが，燃料棒の切断時にジルカ

ロイ粉末が発生しないよう，燃料棒（被

覆管端栓部）は押切機構の切断機（パイ

プカッタ）を用いて切断し，ペレットを

抜き取った後の燃料棒（被覆管部）は押

切機構の切断機（鉄筋カッタ）を用いて

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災の発生防止のため，火災区域にお

いて有機溶剤を使用する場合は必要量以

上持ち込まない運用とし，可燃性の蒸気

が滞留するおそれがある場合は，使用す

る作業場所において，換気，通風，拡散

の措置を行うとともに，建屋の送風機及

び排風機による機械換気により滞留を防

止する設計とする。 

 

 

火災区域又は火災区画において，発火

性又は引火性物質を内包する設備は，溶

接構造の採用及び機械換気等により，

「電気設備に関する技術基準を定める省

令」第六十九条及び「工場電気設備防爆

指針」で要求される爆発性雰囲気となら

ない設計とするとともに，当該の設備を

設ける火災区域又は火災区画に設置する

電気・計装品の必要な箇所には，接地を

施す設計とする。 

 

火災の発生防止のため，可燃性の微粉

を発生する設備及び静電気が溜まるおそ

れがある設備を火災区域に設置しないこ

とによって，可燃性の微粉及び静電気に

よる火災の発生を防止する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基①② 

【手段：設備＋運用】 

DB 火③c7-1 

・有機溶剤の持ち込み

管理 

DB 火③c7-2 

・可燃性蒸気の滞留防

止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火③c7-3 

・燃料棒の切断時のジ

ルカロイ粉末の発生防

止 
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（16 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
DB 火③c8-1（火花の発生を伴う

設備の発火源防止） 

DB 火③c8-2（火花の発生を伴う

設備への可燃物の近傍への保管

禁止） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火③c8-3（高温となる設備の

耐火材，断熱材及び冷却による

可燃性物質との接触防止） 

DB 火③c8-4（高温となる設備の

温度制御機器による温度制御及

び監視） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火⑤b3（冷却系統の維持及び

炉内への水の混入防止） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災及び爆発の発生防止のため，発火源

への対策として火花の発生を伴う設備

は，発生する火花が発火源となることが

ないよう装置内雰囲気をヘリウムガスに

置換した後に溶接，押切機構の切断機(パ

イプカッタ)の使用及び周辺に可燃性物質

を保管しないこととする。 

DB 火③c8-1 

DB 火③c8-2 

 

 

 

 

 

 

また，高温となる設備は，高温部を断

熱材又は耐火材で覆うこと又は冷却する

ことにより，可燃性物質との接触及び運

転中は温度の監視を行うとともに温度制

御機器により温度制御を行うことにより

可燃性物質の不要な加熱を防止する設計

とする。 

DB 火③c8-3 

DB 火③c8-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼結炉等の冷水ポンプは予備機を設ける

設計とし，当該ポンプの故障を検視した

場合には，予備機が起動する設計とする

とともに，冷却水流量が低下した場合に

おいても，冷却水流量低による加熱停止

回路により，ヒータ電源を自動で遮断し

加熱を停止する設計とする。 

なお，雰囲気ガスを加湿する場合を含

め，焼結炉等の炉内に水が入らない設計

とする。 

DB 火⑤b3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

切断を行う設計とする。 

DB③c7-3 

 

(ⅲ) 発火源への対策 

火花の発生を伴う設備は，発生する火花

が発火源となることを防止する設計とす

るとともに，周辺に可燃性物質を保管し

ないこととする。DB 火③c8-2 

 

 

また，高温となる設備は，高温部を断熱

材，耐火材で覆うこと又は冷却すること

により，可燃性物質との接触及び可燃性

物質の加熱を防止する設計とする。 

DB 火③c8-3 

(ⅲ)-１ 火花の発生を伴う設備 

(ⅲ)-１-１ 挿入溶接装置 

燃料棒の端栓を溶接する設備は，TIG 自

動溶接方式とするが，火花が飛散するこ

とがないよう，装置内雰囲気を不活性で

あるヘリウムガスに置換した後に溶接を

行うことで，発火源とならない設計とす

る。DB 火③c8-1 

(ⅲ)-１-２ 燃料棒解体装置 

燃料棒の端栓切断には火花が飛散する

ことがないよう，押切機構の切断機（パ

イプカッタ）を使用することで発火源と

ならない設計とする。DB 火③c8-1 

(ⅲ)-２ 高温となる設備 

(ⅲ)-２-１ 焼結炉等 

焼結炉等は，運転中は温度制御機器によ

り炉内の温度制御を行う設計とする。◇2  

焼結炉等は炉殻表面が高温にならないよ

う，運転中は冷却水により冷却する設計

とする。◇2  

また，燃料加工建屋内の冷水ポンプは予

備機を設ける設計とし，当該ポンプの故

障を検知した場合には，予備機が起動す

る設計とする。 

DB 火⑤b3 

さらに，冷却水流量が低下した場合にお

いても，冷却水流量低による加熱停止回

路により，ヒータ電源を自動で遮断し加

熱を停止する設計とする。DB 火⑤b3 

なお，雰囲気ガスを加湿する場合を含

め，焼結炉等の炉内に水が入らない設計

とする。 

DB 火⑤b3 

(ⅲ)-２-２ 再生スクラップ焙焼処理装

置 

グローブボックス内に設ける電気炉は，

空冷により炉表面の温度を低く保つ設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災の発生防止のため，発火源への対策

として，設備を金属製の筐体内に収納す

る等，火花が設備外部に出ない設備を設

置するとともに，高温部分を保温材で覆

うことによって，可燃性物質との接触防

止や潤滑油等可燃物の過熱防止を行う設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基①② 

【手段：設備】 

DB 火③c8-1 

・不活性雰囲気での溶

接 

・パイプカッタの使用 

【手段：運用】 

DB 火③c8-2 

・可燃物近傍への保管

禁止 

（当社および発電炉

の記載） 

設備の違いにより記

載が異なる。 

 

【手段：設備】 

DB 火③c8-3 

・断熱材，耐火材によ

る可燃性物質との接触

防止 

・冷却による可燃性物

質の加熱防止 

 

【手段：設備＋運用】 

DB 火③c8-4 

・温度制御機器による

温度制御及び監視 

・運転中は運転員によ

る温度監視 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 
施設特有の記載のた

め発電炉には記載が

ない。 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB⑤b3 

・冷水ポンプの予備機

の設置 

・冷却水量の監視（警

報）及びヒータ電源の

自動遮断 

・炉内に水が入らない
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（17 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火⑤b4（焼結炉等からの水素

漏えい防止検知） 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火⑦a4（焼結炉等の空気混入

防止：構造） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB⑦a5（焼結炉等の空気混入防

止：監視及び措置） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水素・アルゴン混合ガスを内包する焼

結炉等に水素・アルゴン混合ガスを供給

し，高温状態でグリーンペレットを焼結

することから，これらの系統及び機器を

設置する工程室に水素ガス漏えい検知器

を設置し，中央監視室及び制御第1室並び

に制御第 4 室(以下「中央監視室等」とい

う。)に警報を発する設計とする。 

DB 火⑤b4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼結炉等，水素・アルゴン混合ガスを使

用する機器の接続部は，溶接構造又はフ

ランジ構造により空気が混入することを

防止する設計とする。 

また，水素・アルゴン混合ガスを受け入

れる配管には，逆止弁を設置し，配管が

破断した場合に空気が焼結炉等内に混入

することを防止する設計とする。 

DB 火③a4 

 

焼結時の焼結炉内への空気の混入を監視

するため酸素濃度計を設置し，空気の混

入が検出された場合にはヒータ電源を自

動で遮断し不活性のアルゴンガスで掃気

するとともに，中央監視室及び制御第1室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火③c8-3 

(ⅲ)-２-３ スタック乾燥装置 

スタック乾燥装置は，装置表面が高温に

ならないよう断熱材で覆う設計とし，DB

火③c8-3 

運転中は温度を監視するとともに温度制

御機器により温度制御を行う設計とす

る。 

DB 火③c8-4 

 

 

(ⅳ) 水素対策 

火災区域に対する水素対策については，

以下の設計とする。◇4  

火災区域に設置する水素・アルゴン混合

ガスを内包する設備は，溶接構造等によ

り区域内への水素・アルゴン混合ガスの

漏えいを防止するとともに，機械換気を

行うことにより，水素濃度を燃焼限界濃

度以下とするよう設計する。◇1  

水素・アルゴン混合ガスを内包する焼結

炉等に水素・アルゴン混合ガスを供給

し，高温状態でグリーンペレットを焼結

することから，これらの系統及び機器を

設置する工程室に水素ガス漏えい検知器

を設置し，中央監視室及び制御第１室並

びに制御第４室（以下「中央監視室等」

という。）に警報を発する設計とする。 

DB 火⑤b4 

蓄電池を設置する火災区域は，充電時に

おいて蓄電池から水素が発生するおそれ

があることから，当該区域に可燃性物質

を持ち込まないこととする。DB 火③c4-3 

また，蓄電池室の上部に水素ガス漏えい

検知器を設置し，水素の燃焼限界濃度で

ある４vol％の４分の１以下で中央監視室

に警報を発する設計とする。DB 火③c9 

 

(ⅴ) 空気の混入防止対策 

焼結炉等，水素・アルゴン混合ガスを使

用する機器の接続部は，溶接構造又はフ

ランジ構造により空気が混入することを

防止する設計とする。DB⑦a4 

また，水素・アルゴン混合ガスを受け入

れる配管には，逆止弁を設置し，配管が

破断した場合に空気が焼結炉等内に混入

することを防止する設計とする。DB⑦a4 

 

(ⅴ)-１ 焼結炉 

焼結炉の出入口に入口真空置換室及び出

口真空置換室を設け，容器を出し入れす

る際に置換室の雰囲気を置換し，焼結炉

内にグローブボックス雰囲気が混入する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火⑤b4 

・水素漏えい検知器の

設置による監視及び制

御室への警報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火⑦a4 

・焼結炉等の接続部は

溶接構造又はフランジ

接続 

・焼結炉等の水素・ア

ルゴン混合ガスを受け

入れる配管に逆止弁を

設置 

 

【手段：設備】 

DB⑦a5 

・焼結炉等への酸素濃

度計の設置による監視

及び制御室への警報 
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（18 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火③c10（電気設備の過加熱

防止） 

 

 

 

 

 

 

DB 火③h1（電気室の管理） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に警報を発する設計とする。 

また，焼結時の小規模焼結処理装置内へ

の空気の混入を監視するため酸素濃度計

を設置し，空気の混入が検出された場合

にはヒータ電源を自動で遮断し不活性の

アルゴンガスで掃気するとともに，中央

監視室等に警報を発する設計とする。 

DB⑦a5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過電流による過熱及び焼損による火災及

び爆発の発生防止のため，電気設備は，

機器の損壊，故障及びその他の異常を検

知した場合には，遮断器により故障箇所

を隔離することにより，故障の影響を局

所化できるとともに，他の安全機能への

影響を限定できる設計とする。 

DB 火③c10 

電気室は，電源供給のみに使用すること

を保安規定に定め，管理する。 

DB 火③h1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ことを防止する設計とする。◇2  

焼結時の焼結炉内への空気の混入を監視

するため酸素濃度計を設置し，空気の混

入が検出された場合にはヒータ電源を自

動で遮断し不活性のアルゴンガスで掃気

するとともに，中央監視室及び制御第１

室に警報を発する設計とする。 

DB⑦a5 

(ⅴ)-２ 小規模焼結処理装置 

小規模焼結処理装置は，容器を炉内へ装

荷し，炉蓋を閉じた後，炉内雰囲気を水

素・アルゴン混合ガス雰囲気に置換する

設計とする。◇2  

また，焼結時は炉内へ空気が混入するこ

とを防止する設計とする。◇1  

焼結時の小規模焼結処理装置内への空気

の混入を監視するため酸素濃度計を設置

し，空気の混入が検出された場合にはヒ

ータ電源を自動で遮断し不活性のアルゴ

ンガスで掃気するとともに，中央監視室

等に警報を発する設計とする。 

DB⑦a5 

(ⅵ) 過電流による過熱防止対策 

ＭＯＸ燃料加工施設内の電気系統に対す

る過電流による過熱及び焼損の防止対策

として，電気系統は，機器の損壊，故障

及びその他の異常を検知した場合には，

遮断器により故障箇所を隔離することに

より，故障の影響を局所化できるととも

に，他の安全機能への影響を限定できる

設計とする。DB 火③c10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災の発生防止のため，発電用原子炉施

設内の電気系統は，保護継電器及び遮断

器によって故障回路を早期に遮断し，過

電流による過熱及び焼損を防止する設計

とする。 

 

 

 

電気室は，電源供給のみに使用する設計

とする。 

 

 

 

 

火災の発生防止のため，放射線分解によ

り水素が発生する火災区域又は火災区画

における，水素の蓄積防止対策として，

社団法人火力原子力発電技術協会「BWR 配

管における混合ガス（水素・酸素）蓄積

防止に関するガイドライン（平成 17 年 10

月）」等に基づき，原子炉の安全性を損

なうおそれがある場合には水素の蓄積を

防止する設計とする。 

 

 

重大事故等時の原子炉格納容器内及び建

屋内の水素については，重大事故等対処

施設にて，蓄積防止対策を行う設計とす

る。 

 

・空気混入検知時のヒ

ータ電源の自動遮断及

びアルゴンガス掃気 

（当社の記載） 
施設特有の記載のた

め発電炉には記載が

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火③c10 

・電気設備（盤類）へ

の遮断器設置 

 

 

 

○設○許基② 

【手段：運用】 

DB 火③h1 

・電気室の管理（電源

供給のみに使用するよ

う管理） 

 

（発電炉の記載） 

MOX 燃料加工施設に該

当設備がないため記

載しない。 
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（19 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
DB 火③g1（建物の耐火構造又は

不燃性材料の使用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火③d1（火災防護上重要な機

器等及びこれら支持構造部の主

要構造材の不燃性材料使用） 

 

 

 

 

 

DB 火③d2（非密封で放射性物質

を取り扱う GBの不燃性材料又は

難燃性材料の使用） 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火③d3（代替材料使用困難な

場合の火災による延焼防止） 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 不燃性材料又は難燃性材料の使用 

ＭＯＸ燃料加工施設の建物は，耐火構造

又は不燃性材料で造られたものとすると

ともに，必要に応じて防火壁の設置その

他の適切な防火措置を講ずる設計とす

る。DB 火③g1 

 

火災防護上重要な機器等は，可能な限り

不燃性材料又は難燃性材料を使用する設

計とし，不燃性材料又は難燃性材料の使

用が技術上困難な場合は，不燃性材料又

は難燃性材料と同等以上の性能を有する

もの(以下「代替材料」という。)を使用

する設計もしくは，代替材料の使用が技

術上困難な場合は，当該機器等における

火災に起因して，他の機器等において火

災及び爆発が発生することを防止するた

めの措置を講ずる設計とする。 

（冒頭宣言） 

 

 

 

 

 

 

 

火災防護上重要な機器等のうち，機器，

配管，ダクト，ケーブルトレイ，電線管

及び盤の筐体並びにこれらの支持構造物

の主要な構造材は，火災及び爆発の発生

防止を考慮し，金属材料又はコンクリー

トを使用する設計とする。 

DB 火③d1 

 

核燃料物質を非密封で取り扱う機器を収

納するグローブボックス等は，不燃性材

料又は難燃性材料を使用する設計とす

る。DB 火③d2 

 

 

 

 

 

 

ただし，配管等のパッキン類は，その機

能を確保するために必要な代替材料の使

用が技術上困難であるが，金属で覆われ

た狭隘部に設置し直接火炎に晒されるこ

とのない設計とする。 

DB 火③d3 

 

また，金属に覆われたポンプ及び弁の駆

動部の潤滑油並びに金属に覆われた機器

ｂ．不燃性材料又は難燃性材料の使用 

ＭＯＸ燃料加工施設の建物は，耐火構造

又は不燃性材料で造られたものとすると

ともに，必要に応じて防火壁の設置その

他の適切な防火措置を講ずる設計とす

る。DB 火③g1 

 

安重機能を有する機器等及び放射性物質

貯蔵等の機器等のうち，主要な構造材，

ケーブル，換気設備のフィルタ，保温

材，建屋内装材及び遮蔽材は，可能な限

り不燃性材料又は難燃性材料を使用する

設計とし，不燃性材料又は難燃性材料の

使用が技術上困難な場合は，不燃性材料

又は難燃性材料と同等以上の性能を有す

るもの（以下「代替材料」という。）を

使用する設計とする。 

また，代替材料の使用が技術上困難な場

合は，当該機器等における火災に起因し

て，他の機器等において火災及び爆発が

発生することを防止するための措置を講

ずる設計とする。 

（冒頭宣言） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射性物質を内包するグローブボックス

等のうち，閉じ込め機能を喪失すること

でＭＯＸ燃料加工施設の安全性を損なう

おそれのあるものについては，不燃性材

料又は難燃性材料を使用する設計とす

る。□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ．不燃性材料又は難燃性材料の使用 

安重機能を有する機器等及び放射性物質

貯蔵等の機器等並びに遮蔽材は，可能な

限り不燃性材料又は難燃性材料を使用す

る設計とし，不燃性材料又は難燃性材料

の使用が技術上困難な場合は，不燃性材

料又は難燃性材料と同等以上の性能を有

するもの（以下「代替材料」という。）

を使用する設計とする。◇1  

また，構築物，系統及び機器の機能を確

保するために代替材料の使用が技術上困

難な場合は，当該系統及び機器における

火災に起因して，他の安重機能を有する

機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等に

おいて火災が発生することを防止するた

めの措置を講ずる設計とする。◇1  

なお，焼結炉等の炉体及び閉じ込めの境

界を構成する部材は，耐熱性を有する材

料を使用する設計とする。DB 火⑤b5 

 

 

 

 

 

(ⅰ) 主要な構造材に対する不燃性材料

又は難燃性材料の使用 

安重機能を有する機器等及び放射性物質

貯蔵等の機器等のうち，機器，配管，ダ

クト，ケーブルトレイ，電線管及び盤の

筐体並びにこれらの支持構造物の主要な

構造材は，火災及び爆発の発生防止を考

慮し，金属材料又はコンクリートを使用

する設計とする。DB 火③d1 

 

核燃料物質を非密封で取り扱う機器を収

納するグローブボックス等は，不燃性材

料又は難燃性材料を使用する設計とす

る。DB 火③d2 

 

 

 

 

 

 

ただし，配管等のパッキン類は，その機

能を確保するために必要な代替材料の使

用が技術上困難であるが，金属で覆われ

た狭隘部に設置し直接火炎に晒されるこ

となく，火災による安全機能への影響は

限定的であること,また，他の安重機能を

有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機

器等に延焼するおそれがないことから，

不燃性材料又は難燃性材料ではない材料

b. 不燃性材料又は難燃性材料の使用 

 

 

 

 

 

 

火災防護上重要な機器等及び重大事故等

対処施設は，不燃性材料又は難燃性材料

を使用する設計とし，不燃性材料又は難

燃性材料が使用できない場合は，不燃性

材料又は難燃性材料と同等以上の性能を

有するもの（以下「代替材料」とい

う。）を使用する設計，若しくは，当該

構築物，系統及び機器の機能を確保する

ために必要な代替材料の使用が技術上困

難な場合は，当該構築物，系統及び機器

における火災に起因して他の火災防護上

重要な機器等及び重大事故等対処施設に

おいて火災が発生することを防止するた

めの措置を講じる設計とする。 

 

 

 

 

 

火災防護上重要な機器等及び重大事故等

対処施設のうち，機器，配管，ダクト，

トレイ，電線管，盤の筐体及びこれらの

支持構造物の主要な構造材は，ステンレ

ス鋼，低合金鋼，炭素鋼等の金属材料又

はコンクリートの不燃性材料を使用する

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし，配管のパッキン類は，その機能

を確保するために必要な代替材料の使用

が技術上困難であるため，金属で覆われ

た狭隘部に設置し直接火炎に晒されるこ

とのない設計とする。 

 

 

金属に覆われたポンプ及び弁等の駆動部

の潤滑油並びに金属に覆われた機器躯体

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火③g1 

・建物への耐火構造又

は不燃性材料の使用 

（当社の記載） 
建物設計の詳細につ

いて当社特有の記載

のため発電炉には記

載がない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火③d1 

・主要構造材の不燃性

材料の使用 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火③d2 

・非密封の核燃料物質

を取り扱うグローブボ

ックスへの不燃性材料

又は難燃性材料の使用 

（当社の記載） 
施設特有の記載のた

め発電炉には記載が

ない。 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火③d3 

・代替材料使用困難な

場合の延焼防止 
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（20 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火⑤b5（焼結炉の耐熱性を有

する部材の使用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火③d8（保温材の不燃性材料

使用） 

 

 

 

 

 

 

DB 火③d9（建屋内装材の不燃性

材料使用及び塗装の難燃性コー

ティング剤の使用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火③i2（中央制御室への火災

防護上の考慮） 

 

 

 

 

DB 火③d5（実証試験により延焼

性及び自己消火性を確認した難

燃性ケーブルの使用） 

 

 

内部のケーブルは，発火した場合でも他

の火災防護上重要な機器等に延焼しない

ことから，不燃性材料又は難燃性材料で

はない材料を使用する設計とする。 

DB 火③d3 

 

 

 

焼結炉等の炉体及び閉じ込めの境界を構

成する部材は，耐熱性を有する材料を使

用する設計とする。 

DB 火⑤b5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災防護上重要な機器等に対する保温材

は，平成12年建設省告示第 1400 号に定め

られたもの又は建築基準法で不燃性材料

として定められたものを使用する設計と

する。 

DB 火③d8 

 

建屋内装材は，建築基準法に基づく不燃

性材料若しくはこれと同等の性能を有す

ることを試験により確認した材料又は消

防法に基づく防炎物品若しくはこれと同

等の性能を有することを試験により確認

した材料を使用する設計とする。 

ただし，塗装は当該場所における環境条

件を考慮したものとする。管理区域の床

は，耐汚染性，除染性，耐摩耗性等を考

慮し，難燃性能を確認したコーティング

剤を不燃性材料であるコンクリート表面

に塗布する設計とする。 

DB 火③d9 

 

また，中央監視室等のカーペットは，消

防法に基づく防炎物品又はこれと同等の

性能を有することを試験により確認した

材料を使用する設計とする。 

DB 火③i2 

 

火災防護上重要な機器等に使用するケー

ブルには，実証試験により延焼性(米国電

気電子工学学会規格 IEEE383-1974 又は

IEEE1202-1991 垂直トレイ燃焼試験)及び

自己消火性(UL1581(Fourth Edition)1080 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安重機能を有する機器等及び放射性物質

貯蔵等の機器等に使用するケーブルに

は，実証試験により延焼性及び自己消火

性を確認したケーブルを使用する設計と

する。□2  

を使用する設計とする。DB 火③d3 

また，金属に覆われたポンプ及び弁の駆

動部の潤滑油並びに金属に覆われた機器

内部のケーブルは，発火した場合でも他

の安全機能を有する施設に延焼しないこ

とから，不燃性材料又は難燃性材料では

ない材料を使用する設計とする。 

DB 火③d3 

 

 

 

 

 

(ⅱ) 変圧器及び遮断器に対する絶縁油

の内包 

安重機能を有する機器等及び放射性物質

貯蔵等の機器等のうち，燃料加工建屋内

に設置する変圧器及び遮断器は絶縁油を

内包しない乾式を使用する設計とする。

DB 火①d4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅲ) 難燃ケーブルの使用 

安重機能を有する機器等及び放射性物質

貯蔵等の機器等並びに安重機能を有する

機器等のうちグローブボックス内に使用

するケーブルには，実証試験により延焼

性（米国電気電子工学学会規格 IEEE383-

内部に設置する電気配線は，発火した場

合でも他の火災防護上重要な機器等及び

重大事故等対処施設に延焼しないことか

ら，不燃性材料又は難燃性材料でない材

料を使用する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災防護上重要な機器等及び重大事故等

対処施設に使用する保温材は，原則，平

成 12年建設省告示第1400号に定められた

もの又は建築基準法で不燃性材料として

認められたものを使用する設計とする。 

 

 

火災防護上重要な機器等及び重大事故等

対処施設を設置する建屋の内装材は，建

築基準法で不燃性材料として認められた

ものを使用する設計とする。 

ただし，管理区域の床に塗布されている

耐放射線性のコーティング剤は，不燃性

材料であるコンクリート表面に塗布する

こと，難燃性が確認された塗料であるこ

と，加熱源を除去した場合はその燃焼部

が広がらないこと，原子炉格納容器内を

含む建屋内に設置する火災防護上重要な

機器等及び重大事故等対処施設は，不燃

性又は難燃性の材料を使用し，その周辺

における可燃物を管理することから，難

燃性材料を使用する設計とする。 

また，中央制御室の床面は，防炎性能を

有するカーペットを使用する設計とす

る。 

 

 

火災防護上重要な機器等及び重大事故等

対処施設に使用するケーブルは，実証試

験により自己消火性（ＵＬ垂直燃焼試

験）及び耐延焼性（ＩＥＥＥ３８３（光

ファイバケーブルの場合はＩＥＥＥ１２

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火⑤b5 

・耐熱性を有する材料

の使用 

（当社の記載） 
施設特有の記載のた

め発電炉には記載が

ない。 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火③d8 

・保温材への不燃性材

料の使用 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火③d9 

・建屋内装材の不燃性

材料使用 

・難燃性塗装の使用 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火③i2 

・防炎性を有するカー

ペットの使用 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火③d5 

・実証試験により延焼

性及び自己消火性を確
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（21 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

DB 火③d6（非難燃性ケーブルを

使用する場合の措置） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火③d7（換気設備フィルタの

難燃性又は不燃性材料使用） 

 

 

 

 

 

 

 

DB③d11（遮蔽材の不燃性材料

又は難燃性材料の使用） 

 

 

 

VW-1 UL 垂直燃焼試験)を確認したケーブ

ルを使用する設計とする。 

DB 火③d5 

 

 

ただし，機器等の性能上の理由から実証

試験により延焼性及び自己消火性が確認

できないケーブルをやむを得ず使用する

場合には，難燃ケーブルを使用した場合

と同等以上の難燃性能があることを実証

試験により確認した上で使用する設計と

するか，金属製の筐体等に収納，延焼防

止材により保護，専用の電線管に敷設等

の措置を講ずることにより，他の火災防

護上重要な機器等及び重大事故等対処施

設に対処するための設備において火災及

び爆発が発生することを防止する設計と

する。 

DB 火③d6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災防護上重要な機器等のうち，換気設

備のフィルタは，「JACA No.11A(空気清浄

装置用ろ材燃焼性試験方法指針(公益社団

法人日本空気清浄協会))」により難燃性

を満足する難燃性材料又は不燃性材料を

使用する設計とする。 

 

 

 

DB 火③d7 

火災防護上重要な機器等に使用する遮蔽

材は，可能な限り不燃性材料又は難燃性

材料を使用する設計とする。 

なお，可燃性の遮蔽材を使用する場合

 

 

 

 

 

安重機能を有する機器等及び放射性物質

貯蔵等の機器等に使用するケーブルのう

ち，機器等の性能上の理由からやむを得

ず実証試験により延焼性及び自己消火性

が確認できないケーブルは，難燃ケーブ

ルを使用した場合と同等以上の難燃性能

があることを実証試験により確認した上

で使用する設計とし，当該ケーブルの火

災に起因して他の安重機能を有する機器

等及び放射性物質貯蔵等の機器等におい

て火災が発生することを防止するための

措置を講ずる設計とする。DB 火③d6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建屋内の変圧器及び遮断器は，絶縁油等

の可燃性物質を内包していないものを使

用する設計とする。□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1974 又は IEEE1202-1991 垂直トレイ燃焼

試験）及び自己消火性（UL1581（Fourth 

Edition）1080 VW-1 UL 垂直燃焼試験）を

確認したケーブルを使用する設計とす

る。DB 火③d5 

ただし，機器の性能上の理由から実証試

験にて延焼性及び自己消火性を確認でき

ないケーブルは，難燃ケーブルと同等以

上の性能を有する材料を使用する設計と

する。 

DB 火③d6 

具体的には，非常用発電機の一部に使用

するケーブルは，制御のために微弱信号

を取り扱う必要があり，耐ノイズ性を確

保するために専用のケーブルを使用する

設計とする必要がある。 

したがって，本ケーブルに対しては，火

災を想定した場合にも延焼が発生しない

ように，専用電線管に収納するととも

に，電線管の両端は，電線管外部からの

酸素供給防止を目的とし，耐火性を有す

るシール材を処置するとともに，機器と

の接続部においては可動性を持たせる必

要があることから当該部位のケーブルが

露出しないように不燃性，遮炎性，耐久

性及び被覆性の確認された部材で覆う等

により，難燃ケーブルと同等以上の性能

を確保する設計とする。□2  

非難燃ケーブルを使用する場合について

は，上記に示す代替措置を施した上で，

難燃ケーブルを使用した場合と同等以上

の難燃性能（延焼性及び自己消火性）を

有することを実証試験により確認し，使

用する設計とすることにより，他の安全

機能を有する施設において火災及び爆発

が発生することを防止する設計とする。 

DB 火③d6 

(ⅳ) 換気設備のフィルタに対する不燃

性材料及び難燃性材料の使用 

安重機能を有する機器等及び放射性物質

貯蔵等の機器等のうち，換気設備のフィ

ルタの主要な構造材は，不燃性材料又は

「JACA No.11A（空気清浄装置用ろ材燃焼

性試験方法指針（公益社団法人日本空気

清浄協会））」により難燃性を満足する

難燃性材料を使用する設計とする。 

DB 火③d7 

 

 

 

 

 

 

０２）垂直トレイ燃焼試験）を確認した

難燃ケーブルを使用する設計とする。 

 

 

 

ただし，実証試験により耐延焼性等が確

認できない放射線モニタケーブル及び重

大事故等対処施設である通信連絡設備の

機器本体に使用する専用ケーブルは，難

燃ケーブルと同等以上の性能を有する設

計とするか，代替材料の使用が技術上困

難な場合は，当該ケーブルの火災に起因

して他の火災防護上重要な機器等及び重

大事故等対処施設において火災が発生す

ることを防止するための措置を講じる設

計とする。  

また，上記ケーブル以外の非難燃ケーブ

ルについては，原則，難燃ケーブルに取

り替えて使用する設計とするが，ケーブ

ルの取り替えに伴い安全上の課題が生じ

る場合には，難燃ケーブルを使用した場

合と同等以上の難燃性能を確保できる代

替措置（複合体）を施す設計又は電線管

に収納する設計とする。 
 
(「代替措置(複合体)を施す設計」の項は省略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災防護上重要な機器等及び重大事故等

対処施設のうち，換気空調設備のフィル

タはチャコールフィルタを除き，「ＪＩ

Ｓ Ｌ １０９１（繊維製品の燃焼性試

験方法）」又は「ＪＡＣＡ Ｎｏ．１１

Ａ－２００３（空気清浄装置用ろ材燃焼

性試験方法指針（公益社団法人日本空気

清浄協会））」を満足する難燃性材料を

使用する設計とする。 

 

 

 

 

 

認した難燃性ケーブル

の使用 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火③d6 

・非難燃性ケーブルの

耐火措置 

・耐火措置の妥当性確

認 

※なお、妥当性確認方

法は添付書類等へ記載 

 

 

（発電炉の記載） 

代替措置については

設計方針の違いから

当社に記載がない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火③d7 

・難燃性又は不燃性材

料の使用 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB③d11 

・遮蔽材の不燃性材料

又は難燃性材料の使用 
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（22 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

DB 火③d4（建屋内に設置する変

圧器及び遮断器の使用（乾

式）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は，不燃性材料又は難燃性材料で覆う設

計とする。 

DB③d11 

 

 

 

 

火災防護上重要な機器等のうち，建屋内

に設置する変圧器及び遮断器は絶縁油を

内包しない乾式を使用する設計とする。 

DB 火③d4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅴ) 保温材に対する不燃性材料の使用 

安重機能を有する機器等及び放射性物質

貯蔵等の機器等に対する保温材は，ロッ

クウール，グラスウール，けい酸カルシ

ウム等，平成 12年建設省告示第 1400号に

定められたもの又は建築基準法で不燃性

材料として定められたものを使用する設

計とする。 

DB 火③d8 

(ⅵ) 建屋内装材に対する不燃性材料の

使用 

建屋内装材は，建築基準法に基づく不燃

性材料若しくはこれと同等の性能を有す

ることを試験により確認した材料又は消

防法に基づく防炎物品又はこれと同等の

性能を有することを試験により確認した

材料を使用する設計とする。 

ただし，塗装は当該場所における環境条

件を考慮したものとする。管理区域の床

及び壁は，耐汚染性，除染性，耐摩耗性

等を考慮し，原則として腰高さまでエポ

キシ樹脂系塗料等のコーティング剤によ

り塗装する設計とする。 

DB 火③d9 

塗装は，難燃性能を確認したコーティン

グ剤を不燃性材料であるコンクリート表

面に塗布すること，DB 火③d9 

また，燃料加工建屋内に設置する安重機

能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等

の機器等には不燃性材料又は難燃性材料

を使用し，周辺には可燃性物質がないこ

とから，塗装が発火した場合においても

他の安重機能を有する機器等及び放射性

物質貯蔵等の機器等において火災を生じ

させるおそれは小さい。◇2  

 

(ⅶ) 遮蔽材に対する不燃性材料又は難

燃性材料の使用 

安重機能を有する機器等及び放射性物質

貯蔵等の機器等に使用する遮蔽材は，可

能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使

用する設計とする。DB③d11 

なお，可燃性の遮蔽材を使用する場合

は，不燃性材料又は難燃性材料で覆う設

計とする。 

DB③d11 

 

 

 

 

 

 

 

火災防護上重要な機器等及び重大事故等

対処施設のうち，屋内の変圧器及び遮断

器は，可燃性物質である絶縁油を内包し

ていないものを使用する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・可燃性の遮蔽材の構

造 

（当社の記載） 
施設特有の記載のた

め発電炉には記載が

ない。 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火③d4 

・変圧器及び遮断器の

乾式使用 
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要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（23 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火③e1（避雷設備の設置） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火③e2（安定地盤への設置と

耐震重要度に応じた耐震設計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 自然現象による火災及び爆発の発生

防止 

自然現象として，地震，津波，落雷，風

(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積

雪，火山の影響(降下火砕物によるフィル

タの目詰まり等），生物学的事象，森林

火災及び塩害を考慮する。 

これらの自然現象のうち，火災及び爆発

を発生させるおそれのある落雷及び地震

について，これらの現象によって火災及

び爆発が発生しないように，以下のとお

り火災防護対策を講ずる設計とする。 

（冒頭宣言） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設において火災及び爆

発を発生させるおそれのある自然現象の

うち落雷による火災及び爆発の発生を防

止するため，建築基準法及び消防法に基

づき避雷設備を設置する設計とする。 

DB 火③e1 

 

 

 

 

火災防護上重要な機器等は，耐震重要度

分類に応じた地震力が作用した場合にお

いても支持することができる地盤に設置

し，耐震設計を行うことで自らの破壊又

は倒壊による火災及び爆発の発生を防止

する設計とする。 

DB 火③e2 

 

 

 

 

ｃ．落雷，地震等の自然現象による火災

の発生防止 

ＭＯＸ燃料加工施設において，設計上の

考慮を必要とする自然現象は，地震，津

波，落雷，風（台風），竜巻，凍結，高

温，降水，積雪，火山の影響（降下火砕

物によるフィルタの目詰まり），生物学

的事象，森林火災及び塩害である。 

これらの自然現象のうち，ＭＯＸ燃料加

工施設で火災及び爆発を発生させるおそ

れのある落雷及び地震について，これら

の現象によって火災及び爆発が発生しな

いように，以下のとおり火災防護対策を

講ずる設計とする。 

（冒頭宣言） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ａ) 落雷による火災及び爆発の発生を

防止するため，建築基準法及び消防法に

基づき避雷設備を設置する設計とする。

DB 火③e1 

 

 

 

 

 

 

ｂ) 安重機能を有する機器等及び放射

性物質貯蔵等の機器等は，耐震重要度分

類に応じた地震力が作用した場合におい

ても支持することができる地盤に設置

し，自らの破壊又は倒壊による火災及び

爆発の発生を防止する設計とするととも

に，事業許可基準規則第七条に示す要求

を満足するよう，「事業許可基準規則の

解釈」に従い耐震設計を行う設計とす

る。 

DB 火③e2 

ⅳ．落雷，地震等の自然現象による火災

及び爆発の発生防止 

ＭＯＸ燃料加工施設において，設計上の

考慮を必要とする自然現象は，地震，津

波，落雷，風（台風），竜巻，凍結，高

温，降水，積雪，火山の影響（降下火砕

物によるフィルタの目詰まり），生物学

的事象，森林火災及び塩害である。◇2  

風（台風），竜巻及び森林火災は，それ

ぞれの事象に対してＭＯＸ燃料加工施設

の安全機能を損なうことのないように，

自然現象から防護する設計とすること

で，火災及び爆発の発生を防止する。◇2  

生物学的事象のうちネズミ等の小動物の

影響については，侵入防止対策によって

影響を受けない設計とする。◇2  

津波，凍結，高温，降水，積雪，他の生

物学的事象及び塩害は，発火源となり得

る自然現象ではなく，火山の影響につい

ても，火山からＭＯＸ燃料加工施設に到

達するまでに降下火砕物が冷却されるこ

とを考慮すると，発火源となり得る自然

現象ではない。◇2  

したがって，ＭＯＸ燃料加工施設で火災

及び爆発を発生させるおそれのある自然

現象として，落雷及び地震を選定し，こ

れらの自然現象によって火災及び爆発が

発生しないように，以下のとおり火災防

護対策を講ずる設計とする。 

◇2  

(ⅰ) 落雷による火災及び爆発の発生防

止 

落雷による火災及び爆発の発生を防止す

るため，「原子力発電所の耐雷指針」

（JEAG4608），建築基準法及び消防法に

基づき，日本産業規格に準拠した避雷設

備を設置する設計とする。◇2  

避雷設備設置箇所を以下に示す。◇2  

(ⅰ)-１ 燃料加工建屋 

(ⅰ)-２ 排気筒 

(ⅱ) 地震による火災及び爆発の発生防

止 

安重機能を有する機器等及び放射性物質

貯蔵等の機器等は，耐震設計上の重要度

に応じて以下に示すＳ，Ｂ及びＣの３ク

ラス（以下「耐震重要度分類」とい

う。）に応じた地震力が作用した場合に

おいても支持することができる地盤に設

置し，自らの破壊又は倒壊による火災及

び爆発の発生を防止する。◇2  

耐震については事業許可基準規則第七条

に示す要求を満足するよう，「事業許可

基準規則の解釈」に従い耐震設計を行う

c. 自然現象による火災の発生防止 

自然現象として，地震，津波（重大事故

等対処施設については，敷地に遡上する

津波を含む。），洪水，風（台風），竜

巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影

響，生物学的事象，森林火災及び高潮を

考慮する。 

これらの自然現象のうち，火災を発生さ

せるおそれのある落雷，地震，竜巻（風

（台風）を含む。）及び森林火災につい

て，これらの現象によって火災が発生し

ないように，以下のとおり火災防護対策

を講じる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

落雷によって，発電用原子炉施設内の構

築物，系統及び機器に火災が発生しない

よう，避雷設備の設置及び接地網の敷設

を行う設計とする。 

 

 

 

 

 

 

火災防護上重要な機器等は，耐震クラス

に応じて十分な支持性能をもつ地盤に設

置する設計とするとともに，「実用発電

用原子炉及びその附属施設の技術基準に

関する規則の解釈」（平成 25年 6月 19日

原子力規制委員会）に従い，耐震設計を

行う設計とする。 
 

重大事故等対処施設は，施設の区分に応

じて十分な支持性能をもつ地盤に設置す

る設計とするとともに，「実用発電用原

子炉及びその附属施設の技術基準に関す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火③e1 

・避雷設備の設置 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火③e2 

・地震による火災及び

爆発防止の観点から火

災防護上重要な機器等

の安定地盤への設置と

耐震設計の実施 
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要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（24 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火①d4-1（火災感知設備及び

消火設備の地震対応） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火①b1（火災感知器の環境条

件等の考慮及び多様化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2  火災の感知，消火 

火災の感知及び消火は，火災防護上重要

な機器等に対して，早期の火災感知及び

消火を行うための火災感知設備及び消火

設備を設置する設計とする。 

 

 

また，グローブボックス内に対しても，

早期に火災感知及び消火を行うための火

災感知設備及び消火設備を設置する設計

とする。 

火 災 感 知 設 備 及 び 消 火 設 備 は ，

「7.1.1(4) 自然現象による火災及び爆

発の発生防止」で抽出した自然現象に対

して，火災感知及び消火の機能，性能が

維持できる設計とする。 

（冒頭宣言） 

火災感知設備及び消火設備については，

火災区域及び火災区画に設置した火災防

護上重要な機器等の耐震重要度分類に応

じて，機能を維持できる設計とする。 

DB 火①d4-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 火災感知設備 

火災防護上重要な機器等を設置する火災

区域又は火災区画の火災感知器の型式

は，放射線，取付面高さ，温度，湿度，

空気流等の環境条件及び予想される火災

の性質を考慮して選定するとともに，火

災を早期に感知できるよう固有の信号を

発する異なる種類の火災感知器として，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 火災の感知，消火 

火災の感知及び消火は，安重機能を有す

る機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等

に対して，早期の火災感知及び消火を行

うための火災感知設備及び消火設備を設

置する設計とする。 

（冒頭宣言） 

 

 

 

 

火災感知設備及び消火設備は，「ロ．

(ニ)(１) ②ｃ．落雷，地震等の自然現象

による火災の発生防止」で抽出した自然

現象に対して，火災感知及び消火の機

能，性能が維持できる設計とする。□2  

 

火災感知設備及び消火設備については，

火災区域及び火災区画に設置した安重機

能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等

の機器等が地震による火災を想定する場

合においては耐震重要度分類に応じて，

機能を維持できる設計とする。 

DB 火①d4-1 

また，消火設備は，破損，誤作動又は誤

操作が起きた場合のほか，火災感知設備

の破損，誤作動又は誤操作が起きたこと

により消火設備が作動した場合において

も，安全上重要な施設の安全機能及び放

射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を損な

わない設計とする。□2  

 

ａ．火災感知設備 

火災感知器は，環境条件や火災の性質を

考慮して型式を選定し，安重機能を有す

る機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等

を設置する火災区域又は火災区画に対し

て，固有の信号を発する異なる種類を組

み合わせて設置する設計とする。□2  

 

設計とする。◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｃ) 火災の感知，消火 

火災の感知及び消火については，安重機

能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等

の機器等に対して，早期の火災感知及び

消火を行うための火災感知設備及び消火

設備を設置する設計とする。◇1  

また，グローブボックス内に対しても，

早期に火災感知及び消火を行うための火

災感知設備及び消火設備を設置する設計

とする。 

（冒頭宣言） 

具体的な設計を「イ．(ロ)(４)①ａ．

(ｃ)ⅰ．火災感知設備」から「イ．

(ロ)(４)①ａ．(ｃ)ⅳ．消火設備の破

損，誤動作又は誤操作による安全機能へ

の影響」に示す。◇2  

このうち，火災感知設備及び消火設備

が，地震等の自然現象に対して，火災感

知及び消火の機能，性能が維持され，か

つ，安重機能を有する機器等及び放射性

物質貯蔵等の耐震重要度分類に応じて，

機能を維持できる設計とすることを

「イ．(ロ)(４)①ａ．(ｃ)ⅲ．自然現象

の考慮」に示す。◇2  

また，消火設備は，破損，誤動作又は誤

操作が起きた場合においても，安全上重

要な施設の安全機能を損なわない設計と

す る こ と を 「 イ ． ( ロ )( ４ )① ａ ．

(ｃ)ⅳ．消火設備の破損，誤動作又は誤

操作による安全機能への影響」に示す。

◇2  

 

ⅰ．火災感知設備 

火災感知設備は，安重機能を有する機器

等及び放射性物質貯蔵等の機器等を設置

する火災区域及び火災区画並びにグロー

ブボックスの火災を早期に感知するため

に設置する設計とする。◇1  

(ⅰ) 火災感知器の環境条件等の考慮及

び多様化 

る規則の解釈」（平成 25年 6月 19日原子

力規制委員会）に従い，耐震設計を行う

設計とする。 

 

火災防護上重要な機器等及び重大事故等

対処施設は，森林火災から，防火帯によ

る防護により，火災発生防止を講じる設

計とし，竜巻（風（台風）を含む。）か

ら，竜巻防護対策設備の設置，固縛及び

常設代替高圧電源装置の燃料油が漏えい

した場合の拡大防止対策等により，火災

の発生防止を講じる設計とする。 

 

(2) 火災の感知及び消火 

火災区域又は火災区画の火災感知設備及

び消火設備は，火災防護上重要な機器等

及び重大事故等対処施設に対して火災の

影響を限定し，早期の火災感知及び消火

を行う設計とする。 

 

 

 

 

 

火災感知設備及び消火設備は，「1.(1)c. 

自然現象による火災の発生防止」で抽出

した自然現象に対して，火災感知及び消

火の機能，性能が維持できる設計とす

る。 

 

火災感知設備及び消火設備については，

火災区域及び火災区画に設置された火災

防護上重要な機器等の耐震クラス及び重

大事故等対処施設の区分に応じて，地震

に対して機能を維持できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 火災感知設備 

火災感知設備の火災感知器（一部「東

海，東海第二発電所共用」（以下同

じ。））は，火災区域又は火災区画にお

ける放射線，取付面高さ，温度，湿度，

空気流等の環境条件，予想される火災の

性質を考慮し，火災感知器を設置する火

災区域又は火災区画の火災防護上重要な

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 
施設特有の記載のた

め発電炉には記載が

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火①d4-1 

a-4 火災感知設備及

び消火設備の機能維持

設計 

・油内包設備を設置す

る火災区域又は火災区

画の機能維持設計 

・油内包設備を設置す

る火災区域又は火災区

画の固定式消火設備の

耐震設計 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火①b1 

・環境条件等を考慮し

た感知器選定 

・感知器多様化 
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（25 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アナログ式煙感知器及びアナログ式熱感

知器を組み合わせて設置する設計とす

る。 

DB 火①b1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし，放射線の影響を考慮する場所に

設置する火災感知器については，非アナ

ログ式とする。 

DB 火①b1 

 

 

グローブボックス内は，主要な工程で核

燃料物質を非密封で取り扱うという特徴

があり，ＭＯＸ粉末やレーザ光による誤

作動や内装機器及び架台が障壁となるこ

とにより，煙感知器及び炎感知器並びに

サーモカメラでは火災を感知できないお

それがあることから，火災源の位置等を

考慮した上で，早期感知ができ，また，

動作原理の異なる2種類の熱感知器を組み

合わせて設置する設計とする。 

DB 火①b1 

 

消防法施行令及び消防法施行規則におい

て火災感知器の設置が除外される区域に

ついても，火災防護上重要な機器等が火

災による影響を考慮すべき場合には火災

感知器を設置する設計とする。 

DB 火①b1 

火災防護上重要な機器等を設置する火災

区域又は火災区画のうち，コンクリート

製の構造物や金属製の配管，タンク等の

みで構成する機器等を設置する火災区域

又は火災区画は，機器等を不燃性の材料

で構成しており，火災の影響により機能

を喪失するおそれがないことから，固有

グローブボックス内は，主要な工程で核

燃料物質を非密封で取り扱うという特徴

があり，ＭＯＸ粉末やレーザ光による誤

作動や内装機器及び架台が障壁となるこ

とにより，煙感知器及び炎感知器並びに

サーモカメラでは火災を感知できないお

それがあることから，火災源の位置等を

考慮した上で，早期感知ができ，また，

動作原理の異なる２種類の熱感知器を組

み合わせて設置する設計とする。 

DB 火①b1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安重機能を有する機器等及び放射性物質

貯蔵等の機器等を設置する火災区域又は

火災区画並びにグローブボックス内の火

災感知器の型式は，放射線，取付面高

さ，温度，湿度，空気流等の環境条件及

び予想される火災の性質を考慮して選定

する。DB 火①b1 

また，火災を早期に感知するとともに，

火災の発生場所を特定するために，固有

の信号を発する異なる種類の火災感知器

又は同等の機能を有する機器を組み合わ

せて設置する設計とする。DB 火①b1 

火災を早期に感知できるよう固有の信号

を発する異なる種類の火災感知器は，原

則，煙感知器（アナログ式）及び熱感知

器（アナログ式）を組み合わせて設置 DB

火①b1 し，耐酸性の火災感知器のように

その原理からアナログ式にできない場合

を除き，誤作動を防止するため平常時の

状態を監視し，急激な温度や煙の濃度の

上昇を把握することができるアナログ式

を選定する。◇2  

ただし，放射線の影響を考慮する場所に

設置する火災感知器については，非アナ

ログ式とする。DB 火①b1 

また，火災感知器は，誤作動防止を考慮

した配置，周囲温度を踏まえた熱感知器

作動温度の設定等により，誤作動を防止

する設計とする。 

グローブボックス内の火災感知器は，主

要な工程で核燃料物質を非密封で取り扱

うという特徴があり，ＭＯＸ粉末やレー

ザ光による誤作動や内装機器及び架台が

障壁となることにより，煙感知器及び炎

感知器並びにサーモカメラでは火災を感

知できないおそれや半導体を有している

ため，放射線影響による故障が考えられ

ることから，火災源の位置等を考慮した

上で，早期感知ができ，また，動作原理

の異なる２種類の熱感知器を組み合わせ

て設置する。◇2  

安重機能を有する機器等及び放射性物質

貯蔵等の機器等を設置する火災区域又は

火災区画のうち，コンクリート製の構造

物や金属製の配管，タンク等のみで構成

する機器等を設置する火災区域又は火災

区画は，機器等を不燃性の材料で構成し

ており，火災の影響により機能を喪失す

るおそれがないことから，固有の信号を

発する異なる種類の火災感知器の組合せ

は行わず，消防法に基づいた設計とす

る。DB 火①b1 

消防法施行令及び消防法施行規則におい

機器等及び重大事故等対処施設の種類に

応じ，火災を早期に感知できるよう，固

有の信号を発するアナログ式の煙感知器

及びアナログ式の熱感知器の異なる種類

の火災感知器を組み合わせて設置する設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし，発火性又は引火性の雰囲気を

形成するおそれのある場所及び屋外等

は，環境条件や火災の性質を考慮し，非

アナログ式の炎感知器（赤外線方式），

非アナログ式の防爆型熱感知器，非アナ

ログ式の防爆型煙感知器，非アナログ式

の屋外仕様の炎感知器（赤外線方式），

アナログ式の屋外仕様の熱感知カメラ及

び非アナログ式の熱感知器も含めた組み

合わせで設置する設計とする。 

非アナログ式の火災感知器は，環境条

件等を考慮することにより誤作動を防止

する設計とする。 

なお，アナログ式の屋外仕様の熱感知

カメラ及び非アナログ式の屋外仕様の炎

感知器（赤外線方式）は，監視範囲に火

災の検知に影響を及ぼす死角がないよう

に設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社および発電炉

の記載） 

設備の違いにより記

載が異なる。 
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（26 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の信号を発する異なる種類の火災感知器

の組合せは行わず，消防法に基づいた設

計とする。 

DB 火①b1 

ただし，通常作業時に人の立入りがなく

可燃性物質がない区域は除く。 

DB 火①b1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

感知器については消防法施行規則(昭和

36 年自治省令第 6 号)第二十三条第 4 項に

従い設置する設計とする。 

また，環境条件等から消防法上の火災感

知器の設置が困難となり，感知器と同等

の機能を有する機器を使用する場合にお

いては，同項において求める火災区域内

の感知器の網羅性及び火災報知設備の感

知器及び発信機に係る技術上の規格を定

める省令(昭和 56年自治省令第 17号)第十

二条～第十八条までに定める感知性能と

同等以上の方法により設置する設計とす

る。 

DB 火①b1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て火災感知器の設置が除外される区域に

ついても，安重機能を有する機器等及び

放射性物質貯蔵等の機器等が火災による

影響を考慮すべき場合には火災感知器を

設置する設計とする。DB 火①b1 

 

ただし，以下の通常運転時に人の立入り

がなく，可燃性物質がない区域は除く。

DB 火①b1 

(ⅰ)-１ 可燃性物質がない室（高線量区

域） 

燃料棒貯蔵室等，核燃料物質を取り扱

い，高線量により通常運転時に人の立入

りのない室のうち可燃性物質又は着火源

になり得るものを設置せず，不要な可燃

性物質を持ち込まない可燃性物質管理を

行う場所は，通常運転時における火災の

発生及び人による火災の発生のおそれが

ないことから，火災感知器を設置しない

設計とする。◇2  

(ⅰ)-２ 可燃性物質がない室（ダクトス

ペース及びパイプスペース） 

ダクトスペースやパイプスペースは高線

量区域ではないが，可燃性物質又は着火

源になり得るものが設置されておらず，

不要な可燃性物質を持ち込まない可燃性

物質管理を行う場所であり，点検口は存

在するが，通常運転時には人の立入りが

なく，人による火災の発生のおそれがな

いことから，火災感知器を設置しない設

計とする。◇2  

(ⅱ) 火災感知設備の性能と設置方法 

火災感知器については消防法施行規則

（昭和 36 年自治省令第６号）第二十三条

第４項に従い設置する設計とする。 

また，環境条件等から消防法上の火災感

知器の設置が困難となり，感知器と同等

の機能を有する機器を使用する場合にお

いては，同項において求める火災区域内

の感知器の網羅性及び火災報知設備の感

知器及び発信機に係る技術上の規格を定

める省令（昭和56年自治省令第 17号）第

十二条から第十八条までに定める感知性

能と同等以上の方法により設置する設計

とする。DB 火①b1 

火災感知設備の火災感知器は，環境条件

及び安重機能を有する機器等並びに放射

性物質貯蔵等の機器等の特徴を踏まえ設

置することとし，アナログ式煙感知器及

びアナログ式熱感知器の組合せを基本と

して設置する設計とする。◇1  

ただし，蓄電池室は換気設備により清浄

な状態に保つこと及び水素ガス漏えい検

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a-3 感知・消火試験

性能確認（消防認定外

火災感知器） 

（当社の記載） 
当社特有の詳細記載

のため発電炉に記載

がない。 
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（27 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知器により爆発性雰囲気とならないこと

を監視するものの，腐食性ガスの発生に

より火災感知器が故障し，誤作動するこ

とにより固定式のガス消火装置が誤作動

するおそれを考慮し，１台は非アナログ

式の耐酸性仕様の火災感知器とし，通常

のアナログ式の火災感知器を組み合わせ

て設置する設計とする。◇2  

非アナログ式の火災感知器の設置に当た

っては，誤作動防止対策のため，周囲温

度を考慮した作動温度を設定する設計と

する又は周囲温度が高温とならない措置

を講ずる。◇2  

よって，非アナログ式の火災感知器を採

用してもアナログ式の火災感知器と同等

以上の性能を確保することが可能であ

る。◇2  

非アナログ式の火災感知器を設置する火

災区域又は火災区画を以下に示す。◇2  

(ⅱ)-１ 設置高さのある火災区域又は火

災区画（屋内） 

火災区域又は火災区画のうち設置高さが

高い場所は，消防法に基づき設置できる

熱感知器が差動式分布型感知器に限定さ

れ，アナログ式感知器（煙及び炎）を組

み合わせて設置することが適さないこと

から，一方は非アナログ式の熱感知器

（差動式分布型）を設置する設計とす

る。◇2  

(ⅱ)-２ 高線量区域 

放射線の影響を考慮する場所に設置する

火災感知器については，半導体の使用が

少なく放射線の影響を受けにくいと考え

られる非アナログ式の煙感知器及び非ア

ナログ式の熱感知器とする。◇2  

(ⅱ)-３ グローブボックス内 

グローブボックス内は放射線の影響を考

慮する必要があるため，高線量区域と同

様に半導体の使用が少なく放射線の影響

を受けにくいと考えられる非アナログ式

の熱感知器を組み合わせて設置する。◇2  

熱感知器の組合せとしては，白金測温抵

抗体（温度異常（60℃以上）を感知）及

びグローブボックス全体の温度上昇を感

知できる熱電対式の差動式分布型熱感知

器（温度上昇異常（15℃/min 以上）を感

知）を設置する。◇2  

このため，白金測温抵抗体は，火災によ

る熱が集中しやすいグローブボックスの

排気口付近に設置し，差動式分布型熱感

知器は，火災による熱が集中しやすいグ

ローブボックスの天井に設置することに

より，早期に火災を感知できる設計とす
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（28 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火①b2（火災感知設備の電源

確保） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DB 火①b3（火災感知設備による

火災発生の監視） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災感知設備は，外部電源喪失時にも火

災の感知が可能となるよう,電源を確保す

る設計とする。 

DB 火①b2 

また，火災防護上重要な機器等を設置す

る火災区域又は火災区画並びに安全上重

要な施設のグローブボックス内の火災感

知設備は，非常用所内電源設備又は感知

の対象とする設備の耐震重要度分類に応

じて給電する設計とする。 

DB 火①b2 

 

 

 

火災感知設備は，中央監視室に設置する

受信機に火災信号を表示するとともに警

報を発することで，適切に監視できる設

計及び火災感知器の設置場所を1つずつ特

定できることにより，火災の発生場所を

特定できる設計とする。 

DB 火①b3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災感知設備は，外部電源喪失時におい

ても火災の感知が可能なように電源を確

保し，中央監視室で常時監視できる設計

とする。□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。◇2  

なお，差動式分布型熱感知器は一般的に

大空間に設置され，熱による温度上昇を

感知するものであるが，グローブボック

ス内は，部屋に比べて容積が小さいこと

から十分感知が可能である。◇2  

安全上重要な施設のグローブボックスの

うち，潤滑油を内包する機器がある場合

は，その近傍に，白金測温抵抗体を設置

することで，早期に火災を感知する設計

とする。白金測温抵抗体又は差動式分布

型熱感知器のいずれか１つが感知した場

合に，火災感知信号を発信する設計とす

る。◇2  

また，熱感知器を有する火災感知設備は

故障時に中央監視室に故障信号を発する

設計とする。◇2  

グローブボックスの火災感知器は，火災

感知器ごとに設置場所を特定できること

により，火災の発生場所を特定できる設

計とする。◇2  

(ⅱ)-４ 地下埋設物（重油タンク） 

地下タンク室上部の点検用マンホール上

部の配管室（ピット部）に燃料が気化し

て充満することを想定し，防爆構造の感

知器を設置する必要がある。◇2  

よって，火災感知器は，それぞれ非アナ

ログ式とし，定温スポット型熱感知器に

加え煙感知器を設置する設計とする。◇2  

 

(ⅲ) 火災感知設備の電源確保 

火災感知設備は，外部電源喪失時にも火

災の感知が可能となるよう,蓄電池を設

け，火災感知の機能を失わないよう電源

を確保する設計とする。DB 火①b2 

 

また，安重機能を有する機器等及び放射

性物質貯蔵等の機器等を設置する火災区

域及び火災区画並びに安全上重要な施設

のグローブボックス内の火災感知設備

は，非常用所内電源設備から給電する設

計とする。DB 火①b2 

 

 

(ⅳ) 受信機 

中央監視室に設置する受信機に火災信号

を表示するとともに警報を発すること

で，適切に監視できる設計とする。DB 火

①b3 

また，受信機は，火災感知器の設置場所

を１つずつ特定できることにより，火災

の発生場所を特定できる設計とする。DB

火①b3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災感知設備のうち火災受信機盤は中

央制御室に設置し，火災感知設備の作動

状況を常時監視できる設計とする。ま

た，火災受信機盤は，構成されるアナロ

グ式の受信機により作動した火災感知器

を 1つずつ特定できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火①b2 

・蓄電池による電源確

保 

・耐震重要度分類に応

じた非常用母線又は運

転予備用母線への接続

による電源確保 

（当社の記載） 
施設特有の記載のた

め発電炉には記載が

ない。 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火①b3 

・受信機（火災監視

盤）の設置（中央監視

室） 

・制御室への警報表示 

・受信機（火災監視
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（29 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火①b4（火災感知器の点検） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火①b5（グローブボックス内

の火災感知器の点検） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火①d1-3（火災感知設備の風

水害への考慮） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災感知器は，自動試験機能又は遠隔試

験機能により点検ができる設計とする。 

自動試験機能又は遠隔試験機能を持たな

い火災感知器は，機能に異常がないこと

を確認するため，消防法施行規則に基づ

く煙等の火災を模擬した試験等を定期的

に実施する。 

DB 火①b4 

 

 

 

 

 

グローブボックス内の火災感知設備は，

機能に異常がないことを確認するため，

抵抗値の測定及び模擬抵抗等を用いる試

験等を定期的に実施する。 

DB 火①b5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地下タンクピット室上部の点検用マンホ

ール上部の配管室(ピット部)内に設置す

る火災感知設備は，火災感知器の予備を

確保し，風水害の影響を受けた場合は，

早期に火災感知器の取替えを行うことに

より，当該設備の機能及び性能を復旧す

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災感知器は受信機を用いて以下のとお

り点検を行うことができるものを使用す

る設計とする。 

(ⅳ)-１ 自動試験機能又は遠隔試験機能

を有する火災感知器は，火災感知の機能

に異常がないことを確認するため，定期

的に自動試験又は遠隔試験を実施する。 

(ⅳ)-２ 自動試験機能又は遠隔試験機能

を持たない火災感知器は，火災感知器の

機能に異常がないことを確認するため，

消防法施行規則に基づく煙等の火災を模

擬した試験等を定期的に実施する。 

DB 火①b4 

(ⅳ)-３ グローブボックス内の火災感知

設備については，以下の試験を実施す

る。 

(ⅳ)-３-１ 白金測温抵抗体 

(ⅳ)-３-１-１ 健全性確認 

抵抗値を測定し，温度に相当する抵抗で

あることを確認する。 

(ⅳ)-３-１-２ 動作確認 

模擬抵抗を接続し，温度指示，温度異常

表示，ブザー吹鳴が適切であることを確

認する。 

(ⅳ)-３-２ 差動式分布型熱感知器 

(ⅳ)-３-２-１ 健全性確認 

メータリレー試験器を接続し，抵抗値を

測定し，正常であることを確認する。 

(ⅳ)-３-２-２ 動作確認 

メータリレー試験器を接続し，温度上昇

異常表示，ブザー吹鳴が適切であること

を確認する。 

DB 火①b5 

(ⅴ) 試験・検査 

火災感知設備は，その機能を確認するた

め定期的な試験及び検査を行う。◇6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外の海水ポンプエリアを監視するア

ナログ式の屋外仕様の熱感知カメラの火

災受信機盤においては，カメラ機能によ

る映像監視（熱サーモグラフィ）により

火災発生箇所の特定が可能な設計とす

る。 

 

火災感知器は，自動試験機能又は遠隔

試験機能により点検ができる設計とす

る。 

自動試験機能又は遠隔試験機能を持た

ない火災感知器は，機能に異常がないこ

とを確認するため，消防法施行規則に準

じ，煙等の火災を模擬した試験を実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災感知設備は，外部電源喪失時又は

全交流動力電源喪失時においても火災の

感知が可能となるように蓄電池を設け，

電源を確保する設計とする。また，火災

防護上重要な機器等及び重大事故等対処

施設を設置する火災区域又は火災区画の

火災感知設備の電源は，非常用電源，常

盤）の火災発生場所を

特定できる表示方法 

（発電炉の記載） 

MOX 燃料加工施設に屋

外の海水ポンプエリ

アがないため記載し

ない。 

 

○設○許基② 

【手段：運用】 

DB 火①b4 

・火災感知器の定期的

な点検 

DB 火①b5 

・グローブボックス内

の火災感知器の定期的

な点検 

（当社の記載） 
施設特有の記載のた

め発電炉には記載が

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火①d1-3 

・風水害の影響の考慮

（予備品の確保） 

 

a-6：運用の詳細は，

「保安規定（火災防護
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（30 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火①c8-1（消火困難区域への

固定式消火設備の設置） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火①c8-2（高線量区域への可

燃性物質の持ち込み管理） 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火①c8-3（消火困難とならな

い箇所の消火方法） 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火①d1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 消火設備 

工程室及びグローブボックスについて

は，臨界管理の観点からガスによる消火

を行う。また，火災の影響を受けるおそ

れのある火災防護上重要な機器等を設置

する火災区域又は火災区画のうち，煙又

は放射線の影響により消火困難となる箇

所(危険物の規制に関する政令に規定され

る著しく消火困難な製造所等に該当する

場所の多量の可燃性物質を取り扱う火災

区域又は火災区画)，可燃性物質を取り扱

い構造上消火困難となる火災区域又は火

災区画（中央監視室等の床下）及び安全

上重要な電気品室となる火災区域又は火

災区画については，自動又は現場での手

動操作による固定式消火設備を設置する

ことにより，消火活動を可能とする設計

とする。 

DB 火①c8-1 

 

燃料棒貯蔵室等の高線量区域は，通常運

転時において人の立ち入りがなく，可燃

性物質又は着火源になり得るものもない

こと及び可燃性物質の持ち込み管理をす

ること並びに火災に至るおそれはないこ

とから固定式のガス消火装置を設置しな

い設計とする。 

DB 火①c8-2 

 

なお，上記以外の火災区域又は火災区画

については，取り扱う可燃性物質の量が

少ないこと，消火に当たり扉を開放する

ことで隣室からの消火が可能なこと，Ｍ

ＯＸ燃料加工施設は換気設備により負圧

にして閉じ込める設計としており，換気

設備による排煙が可能であり，有効に煙

の除去又は煙が降下するまでの時間が確

保できることにより消火困難とならない

ため，消防法に基づく消火設備で消火す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．消火設備 

ＭＯＸ燃料加工施設では，臨界管理の観

点から可能な限り水を排除する設計とす

る。また，ＭＯＸ燃料加工施設の安重機

能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等

の機器等を設置する火災区域又は火災区

画及びグローブボックス内で，火災発生

時の煙の充満又は放射線の影響により消

火活動が困難となるところには，固定式

のガス消火装置を設置して消火を行う設

計とする。 

固定式のガス消火装置は，作動前に運転

員が退出できるよう，警報を発する設計

とする。□2  

また，ＭＯＸ燃料加工施設の火災防護上

の系統分離対策を講じる設備を設置する

火災区域又は火災区画の消火に用いる消

火装置は，選択弁等の動的機器の故障に

よっても系統分離に応じた独立性を備え

た設計とする。□1  

再処理施設及び廃棄物管理施設と共用す

る消火水供給設備の消火用水供給系は，

２時間の最大放水量を確保するととも

に，給水処理設備と兼用する場合は隔離

弁を設置し消火水供給を優先する設計と

し，水源及び消火ポンプは多重性又は多

様性を有する設計とする。また，屋内及

び屋外の消火範囲を考慮し消火栓を配置

するとともに，移動式消火設備を配備す

る設計とする。□2  

消火設備の消火剤は，想定される火災の

性質に応じた十分な容量を配備し，管理

区域で放出した場合に，管理区域外への

流出を防止する設計とする。□2  

消火設備は，火災の火炎等による直接的

な影響，流出流体等による二次的影響を

受けず，安重機能を有する機器等及び放

射性物質貯蔵等の機器等に悪影響を及ぼ

さないように設置し，外部電源喪失時の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ．消火設備 

消火設備は，「イ．(ロ)(４)①ａ．

(ｃ)ⅱ．(ⅰ) 火災に対する二次的影響

を考慮」から「イ．(ロ)(４)①ａ．

(ｃ)ⅱ．(xⅶ) 試験・検査」に示すとお

り，安重機能を有する機器等及び放射性

物質貯蔵等の機器等を設置する火災区域

又は火災区画の火災を早期に消火できる

ように設置し，消火ガスについては全域

放出方式とする設計とする。◇1  

工程室については，臨界管理の観点か

ら，水による消火を行わずガスによる消

火を行う。その際，圧力上昇を緩和する

ためのエリアを形成しグローブボックス

を経由して排気しながら消火ガスを放出

することで，工程室の圧力上昇に対して

もグローブボックスの閉じ込め機能を維

持する設計とする。 

DB 火①c1-1 

グローブボックスについては，臨界管理

の観点から，水による消火を行わずガス

による消火を行う。その際，グローブボ

ックス排風機により工程室に対するグロ

ーブボックスの負圧を維持しながら消火

ガスを放出することで，グローブボック

スの内圧上昇に対してもグローブボック

スの閉じ込め機能を維持する設計とす

る。 

DB 火①c1-2 
(ⅰ) 火災に対する二次的影響を考慮 

ＭＯＸ燃料加工施設内の消火設備のう

ち，屋内消火栓，窒素消火装置，グロー

ブボックス消火装置等を適切に配置する

ことにより，安重機能を有する機器等及

び放射性物質貯蔵等の機器等に火災の二

次的影響が及ばない設計とする。 

DB 火①c6 

消火剤にガスを用いる場合は，電気絶縁

性の高いガスを採用することで，火災が

設代替高圧電源装置又は緊急時対策所用

発電機からの受電も可能な設計とする。

火災区域又は火災区画の火災感知設備

は，凍結等の自然現象によっても，機

能，性能が維持できる設計とする。屋外

に設置する火災感知設備は，-20℃まで気

温が低下しても使用可能な火災感知設備

を設置する設計とする。 

屋外の火災感知設備は，火災感知器の

予備を保有し，万一，風水害の影響を受

けた場合にも，早期に取替えを行うこと

により機能及び性能を復旧する設計とす

る。 

 

b. 消火設備 

 

 

火災防護上重要な機器等及び重大事故等

対処施設を設置する火災区域又は火災区

画の消火設備は，破損，誤作動又は誤操

作が起きた場合においても，原子炉を安

全に停止させるための機能又は重大事故

等に対処するために必要な機能を有する

電気及び機械設備に影響を与えない設計

とし，火災発生時の煙の充満又は放射線

の影響により消火活動が困難となるとこ

ろは，自動消火設備又は手動操作による

固定式ガス消火設備を設置して消火を行

う設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災発生時の煙の充満又は放射線の影響

により消火活動が困難とならないところ

は，消火器又は水により消火を行う設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

計画）」に記載する。

(後次回申請で示す。) 

 

（発電炉の記載） 

屋外に設置する火災

感知設備は MOX 燃料

加工施設に該当設備

がないため記載しな

い。 

 

 

 

 

 

 

●：消火設備の仕様に

ついて説明(後次回申

請で示す。) 

●：消火設備の配置及

び系統について説明

(後次回申請で示す。) 

●：消火設備の設定値

根拠について説明(後

次回申請で示す。) 

○設○許基①② 

【手段：設備】 

DB 火①c8-1 

・消火困難区域への固

定式消火設備の設置

（全域） 

・自動又は現場での手

動操作による消火活動

が可能な設計 

 

 

【手段：運用】 

DB 火①c8-2 

・高線量区域への可燃

性物質の持ち込み管理 

（当社の記載） 

施設の特徴の違いに

より記載が異なる。 

 

【手段：設備】 

DB 火①c8-3 

・消火困難とならない

箇所は消防法等に基づ

く消火設備での消火 

（当社および発電炉

の記載） 

設備の違いにより記

載が異なる。 
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要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（31 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火②a1（消火設備誤動作，誤

操作による安全機能への影響防

止：安全上重要なグローブボッ

クス内外及び非常用発電機を設

置する室） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火②a2（消火水による溢水防

護） 

 

 

 

 

 

 

 

る設計とする。 

DB 火①c8-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消火設備の破損，誤作動又は誤操作が

発生した場合のほか，火災感知設備の破

損，誤作動又は誤操作が起きたことによ

り消火設備が作動した場合においても，

火災防護上重要な機器等の安全機能を損

なわないよう，安全上重要な施設のグロ

ーブボックス内で発生する火災に対して

は，臨界管理の観点から，ガス系又は粉

末系の消火剤を使用する設計とし，グロ

ーブボックス内への消火剤放出に伴う圧

力上昇によるグローブボックスの閉じ込

め機能を損なわない設計，非常用発電機

は，二酸化炭素消火装置の破損，誤作動

又は誤操作により流出する二酸化炭素の

影響で，運転中の非常用発電機が給気不

足を引き起こさないように，外気より給

気を行う設計，電気絶縁性が大きい固定

式のガス消火装置(不活性ガス消火装置)

を設置することにより，設備の破損，誤

作動又は誤操作により消火剤が放出され

ても，電気及び機械設備に影響を与えな

い設計とする。 

DB 火②a1-1 

DB 火②a1-2 

DB 火②a1-3 

DB 火②a1-4 

DB 火②a1-5 

 

 

 

 

 

また，火災時における消火設備からの放

水による溢水に対して安全機能へ影響が

ないよう設計する。 

DB 火②a2 

 

 

 

 

 

電源を確保するとともに，中央監視室に

故障警報を発する設計とする。□2  

 

 

 

 

また，煙の二次的影響が安全機能を有す

る構築物，系統及び機器に悪影響を及ぼ

す場合は，延焼防止ダンパを設ける設計

とする。□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発生している火災区域又は火災区画から

の火炎，熱による直接的な影響のみなら

ず，煙，流出流体，断線及び爆発等の二

次的影響が安重機能を有する機器等及び

放射性物質貯蔵等の機器等に悪影響を及

ぼさない設計とする。DB 火①c6 

また，煙の二次的影響が安重機能を有す

る機器等に悪影響を及ぼす場合は，延焼

防止ダンパを設ける設計とする。 

DB 火①c6 

消火設備は火災による熱の影響を受けて

も破損及び爆発が発生しないように，消

火ガスボンベに接続する安全弁により消

火ガスボンベの過圧を防止する設計とす

るとともに，消火ガスボンベ及び制御盤

については消火対象を設置するエリアと

は別の火災区域，火災区画あるいは十分

に離れた位置に設置する設計とする。 

DB 火①c6  

中央監視室等の床下は，窒素消火装置を

設置することにより，早期に火災の消火

を可能とする設計とする。中央監視室等

の床下含め，固定式のガス消火装置の種

類及び放出方式については，火災に対す

る二次的影響を考慮したものとする。◇1

◇2  

非常用発電機が設置される火災区域の消

火は，二酸化炭素消火装置により行い，

非常用発電機は外気を直接給気すること

で，万一の火災時に二酸化炭素消火装置

から消火ガスが放出しても，窒息するこ

とにより非常用発電機の機能を喪失する

ことがない設計とする。◇1◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，消火設備の破損，誤作動又は誤

操作に伴う溢水による安全機能及び重大

事故等に対処する機能への影響について

は，浸水防護設備の基本設計方針にて確

認する。原子炉格納容器は，運転中は窒

素に置換され火災は発生せず，内部に設

置された火災防護上重要な機器等が火災

により機能を損なうおそれはないことか

ら，原子炉起動中並びに低温停止中の状

態に対して措置を講じる設計とし，消火

については，消火器又は消火栓を用いた

消火ができる設計とする。火災の早期消

火を図るために，原子炉格納容器内の消

火活動の手順を定めて，自衛消防隊（運

転員，消防隊）の訓練を実施する。 

なお，原子炉格納容器内において火災が

発生した場合，原子炉格納容器の空間体

積(約 9800m3)に対してパージ用排風機の

容量が約16980m3/hであることから，煙が

充満しないため，消火活動が可能である

ことから，消火器又は消火栓を用いた消

火ができる設計とする。中央制御室は，

消火器で消火を行う設計とし，中央制御

室制御盤内の火災については，電気機器

への影響がない二酸化炭素消火器で消火

を行う設計とする。また，中央制御室床

下コンクリートピットについては，中央

制御室からの手動操作により早期の起動

も可能なハロゲン化物自動消火設備（局

所）を設置する設計とする。 火災防護

上重要な機器等及び重大事故等対処施設

を設置する火災区域又は火災区画の消火

設備は，以下の設計を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火②a1-1 

・非常用発電機を設置

する室に対する二酸化

炭素消火器又は粉末消

火器の設置 

 

 

DB 火②a1-2 

・グローブボックス内

への消火剤放出時に対

するグローブボックス

の閉じ込め機能維持 

 

 

DB 火②a1-3 

・グローブボックス外

への消火剤放出時に対

するグローブボックス

の閉じ込め機能維持 

 

 

DB 火②a1-4 

・破損による二酸化炭

素流出に伴う給気不足

（外気給気） 

 

DB 火②a1-5 

・電気絶縁性が大きい

不活性ガス消火装置の

設置 

 

 

（当社および発電炉

の記載） 

設備の違いにより記

載が異なる。 
 
○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火②a2 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火①c2-1（消火設備の消火剤

の必要量配備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火①c2-2（消火設備のグロー

ブボックスに対する消火剤の必

要量配備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 消火設備の消火剤の容量 

消火設備は，想定される火災の性質に応

じた容量として，消防法施行規則に基づ

き算出した消火剤容量を配備する。 

DB 火①c2-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし，グローブボックス内の消火を行

う不活性ガス消火装置(グローブボックス

消火装置)については，グローブボックス

の給気量に対して 95%の消火ガスを放出す

るとともに，消火ガス放出開始から5分で

放出を完了できる設計とする。 

また，複数連結したグローブボックスに

ついては，消火ガスの放出単位を設定

し，その放出単位の給気量の合計値に対

して 95%の消火ガスを放出するとともに，

消火ガス放出開始から5分で放出を完了で

きる設計とし，消火剤容量は最も大きな

放出単位を消火できる量以上を配備す

る。 

DB 火①c2-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅱ) 想定される火災の性質に応じた消

火剤容量 

消火設備は，可燃性物質の性状を踏ま

え，想定される火災の性質に応じた容量

の消火剤を備える設計とする。 

DB 火①c2-1 

油火災（油内包設備や燃料タンクからの

火災）が想定される非常用発電機室に

は，消火性能の高い二酸化炭素消火装置

を設置し，消防法施行規則第十九条に基

づき算出される必要量の消火剤を配備す

る設計とする。 

DB 火①c2-1 

その他の火災区域又は火災区画に設置す

る不活性ガス消火装置(窒素消火装置及び

二酸化炭素消火装置)についても上記同様

に消防法施行規則第十九条に基づき，単

位体積あたりに必要な量の消火剤を配備

する設計とする。 

DB 火①c2-1 

中央監視室等の床下消火に当たって必要

となる消火剤量については，上記消防法

を満足する単位体積あたりに必要な量の

消火剤を配備する設計とする。また，ケ

ーブルトレイ内の消火に当たって必要と

なる消火剤量については，その構造の特

殊性を考慮して，設計の妥当性を試験に

より確認した消火剤容量を配備する。 

DB 火①c2-1 

グローブボックス内の消火を行う不活性

ガス消火装置(グローブボックス消火装

置)については，グローブボックス排風機

の運転を継続しながら消火を行うという

特徴を踏まえ，グローブボックスの給気

量に対して 95%の消火ガスを放出するが，

消火ガス放出開始から５分で放出を完了

できる設計とする。 

また，複数連結したグローブボックスに

ついては，消火ガスの放出単位を設定

し，その放出単位の給気量の合計値に対

して 95%の消火ガスを放出するが，消火ガ

ス放出開始から５分で放出を完了できる

設計とし，消火剤容量は最も大きな放出

単位を消火できる量以上を配備する設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 消火設備の消火剤の容量 

イ.消火設備の消火剤は，想定される火災

の性質に応じた十分な容量を確保するた

め，消防法施行規則及び試験結果に基づ

く容量を配備する設計とする。 

ロ.消火用水供給系は，2 時間の最大放水

量を確保する設計とする。 

ハ.屋内，屋外の消火栓は，消防法施行令

に基づく容量を確保する設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・消火水による溢水防

護 

※詳細は他条文の基本

設計方針とするが技術

基準適合性の観点から

関連していることが分

かるよう基本設計方針

を記載する。 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火①c2-1 

・消火設備の消火剤の

必要量の配備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火①c2-2 

・グローブボックスの

消火剤の必要量の配備 

（当社の記載） 
施設特有の記載のた

め発電炉には記載が

ない。 
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（33 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

DB 火①c3-1（2 時間の放水量確

保） 

 

 

 

 

 

 

DB 火①c3-2（水源及び消火ポン

プの多重化又は多様化） 

 

 

 

 

 

 

DB 火①c3-3（消火配管内の加圧

保持） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火①c4-1（消火設備の独立性

の考慮） 

 

 

 

 

 

DB 火①c4-2（固定式のガス消火

装置の独立性の考慮） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消火用水供給系の水源は，消防法施行令

及び危険物の規制に関する規則に基づく

とともに，2 時間の最大放水量(116ｍ3)に

対し十分な容量を有する設計とする。 

DB 火①c3-1 

 

 

b. 消火設備の系統構成 

(a) 消火用水供給系の多重性又は多様性 

消火用水供給系の水源として，ろ過水貯

槽(再処理施設，廃棄物管理施設と共用

(以下同じ。)）(約 2,500ｍ3)及び消火用

水貯槽(再処理施設，廃棄物管理施設と共

用(以下同じ。))(約 900ｍ3）を設置し，

双方からの消火用水の供給を可能とする

ことで，多重性を有する設計とする。 

消火用水系の消火ポンプは，必要量を送

水可能な電動機駆動消火ポンプ(再処理施

設，廃棄物管理施設と共用（以下同

じ。))に加え，同等の能力を有する異な

る駆動方式であるディーゼル駆動消火ポ

ンプ(再処理施設，廃棄物管理施設と共用

(以下同じ。))(定格流量 450m3／ｈ)を１

台ずつ設置することで，多様性を有する

設計とするとともに，消火配管内を加圧

状態に保持するため，機器の単一故障を

想定し，圧力調整用消火ポンプ(再処理施

設，廃棄物管理施設と共用(以下同じ。))

を 2基設ける設計とする。 

DB 火①c3-2 

DB 火①c3-3 

 

(b) 系統分離に応じた独立性 

ＭＯＸ燃料加工施設の火災防護上の系統

分離対策を講じる設備を設置する火災区

域又は火災区画の消火に用いる設備は，

消火設備の動的機器の単一故障により同

時に機能を喪失しない設計とする。 

DB 火①c4-1 

同一区域に系統分離し設置する固定式の

ガス消火装置は，消火設備の動的機器の

故障によっても，系統分離した設備に対

する消火機能が同時に喪失することがな

いよう，動的機器である容器弁及び選択

弁のうち，容器弁(ボンベ含む)は必要数

量に対し1以上多く設置するとともに，選

択弁は各ラインにそれぞれ設置すること

により同時に機能が喪失しない設計とす

る。 

DB 火①c4-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火①c2-2 

 

火災区域又は火災区画に設置する消火器

については，消防法施行規則第六条から

第八条に基づき延床面積又は床面積から

算出した必要量の消火剤を配備する設計

とする。 

DB 火①c2-1 

消火剤に水を使用する消火用水の容量

は，「イ．(ロ)(４)①ａ．(ｃ)ⅱ．(ⅻ) 

消火用水の最大放水量の確保」に示す。

◇1  

(ⅲ) 消火栓の配置 

火災区域又は火災区画に設置する屋内消

火栓及び屋外消火栓は，火災区域の消火

活動（安重機能を有する機器等及び放射

性物質貯蔵等の機器等を設置する火災区

域を除く）に対処できるよう，消防法施

行令第十一条（屋内消火栓設備に関する

基準）及び第十九条（屋外消火栓設備に

関する基準）に準拠し配置することによ

り，消火栓により消火を行う必要のある

すべての火災区域又は火災区画（安重機

能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等

の機器等を設置する火災区域を除く）に

おける消火活動に対処できるように配置

する設計とする。屋内消火栓の使用に当

たっては，安重機能を有する機器等及び

放射性物質貯蔵等の機器等の安全機能へ

の影響を考慮する。DB 火①c8 

また，安重機能を有する機器等及び放射

性物質貯蔵等の機器等を設置する火災区

域，溢水の発生防止を考慮する火災区域

又は火災区画については，固定式のガス

による消火装置を設置することで，すべ

ての火災区域又は火災区画に対して消火

を行うことが可能な設計とする。 

DB 火①c8 

(ⅳ) 移動式消火設備の配備 

火災時の消火活動のため，「核燃料物質

の加工の事業に関する規則」第七条の四

の三に基づき，消火ホース等の資機材を

備え付けている移動式消火設備として，

大型化学高所放水車を配備するととも

に，故障時の措置として消防ポンプ付水

槽車を配備するものとする。 

また，航空機落下による化学火災（燃料

火災）時の対処のため化学粉末消防車を

配備するものとする。 

DB 火①c11 

(ⅴ) 消火設備の電源確保 

消火設備のうち，再処理施設及び廃棄物

管理施設と共用する消火水供給設備の消

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 消火設備の系統構成 

イ. 消火用水供給系の多重性又は多様性 

屋内消火用水供給系の水源は，ろ過水貯

蔵タンク，多目的タンクを設置し，構内

（屋外）消火用水供給系は，多目的タン

ク，原水タンクを設置し多重性を有する

設計とする。 

屋内消火用水供給系の消火ポンプは，

電動機駆動消火ポンプ，ディーゼル駆動

消火ポンプを設置し，多様性を有する設

計とする。構内（屋外）消火用水供給系

の消火ポンプは，電動機駆動の構内消火

用ポンプ，ディーゼル駆動構内消火ポン

プを設置し，多様性を有する設計とす

る。 

ディーゼル駆動消火ポンプ及びディー

ゼル駆動構内消火ポンプの駆動用燃料

は，それぞれディーゼル駆動消火ポンプ

用燃料タンク（東海，東海第二発電所共

用）及びディーゼル駆動構内消火ポンプ

に付属する燃料タンクに貯蔵する。 

 

 

 

 

ロ. 系統分離に応じた独立性 

原子炉の高温停止及び低温停止を達成

し，維持するために必要な構築物，系統

及び機器の相互の系統分離を行うために

設けられた火災区域又は火災区画に設置

されるハロゲン化物自動消火設備（全

域），ハロゲン化物自動消火設備（局

所）及び二酸化炭素自動消火設備（全

域）は，以下に示すとおり系統分離に応

じた独立性を備えた設計とする。 

(イ) 動的機器である選択弁は多重化す

る。 

(ロ) 容器弁及びボンベを必要数より1つ

以上多く設置する。 

重大事故等対処施設は，重大事故に対

処する機能と設計基準事故対処設備の安

全機能が単一の火災によって同時に機能

喪失しないよう，区分分離や位置的分散

を図る設計とする。重大事故等対処施設

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火①c3-1 

・２時間の消火活動可

能な容量の確保 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火①c3-2 

・消火用水源確保及び

多重化 

・消火ポンプの多様化 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火①c3-3 

・圧力調整用ポンプの

設置 

（当社および発電炉

の記載） 

設備の違いにより記

載が異なる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火①c4-1 

・屋内消火栓設備の動

的機器の多重性又は多

様性 

 

 

○設○許基①② 

【手段：設備】 

DB 火①c4-2 

・動的機器の単一故障

の考慮（容器弁及び選

択弁） 
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（34 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火①c3-4（消火水供給優先の

ため隔離弁設置及び隔離弁操

作） 

 

 

 

 

 

DB 火①c5（外部電源喪失時の電

源確保） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火①c6（消火設備の二次影響

防止） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

なお，万一，系統上の選択弁の故障を想

定しても，手動により選択弁を操作する

ことにより，消火が可能な設計とする。 

DB 火①c4-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 消火用水の優先供給 

消火用水は給水処理設備と兼用する場合

に隔離弁を設置し，消火用水の供給を優

先できる設計とする。 

DB 火①c3-4 

 

 

 

c. 消火設備の電源確保 

再処理施設と共用する消火用水供給系の

電動機駆動消火ポンプは運転予備用母線

から受電する設計とし，ディーゼル駆動

消火ポンプは，ディーゼル機関を起動で

きるように，専用の蓄電池により外部電

源喪失時においても電源を確保する設計

とする。 

DB 火①c5 

 

また，火災防護上重要な機器等を設置す

る火災区域又は火災区画の消火活動が困

難な箇所に設置する窒素消火装置及び二

酸化炭素消火装置並びにグローブボック

ス消火装置(不活性ガス消火装置)のうち

作動に電源が必要となるものは，外部電

源喪失時においても消火が可能となるよ

う，非常用所内電源設備から給電すると

ともに蓄電池を設ける設計とする。 

DB 火①c5 

 

 

d. 消火設備の配置上の考慮 

(a) 火災による二次的影響の考慮 

屋内消火栓，窒素消火装置，グローブボ

ックス消火装置等を適切に配置すること

により，火災防護上重要な機器等に火災

の二次的影響が及ばない設計とする。 

DB 火①c6 

消火剤にガスを用いる場合は，電気絶縁

性の高いガスを採用することで，火災が

発生している火災区域又は火災区画から

の火炎，熱による直接的な影響のみなら

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火用水供給系の電動機駆動消火ポンプは

運転予備用母線から受電する設計とする

が，ディーゼル駆動消火ポンプは，外部

電源喪失時でもディーゼル機関を起動で

きるように，専用の蓄電池により電源を

確保する設計とする。DB 火①c5 

また，安重機能を有する機器等及び放射

性物質貯蔵等の機器等を設置する火災区

域又は火災区画の消火活動が困難な箇所

に設置する窒素消火装置及び二酸化炭素

消火装置並びにグローブボックス消火装

置(不活性ガス消火装置)は，外部電源喪

失時においても消火が可能となるよう，

非常用所内電源設備から給電するととも

に蓄電池を設ける設計とする。 

DB 火①c5 

ケーブルトレイに対する局所消火設備

は，消火剤の放出に当たり電源を必要と

しない設計とする。◇2  

 

(ⅵ) 消火設備の故障警報 

固定式のガス消火装置は，電源断等の故

障警報を中央監視室に吹鳴する設計とす

る。 

DB 火①c13 

 

(ⅶ) 系統分離に応じた独立性の考慮 

ＭＯＸ燃料加工施設の火災防護上の系統

分離対策を講じる設備を設置する火災区

域又は火災区画の消火に用いる設備は，

消火設備の動的機器の単一故障によって

も，以下のとおり，系統分離に応じた独

立性を備えるものとする。 

DB 火①c4-1 

同一区域に系統分離し設置する固定式の

ガス消火装置は，消火設備の動的機器の

故障によっても，系統分離した設備に対

する消火機能が同時に喪失することがな

いよう，動的機器である容器弁及び選択

弁のうち，容器弁（ボンベ含む）は必要

数量に対し１以上多く設置するととも

に，選択弁は各ラインにそれぞれ設置す

ることにより同時に機能が喪失しない設

計とする。 

DB 火①c4-2 

なお，万一，系統上の選択弁の故障を想

定しても，選択弁を手動操作することに

より，消火が可能な設計とする。DB 火①

c4-2 

また，消火配管は静的機器であり，か

つ，耐震重要施設の供用中に当該耐震重

要施設に大きな影響を及ぼすおそれがあ

る地震動（以下「基準地震動」とい

のある火災区域又は火災区画，及び設計

基準事故対処設備のある火災区域又は火

災区画に設置するハロゲン化物自動消火

設備（全域），ハロゲン化物自動消火設

備（局所）及び二酸化炭素自動消火設備

（全域）は，上記の区分分離や位置的分

散に応じた独立性を備えた設計とする。 

 

 

 

 

ハ. 消火用水の優先供給 

消火用水供給系は，飲料水系や所内用

水系等と共用する場合には，隔離弁を設

置して遮断する措置により，消火用水の

供給を優先する設計とする。 

 

 

 

  

(c) 消火設備の電源確保 

ディーゼル駆動消火ポンプ及びディー

ゼル駆動構内消火ポンプは，外部電源喪

失時にもディーゼル機関を起動できるよ

うに蓄電池を設け，電源を確保する設計

とする。 

 

 

 

二酸化炭素自動消火設備（全域），ハ

ロゲン化物自動消火設備（全域），ハロ

ゲン化物自動消火設備（局所）（ケーブ

ルトレイ用は除く。）は，外部電源喪失

時にも消火ができるように，非常用電源

から受電するとともに，設備の作動に必

要な電源を供給する蓄電池も設け，全交

流動力電源喪失時にも電源を確保する設

計とする。ケーブルトレイ用のハロゲン

化物自動消火設備（局所）については，

作動に電源が不要な設計とする。 

 

 

(d) 消火設備の配置上の考慮 

イ. 火災による二次的影響の考慮 

ハロゲン化物自動消火設備（全域）及

び二酸化炭素自動消火設備（全域）のボ

ンベ及び制御盤は，火災防護上重要な機

器等及び重大事故等対処施設に悪影響を

及ぼさないよう，消火対象となる機器が

設置されている火災区域又は火災区画と

別の区画に設置する設計とする。 

また，ハロゲン化物自動消火設備（全

域）及び二酸化炭素自動消火設備（全

 

【手段：運用】 

DB 火①c4-2 

・選択弁故障における

手動操作による消火活

動の実施 

 

（当社および発電炉

の記載） 

設備の違いにより記

載が異なる。 

 

 

○設○許基①② 

【手段：設備＋運用】 

DB 火①c3-4 

・消火水供給優先のた

めの隔離弁設置 

・隔離弁操作による消

火水供給優先の措置 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火①c5-1 

・外部電源喪失時にお

ける電源確保 

（当社および発電炉

の記載） 

設備の違いにより記

載が異なる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火①c6 

・二次的影響の防止

（消火剤の選定，煙

（延焼防止ダンパの設

置），ボンベへの安全

弁の設置，ボンベ及び

制御盤の消火対象エリ

アとの離隔配置） 
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（35 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火①c7（管理区域内への消火

剤等の流出防止） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火①c8（屋内及び屋外への消

火栓の設置） 

 

 

 

ず，煙，流出流体，断線及び爆発等の二

次的影響が火災防護上重要な機器等に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

DB 火①c6 

また，煙の二次的影響が火災防護上重要

な機器等に悪影響を及ぼす場合は，延焼

防止ダンパを設ける設計とする。 

DB 火①c6 

消火設備は火災による熱の影響を受けて

も破損及び爆発が発生しないように，消

火ガスボンベに接続する安全弁により消

火ガスボンベの過圧を防止する設計とす

るとともに，消火ガスボンベ及び制御盤

については消火対象を設置するエリアと

は別の火災区域又は火災区画又は十分に

離れた位置に設置する設計とする。 

DB 火①c6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 管理区域からの放出消火剤の流出防

止 

管理区域内で放出した消火水は，管理区

域外への流出を防止するため，管理区域

と管理区域外の境界に堰等を設置すると

ともに，各室の排水系統から低レベル廃

液処理設備に回収し，処理する設計とす

る。 

DB 火①c7 

 

また，管理区域においてガス系消火剤に

よる消火を行った場合においても，換気

設備のフィルタ等により放射性物質を低

減したのち，排気筒から放出する設計と

する。 

DB 火①c7 

 

(c) 消火栓の配置 

火災区域又は火災区画に設置する屋内消

火栓及び屋外消火栓は，消防法施行及び

都市計画法施行令に準拠し配置すること

により，消火栓により消火を行う必要の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

う。）で損傷しない設計とすることか

ら，多重化しない設計とする。◇1◇2  

 

(ⅷ) 安重機能を有する機器等を設置す

る区域のうち消火困難となる区域の消火

設備 

火災の影響を受けるおそれのある安重機

能を有する機器等を設置する火災区域又

は火災区画のうち煙又は放射線の影響に

より消火困難となる箇所については以下

のとおり固定式のガス消火装置を設置す

ることにより，自動又は現場での手動操

作で消火を可能とする設計とする。 

DB 火①c8-1 

なお，燃料棒貯蔵室等の高線量区域は，

通常運転時において人の立ち入りがな

く，可燃性物質又は着火源になり得るも

のもないこと及び可燃性物質の持ち込み

管理をすること並びに火災に至るおそれ

はないことから消火装置を設置しない設

計とする。DB 火①c8-2 

仮に火災が発生した場合でも，「イ．

(ロ)(４)①ａ．(ｃ)ⅱ．(ⅱ) 想定され

る火災の性質に応じた消火剤容量」に基

づ き 設 置 す る 消 火 器 又 は 「 イ ．

(ロ)(４)①ａ．(ｃ)ⅱ．(ⅲ) 消火栓の

配置」に基づき設置する屋内消火栓によ

る消火が可能である。◇1  

また，上記以外の火災区域又は火災区画

については，取り扱う可燃性物質の量が

少ないこと，消火に当たり扉を開放する

ことで隣室からの消火が可能なこと，Ｍ

ＯＸ燃料加工施設は換気設備により負圧

にして閉じ込める設計としており，換気

設備による排煙が可能であり，有効に煙

の除去又は煙が降下するまでの時間が確

保できることにより消火困難とならない

ため，消防法に基づく消火設備で消火す

る設計とする。 

DB 火①c8-3 

グローブボックス内については，放射線

影響を考慮すると，消火困難であること

から，自動又は現場での手動による消火

が可能なグローブボックス消火装置(不活

性ガス消火装置)を設置することで，グロ

ーブボックス内の火災に対して消火が可

能な設計とする。 

DB 火①c8-1 

また，屋外の火災区域については，火災

による煙は大気中に拡散されることか

ら，消火困難とはならない。◇2  

(ⅷ)-１ 多量の可燃性物質を取り扱う火

災区域又は火災区画 

域）は，電気絶縁性の高いガスを採用

し，火災の火炎，熱による直接的な影響

のみならず，煙，流出流体，断線及び爆

発等の二次的影響が，火災が発生してい

ない火災防護上重要な機器等及び重大事

故等対処施設に影響を及ぼさない設計と

する。 

ハロゲン化物自動消火設備（局所）

は，電気絶縁性の高いガスを採用すると

ともに，ケーブルトレイ用のハロゲン化

物自動消火設備（局所）及び電源盤・制

御盤用のハロゲン化物自動消火設備（局

所）については，ケーブルトレイ内又は

盤内に消火剤を留める設計とする。 

また，消火対象と十分に離れた位置に

ボンベ及び制御盤を設置することで，火

災の火炎，熱による直接的な影響のみな

らず，煙，流出流体，断線及び爆発等の

二次的影響が，火災が発生していない火

災防護上重要な機器等及び重大事故等対

処施設に影響を及ぼさない設計とする。 

消火設備のボンベは，火災による熱の

影響を受けても破損及び爆発が発生しな

いよう，ボンベに接続する安全弁により

ボンベの過圧を防止する設計とする。 

また，防火ダンパを設け，煙の二次的

影響が火災防護上重要な機器等及び重大

事故等対処施設に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

 

 

ロ. 管理区域内からの放出消火剤の流出

防止 

管理区域内で放出した消火剤は，放射

性物質を含むおそれがあることから，管

理区域外への流出を防止するため，管理

区域と非管理区域の境界に堰等を設置す

るとともに，各フロアの建屋内排水系に

より液体廃棄物処理設備に回収し，処理

する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ. 消火栓の配置 

火災防護上重要な機器等及び重大事故

等対処施設を設置する火災区域又は火災

区画に設置する屋内，屋外の消火栓は，

消防法施行令に準拠し，すべての火災区

（当社および発電炉

の記載） 

設備の違いにより記

載が異なる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火①c7 

・管理区域境界への堰

等の設置 

・排水系統（床ドレン

等）の設置 

・ガス系消火剤の換気

設備による浄化及び排

気 

（当社および発電炉

の記載） 

設備の違いにより記

載が異なる。 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火①c8 

・屋内及び屋外への消

火栓の設置 
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（36 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

DB 火①c13（消火設備の監視） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火①c12（固定式のガス消火

装置の作動前の退避警報） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あるすべての火災区域又は火災区画にお

ける消火活動に対処できるように配置す

る設計とする。 

DB 火①c8 

 

e. 消火設備の警報 

(a) 消火設備の故障警報 

固定式のガス消火装置は，電源断等の故

障警報を中央監視室に吹鳴する設計とす

る。 

DB 火①c13 

 

 

 

 

 

(b) 固定式のガス消火装置の退避警報 

窒素消火装置及び二酸化炭素消火装置

は，作動前に従事者等が退出できるよう

警報又は音声警報を吹鳴する設計とす

る。 

また，二酸化炭素消火装置の作動に当た

っては 20 秒以上の時間遅れをもって消火

ガスを放出する設計とする。 

DB 火①c12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

危険物の規制に関する政令に規定される

著しく消火困難な製造所等に該当する場

所は，引火性液体を取り扱うことから火

災時の燃焼速度が速く，煙の発生により

人が立ち入り消火活動を実施することが

困難な区域となることから，二酸化炭素

消火装置を設置し，早期消火が可能とな

るよう自動又は現場での手動操作で消火

が可能な設計とする。 

DB 火①c8-1 

(ⅷ)-２ 可燃性物質を取り扱い構造上消

火困難となる火災区域又は火災区画 

中央監視室等の床下は，中央監視室等内

の火災感知器及び人による感知並びに消

火が困難となるおそれを考慮し，火災感

知器に加え，床下に窒素消火装置を設置

する。消火に当たっては，固有の信号を

発する異なる種類の火災感知器（煙感知

器と熱感知器）により火災を感知した

後，自動で早期に消火できる設計とす

る。 

DB 火①c8-1 

中央監視室等には常時運転員が駐在する

ことを考慮し，人体に影響を与えないよ

うな消火剤を使用する設計とする。◇1  

万一，誤動作又は誤操作に伴い，床下か

ら消火剤が漏えいした場合でも，中央監

視室等内の空気により希釈され，人体に

影響を与えることはない。◇2  

(ⅷ)-３ 安全上重要な施設の電気品室と

なる火災区域又は火災区画 

電気品室は電気ケーブルが密集してお

り，万一の火災による煙の影響を考慮

し，窒素消火装置又は二酸化炭素消火装

置を設置することにより，早期消火が可

能なよう自動又は現場での手動操作で起

動できる設計とする。 

DB 火①c8-1 

(ⅸ) 放射性物質貯蔵等の機器等を設置

する区域のうち消火困難となる区域の消

火活動 

放射性物質貯蔵等の機器等を設置する火

災区域のうち，当該機器が火災の影響を

受けるおそれがあることから消火活動を

行うに当たり，煙又は放射線の影響によ

り消火困難となる箇所については以下の

とおり窒素消火装置を設置することによ

り，消火活動を可能とする。 

DB 火①c8-1 

本エリアについては，取り扱う物質を考

慮し，金属等の不燃性材料で構成する安

重機能を有する機器等についても，万一

の火災影響を想定し，窒素消火装置を設

域又は火災区画の消火活動に対処できる

ように配置する設計とする。 

 

 

 

(e) 消火設備の警報 

イ. 消火設備の故障警報 

電動機駆動消火ポンプ，構内消火用ポ

ンプ，ディーゼル駆動消火ポンプ，ディ

ーゼル駆動構内消火ポンプ，ハロゲン化

物自動消火設備（全域），ハロゲン化物

自動消火設備（局所）及び二酸化炭素自

動消火設備（全域）は，電源断等の故障

警報を中央制御室に発する設計とする。 

 

 

ロ. 固定式ガス消火設備の職員退避警報 

固定式ガス消火設備であるハロゲン化

物自動消火設備（全域），ハロゲン化物

自動消火設備（局所）（ケーブルトレイ

用及び電源盤・制御盤用を除く）及び二

酸化炭素自動消火設備（全域）は，作動

前に職員等の退出ができるように警報又

は音声警報を発する設計とする。 

ケーブルトレイ用及び電源盤・制御盤

用のハロゲン化物自動消火設備（局所）

は，消火剤に毒性がなく，消火時に生成

されるフッ化水素は防火シートを設置し

たケーブルトレイ内又は金属製の盤内に

留まり，外部に有意な影響を及ぼさない

ため，消火設備作動前に退避警報を発し

ない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火①c13 

・消火設備の監視（故

障警報を中央監視室に

発報） 

（当社および発電炉

の記載） 

設備の違いにより記

載が異なる。 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火①c12 

・退避警報の発報 

・放出遅延タイマーの

設定 

（当社および発電炉

の記載） 

設備の違いにより記

載が異なる。 
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要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（37 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

置するものとする。◇1  

 

(ⅹ) 消火活動のための電源を内蔵した

照明器具 

安重機能を有する機器等又は放射性物質

貯蔵等の機器等を設置する火災区域及び

火災区画の消火設備の現場盤操作等に必

要な照明器具として，移動経路及び消火

設備の現場盤周辺に，現場への移動時間

約５分から 10 分及び消防法の消火継続時

間 20 分を考慮し，１時間以上の容量の蓄

電池を内蔵する照明器具を設置する設計

とする。DB 火①c9 

(ⅺ) 消火用水供給系の多重性又は多様

性の考慮 

再処理施設と共用する消火水供給設備の

消火用水供給水系の水源及び消火ポンプ

系は，火災防護審査基準に基づく消火活

動時間２時間に対し十分な容量を有する

ろ過水貯槽及び消火用水貯槽を設置し，

双方からの消火水の供給を可能とするこ

とで，多重性を有する設計とする。 

DB 火①c3-1 

DB 火①c3-2 

 

また，消火ポンプは電動機駆動消火ポン

プに加え，同等の能力を有する異なる駆

動方式であるディーゼル駆動消火ポンプ

を設置することで，多様性を有する設計

とする。 

DB 火①c3-2 

水源の容量については，ＭＯＸ燃料加工

施設は，消防法に基づき，消火活動に必

要な水量を考慮するものとし，その根拠

は「イ．(ロ)(４)①ａ．(ｃ)ⅱ．(ⅻ) 

消火用水の最大放水量の確保」に示す。

◇1  

(ⅻ) 消火用水の最大放水量の確保 

水を使用する消火設備（屋内消火栓，屋

外消火栓）の必要水量を考慮し，水源は

消防法施行令に基づくとともに，２時間

の最大放水量（116ｍ3）を確保する設計

とする。 

DB 火①c3-1 

また，消火用水供給系の消火ポンプは，

必要量を送水可能な電動機駆動ポンプ，

ディーゼル駆動ポンプ（定格流量 450ｍ

3/h）を１台ずつ設置する設計とし，消火

配管内を加圧状態に保持するため，機器

の単一故障を想定し，圧力調整用消火ポ

ンプを２基設ける設計とする。 

DB 火①c3-2 

DB 火①c3-3 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(xⅲ) 水消火設備の優先供給 

消火用水は他の系統と兼用する場合に

は，他の系統から隔離できる弁を設置

し，遮断する措置により，消火水供給を

優先する設計とする。 

DB 火①c3-4 

 

(xⅳ) 管理区域内からの放出消火剤の流

出防止 

管理区域内で放出した消火水は，管理区

域外への流出を防止するため，管理区域

と管理区域外の境界に堰等を設置すると

ともに，各室の排水系統から低レベル廃

液処理設備に回収し，処理する設計とす

る。 

DB 火①c7 

また，管理区域においてガス系消火剤に

よる消火を行った場合においても，換気

設備の排気フィルタにより放射性物質を

低減したのち，排気筒から放出する設計

とする。 

DB 火①c7 

(xⅴ) 窒素消火装置及び二酸化炭素消火

装置の従事者退避警報 

窒素消火装置及び二酸化炭素消火装置

は，作動前に従事者等が退出できるよう

警報又は音声警報を吹鳴する設計とす

る。 

また，二酸化炭素消火装置の作動に当た

っては 20 秒以上の時間遅れをもって消火

ガスを放出する設計とする。 

DB 火①c12 

なお，固定式のガス消火装置のうち，防

火シート，金属製の筐体等による被覆内

に局所的に放出する場合においては，消

火ガスが内部に留まり，外部に有意な影

響を及ぼさないため，消火設備作動前に

退避警報を発しない設計とする。◇2  

(xⅵ) 他施設との共用 

消火用水貯槽に貯留している消火用水を

供給する消火水供給設備は，再処理施設

及び廃棄物管理施設と共用する。◇6  

再処理施設及び廃棄物管理施設と共用す

る消火水供給設備は，再処理施設又は廃

棄物管理施設へ消火水を供給した場合に

おいてもＭＯＸ燃料加工施設で必要な容

量を確保できる。◇6  

また，消火水供給設備においては，故障

その他の異常が発生し，消火水の供給が

停止した場合でも，安重機能を有する機

器等を設置する火災区域に対して消火水

を用いない消火手段を設けることから，
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DB 火①d1-1（屋外設置の消火設

備の環境条件への考慮） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火①d1-2（屋外設置の消火設

備の凍結防止：埋設配管又は保

温材設置，自動排水機構を有し

た屋外消火栓） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. 消火設備に対する自然現象の考慮 

屋外に設置する消火設備は，設計上考慮

する自然現象に対する環境条件を満足す

る設計とする。 

DB 火①d1-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 凍結防止対策 

屋外に設置する消火設備のうち，消火用

水の供給配管は凍結を考慮し，凍結深度

（GL-60cm）を確保した埋設配管とすると

ともに，地上部に配置する場合には保温

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安重機能を有する機器等の安全機能に影

響はない。また，燃料加工建屋及び周辺

部の火災については，外部火災影響評価

で外部火災防護対象施設の安全機能を損

なわない設計とすることで，共用によっ

てＭＯＸ燃料加工施設の安全性を損なわ

ない設計とする。◇6  

(xⅶ) 試験・検査 

消火設備は，その機能を確認するため定

期的な試験及び検査を行う。◇6  

 

ⅲ．自然現象の考慮 

ＭＯＸ燃料加工施設において，設計上の

考慮を必要とする自然現象は，地震，津

波，落雷，風（台風），竜巻，凍結，高

温，降水，積雪，火山の影響，生物学的

事象，森林火災及び塩害である。 

これらの自然現象のうち，落雷について

は，「イ．(ロ)(４)①ａ．(ｂ)ⅳ．(ⅰ) 

落雷による火災及び爆発の発生防止」に

示す対策により，機能を維持する設計と

する。 

風（台風），竜巻及び森林火災は，それ

ぞれの事象に対してＭＯＸ燃料加工施設

の安全機能を損なうことのないように，

自然現象から防護する設計とすること

で，火災及び爆発の発生を防止する。◇1  

凍結については，以下「イ．(ロ)(４)①

ａ．(ｃ)ⅲ．(ⅰ) 凍結防止対策」に示

す対策により機能を維持する設計とす

る。◇4  

竜巻，風(台風)に対しては，「イ．

(ロ)(４)①ａ．(ｃ)ⅲ．(ⅱ) 風水害対

策」に示す対策により機能を維持する設

計とする。◇4  

地震については，「イ．(ロ)(４)①ａ．

(ｃ)ⅲ．(ⅲ) 地震時における地盤変位

対 策 」 及 び 「 イ ． ( ロ )( ４ )① ａ ．

(ｃ)ⅲ．(ⅳ) 想定すべき地震に対する

対応」に示す対策により機能を維持する

設計とする。◇4  

上記以外の津波，高温，降水，積雪，火

山の影響，生物学的事象，森林火災及び

塩害については，「イ．(ロ)(４)①ａ．

(ｃ)ⅲ．(ⅴ) 想定すべきその他の自然

現象に対する対策」に示す対策により機

能を維持する設計とする。◇4  

(ⅰ) 凍結防止対策 

屋外に設置する消火設備は，設計上考慮

する冬期最低気温-15.7℃を踏まえ，当該

環境条件を満足する設計とする。 

DB 火①d1-1 

屋外に設置する消火設備のうち，消火用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(f) 消火設備に対する自然現象の考慮 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ. 凍結防止対策 

屋外消火設備の配管は，保温材により

配管内部の水が凍結しない設計とする。 

屋外消火栓は，凍結を防止するため，

自動排水機構により消火栓内部に水が溜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火①d1-1 

・屋外設置の火災感知

器及び消火設備の凍結

防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火①d1-2 

・屋外設置の消火設備
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DB 火①d2（風水害防止） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火①d3（地盤変位対策：屋内

消火栓設備への送水口の設置及

び建屋内から建屋外への流出防

止のための逆止弁設置） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

材を設置することにより凍結を防止する

設計とするとともに，屋外消火栓は，自

動排水機構により消火栓内部に水が溜ま

らないような構造とする。 

DB 火①d1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 風水害対策 

消火ポンプのほか，不活性ガス消火装置

(窒素消火装置及び二酸化炭素消火装置)

についても，風水害に対してその性能が

著しく阻害されることがないよう，建屋

内に設置する設計とする。 

DB 火①d2 

 

屋外消火栓は風水害に対してその機能が

著しく阻害されることがないよう，雨水

の浸入等により動作機構が影響を受けな

い構造とする。 

DB 火①d2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 地盤変位対策 

屋内消火栓は，地震時における地盤変位

により，消火用水を建物へ供給する消火

配管が破断した場合においても，大型化

学高所放水車又は消防ポンプ付水槽車か

ら消火水を供給し，消火活動を可能とす

るよう，建屋内の外部からのアクセス性

が良い箇所に送水口を設置し，破断した

配管から建屋外へ流出させないよう逆止

弁を設置する設計とする。 

DB 火①d3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水の供給配管は凍結を考慮し，凍結深度

（GL-60cm）を確保した埋設配管とすると

ともに，地上部に配置する場合には保温

材を設置する設計とすることにより，凍

結を防止する設計とする。 

DB 火①d1-2 

また，屋外消火栓は，消火栓内部に水が

溜まらないような構造とし，自動排水機

構により通常は排水弁を通水状態，消火

栓使用時は排水弁を閉にして放水する設

計とする。 

DB 火①d1-2 

(ⅱ) 風水害対策 

再処理施設及び廃棄物管理施設と共用す

る消火水供給設備の消火ポンプは建屋内

に設置する設計とし，風水害に対して性

能を阻害されないように設置する設計と

する。 

DB 火①d2 

その他の不活性ガス消火装置(窒素消火

装置及び二酸化炭素消火装置)について

も，風水害に対してその性能が著しく阻

害されることがないよう，建屋内に設置

する設計とする。 

DB 火①d2 

屋外消火栓は風水害に対してその機能が

著しく阻害されることがないよう，雨水

の浸入等により動作機構が影響を受けな

い構造とする。 

DB 火①d2 

地下タンク室上部の点検用マンホール上

部の配管室(ピット部)内に設置する火災

感知器は，予備を確保し風水害の影響を

受けた場合は，早期に火災感知器の取替

えを行うことにより，当該設備の機能及

び性能を復旧する設計とする。 

DB 火①d1-3 

 

(ⅲ) 地震時における地盤変位対策 

屋内消火栓は，地震時における地盤変位

により，消火水を建物へ供給する消火配

管が破断した場合においても，消火活動

を可能とするよう，大型化学高所放水車

又は消防ポンプ付水槽車から消火水を供

給できるよう建屋内に送水口を設置し，

また，破断した配管から建屋外へ流出さ

せないよう逆止弁を設置する設計とす

る。 

DB 火①d3 

建屋内に設置する送水口は，迅速な消火

活動が可能となるよう，外部からのアク

セス性が良い箇所に設置する設計とす

る。 

まらないような構造とする設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ. 風水害対策 

消火用水供給系の消火設備を構成する電

動機駆動消火ポンプ，構内消火用ポン

プ，ディーゼル駆動消火ポンプ，ディー

ゼル駆動構内消火ポンプ，ハロゲン化物

自動消火設備（全域），ハロゲン化物自

動消火設備（局所）及び二酸化炭素自動

消火設備（全域）は，風水害により性能

が著しく阻害されることがないよう，建

屋内に設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ. 地盤変位対策 

地震時における地盤変位対策として，

水消火配管のレイアウト，配管支持長さ

からフレキシビリティを考慮した配置と

することで，地盤変位による変形を配管

系統全体で吸収する設計とする。さら

に，屋外消火配管が破断した場合でも移

動式消火設備を用いて屋内消火栓へ消火

用水の供給ができるよう，建屋に給水接

続口を設置する設計とする。 

 

 

 

 

の凍結防止 

・屋外消火栓の自動排

水機構構造による凍結

防止 

（当社および発電炉

の記載） 

設備の違いにより記

載が異なる。 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火①d2 

・建屋内設置による風

水害防止 

・屋外消火栓の雨水の

侵入等による動作機構

へ影響をあたえない構

造による風水害防止 

（当社および発電炉

の記載） 

設備の違いにより記

載が異なる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火①d3 

・屋内消火栓設備への

送水口設置及び建屋外

流出防止のための逆止

弁設置 

（発電炉の記載） 

MOX 燃料加工施設に該

当設備（系統全体で

吸収）がないため記

載しない。 
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要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（41 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

DB 火①c11（移動式消火設備の

配備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DB 火①c9（消火活動に必要な照

明器具の設置） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. その他 

(a) 移動式消火設備 

火災時の消火活動のため，消火ホース等

の資機材を備え付けている移動式消火設

備として，大型化学高所放水車を配備す

るとともに，故障時の措置として消防ポ

ンプ付水槽車を配備する設計とする。 

また，航空機落下による化学火災(燃料

火災)時の対処のため化学粉末消防車を配

備する設計とする。 

DB 火①c11 

 

(b) 消火用の照明器具 

火災防護上重要な機器等を設置する火災

区域及び火災区画の消火設備の現場盤操

作等に必要な照明器具として，移動経路

及び消火設備の現場盤周辺に，1 時間以上

の容量の蓄電池を内蔵する照明器具を設

置する設計とする。 

DB 火①c9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消火設備を設置した場所への移動及び操

作を行うため，蓄電池を内蔵する照明器

具を設置する設計とする。□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火①d3 

 (ⅳ) 想定すべき地震に対する対応 

安重機能を有する機器等及び放射性物質

貯蔵等の機器等を設置する火災区域又は

火災区画の火災感知設備及び消火設備

は，地震時に火災を考慮する場合は，安

重機能を有する機器等及び放射性物質貯

蔵等の機器等が維持すべき耐震重要度分

類に応じて機能を維持できる設計とす

る。DB 火①d4-1 

また，安重機能を有する機器等及び放射

性物質貯蔵等の機器等のうち，基準地震

動に対しても機能を維持すべき系統及び

機器に対し影響を及ぼす可能性がある火

災区域又は火災区画に設置する，油を内

包する耐震Ｂクラス及び耐震Ｃクラスの

設備は，以下のいずれかの設計とするこ

とで，地震によって機能喪失を防止する

設計とする。 

DB 火①d4-2 

(ⅳ)-１ 基準地震動により油が漏えいし

ない。DB 火①d4-2 

(ⅳ)-２ 基準地震動によって火災が発生

しても，安全機能に影響を及ぼすことが

ないよう，基準地震動に対して機能を維

持する固定式消火設備によって速やかに

消火する。DB 火①d4-2 

(ⅳ)-３ 基準地震動によって火災が発生

しても，安全機能に影響を及ぼすことが

ないよう隔壁等により分離する又は適切

な離隔距離を確保する。DB 火①d4-2 

(ⅴ) 想定すべきその他の自然現象に対

する対策 

想定すべきその他の自然現象として，凍

結，風水害，地震以外に考慮すべき自然

現象により火災感知設備及び消火設備の

性能が阻害された場合は，原因の除去又

は早期の取替え，復旧を図る設計とする

が，必要に応じて監視の強化，代替の消

火設備の配備等を行い，必要な性能を維

持する設計とする。◇6  

ⅳ．消火設備の破損，誤動作又は誤操作

による安全機能への影響 

消火設備の破損，誤作動又は誤操作が発

生した場合のほか，火災感知設備の破

損，誤作動又は誤操作が起きたことによ

り消火設備が作動した場合においても，

安重機能を有する機器等及び放射性物質

貯蔵等の機器等の安全機能を損なわない

よう以下の設計とする。◇4  

また，火災時における消火設備からの放

水 に よ る 溢 水 に 対 し て は ， 「 イ ．

(ロ)(９)溢水による損傷の防止」に基づ

 

(g) その他 

イ. 移動式消火設備 

移動式消火設備は，恒設の消火設備の

代替として消火ホース等の資機材を備え

付けている移動式消火設備を 1 台（予備 1

台）配備する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

ロ. 消火用の照明器具 

建屋内の消火栓，消火設備現場盤の設

置場所及び設置場所までの経路には，移

動及び消火設備の操作を行うため，消防

法で要求される消火継続時間 20 分に現場

への移動等の時間も考慮し，2 時間以上の

容量の蓄電池を内蔵する照明器具を設置

する設計とする。 

 

ハ. ポンプ室の煙の排気対策 

火災発生時の煙の充満により消火活動

が困難となるポンプ室には，消火活動に

よらなくとも迅速に消火できるように固

定式ガス消火設備を設置し，鎮火の確認

のために運転員や消防隊員がポンプ室に

入る場合については，再発火するおそれ

があることから，十分に冷却時間を確保

した上で可搬型排煙装置により換気が可

能な設計とする。 

 

ニ. 使用済燃料貯蔵設備，新燃料貯蔵設

備及び使用済燃料乾式貯蔵設備 

使用済燃料貯蔵設備は，水中に設置さ

れたラックに燃料を貯蔵することで未臨

界性が確保される設計とする。 

新燃料貯蔵設備については，消火活動

により消火用水が放水され，水に満たさ

れた状態となっても未臨界性が確保され

る設計とする。 

使用済燃料乾式貯蔵設備は，使用済燃

料を乾式で貯蔵する密封機能を有する容

器であり，使用済燃料を収納後，内部を

乾燥させ，不活性ガスを封入し貯蔵する

設計であり，消火用水が放水されても容

器内部に浸入することはない。 

 

ホ. ケーブル処理室 

ケーブル処理室は，消火活動のため2箇

所の入口を設置する設計とする。 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火①c11 

・移動式消火設備の配

備 

（当社および発電炉

の記載） 

設備の違いにより記

載が異なる。 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火①c9 

・消火活動に必要な照

明器具の設置 

 

 

 

（発電炉の記載） 

MOX 燃料加工施設に該

当設備がないため記

載しない。 
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（42 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.3 火災及び爆発の影響軽減 

(1) 火災及び爆発の影響軽減対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 火災及び爆発の影響軽減 

火災及び爆発の影響軽減については，安

全機能を有する施設の重要度に応じ，そ

れらを設置する火災区域又は火災区画及

び隣接する火災区域又は火災区画におけ

る火災及び爆発による影響を軽減するた

め，以下の対策を講ずる設計とする。□3  

 

 

安重機能を有する機器等及び放射性物質

貯蔵等の機器等を設置する火災区域は，

他の火災区域と隣接する場合は，３時間

以上の耐火能力を火災耐久試験により確

認した耐火壁によって他の火災区域と分

離する。□1  

 

 

 

 

 

 

 

き，安全機能へ影響がないよう設計す

る。 

DB 火②a2 

(ⅰ) 安全上重要な施設のグローブボッ

クス内で発生する火災に対しては，臨界

管理の観点から，ガス系又は粉末系の消

火剤を使用する設計とする。DB 火②a1-1 

また，グローブボックス内への消火剤放

出に伴う圧力上昇によるグローブボック

スの閉じ込め機能を損なわない設計とす

る。DB 火②a1-2 

(ⅱ) 安全上重要な施設のグローブボッ

クス外で発生する火災に対しては，グロ

ーブボックス外での消火ガス放出に伴う

圧力上昇によるグローブボックスの閉じ

込め機能を損なわない設計とする。DB 火

②a1-3 

(ⅲ) 非常用発電機は，二酸化炭素消火

装置の破損，誤作動又は誤操作により流

出する二酸化炭素の影響で，運転中の非

常用発電機が給気不足を引き起こさない

ように，外気より給気を行う設計とす

る。DB 火②a1-4 

(ⅳ) 電気絶縁性が大きい固定式のガス

消火装置(不活性ガス消火装置)を設置す

ることにより，設備の破損，誤作動又は

誤操作により消火剤が放出されても，電

気及び機械設備に影響を与えない設計と

する。DB 火②a1-5 

 

 

(ｄ) 火災及び爆発の影響軽減 

ⅰ．火災及び爆発の影響軽減 

ＭＯＸ燃料加工施設の安重機能を有する

機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等を

設置する火災区域又は火災区画内の火災

及び爆発並びに隣接する火災区域又は火

災区画の火災及び爆発による影響に対

し，以下に記す火災及び爆発の影響軽減

のための対策を講ずる設計とする。◇4  

(ⅰ) 安全上重要な施設の火災区域の分

離 

ＭＯＸ燃料加工施設の安重機能を有する

機器等を設置する火災区域は，他の火災

区域と隣接する場合は３時間以上の耐火

能力を火災耐久試験により確認された耐

火壁によって他の区域と分離する設計と

する。◇1  

安全上重要な施設のグローブボックス内

で発生する火災に対して，消火ガスの放

出時には，グローブボックス排気設備を

用いて，グローブボックス内の負圧を維

持しながら，排気フィルタを介して消火

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 火災の影響軽減 
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（43 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火③a2（火災防護上の系統分

離対策） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 火災防護上の系統分離対策 

ＭＯＸ燃料加工施設における火災防護上

の系統分離対策を講じる設備である核燃

料物質の閉じ込め機能を有するグローブ

ボックス排風機及びその機能の維持に必

要な支援機能である非常用所内電源設備

については，互いに相違する系列間の機

器及びケーブル並びにこれらの近傍に敷

設されるその他のケーブルに対する系統

分離対策として，以下の設計を講ずる 

DB 火③a2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，ＭＯＸ燃料加工施設における火災

防護上の系統分離対策を講じる設備であ

るグローブボックス排気設備のグローブ

ボックス排風機及びグローブボックス排

風機の機能維持に必要な範囲の非常用所

内電源設備において，互いに相違する系

列間の機器及びケーブル並びにこれらの

近傍に敷設されるその他のケーブルは，

「３時間以上の耐火能力を有する隔壁等

で分離された設計」，「互いに相違する

系列間の水平距離が６ｍ以上あり，か

つ，火災感知設備及び自動消火設備を設

置する設計」又は「１時間の耐火能力を

有する隔壁等で互いの系列間を分離し，

かつ，火災感知設備及び自動消火設備を

設置する設計」とする。 

DB 火③a2 

ガスの排気を行うことで，排気経路以外

から放射性物質の放出を防止する設計と

する。◇2  

そのため，グローブボックス排風機の運

転がグローブボックス消火装置の起動条

件となるようインターロックを設ける設

計とする。◇2  

さらに，消火ガス放出後は，延焼防止ダ

ンパを自動で閉止する設計とする。◇2  

火災区域境界を形成するに当たり，延焼

防止ダンパからコンクリート壁までの間

にある換気ダクトについては，1.5mm 以上

の鋼板ダクトを採用することにより，３

時間耐火境界を形成し，他の火災区域及

び火災区画に対する遮炎性能を担保する

設計とする。火災により発生したガスは

排気ダクトを経由し排気することで，他

の火災区域及び火災区画に熱的影響を及

ぼすおそれがない設計とする。◇1  

また，火災区域又は火災区画のファンネ

ルには，他の火災区域又は火災区画から

の煙の流入防止を目的として，煙等流入

防止対策を講ずる設計とする。 

DB 火①③b3 

ＭＯＸ燃料加工施設とウラン・プルトニ

ウム混合酸化物貯蔵施設の境界の扉につ

いては，火災区域設定のため，火災影響

軽減設備として再処理施設と共用する。

◇6  

共用する火災影響軽減設備は，再処理施

設における火災又は爆発の発生を想定し

ても，影響を軽減できるよう十分な耐火

能力を有する設計とすることで，共用に

よってＭＯＸ燃料加工施設の安全性を損

なわない設計とする。◇6  

(ⅱ) 火災防護上の系統分離対策 

ＭＯＸ燃料加工施設における安全上重要

な施設の中でも，火災防護上の系統分離

対策が必要な機器及び当該機器を駆動又

は制御するケーブルに対し，以下のいず

れかの系統分離対策を講ずる設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 火災の影響軽減対策 

火災の影響軽減対策の設計に当たり，

発電用原子炉施設において火災が発生し

た場合に，原子炉の高温停止及び低温停

止を達成し，維持するために必要な火災

防護対象機器及び火災防護対象ケーブル

を火災防護対象機器等とする。 

火災が発生しても原子炉の高温停止及

び低温停止を達成し，維持するために

は，プロセスを監視しながら原子炉を停

止し，冷却を行うことが必要であり，こ

のためには，手動操作に期待してでも原

子炉の高温停止及び低温停止を達成し，

維持するために必要な機能を少なくとも 1

つ確保するように系統分離対策を講じる

必要がある。 

このため，火災防護対象機器等に対し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火③a2 

・火災防護上の系統分

離対策 

a-5 火災耐久試験結

果（１時間及び３時

間） 

 

（当社及び発電炉の

記載） 
施設の構成に応じて

記載が異なる。 

 

 

 

292



添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（44 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火③b1-1（火災防護上の系統

分離対策：中央監視室に設置す

る制御盤） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 3 時間以上の耐火能力を有する隔壁

等による分離 

系統分離し配置している火災防護上

の系統分離対策を講じる安重機能を有

する機器等は，火災耐久試験により3時

間以上の耐火能力を確認した，耐火壁

で系統間を分離する設計とする。 

(b) 水平距離 6m以上の離隔距離の確保，

火災感知設備及び自動消火設備の設置

による分離 

互いに相違する系列の火災防護上の

系統分離対策を講じる設備は，水平距

離間には仮置きするものを含め可燃性

物質が存在しないようにし，系列間を

6m 以上の離隔距離により分離する設計

とし，かつ，火災感知設備及び自動消

火設備を設置することで系統間を分離

する設計とする。 

(c) 1 時間耐火隔壁による分離，火災感

知設備及び自動消火設備の設置による

分離 

互いに相違する系列の火災防護上の

系統分離対策を講じる設備を1時間の耐

火能力を有する隔壁で分離し，かつ，

火災感知設備及び自動消火設備を設置

することで系統間を分離する設計とす

る。 

DB 火③a2 

 

b. 中央監視室の火災及び爆発の影響軽

減 

(a) 中央監視室制御盤内の火災影響軽減

対策 

中央監視室に設置する火災防護上の系統

分離対策を講じる制御盤及びそのケーブ

ルについては，火災及び爆発の影響軽減

のための措置を講ずる設計と同等の設計

として，中央監視室の制御盤に関して

は，「異なる系統の制御盤を系統別に個

別の不燃性の筐体で造る盤とすることで

分離（盤の筐体は 1.5mm 以上の鉄板で 1時

間以上の耐火能力を有する）」，「制御

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし，火災の影響軽減のための措置を

講ずる設計と同等の設計として，中央監

視室の制御盤に関しては，不燃性筐体に

よる系統別の分離対策，高感度煙感知器

の設置，常駐する運転員による消火活動

等により，上記設計と同等な設計とす

る。中央監視室の床下のケーブルに関し

ては，「３時間以上の耐火能力を有する

隔壁等で分離された設計」，「互いに相

違する系列間の水平距離が６ｍ以上あ

り，かつ，火災感知設備及び自動消火設

備を設置する設計」又は「１時間の耐火

能力を有する隔壁等で互いの系列間を分

離し，かつ，火災感知設備及び自動消火

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅱ)-１ ３時間以上の耐火能力を有する

隔壁等による分離 

系統分離し配置している火災防護上の系

統分離対策を講じる安重機能を有する機

器等は，火災耐久試験により３時間以上

の耐火能力を確認した，耐火壁で系統間

を分離する設計とする。 

(ⅱ)-２ 水平距離６ｍ以上の離隔距離の

確保，火災感知設備及び自動消火設備の

設置による分離 

互いに相違する系列の火災防護上の系統

分離対策を講じる設備は，水平距離間に

は仮置きするものを含め可燃性物質が存

在しないようにし，系列間を６ｍ以上の

離隔距離により分離する設計とし，か

つ，火災感知設備及び自動消火設備を設

置することで系統間を分離する設計とす

る。 

(ⅱ)-３ １時間耐火隔壁による分離，火

災感知設備及び自動消火設備の設置によ

る分離 

互いに相違する系列の火災防護上の系統

分離対策を講じる設備を１時間の耐火能

力を有する隔壁で分離し，かつ，火災感

知設備及び自動消火設備を設置すること

で系統間を分離する設計とする。 

DB 火③a2 

 

 

(ⅲ) 中央監視室に対する火災及び爆発

の影響軽減 

中央監視室は上記と同等の保安水準を確

保する対策として，以下のとおり火災及

び爆発の影響軽減対策を講ずる。 

中央監視室に設置する火災防護上の系統

分離対策を講じる制御盤及びそのケーブ

ルについては，以下に示す分離対策，制

御盤内への火災感知器の設置及び運転員

による消火活動を実施する設計とする。 

DB 火③b1-1 

(ⅲ)-１ 制御盤の分離 

中央監視室においては，異なる系統の制

御盤を系統別に個別の不燃性の筐体で造

て，以下に示す火災の影響軽減対策を講

じる設計とする。 

 

(a) 火災防護対象機器等の系統分離によ

る影響軽減対策 

中央制御室及び原子炉格納容器を除く

火災防護対象機器等は，安全区分Ⅰと安

全区分Ⅱ，Ⅲを境界とし，以下のいずれ

かの系統分離によって，火災の影響を軽

減するための対策を講じる。 

 

イ. 3 時間以上の耐火能力を有する隔壁

等 

互いに相違する系列の火災防護対象機

器等は，火災耐久試験により3時間以上の

耐火能力を確認した隔壁等で分離する設

計とする。 

 

ロ. 6m 以上離隔，火災感知設備及び自動

消火設備 

互いに相違する系列の火災防護対象機

器等は，仮置きするものを含めて可燃性

物質のない水平距離 6m 以上の離隔距離を

確保する設計とする。 

火災感知設備は，自動消火設備を作動

させるために設置し，自動消火設備の誤

作動防止を考慮した火災感知器の作動信

号により自動消火設備を作動させる設計

とする。 

 

ハ. １時間耐火隔壁等，火災感知設備及

び自動消火設備 

互いに相違する系列の火災防護対象機

器等は，火災耐久試験により1時間以上の

耐火能力を確認した隔壁等で分離する設

計とする。 

また，火災感知設備及び消火設備は，

上記ロ.と同様の設計とする。 

 

 

(b) 中央制御室の火災の影響軽減対策 

イ. 中央制御室制御盤内の火災の影響軽

減 

中央制御室制御盤内の火災防護対象機

器等は，以下に示すとおり，実証試験結

果に基づく離隔距離等による分離対策，

高感度煙感知器の設置による早期の火災

感知及び常駐する運転員による早期の消

火活動に加え，火災により中央制御室制

御盤の1つの区画の安全機能がすべて喪失

しても，他の区画の制御盤は機能が維持

されることを確認することにより，原子

炉の高温停止及び低温停止の達成，維持

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基①② 

【手段：設備＋運用】 

DB 火③b1-1 

・制御盤内の影響軽減

対策 

・消火器の配備 

・運転員による消火 

（当社および発電炉

の記載） 

設備の違いにより記

載が異なる。 
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（45 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火③b1-2（火災防護上の系統

分離対策：中央監視室床下の系

統分離） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火③c1（換気設備への火災影

響軽減：防火ダンパ及び延焼防

止ダンパ設置） 

 

 

盤内に高感度煙感知器を設置」，「常駐

する運転員による消火器を用いた早期の

消火活動」により，上記設計と同等な設

計とする。 

DB 火③b1-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 中央監視室床下の影響軽減対策 

中央監視室の床下に関しては，「3 時間

以上の耐火能力を有する隔壁等で分離さ

れた設計」，「互いに相違する系列間の

水平距離が 6m 以上あり，かつ，火災感知

設備及び自動消火設備を設置する設

計」，又は「1 時間の耐火能力を有する隔

壁等で互いの系列間を分離し，かつ，火

災感知設備及び自動消火設備を設置する

設計」とする。 

DB 火③b1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 換気設備に対する火災及び爆発の影

響軽減対策 

火災区域境界を貫通する換気ダクトには

防火ダンパ及び延焼防止ダンパを設置す

ることで，他の区域からの火災及び爆発

設備を設置する設計」とする。□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る盤とすることで分離する。盤の筐体は

1.5mm 以上の鉄板で構成することにより，

１時間以上の耐火能力を有する設計とす

る。 

DB 火③b1-1 

(ⅲ)-２ 制御盤内の火災感知器 

中央監視室には異なる原理の火災感知器

を設置するとともに，万一の制御盤内に

おける火災を想定した場合，可能な限り

速やかに火災の感知及び消火を行い，安

全機能への影響を防止できるよう高感度

煙感知器を設置する設計とする。 

DB 火③b1-1 

(ⅲ)-３ 制御盤内の消火活動 

制御盤内において，高感度煙感知器又は

中央監視室内の火災感知器により火災を

感知した場合，運転員は，制御盤周辺に

設置する消火器を用いて早期に消火を行

う。 

DB 火③b1-1 

 

 

 

 

(ⅲ)-４ 中央監視室床下の影響軽減対策 

中央監視室の床下に関しては，「３時間

以上の耐火能力を有する隔壁等で分離さ

れた設計」，「互いに相違する系列間の

水平距離が６ｍ以上あり，かつ，火災感

知設備及び自動消火設備を設置する設

計」，又は「１時間の耐火能力を有する

隔壁等で互いの系列間を分離し，かつ，

火災感知設備及び自動消火設備を設置す

る設計」とする。中央監視室床下に自動

消火設備を設置する場合には，当該室に

は運転員が駐在することを考慮し，人体

に影響を与えない窒素ガスを使用する設

計とする。◇2  

DB 火③b1-2 

(ⅳ) 放射性物質貯蔵等の機能に関わる

火災区域の分離 

放射性物質貯蔵等の機器等を設置する火

災区域は，他の火災区域と隣接する場合

は，３時間以上の耐火能力を火災耐久試

験により確認した耐火壁によって他の区

域と分離する設計とする。◇1  

 

(ⅴ) 換気設備に対する火災及び爆発の

影響軽減対策 

火災区域境界を貫通する換気ダクトには

防火ダンパ及び延焼防止ダンパを設置す

ることで，他の区域からの火災及び爆発

の影響が及ばない設計とする。 

ができることを確認し，上記(a)と同等の

火災の影響軽減対策を講じる設計とす

る。離隔距離等による分離として，中央

制御室制御盤については，安全区分ごと

に別々の盤で分離する設計とし，1 つの制

御盤内に複数の安全区分のケーブルや機

器を設置しているものは，安全区分間に

金属製の仕切りを設置する。ケーブル

は，当該ケーブルに火災が発生しても延

焼せず，また，周囲へ火災の影響を与え

ない金属外装ケーブル，耐熱ビニル電

線，難燃仕様のフッ素樹脂（ETFE）電線

及び難燃ケーブルを使用し，操作スイッ

チの離隔等により系統分離する設計とす

る。中央制御室内には，異なる2種類の火

災感知器を設置する設計とするととも

に，火災発生時には常駐する運転員によ

る早期の消火活動によって，異なる安全

区分への影響を軽減する設計とする。こ

れに加えて盤内へ高感度煙感知器を設置

する設計とする。火災の発生箇所の特定

が困難な場合も想定し，サーモグラフィ

カメラ等，火災の発生箇所を特定できる

装置を配備する設計とする。 

 

ロ． 中央制御室床下コンクリートピッ

トの影響軽減対策 

中央制御室の火災防護対象機器等は，

運転員の操作性及び視認性向上を目的と

して近接して設置することから，中央制

御室床下コンクリートピットに敷設する

火災防護対象ケーブルは，互いに相違す

る系列の3時間以上の耐火能力を有する隔

壁による分離，又は水平距離を 6m 以上確

保することが困難である。このため，中

央制御室床下コンクリートピットについ

ては，下記に示す分離対策等を行う設計

とする。 

（「換気設備に対する火災の影響軽減対
策」の手前まで省略） 
 
 
 
 
 
 

 

 

(d) 換気設備に対する火災の影響軽減対

策 

火災防護上重要な機器等を設置する火

災区域に設置する換気設備には，他の火

災区域又は火災区画からの境界となる箇

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火③b1-2 

a-5 火災耐久試験結

果（１時間及び３時

間） 

（当社および発電炉

の記載） 

設備の違いにより記

載が異なる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火③c1-1 

・火災区域境界を貫通

する換気ダクトへの防
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（46 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火③d1（煙の火災影響軽減：

換気設備の設置） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火③e1（油タンクの火災影響

軽減：ベント管の設置 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火③a3（爆発の影響軽減：焼

結炉等） 

 

 

 

 

の影響が及ばない設計とする。 

ただし，放射性物質貯蔵等の機器等を設

置する火災区域は，放射性物質による汚

染のおそれのある区域を常時負圧にする

ことで閉じ込め機能を維持する動的な閉

じ込め設計とするため，耐火壁を貫通す

るダクトについては，厚さ1.5mm以上の鋼

板ダクトにより，3 時間耐火境界となるよ

う排気系統を形成する設計とする。 

DB 火③c1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. 火災発生時の煙に対する火災及び爆

発の影響軽減対策 

運転員が駐在する中央監視室等の火災及

び爆発の発生時の煙を排気するため，換

気設備により発生した煙を排気するため

に，建築基準法に基づく容量を確保する

設計とする。 

DB 火③d1 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. 油タンクに対する火災及び爆発の影

響軽減対策 

火災区域又は火災区画に設置する油タン

クのうち，放射性物質を含まないＭＯＸ

燃料加工施設で使用する油脂類のタンク

はベント管により屋外へ排気する設計と

する。 

DB 火③e1 

 

f. 焼結炉等に対する爆発の影響軽減対

策 

ＭＯＸ燃料加工施設では爆発の発生は想

定されないが，万一，爆発が発生した場

合の影響軽減対策として，焼結炉等にお

ける爆発の発生を検知し，検知後は排気

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，ＭＯＸ燃料加工施設では爆発の発

生は想定されないが，万一，爆発が発生

した場合の影響軽減対策として，焼結炉

及び小規模焼結処理装置（以下「焼結炉

等」という。）における爆発の発生を検

DB 火③c1 

ただし，放射性物質貯蔵等の機器等を設

置する火災区域は，放射性物質による汚

染のおそれのある区域を常時負圧にする

ことで閉じ込め機能を維持する動的な閉

じ込め設計とするため，耐火壁を貫通す

るダクトについては，厚さ1.5mm以上の鋼

板ダクトにより，３時間耐火境界となる

よう排気系統を形成する DB 火③c1 

ことから，他の火災区域又は火災区画に

対する遮炎性能を担保することができ

る。 

火災により発生したガスは排気ダクトを

経由し排気することから，他の火災区域

との離隔距離を有していることに加え，

排風機により常時排気が行われているこ

とから他の火災区域又は火災区画に熱的

影響を及ぼすおそれはない。◇1  

また，換気設備の高性能粒子フィルタは

難燃性のものを使用する設計とする。◇1  

 

(ⅵ) 煙に対する火災及び爆発の影響軽

減対策 

運転員が駐在する中央監視室等の火災及

び爆発の発生時の煙を排気するため，換

気設備により発生した煙を排気するため

に，建築基準法に基づく容量を確保する

設計とする。 

DB 火③d1 

また，電気ケーブルや引火性液体が密集

する火災区域に該当する中央監視室等床

下，引火性液体が密集する非常用発電機

室及び危険物の規制に関する政令に規定

される著しく消火困難な製造所等に該当

する場所については，固定式消火設備に

より，早期に消火する設計とする。◇1  

 

(ⅶ) 油タンクに対する火災及び爆発の

影響軽減対策 

火災区域又は火災区画に設置される油タ

ンクのうち，放射性物質を含まないＭＯ

Ｘ燃料加工施設で使用する油脂類のタン

クはベント管により屋外へ排気する設計

とする。 

DB 火③e1 

 

 

 

 

 

 

 

 

所に 3時間耐火性能を有する防火ダンパを

設置する設計とする。 

換気設備のフィルタは，チャコールフ

ィルタを除き難燃性のものを使用する設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e) 火災発生時の煙に対する火災の影響

軽減対策 

運転員が常駐する中央制御室には，火

災発生時の煙を排気するため，建築基準

法に準拠した容量の排煙設備を設置する

設計とする。 

火災防護上重要な機器等を設置する火

災区域のうち，電気ケーブルや引火性液

体が密集する火災区域又は火災区画につ

いては，ハロゲン化物自動消火設備（全

域），ハロゲン化物自動消火設備（局

所）又は二酸化炭素自動消火設備（全

域）による早期の消火により火災発生時

の煙の発生が抑制されることから，煙の

排気は不要である。 

 

(f) 油タンクに対する火災の影響軽減対

策 

火災区域又は火災区画に設置される油

タンクは，換気空調設備による排気又は

ベント管により屋外に排気する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火ダンパ及び延焼防止

ダンパ設置 

・耐火壁の貫通部に鋼

板厚さによる３時間耐

火性能を確保したダク

トの設置 

（当社および発電炉

の記載） 

設備の違いにより記

載が異なる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火③d1 

・制御室への建築基準

法に基づく換気設備の

設置 

（当社および発電炉

の記載） 

設備の違いにより記

載が異なる。 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火③e1 

・油タンクへのベント

管の設置 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火③a3 

・爆発の発生の検知及

びダンパを閉止する構

造 
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（47 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火③f1（火災影響評価） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経路に設置したダンパを閉止する設計と

する。 

DB 火③a3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 火災影響評価 

火災区域又は火災区画における設備等の

設置状況を踏まえた可燃性物質の量等を

基に，想定されるＭＯＸ燃料加工施設内

の火災又は爆発によって，安全上重要な

施設の安全機能が損なわれないことを，

「内部火災影響評価ガイド」に基づき，

火災影響評価にて確認する。 

また，火災又は爆発によって設計基準事

故が発生する場合は，それらに対処する

ために必要な機器の単一故障を考慮して

も異常状態を収束できる設計とし，「内

部火災影響評価ガイド」に基づき，火災

影響評価にて確認する。 

DB 火③f1 

 

 

 

a. 火災伝播評価 

火災伝播評価は，火災区域又は火災区画

に火災を想定した場合に，隣接火災区域

又は火災区画への影響の有無を確認す

る。 

DB 火③f1 

 

 

 

 

b. 隣接火災区域に影響を与えない火災

区域 

隣接火災区域又は火災区画に影響を与え

る火災区域又は火災区画は，当該火災区

域又は火災区画内の火災に伴う当該火災

区域又は火災区画及び隣接火災区域又は

火災区画の2区画内に設置する全機器の動

的機能喪失を想定しても，ＭＯＸ燃料加

知し，検知後は排気経路に設置したダン

パを閉止する設計とする。 

DB 火③a3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 火災影響評価 

設備等の設置状況を踏まえた可燃性物質

の量等を基に，想定されるＭＯＸ燃料加

工施設内の火災又は爆発によって，安全

上重要な施設の安全機能を維持できるこ

とを，火災影響評価にて確認する。 

DB 火③f1 

また，ＭＯＸ燃料加工施設内の火災又は

爆発によって，設計基準事故が発生する

場合は，それらに対処するために必要な

機器の単一故障を考慮しても事象が収束

できる設計とし，火災影響評価にて確認

する。 

DB 火③f1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ．火災影響評価 

ＭＯＸ燃料加工施設の特徴を踏まえ，各

火災区域又は火災区画における安全上重

要な施設への火災防護対策について内部

火災影響評価ガイド及び事業許可基準規

則の解釈を参考に，ＭＯＸ燃料加工施設

における火災又は爆発が発生した場合に

おいても安全上重要な施設の安全機能を

損なわないこと及び内部火災により設計

基準事故が発生する場合は，それらに対

処するために必要な機器の単一故障を考

慮しても事象が収集できることについて

確認する。◇1  

内部火災影響評価の結果，安全上重要な

施設の安全機能に影響を及ぼすおそれが

ある場合には，火災防護対策の強化を図

る。◇1  

 

(ⅰ) 火災伝播評価 

火災区域又は火災区画に火災を想定した

場合に，隣接火災区域又は火災区画への

影響の有無を確認する。 

DB 火③f1 

火災影響評価に先立ち隣接火災区域との

境界の開口の確認及び等価火災時間と障

壁の耐火性能の確認を行い，隣接火災区

域又は火災区画へ影響を与えるか否かを

評価する。◇2  

(ⅱ) 隣接火災区域に影響を与えない火

災区域に対する火災伝播評価 

隣接火災区域又は火災区画に影響を与え

ない火災区域又は火災区画のうち，当該

火災区域又は火災区画内に設置される全

機器の動的機能喪失を想定しても，安全

上重要な施設が同時に機能喪失しない場

合は，ＭＯＸ燃料加工施設の安全機能に

影響を与えないことを確認する。 

 

 

 

 

(g) ケーブル処理室に対する火災の影響

軽減対策 

ケーブル処理室のケーブルトレイ間

は，互いに相違する系列間を水平方向

0.9m，垂直方向 1.5m の最小分離距離を確

保する設計とする。最小分離距離を確保

できない場合は，隔壁等で分離する設計

とする。 

 

 

（「原子炉の安全確保」の項は省略） 
 

 

(b) 火災の影響評価 

イ. 火災区域又は火災区画に設置される

不燃性材料で構成される構築物，系統及

び機器を除く全機器の機能喪失を想定し

た設計に対する評価 

設備等の設置状況を踏まえた可燃性物

質の量等を基に想定される発電用原子炉

施設内の火災によって，安全保護系及び

原子炉停止系の作動が要求される場合に

は，火災による影響を考慮しても，多重

化されたそれぞれの系統が同時に機能を

失うことなく，原子炉の高温停止及び低

温停止を達成し，維持できることを，以

下に示す火災影響評価により確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イ)隣接する火災区域又は火災区画に影

響を与えない場合 

当該火災区域又は火災区画に設置され

る不燃性材料で構成される構築物，系統

及び機器を除く全機器の機能喪失を想定

しても，原子炉の高温停止及び低温停止

の達成，維持が可能であることを確認す

る。 

（当社の記載） 

設備の違いにより発

電炉に記載がない。 

 

（発電炉の記載） 

MOX 燃料加工施設に該

当設備がないため記

載しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基③⑤ 

【手段：評価】 

DB 火③f1 

・火災影響評価の実施

（設工認段階） 

a-6 内部火災影響評

価 

（当社および発電炉

の記載） 

設備の違いにより記

載が異なる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社及び発電炉の

記載） 
施設の構成に応じて

記載が異なる。 
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（48 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工施設の安全機能に影響を与えないこと

を確認することにより，安全上重要な施

設が機能喪失するおそれのある隣接2区域

(区画)において，当該火災区域又は火災

区画における最も過酷な単一の火災を想

定して，FDTsを用いた火災影響評価を実施

し，ＭＯＸ燃料加工施設の安全機能に影

響を与えないことを評価する。 

DB 火③f1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 隣接火災区域に火災の影響を与える

火災区域 

隣接火災区域又は火災区画に影響を与え

る火災区域又は火災区画は，当該火災区

域又は火災区画内の火災に伴う当該火災

区域又は火災区画及び隣接火災区域又は

火災区画の2区画内に設置する全機器の動

的機能喪失を想定しても，ＭＯＸ燃料加

工施設の安全機能に影響を与えないこと

を確認することにより，ＭＯＸ燃料加工

施設の安全機能が少なくとも一つは確保

されること及び安全上重要な施設が機能

喪失するおそれのある隣接2区域(区画)に

おいて，当該火災区域又は火災区画にお

ける最も過酷な単一の火災を想定して，

FDTSを用いた火災影響評価を実施し，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設の安全機能に影響を与え

ないことを評価する。 

DB 火③f1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火③f1 

また，当該火災区域又は火災区画内に設

置する全機器の動的機能喪失を想定し，

ＭＯＸ燃料加工施設の安全機能に影響を

与える場合においては，以下について確

認する。◇2  

(ⅱ)-１ 火災防護上の系統分離対策を講

じる設備については，「イ．(ロ)(４)①

ａ．(ｄ)ⅰ．(ⅱ) 火災防護上の系統分

離対策」に示す火災防護対策の実施状況

を確認し，火災区域又は火災区画の◇1 系

統分離等を考慮し，当該機器の安全機能

に影響がないことを確認する。 

DB 火③f1 

(ⅱ)-２ 上記を除いた安全上重要な施設

のうち，安全機能が喪失するおそれがあ

る場合には，当該火災区域又は火災区画

における最も過酷な単一の火災を想定し

て，火災力学ツール（以下「FDTS」とい

う。）を用いた火災影響評価を実施し，

以下について確認することで，ＭＯＸ燃

料加工施設の安全機能に影響を与えない

ことを確認する。 

DB 火③f1 

(ⅱ)-２-１ 安全上重要な施設のうち，

多重化する機器は最も過酷な単一の火災

により双方が同時に安全機能を喪失しな

いことを確認する。◇2  

(ⅱ)-２-２ 多重化しない安全上重要な

施設については，最も過酷な単一の火災

により当該機器が安全機能を喪失しない

ことを確認する。◇2  

 

(ⅲ) 隣接火災区域に火災の影響を与え

る火災区域に対する火災影響評価 

隣接火災区域又は火災区画に影響を与え

る火災区域又は火災区画は，当該火災区

域又は火災区画内の火災に伴う当該火災

区域又は火災区画及び隣接火災区域又は

火災区画（以下「隣接２区域（区画）」

という。）に設置される全機器の動的機

能喪失を想定しても，ＭＯＸ燃料加工施

設の安全機能に影響を与えないことを確

認する。DB 火③f1 

また，隣接２区域（区画）に設置する全

機器の動的機能喪失を想定し，ＭＯＸ燃

料加工施設の安全機能に影響を与える場

合においては，以下について確認する。 

◇4  

(ⅲ)-１ グローブボックス排風機及びそ

の機能維持に必要となる範囲の非常用所

内 電 源 設 備 に つ い て は ， 「 イ ．

(ロ)(４)①ａ．(ｄ)ⅰ．(ⅱ) 火災防護

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ロ)隣接する火災区域又は火災区画に影

響を与える場合 

当該火災区域又は火災区画と隣接火災

区域又は火災区画の2区画内の火災防護対

象機器等の有無の組み合わせに応じて，

火災区域又は火災区画内に設置される不

燃性材料で構成される構築物，系統及び

機器を除く全機器の機能喪失を想定して

も，原子炉の高温停止及び低温停止の達

成，維持が可能であることを確認する。 

 

ロ. 設計基準事故等に対処するための機

器に単一故障を想定した設計に対する評

価 

内部火災により原子炉に外乱が及び，

かつ，安全保護系及び原子炉停止系の作

動が要求される運転時の異常な過渡変化

又は設計基準事故が発生する可能性があ

るため，「発電用軽水型原子炉施設の安

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社及び発電炉の

記載） 
施設の構成に応じて

記載が異なる。 
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（49 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ その他 

「ロ．(ニ)(１)② 火災及び爆発の発生

防止」から「ロ．(ニ)(１)⑤ 火災影響

評価」のほか，安全機能を有する施設の

それぞれの特徴を考慮した火災防護対策

を講ずる設計とする。 

□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上の系統分離対策」に示す火災防護対策

の実施状況を確認し，火災区域又は火災

区画の◇1 系統分離等を考慮することによ

り，当該機器の安全機能に影響を与えな

いことを確認する。DB 火③f1 

(ⅲ)-２ 火災防護上の系統分離対策を講

じる設備以外の安全上重要な施設が機能

喪失するおそれのある隣接２区域（区

画）において，当該火災区域又は火災区

画における最も過酷な単一の火災を想定

して，FDTS を用いた火災影響評価を実施

し，以下について確認することで，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設の安全機能に影響を与え

ないことを確認する。DB 火③f1 

(ⅲ)-２-１ 安全上重要な施設のうち，

多重化する機器は最も過酷な単一の火災

により双方が同時に安全機能を喪失しな

いことを確認する。 ◇2  

(ⅲ)-２-２ 多重化されない安全上重要

な施設については，最も過酷な単一の火

災により当該機器が安全機能を喪失しな

いことを確認する。 ◇2  

 

 

(ｅ) 個別の火災区域又は火災区画にお

ける留意事項 

ＭＯＸ燃料加工施設における火災区域又

は火災区画は，以下のとおりそれぞれの

特徴を考慮した火災防護対策を実施す

る。◇4  

ⅰ．電気室 

電気室は，電源供給のみに使用する設計

とする。DB 火③h1 

ⅱ．蓄電池室 

蓄電池室は，以下のとおりの設計とす

る。 

(ⅰ) 通常の使用状態において水素が蓄

電池外部へ放出されるおそれのある蓄電

池室には，原則として直流開閉装置やイ

ンバータを収納しない設計とする。 

DB 火③i1-1 

ただし，常用蓄電池は，無停電電源装置

等を設置している部屋に収納する設計と

するが，で当該蓄電池自体は厚さ1.6mm以

上の鋼板製筐体に収納し，当該室に設置

する安重機能を有する機器等及び放射性

物質貯蔵等の機器等への火災又は爆発に

よる影響を防止する設計とする。 

本方式は，社団法人電池工業会「蓄電池

室に関する設計指針」（SBA G 0603-

2012）「４．１ 蓄電池室」の種類のう

ち，キュービクル式（蓄電池をキュービ

クルに収納した蓄電池設備）に該当し，

全評価に関する審査指針」に基づき，運

転時の異常な過渡変化又は設計基準事故

に対処するための機器に対し単一故障を

想定しても，多重化されたそれぞれの系

統が同時に機能を失うことなく，原子炉

の高温停止及び低温停止を達成できるこ

とを火災影響評価により確認する。 
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（50 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指針に適合させることで安全性を確保す

る設計とする。 

DB 火③i1-2 

(ⅱ) 蓄電池室の蓄電池は，社団法人電

池工業会「蓄電池室に関する設計指針」

（SBA G 0603-2012）に基づき，蓄電池室

の換気を行う排風機を水素ガスの排気に

必要な換気量以上となるよう設計するこ

とによって，蓄電池室内及び蓄電池内の

水素濃度を２vol％以下に維持する設計と

する。 

DB 火③i1-3 

(ⅲ) 蓄電池室の換気設備が停止した場

合には，中央監視室の監視制御盤に警報

を発する設計とする。 

DB 火③i1-4 

(ⅳ) 常用系の蓄電池と非常用系の蓄電

池は，常用の蓄電池が非常用の蓄電池に

影響を及ぼすことがないように位置的分

散を図る設計とする。 

DB 火③i1-5 

 

ⅲ．ポンプ室 

安重機能を有する機器等及び放射性物質

貯蔵等の機器等のポンプの設置場所のう

ち，火災発生時の煙の充満により消火困

難な場所には，固定式の消火設備を設置

する設計とする。◇1  

また，上記以外のポンプを設置している

部屋は，換気設備による排煙が可能であ

ることから，煙が滞留し難い構造として

おり，人による消火が可能である。◇1  

ⅳ．中央監視室等 

中央監視室等は以下のとおりの設計とす

る。 

(ⅰ) 中央監視室等と他の火災区域及び

火災区画の換気設備の貫通部には，延焼

防止ダンパ又は防火ダンパを設置する設

計とする。◇1  

(ⅱ) 中央監視室等のカーペットは，消

防法に基づく防炎物品又はこれと同等の

性能を有することを試験により確認した

材料を使用する設計とする。 

DB 火③i2 

ⅴ．貯蔵設備 

燃料集合体貯蔵設備，燃料棒貯蔵設備及

び貯蔵容器一時保管設備は，未臨界にな

るように間隔を設けたラック或いはピッ

トに貯蔵することから，消火活動により

消火用水が放水されても未臨界を維持で

きる設計とする。◇8  

また，粉末一時保管設備，ペレット一時

保管設備及び製品ペレット貯蔵設備並び
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（51 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

にスクラップ貯蔵設備及び原料ＭＯＸ粉

末缶一時保管設備は，未臨界となるよう

間隔を確保すること及びグローブボック

スに収納され，これらの設備及びこれら

の設備を設置する室は，固定式のガス消

火装置で消火する設計であることから，

未臨界を維持できる。◇8  

ⅵ．低レベル廃液処理設備並びに固体廃

棄物保管第１室及び第２室 

低レベル廃液処理設備並びに固体廃棄物

保管第１室及び第２室は，以下のとおり

の設計とする。 

(ⅰ) 管理区域での消火活動により放水

した消火水が管理区域外に流出しないよ

うに，管理区域と管理区域外の境界に堰

等を設置するとともに，各室の床ドレン

等から低レベル廃液処理設備に回収し，

処理を行う設計とする。◇1  

(ⅱ) 放射性物質を含んだフィルタ類及

びその他の雑固体は，処理を行うまでの

間，金属製容器に封入し，保管する設計

とする。◇7  

(ｆ) 体制 

火災及び爆発の発生時においてＭＯＸ燃

料加工施設の消火活動を行うため，通報

連絡者及び消火専門隊による消火活動要

員が常駐するとともに，火災及び爆発の

発生時には自衛消防隊を編成できる体制

を整備する。ＭＯＸ燃料加工施設の火災

及び爆発における消火活動においては，

敷地内に常駐する自衛消防隊の消火班が

対応する。◇9  

(ｇ) 手順 

ＭＯＸ燃料加工施設を対象とした火災防

護対策を実施するため，火災防護計画を

策定する。火災防護計画には，計画を遂

行するための体制，責任の所在，責任者

の権限，体制の運営管理，必要な要員の

確保，教育訓練及び火災防護対策を実施

するために必要な手順について定めると

ともに，ＭＯＸ燃料加工施設の安全機能

を有する施設を火災から防護するため，

火災及び爆発の発生防止，火災の早期感

知及び消火並びに火災及び爆発の影響軽

減の３つの深層防護の概念に基づく火災

防護対策について定める。◇9  

このうち，火災防護対策を実施するため

に必要なものを以下に示す。◇9  

ⅰ．火災が発生していない平常時の対応

においては，以下の手順をあらかじめ整

備する。◇9  

(ⅰ) 中央監視室に設置する受信機及び

グローブボックス内の火災感知設備の制

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a-6 運用の詳細は，

「保安規定（火災防護

計画）」に記載する。

(後次回申請で示す。) 
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（52 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

御盤によって，施設内で火災が発生して

いないこと及び火災感知設備に異常がな

いことを確認する。◇9  

(ⅱ) 消火設備の故障警報が発した場合

には，中央監視室及び必要な現場の制御

盤の警報を確認するとともに，消火設備

が故障している場合には，早期に必要な

修理を行う。◇9  

ⅱ．消火設備のうち，窒素消火装置又は

二酸化炭素消火装置を設置する火災区

域，火災区画並びにグローブボックス内

における火災発生時の対応においては，

以下の手順を整備し，操作を行う。◇9  

(ⅰ) 火災感知器が作動した場合は，火

災区域又は火災区画からの退避警報及び

窒素消火装置，二酸化炭素消火装置又は

グローブボックス消火装置の作動状況を

中央監視室で確認する。 

(ⅱ) 窒素消火装置，二酸化炭素消火装

置又はグローブボックス消火装置の作動

後は，消火状況の確認，運転状況の確認

等を行う。◇9  

ⅲ．消火設備のうち，窒素消火装置又は

二酸化炭素消火装置を設置する火災区域

又は火災区画に運転員が在室する場合

は，装置を手動操作に切り替える運用と

するとともに，以下の手順をあらかじめ

整備し，的確に操作を行う。◇9  

(ⅰ) 火災感知器が作動し，現場で火災

を確認した場合は，消火活動を行う。◇9  

(ⅱ) 消火活動が困難な場合は，運転員

の退避を確認後，窒素消火装置又は二酸

化炭素消火装置を手動操作により起動さ

せ，消火装置の動作状況，消火状況の確

認及び運転状況の確認を行う。◇9  

ⅳ．中央監視室における火災及び爆発発

生時の対応においては，火災感知器及び

高感度煙感知器により火災を感知し，火

災を確認した場合は，常駐する運転員に

より制御盤内では二酸化炭素消火器，そ

れ以外では粉末消火器を用いた消火活

動，運転状況の確認等を行う。◇9  

ⅴ．水素ガス漏えい検知器を設置する火

災区域又は火災区画における水素濃度上

昇時の対応として，換気設備の運転状態

の確認を実施する手順を整備する。◇9  

ⅵ．火災感知設備の故障その他の異常に

より監視ができない状況となった場合

は，現場確認を行い，火災の有無を確認

する。◇9  

ⅶ．消火活動においては，あらかじめ手

順を整備し，火災発生現場の確認，通報

連絡及び消火活動を実施するとともに消
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（53 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火状況の確認及び運転状況の確認を行

う。◇9  

ⅷ．可燃物の持込み状況，防火扉の状

態，火災及び爆発の原因となり得る加熱

及び引火性液体の漏えい等を監視するた

めの監視手順を定め，防火監視を実施す

る。◇9  

ⅸ．火災及び爆発の発生の可能性を低減

するために，ＭＯＸ燃料加工施設におけ

る試験，検査，保守又は修理で使用する

資機材のうち可燃性物質に対する持込み

と保管に係る手順をあらかじめ整備し，

的確に実施する。◇9  

ⅹ．ＭＯＸ燃料加工施設において可燃性

又は難燃性の雑固体を一時的に集積・保

管する必要がある場合，火災及び爆発の

発生並びに延焼を防止するため，金属製

の容器へ収納又は不燃性材料による養生

及び保管に係る手順をあらかじめ整備

し，的確に実施する。◇9  

ⅺ．火災及び爆発の発生を防止するため

に，ＭＯＸ燃料加工施設における火気作

業に対する以下の手順をあらかじめ整備

し，的確に実施する。◇9  

(ⅰ) 火気作業前の計画策定 

(ⅱ) 火気作業時の養生，消火器の配備

及び監視人の配置 

(ⅲ) 火気作業後の確認事項（残り火の

確認等） 

(ⅳ) 安全上重要と判断された区域にお

ける火気作業の管理 

(ⅴ) 火気作業養生材に関する事項（不

燃シートの使用等） 

(ⅵ) 仮設ケーブル（電工ドラム含む）

の使用制限 

(ⅶ) 火気作業に関する教育 

ⅻ．火災及び爆発の発生を防止するため

に，化学薬品の取扱い及び保管に係る手

順をあらかじめ整備し，的確に実施す

る。◇9  

xⅲ．火災防護に必要な設備は，機能を

維持するため，適切な保守管理及び点検

を実施するとともに，必要に応じ修理を

行う。◇9  

xⅳ．火災時の消火活動に必要となる防

火服，空気呼吸器の資機材の点検及び配

備に係る手順をあらかじめ整備し，的確

に実施する。◇9  

xⅴ．火災時の消火活動のため，大型化

学高所放水車，消防ポンプ付水槽車及び

化学粉末消防車を配備する。◇9  

xⅵ．火災区域及び火災区画の変更並び

に設備改造及び増設を行う場合は，内部
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（54 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災影響評価への影響を確認し，評価結

果に影響がある場合は，ＭＯＸ燃料加工

施設内の火災及び爆発によっても，安全

上重要な施設の安全機能が喪失しないよ

う設計変更及び管理を行う。◇9  

xⅶ．火災区域又は火災区画の隔壁等の

設計変更に当たっては，ＭＯＸ燃料加工

施設内の火災及び爆発によっても，火災

防護上の系統分離対策を講じるグローブ

ボックス排風機及びその支援機能である

非常用発電機の作動が要求される場合に

は，火災及び爆発による影響を考慮して

も，多重化された双方が同時に機能を失

うことなく，ＭＯＸ燃料加工施設の安全

機能が確保できることを火災影響評価に

より確認する。◇9  

xⅷ．運転員に対して，ＭＯＸ燃料加工

施設に設置する安重機能を有する機器等

を火災及び爆発から防護することを目的

として，火災及び爆発から防護すべき系

統及び機器，火災及び爆発の発生防止，

火災の感知及び消火並びに火災及び爆発

の影響軽減に関する教育を定期的に実施

する。◇9  

(ⅰ) 火災区域及び火災区画の設定 

(ⅱ) 火災及び爆発から防護すべき安重

機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵

等の機器等 

(ⅲ) 火災及び爆発の発生防止対策 

(ⅳ) 火災感知設備 

(ⅴ) 消火設備 

(ⅵ) 火災及び爆発の影響軽減対策 

(ⅶ) 火災影響評価 

xⅸ．ＭＯＸ燃料加工施設を火災及び爆

発から防護することを目的として，消火

器及び水による消火活動について，要員

による消防訓練，消火班による総合的な

訓練及び運転員による消火活動の訓練を

定期的に実施する。◇9  

 

 

 

④ 火災等による損傷の防止 

（火災等による損傷の防止） 

第五条 安全機能を有する施設は、火災

又は爆発により加工施設の安全性が損な

われないよう、火災及び爆発の発生を防

止することができ、かつ、消火を行う設

備（以下「消火設備」といい、安全機能

を有する施設に属するものに限る。）及

び早期に火災発生を感知する設備（以下

「火災感知設備」という。）並びに火災

及び爆発の影響を軽減する機能を有する
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（55 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ものでなければならない。 

２ 消火設備（安全機能を有する施設に

属するものに限る。）は、破損、誤作動

又は誤操作が起きた場合においても安全

上重要な施設の安全機能を損なわないも

のでなければならない。 

 

適合のための設計方針 

ＭＯＸ燃料加工施設における安全機能を

有する施設は，火災又は爆発により，Ｍ

ＯＸ燃料加工施設の安全性を損なわない

設計とする。◇1  

火災及び爆発の発生を防止することがで

き，かつ，消火を行う設備及び早期に火

災発生を感知する設備並びに火災及び爆

発の影響を軽減する機能を有するものの

設計に当たっては，NFPA801 の要求を参考

とした設計とする。具体的には，火災防

護審査基準を参考として火災防護対策を

講ずる設計とする。◇1  

第１項について 

安全機能を有する施設の火災防護対策に

当たっては，事業許可基準規則の要求を

受け，火災及び爆発の発生を防止し，早

期に火災発生を感知し消火を行い，か

つ，火災及び爆発の影響を軽減するため

に，以下の対策を講ずる。◇1  

ａ．建物は，建築基準法等関係法令で定

める耐火構造又は不燃性材料で造られた

設計とする。◇1  

ｂ．核燃料物質を取り扱うグローブボッ

クス等の閉じ込め機能を有する設備・機

器は，不燃性材料又は難燃性材料を使用

する設計とする。◇1  

ｃ．有機溶媒等可燃性の物質又は水素ガ

ス等爆発性の物質を使用する設備・機器

は，火災及び爆発の発生を防止するた

め，不燃性容器への保管，可燃性物質及

び爆発性物質の漏えい防止対策，異常な

温度上昇の防止対策，空気混入防止対策

及び熱的制限値を超えない設計とする。

◇1  

ｄ．火災の拡大を防止するために，適切

な火災感知設備，警報設備及び消火設備

を設けるとともに，火災及び爆発による

影響の軽減のために適切な対策を講ずる

設計とする。◇1  

ｅ．火災又は爆発が発生しても臨界防

止，閉じ込め等の機能を適切に維持でき

る設計とする。◇1  

また，火災又は爆発により設備・機器の

一部の機能が損なわれることがあって

も，ＭＯＸ燃料加工施設全体としては，
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（56 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公衆に対し過度の放射線被ばくを及ぼす

ことのないよう，臨界防止，閉じ込め等

の機能を確保する設計とする。◇1  

ｆ．安全機能を有する施設のうち，安全

評価上その機能を期待する構築物，系統

及び機器を漏れなく抽出する観点から，

安重機能を有する機器等を設置する区域

に対し，火災区域及び火災区画を設定す

る。◇1  

また，上記以外に係る放射性物質の貯蔵

又は閉じ込め機能を有する構築物，系統

及び機器（以下「放射性物質貯蔵等の機

器等」という。）を設置する区域につい

ても，火災区域に設定する。◇1  

設定する火災区域及び火災区画に対し

て，火災の発生防止，火災の早期感知及

び消火並びに火災の影響軽減のそれぞれ

を考慮した火災防護対策を講ずる設計と

する。◇1  

ｇ．安全機能を有する施設は，その安全

機能の重要度に応じて機能を確保する。

安全上重要な施設のうち火災防護上の系

統分離対策を講じる設備となるグローブ

ボックス排風機及びその機能維持に必要

な支援機能である非常用所内電源設備に

対しては，以下の(ａ)から(ｃ)の通り系

統分離対策を講ずる設計とする。◇1  

(ａ) 互いに相違する系列間が３時間以

上の耐火能力を有する隔壁等で分離する

こと。◇1  

(ｂ) 互いに相違する系列間の水平距離

が６ｍ以上あり，かつ，火災感知設備及

び自動消火設備を当該火災区域又は火災

区画に設置すること。この場合，水平距

離間には仮置きするものを含め可燃性物

質が存在しないこと。◇1  

(ｃ) 互いに相違する系列間を１時間の

耐火能力を有する隔壁等で分離し，か

つ，火災感知設備及び自動消火設備を当

該火災区画に設置すること。◇1  

ｈ．各火災区域又は火災区画における安

全上重要な施設への火災防護対策の妥当

性を内部火災影響評価ガイドを参考に評

価し，安全上重要な施設へ火災による影

響を及ぼすおそれがないことを確認す

る。◇1  

ｉ．ＭＯＸ燃料加工施設を対象とした火

災防護対策を実施するため，火災防護計

画を策定する。◇1  

第２項について 

消火設備の破損，誤作動又は誤操作が発

生した場合のほか，早期に火災を感知す

る設備の破損，誤作動又は誤操作が起き

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

305



添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（57 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 火災防護設備 

① 構造 

ａ．安全機能を有する施設に対する火災

防護設備及び重大事故等対処施設に対す

る火災防護設備 

火災防護設備は，安全機能を有する施設

に対する火災防護設備及び重大事故等対

処施設に対する火災防護設備で構成す

る。 

DB 火①～③a1 

安全機能を有する施設を火災から防護す

るための火災防護設備は，火災発生防止

設備，火災感知設備，消火設備及び火災

影響軽減設備で構成する。 

DB 火①～③a1 

また，重大事故等対処施設を火災から

防護するための火災防護設備は，火災発

生防止設備，火災感知設備及び消火設備

で構成する。□4  

 

 

 

 

 

たことにより消火設備が作動した場合に

おいても，安全上重要な施設の安全機能

を損なわないよう以下の設計とする。◇1  

ａ．安全上重要な施設のグローブボック

ス内で発生する火災に対しては，臨界管

理の観点から，ガス又は粉末系の消火剤

を使用する設計とする。◇1  

グローブボックス内への消火剤放出に伴

う圧力上昇により，グローブボックスの

閉じ込め機能を損なわない設計とする。

◇1  

ｂ．安全上重要な施設のグローブボック

ス外で発生する火災に対しては，グロー

ブボックス外への消火剤放出に伴う圧力

上昇により，グローブボックスの閉じ込

め機能を損なわない設計とする。◇1  

ｃ．非常用発電機は，二酸化炭素消火装

置の破損，誤作動又は誤操作により流出

する二酸化炭素の影響で，運転中の非常

用発電機が給気不足を引き起こさないよ

うに，外気より給気を行う設計とする。

◇1  

ｄ．電気絶縁性が大きい固定式のガス消

火装置(不活性ガス消火装置)を設置する

ことにより，設備の破損，誤作動又は誤

操作により消火剤が放出されても，電気

及び機械設備に影響を与えない設計とす

る。◇1  

 

ト．その他の加工設備の附属施設 

(イ)非常用設備 

(１) 火災防護設備 

火災防護設備は，安全機能を有する施設

に対する火災防護設備及び重大事故等対

処施設に対する火災防護設備で構成す

る。◇1  

① 安全機能を有する施設に対する火災

防護設備 

ａ．概要 

ＭＯＸ燃料加工施設内の火災区域及び火

災区画に設置する安全機能を有する施設

を火災及び爆発から防護することを目的

として，火災及び爆発の発生防止，火災

の早期感知及び消火並びに火災及び爆発

の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防

護対策を講ずる。◇1  

火災及び爆発の発生防止については，Ｍ

ＯＸ燃料加工施設で取り扱う化学薬品等

のうち，可燃性物質若しくは熱的に不安

定な物質を使用する系統及び機器に対す

る着火源の排除，異常な温度上昇の防止

対策，可燃性物質の漏えい防止対策，空

気の混入防止対策を講ずる設計とすると

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●：感知に関する仕様

については「火災及び

爆発に係わる説明書」

に記載する。(後次回

申請で示す。) 

●：消火に関する仕様

については「火災及び

爆発に係わる説明書」

に記載する。(後次回

申請で示す。) 

 

 

 

 

306



添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（58 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ともに，熱的制限値を設ける設計とす

る。◇1  

発火性物質又は引火性物質を内包する設

備及びこれらの設備を設置する火災区域

又は火災区画に対する火災及び爆発の発

生防止対策を講ずるとともに，可燃性の

蒸気又は可燃性の微粉に対する対策，発

火源に対する対策，水素に対する換気，

漏えい検出対策及び接地対策，電気系統

の過電流による過熱及び焼損の防止対策

等を行う。◇1  

火災の感知及び消火については，安全機

能を有する施設に対して，早期の火災感

知及び消火を行うための火災感知設備及

び消火設備を設置する。◇1  

火災感知設備及び消火設備は，想定する

自然現象に対して当該機能が維持され，

かつ，安全機能を有する施設は，消火設

備の破損，誤動作又は誤操作によって安

全機能を失うことのないように設置す

る。◇1  

また，安全上重要な施設の相互の系統分

離を行うために設ける火災区域及び火災

区画に設置する消火設備は，系統分離に

応じた独立性を備えるよう設置する。◇1  

火災影響軽減設備は，火災及び爆発の影

響を軽減する設備である。◇1  

火災及び爆発の影響軽減については，安

全機能を有する施設の重要度に応じ，そ

れらを設置する火災区域又は火災区画の

火災及び爆発並びに隣接する火災区域又

は火災区画における火災及び爆発による

影響を軽減するため，系統分離等を行

う。◇1  

また，火災及び爆発の影響軽減のための

対策を前提とし，設備等の設置状況を踏

まえた可燃性物質の量等を基に，ＭＯＸ

燃料加工施設内の火災及び爆発に対して

も，安全上重要な施設の安全機能に影響

がないことを，火災影響評価により確認

する。◇1  

消火設備の一部は，再処理施設及び廃棄

物管理施設と共用し，火災影響軽減設備

の一部は，再処理施設と共用する。◇1  

火災感知設備系統概要図を添５第 38 図

に示す。 

ｂ．設計方針 

ＭＯＸ燃料加工施設内の火災区域及び火

災区画に設置する安全機能を有する施設

を火災及び爆発から防護することを目的

として，火災及び爆発の発生防止，火災

の感知及び消火並びに火災及び爆発の影

響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（59 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火①k1（消火設備の再処理施

設及び廃棄物管理施設との共

用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.4 設備の共用 

消火設備のうち，消火用水を供給する電

動機駆動消火ポンプ，ディーゼル駆動消

火ポンプ，圧力調整用消火ポンプ，消火

用水貯槽及びろ過水貯槽は，再処理施設

及び廃棄物管理施設と共用するが，再処

理施設又は廃棄物管理施設へ消火用水を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災感知設備は，固有の信号を発するア

ナログ式の煙感知器及びアナログ式の熱

感知器を組み合わせて設置することを基

本とするが，各火災区域又は火災区画に

おける放射線，取付面高さ，温度，湿

度，空気流等の環境条件や火災の性質を

考慮し，上記の設置が適切でない場合に

おいては，非アナログ式の火災感知器の

中から２つの異なる種類の感知器を設置

する。また，中央監視室で常時監視可能

な火災受信機を設置 

する。□1  

グローブボックス内に設置する火災感知

設備は，火災源の位置等を考慮した上

で，早期感知ができ，また，動作原理の

異なる２種類の熱感知器を組み合わせて

設置する。また，中央監視室で常時監視

可能な監視制御盤を設置する。 

消火設備は，破損，誤作動又は誤操作に

より，安全上重要な施設の安全機能及び

グローブボックスの閉じ込め機能を損な

わない設計とし，火災発生時の煙の充満

又は放射線の影響により消火活動が困難

である火災区域又は火災区画であるかを

考慮し，固定式のガス消火装置等を設置

する。□1  

 

 

 

 

 

 

 

消火設備のうち，消火用水を供給する

消火水供給設備は，再処理施設及び廃棄

物管理施設と共用する。 

DB 火①k1 

また，ＭＯＸ燃料加工施設境界の扉に

ついては，火災区域設定のため，火災影

響軽減設備とする設計とし，再処理施設

と共用する。 

策を講ずる。◇1  

(ａ) 火災及び爆発の発生防止 

火災及び爆発の発生防止については，発

火性又は引火性物質を内包する設備及び

これらの設備を設置する火災区域又は火

災区画に対する火災及び爆発の発生防止

対策を講ずるほか，可燃性の蒸気又は可

燃性の微粉に対する対策，発火源への対

策，水素に対する換気，電気系統の過電

流による過熱及び焼損の防止対策を講ず

る設計とする。◇1  

(ｂ) 火災の感知及び消火 

火災感知設備及び消火設備は，安全機能

を有する施設に対して，早期の火災感知

及び消火を行うよう設置する設計とす

る。◇1  

火災感知設備は，安重機能を有する機器

等及び放射性物質貯蔵等の機器等を設置

する火災区域又は火災区画に，固有の信

号を発する異なる種類の火災感知器を組

み合わせて設ける設計とする。◇1  

消火設備は，安重機能を有する機器等及

び放射性物質貯蔵等の機器等を設置する

火災区域又は火災区画のうち，煙の充満

又は放射線の影響により消火困難となる

ところには，自動又は制御室等からの手

動操作による固定式のガス消火装置を設

置する設計とする。◇1  

消火設備は，破損，誤作動又は誤操作に

より，安全上重要な施設の安全機能及び

放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を損

なわない設計とする。◇1  

また，ＭＯＸ燃料加工施設では，臨界管

理の観点から可能な限り水を排除する設

計とする。◇1  

(ｃ) 火災及び爆発の影響軽減 

火災及び爆発並びに隣接する火災区域又

は火災区画における火災及び爆発による

影響に対し，火災及び爆発の影響軽減対

策を行う。◇1  

(ｄ) 消火用水貯槽に貯留している消火

用水を供給する消火水供給設備は，再処

理施設及び廃棄物管理施設と共用する。

◇1  

 

再処理施設及び廃棄物管理施設と共用す

る消火水供給設備は，再処理施設又は廃

棄物管理施設へ消火水を供給した場合に

おいてもＭＯＸ燃料加工施設で必要な容

量を確保する設計とし，消火水供給設備

においては，故障その他の異常が発生し

た場合でも，消火水の供給が停止した場

合でも，安重機能を有する機器等を設置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 
施設特有の記載のた

め発電炉には記載が

ない。 
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（60 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火①k2（火災影響軽減設備の

再処理施設との共用） 

供給した場合においてもＭＯＸ燃料加工

施設で必要な容量を確保する設計とし，

消火水供給設備においては，故障その他

の異常が発生した場合でも，消火水の供

給が停止した場合でも，安重機能を有す

る機器等を設置する火災区域に対して消

火水を用いない消火手段を設けること，

燃料加工建屋及び周辺部の火災について

は，外部火災影響評価で外部火災防護対

象施設の安全機能を損なわない設計とす

ることで，共用によってＭＯＸ燃料加工

施設の安全性を損なわない設計とする。 

DB 火①k1 

また，ＭＯＸ燃料加工施設とウラン・

プルトニウム混合酸化物貯蔵施設の境界

の扉(再処理施設と共用，ＭＯＸ燃料加工

施設に設置)については，火災区域設定の

ため，火災影響軽減設備として十分な耐

火能力を有する設計とすることで，共用

によってＭＯＸ燃料加工施設の安全性を

損なわない設計とする。 

DB 火①k2 

 

再処理施設と共用する火災防護設備は，

共用によってＭＯＸ燃料加工施設の安全

性を損なわない設計とする。 

DB 火①k2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する火災区域に対して消火水を用いない

消火手段を設けることから，安重機能を

有する機器等の安全機能に影響はない。

また，燃料加工建屋及び周辺部の火災に

ついては，外部火災影響評価で外部火災

防護対象施設の安全機能を損なわない設

計とすることで，共用によってＭＯＸ燃

料加工施設の安全性を損なわない設計と

する。 

DB 火①k1 

また，ＭＯＸ燃料加工施設とウラン・プ

ルトニウム混合酸化物貯蔵施設の境界の

扉については，火災区域設定のため，火

災影響軽減設備とする設計とし，再処理

施設と共用する。 

火災影響軽減設備は，ＭＯＸ燃料加工施

設における火災又は爆発の発生を想定し

ても，影響を軽減できるよう十分な耐火

能力を有する設計とすることで，共用に

よって再処理施設の安全性を損なわない

設計とする。 

DB 火①k2 

ｃ．主要設備の仕様 

(ａ) 火災発生防止設備◇1  

水素漏えい検知装置   １式 

(ｂ) 火災感知設備◇1  

火災感知設備の火災感知器の組合せを添

５第 38 表に示す。 

(ｃ) 消火設備◇1  

消火設備の主要設備の仕様を添５第 39

表に示す。 

(ｄ) 火災影響軽減設備◇1  

延焼防止ダンパ(ダンパ作動回路を含

む。)   １式 

防火ダンパ(３時間耐火性能を有するも

のに限る)   １式 

防火シャッタ   １式 

防火扉   １式 

ｄ．主要設備 

(ａ) 火災発生防止設備◇1  

火災発生防止設備である水素ガス漏えい

検知器は，蓄電池室の上部に設置し，水

素の燃焼限界濃度である４vol％の４分の

１以下で中央監視室に警報を発する設計

とする。 

また，水素・アルゴン混合ガスを内包す

る焼結炉等の系統及び機器を設置する火

災区域に水素ガス漏えい検知器を設置

し，中央監視室等に警報を発する設計と

する。 

(ｂ) 火災感知設備◇1  

火災感知設備は，固有の信号を発する異

なる種類の感知器及び受信器盤により構

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基③⑤ 

【手段：評価】 
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（61 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成する。火災感知設備の火災感知器は，

安重機能を有する機器等及び放射性物質

の貯蔵等の機器等を設置する火災区域又

は火災区画並びにグローブボックス内に

おける放射線，取付面高さ，温度，湿

度，空気流等の環境条件等，予想される

火災の性質を考慮して，火災感知器を設

置する火災区域又は火災区画の安全機能

を有する構築物，系統及び機器の種類に

応じ，火災を早期に感知できるよう，固

有の信号を発するアナログ式の煙感知器

及びアナログ式の熱感知器の異なる種類

の感知器を組み合わせて設置する設計と

する。◇1  

ただし，放射線の影響を考慮する場所に

設置する火災感知器については，非アナ

ログ式を設置する設計とする。◇1  

グローブボックス内は，主要な工程で核

燃料物質を非密封で取り扱うという特徴

があり，ＭＯＸ粉末やレーザ光による誤

作動や内装機器及び架台が障壁となるこ

とにより，煙感知器及び炎感知器並びに

サーモカメラでは火災を感知できないお

それや半導体を有しているため，放射線

影響による故障が考えられることから，

火災源の位置等を考慮した上で，早期感

知ができ，また，動作原理が異なる２種

類の熱感知器を組み合わせて設置する設

計とする。◇1  

非アナログ式の火災感知器の設置に当た

っては，誤作動防止対策のため，周囲温

度を考慮した作動温度を設定する設計と

する又は周囲温度が高温とならない措置

を講ずる。◇1  

よって，非アナログ式の火災感知器を採

用してもアナログ式の火災感知器と同等

以上の性能を確保することが可能であ

る。◇1  

ⅰ．屋内の火災区域又は火災区画 

屋内に設置する火災区域又は火災区画

は，アナログ式の熱感知器及びアナログ

式の煙感知器を組み合せて設置する設計

とする。◇1  

なお，天井が高く大空間となっている屋

内に設置する火災感知器は，消防法に基

づき設置できる熱感知器が差動式分布型

熱感知器に限定され，アナログ式の煙感

知器及び炎感知器を組み合わせて設置す

ることが適さないことから，一方は非ア

ナログ式の熱感知器（差動式分布型熱感

知器）を設置する設計とする。◇1  

ⅱ．高線量区域 

高線量区域は，放射線の影響を考慮する
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（62 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要があるため，半導体の使用が少なく

放射線の影響を受けにくいと考えられる

非アナログ式の煙感知器及び非アナログ

式の熱感知器を設置する設計とする。◇1  

ⅲ．蓄電池室 

蓄電池室は換気設備により清浄な状態に

保つこと及び水素ガス漏えい検知器によ

り爆発性雰囲気とならないことを監視す

るものの，腐食性ガスの発生により火災

感知器が故障し，誤作動することにより

固定式のガス消火装置が誤作動するおそ

れを考慮し，１台は非アナログ式の耐酸

性仕様の火災感知器とし，通常のアナロ

グ式の火災感知器を組み合わせて設置す

る設計とする。◇1  

ⅳ．グローブボックス内 

グローブボックス内は放射線の影響を考

慮する必要があるため，高線量区域と同

様に半導体の使用が少なく放射線の影響

を受けにくいと考えられる非アナログ式

を設置する設計とする。◇1  

熱感知器の組合せとしては，白金測温抵

抗体（温度異常（60℃以上）を感知）及

びグローブボックス全体の温度上昇を感

知できる熱電対式の差動式分布型熱感知

器（温度上昇異常（15℃/min 以上）を感

知）を設置する設計とする。◇1  

このため，白金測温抵抗体は，火災によ

る熱が集中しやすいグローブボックスの

排気口付近に設置し，差動式分布型熱感

知器は，火災による熱が集中しやすいグ

ローブボックスの天井に設置することに

より，早期に火災を感知できる設計とす

る。◇1  

なお，差動式分布型熱感知器は一般的に

大空間に設置され，熱による温度上昇を

感知するものであるが，グローブボック

ス内は，部屋に比べて容積が小さいこと

から十分感知が可能である。◇1  

安全上重要な施設のグローブボックスの

うち，潤滑油を内包する機器がある場合

は，その近傍に，白金測温抵抗体を設置

することで，早期に火災を感知する設計

とする。白金測温抵抗体又は差動式分布

型熱感知器のいずれか１つが感知した場

合に，火災感知信号を発信する設計とす

る。◇1  

(ｃ) 消火設備 

消火設備は，消火水供給設備，消火栓設

備，固定式のガス消火装置，消火器，防

火水槽，ピストンダンパ，避圧エリア形

成用自動閉止ダンパ(ダンパ作動回路を含

む)及び連結散水装置で構成する。◇1  
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（63 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固定式のガス消火装置は，ＭＯＸ燃料加

工施設の安重機能を有する機器等及び放

射性物質貯蔵等の機器等を設置する火災

区域，溢水の発生防止を考慮する火災区

域又は火災区画の火災を早期に消火する

ために，消火が必要となるすべての火災

区域又は火災区画に対して消火を行うこ

とが可能なように設置する設計とする。

◇1  

火災区域又は火災区画に設置する屋内消

火栓及び屋外消火栓は，火災区域の消火

活動（安重機能を有する機器等及び放射

性物質貯蔵等の機器等を設置する火災区

域を除く）に対処できるよう，消防法施

行令第十一条（屋内消火栓設備に関する

基準）及び第十九条（屋外消火栓設備に

関する基準）に準拠し配置することによ

り，消火栓により消火を行う必要のある

すべての火災区域又は火災区画（安重機

能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等

の機器等を設置する火災区域を除く）に

おける消火活動に対処できるように配置

する設計とする。屋内消火栓の使用に当

たっては，安重機能を有する機器等及び

放射性物質貯蔵等の機器等の安全機能へ

の影響を考慮する設計とする。◇1  

また，その他の消火設備は，火災発生時

の煙の充満又は放射線の影響による消火

活動が困難な火災区域又は火災区画であ

るかを考慮し，以下のとおり設置する。

◇1  

上記以外の火災区域又は火災区画につい

ては，消防法又は建築基準法に基づく消

火設備で消火する設計とする。◇1  

消火設備の一部は，再処理施設及び廃棄

物管理施設と共用する。◇1  

ⅰ．安重機能を有する機器等を設置する

区域のうち消火困難となる区域の消火設

備 

ＭＯＸ燃料加工施設の安重機能を有する

機器等を設置する火災区域又は火災区画

のうち，煙又は放射線の影響により消火

困難となる箇所については以下のとおり

固定式のガス消火装置を設置することに

より，消火活動を可能とする。◇1  

(ⅰ) 多量の可燃性物質を取り扱う火災

区域又は火災区画 

危険物の規制に関する政令に規定される

著しく消火困難な製造所等に該当する場

所は，引火性液体を取り扱うことから火

災時の燃焼速度も速く，煙の発生により

人が立ち入り消火活動を実施することが

困難な区域となることから，固定式のガ
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火災及び爆発の影響軽減の機能を有する

ものとして，安重機能を有する機器等及

び放射性物質貯蔵等の機器等を設置する

火災区域又は火災区画及び隣接する火災

区域又は火災区画の火災及び爆発による

影響を軽減するため，火災耐久試験で確

認した３時間以上の耐火能力を有する耐

火壁又は１時間以上の耐火能力を有する

隔壁等を設置する。□1  

 

 

 

 

 

 

ス消火設備を設置する。◇1  

なお，本エリアについては，取り扱う物

質を考慮し，金属などの不燃性材料で構

成する安重機能を有する機器等について

も，万一の火災影響を想定し，固定式の

ガス消火装置を設置する。◇1  

(ⅱ) 可燃性物質を取扱い構造上消火困

難となる火災区域又は火災区画 

(ⅱ)-１ 中央監視室等床下 

ＭＯＸ燃料加工施設における中央監視室

等の床下は，多量のケーブルが存在する

ため，消火が困難となるおそれを考慮

し，固定式のガス消火設備を設置する。

◇1  

中央監視室には運転員が駐在することを

考慮し，人体に影響を与えない消火剤及

び消火方法を選定する。◇1  

(ⅲ) 安全上重要な電気品室となる火災

区域又は火災区画 

電気品室は電気ケーブルが密集してお

り，万一の火災を想定した場合，多量の

煙の発生の影響を考慮し，固定式のガス

消火装置を設置する。◇1  

ⅱ．放射性物質貯蔵等の機器等を設置す

る区域のうち消火困難となる区域の消火

活動 

放射性物質貯蔵等の機器等を設置する火

災区域のうち，危険物の規制に関する政

令に規定される著しく消火困難な製造所

等に該当する場所は，引火性液体を取り

扱うことから火災時の燃焼速度も速く，

煙の発生により人が立ち入り消火活動を

実施することが困難な区域となることか

ら，固定式のガス消火装置を設置し，早

期消火ができる設計とする。◇1  

上記以外の火災区域又は火災区画につい

ては，消防法又は建築基準法に基づく消

火設備で消火する設計とする。◇1  

(ｄ) 火災影響軽減設備 

ＭＯＸ燃料加工施設の安重機能を有する

機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等を

設置する火災区域又は火災区画内の火災

及び爆発並びに隣接する火災区域又は火

災区画の火災及び爆発による影響に対

し，以下に記す火災及び爆発の影響軽減

のための対策を講ずる設計とする。◇1  

ⅰ．安全上重要な施設の火災区域の分離 

ＭＯＸ燃料加工施設の安重機能を有する

機器等を設置する火災区域は，他の火災

区域と隣接する場合は３時間以上の耐火

能力を火災耐久試験により確認された耐

火壁によって他の区域と分離する設計と

する。◇1  
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安全上重要な施設のグローブボックス内

で発生する火災に対して，消火ガスの放

出時には，グローブボックス排気設備を

用いて，グローブボックス内の負圧を維

持しながら，排気フィルタを介して消火

ガスの排気を行うことで，排気経路以外

から放射性物質の放出を防止する設計と

する。◇1  

そのため，グローブボックス排風機の運

転がグローブボックス消火装置の起動条

件となるようインターロックを設ける設

計とする。◇1  

さらに，消火ガス放出後は，延焼防止ダ

ンパを自動で閉止する設計とする。◇1  

火災区域境界を形成するに当たり，延焼

防止ダンパからコンクリート壁までの間

にある換気ダクトについては，1.5mm 以上

の鋼板ダクトを採用することにより，３

時間耐火境界を形成し，他の火災区域及

び火災区画に対する遮炎性能を有する設

計とする。火災により発生したガスは排

気ダクトを経由し排気することで，他の

火災区域及び火災区画に熱的影響を及ぼ

すおそれがない設計とする。◇1  

また，火災区域又は火災区画のファンネ

ルには，他の火災区域又は火災区画から

の煙の流入防止を目的として，煙等流入

防止対策を講ずる設計とする。◇1  

ＭＯＸ燃料加工施設とウラン・プルトニ

ウム混合酸化物貯蔵施設の境界の扉につ

いては，火災区域設定のため，火災影響

軽減設備として再処理施設と共用する。

◇1  

共用する火災影響軽減設備は，再処理施

設における火災又は爆発の発生を想定し

ても，影響を軽減できるよう十分な耐火

能力を有する設計とすることで，共用に

よってＭＯＸ燃料加工施設の安全性を損

なわない設計とする。◇1  

ⅱ．火災防護上の火災及び爆発の影響軽

減のための対策を実施する設備 

ＭＯＸ燃料加工施設における安全上重要

な施設の中でも，火災防護上の系統分離

対策が必要な機器及び当該機器を駆動又

は制御するケーブルに対し，以下のいず

れかの系統分離対策を講ずる設計とす

る。◇1  

また，火災防護上の系統分離対象のケー

ブルの系統分離においては，火災防護上

の系統分離対象のケーブルと同じトレイ

等に敷設する等により，火災防護上の系

統分離対象のケーブルの系統と関連する

こととなる火災防護上の系統分離対象の
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ケーブル以外のケーブルも当該系統に含

め，他系統との分離を行うため，以下の

設計とする。◇1  

(ⅰ) ３時間以上の耐火能力を有する隔

壁等による分離 

系統分離し配置している火災防護上の系

統分離対策を講じる安重機能を有する機

器等は，火災耐久試験により３時間以上

の耐火能力を確認した耐火壁で系統間を

分離する設計とする。◇1  

(ⅱ) 水平距離６ｍ以上の離隔距離の確

保，火災感知設備及び自動消火設備の設

置による分離 

互いに相違する系列の火災防護上の系統

分離対策を講じる設備は，水平距離間に

は仮置きするものを含め可燃性物質が存

在しないようにし，系列間を６ｍ以上の

離隔距離により分離する設計とし，か

つ，火災感知設備及び自動消火設備を設

置することで系統間を分離する設計とす

る。◇1  

(ⅲ) １時間耐火隔壁による分離，火災

感知設備及び自動消火設備の設置による

分離 

互いに相違する系列の火災防護上の系統

分離対策を講じる設備を１時間の耐火能

力を有する隔壁で分離し，かつ，火災感

知設備及び自動消火設備を設置すること

で系統間を分離する設計とする。◇1  

ｅ．試験・検査 

(ａ) 火災感知設備 

火災感知設備は，その機能を確認するた

め定期的な試験及び検査を行う。◇1  

ⅰ．自動試験機能又は遠隔試験機能を有

する火災感知器は，火災感知の機能に異

常がないことを確認するため，定期的に

自動試験又は遠隔試験を実施する。◇1  

ⅱ．自動試験機能又は遠隔試験機能を持

たない火災感知器は，火災感知器の機能

に異常がないことを確認するため，消防

法施行規則に基づく煙等の火災を模擬し

た試験等を定期的に実施する。◇1  

ⅲ．グローブボックス内の火災感知設備

については，以下の試験を実施する。◇1  

(ⅰ) 白金測温抵抗体 

(ⅰ)-１ 健全性確認 

抵抗値を測定し，温度に相当する抵抗で

あることを確認する。◇1  

(ⅰ)-２ 動作確認 

模擬抵抗を接続し，温度指示，温度異常

表示，ブザー吹鳴が適切であることを確

認する。◇1  

(ⅱ) 差動式分布型熱感知器 
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(ⅱ)-１ 健全性確認 

メータリレー試験器を接続し，抵抗値を

測定し，正常であることを確認する。◇1  

(ⅱ)-２ 動作確認 

自動試験機能のない火災感知器は，機能

に異常がないことを確認するために，煙

等の火災を模擬した試験を定期的に実施

する。◇1  

(ｂ) 消火設備 

消火設備は，その機能を確認するため定

期的な試験及び検査を行う。◇1  

ｆ．評価 

(ａ) 火災発生防止設備は，水素・アル

ゴン混合ガスを取り扱う又は水素ガスが

発生するおそれのある火災区域又は火災

区画に対し，水素ガス漏えい検知器を適

切に配置し，水素の燃焼濃度を十分に下

回る濃度で検出できる設計とするため，

火災又は爆発の発生を防止することがで

きる。◇1  

(ｂ) 火災感知設備は，安全機能を有す

る施設に適切に配置する設計とするの

で，火災発生時には中央監視室に火災信

号を表示することができる。◇1  

火災の発生するおそれがある安重機能を

有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機

器等を設置する火災区域又は火災区画に

は，固有の信号を発する異なる種類の火

災感知器を組み合わせて設ける設計とす

るため，火災を早期に感知することがで

きる。◇1  

(ｃ) 消火設備は，安全機能を有する施

設に適切に配置する設計とするため，火

災発生時には消火を行うことができると

ともに，消火設備の破損，誤作動又は誤

操作により，安全上重要な施設の安全機

能及び放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機

能を損なうことがない。◇1  

(ｄ) 火災影響軽減設備は，３時間以上

の耐火能力を有する耐火壁をＭＯＸ燃料

加工施設内に適切に配置する設計とする

ため，火災及び爆発時には火災及び爆発

の影響を軽減することができる。◇1  

(ｅ) 火災感知設備及び消火設備は，そ

の停止時に試験及び検査をする設計とす

るため，定期的に試験及び検査ができ

る。◇1  

(ｆ) 再処理施設及び廃棄物管理施設と

共用する消火水供給設備は，再処理施設

又は廃棄物管理施設へ消火水を供給した

場合においてもＭＯＸ燃料加工施設で必

要な容量を確保する設計とし，消火水の

供給が停止した場合でも，安重機能を有

316



添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（68 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ．加工設備本体の構造及び設備 

(ハ)成形施設 

(２) 主要な設備及び機器の種類及び個

数 

①原料粉末受入工程 

ｄ．グローブボックス負圧・温度監視設

備 

(ａ) 個数 

１式□1  

②粉末調整工程 

ｇ．グローブボックス負圧・温度監視設

備 

(ａ) 個数 

１式□1  

③ペレット加工工程 

ｆ．グローブボックス負圧・温度監視設

備 

(ａ) 個数 

１式□1  

 

(４)主要な核的及び熱的制限値 

② 熱的制限値 

核燃料物質を加熱する設備の熱的制限値

を以下のとおり設定する。□1  

 

(ニ)被覆施設 

(２) 主要な設備及び機器の種類及び個

数 

ｈ．グローブボックス負圧・温度監視設

備 

(ａ) 個数 

１式□1  

 

ニ．核燃料物質の貯蔵施設の構造及び設

備 

(ロ) 主要な設備及び機器の種類及び個数 

(１) 貯蔵施設 

⑩グローブボックス負圧・温度監視設備 

する機器等を設置する火災区域に対して

消火水を用いない消火手段を設けること

から，安重機能を有する機器等の安全機

能に影響はない。また，燃料加工建屋及

び周辺部の火災については，外部火災影

響評価で外部火災防護対象施設の安全機

能を損なわない設計とすることで，共用

によってＭＯＸ燃料加工施設の安全性を

損なわない設計とする。◇1  

 

 

 

ハ．加工設備本体 

(イ) 成形施設 

(１) 原料粉末受入工程 

② 設計方針 

ｄ．火災及び爆発の防止 

原料粉末受入工程の設備は，可能な限

り不燃性材料又は難燃性材料を使用する

設計とする。◇1  

③ 主要設備の仕様 

原料粉末受入工程は，貯蔵容器受入設

備，ウラン受入設備及び原料粉末受払設

備で構成する。また，グローブボックス

負圧・温度監視設備を設ける。◇1  

④ 系統構成及び主要設備 

ｄ．グローブボックス負圧・温度監視設

備 

グローブボックス負圧・温度監視設備

は，安全上重要な施設以外のグローブボ

ックス内及びオープンポートボックス内

の火災を感知し警報を発する設計とす

る。また，安全上重要な施設以外のグロ

ーブボックス内の消火のため，消火設備

のグローブボックス消火装置に信号を発

する設計とする。◇1  

⑤ 評価 

ｄ．火災及び爆発の防止 

原料粉末受入工程の設備は，可能な限

り不燃性材料又は難燃性材 

料を使用することにより，火災を防止す

ることができる。◇1  

⑥ 原料粉末受入工程の主要設備の仕様 

ｄ．グローブボックス負圧・温度監視設

備 

(ａ) 個数 

１式◇1  

 

(２) 粉末調整工程 

② 設計方針 

ｄ．火災及び爆発の防止 

粉末調整工程の設備は，可能な限り不

燃性材料又は難燃性材料を使用する設計
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（69 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
(ａ) 個数 

１式□1  

 

(ロ)液体廃棄物の廃棄設備 

(１) 構造 

①概要 

ｂ．主要な設備及び機器の種類及び個数 

(ｃ) グローブボックス負圧・温度監視設

備 

(ａ) 個数 

１式□1  

 

ト．その他加工設備の附属施設の構造及

び設備 

(イ) 非常用設備の種類 

② 主要な設備・機器の種類 

ａ．安全機能を有する施設に対する火災

防護設備 

(ａ) 火災感知設備 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）非アナログ式の熱感知器は，作

動温度を周囲温度より高い温度に設 

定する設計とすることにより，誤作動を

防止する設計とする。 

（注２）非アナログ式の煙感知器は，蒸

気等が充満する場所に設置しない設 

計とすることにより，誤作動を防止する

設計とする。 

とする。◇1  

③ 主要設備の仕様 

粉末調整工程は，原料ＭＯＸ粉末缶取

出設備，一次混合設備，二次混合設備，

分析試料採取設備，スクラップ処理設備

及び粉末調整工程搬送設備で構成する。

また，グローブボックス負圧・温度監視

設備を設ける。◇1  

④ 系統構成及び主要設備 

ｇ．グローブボックス負圧・温度監視設

備 

グローブボックス負圧・温度監視設備

は，安全上重要な施設以外のグローブボ

ックス内及びオープンポートボックス内

の火災を感知し警報を発する設計とす

る。また，安全上重要な施設以外のグロ

ーブボックス内の消火のため，消火設備

のグローブボックス消火装置に信号を発

する設計とする。◇1  

⑤ 評価 

ｄ．火災及び爆発の防止 

粉末調整工程の設備は，可能な限り不

燃性材料又は難燃性材料を使用すること

により，火災を防止することができる。

◇1  

⑥ 粉末調整工程の主要設備の仕様 

ｇ．グローブボックス負圧・温度監視設

備 

(ａ) 個数 

１式◇1  

 

(３) ペレット加工工程 

② 設計方針 

ｄ．火災及び爆発の防止 

ペレット加工工程の設備は，可能な限

り不燃性材料又は難燃性材料を使用する

設計とする。◇1  

③ 主要設備の仕様 

ペレット加工工程は，圧縮成形設備，

焼結設備，研削設備，ペレット検査設備

及びペレット加工工程搬送設備で構成す

る。また，グローブボックス負圧・温度

監視設備を設ける。◇1  

④ 系統構成及び主要設備 

ｆ．グローブボックス負圧・温度監視設

備 

グローブボックス負圧・温度監視設備

は，安全上重要な施設以外のグローブボ

ックス内及びオープンポートボックス内

の火災を感知し警報を発する設計とす

る。また，安全上重要な施設以外のグロ

ーブボックス内の消火のため，消火設備

のグローブボックス消火装置に信号を発
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（70 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
（注３）潤滑油を内包する機器近傍に設

置する場合は，当該機器のプロセス温度

監視及び異常時の工程停止の措置を講ず

ることで，機器発熱による誤作動（非火

災報）を防止する。□1  

 

(ｂ) 消火設備 

 

 
注１：火災区域又は火災区画に設置する

窒素消火装置及び二酸化炭素消火装置

（注２を除く）は，消防法施行規則第十

九条に基づき，単位体積あたりに必要な

量の消火剤を配備する。 

注２：油火災（油内包設備や燃料タンク

からの火災）が想定される非常用発電機

室は，消防法施行規則第十九条に基づき

算出される必要量の消火剤を配備する。 

注３：グローブボックス消火装置は，グ

ローブボックスの給気量に対して 95%の消

火ガスを放出する。 

また，複数連結したグローブボックスに

ついては，消火ガスの放出単位を設定

し，その放出単位の給気量の合計値に対

して 95%の消火ガスを放出する設計とし，

消火剤容量は最も大きな放出単位を消火

できる量以上を配備する。 

注４：火災区域又は火災区画に設置する

消火器については，消防法施行規則第六

条から第八条に基づき延床面積又は床面

積から算出した必要量の消火剤を配備す

る。 

・防火水槽 １式 

・ピストンダンパ １式 

消火ガスを放出するためのより良い条件

を形成する。 

消火ガス放出後のグローブボックス内の

雰囲気維持を行う。 

・避圧エリア形成用自動閉止ダンパ(ダン

パ作動回路を含む) １式 

窒素消火装置の消火ガス放出時に安全上

重要な機器等のグローブボックスが破損

しないよう圧力上昇緩和に必要な区域を

する設計とする。◇1  

⑥ 評価 

ｄ．火災及び爆発の防止 

ペレット加工工程の設備は，可能な限

り不燃性材料又は難燃性材料を使用する

ことにより，火災を防止することができ

る。◇1  

⑦ ペレット加工工程の主要設備の仕様 

ｆ．グローブボックス負圧・温度監視設

備 

(ａ) 個数 

１式◇1  

 

(ロ) 被覆施設 

(１) 燃料棒加工工程 

② 設計方針 

ｄ．火災及び爆発の防止 

燃料棒加工工程の設備は，可能な限り

不燃性材料又は難燃性材料を使用する設

計とする。◇1  

③ 主要設備の仕様 

燃料棒加工工程は，スタック編成設

備，スタック乾燥設備，挿入溶接設備，

燃料棒検査設備，燃料棒収容設備，燃料

棒解体設備及び燃料棒加工工程搬送設備

で構成する。また，グローブボックス負

圧・温度監視設備を設ける。◇1  

④ 系統構成及び主要設備 

ｈ．グローブボックス負圧・温度監視設

備 

グローブボックス負圧・温度監視設備

は，安全上重要な施設以外のグローブボ

ックス内及びオープンポートボックス内

の火災を感知し警報を発する設計とす

る。また，安全上重要な施設以外のグロ

ーブボックス内の消火のため，消火設備

のグローブボックス消火装置に信号を発

する設計とする。◇1  

⑤ 評価 

ｄ．火災及び爆発の防止 

燃料棒加工工程の設備は，可能な限り

不燃性材料又は難燃性材料 

を使用することにより，火災を防止する

ことができる。◇1  

⑥ 燃料棒加工工程の主要設備の仕様 

ｈ．グローブボックス負圧・温度監視設

備 

(ａ) 個数 

１式◇1  

 

(ハ) 組立施設 

(１) 燃料集合体組立工程 

② 設計方針 
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（71 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
形成する。 

・連結散水装置 １式 

注５：火災区域の消火活動に対処できる

よう，消防法施行令第十一条(屋内消火栓

設備に関する基準)に準拠し配置する。□1  

 

(ロ)核燃料物質の検査設備及び計量設備

の種類 

(１)核燃料物質の検査設備 

②主要な設備及び機器の種類及び個数 

ｂ．グローブボックス負圧・温度監視設

備 

(ａ) 個数 

１式□1  

(ハ)主要な実験設備の種類 

(２)主要な設備及び機器の種類及び個数 

②グローブボックス負圧・温度監視設備

□1  

(４)主要な核的及び熱的制限値 

②熱的制限値 

核燃料物質を加熱する設備の熱的制限値

を以下のとおり設定する。□1  

 
 

 

ｃ．火災及び爆発の防止 

燃料集合体組立工程の設備は，可能な

限り不燃性材料又は難燃性材料を使用す

る設計とする。◇1  

⑤ 評価 

ｃ．火災及び爆発の防止 

燃料集合体組立工程の設備は，可能な

限り不燃性材料又は難燃性材料を使用す

ることにより，火災を防止することがで

きる。◇1  

(２) 梱包出荷工程 

② 設計方針 

ｃ．火災及び爆発の防止 

梱包出荷工程の設備は，可能な限り不

燃性材料又は難燃性材料を使用する設計

とする。◇1  

⑤ 評価 

ｃ．火災及び爆発の防止 

梱包出荷工程の設備は，可能な限り不

燃性材料又は難燃性材料を使用すること

により，火災を防止することができる。

◇1  

 

ニ．核燃料物質の貯蔵施設 

(ロ) 設計方針 

(４) 火災及び爆発の防止 

貯蔵施設の設備は，可能な限り不燃性

材料又は難燃性材料を使用する設計とす

る。◇1  

(ニ) 系統構成及び主要設備 

(10) グローブボックス負圧・温度監視設

備 

グローブボックス負圧・温度監視設備

は，安全上重要な施設以外のグローブボ

ックス内及びオープンポートボックス内

の火災を感知し警報を発する設計とす

る。また，安全上重要な施設以外のグロ

ーブボックス内の消火のため，消火設備

のグローブボックス消火装置に信号を発

する設計とする。◇1  

(ホ) 評価 

(４) 火災及び爆発の防止 

貯蔵施設の設備は，可能な限り不燃性

材料又は難燃性材料を使用する設計とす

ることで，火災を防止できる。◇1  

(ヘ) 核燃料物質の貯蔵施設の主要設備の

仕様 

(10) グローブボックス負圧・温度監視設

備 

① 個数 

１式◇1  

 

② 設計方針 

320



添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（72 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
ｄ．火災 

気体廃棄物の廃棄設備は，可能な限り

不燃性材料又は難燃性材料を使用し，万

一の火災の発生を想定しても火災の拡大

を防止できる設計とする。◇1  

(３) 主要設備の仕様 

液体廃棄物の廃棄設備は，低レベル廃

液処理設備，廃油保管室の廃油保管エリ

ア及び海洋放出管理系で構成する。ま

た，グローブボックス負圧・温度監視設

備を設ける。◇1  

(４) 系統構成及び主要設備 

② グローブボックス負圧・温度監視設備 

グローブボックス負圧・温度監視設備

は，安全上重要な施設以外のグローブボ

ックス内及びオープンポートボックス内

の火災を感知し警報を発する設計とす

る。また，安全上重要な施設以外のグロ

ーブボックス内の消火のため，消火設備

のグローブボックス消火装置に信号を発

する設計とする。◇1  

(６) 液体廃棄物の廃棄設備の主要な設備

の仕様 

③ グローブボックス負圧・温度監視設備 

ａ．個数 

１式◇1  

 

(ロ) 核燃料物質の検査設備及び計量設備 

(１) 核燃料物質の検査設備 

③ 主要設備の仕様 

分析設備は，気送装置，受払装置グロ

ーブボックス，受払装置，分析装置オー

プンポートボックス，分析装置フード，

分析装置グローブボックス，分析装置，

分析済液処理装置グローブボックス，分

析済液処理装置及び運搬台車で構成す

る。また，グローブボックス負圧・温度

監視設備を設ける。◇1  

④ 系統構成及び主要設備 

ｂ．受払装置グローブボックス 

受払装置グローブボックスは，その内

部に受払装置を設置する設計とする。ま

た，工程室とグローブボックス内の差圧

異常の検知及びグローブボックス内の火

災を感知するグローブボックス負圧・温

度監視設備を設ける。◇1  

ｄ．分析装置オープンポートボックス 

分析装置オープンポートボックスは，室

内の空気を開口部から吸引し，排気ダク

トを介してグローブボックス排風機の連

続運転によって排気することで，開口部

の空気流入風速を設定値以上に維持でき

る設計とし，汚染のおそれのある物品の
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第十一条 （火災等による損傷の防止）（73 / 73） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
汚染検査を行う際に，オープンポートボ

ックス外への汚染の拡大を防ぐ設計とす

る。 

また，オープンポートボックス内の火災

を感知するグローブボックス負圧・温度

監視設備を設ける。◇1  

ｆ．分析装置グローブボックス 

分析装置グローブボックスは，その内

部に分析装置を設置する設計とする。ま

た，分析装置グローブボックスは，標準

試料（核分裂性Ｐｕ割合が 83％を超える

プルトニウム，ウラン中のウラン－235 含

有率が 1.6％を超えるウラン，ウラン－

233 を含むウランを含む）として，少量の

金属プルトニウム，金属ウラン等を保管

する設計とする。◇1  

工程室とグローブボックス内の差圧異常

の検知及びグローブボックス内の火災を

感知するグローブボックス負圧・温度監

視設備を設ける。◇1  

ｋ．グローブボックス負圧・温度監視設

備 

グローブボックス負圧・温度監視設備

は，安全上重要な施設以外のグローブボ

ックス内及びオープンポートボックス内

の火災を感知し警報を発する設計とす

る。また，安全上重要な施設以外のグロ

ーブボックス内の消火のため，消火設備

のグローブボックス消火装置に信号を発

する設計とする。◇1  

⑤ 評価 

ｄ．分析設備では，可能な限り不燃性材

料又は難燃性材料を使用することによ

り，火災を防止することができる。◇1  

⑥ 分析設備の主要設備の仕様 

ｂ．グローブボックス負圧・温度監視設

備 

(ａ) 個数 

１式◇1  
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第二十九条 （火災等による損傷の防止）（1 / 41） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
（火災等による損傷の防止） 

第二十九条 重大事故等対処施

設は、火災又は爆発の影響を受

けることにより重大事故等に対

処するために必要な機能が損な

われるおそれがある場合におい

て、消火設備及び警報設備が設

置されたものでなければならな

い。 

 

２ 前項の消火設備及び警報設

備は、故障、損壊又は異常な作

動により重大事故等に対処する

ために必要な機能に著しい支障

を及ぼすおそれがないよう、適

切な措置が講じられたものでな

ければならない。 

 

３ 重大事故等対処施設であっ

て、火災又は爆発により損傷を

受けるおそれがあるものは、可

能な限り不燃性又は難燃性の材

料を使用するとともに、必要に

応じて防火壁の設置その他の適

切な防護措置が講じられたもの

でなければならない。 

SA 火①②：感知及び消火(第

１，２項) 

SA 火③：発生防止(第３項) 

 

 

SA①～③a1（火災防護設備の設

置） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 火災等による損傷の防止 

ＭＯＸ燃料加工施設の火災等による損

傷の防止の基本設計方針については，火

災防護設備の基本設計方針に基づく設計

とする。 

 

 

7.  その他加工施設 

7.1  火災防護設備の基本設計方針 

重大事故等対処施設は，火災又は爆発

により重大事故に至るおそれがある事故

若しくは重大事故（以下「重大事故等」

という。）に対処するために必要な機能

が損なわれないよう，重大事故等対処施

設を設置する火災区域及び火災区画に対

して，火災防護対策を講じる。 

（冒頭宣言） 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処施設に対する火災防護

設備は，火災発生防止設備，火災感知設

備，消火設備で構成する。 

SA①～③a1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 重大事故等対処施設の火災及び爆

発の防止 

重大事故等対処施設は，火災又は爆発に

より重大事故等に対処するために必要な機

能が損なわれないよう，火災及び爆発の発

生を防止し，早期に火災発生を感知し消火

を行うために，火災防護対策を講ずる設計

とする。（冒頭宣言） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．重大事故等対処施設に対する火災及

び爆発の防止に関する設計 

(ａ) 火災及び爆発の防止に関する設

計方針 

重大事故等対処施設は，火災又は爆発に

より重大事故等に対処するために必要な

機能が損なわれないよう，重大事故等対

処施設を設置する区域を火災区域及び火

災区画に設定し，火災及び爆発の発生防

止，火災の感知及び消火のそれぞれを考

慮した火災防護対策を講ずる設計とす

る。◇1  

火災防護対策を講ずる対象として，重大

事故等対処施設のうち，火災又は爆発が

発生した場合に，重大事故等に対処する

ために必要な機能に影響を及ぼす可能性

のある構築物，系統及び機器を選定す

る。具体的には，重大事故等対処施設の

うち常設のもの(以下「常設重大事故等対

処設備」という。)に対して火災区域及び

火災区画を設定し，火災及び爆発の発生

防止，火災の感知及び消火のそれぞれを

考慮した火災防護対策を講ずる設計とす

る。◇1  

ＭＯＸ燃料加工施設の火災区域又は火災

区画における火災防護対策に当たって

は，NFPA801 を参考にＭＯＸ燃料加工施設

の特徴を踏まえた火災防護対策を講ずる

設計とする。 

具体的な対策については「火災防護審査

基準」及び「原子力発電所の内部火災影

響評価ガイド」の要求を参考としてＭＯ

Ｘ燃料加工施設の特徴及びその重要度を

踏まえた火災防護対策を講ずる設計とす

る。（冒頭宣言） 

 

常設重大事故等対処設備のうち，外部か

らの影響を受ける事象（以下「外的事

象」という。）以外の動的機器の故障，

及び静的機器の損傷等（以下「内的事

象」という。）を要因とする重大事故等

へ対処する常設重大事故等対処設備であ

り，必要に応じて関連する工程を停止す

ることにより重大事故に至らずその機能

を必要としないものについては，消防

法，建築基準法，都市計画法及び日本電

 

 

 

 

 

 

 

1. 火災防護設備の基本設計方針 

設計基準対象施設は，火災により発電

用原子炉施設の安全性を損なわないよ

う，火災防護上重要な機器等を設置する

火災区域及び火災区画に対して，火災防

護対策を講じる。 

重大事故等対処施設は，火災により重

大事故等に対処するために必要な機能が

損なわれないよう，重大事故等対処施設

を設置する火災区域及び火災区画に対し

て，火災防護対策を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基①②⑤ 

【性能】 

・内的事象を要因とす

る常設重大事故等対処

施設の火災防護対策 

 

 

（当社の記載） 

当社特有の設備構成

を記載しているため

発電炉に該当する記

載がない 

 

○設○許基①② 

【手段：設備＋運用】 

SA 火①～③a 

・常設重大事故等対処

設備の火災防護対策

（消防法，建築基準

法，都市計画法，日本

電気協会電気技術規

程・指針） 

 

【手段：運用】 

・可搬型の重大事故等

対処設備の火災防護対

策 

 

【手段：設備】 

重大事故等対処施設の

火災防護設備の設置

（発生防止，感知・消

火） 

 

 

323



添付－３（２） 

要求事項との対比表 第二十九条 （火災等による損傷の防止）（2 / 41） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA①～③b1（重大事故等対処施

設を収納する建屋へ火災区域の

設定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA①～③b2（火災区域の３時間

以上の耐火能力を有する耐火壁

による分離） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 火①～③b3（屋外の火災区域

の設定） 

 

 

 

 

 

SA①～③b4（火災区画の設定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処施設を収納する建屋

に，耐火壁によって囲われた火災区域を

設定する。 

SA①～③b1 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災区域は，3 時間以上の耐火能力を有

する耐火壁として，3 時間耐火に設計上必

要な150mm以上の壁厚を有するコンクリー

ト壁や火災耐久試験により3時間以上の耐

火能力を有することを確認した耐火壁に

より隣接する他の火災区域と分離する。 

SA①～③b2 

 

 

 

 

 

屋外の重大事故等対処施設を設置する

区域については，周囲からの延焼防止の

ために火災区域を設定する。 

SA①～③b3 

 

 

 

火災区画は，建屋内及び建屋外で設定

した火災区域を重大事故等対処施設の配

置等を考慮して，耐火壁又は離隔距離に

応じて分割して設定する。 

SA①～③b4 

 

 

火災区域又は火災区画における火災防護

対策に当たっては，米国の「放射性物質

取扱施設の火災防護に関する基準」(以下

「NFPA801」という。)を参考にＭＯＸ燃

料加工施設の特徴を踏まえた火災防護対

策を講ずる設計とする。具体的な対策に

 

 

 

 

 

 

 

① 基本事項 

ａ．火災区域及び火災区画の設定 

重大事故等対処施設を設置するエリアに

ついて，重大事故等対処施設と設計基準事

故に対処するための設備の配置を考慮して

火災区域及び火災区画を設定する。 

SA①～③b1 

重大事故等対処施設は，火災又は爆発に

より重大事故等に対処するために必要な機

能を損なうおそれがないよう，火災防護対

策を講ずる設計とする。火災防護対策を講

ずる設計を行うに当たり，重大事故等対処

施設を設置する区域を火災区域及び火災区

画に設定する。□2  

火災区域は，３時間以上の耐火能力を有

する耐火壁により隣接する他の火災区域と

分離する。□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外の重大事故等対処施設を設置する区

域については，他の区域と分離して火災防

護対策を実施するために，重大事故等対処

施設と設計基準事故に対処するための設備

の配置を考慮して周囲からの延焼防止のた

めに火災区域を設定する。 

SA①～③b3 

火災区画は，建屋内及び屋外で設定した

火災区域を，重大事故等対処施設と設計基

準事故に対処するための設備の配置等を考

慮して，耐火壁又は離隔距離に応じて細分

化して設定する。 

SA①～③b4 

 

重大事故等対処施設のうち常設のものに

対して火災区域及び火災区画を設定する。 

重大事故等対処施設のうち常設のものに

対して火災区域及び火災区画を設定し，火

災及び爆発の発生防止並びに火災の感知及

び消火のそれぞれを考慮した火災防護対策

気協会電気技術規程・指針に基づき設備

等に応じた火災防護対策を講ずる設計と

する。◇1  

なお，重大事故等対処施設のうち，可搬

型のもの(以下「可搬型重大事故等対処設

備」という。)に対する火災防護対策につ

いては，火災防護計画に定める。◇1  

 

ⅰ．火災区域及び火災区画の設定 

重大事故等対処施設を設置するエリアに

ついて，重大事故等対処施設と設計基準

事故に対処するための設備の配置を考慮

して火災区域及び火災区画を設定する。

◇1  

重大事故等対処施設は，火災又は爆発に

より重大事故等に対処するために必要な

機能を損なうおそれがないよう，火災防

護対策を講ずる設計とする。火災防護対

策を講ずる設計を行うに当たり，重大事

故等対処施設を設置する区域を火災区域

及び火災区画に設定する。◇1  

火災区域は，３時間以上の耐火能力を有

する耐火壁として，３時間耐火に設計上

必要な150mm以上の壁厚を有するコンクリ

ート壁や火災耐久試験により３時間以上

の耐火能力を有することを確認した耐火

壁により隣接する他の火災区域と分離す

る。 

SA①～③b2 

 

 

 

 

屋外の重大事故等対処施設を設置する区

域については，他の区域と分離して火災

防護対策を実施するために，重大事故等

対処施設と設計基準事故に対処するため

の設備の配置を考慮して周囲からの延焼

防止のために火災区域を設定する。◇1  

 

火災区画は，建屋内及び屋外で設定した

火災区域を重大事故等対処施設と設計基

準事故に対処するための設備の配置等を

考慮して，耐火壁又は離隔距離に応じて

細分化して設定する。 

上記方針に基づき，以下の建屋に火災区

域及び火災区画を設定する。◇1  

(ⅰ) 建物◇2  

(ⅰ)-１ 燃料加工建屋 

(ⅰ)-２ 非常用所内電源設備の燃料油貯

蔵タンク 

(ⅰ)-３ 第１保管庫・貯水所 

(ⅰ)-４ 第２保管庫・貯水所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建屋等の火災区域は，耐火壁により囲

まれ，他の区域と分離されている区域

を，火災防護上重要な機器等及び重大事

故等対処施設の配置を系統分離も考慮し

て設定する。 

 

建屋内のうち，火災の影響軽減の対策

が必要な原子炉の高温停止及び低温停止

を達成し，維持するための安全機能を有

する構築物，系統及び機器並びに放射性

物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構

築物，系統及び機器を設置する火災区域

は，3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁

として，3 時間耐火に設計上必要なコンク

リート壁厚である150mm以上の壁厚を有す

るコンクリート壁や火災耐久試験により 3

時間以上の耐火能力を有することを確認

した耐火壁（耐火隔壁，貫通部シール，

防火扉，防火ダンパ等）により隣接する

他の火災区域と分離するように設定す

る。火災区域又は火災区画のファンネル

は，煙等流入防止装置の設置によって，

他の火災区域又は火災区画からの煙の流

入を防止する設計とする。 

屋外の火災区域は，他の区域と分離し

て火災防護対策を実施するために，火災

防護上重要な機器等を設置する区域及び

重大事故等対処施設の配置を考慮すると

ともに，延焼防止を考慮した管理を踏ま

えた区域を火災区域として設定する。 

火災区画は，建屋内及び屋外で設定し

た火災区域を系統分離の状況及び壁の設

置状況並びに重大事故等対処施設と設計

基準事故対処設備の配置に応じて分割し

て設定する。 

 

 

 

設定する火災区域及び火災区画に対し

て，以下に示す火災の発生防止，火災の

感知及び消火並びに火災の影響軽減のそ

れぞれを考慮した火災防護対策を講じる

設計とする。 

 

○設○許基① 

【性能】 

・重大事故等対処施設

の火災防護設備の設置

（発生防止，感知・消

火） 

 

 

【手段：運用】 

SA①～③b 

・火災区画の設定 

●：火災区域及び火災

区画の設定（名称及び

番号）並びに構築物の

仕様について説明。

（ 本 文  別 添 Ⅱ 

リ．） 

●：火災区域及び火災

区画の配置及び構造に

ついて説明。（添付 V-

2-4-7） 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

SA 火①～③b2 

・隣接する他の火災区

域との耐火壁（耐火隔

壁，耐火シール等）に

よる分離 

a-3 火災耐久試験結

果（３時間耐火及び１

時間耐火） 

 

○設○許基① 

【手段：運用】 

SA 火①～③b3 

・屋外の重大事故等対

処施設への火災区域の

設定 

 

【手段：運用】 

SA 火①～③b4 

・耐火壁及び離隔距離

に応じた火災区画 

 

 

 

（当社及び発電炉の

記載） 
NFPA を参考とした系

統分離対策について

は当社特有の設計方

針のため発電炉に記
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA①～③a2（火災防護対策に係

わる手順等の策定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ついては「実用発電用原子炉及びその附

属施設の火災防護に係る審査基準(以下

「火災防護審査基準」という。)」及び

「原子力発電所の内部火災影響評価ガイ

ド」以下「内部火災影響評価ガイド」と

いう。)米国の NFPA801 及び火災防護審査

基準並びに内部火災影響評価ガイドを参

考としてＭＯＸ燃料加工施設の特徴(（取

り扱う放射性物質は固体の核燃料物質で

あり，運転時に異常な過渡変化を生じる

工程もないこと等)）を踏まえた火災防護

対策を講ずる設計とする。 

(冒頭宣言) 

 

重大事故等対処設備のうち，内的事象

を要因とする重大事故等へ対処する常設

重大事故等対処設備は，関連する工程を

停止することにより重大事故に至らずそ

の機能を必要としないため，消防法，建

築基準法，都市計画法及び日本電気協会

電気技術規程・指針に基づき設備等に応

じた火災防護対策を講ずる設計とする。 

重大事故等対処施設は，火災及び爆発

の発生防止，火災の早期感知及び消火を

行うために必要な手順等について保安規

定に定める。 

重大事故等対処設備のうち，可搬型の

ものに対する火災防護対策については，

保安規定に定めて実施する。 

SA①～③a2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を講ずる設計とする。SA①～③b5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備のうち，動的機器の

故障等の機能喪失の要因となる事象（以下

「内的事象」という。）を要因とする重大

事故等へ対処する常設重大事故等対処設備

は，関連する工程を停止することにより重

大事故に至らずその機能を必要としないた

め，消防法，建築基準法，都市計画法及び

日本電気協会電気技術規程・指針に基づき

設備等に応じた火災防護対策を講ずる設計

とする。 

なお，重大事故等対処施設のうち，可搬

型のものに対する火災防護対策について

は，火災防護計画に定めて実施する。 

SA①～③a2 

 

ｂ．火災防護計画 

火災防護計画は，「ロ．(ニ)(１)①ｆ．

火災防護計画」に示す。□4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅰ)-５ 緊急時対策建屋 

(ⅱ) 燃料補給設備等◇2  

(ⅱ)-１ 重油貯槽 

(ⅱ)-２ 第１軽油貯槽及び第２軽油貯槽

（以下「軽油貯槽」という。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ．火災防護計画 

火災防護計画は，「イ．(ロ)(４)①ａ．

(ａ)ⅵ．火災防護計画」に示す。◇3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，発電用原子炉施設のうち，火災

防護上重要な機器等又は重大事故等対処

施設に含まれない構築物，系統及び機器

は，消防法，建築基準法，日本電気協会

電気技術規程・指針に基づき設備に応じ

た火災防護対策を講じる設計とする。 

発電用原子炉施設の火災防護上重要な

機器等は，火災の発生防止，火災の早期

感知及び消火並びに火災の影響軽減の3つ

の深層防護の概念に基づき，必要な運用

管理を含む火災防護対策を講じることを

保安規定に定めて，管理する。 

重大事故等対処施設は，火災の発生防

止，火災の早期感知及び消火の必要な運

用管理を含む火災防護対策を講じること

を保安規定に定めて，管理する。 

重大事故等対処設備のうち，可搬型重

大事故等対処設備に対する火災防護対策

についても保安規定に定めて，管理す

る。 

その他の発電用原子炉施設について

は，消防法，建築基準法，日本電気協会

電気技術規程・指針に基づき設備に応じ

た火災防護対策を講じることを保安規定

に定めて，管理する。 

外部火災については，安全施設及び重

大事故等対処施設を外部火災から防護す

るための運用等について保安規定に定め

て，管理する。 

消火系のうち電動機駆動消火ポンプ

（東海，東海第二発電所共用（以下同

じ。）），構内消火用ポンプ（東海，東

海第二発電所共用（以下同じ。）），デ

ィーゼル駆動消火ポンプ（東海，東海第

二発電所共用（以下同じ。）），ディー

ゼル駆動構内消火ポンプ（東海，東海第

二発電所共用（以下同じ。）），ろ過水

貯蔵タンク（東海，東海第二発電所共用

（以下同じ。）），多目的タンク（東

海 ， 東 海 第 二 発 電 所 共 用 （ 以 下 同

載がない 

【手段：設備】 

SA①～③b5 

・火災防護対策に係わ

る手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基①②⑤ 

【性能】 

DB 火①～③a2 

・重大事故等対処設備

のうち、外的事象を要

因とする重大事故等へ

対処する常設重大事故

等対処設備以外の火災

防護対策 

【手段：設備＋運用】 

・重大事故等対処設備

の火災防護対策 

【手段：運用】 

・可搬型の重大事故等

対処設備の火災防止 

（当社の記載） 
施設特有の記載のた

め発電炉には記載が

ない。 

 

（発電炉の記載） 

MOX 燃料加工施設に該

当設備がないため記

載しない。 
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7.1.1 火災及び爆発の発生防止 

(1) 施設特有の火災及び爆発の発生防

止 

火災及び爆発の発生を防止するため，

ＭＯＸ燃料加工施設で取り扱う化学薬品

等のうち，可燃性物質若しくは熱的に不

安定な物質を使用又は生成する系統及び

機器に対する着火源の排除，異常な温度

上昇の防止対策，可燃性物質の漏えい防

止対策，空気の混入防止対策を講ずる設

計とするとともに，熱的制限値を設ける

設計とする。 

なお，ＭＯＸ燃料加工施設の分析設備

で取り扱う化学薬品等は少量であること

から，化学的制限値の設定は不要とす

る。 

（冒頭宣言） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 重大事故等対処施設の火災及び爆発

の発生防止 

火災及び爆発の発生防止における発火性

物質又は引火性物質に対する火災及び爆

発の発生防止対策は，火災区域又は火災

区画に設置する潤滑油，燃料油に加え，

ＭＯＸ燃料加工施設で取り扱う物質とし

て，「水素」及び上記に含まれない「分

析試薬」を対象とする。 

分析試薬については，少量ではあるが可

燃性試薬及び引火性試薬を含む多種類の

分析試薬を取り扱うため，保管及び取扱

 

 

 

 

 

 

 

 

② 火災及び爆発の発生防止 

ＭＯＸ燃料加工施設の火災及び爆発の発

生を防止するため，ＭＯＸ燃料加工施設で

取り扱う化学薬品等のうち，可燃性物質若

しくは熱的に不安定な物質を使用する系統

及び機器に対する着火源の排除，異常な温

度上昇の防止対策，可燃性物質の漏えい防

止対策，空気の混入防止対策を講ずる設計

とするとともに，熱的制限値を設ける設計

とする。 

（冒頭宣言） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，上記に加え発火性物質又は引火性

物質を内包する設備に対する火災及び爆発

の発生防止対策を講ずるとともに，可燃性

の蒸気又は可燃性の微粉に対する対策，発

火源に対する対策，水素に対する換気，漏

えい検出対策及び接地対策，電気系統の過

電流による過熱及び焼損の防止対策等を講

ずる設計とする。□4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｂ) 重大事故等対処施設に対する火災

及び爆発の発生防止 

ⅰ．施設特有の火災及び爆発の発生防止 

重大事故等対処施設の火災及び爆発の発

生防止については，ＭＯＸ燃料加工施設

で取り扱う化学薬品等のうち，可燃性物

質若しくは熱的に不安定な物質を使用す

る系統及び機器に対する着火源の排除，

異常な温度上昇の防止対策，可燃性物質

の漏えい防止対策，空気の混入防止対策

を講ずる設計とするとともに，熱的制限

値を設ける設計とする。 

なお，ＭＯＸ燃料加工施設の分析設備で

取り扱う化学薬品等は少量であることか

ら，化学的制限値の設定は不要とする。 

（冒頭宣言） 

(ⅰ) 運転で使用する水素による爆発の

発生防止 

「イ．(ロ)(４)①ａ．(ｂ)ⅰ．(ⅰ) 運

転で使用する水素による爆発の発生防

止」の基本方針を適用する。◇3  

(ⅱ) 分析試薬による火災及び爆発の発

生防止 

「イ．(ロ)(４)①ａ．(ｂ)ⅰ．(ⅱ) 分

析試薬による火災及び爆発の発生防止」

の基本方針を適用する。◇3  

(ⅲ) グローブボックス内の火災及び爆

発の発生防止 

「イ．(ロ)(４)①ａ．(ｂ)ⅰ．(ⅲ) グ

ローブボックス内の火災及び爆発の発生

防止」の基本方針を適用する。 

 

 

ⅱ．重大事故等対処施設の火災及び爆発

の発生防止 

重大事故等対処施設の火災及び爆発の発

生防止については，発火性物質又は引火

性物質を内包する設備及びこれらの設備

を設置する火災区域又は火災区画に対す

る火災及び爆発の発生防止対策を講ずる

とともに，可燃性の蒸気又は可燃性の微

粉に対する対策，発火源に対する対策，

水素に対する換気及び漏えい検出対策，

接地対策，空気の混入防止対策並びに電

気系統の過電流による過熱及び焼損の防

じ。））及び原水タンク（東海，東海第

二発電所共用（以下同じ。））は，東海

発電所と共用とするが，必要な容量をそ

れぞれ確保するとともに，発電用原子炉

施設間の接続部の弁を閉操作することに

より隔離できる設計とすることで，安全

性を損なわない設計とする。 

 

(1) 火災発生防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 火災の発生防止対策 

 

火災の発生防止における発火性又は引

火性物質に対する火災の発生防止対策

は，火災区域に設置する潤滑油又は燃料

油を内包する設備並びに水素を内包する

設備を対象とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 
施設特有の記載のた

め発電炉には記載が

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●：発生防止に係わる

対象物質及び機器の具

体名については，「火

災及び爆発の防止に関

する説明書」に記載す

る。(後次回申請で示

す。) 

 

（発電炉の記載） 

MOX 燃料加工施設に該

当設備がないため記
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SA③c1（油内包設備の漏えい防

止、拡大防止） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA③c3（火災区域内に設置する

油内包設備との配置上の考慮） 

 

 

 

 

 

 

SA③c4-1（火災区域内に設置す

る油内包設備の換気） 

 

いに係る火災及び爆発の発生防止対策を

講ずる。 

（冒頭宣言：発生防止対策の対象を記

載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

油内包設備は，溶接構造又はシール構

造により漏えい防止対策を講ずる設計と

するとともに，オイルパン又は堰を設置

し，漏えいした潤滑油又は燃料油が拡大

することを防止する設計とする。 

SA③c1 

 

 

 

 

 

 

 

油内包設備の火災及び爆発により，重

大事故等に対処するために必要な機能が

損なわれないよう，耐火壁，隔壁の設置

又は離隔による配置上の考慮を行う設計

とする。 

SA③c3 

 

 

油内包設備を設置する火災区域又は火

災区画は、機械換気又は自然換気を行う

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

止対策等を講ずる設計とする。◇2  

(ⅰ) 発火性物質又は引火性物質 

発火性物質又は引火性物質を内包する設

備及びこれらの設備を設置する火災区域

又は火災区画には，以下の火災及び爆発

の発生防止対策を講ずる設計とする。発

火性物質又は引火性物質としては，消防

法で定められる危険物又は少量危険物と

して取り扱うもののうち「潤滑油」，

「燃料油」に加え，高圧ガス保安法で高

圧ガスとして定められる水素，窒素，二

酸化炭素，アルゴン，NOx，プロパン及び

酸素のうち，可燃性ガスである「水素」

及び上記に含まれない「分析試薬」を対

象とする。 

分析試薬については，少量ではあるが可

燃性試薬及び引火性試薬を含む多種類の

分析試薬を取り扱うため，保管及び取扱

いに係る火災及び爆発の発生防止対策を

講ずる。 

（冒頭宣言：発生防止対策の対象を記

載） 

 

(ⅰ)-１ 漏えいの防止，拡大防止 

火災区域に対する漏えいの防止対策，拡

大防止対策の設計について以下を考慮し

た設計とする。◇4  

(ⅰ)-１-１ 発火性物質又は引火性物質

である油内包設備 

火災区域又は火災区画に設置する油内包

設備は，溶接構造又はシール構造により

漏えい防止対策を講ずる設計とするとと

もに，オイルパン又は堰を設置し，漏え

いした潤滑油又は燃料油が拡大すること

を防止する設計とする。 

SA③c1 

 

 

 

 

(ⅰ)-１-２ 発火性物質又は引火性物質

である可燃性ガス内包設備 

火災区域又は火災区画に設置する発火性

物質又は引火性物質である可燃性ガス内

包設備は，溶接構造等により可燃性ガス

の漏えいを防止する設計とする。 

SA③c2 

 

(ⅰ)-２ 配置上の考慮 

火災区域における設備の配置について

は，発火性物質又は引火性物質の油内包

設備及び可燃性ガス内包設備の火災及び

爆発により，重大事故に対処するために

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

潤滑油又は燃料油を内包する設備は，

溶接構造，シール構造の採用による漏え

いの防止対策を講じるとともに，堰等を

設置し，漏えいした潤滑油又は燃料油が

拡大することを防止する設計とし，潤滑

油又は燃料油を内包する設備の火災によ

り発電用原子炉施設の安全機能及び重大

事故等に対処する機能を損なわないよ

う，壁の設置又は離隔による配置上の考

慮を行う設計とする。 

 

 

 

潤滑油又は燃料油を内包する設備を設

置する火災区域は，空調機器による機械

換気又は自然換気を行う設計とする。 

潤滑油又は燃料油を貯蔵する設備は，

貯蔵量を一定時間の運転に必要な量にと

どめる設計とする。 

 

 

 

 

 

載しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

SA 火③c1 

・油内包設備の溶接構

造及びシール構造によ

る漏えい防止 

・油内包設備からの万

一の漏えいに備えてオ

イルパン又は堰の設置 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

SA 火③c3 

・油内包設備と火災防

護上重要な機器等との

分離（耐火壁，隔壁，

離隔距離） 

・可燃性ガス内包設備

と火災防護上重要な機

器等との分離（耐火

壁，隔壁，離隔距離） 
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要求事項との対比表 第二十九条 （火災等による損傷の防止）（6 / 41） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

SA③c2（可燃性ガス内包設備の

漏えい防止） 

 

 

 

SA③c3（火災区域内に設置する

可燃性ガス内包設備との配置上

の考慮） 

 

 

 

 

 

SA③c4-1（火災区域内に設置す

る油内包設備及び可燃性ガス内

包設備の換気） 

 

 

 

 

 

 

 

SA 火③c6（発火性及び引火性物

質の貯蔵） 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA③c4-2（蓄電池室の換気） 

SA③c4-3（蓄電池室の換気設備

の給電） 

SA③c4-4（蓄電池室への可燃性

物質の持ち込み管理） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA③c4-1 

 

可燃性ガス内包設備は，溶接構造等に

より可燃性ガスの漏えいを防止する設計

とする。 

SA③c2 

 

可燃性ガス内包設備の火災及び爆発に

より，重大事故等に対処するために必要

な機能が損なわれないよう，耐火壁，隔

壁の設置又は離隔による配置上の考慮を

行う設計とする。 

SA③c3 

 

 

可燃性ガス内包設備を設置する火災区

域又は火災区画は、機械換気又は自然換

気を行う設計とする。 

SA③c4-1 

 

 

 

 

 

 

火災区域に設置する発火性物質又は引

火性物質を貯蔵する機器については，運

転に必要な量に留めて貯蔵する設計とす

る。 

SA 火③c6 

 

 

 

 

 

このうち，蓄電池を設置する火災区域

は，機械換気を行うことにより，水素濃

度を燃焼限界濃度以下とするよう設計す

るとともに，蓄電池室への可燃性物質の

持ち込み管理を行う。 

SA③c4-2 

SA③c4-3 

SA③c4-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要な機能を損なわないよう，発火性物

質又は引火性物質を内包する設備と重大

事故等対処施設は，耐火壁，隔壁の設置

又は離隔による配置上の考慮を行う設計

とする。 

SA③c3 

(ⅰ)-３ 換気 

火災区域に対する換気について，以下の

設計とする。 

(ⅰ)-３-１ 発火性物質又は引火性物質

である油内包設備 

建屋内で重大事故等対処施設を設置する

火災区域又は火災区画のうち，発火性物

質又は引火性物質である油内包設備を設

置する火災区域又は火災区画は，漏えい

した場合に気体状の発火性物質又は引火

性物質が滞留しないよう，換気を行う設

計とする。 

また，屋外に設置する燃料貯蔵設備は，

自然換気を行う設計とする。 

(ⅰ)-３-２ 発火性物質又は引火性物質

である可燃性ガス内包設備 

火災区域又は火災区画に設置する発火性

物質又は引火性物質である可燃性ガスの

うち，水素を内包する設備である焼結炉

等，充電時に水素を発生する蓄電池を設

置又は使用する火災区域又は火災区画

は，火災及び爆発の発生を防止するため

に，換気を行う設計とする。SA③c4-1 

 

蓄電池を設置する火災区域は機械換気を

行うことにより，水素濃度を燃焼限界濃

度以下とするよう設計する。SA③c4-2 

安全上重要な施設の蓄電池，非常用直流

電源設備等を設置する火災区域の換気設

備は，非常用所内電源設備から給電する

設計とする。それ以外の蓄電池を設置す

る火災区画の換気設備は，建屋換気系，

電気盤室，非管理区域等の排風機による

機械換気又は建屋換気系の送風機による

換気を行う設計とする。SA③c4-3 

再処理施設と共用する緊急時対策建屋の

蓄電池を設置する火災区域の換気設備

は，再処理施設と共用する緊急時対策建

屋用発電機から給電する設計とする。

SA③c4-3 

(ⅰ)-３-３ 焼結炉等 

焼結炉等は工程室内に設置するが，排ガ

ス処理装置を介して，グローブボックス

排気設備のグローブボックス排風機によ

る機械換気を行う設計とすることで，万

一の工程室内への漏えいに対しても，ガ

スが滞留しない設計とする。 

 

 

水素を内包する設備のうち気体廃棄物

処理設備及び発電機水素ガス冷却設備の

配管等は水素の漏えいを考慮した溶接構

造とし，弁グランド部から水素の漏えい

の可能性のある弁は，ベローズ弁等を用

いて防爆の対策を行う設計とし，水素を

内包する設備の火災により，発電用原子

炉施設の安全機能及び重大事故等に対処

する機能を損なわないよう，壁の設置に

よる配置上の考慮を行う設計とする。 

 

 

 

水素を内包する設備である蓄電池，気

体廃棄物処理設備，発電機水素ガス冷却

設備及び水素ボンベを設置する火災区域

又は火災区画は，送風機及び排風機によ

る機械換気を行い，水素濃度を燃焼限界

濃度以下とする設計とする。 

 

 

 

 

水素ボンベは，運転上必要な量のみを

貯蔵する設計とする。また，通常時はボ

ンベ元弁を閉とする運用とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

SA 火③c2 

・可燃性ガス内包設備

の溶接構造及びシール

構造による漏えい防止 

（発電炉の記載） 

MOX 燃料加工施設に該

当設備がないため記

載しない。 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

SA 火③c4-1 

・油内包設備の換気

（機械換気・自然換

気） 

・可燃性ガス内包設備

の換気（機械換気・自

然換気） 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

SA 火③c6 

・発火性物質及び引火

性物質の必要量の貯蔵 

（発電炉の記載） 

MOX 燃料加工施設に該

当設備がないため記

載しない。 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

SA 火③c4-2 

・換気（機械換気） 

SA 火③c4-3 

・非常用母線への接続 

 

○設○許基② 

【手段：運用】 

SA 火③c4-4 

・蓄電池室への可燃物

の持ち込み管理 

（当社の記載） 
当社特有の記載のた

め発電炉には記載が

ない。 
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要求事項との対比表 第二十九条 （火災等による損傷の防止）（7 / 41） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
SA 火③c9（蓄電池上部への水素

漏えい検知器の設置による監視

及び制御室への警報） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蓄電池室の上部に水素ガス漏えい検知器

を設置し，水素の燃焼限界濃度である

4vol％の 4分の 1以下で中央監視室に警報

を発する設計とする。 

DB 火③c9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅰ)-４ 防爆 

火災区域に対する防爆について，以下の

設計とする。◇2  

(ⅰ)-４-１ 発火性物質又は引火性物質

である引火性液体を内包する設備◇2  

(ⅰ)-４-１-１ 火災区域内に設置する引

火性液体を内包する設備は，潤滑油又は

火災の発生防止における水素漏えい検

出は，蓄電池室の上部に水素濃度検出器

を設置し，水素の燃焼限界濃度である

4vol％の 1/4以下の濃度にて中央制御室に

警報を発する設計とする。 

気体廃棄物処理設備内の水素濃度につ

いては，水素濃度計により中央制御室で

常時監視ができる設計とし，水素濃度が

上昇した場合には中央制御室に警報を発

する設計とする。発電機水素ガス冷却設

備は，水素消費量を管理するとともに，

発電機内の水素純度，水素圧力を中央制

御室で常時監視ができる設計とし，発電

機内の水素純度や水素圧力が低下した場

合には中央制御室に警報を発する設計と

する。水素ボンベを設置する火災区域又

は火災区画については，通常時はボンベ

元弁を閉とする運用とし，機械換気によ

り水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよ

うに設計することから，水素濃度検出器

は設置しない設計とする。 

蓄電池室の換気設備が停止した場合に

は，中央制御室に警報を発する設計とす

る。また，蓄電池室には，直流開閉装置

やインバータを設置しない。 

放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄

物貯蔵設備において，崩壊熱が発生し，

火災事象に至るような放射性廃棄物を貯

蔵しない設計とする。また，放射性物質

を含んだ使用済イオン交換樹脂，チャコ

ールフィルタ及び HEPA フィルタは，固体

廃棄物として処理を行うまでの間，金属

容器や不燃シートに包んで保管する設計

とする。放射性廃棄物処理設備及び放射

性廃棄物貯蔵設備の換気設備は，火災時

に他の火災区域や環境への放射性物質の

放出を防ぐために，換気設備の停止及び

隔離弁の閉止により，隔離ができる設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

SA 火③c9 

・水素漏えい検知器の

設置及び制御室への警

報 

（発電炉の記載） 

MOX 燃料加工施設に該

当設備がないため記

載しない。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA③c5（電気接点を有する機器

の防爆構造） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設と共用する重油貯槽，軽油

貯槽について，電気接点を有する機器

は，防爆構造とする設計とする。 

SA③c5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料油が設備の外部へ漏えいしても，引

火点は発火性物質又は引火性物質である

潤滑油又は燃料油を内包する設備を設置

する室内温度よりも十分高く，機器運転

時の温度よりも高いものを使用すること

で，可燃性の蒸気が発生しない設計とす

る。 

◇2  

また，燃料油である重油を内包する設備

を設置する火災区域又は火災区画につい

ては，重油が設備の外部へ漏えいし，万

一，可燃性の蒸気が発生した場合であっ

ても，通気口又は非常用所内電源設備よ

り給電する換気設備により，可燃性の蒸

気が滞留しない設計とする。◇2  

(ⅰ)-４-１-２ 火災区域又は火災区画に

設置する発火性物質又は引火性物質の有

機溶媒等を内包する設備の漏えいによ

り，環境条件が「電気設備に関する技術

基準を定める省令」及び「工場電気設備

防爆指針」で要求される爆発性雰囲気と

なるおそれのある機器を設置する室の電

気接点を有する機器は，防爆構造とする

設計とする。◇3  

なお，工場電気設備防爆指針における危

険箇所には該当しないが，重油貯槽，軽

油貯槽について，電気接点を有する機器

は，防爆構造とする設計とする。SA③c5 

また，静電気の発生のおそれのある機器

は，防爆構造とする設計とする。◇3  

 

 

 

 

 

(ⅰ)-４-２ 発火性物質又は引火性物質

である水素を内包する設備 

水素・アルゴン混合ガスを取り扱う系統

及び機器のうち，漏電により着火源とな

るおそれのある機器及び静電気の発生の

おそれのある機器は接地を施す設計とす

る。◇3  

(ⅰ)-５ 貯蔵 

火災区域に設置する発火性物質又は引火

性物質を貯蔵する機器については，以下

の設計とする。SA 火③c6 

発火性物質又は引火性物質として貯蔵を

行う非常用発電機用の燃料油及び焼結炉

等に使用する水素・アルゴン混合ガス，

再処理施設と共用する重油貯槽及び軽油

貯槽の燃料油（重油及び軽油）に対し以

下の措置を講ずる。◇4  

(ⅰ)-５-１ 非常用発電機へ供給する屋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

SA③c5 

・電気接点を有する機

器の防爆構造 

（当社の記載） 

共用設備の違いによ

り発電炉に記載がな

い。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内の燃料油は，必要な量に留め，消防法

に基づき地下タンク貯蔵所に安全に貯蔵

できる設計とする。 

SA 火③c6 

貯蔵量は，負荷制限を行うことで７日間

の外部電源喪失に対して非常用発電機１

台を連続運転するために必要な量を貯蔵

する設計とする。◇5  

 

 (ⅰ)-５-２ 焼結炉等に使用する水素・

アルゴン混合ガスは，水素・アルゴン混

合ガス設備から燃料加工建屋の焼結炉等

へ供給する設計とする。◇1  

また，焼結炉等に供給する水素・アルゴ

ン混合ガス中の水素濃度が 9.0vol％を超

えないよう，以下の対策を講ずる設計と

する。◇1  

(ⅰ)-５-２-１ 物理的に切り離すこと

で，水素・アルゴン混合ガスの製造系統

と燃料加工建屋への供給系統を分離す

る。◇1  

(ⅰ)-５-２-２ 燃料加工建屋で使用する

水素・アルゴン混合ガスは，水素濃度を

9.0vol％以下に調整し，混合ガス貯蔵容

器に圧縮充填する。◇1  

(ⅰ)-５-２-３ 水素・アルゴン混合ガス

中の水素濃度を確認した上で混合ガス貯

蔵容器を燃料加工建屋への供給系統に接

続する設計とする。◇1  

さらに，燃料加工建屋への供給系統の接

続口は，混合ガス貯蔵容器以外が接続で

きない設計とする。◇1  

(ⅰ)-５-２-４ 燃料加工建屋内へ水素・

アルゴン混合ガス受け入れ後も水素濃度

を確認し，万一，水素濃度が 9.0vol％を

超える場合には，水素・アルゴン混合ガ

ス濃度異常遮断弁により焼結炉等への水

素・アルゴン混合ガスの供給を自動で停

止する設計とする。◇1  

(ⅰ)-５-３ 重油貯槽及び軽油貯槽のう

ち，重油貯槽は，緊急時対策建屋用発電

機を７日間以上連続運転するために必要

な量を貯蔵することを考慮した設計とす

る。SA 火③c6 

軽油貯槽は，可搬型発電機等を７日間以

上連続運転するために必要な量を貯蔵す

ることを考慮した設計とする。SA 火③c6 

(ⅱ) 可燃性の蒸気・微粉への対策 

火災区域における可燃性の蒸気又は可燃

性の微粉が発生するおそれがある設備に

ついては以下の設計とする。◇4  

(ⅱ)-１ 可燃性蒸気が滞留するおそれが

ある機器 
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第二十九条 （火災等による損傷の防止）（10 / 41） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

SA 火③c7-1（火災区域への有機

溶剤の持ち込み管理） 

SA 火③c7-2（作業時の可燃性蒸

気の滞留防止） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 火③c8-1（火花の発生を伴う

設備への可燃物の近傍への保管

禁止） 

 

 

 

 

SA 火③c8-2（高温となる設備の

耐火材・断熱材による可燃性物

質との接触防止） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災区域における現場作業において有

機溶剤を使用する場合は必要量以上持ち

込まない運用とするとともに，可燃性の

蒸気が滞留するおそれがある場合は，使

用する作業場所において，換気，通風又

は拡散の措置を行うとともに，建屋の送

風機及び排風機による機械換気又は通気

管により滞留を防止する設計とする。 

SA 火③c7-1 

SA 火③c7-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災及び爆発の発生防止のため，発火

源への対策として火花の発生を伴う設備

は，発生する火花が発火源となることを

防止する設計とするとともに，周辺に可

燃性物質を保管しないこととする。 

SA 火③c8-1 

 

 

また，高温となる設備は，高温部を断

熱材又は耐火材で覆うこと又は冷却する

ことにより，可燃性物質との接触及び可

燃性物質の不要な加熱を防止する設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処施設を設置するエリアで

は，可燃性蒸気が滞留するおそれがある

機器を設置しない設計とする。 

地下に設置する重油貯槽及び軽油貯槽は

消防法に基づき，通気管による排気を行

う設計とする。 

また，静電気の発生のおそれのある機器

は接地を施す設計とする。 

火災区域における現場作業において有機

溶剤を使用する場合は必要量以上持ち込

まない運用とするとともに，可燃性の蒸

気が滞留するおそれがある場合は，使用

する作業場所において，換気，通風，拡

散の措置を行うとともに，建屋の送風機

及び排風機による機械換気により滞留を

防止する設計とする。 

SA 火③c7-1 

SA 火③c7-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅱ)-２ 可燃性の微粉が滞留するおそれ

がある設備 

ＭＯＸ燃料加工施設において，可燃性の

微粉が滞留するおそれがある設備として

燃料棒解体設備の燃料棒解体装置の切断

機があるが，燃料棒の切断時にジルカロ

イ粉末が発生しないよう，燃料棒（被覆

管端栓部）は押切機構の切断機（パイプ

カッタ）を用いて切断し，ペレットを抜

き取った後の燃料棒（被覆管部）は押切

機構の切断機（鉄筋カッタ）を用いて切

断を行う設計とする。◇3  

(ⅲ) 発火源への対策 

火花の発生を伴う設備は，発生する火花

が発火源となることを防止する設計とす

るとともに，周辺に可燃性物質を保管し

ないこととする。 

SA 火③c8-1 

SA 火③c8-2 

 

また，高温となる設備は，高温部を断熱

材，耐火材で覆うこと又は冷却すること

により，可燃性物質との接触及び可燃性

物質の過熱を防止する設計とする。 

SA 火③c8-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災の発生防止のため，火災区域にお

いて有機溶剤を使用する場合は必要量以

上持ち込まない運用とし，可燃性の蒸気

が滞留するおそれがある場合は，使用す

る作業場所において，換気，通風，拡散

の措置を行うとともに，建屋の送風機及

び排風機による機械換気により滞留を防

止する設計とする。 

火災区域又は火災区画において，発火

性又は引火性物質を内包する設備は，溶

接構造の採用及び機械換気等により，

「電気設備に関する技術基準を定める省

令」第六十九条及び「工場電気設備防爆

指針」で要求される爆発性雰囲気となら

ない設計とするとともに，当該の設備を

設ける火災区域又は火災区画に設置する

電気・計装品の必要な箇所には，接地を

施す設計とする。 

 

 

 

火災の発生防止のため，可燃性の微粉

を発生する設備及び静電気が溜まるおそ

れがある設備を火災区域に設置しないこ

とによって，可燃性の微粉及び静電気に

よる火災の発生を防止する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

火災の発生防止のため，発火源への対

策として，設備を金属製の筐体内に収納

する等，火花が設備外部に出ない設備を

設置するとともに，高温部分を保温材で

覆うことによって，可燃性物質との接触

防止や潤滑油等可燃物の過熱防止を行う

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基② 

【手段：運用】 

SA 火③c7-1 

・有機溶剤の持ち込み

管理 

SA 火③c7-2 

・可燃性蒸気の滞留防

止 

（発電炉の記載） 

MOX 燃料加工施設に該

当設備がないため記

載しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

MOX 燃料加工施設に該

当設備がないため記

載しない。 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基② 

【手段：運用】 

SA 火③c8-1 

・可燃物近傍への保管

禁止 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

SA 火③c8-2 

・断熱材，耐火材によ

る可燃性物質との接触

防止 

・冷却による可燃性物

質の加熱防止 
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要求事項との対比表 第二十九条 （火災等による損傷の防止）（11 / 41） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 火③c8-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅲ)-１ 火花の発生を伴う設備 

(ⅲ)-１-１ 挿入溶接装置 

燃料棒の端栓を溶接する設備は，TIG 自

動溶接方式とするが，火花が飛散するこ

とがないよう，装置内雰囲気を不活性で

あるヘリウムガスに置換した後に溶接を

行うことで，発火源とならない設計とす

る。◇2  

(ⅲ)-１-２ 燃料棒解体装置 

燃料棒の端栓切断には火花が飛散するこ

とがないよう，押切機構の切断機（パイ

プカッタ）を使用することで発火源とな

らない設計とする。◇1  

(ⅲ)-２ 高温となる設備 

(ⅲ)-２-１ 焼結炉等 

焼結炉等は，運転中は温度制御機器によ

り炉内の温度制御を行う設計とする。◇2  

焼結炉等は炉殻表面が高温にならないよ

う，運転中は冷却水により冷却する設計

とする。◇2  

また，燃料加工建屋内の冷水ポンプは予

備機を設ける設計とし，当該ポンプの故

障を検知した場合には，予備機が起動す

る設計とする。また，冷却水流量が低下

した場合においても，冷却水流量低によ

る加熱停止回路により，ヒータ電源を自

動で遮断し加熱を停止する設計とする。

◇2  

なお，雰囲気ガスを加湿する場合を含

め，焼結炉等の炉内に水が入らない設計

とする。◇2  

(ⅳ) 水素対策 

火災区域に対する水素対策については，

以下の設計とする。◇4  

火災区域に設置する水素・アルゴン混合

ガスを内包する設備は，溶接構造等によ

り火災区域内への水素・アルゴン混合ガ

スの漏えいを防止するとともに，機械換

気を行うことにより，水素濃度を燃焼限

界濃度以下とするよう設計する。◇1  

水素・アルゴン混合ガスを内包する焼結

炉等に水素・アルゴン混合ガスを供給

し，高温状態でグリーンペレットを焼結

することから，これらの系統及び機器を

設置する工程室に水素ガス漏えい検知器

を設置し，中央監視室等に警報を発する

設計とする。◇3  

蓄電池を設置する火災区域は，充電時に

おいて蓄電池から水素が発生するおそれ

があることから，当該区域に可燃性物質

を持ち込まないこととする。SA③c4-4 

また，蓄電池室の上部に水素ガス漏えい

検知器を設置し，水素の燃焼限界濃度で

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社および発電炉

の記載） 

設備の違いにより記

載が異なる。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ある４vol％の４分の１以下で中央監視室

に警報を発する設計とする。 

SA 火③c9 

(ⅴ) 空気の混入防止対策 

焼結炉等，水素・アルゴン混合ガスを使

用する機器の接続部は，溶接構造又はフ

ランジ構造により空気が混入することを

防止する設計とする。◇3  

また，水素・アルゴン混合ガスを受け入

れる配管には，逆止弁を設置し，配管が

破断した場合に空気が焼結炉等内に混入

することを防止する設計とする。◇3  

(ⅴ)-１ 焼結炉 

焼結炉の出入口に入口真空置換室及び出

口真空置換室を設け，容器を出し入れす

る際に置換室の雰囲気を置換し，焼結炉

内にグローブボックス雰囲気が混入する

ことを防止する設計とする。◇3  

焼結時の焼結炉内への空気の混入を監視

するため酸素濃度計を設置し，空気の混

入が検出された場合にはヒータ電源を自

動で遮断し不活性のアルゴンガスで掃気

するとともに，中央監視室及び制御第１

室に警報を発する設計とする。◇3  

(ⅴ)-２ 小規模焼結処理装置 

小規模焼結処理装置は，容器を炉内へ装

荷し，炉蓋を閉じた後，炉内雰囲気を水

素・アルゴン混合ガス雰囲気に置換する

設計とする。◇3  

また，焼結時は炉内へ空気が混入するこ

とを防止する設計とする。◇3  

焼結時の小規模焼結処理装置内への空気

の混入を監視するため酸素濃度計を設置

し，空気の混入が検出された場合にはヒ

ータ電源を自動で遮断し不活性のアルゴ

ンガスで掃気するとともに，中央監視室

等に警報を発する設計とする。◇3  

 (ⅵ) 過電流による過熱防止対策 

「イ．(ロ)(４)①ａ．(ｂ)ⅱ．(ⅵ) 過

電流による過熱防止対策」の基本方針を

適用する。 

◇3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災の発生防止のため，発電用原子炉

施設内の電気系統は，保護継電器及び遮

断器によって故障回路を早期に遮断し，

過電流による過熱及び焼損を防止する設

計とする。 

電気室は，電源供給のみに使用する設

計とする。 

火災の発生防止のため，放射線分解に

より水素が発生する火災区域又は火災区

画における，水素の蓄積防止対策とし

て，社団法人火力原子力発電技術協会

「BWR 配管における混合ガス（水素・酸

素）蓄積防止に関するガイドライン（平

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

MOX 燃料加工施設に該

当設備がないため記

載しない。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB 火③g1（建物の耐火構造又は

不燃性材料の使用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 火③d1（火災防護上重要な機

器等及びこれら支持構造部の主

要構造材の不燃性材料使用） 

 

 

 

 

 

 

SA 火③d2（非密封で核燃料物質

を取り扱う GB の不燃性材料又は

難燃性材料の使用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 不燃性材料又は難燃性材料の使用 

ＭＯＸ燃料加工施設の建物は，耐火構

造又は不燃性材料で造られたものとする

とともに，必要に応じて防火壁の設置そ

の他の適切な防火措置を講ずる設計とす

る。 

DB 火③g1 

 

重大事故等対処施設の機器等は，可能

な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用

する設計とし，不燃性材料又は難燃性材

料の使用が技術上困難な場合は，不燃性

材料又は難燃性材料と同等以上の性能を

有するもの(以下「代替材料」という。)

を使用する設計とする。 

また，代替材料の使用が技術上困難な

場合は，当該重大事故等対処施設におけ

る火災及び爆発に起因して，他の重大事

故等対処施設の火災及び爆発が発生する

ことを防止するための措置を講ずる設計

とする。 

なお，焼結炉等の炉体及び閉じ込めの

境界を構成する部材は，耐熱性を有する

材料を使用する設計とする。 

（冒頭宣言） 

 

 

重大事故等対処施設を構成する機器等

のうち，機器，配管，ダクト，ケーブル

トレイ，電線管及び盤の筐体並びにこれ

らの支持構造物の主要な構造材は，火災

及び爆発の発生防止を考慮し，金属材料

又はコンクリートを使用する設計とす

る。 

SA 火③d1 

 

核燃料物質を非密封で取り扱う機器を

収納するグローブボックス等は，不燃性

材料又は難燃性材料を使用する設計とす

る。 

SA 火③d2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．不燃性材料又は難燃性材料の使用 

ＭＯＸ燃料加工施設の建物は，耐火構造

又は不燃性材料で造られたものとするとと

もに，必要に応じて防火壁の設置その他の

適切な防火措置を講ずる設計とする。 

DB 火③g1 

 

 

重大事故等対処施設の機器等のうち，主

要な構造材，ケーブル，換気設備のフィル

タ，保温材，建屋内装材及び遮蔽材は，可

能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用

する設計とし，不燃性材料又は難燃性材料

の使用が技術上困難な場合は，代替材料を

使用する設計とする。 

また，代替材料の使用が技術上困難な場

合は，当該重大事故等対処施設における火

災及び爆発に起因して，他の重大事故等対

処施設の火災及び爆発が発生することを防

止するための措置を講ずる設計とする。 

（冒頭宣言） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射性物質を内包するグローブボックス

等のうち，閉じ込め機能を喪失することで

ＭＯＸ燃料加工施設の安全性を損なうおそ

れのあるものについては，不燃性材料又は

難燃性材料を使用する設計とする。□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ．不燃性材料又は難燃性材料の使用 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処施設は，可能な限り不燃

性材料又は難燃性材料を使用する設計と

し，不燃性材料又は難燃性材料の使用が

技術上困難な場合は，代替材料を使用す

る設計とする。◇1  

また，構築物，系統及び機器の機能を確

保するために代替材料の使用が技術上困

難な場合は，当該系統及び機器における

火災に起因して，他の重大事故等対処施

設において火災が発生することを防止す

るための措置を講ずる設計とする。◇1  

なお，焼結炉等の炉体及び閉じ込めの境

界を構成する部材は，耐熱性を有する材

料を使用する設計とする。 

 

（冒頭宣言） 

 

 

(ⅰ) 主要な構造材に対する不燃性材料 

重大事故等対処施設を構成する機器等の

うち，機器，配管，ダクト，ケーブルト

レイ，電線管及び盤の筐体並びにこれら

の支持構造物の主要な構造材は，火災及

び爆発の発生防止を考慮し，金属材料又

はコンクリートを使用する設計とする。 

SA 火③d1 

 

 

核燃料物質を非密封で取り扱う機器を収

納するグローブボックス等は，不燃性材

料又は難燃性材料を使用する設計とす

る。 

SA 火③d2 

 

 

 

 

成 17年 10月）」等に基づき，原子炉の安

全性を損なうおそれがある場合には水素

の蓄積を防止する設計とする。 

重大事故等時の原子炉格納容器内及び

建屋内の水素については，重大事故等対

処施設にて，蓄積防止対策を行う設計と

する。 

 

b. 不燃性材料又は難燃性材料の使用 

 

 

 

 

 

 

 

火災防護上重要な機器等及び重大事故

等対処施設は，不燃性材料又は難燃性材

料を使用する設計とし，不燃性材料又は

難燃性材料が使用できない場合は，不燃

性材料又は難燃性材料と同等以上の性能

を有するもの（以下「代替材料」とい

う。）を使用する設計，若しくは，当該

構築物，系統及び機器の機能を確保する

ために必要な代替材料の使用が技術上困

難な場合は，当該構築物，系統及び機器

における火災に起因して他の火災防護上

重要な機器等及び重大事故等対処施設に

おいて火災が発生することを防止するた

めの措置を講じる設計とする。 

 

 

 

 

 

火災防護上重要な機器等及び重大事故

等対処施設のうち，機器，配管，ダク

ト，トレイ，電線管，盤の筐体及びこれ

らの支持構造物の主要な構造材は，ステ

ンレス鋼，低合金鋼，炭素鋼等の金属材

料又はコンクリートの不燃性材料を使用

する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火③g1 

・建物への耐火構造又

は不燃性材料の使用 

（当社の記載） 
施設特有の記載のた

め発電炉には記載が

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

SA 火③d1 

・主要構造材の不燃性

材料の使用 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

SA 火③d2 

・非密封の核燃料物質

を取り扱うグローブボ

ックスへの不燃性材料

又は難燃性材料の使用 

（当社の記載） 
施設特有の記載のた

め発電炉には記載が
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SA 火③d3（代替材料使用困難な

場合の火災による延焼防止） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 火③d8（保温材に対する考

慮） 

 

 

 

 

 

 

SA 火③i2（対策本部室への火災

防護上の考慮） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 火③d5（実証試験により延焼

性及び自己消火性を確認した難

燃性ケーブルの使用） 

 

 

 

 

ただし，配管等のパッキン類は，その

機能を確保するために必要な代替材料の

使用が技術上困難であるが，金属で覆わ

れた狭隘部に設置し直接火炎に晒される

ことのない設計とする。 

SA 火③d3 

 

 

 

 

また，金属に覆われたポンプ及び弁の

駆動部の潤滑油並びに金属に覆われた機

器内部のケーブルは，発火した場合でも

他の重大事故等対処施設に延焼しないこ

とから，不燃性材料又は難燃性材料では

ない材料を使用する設計とする。 

SA 火③d3 

 

重大事故等対処施設に対する保温材は，

平成 12年建設省告示第 1400 号に定められ

たもの又は建築基準法で不燃性材料とし

て定められたものを使用する設計とす

る。 

SA 火③d8 

 

 

再処理施設と共用する緊急時対策建屋

の対策本部室のカーペットは，消防法に

基づく防炎物品若しくはこれと同等の性

能を有することを試験により確認した材

料を使用する設計とする。 

SA 火③i2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処施設に使用するケーブ

ルは，実証試験により延焼性(米国電気電

子 工 学 学 会 規 格 IEEE383-1974 又 は

IEEE1202-1991 垂直トレイ燃焼試験)及び

自己消火性(UL1581(Fourth Edition)1080 

VW-1 UL 垂直燃焼試験)を確認したケーブ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処施設に使用するケーブル

には，実証試験により延焼性及び自己消火

性を確認したケーブルを使用する設計とす

る。□2  

 

 

 

ただし，配管等のパッキン類は，その機

能を確保するために必要な代替材料の使

用が技術上困難であるが，金属で覆われ

た狭隘部に設置し直接火炎にさらされる

ことはなく，火災による安全機能への影

響は限定的であること,また，他の重大事

故等対処施設に延焼するおそれがないこ

とから，不燃性材料又は難燃性材料では

ない材料を使用可能な設計とする。SA 火

③d3 

また，金属に覆われたポンプ及び弁の駆

動部の潤滑油，並びに金属に覆われた機

器内部のケーブルは，発火した場合でも

他の重大事故等対処施設に延焼しないこ

とから，不燃性材料又は難燃性材料では

ない材料を使用可能な設計とする。SA 火

③d3 

 

(ⅱ) 変圧器及び遮断器に対する絶縁油

の内包 

重大事故等対処施設のうち，建屋内に設

置する変圧器及び遮断器は絶縁油を内包

しない乾式を使用する設計とする。 

SA 火③d4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅲ) 難燃ケーブルの使用 

重大事故等対処施設及び安重機能を有す

る機器等のうちグローブボックス内に使

用するケーブルは，実証試験により延焼

性（米国電気電子工学学会規格 IEEE383-

1974 又は IEEE1202-1991 垂直トレイ燃焼

試験）及び自己消火性（UL1581（Fourth 

 

ただし，配管のパッキン類は，その機

能を確保するために必要な代替材料の使

用が技術上困難であるため，金属で覆わ

れた狭隘部に設置し直接火炎に晒される

ことのない設計とする。 

 

 

 

 

 

金属に覆われたポンプ及び弁等の駆動

部の潤滑油並びに金属に覆われた機器躯

体内部に設置する電気配線は，発火した

場合でも他の火災防護上重要な機器等及

び重大事故等対処施設に延焼しないこと

から，不燃性材料又は難燃性材料でない

材料を使用する設計とする。 

 

火災防護上重要な機器等及び重大事故

等対処施設に使用する保温材は，原則，

平成 12年建設省告示第 1400 号に定められ

たもの又は建築基準法で不燃性材料とし

て認められたものを使用する設計とす

る。 

 

 

火災防護上重要な機器等及び重大事故

等対処施設を設置する建屋の内装材は，

建築基準法で不燃性材料として認められ

たものを使用する設計とする。 

ただし，管理区域の床に塗布されている

耐放射線性のコーティング剤は，不燃性

材料であるコンクリート表面に塗布する

こと，難燃性が確認された塗料であるこ

と，加熱源を除去した場合はその燃焼部

が広がらないこと，原子炉格納容器内を

含む建屋内に設置する火災防護上重要な

機器等及び重大事故等対処施設は，不燃

性又は難燃性の材料を使用し，その周辺

における可燃物を管理することから，難

燃性材料を使用する設計とする。 

また，中央制御室の床面は，防炎性能

を有するカーペットを使用する設計とす

る。 

 

 

火災防護上重要な機器等及び重大事故

等対処施設に使用するケーブルは，実証

試験により自己消火性（ＵＬ垂直燃焼試

験）及び耐延焼性（ＩＥＥＥ３８３（光

ファイバケーブルの場合はＩＥＥＥ１２

０２）垂直トレイ燃焼試験）を確認した

ない。 

○設○許基① 

【手段：設備】 

SA 火③d3 

・代替材料使用困難な

場合の延焼防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

SA 火③i2 

・防炎性を有するカー

ペットの使用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

SA 火③d5 

・実証試験により延焼

性及び自己消火性を確

認した難燃性ケーブル

の使用 
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SA 火③d6（非難燃性ケーブルを

使用する場合の措置） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 火③d7（換気設備フィルタの

難燃性又は不燃性材料使用） 

 

 

 

 

 

 

 

SA 火③d4（建屋内に設置する変

圧器及び遮断器の使用（乾

式）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ルを使用する設計とする。 

SA 火③d5 

 

 

ただし，機器の性能上の理由から実証

試験により延焼性及び自己消火性が確認

できないケーブルをやむを得ず使用する

場合には，難燃ケーブルを使用した場合

と同等以上の難燃性能があることを実証

試験により確認した上で使用する設計と

するか，金属製の筐体等に収納，延焼防

止材により保護，専用の電線管に敷設等

の措置を講ずることにより，他の火災防

護上重要な機器等及び重大事故等対処施

設に対処するための設備において火災及

び爆発が発生することを防止する設計と

する。 

SA 火③d6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処施設のうち，換気設備の

フィルタは，「JACA No.11A(空気清浄装置

用ろ材燃焼性試験方法指針(公益社団法人

日本空気清浄協会))」により難燃性を満

足する難燃性材料又は不燃性材料を使用

する設計とする。 

SA 火③d7 

 

 

重大事故等対処施設の機器等のうち，

建屋内に設置する変圧器及び遮断器は絶

縁油を内包しない乾式を使用する設計と

する。 

SA 火③d4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処施設に使用するケーブル

のうち，機器等の性能上の理由からやむを

得ず実証試験により延焼性及び自己消火性

が確認できないケーブルは，金属製の筐体

等に収納する，延焼防止材により保護す

る，専用の電線管に敷設する等の措置を講

ずることにより，他の重大事故等対処施設

及び設計基準事故に対処するための設備に

おいて火災及び爆発が発生することを防止

する設計とする。□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建屋内の変圧器及び遮断器は，絶縁油

等の可燃性物質を内包していないものを

使用する設計とする。□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edition）1080 VW-1 UL 垂直燃焼試験）を

確認したケーブルを使用する設計とす

る。 

SA 火③d5 

ただし，機器の性能上の理由から実証試

験にて延焼性及び自己消火性を確認でき

ないケーブルは，難燃ケーブルと同等以

上の性能を有する材料を使用する設計と

する。SA 火③d6 

具体的には，ケーブルに対し，金属製の

筐体等に収納，延焼防止材により保護，

専用の電線管に敷設等の措置を講ずるこ

とにより，他の重大事故等対処施設及び

設計基準事故に対処するための設備にお

いて火災及び爆発が発生することを防止

する設計とする。SA 火③d6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅳ) 換気フィルタに対する不燃性材料

及び難燃性材料の使用 

「イ．(ロ)(４)①ａ．(ｂ)ⅲ．(ⅳ) 換

気設備のフィルタに対する不燃性材料及

び難燃性材料の使用」の基本方針を適用

する。SA 火③d7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅴ) 保温材に対する不燃性材料の使用 

「イ．(ロ)(４)①ａ．(ｂ)ⅲ．(ⅴ) 保

温材に対する不燃性材料の使用」の基本

方針を適用する。SA 火③d8 

(ⅵ) 建屋内装材に対する不燃性材料の

使用 

「イ．(ロ)(４)①ａ．(ｂ)ⅲ．(ⅵ) 建

屋内装材に対する不燃性材料の使用」の

基本方針を適用する。◇3  

(ⅶ) 遮蔽材に対する不燃性材料又は難

燃性材料の使用 

「イ．(ロ)(４)①ａ．(ｂ)ⅲ．(ⅶ) 遮

難燃ケーブルを使用する設計とする。 

 

 

 

ただし，実証試験により耐延焼性等が

確認できない放射線モニタケーブル及び

重大事故等対処施設である通信連絡設備

の機器本体に使用する専用ケーブルは，

難燃ケーブルと同等以上の性能を有する

設計とするか，代替材料の使用が技術上

困難な場合は，当該ケーブルの火災に起

因して他の火災防護上重要な機器等及び

重大事故等対処施設において火災が発生

することを防止するための措置を講じる

設計とする。  

また，上記ケーブル以外の非難燃ケー

ブルについては，原則，難燃ケーブルに

取り替えて使用する設計とするが，ケー

ブルの取り替えに伴い安全上の課題が生

じる場合には，難燃ケーブルを使用した

場合と同等以上の難燃性能を確保できる

代替措置（複合体）を施す設計又は電線

管に収納する設計とする。 
 
(「代替措置(複合体)を施す設計」の項は省略) 

 

 

 

火災防護上重要な機器等及び重大事故

等対処施設のうち，換気空調設備のフィ

ルタはチャコールフィルタを除き，「Ｊ

ＩＳ Ｌ １０９１（繊維製品の燃焼性

試験方法）」又は「ＪＡＣＡ Ｎｏ．１

１Ａ－２００３（空気清浄装置用ろ材燃

焼性試験方法指針（公益社団法人日本空

気清浄協会））」を満足する難燃性材料

を使用する設計とする。 

火災防護上重要な機器等及び重大事故

等対処施設のうち，屋内の変圧器及び遮

断器は，可燃性物質である絶縁油を内包

していないものを使用する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

SA 火③d6 

・非難燃性ケーブルの

耐火措置 

・耐火措置の妥当性確

認方法 

※なお、妥当性確認方

法は添付書類等へ記載 

 

 

（発電炉の記載） 

MOX 燃料加工施設に該

当設備がないため記

載しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

SA 火③d7 

・重大事故等対処施設

のうち，難燃性又は不

燃性材料の使用 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

SA 火③d4 

・重大事故等対処施設

のうち，建屋内に設置

する変圧器及び遮断器

の乾式使用 
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要求事項との対比表 第二十九条 （火災等による損傷の防止）（16 / 41） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 火③e1（避雷設備の設置と構

内接地系への接続） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 火③e2（安定地盤への設置と

耐震重要度に応じた耐震設計） 

 

 

 

 

 

(4) 自然現象による火災及び爆発の発生

防止 

自然現象として，地震，津波，落雷，

風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積

雪，火山の影響(降下火砕物によるフィル

タの目詰まり等)，生物学的事象，森林火

災及び塩害を考慮する。 

これらの自然現象のうち，火災及び爆

発を発生させるおそれのある落雷，地

震，竜巻(風(台風)を含む。)及び森林火

災について，これらの現象によって火災

及び爆発が発生しないように，以下のと

おり火災防護対策を講ずる設計とする。 

（冒頭宣言） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設において火災及び

爆発を発生させるおそれのある自然現象

のうち落雷による火災及び爆発の発生を

防止するため，建築基準法及び消防法に

基づき避雷設備を設置する設計とする。 

各構築物に設置する避雷設備は，接地

系と連接することにより，接地抵抗の低

減及び雷撃に伴う構内接地系の電位分布

の平坦化を図る設計とする。 

SA 火③e1 

 

 

 

 

 

重大事故等対処施設は，重大事故等対

処施設の設備分類に応じた地震力が作用

した場合においても支持することができ

る地盤に設置し，耐震設計を行うことで

 

 

 

ｂ．落雷，地震等の自然現象による火災

及び爆発の発生防止 

重大事故時にＭＯＸ燃料加工施設の敷地

及びその周辺での発生の可能性，重大事故

等対処施設への影響度，事象進展速度や事

象進展に対する時間余裕の観点から，重大

事故時に重大事故等対処施設に影響を与え

るおそれがある事象として，地震，津波，

落雷，風（台風），竜巻，凍結，高温，降

水，積雪，火山の影響，生物学的事象，森

林火災及び塩害である。 

これらの自然現象のうち，ＭＯＸ燃料

加工施設で火災及び爆発を発生させるお

それのある落雷，地震，竜巻（風（台

風）を含む。）について，これらの現象

によって火災及び爆発が発生しないよう

に，以下のとおり火災防護対策を講ずる

設計とする。 

（冒頭宣言） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

落雷による火災及び爆発の発生を防止す

るため，建築基準法及び消防法に基づき避

雷設備を設置する設計とする。 

各構築物に設置する避雷設備は，接地系

と連接することにより，接地抵抗の低減及

び雷撃に伴う接地系の電位分布の平坦化を

図る設計とする。 

SA 火③e1 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処施設は，耐震設計上の重

要度分類に応じた地震力が作用した場合に

おいても支持することができる地盤に設置

し，自らの破壊又は倒壊による火災及び爆

蔽材に対する不燃性材料又は難燃性材料

の使用」の基本方針を適用する。◇3  

 

ⅳ．落雷，地震等の自然現象による火災

及び爆発の発生防止 

重大事故時におけるＭＯＸ燃料加工施設

の敷地及びその周辺での発生の可能性，

重大事故等対処施設への影響度，事象進

展速度や事象進展に対する時間余裕の観

点から，重大事故時に重大事故等対処施

設に影響を与えるおそれがある事象とし

て，地震，津波，落雷，風（台風），竜

巻，凍結，高温，降水，積雪，火山の影

響，生物学的事象，森林火災及び塩害を

選定する。 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物の

影響については，侵入防止対策によって

影響を受けない設計とする。◇1  

津波，凍結，高温，降水，積雪，生物学

的事象及び塩害は，発火源となり得る自

然現象ではなく，火山の影響について

も，火山からＭＯＸ燃料加工施設に到達

するまでに降下火砕物が冷却されること

を考慮すると，発火源となり得る自然現

象ではない。◇1  

したがって，ＭＯＸ燃料加工施設で火災

及び爆発を発生させるおそれのある自然

現象として，落雷，地震，竜巻（風（台

風）含む。）及び森林火災について，こ

れらの自然現象によって火災及び爆発が

発生しないように，以下のとおり火災防

護対策を講ずる設計とする。◇1  

(ⅰ) 落雷による火災及び爆発の発生防

止 

落雷による火災及び爆発の発生を防止す

るため，「原子力発電所の耐雷指針」

（JEAG4608），建築基準法及び消防法に

基づき，日本産業規格に準拠した避雷設

備を設置する設計とする。◇2  

各々の防護対象施設に設置する避雷設備

は，接地系と連接することにより，接地

抵抗の低減及び雷撃に伴う接地系の電位

分布の平坦化を図る設計とする。◇2  

避雷設備設置箇所を以下に示す。◇2  

(ⅰ)-１ 燃料加工建屋 

(ⅰ)-２ 排気筒 

 

(ⅱ) 地震による火災及び爆発の発生防

止 

重大事故等対処施設は，耐震設計上の重

要度分類に応じた地震力が作用した場合

においても支持することができる地盤に

設置し，自らの破壊又は倒壊による火災

 

 

 

c. 自然現象による火災の発生防止 

 

自然現象として，地震，津波（重大事故

等対処施設については，敷地に遡上する

津波を含む。），洪水，風（台風），竜

巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影

響，生物学的事象，森林火災及び高潮を

考慮する。 

これらの自然現象のうち，火災を発生さ

せるおそれのある落雷，地震，竜巻（風

（台風）を含む。）及び森林火災につい

て，これらの現象によって火災が発生し

ないように，以下のとおり火災防護対策

を講じる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

落雷によって，発電用原子炉施設内の

構築物，系統及び機器に火災が発生しな

いよう，避雷設備の設置及び接地網の敷

設を行う設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災防護上重要な機器等は，耐震クラス

に応じて十分な支持性能をもつ地盤に設

置する設計とするとともに，「実用発電

用原子炉及びその附属施設の技術基準に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

SA 火③e1 

・落雷による火災及び

爆発防止の観点から避

雷設備の設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

SA 火③e2 

・地震による火災及び

爆発防止の観点から重
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要求事項との対比表 第二十九条 （火災等による損傷の防止）（17 / 41） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 火③e3（竜巻防護対策） 

 

 

 

 

 

 

 

SA 火③e4（防火帯による森林火

災延焼防止対策） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 火①d4（火災感知設備及び消

火設備の地震対応） 

 

自らの破壊又は倒壊による火災及び爆発

の発生を防止する設計とする。 

SA 火③e2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処施設は，重大事故等時

の竜巻(風(台風)を含む。)の影響により

火災及び爆発が発生することがないよう

に，竜巻防護対策を行う設計とする。 

SA 火③e3 

 

 

 

森林火災については，防火帯により，

重大事故等対処施設の火災及び爆発の発

生防止を講ずる設計とする。 

SA 火③e4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2  火災の感知，消火 

火災の感知及び消火は，重大事故等対

処施設に対して，早期の火災感知及び消

火を行うための火災感知設備及び消火設

備を設置する設計とする。 

また，グローブボックス内に対して

も，早期に火災感知及び消火を行うため

の火災感知設備及び消火設備を設置する

設計とする。 

火 災 感 知 設 備 及 び 消 火 設 備 は ，

「7.1.1(4) 自然現象による火災及び爆

発の発生防止」で抽出した自然現象に対

して，火災感知及び消火の機能，性能が

維持できる設計とする。 

（冒頭宣言） 

火災感知設備及び消火設備は，火災区

域及び火災区画に設置した重大事故等対

処施設の設備分類に応じて機能を維持で

発の発生を防止する設計とするとともに，

事業許可基準規則第二十五条に示す要求を

満足するよう，「事業許可基準規則の解

釈」に従い耐震設計を行う設計とする。 

SA 火③e2 

 

 

 

 

 

 

 

 

竜巻（風（台風）を含む。）について，

重大事故等対処施設は，重大事故時の竜巻

（風（台風）を含む。）の影響により火災

及び爆発が発生することがないように，竜

巻防護対策を行う設計とする。 

SA 火③e3 

 

 

なお，森林火災については，防火帯によ

り，重大事故等対処施設の火災及び爆発の

発生防止を講ずる設計とする。 

SA 火③e4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 火災の感知，消火 

ａ．早期の火災感知及び消火 

火災の感知及び消火は，重大事故等対処

施設に対する火災の影響を限定し，早期の

火災感知及び消火を行うための火災感知設

備及び消火設備を設置する設計とする。 

 （冒頭宣言） 

 

 

火災感知設備及び消火設備は，「ロ．

(ニ)(２)②ｂ．落雷，地震等の自然現象に

よる火災及び爆発の発生防止」で抽出した

自然現象に対して，火災感知及び消火の機

能，性能が維持できる設計とする。 

 （冒頭宣言） 

火災感知設備及び消火設備は，火災区域

及び火災区画に設置した重大事故等対処施

設が地震による火災を想定する場合におい

及び爆発の発生を防止する。◇1  

耐震については事業許可基準規則の第二

十五条に示す要求を満足するよう，事業

許可基準規則の解釈に従い耐震設計を行

う設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

(ⅲ) 竜巻（風（台風）を含む。）によ

る火災及び爆発の発生防止 

重大事故等対処施設は，重大事故時の竜

巻（風（台風）を含む。）の影響により

火災及び爆発が発生することがないよう

に，竜巻防護対策を行う設計とする。◇1  

 

 

(ⅳ) 森林火災による火災及び爆発の発

生防止 

森林火災については，防火帯により，重

大事故等対処施設の火災及び爆発の発生

防止を講ずる設計とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｃ) 火災の感知，消火 

火災の感知及び消火については，重大事

故等対処施設に対して，早期の火災感知

及び消火を行うための火災感知設備及び

消火設備を設置する設計とする。◇1  

また，グローブボックス内に対しても，

早期に火災感知及び消火を行うための火

災感知設備及び消火設備を設置する設計

とする。 

 （冒頭宣言） 

具体的な設計を「イ．(ロ)(４)①ｂ．

(ｃ )ⅰ.火災感知設備」から「イ．

(ロ)(４)①ｂ．(ｃ)ⅳ.消火設備の破損，

誤動作又は誤操作による重大事故等対処

施設への影響」に示す。◇2  

このうち，火災感知設備及び消火設備

が，地震等の自然現象に対して，火災感

知及び消火の機能，性能が維持され，か

関する規則の解釈」（平成 25 年 6月 19日

原子力規制委員会）に従い，耐震設計を

行う設計とする。 

重大事故等対処施設は，施設の区分に応

じて十分な支持性能をもつ地盤に設置す

る設計とするとともに，「実用発電用原

子炉及びその附属施設の技術基準に関す

る規則の解釈」（平成 25年 6月 19 日原子

力規制委員会）に従い，耐震設計を行う

設計とする。 

 

 

 

火災防護上重要な機器等及び重大事故等

対処施設は，森林火災から，防火帯によ

る防護により，火災発生防止を講じる設

計とし，竜巻（風（台風）を含む。）か

ら，竜巻防護対策設備の設置，固縛及び

常設代替高圧電源装置の燃料油が漏えい

した場合の拡大防止対策等により，火災

の発生防止を講じる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 火災の感知及び消火 

火災区域又は火災区画の火災感知設備及

び消火設備は，火災防護上重要な機器等

及び重大事故等対処施設に対して火災の

影響を限定し，早期の火災感知及び消火

を行う設計とする。 

 

 

 

 

火災感知設備及び消火設備は，「1.(1)c. 

自然現象による火災の発生防止」で抽出

した自然現象に対して，火災感知及び消

火の機能，性能が維持できる設計とす

る。 

 

火災感知設備及び消火設備については，

火災区域及び火災区画に設置された火災

大事故等対処施設の安

定地盤への設置と耐震

設計の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

SA 火③e3 

・竜巻防護対策 

※竜巻防護対策は，設

計基準の竜巻防護対策

の基本設計方針に準じ

る。 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

SA 火③e4 

・防火帯の設置 

※防火帯の設置は，設

計基準の外部火災につ

いての基本設計方針に

旬準じる。 

 

（発電炉の記載） 

MOX 燃料加工施設に該

当設備がないため記

載しない。 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 
施設特有の記載のた

め発電炉には記載が

ない。 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

SA 火①d4 
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第二十九条 （火災等による損傷の防止）（18 / 41） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 火①b1（火災感知器の設置方

法） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きる設計とする。 

SA 火①d4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 火災感知設備 

重大事故等対処施設を設置する火災区

域又は火災区画の火災感知器の型式は，

放射線，取付面高さ，温度，湿度，空気

流等の環境条件及び予想される火災の性

質を考慮して選定するとともに，火災を

早期に感知できるよう固有の信号を発す

る異なる種類の火災感知器として，アナ

ログ式煙感知器及びアナログ式熱感知器

を組み合わせて設置する設計とする。 

 

 

 

 

ただし，放射線の影響を考慮する場所

に設置する火災感知器については，非ア

ナログ式とする。 

グローブボックス内は，主要な工程で

核燃料物質を非密封で取り扱うという特

徴があり，ＭＯＸ粉末やレーザ光による

誤作動や内装機器及び架台が障壁となる

ことにより，煙感知器及び炎感知器並び

にサーモカメラでは火災を感知できない

おそれがあることから，火災源の位置等

を考慮した上で，早期感知ができ，ま

た，動作原理の異なる2種類の熱感知器を

組み合わせて設置する設計とする。 

消防法施行令及び消防法施行規則にお

いて火災感知器の設置が除外される区域

についても，重大事故等対処施設が火災

による影響を考慮すべき場合には火災感

知器を設置する設計とする。 

重大事故等対処施設を設置する火災区

域又は火災区画のうち，コンクリート製

の構造物や金属製の配管，タンク等のみ

で構成する機器等を設置する火災区域又

は火災区画は，機器等を不燃性の材料で

構成しており，火災の影響により機能を

喪失するおそれがないことから，固有の

信号を発する異なる種類の火災感知器の

組合せは行わず，消防法に基づいた設計

ては耐震設計上の重要度分類に応じて機能

を維持できる設計とする。 

SA 火①d4 

また，消火設備は，破損，誤作動又は誤

操作が起きた場合のほか，火災感知設備の

破損，誤作動又は誤操作が起きたことによ

り消火設備が作動した場合においても，重

大事故等に対処するために必要な機能を損

なわない設計とする。 

□4  

 

 

(ａ) 火災感知設備 

火災感知器は，環境条件や火災の性質を

考慮して型式を選定し，重大事故等対処施

設を設置する火災区域又は火災区画に対し

て，固有の信号を発する異なる種類の火災

感知器を組み合わせて設置する設計とす

る。◇4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つ，重大事故等対処施設の耐震重要度分

類に応じて，機能を維持できる設計とす

ることを「イ．(ロ)(４)①ｂ．(ｃ)ⅲ.自

然現象の考慮」に示す。◇2  

また，消火設備は，破損，誤動作又は誤

操作が起きた場合においても，重大事故

等対処施設の安全機能を損なわない設計

とすることを「イ．(ロ)(４ )①ｂ．

(ｃ)ⅳ.消火設備の破損，誤動作又は誤操

作による重大事故等対処施設への影響」

に示す。◇2  

 

ⅰ．火災感知設備 

火災感知設備は，重大事故等対処施設を

設置する火災区域及び火災区画並びにグ

ローブボックスの火災を早期に感知する

ために設置する設計とする。◇1  

(ⅰ) 火災感知設備の環境条件等の考慮

及び多様化 

「イ．(ロ)(４)①ａ．(ｃ)ⅰ．(ⅰ) 火

災感知設備の環境条件等の考慮及び多様

化」の基本方針を適用する。◇3  

 

(ⅱ) 火災感知器の性能と設置方法 

火災感知器については消防法施行規則

（昭和 36 年自治省令第６号）第二十三条

第４項に従い設置する設計とする。 

また，環境条件等から消防法上の火災感

知器の設置が困難となり，感知器と同等

の機能を有する機器を使用する場合にお

いては，同項において求める火災区域内

の感知器の網羅性及び火災報知設備の感

知器及び発信機に係る技術上の規格を定

める省令（昭和 56年自治省令第17号）第

十二条から第十八条までに定める感知性

能と同等以上の方法により設置する設計

とする。 

SA 火①b1 

 

 

火災感知設備の火災感知器は，環境条件

及び火災防護対象とする重大事故等対処

施設の特徴を踏まえ設置することとし，

アナログ式煙感知器及びアナログ式熱感

知器の組合せを基本として設置する設計

とする。◇1  

一方，以下に示すとおり，屋内において

取り付け面高さが熱感知器又は煙感知器

の上限を超える場合及び外気取入口など

気流の影響を受ける場合並びに屋外構築

物の監視に当たっては，アナログ式感知

器の設置が適さないことから，非アナロ

グ式の炎感知器及び非アナログ式の熱感

防護上重要な機器等の耐震クラス及び重

大事故等対処施設の区分に応じて，地震

に対して機能を維持できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 火災感知設備 

火災感知設備の火災感知器（一部「東

海，東海第二発電所共用」（以下同

じ。））は，火災区域又は火災区画にお

ける放射線，取付面高さ，温度，湿度，

空気流等の環境条件，予想される火災の

性質を考慮し，火災感知器を設置する火

災区域又は火災区画の火災防護上重要な

機器等及び重大事故等対処施設の種類に

応じ，火災を早期に感知できるよう，固

有の信号を発するアナログ式の煙感知器

及びアナログ式の熱感知器の異なる種類

の火災感知器を組み合わせて設置する設

計とする。 

 

ただし，発火性又は引火性の雰囲気を

形成するおそれのある場所及び屋外等

は，環境条件や火災の性質を考慮し，非

アナログ式の炎感知器（赤外線方式），

非アナログ式の防爆型熱感知器，非アナ

ログ式の防爆型煙感知器，非アナログ式

の屋外仕様の炎感知器（赤外線方式），

アナログ式の屋外仕様の熱感知カメラ及

び非アナログ式の熱感知器も含めた組み

合わせで設置する設計とする。 

非アナログ式の火災感知器は，環境条

件等を考慮することにより誤作動を防止

する設計とする。 

なお，アナログ式の屋外仕様の熱感知

カメラ及び非アナログ式の屋外仕様の炎

感知器（赤外線方式）は，監視範囲に火

災の検知に影響を及ぼす死角がないよう

に設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

a-2 火災感知設備及

び消火設備の機能維持

設計 

・油内包設備を設置す

る火災区域又は火災区

画の機能維持設計 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

SA 火①b1 

・火災感知器の設置方

法 

a-1 感知・消火設備

性能確認（消防認定外

火災感知器） 

（当社の記載） 
施設特有の記載のた

め発電炉には記載が

ない。 

（発電炉の記載） 

MOX 燃料加工施設に該

当設備がないため記

載しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340



添付－３（２） 

要求事項との対比表 第二十九条 （火災等による損傷の防止）（19 / 41） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とする。 

ただし，通常作業時に人の立入りがな

く可燃性物質がない区域は除く。 

感知器については消防法施行規則(昭和

36 年自治省令第 6 号)第二十三条第 4 項に

従い設置する設計とする。 

また，環境条件等から消防法上の火災

感知器の設置が困難となり，感知器と同

等の機能を有する機器を使用する場合に

おいては，同項において求める火災区域

内の感知器の網羅性及び火災報知設備の

感知器及び発信機に係る技術上の規格を

定める省令(昭和 56年自治省令第17号)第

十二条～第十八条までに定める感知性能

と同等以上の方法により設置する設計と

する。 

SA 火①b1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知カメラを設置する設計とする。◇1  

非アナログ式の炎感知器及び非アナログ

式の熱感知カメラは，炎が発する赤外線

や紫外線を感知するため，煙や熱と比べ

て感知器に到達する時間遅れがなく，火

災の早期感知に優位性がある。◇2  

また，非アナログ式の炎感知器及び非ア

ナログ式の熱感知カメラ（サーモカメ

ラ）を設置する場合は，それぞれの監視

範囲に火災の検知に影響を及ぼす死角が

ないように設置する設計とするととも

に，誤動作防止対策のため，屋内に設置

する場合は，外光が当たらず，高温物体

が近傍にない箇所に設置することとし，

屋外に設置する場合は，屋外型を採用す

るとともに，必要に応じて太陽光の影響

を防ぐ遮光板を設置する設計とする。◇2  

ただし，蓄電池室は換気設備により清浄

な状態に保つこと及び水素ガス漏えい検

知器により爆発性雰囲気とならないこと

を監視するものの，腐食性ガスの発生に

より火災感知器が故障し，誤作動するこ

とにより固定式のガス消火装置が誤作動

するおそれを考慮し，１台は非アナログ

式の耐酸性仕様の火災感知器とし，通常

のアナログ式の火災感知器を組み合わせ

て設置する設計とする。◇2  

非アナログ式の火災感知器の設置に当た

っては，誤作動防止対策のため，周囲温

度を考慮した作動温度を設定する設計と

する又は周囲温度が高温とならない措置

を講ずる。◇2  

よって，非アナログ式の火災感知器を採

用してもアナログ式の火災感知器と同等

以上の性能を確保することが可能であ

る。◇2  

非アナログ式の火災感知器を設置する火

災区域又は火災区画を以下に示す。◇2  

(ⅱ)-１ 設置高さのある火災区域又は火

災区画（屋内） 

火災区域又は火災区画のうち設置高さが

高い場所は，消防法に基づき設置できる

熱感知器が差動式分布型感知器に限定さ

れ，アナログ式感知器（煙及び炎）を組

み合わせて設置することが適さないこと

から，一方は非アナログ式の熱感知器

（差動式分布型）を設置する設計とす

る。◇2  

(ⅱ)-２ 高線量区域 

放射線の影響を考慮する場所に設置する

火災感知器については，半導体の使用が

少なく放射線の影響を受けにくいと考え

られる非アナログ式の煙感知器及び非ア
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第二十九条 （火災等による損傷の防止）（20 / 41） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グローブボックス内は，主要な工程で核

燃料物質を非密封で取り扱うという特徴が

あり，ＭＯＸ粉末やレーザ光による誤作動

や内装機器及び架台が障壁となることによ

り，煙感知器及び炎感知器並びにサーモカ

メラでは火災を感知できないおそれがある

ことから，火災源の位置等を考慮した上

で，早期感知ができ，また，動作原理の異

なる２種類の熱感知器を組み合わせて設置

する設計とする。□4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ナログ式の熱感知器とする。◇2  

(ⅱ)-３ グローブボックス内 

グローブボックス内は放射線の影響を考

慮する必要があるため，高線量区域と同

様に半導体の使用が少なく放射線の影響

を受けにくいと考えられる非アナログ式

の熱感知器を組み合わせて設置する。◇2  

熱感知器の組合せとしては，白金測温抵

抗体（温度異常（60℃以上）を感知）及

びグローブボックス全体の温度上昇を感

知できる熱電対式の差動式分布型熱感知

器（温度上昇異常（15℃/min 以上）を感

知）を設置する。◇2  

このため，白金測温抵抗体は，火災によ

る熱が集中しやすいグローブボックスの

排気口付近に設置し，差動式分布型熱感

知器は，火災による熱が集中しやすいグ

ローブボックスの天井に設置することに

より，早期に火災を感知できる設計とす

る。◇2  

なお，差動式分布型熱感知器は一般的に

大空間に設置され，熱による温度上昇を

感知するものであるが，グローブボック

ス内は，部屋に比べて容積が小さいこと

から十分感知が可能である。◇2  

安全上重要な施設のグローブボックスの

うち，潤滑油を内包する機器がある場合

は，その近傍に，白金測温抵抗体を設置

することで，早期に火災を感知する設計

とする。白金測温抵抗体又は差動式分布

型熱感知器のいずれか１つが感知した場

合に，火災感知信号を発信する設計とす

る。◇2  

また，熱感知器を有する火災感知設備は

故障時に中央監視室に故障信号を発する

設計とする。◇2  

グローブボックスの火災感知器は，火災

感知器ごとに設置場所を特定できること

により，火災の発生を特定できる設計と

する。◇2  

(ⅱ)-４ 地下埋設物（重油貯槽，軽油貯

槽） 

ＭＯＸ燃料加工施設の地下タンク室上部

の点検用マンホール上部の配管室（ピッ

ト部）に燃料が気化して充満することを

想定し，防爆構造の感知器を設置する必

要がある。◇2  

よって，火災感知器は，それぞれ非アナ

ログ式とし，定温スポット型熱感知器に

加え煙感知器を設置する設計とする。◇2  

再処理施設と共用する重油貯槽及び軽油

貯槽を設置する地下タンク室上部の点検

用マンホールから地上までの空間に燃料
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第二十九条 （火災等による損傷の防止）（21 / 41） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

SA 火①b2（火災感知設備の電源

確保） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 火①b3（火災感知設備による

火災発生の監視） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 火①b4（火災感知器の点検） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災感知設備は，外部電源喪失時にも

火災の感知が可能となるよう,電源を確保

する設計とする。 

SA 火①b2 

また，重大事故等対処施設を設置する火

災区域又は火災区画並びに安全上重要な

施設のグローブボックス内の火災感知設

備は，非常用所内電源設備又は感知の対

象とする重大事故等対処施設の設備分類

に応じて，各建屋の可搬型発電機等，非

常用母線又は運転予備用電源若しくは緊

急時対策建屋用発電機から給電する設計

とする。 

SA 火①b2 

 

 

火災感知設備は，中央監視室に設置す

る受信機に火災信号を表示するとともに

警報を発することで，適切に監視できる

設計及び火災感知器の設置場所を1つずつ

特定できることにより，火災の発生場所

を特定することができる設計とする。 

SA 火①b3 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災感知器は，自動試験機能又は遠隔

試験機能により点検ができる設計とす

る。 

自動試験機能又は遠隔試験機能を持た

ない火災感知器は，火災感知器の機能に

異常がないことを確認するため，消防法

施行規則に基づく煙等の火災を模擬した

試験等を定期的に実施する。 

SA 火①b4 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災感知設備は，外部電源喪失時におい

ても火災の感知が可能なように電源を確保

し，中央監視室で常時監視できる設計とす

る。□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が気化して充満することを想定し火災感

知器を設置するため防爆構造の火災感知

器とする必要がある。◇2  

よって，それぞれ防爆型のアナログ型熱

感知器（熱電対）に加え，非アナログ式

の炎感知器を設置する設計とする。◇2  

 

(ⅲ) 火災感知設備の電源確保 

火災感知設備は，外部電源喪失時にも火

災の感知が可能となるよう，蓄電池を設

け，火災感知の機能を失わないよう電源

を確保する設計とする。 

SA 火①b2 

また，重大事故等対処施設を設置する火

災区域又は火災区画及び安全上重要な施

設のグローブボックス内の火災感知設備

は，非常用所内電源設備又は感知の対象

とする設備の耐震設計上の重要度分類に

応じて，各建屋の可搬型発電機等，非常

用母線又は運転予備用電源若しくは緊急

時対策建屋用発電機から給電する設計と

する。 

SA 火①b2 

(ⅳ) 受信機 

中央監視室に設置する受信機に火災信

号を表示するとともに警報を発すること

で，適切に監視できる設計とする。SA 火

①b3 

また，受信機は，火災感知器の設置場所

を１つずつ特定できることにより，火災

の発生場所を特定できる設計とする。 

SA 火①b3 

 

 

 

 

 

 

 

火災感知器は受信機を用いて以下のとお

り点検を行うことができるものを使用す

る設計とする。 

(ⅳ)-１ 自動試験機能又は遠隔試験機能

を有する火災感知器は，火災感知の機能

に異常がないことを確認するため，定期

的に自動試験又は遠隔試験を実施する。 

(ⅳ)-２ 自動試験機能又は遠隔試験機

能を持たない火災感知器は，火災感知器

の機能に異常がないことを確認するた

め，消防法施行規則に基づく煙等の火災

を模擬した試験等を定期的に実施する。

SA 火①b4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災感知設備のうち火災受信機盤は中

央制御室に設置し，火災感知設備の作動

状況を常時監視できる設計とする。ま

た，火災受信機盤は，構成されるアナロ

グ式の受信機により作動した火災感知器

を 1つずつ特定できる設計とする。 

屋外の海水ポンプエリアを監視するア

ナログ式の屋外仕様の熱感知カメラの火

災受信機盤においては，カメラ機能によ

る映像監視（熱サーモグラフィ）により

火災発生箇所の特定が可能な設計とす

る。 

 

 

 

火災感知器は，自動試験機能又は遠隔

試験機能により点検ができる設計とす

る。 

自動試験機能又は遠隔試験機能を持た

ない火災感知器は，機能に異常がないこ

とを確認するため，消防法施行規則に準

じ，煙等の火災を模擬した試験を実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

SA 火①b2 

・蓄電池による電源確

保 

・耐震重要度分類に応

じた非常用母線又は運

転予備用母線への接続

による電源確保 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

SA 火①b3 

・受信機（火災監視

盤）の設置（中央監視

室） 

・制御室への警報表示 

・受信機（火災監視

盤）の火災発生場所を

特定できる表示方法 

（発電炉の記載） 

MOX 燃料加工施設に該

当設備がないため記

載しない。 

 

○設○許基② 

【手段：運用】 

DB 火①b4 

・火災感知器の定期的

な点検 
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第二十九条 （火災等による損傷の防止）（22 / 41） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
DB 火①b5（グローブボックス内

の火災感知設備の点検） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 火①c1-1（消火困難区域への

固定式消火設備の設置） 

 

 

 

 

 グローブボックス内の火災感知設備

は，機能に異常がないことを確認するた

め，抵抗値の測定及び模擬抵抗を用いる

試験等を定期的に実施する。 

SA 火①b5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外の火災感知設備は，火災感知器の

予備を確保し，風水害の影響を受けた場

合は，早期に火災感知器の取替えを行う

ことにより，当該設備の機能及び性能を

復旧する設計とする。 

SA 火①d1 

 

(2) 消火設備 

重大事故等対処施設を設置する火災区

域又は火災区画のうち，煙又は放射線の

影響により消火困難となる箇所，可燃性

物質を取り扱い構造上消火困難となる火

災区域又は火災区画(中央監視室等の床下

及び再処理施設と共用する緊急時対策建

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｂ) 消火設備 

ＭＯＸ燃料加工施設では，臨界管理の観

点から可能な限り水を排除する設計とす

る。また，ＭＯＸ燃料加工施設の重大事故

等対処施設を設置する火災区域又は火災区

画及びグローブボックス内で，火災発生時

の煙の充満又は放射線の影響により消火活

(ⅳ)-３ グローブボックス内の火災感知

設備については，以下の試験を実施す

る。 

(ⅳ)-３-１ 白金測温抵抗体 

(ⅳ)-３-１-１ 健全性確認 

抵抗値を測定し，温度に相当する抵抗で

あることを確認する。 

(ⅳ)-３-１-２ 動作確認 

模擬抵抗を接続し，温度指示，温度異常

表示，ブザー吹鳴が適切であることを確

認する。 

(ⅳ)-３-２ 差動式分布型熱感知器 

(ⅳ)-３-２-１ 健全性確認 

メータリレー試験器を接続し，抵抗値を

測定し，正常であることを確認する。 

(ⅳ)-３-２-２ 動作確認 

メータリレー試験器を接続し，温度上昇

異常表示，ブザー吹鳴が適切であること

を確認する。 

SA 火①b5 

(ⅴ) 試験・検査 

「イ．(ロ)(４)①ａ．(ｃ)ⅰ．(ⅴ) 試

験・検査」の基本方針を適用する。◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ．消火設備 

消火設備は，「イ．(ロ)(４)①ｂ．

(ｃ)ⅱ．(ⅰ) 火災に対する二次的影響

を考慮」から「イ．(ロ)(４ )①ｂ．

(ｃ)ⅱ．(xⅴ) 試験・検査」に示すとお

り，重大事故等対処施設を設置する火災

区域又は火災区画の火災を早期に消火で

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災感知設備は，外部電源喪失時又は

全交流動力電源喪失時においても火災の

感知が可能となるように蓄電池を設け，

電源を確保する設計とする。また，火災

防護上重要な機器等及び重大事故等対処

施設を設置する火災区域又は火災区画の

火災感知設備の電源は，非常用電源，常

設代替高圧電源装置又は緊急時対策所用

発電機からの受電も可能な設計とする。 

火災区域又は火災区画の火災感知設備

は，凍結等の自然現象によっても，機

能，性能が維持できる設計とする。屋外

に設置する火災感知設備は，-20℃まで気

温が低下しても使用可能な火災感知設備

を設置する設計とする。 

屋外の火災感知設備は，火災感知器の

予備を保有し，万一，風水害の影響を受

けた場合にも，早期に取替えを行うこと

により機能及び性能を復旧する設計とす

る。 

 

 

b. 消火設備 

火災防護上重要な機器等及び重大事故等

対処施設を設置する火災区域又は火災区

画の消火設備は，破損，誤作動又は誤操

作が起きた場合においても，原子炉を安

全に停止させるための機能又は重大事故

等に対処するために必要な機能を有する

○設○許基② 

【手段：運用】 

DB 火①b5 

・グローブボックス内

の火災感知設備の定期

的な点検 

（当社の記載） 
施設特有の記載のた

め発電炉には記載が

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

MOX 燃料加工施設に該

当設備がないため記

載しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●：消火設備の仕様に

ついて説明(後次回申

請で示す。) 

●：消火設備の配置及

び系統について説明

(後次回申請で示す。) 

●：消火設備の設計値

根拠について説明(後

344



添付－３（２） 

要求事項との対比表 第二十九条 （火災等による損傷の防止）（23 / 41） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 火①c1-2（高線量区域への可

燃性物質の持ち込み管理） 

 

 

 

 

 

 

 

SA 火①c1-3（消火困難とならな

い箇所の消火方法） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋の対策本部室の床下等)，電気品室とな

る火災区域又は火災区画については，以

下のとおり固定式のガス消火装置を設置

することにより，自動又は現場での手動

操作で消火を可能とする設計とする。 

SA 火①c1-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料棒貯蔵室等の高線量区域は，通常運

転時において人の立ち入りがなく，可燃

性物質又は着火源になり得るものもない

こと及び可燃性物質の持ち込み管理をす

ること並びに火災に至るおそれはないこ

とから固定式のガス消火装置を設置しな

い設計とする。 

SA 火①c1-2 

 

また，上記以外の火災区域又は火災区画

については，取り扱う可燃性物質の量が

小さいこと，部屋面積が小さく消火に当

たり室内への入域が不要なこと，ＭＯＸ

燃料加工施設は換気設備により負圧にし

て閉じ込める設計としており，換気設備

による排煙が可能であるため，有効に煙

の除去又は煙が降下するまでの時間が確

保できることにより消火困難とならない

ため，消防法又は建築基準法に基づく消

火設備で消火する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動が困難となるところには，固定式のガス

消火装置を設置して消火を行う設計とす

る。□2  

固定式のガス消火装置は，作動前に運転

員が退出できるよう，警報を発する設計と

する。□2  

再処理施設及び廃棄物管理施設と共用す

る消火水供給設備の消火用水供給系は，２

時間の最大放水量を確保するとともに，給

水処理設備と兼用する場合は隔離弁を設置

し消火用水供給を優先する設計とし，水源

及び消火ポンプは多重性又は多様性を有す

る設計とする。また，屋内及び屋外の消火

範囲を考慮し消火栓を配置するとともに，

移動式消火設備を配備する設計とする。□2  

消火設備の消火剤は，想定される火災の

性質に応じた十分な容量を配備し，管理区

域で放出された場合に，管理区域外への流

出を防止する設計とする。□2  

消火設備は，火災の火炎等による直接的

な影響，流出流体等による二次的影響を受

けず，重大事故等対処施設に悪影響を及ぼ

さないように設置し，外部電源喪失時の電

源確保を図るとともに，中央監視室に故障

警報を発する設計とする。□2  

 

 

 

また，煙の二次的影響が重大事故等対処

施設に悪影響を及ぼす場合は，延焼防止ダ

ンパを設ける設計とする。□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きるように設置し，消火ガスについては

全域放出方式とする設計とする。◇1  

工程室については，臨界管理の観点か

ら，水による消火を行わずガスによる消

火を行う。その際，圧力上昇を緩和する

ためのエリアを形成しグローブボックス

を経由して排気しながら消火ガスを放出

することで，工程室の圧力上昇に対して

もグローブボックスの閉じ込め機能を維

持する設計とする。 

SA 火①c1-1 

グローブボックスについては，臨界管理

の観点から，水による消火を行わずガス

による消火を行う。その際，グローブボ

ックス排風機により工程室に対するグロ

ーブボックスの負圧を維持しながら消火

ガスを放出することで，グローブボック

スの内圧上昇に対してもグローブボック

スの閉じ込め機能を維持する設計とす

る。 

SA 火①c1-2 

(ⅰ) 火災に対する二次的影響を考慮 

ＭＯＸ燃料加工施設内の消火設備のう

ち，屋内消火栓，窒素消火装置，グロー

ブボックス消火装置等を適切に配置する

ことにより，重大事故等対処施設に火災

の二次的影響が及ばない設計とする。 

SA 火①c5 

消火剤にガスを用いる場合は，電気絶縁

性の高いガスを採用することで，火災が

発生している火災区域又は火災区画から

の火災の火炎，熱による直接的な影響の

みならず，煙，流出流体，断線及び爆発

等の二次的影響が重大事故等対処施設に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

SA 火①c5 

また，煙の二次的影響が重大事故等対処

施設に悪影響を及ぼす場合は，延焼防止

ダンパを設ける設計とする。 

SA 火①c5 

具体的には，消火に用いるガスは不活性

ガスである窒素又は二酸化炭素であるこ

とから，消火設備の破損，誤作動又は誤

動作により消火剤が放出しても電気及び

機械設備に影響を与えない。◇3  

消火設備は火災による熱の影響を受けて

も破損及び爆発が発生しないように，消

火ガスボンベに接続する安全弁により消

火ガスボンベの過圧を防止する設計とす

るとともに，消火ガスボンベ及び制御盤

については消火対象を設置するエリアと

は別の火災区域，火災区画あるいは十分

に離れた位置に設置する設計とする。 

電気及び機械設備に影響を与えない設計

とし，火災発生時の煙の充満又は放射線

の影響により消火活動が困難となるとこ

ろは，自動消火設備又は手動操作による

固定式ガス消火設備を設置して消火を行

う設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災発生時の煙の充満又は放射線の影

響により消火活動が困難とならないとこ

ろは，消火器又は水により消火を行う設

計とする。 

なお，消火設備の破損，誤作動又は誤

操作に伴う溢水による安全機能及び重大

事故等に対処する機能への影響について

は，浸水防護設備の基本設計方針にて確

認する。原子炉格納容器は，運転中は窒

素に置換され火災は発生せず，内部に設

置された火災防護上重要な機器等が火災

により機能を損なうおそれはないことか

ら，原子炉起動中並びに低温停止中の状

態に対して措置を講じる設計とし，消火

については，消火器又は消火栓を用いた

消火ができる設計とする。火災の早期消

火を図るために，原子炉格納容器内の消

火活動の手順を定めて，自衛消防隊（運

転員，消防隊）の訓練を実施する。 

なお，原子炉格納容器内において火災が

発生した場合，原子炉格納容器の空間体

積(約 9800m3)に対してパージ用排風機の

容量が約16980m3/hであることから，煙が

充満しないため，消火活動が可能である

ことから，消火器又は消火栓を用いた消

火ができる設計とする。中央制御室は，

消火器で消火を行う設計とし，中央制御

室制御盤内の火災については，電気機器

への影響がない二酸化炭素消火器で消火

次回申請で示す。) 

○設○許基①② 

【手段：設備】 

SA 火①c1-1 

・消火困難区域への固

定式消火設備の設置

（全域・局所） 

・自動又は現場での操

作による消火活動が可

能な設計 

（発電炉の記載） 

MOX 燃料加工施設に該

当設備がないため記

載しない。 

 

【手段：運用】 

DB 火①c1-2 

・高線量区域への可燃

性物質の持ち込み管理 

（当社の記載） 
施設特有の記載のた

め発電炉には記載が

ない。 

 

【手段：設備】 

DB 火①c1-3 

・消火困難とならない

箇所は消防法等に基づ

く消火設備での消火 

（当社および発電炉

の記載） 

設備の違いにより記

載が異なる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

345



添付－３（２） 

要求事項との対比表 第二十九条 （火災等による損傷の防止）（24 / 41） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 火①c2（水源及び消火ポンプ

の多重化又は多様化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 消火設備の系統構成 

(a) 消火用水供給系の多重性又は多様性 

消火用水供給系の水源として，ろ過水貯

槽（再処理施設，廃棄物管理施設と共用

(以下同じ。))(約 2,500ｍ3)及び消火用水

貯槽(再処理施設，廃棄物管理施設と共用

(以下同じ。))(約 900ｍ3)を設置し，双方

からの消火用水の供給を可能とすること

で，多重性を有する設計とする。 

緊急時対策建屋の水源は，消火水槽(約

42.6m3)，建屋近傍に防火水槽(約 40m3)を

設置し，双方からの消火用水の供給を可能

とすることで多重性を有する設計とする。 

SA 火①c2 

消火用水系の消火ポンプは，必要量を送

水可能な電動機駆動消火ポンプ(再処理施

設，廃棄物管理施設と共用(以下同じ。))

に加え，同等の能力を有する異なる駆動方

式であるディーゼル駆動消火ポンプ(再処

理施設，廃棄物管理施設と共用(以下同

じ。))(定格流量450ｍ3ｍ３／ｈ)を1台ず

つ設置することで，多様性を有する設計と

するとともに，消火配管内を加圧状態に保

持するため，機器の単一故障を想定し，圧

力調整用消火ポンプ(再処理施設，廃棄物

管理施設と共用(以下同じ。))を 2 基設け

る設計とする。 

また，緊急時対策建屋の消火ポンプは電

動駆動消火ポンプを 2 台設置することで，

多重性を有する設計とする。SA 火①c2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 火①c5 

中央監視室等及び再処理施設と共用する

緊急時対策建屋の対策本部室の床下は，

固定式のガス消火装置を設置することに

より，早期に火災の消火を可能とする設

計とする。固定式のガス消火装置の種類

及び放出方式については，火災に対する

二次的影響を考慮したものとする。 

SA 火①c1 

(ⅱ) 想定される火災の性質に応じた消

火剤容量 

「イ．(ロ)(４)①ａ．(ｃ)ⅱ．(ⅱ) 想

定される火災の性質に応じた消火剤容

量」の基本方針を適用する。◇3  

 

(ⅲ) 消火栓の配置 

「イ．(ロ)(４)①ａ．(ｃ)ⅱ．(ⅲ) 消

火栓の配置」の基本方針を適用する。◇1  

(ⅳ) 移動式消火設備の配備 

「イ．(ロ)(４)①ａ．(ｃ)ⅱ．(ⅳ) 移

動式消火設備の配備」の基本方針を適用

する。◇1  

 

(ⅴ) 消火設備の電源確保 

消火設備のうち，再処理施設及び廃棄物

管理施設と共用する消火水供給設備の消

火用水供給系の電動機駆動消火ポンプは

運転予備用母線から受電する設計とする

が，ディーゼル駆動消火ポンプは，外部

電源喪失時でもディーゼル機関を起動で

きるように，専用の蓄電池により電源を

確保する設計とする。 

SA 火①c4 

また，重大事故等対処施設を設置する火

災区域又は火災区画の消火活動が困難な

箇所に設置する窒素消火装置及び二酸化

炭素消火装置並びにグローブボックス消

火装置は，外部電源喪失時においても消

火が可能となるよう，非常用所内電源設

備から給電するとともに，蓄電池を設け

る設計とする。 

SA 火①c4 

なお，地震時において固定式のガス消火

装置による消火活動を想定する必要のな

い火災区域又は火災区画に係る消火設備

については常用所内電源設備から給電す

る設計とし，作動に電源が不要となる消

火設備については上記の限りではない。 

SA 火①c4 

(ⅵ) 消火設備の故障警報 

固定式のガス消火装置は，電源断等の故

障警報を中央監視室に吹鳴する設計とす

る。 

を行う設計とする。また，中央制御室床

下コンクリートピットについては，中央

制御室からの手動操作により早期の起動

も可能なハロゲン化物自動消火設備（局

所）を設置する設計とする。 火災防護

上重要な機器等及び重大事故等対処施設

を設置する火災区域又は火災区画の消火

設備は，以下の設計を行う。 

 

 

 

(a) 消火設備の消火剤の容量 

イ.消火設備の消火剤は，想定される火災

の性質に応じた十分な容量を確保するた

め，消防法施行規則及び試験結果に基づ

く容量を配備する設計とする。 

 

ロ.消火用水供給系は，2 時間の最大放水

量を確保する設計とする。 

ハ.屋内，屋外の消火栓は，消防法施行令

に基づく容量を確保する設計する。 

 

(b) 消火設備の系統構成 

イ. 消火用水供給系の多重性又は多様性 

屋内消火用水供給系の水源は，ろ過水貯

蔵タンク，多目的タンクを設置し，構内

（屋外）消火用水供給系は，多目的タン

ク，原水タンクを設置し多重性を有する

設計とする。 

屋内消火用水供給系の消火ポンプは，

電動機駆動消火ポンプ，ディーゼル駆動

消火ポンプを設置し，多様性を有する設

計とする。構内（屋外）消火用水供給系

の消火ポンプは，電動機駆動の構内消火

用ポンプ，ディーゼル駆動構内消火ポン

プを設置し，多様性を有する設計とす

る。 

ディーゼル駆動消火ポンプ及びディー

ゼル駆動構内消火ポンプの駆動用燃料

は，それぞれディーゼル駆動消火ポンプ

用燃料タンク（東海，東海第二発電所共

用）及びディーゼル駆動構内消火ポンプ

に付属する燃料タンクに貯蔵する。 

 

 

 

 

ロ. 系統分離に応じた独立性 

原子炉の高温停止及び低温停止を達成

し，維持するために必要な構築物，系統

及び機器の相互の系統分離を行うために

設けられた火災区域又は火災区画に設置

されるハロゲン化物自動消火設備（全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

DB 火①c2 

・消火用水源確保及び

多重化 

・消火ポンプの多様化 

（当社の記載） 
施設特有の記載のた

め発電炉には記載が

ない。 

（発電炉の記載） 

MOX 燃料加工施設に該

当設備がないため記

載しない。 
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第二十九条 （火災等による損傷の防止）（25 / 41） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 火①c3（消火用水供給優先の

ための隔離弁設置及び隔離弁操

作） 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 火①c4（外部電源喪失時の電

源確保） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 消火用水の優先供給 

消火用水は他の系統と共用する場合に

は，他の系統から隔離できる弁を設置し，

遮断する措置により，消火用水の供給を優

先できる設計とする。 

SA 火①c3 

また，緊急時対策建屋の消火用水供給系

の消火水槽は他の系統と兼用しない設計と

することから，消火用水の供給を優先す

る。 

SA 火①c3 

c. 消火設備の電源確保 

再処理施設と共用する消火用水供給系

の電動機駆動消火ポンプは運転予備用母

線から受電する設計とするが，ディーゼ

ル駆動消火ポンプは，外部電源喪失時で

もディーゼル機関を起動できるように，

専用の蓄電池により電源を確保する設計

とする。 

SA 火①c4 

また，重大事故等対処施設を設置する火

災区域又は火災区画の消火活動が困難な箇

所に設置する窒素消火装置及び二酸化炭素

消火装置並びにグローブボックス消火装置

は，外部電源喪失時においても消火が可能

となるよう，非常用所内電源設備から給電

するとともに，蓄電池を設ける設計とす

る。 

SA 火①c4 

なお，地震時において固定式のガス消火

装置による消火活動を想定する必要のない

火災区域又は火災区画に係る消火設備につ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設と共用する緊急時対策建屋に

設置する消火設備の故障警報は緊急時対

策建屋の建屋管理室において吹鳴する設

計とする。 

SA 火①c6 

(ⅶ) 重大事故等対処施設を設置する区

域のうち消火困難となる区域の消火設備 

重大事故等対処施設を設置する火災区域

又は火災区画のうち，煙又は放射線の影

響により消火困難となる箇所について

は，以下のとおり固定式のガス消火装置

を設置することにより，自動又は現場で

の手動操作で消火を可能とする設計とす

る。SA 火①c1-1 

なお，燃料棒貯蔵室等の高線量区域は，

通常運転時において人の立ち入りがな

く，可燃性物質又は着火源になり得るも

のもないこと及び可燃性物質の持ち込み

管理をすること並びに火災に至るおそれ

はないことから消火装置を設置しない設

計とする。SA 火①c1-2 

仮に火災が発生した場合でも，「イ．

(ロ)(４)①ｂ.(ｃ)ⅱ．(ⅱ)想定される火

災の性質に応じた消火剤容量」に基づき

設置する消火器又は「イ．(ロ)(４)①

ｂ．(ｃ)ⅱ．(ⅲ) 消火栓の配置」に基

づき設置する屋内消火栓による消火が可

能である。◇1  

グローブボックス内については，放射線

影響を考慮すると，消火困難となる可能

性があることから，自動又は現場での手

動消火が可能なグローブボックス消火装

置を設置することで，グローブボックス

内の火災に対して消火が可能な設計とす

る。SA 火①c7-3 

なお，上記以外の火災区域又は火災区画

については，取り扱う可燃性物質の量が

小さいこと，部屋面積が小さく消火に当

たり室内への入域が不要なこと，ＭＯＸ

燃料加工施設は換気設備により負圧にし

て閉じ込める設計としており，換気設備

による排煙が可能であるため，有効に煙

の除去又は煙が降下するまでの時間が確

保できることにより消火困難とならない

ため，消防法又は建築基準法に基づく消

火設備で消火する設計とする。SA 火①c1-

3 

(ⅶ)-１ 可燃性物質を取扱い構造上消火

困難となる火災区域又は火災区画 

中央監視室等の床下及び再処理施設と共

用する緊急時対策建屋の対策本部室の床

下は，多量のケーブルが存在するため，

消火が困難となるおそれを考慮し，固定

域），ハロゲン化物自動消火設備（局

所）及び二酸化炭素自動消火設備（全

域）は，以下に示すとおり系統分離に応

じた独立性を備えた設計とする。 

(イ) 動的機器である選択弁は多重化す

る。 

(ロ) 容器弁及びボンベを必要数より1つ

以上多く設置する。 

重大事故等対処施設は，重大事故に対

処する機能と設計基準事故対処設備の安

全機能が単一の火災によって同時に機能

喪失しないよう，区分分離や位置的分散

を図る設計とする。重大事故等対処施設

のある火災区域又は火災区画，及び設計

基準事故対処設備のある火災区域又は火

災区画に設置するハロゲン化物自動消火

設備（全域），ハロゲン化物自動消火設

備（局所）及び二酸化炭素自動消火設備

（全域）は，上記の区分分離や位置的分

散に応じた独立性を備えた設計とする。 

 

ハ. 消火用水の優先供給 

消火用水供給系は，飲料水系や所内用

水系等と共用する場合には，隔離弁を設

置して遮断する措置により，消火用水の

供給を優先する設計とする。 

 

 

 

 

  

 

(c) 消火設備の電源確保 

ディーゼル駆動消火ポンプ及びディー

ゼル駆動構内消火ポンプは，外部電源喪

失時にもディーゼル機関を起動できるよ

うに蓄電池を設け，電源を確保する設計

とする。 

 

 

 

二酸化炭素自動消火設備（全域），ハ

ロゲン化物自動消火設備（全域），ハロ

ゲン化物自動消火設備（局所）（ケーブ

ルトレイ用は除く。）は，外部電源喪失

時にも消火ができるように，非常用電源

から受電するとともに，設備の作動に必

要な電源を供給する蓄電池も設け，全交

流動力電源喪失時にも電源を確保する設

計とする。ケーブルトレイ用のハロゲン

化物自動消火設備（局所）については，

作動に電源が不要な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基①② 

【手段：設備】 

SA 火①c3 

・消火用水供給優先の

ための隔離弁設置 

・他の系統と兼用しな

い 

【手段：運用】 

・隔離弁操作による消

火用水供給優先の措置 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

SA 火①c4 

・外部電源喪失時にお

ける電源確保 

（当社の記載） 
施設特有の記載のた

め発電炉には記載が

ない。 

（発電炉の記載） 

MOX 燃料加工施設に該

当設備がないため記

載しない。 
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第二十九条 （火災等による損傷の防止）（26 / 41） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

SA 火①c5（消火設備の二次的影

響防止） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いては常用所内電源設備から給電する設計

とし，作動に電源が不要となる消火設備に

ついては上記の限りではない。 

SA 火①c4 

 

d. 消火設備の配置上の考慮 

(a) 火災による二次的影響防止 

屋内消火栓，窒素消火装置，グローブボ

ックス消火装置等を適切に配置することに

より，重大事故等対処施設に火災の二次的

影響が及ばない設計とする。 

SA 火①c5 

消火剤にガスを用いる場合は，電気絶縁

性の高いガスを採用することで，火災が発

生している火災区域又は火災区画からの火

災の火炎，熱による直接的な影響のみなら

ず，煙，流出流体，断線及び爆発等の二次

的影響が重大事故等対処施設に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

SA 火①c5 

また，煙の二次的影響が重大事故等対処

施設に悪影響を及ぼす場合は，延焼防止ダ

ンパを設ける設計とする。 

SA 火①c5 

消火設備は火災による熱の影響を受けて

も破損及び爆発が発生しないように，消火

ガスボンベに接続する安全弁により消火ガ

スボンベの過圧を防止する設計とするとと

もに，消火ガスボンベ及び制御盤について

は消火対象を設置するエリアとは別の火災

区域，火災区画あるいは十分に離れた位置

に設置する設計とする。 

SA 火①c5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消火設備を設置した場所への移動及び操

作を行うため，蓄電池を内蔵する照明器具

を設置する設計とする。□4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

式のガス消火装置を設置する。SA 火①c1-

1 

なお，再処理施設と共用する緊急時対策

建屋の対策本部室には当直（運転員）又

は非常時組織対策要員が駐在することを

考慮し，人体に影響を与えない消火剤を

選択する。◇1  

中央監視室等には常時運転員が駐在する

ことを考慮し，人体に影響を与えないよ

うな消火剤を使用する設計とする。◇1  

万一，誤動作又は誤操作に伴い，床下か

ら消火剤が漏えいした場合でも，中央監

視室等内の空気により希釈され，人体に

影響を与えることはない。◇2  

(ⅶ)-２ 電気品室 

電気品室は電気ケーブルが密集してお

り，万一の火災による煙の影響を考慮

し，窒素消火装置又は二酸化炭素消火装

置を設置することにより，早期消火が可

能となるよう自動又は現場での手動操作

で起動できる設計とする。 

SA 火①c1-1 

(ⅷ) 消火活動のための電源を内蔵した

照明器具 

「イ．(ロ)(４)①ａ．(ｃ)ⅱ．(ⅹ) 消

火活動のための電源を内蔵した照明器

具」の基本方針を適用する。◇3  

(ⅸ) 消火用水供給系の多重性又は多様

性の考慮 

再処理施設と共用する消火水供給設備の

消火用水供給水系の水源及び消火ポンプ

系は，火災防護審査基準に基づく消火活

動時間２時間に対し十分な容量を有する

ろ過水貯槽及び消火用水貯槽を設置し，

双方からの消火用水の供給を可能とする

ことで，多重性を有する設計とする。 

SA 火①c2 

また，消火ポンプは電動機駆動消火ポン

プに加え，同等の能力を有する異なる駆

動方式であるディーゼル駆動消火ポンプ

を設置することで，多様性を有する設計

とする。 

SA 火①c2 

再処理施設と共用する緊急時対策建屋の

消火用水供給系の水源及び消火ポンプ系

は，同建屋に消火水槽，建屋近傍に防火

水槽を設置し，双方からの消火用水の供

給を可能とすることで多重性を有する設

計とする。 

SA 火①c2 

また，消火ポンプは電動駆動消火ポンプ

を２基設置することで，多重性を有する

設計とする。 

 

 

 

 

 

(d) 消火設備の配置上の考慮 

イ. 火災による二次的影響の考慮 

ハロゲン化物自動消火設備（全域）及

び二酸化炭素自動消火設備（全域）のボ

ンベ及び制御盤は，火災防護上重要な機

器等及び重大事故等対処施設に悪影響を

及ぼさないよう，消火対象となる機器が

設置されている火災区域又は火災区画と

別の区画に設置する設計とする。 

また，ハロゲン化物自動消火設備（全

域）及び二酸化炭素自動消火設備（全

域）は，電気絶縁性の高いガスを採用

し，火災の火炎，熱による直接的な影響

のみならず，煙，流出流体，断線及び爆

発等の二次的影響が，火災が発生してい

ない火災防護上重要な機器等及び重大事

故等対処施設に影響を及ぼさない設計と

する。 

ハロゲン化物自動消火設備（局所）

は，電気絶縁性の高いガスを採用すると

ともに，ケーブルトレイ用のハロゲン化

物自動消火設備（局所）及び電源盤・制

御盤用のハロゲン化物自動消火設備（局

所）については，ケーブルトレイ内又は

盤内に消火剤を留める設計とする。 

また，消火対象と十分に離れた位置に

ボンベ及び制御盤を設置することで，火

災の火炎，熱による直接的な影響のみな

らず，煙，流出流体，断線及び爆発等の

二次的影響が，火災が発生していない火

災防護上重要な機器等及び重大事故等対

処施設に影響を及ぼさない設計とする。 

消火設備のボンベは，火災による熱の

影響を受けても破損及び爆発が発生しな

いよう，ボンベに接続する安全弁により

ボンベの過圧を防止する設計とする。 

また，防火ダンパを設け，煙の二次的

影響が火災防護上重要な機器等及び重大

事故等対処施設に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

 

 

ロ. 管理区域内からの放出消火剤の流出

防止 

管理区域内で放出した消火剤は，放射

性物質を含むおそれがあることから，管

理区域外への流出を防止するため，管理

区域と非管理区域の境界に堰等を設置す

 

 

 

 

 

○設○許基① 

【手段：設備】 

SA 火①c5 

・二次的影響の防止

（消火剤の選定，煙

（延焼防止ダンパの設

置），ボンベへの安全

弁の設置，ボンベ及び

制御盤の消火対象エリ

アとの離隔配置 

（当社の記載） 
施設特有の記載のた

め発電炉には記載が

ない。 

 

 

 

（発電炉の記載） 

MOX 燃料加工施設に該

当設備がないため記

載しない。 
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第二十九条 （火災等による損傷の防止）（27 / 41） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. 消火設備に対する自然現象の考慮 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 火①c2 

水源の容量については，ＭＯＸ燃料加工

施設は，消防法に基づき，消火活動に必

要な水量を考慮するものとし，その根拠

は「イ．(ロ)(４)①ｂ．(ｃ)ⅱ．(ⅹ) 

消火用水の最大放水量の確保」に示す。 

(ⅹ) 消火用水の最大放水量の確保 

「イ．(ロ)(４)①ａ．(ｃ)ⅱ．(ⅻ) 消

火用水の最大放水量の確保」の基本方針

を適用する。◇3  

 

 

 

 

 

(ⅺ) 水消火設備の優先供給 

消火用水は他の系統と共用する場合に

は，他の系統から隔離できる弁を設置

し，遮断する措置により，消火用水の供

給を優先する設計とする。SA 火①c3 

また，緊急時対策建屋の消火用水供給系

の消火水槽は他の系統と兼用しない設計

とすることから，消火用水の供給を優先

する。 

SA 火①c3 

(ⅻ) 管理区域内からの放出消火剤の流

出防止 

「イ．(ロ)(４)①ａ．(ｃ)ⅱ．(ⅹⅳ) 

管理区域内からの放出消火剤の流出防

止」の基本方針を適用する。◇3  

(ⅹⅲ) 窒素消火装置及び二酸化炭素消

火装置の従事者退避警報 

「イ．(ロ)(４)①ａ．(ｃ)ⅱ．(ⅹⅴ) 

窒素消火装置及び二酸化炭素消火装置の

従事者退避警報」の基本方針を適用す

る。◇3  

(ⅹⅳ) 他施設との共用 

「イ．(ロ)(４)①ａ．(ｃ)ⅱ．(ⅹⅵ) 

他施設との共用」の基本方針を適用す

る。◇6  

(ⅹⅴ) 試験・検査 

「イ．(ロ)(４)①ａ．(ｃ)ⅱ．(ⅹⅶ)試

験・検査」の基本方針を適用する。◇6  

ⅲ．自然現象の考慮 

ＭＯＸ燃料加工施設において，設計上の

考慮を必要とする自然現象は，地震，津

波，落雷，風（台風），竜巻，凍結，高

温，降水，積雪，火山の影響，生物学的

事象，森林火災及び塩害である。◇1  

これらの自然現象のうち，落雷について

は，「イ．(ロ)(４)①ｂ．(ｂ)ⅳ.(ⅰ) 

落雷による火災及び爆発の発生防止」に

示す対策により，機能を維持する設計と

るとともに，各フロアの建屋内排水系に

より液体廃棄物処理設備に回収し，処理

する設計とする。 

 

ハ. 消火栓の配置 

火災防護上重要な機器等及び重大事故

等対処施設を設置する火災区域又は火災

区画に設置する屋内，屋外の消火栓は，

消防法施行令に準拠し，すべての火災区

域又は火災区画の消火活動に対処できる

ように配置する設計とする。 

 

(e) 消火設備の警報 

イ. 消火設備の故障警報 

電動機駆動消火ポンプ，構内消火用ポ

ンプ，ディーゼル駆動消火ポンプ，ディ

ーゼル駆動構内消火ポンプ，ハロゲン化

物自動消火設備（全域），ハロゲン化物

自動消火設備（局所）及び二酸化炭素自

動消火設備（全域）は，電源断等の故障

警報を中央制御室に発する設計とする。 

ロ. 固定式ガス消火設備の職員退避警報 

固定式ガス消火設備であるハロゲン化

物自動消火設備（全域），ハロゲン化物

自動消火設備（局所）（ケーブルトレイ

用及び電源盤・制御盤用を除く）及び二

酸化炭素自動消火設備（全域）は，作動

前に職員等の退出ができるように警報又

は音声警報を発する設計とする。 

ケーブルトレイ用及び電源盤・制御盤

用のハロゲン化物自動消火設備（局所）

は，消火剤に毒性がなく，消火時に生成

されるフッ化水素は防火シートを設置し

たケーブルトレイ内又は金属製の盤内に

留まり，外部に有意な影響を及ぼさない

ため，消火設備作動前に退避警報を発し

ない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

(f) 消火設備に対する自然現象の考慮 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

MOX 燃料加工施設に該

当設備がないため記

載しない。 
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第二十九条 （火災等による損傷の防止）（28 / 41） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 火①d1（風水害防止） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 火①d2（地盤変位対策：屋内

消火栓設備への送水口の設置及

び建屋内から建屋外への流出防

止のための逆止弁設置） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 風水害対策 

消火ポンプのほか，不活性ガス消火装

置(窒素消火装置及び二酸化炭素消火装

置)についても，風水害に対してその性能

が著しく阻害されることがないよう，建

屋内に設置する設計とする。 

屋外消火栓は風水害に対してその機能

が著しく阻害されることがないよう，雨

水の浸入等により動作機構が影響を受け

ない構造とする。SA 火①d1 

 

(c) 地盤変位対策 

屋内消火栓設備は，地震時における地盤

変位により，消火用水を建物へ供給する消

火配管が破断した場合においても，消火活

動を可能とするよう，送水口を設置し，破

断した配管から建屋外へ流出させないよう

逆止弁を設置する設計とする。 

SA 火①d2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する。◇4  

風（台風），竜巻及び森林火災は，それ

ぞれの事象に対してＭＯＸ燃料加工施設

の安全機能を損なうことのないように，

自然現象から防護する設計とすること

で，火災の発生を防止する。◇4  

凍結については，以下「イ．(ロ)(４)①

ｂ．(ｃ)ⅲ.(ⅰ) 凍結防止対策」に示す

対策により機能を維持する設計とする。

竜巻，風(台風)に対しては，「イ．

(ロ)(４)①ｂ．(ｃ)ⅲ.(ⅱ) 風水害対

策」に示す対策により機能を維持する設

計とする。地震については，「イ．

(ロ)(４)①ｂ．(ｃ)ⅲ.(ⅲ) 想定すべき

地震に対する対応」に示す対策により機

能を維持する設計とする。◇4  

上記以外の津波，高温，降水，積雪，火

山の影響，生物学的事象，森林火災，塩

害については，「イ．(ロ)(４)①ｂ．

(ｃ)ⅲ.(ⅴ) 想定すべきその他の自然現

象に対する対策」に示す対策により機能

を維持する設計とする。◇4  

(ⅰ) 凍結防止対策 

「イ．(ロ)(４)①ａ．(ｃ)ⅲ．(ⅰ) 凍

結防止対策」の基本方針を適用する。◇3  

 

 

 

 

(ⅱ) 風水害対策 

「イ．(ロ)(４)①ａ．(ｃ)ⅲ．(ⅱ) 風

水害対策」の基本方針を適用する。SA 火

①d1 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅲ) 地震時における地盤変位対策 

屋内消火栓は，地震時における地盤変位

により，消火水を建物へ供給する消火配

管が破断した場合においても，消火活動

を可能とするよう，大型化学高所放水車

又は消防ポンプ付水槽車から消火水を供

給できるよう建屋内に送水口を設置し，

また，破断した配管から建屋外へ流出さ

せないよう逆止弁を設置する設計とす

る。 

建屋内に設置する送水口は，迅速な消火

活動が可能となるよう，外部からのアク

セス性が良い箇所に設置する設計とす

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ. 凍結防止対策 

屋外消火設備の配管は，保温材により

配管内部の水が凍結しない設計とする。 

屋外消火栓は，凍結を防止するため，

自動排水機構により消火栓内部に水が溜

まらないような構造とする設計とする。 

 

ロ. 風水害対策 

消火用水供給系の消火設備を構成する電

動機駆動消火ポンプ，構内消火用ポン

プ，ディーゼル駆動消火ポンプ，ディー

ゼル駆動構内消火ポンプ，ハロゲン化物

自動消火設備（全域），ハロゲン化物自

動消火設備（局所）及び二酸化炭素自動

消火設備（全域）は，風水害により性能

が著しく阻害されることがないよう，建

屋内に設置する設計とする。 

 

ハ. 地盤変位対策 

地震時における地盤変位対策として，

水消火配管のレイアウト，配管支持長さ

からフレキシビリティを考慮した配置と

することで，地盤変位による変形を配管

系統全体で吸収する設計とする。さら

に，屋外消火配管が破断した場合でも移

動式消火設備を用いて屋内消火栓へ消火

用水の供給ができるよう，建屋に給水接

続口を設置する設計とする。 

 

(g) その他 

イ. 移動式消火設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設○許基①② 

【手段：設備＋運用】 

SA 火①d1 

・屋外仕様 

・予備の確保 

・復旧手順の策定 

 

 

 

 

 

 

基① 

【手段：設備】 

SA 火①d2 

・屋内消火栓設備への

送水口の設置及び建屋

外流出防止のための逆

止弁設置 

（発電炉の記載） 

MOX 燃料加工施設に該

当設備（系統全体で

吸収）がないため記

載しない。 
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第二十九条 （火災等による損傷の防止）（29 / 41） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。 

SA 火①d2 

屋外の火災感知設備は，屋外仕様とする

とともに火災感知器の予備を確保し，風

水害の影響を受けた場合は，早期に火災

感知器の取替えを行うことにより，当該

設備の機能及び性能を復旧する設計とす

る。 

SA 火①d1 

(ⅳ) 想定すべき地震に対する対応 

重大事故等対処施設を設置する火災区域

又は火災区画の火災感知設備及び消火設

備は，地震時に火災を考慮する場合は，

重大事故等対処施設が維持すべき耐震重

要度分類に応じて機能を維持できる設計

とする。 

SA 火①d4 

また，重大事故等対処施設のうち，基準

地震動に対しても機能を維持すべき系統

及び機器に対し影響を及ぼす可能性があ

る火災区域又は火災区画に設置する，油

を内包する耐震Ｂクラス及び耐震Ｃクラ

スの設備は，以下のいずれかの設計とす

ることで，地震によってＭＯＸ燃料加工

施設の重大事故等に対処するために必要

な機能の喪失を防止する設計とする。SA

火①d4 

(ⅳ)-１ 基準地震動により油が漏えいし

ない。SA 火①d4 

(ⅳ)-２ 基準地震動によって火災が発生

しても，ＭＯＸ燃料加工施設の重大事故

等に対処するために必要な機能に影響を

及ぼすことがないよう，基準地震動によ

って火災が発生しても機能を維持する固

定式のガス消火装置によって速やかに消

火する。SA 火①d4 

(ⅳ)-３ 基準地震動によって火災が発生

しても，ＭＯＸ燃料加工施設の重大事故

等に対処するために必要な機能に影響を

及ぼすことがないよう隔壁等により分離

する，又は適切な離隔距離を確保する設

計とする。SA 火①d4 

(ⅴ) 想定すべきその他の自然現象に対

する対策 

「イ．(ロ)(４)①ａ．(ｃ)ⅲ．(ⅴ) 想

定すべきその他の自然現象に対する対

策」の基本方針を適用する。◇6  

ⅳ．消火設備の破損，誤動作又は誤操作

による重大事故等対処施設への影響 

「イ．(ロ)(４)①ａ．(ｃ)ⅳ．消火設備

の破損，誤動作又は誤操作による安全機

能への影響」の基本方針を適用する。◇3  

 

移動式消火設備は，恒設の消火設備の

代替として消火ホース等の資機材を備え

付けている移動式消火設備を 1 台（予備 1

台）配備する設計とする。 

 

ロ. 消火用の照明器具 

建屋内の消火栓，消火設備現場盤の設

置場所及び設置場所までの経路には，移

動及び消火設備の操作を行うため，消防

法で要求される消火継続時間 20 分に現場

への移動等の時間も考慮し，2 時間以上の

容量の蓄電池を内蔵する照明器具を設置

する設計とする。 

 

ハ. ポンプ室の煙の排気対策 

火災発生時の煙の充満により消火活動

が困難となるポンプ室には，消火活動に

よらなくとも迅速に消火できるように固

定式ガス消火設備を設置し，鎮火の確認

のために運転員や消防隊員がポンプ室に

入る場合については，再発火するおそれ

があることから，十分に冷却時間を確保

した上で可搬型排煙装置により換気が可

能な設計とする。 

 

ニ. 使用済燃料貯蔵設備，新燃料貯蔵設

備及び使用済燃料乾式貯蔵設備 

使用済燃料貯蔵設備は，水中に設置さ

れたラックに燃料を貯蔵することで未臨

界性が確保される設計とする。 

新燃料貯蔵設備については，消火活動

により消火用水が放水され，水に満たさ

れた状態となっても未臨界性が確保され

る設計とする。 

使用済燃料乾式貯蔵設備は，使用済燃

料を乾式で貯蔵する密封機能を有する容

器であり，使用済燃料を収納後，内部を

乾燥させ，不活性ガスを封入し貯蔵する

設計であり，消火用水が放水されても容

器内部に浸入することはない。 

 

ホ. ケーブル処理室 

ケーブル処理室は，消火活動のため2箇

所の入口を設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

MOX 燃料加工施設に該

当設備がないため記

載しない。 
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第二十九条 （火災等による損傷の防止）（30 / 41） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

④ その他 

「ロ．(ニ)(２)② 火災及び爆発の発生

防止」から「ロ．(ニ)(２)③ 火災の感

知，消火」のほか，重大事故等対処施設の

それぞれの特徴を考慮した火災防護対策を

講ずる設計とする。□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｄ) 個別の火災区域及び火災区画にお

ける留意事項 

ＭＯＸ燃料加工施設における重大事故等

対処施設を設置する火災区域は，以下の

とおりそれぞれの特徴を考慮した火災防

護対策を実施する。◇4  

ⅰ．電気室 

「イ．(ロ)(４)①ａ．(ｅ)ⅰ．電気室」

の基本方針を適用する。◇3  

ⅱ．蓄電池室 

「イ．(ロ)(４)①ａ．(ｅ)ⅱ．蓄電池

室」の基本方針を適用する。◇3  

ⅲ．ポンプ室 

「イ．(ロ)(４)①ａ．(ｅ)ⅲ．ポンプ

室」の基本方針を適用する。◇1  

ⅳ．中央監視室等 

中央監視室及び再処理施設と共用する緊

急時対策建屋の対策本部室は以下のとお

りの設計とする。 

(ⅰ) 中央監視室及び再処理施設と共用

する緊急時対策建屋の対策本部室と他の

火災区域及び火災区画の換気設備の貫通

部には，延焼防止ダンパ及び防火ダンパ

を設置する設計とする。 

◇2  

(ⅱ) 中央監視室及び再処理施設と共用

する◇2 緊急時対策建屋の対策本部室のカ

ーペットは，消防法に基づく防炎物品若

しくはこれと同等の性能を有することを

試験により確認した材料を使用する設計

とする。SA 火③i2 

ⅴ．貯蔵設備 

「イ．(ロ)(４)①ａ．(ｅ)ⅴ．貯蔵設

備」の基本方針を適用する。◇8  

ⅵ．低レベル廃液処理設備並びに固体廃

棄物保管第１室及び第２室 

「イ．(ロ)(４)①ａ．(ｅ)ⅵ．低レベル

廃液処理設備並びに固体廃棄物保管第１

室及び第２室」の基本方針を適用する。

◇7  

(ｅ) 体制 

「イ．(ロ)(４)①ａ．(ｆ)ⅵ．体制」の

基本方針を適用する。◇9  

(ｆ) 手順 

ＭＯＸ燃料加工施設を対象とした火災防

護対策を実施するため，火災防護計画を

策定する。火災防護計画には，計画を遂

行するための体制，責任の所在，責任者

の権限，体制の運営管理，必要な要員の

確保，教育訓練及び火災防護対策を実施

するために必要な手順について定めると

(「(3) 火災の影響軽減」の項は省略) 
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第二十九条 （火災等による損傷の防止）（31 / 41） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ともに，火災防護対象とする重大事故等

対処施設については，火災及び爆発の発

生防止，火災の早期感知及び消火の火災

防護対策等について定める。◇9  

このうち，火災防護計画を実施するため

に必要なものを以下に示す。◇9  

ⅰ．火災が発生していない平常時の対応

においては，以下の手順をあらかじめ整

備する。◇9  

(ⅰ) 中央監視室に設置する受信機及び

ＭＯＸ燃料加工施設のグローブボックス

内の火災感知設備の制御盤又は緊急時対

策建屋の建屋管理室に設置する火災受信

器盤によって，施設内で火災が発生して

いないこと及び火災感知設備に異常がな

いことを確認する。◇9  

(ⅱ) 消火装置の故障警報が発した場合

には，中央監視室及び必要な現場の制御

盤の警報を確認するとともに，固定式の

消火装置が故障している場合には，早期

に必要な修理を行う。◇9  

ⅱ．消火設備のうち，窒素消火装置又は

二酸化炭素消火装置を設置する火災区

域，火災区画並びにグローブボックス内

における火災発生時の対応においては，

以下の手順を整備し，操作を行う。◇9  

(ⅰ) 火災感知器が作動した場合は，火

災区域又は火災区画からの退避警報及び

窒素消火装置，二酸化炭素消火装置又は

グローブボックス消火装置の作動状況を

中央監視室で確認する。◇9  

(ⅱ) 窒素消火装置，二酸化炭素消火装

置又はグローブボックス消火装置の作動

後は，消火状況の確認，運転状況の確認

等を行う。◇9  

ⅲ．消火設備のうち，窒素消火装置又は

二酸化炭素消火装置を設置する火災区域

又は火災区画に運転員が在室する場合

は，装置を手動操作に切り替える運用と

するとともに，以下の手順をあらかじめ

整備し，的確に操作を行う。◇9  

(ⅰ) 火災感知器が作動し，現場で火災

を確認した場合は，消火活動を行う。◇9  

(ⅱ) 消火活動が困難な場合は，運転員

の退避を確認後，窒素消火装置又は二酸

化炭素消火装置を手動操作により起動さ

せ，消火装置の動作状況，消火状況の確

認及び運転状況の確認を行う。◇9  

ⅳ．中央監視室における火災及び爆発発

生時の対応においては，火災感知器及び

高感度煙感知器により火災を感知し，火

災を確認した場合は，常駐する運転員に

より制御盤内では二酸化炭素消火器，そ
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添付－３（２） 

要求事項との対比表 第二十九条 （火災等による損傷の防止）（32 / 41） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

れ以外では粉末消火器を用いた消火活

動，運転状況の確認等を行う。◇9  

ⅴ．水素ガス漏えい検知器を設置する火

災区域又は火災区画における水素濃度上

昇時の対応として，換気設備の運転状態

の確認を実施する手順を整備する。◇9  

ⅵ．火災感知設備の故障その他の異常に

より監視ができない状況となった場合

は，現場確認を行い，火災の有無を確認

する。◇9  

ⅶ．消火活動においては，あらかじめ手

順を整備し，火災発生現場の確認，通報

連絡及び消火活動を実施するとともに消

火状況の確認及び運転状況の確認を行

う。◇9  

ⅷ．可燃物の持込み状況，防火扉の状

態，火災及び爆発の原因となり得る加熱

及び引火性液体の漏えい等を監視するた

めの監視手順を定め，防火監視を実施す

る。◇9  

ⅸ．火災及び爆発の発生の可能性を低減

するために，ＭＯＸ燃料加工施設におけ

る試験，検査，保守又は修理で使用する

資機材のうち可燃性物質に対する持込み

と保管に係る手順をあらかじめ整備し，

的確に実施する。◇9  

ⅹ．ＭＯＸ燃料加工施設において可燃性

又は難燃性の雑固体を一時的に集積・保

管する必要がある場合，火災及び爆発の

発生並びに延焼を防止するため，金属製

の容器へ収納又は不燃性材料による養生

及び保管に係る手順をあらかじめ整備

し，的確に実施する。◇9  

ⅺ．火災及び爆発の発生を防止するため

に，ＭＯＸ燃料加工施設における火気作

業に対する以下の手順をあらかじめ整備

し，的確に実施する。◇9  

(ⅰ) 火気作業前の計画策定 

(ⅱ) 火気作業時の養生，消火器の配備

及び監視人の配置 

(ⅲ) 火気作業後の確認事項（残り火の

確認等） 

(ⅳ) 安全上重要と判断された区域にお

ける火気作業の管理 

(ⅴ) 火気作業養生材に関する事項（不

燃シートの使用等） 

(ⅵ) 仮設ケーブル（電工ドラム含む）

の使用制限 

(ⅶ) 火気作業に関する教育 

ⅻ．火災及び爆発の発生を防止するため

に，化学薬品の取扱い及び保管に係る手

順をあらかじめ整備し，的確に実施す

る。◇9  
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要求事項との対比表 第二十九条 （火災等による損傷の防止）（33 / 41） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅹⅲ．火災防護に必要な設備は，機能を

維持するため，適切な保守管理，点検及

び補修を実施するとともに，必要に応じ

修理を行う。◇9  

ⅹⅳ．火災時の消火活動に必要となる防

火服，空気呼吸器の資機材の点検及び配

備に係る手順をあらかじめ整備し，的確

に実施する。◇9  

ⅹⅴ．火災時の消火活動のため，大型化

学高所放水車，消防ポンプ付水槽車及び

化学粉末消防車を配備する。◇9  

ⅹⅵ．運転員に対して，ＭＯＸ燃料加工

施設に設置する重大事故等対処施設を火

災及び爆発から防護することを目的とし

て，火災及び爆発から防護すべき系統及

び機器，火災及び爆発の発生防止，火災

の感知及び消火に関する教育を定期的に

実施する。◇9  

(ⅰ) 火災区域及び火災区画の設定 

(ⅱ) 火災防護対象とする重大事故等対

処施設 

(ⅲ) 火災及び爆発の発生防止対策 

(ⅳ) 火災感知設備 

(ⅴ) 消火設備 

ⅹⅶ．ＭＯＸ燃料加工施設を火災及び爆

発から防護することを目的として，消火

器及び水による消火活動について，要員

による消防訓練，消火班による総合的な

訓練及び運転員による消火活動の訓練を

定期的に実施する。◇9  

 

イ．安全設計 

(ホ) ＭＯＸ燃料加工施設に関する「加工

施設の位置，構造及び設備の基準に関す

る規則」への適合性 

(２) 重大事故等対処施設 

② 火災等による損傷の防止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（火災等による損傷の防止） 
第二十三条 重大事故等対処施設

は、火災又は爆発により重大事故

等に対処するために必要な機能を

損なうおそれがないよう、火災及び

爆発の発生を防止することができ、

かつ、消火設備及び火災感知設備

を有するものでなければならない。 
 
（解釈） 
１ 第 23 条の適用に当たっては、

第５条第１項の解釈に準ずるものと

する。 
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要求事項との対比表 第二十九条 （火災等による損傷の防止）（34 / 41） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト．その他加工設備の附属施設の構造及び

設備 

(イ) 非常用設備の種類 

(１) 火災防護設備 

① 構造 

 

 

ａ．安全機能を有する施設に対する火災

防護設備及び重大事故等対処施設に対する

火災防護設備 

火災防護設備は，安全機能を有する施設

に対する火災防護設備及び□4重大事故等対

処施設に対する火災防護設備で構成する。 

SA 火①～③a 

安全機能を有する施設を火災から防護す

るための火災防護設備は，火災発生防止設

備，火災感知設備，消火設備及び火災影響

 

適合のための設計方針 

規則第１項（解釈第１項）について 

重大事故等対処施設は，火災又は爆発に

より重大事故等に対処するために必要な

機能が損なわれないよう，火災及び爆発

の発生を防止し，早期に火災発生を感知

し消火を行うために，以下の対策を講ず

る。◇1  

ａ．建物は，建築基準法等関係法令で定

める耐火構造又は不燃性材料で造られた

設計とする。◇1  

ｂ．有機溶媒等可燃性の物質又は水素ガ

ス等爆発性の物質を使用する設備・機器

は，火災及び爆発の発生を防止するた

め，不燃性容器への保管，可燃性物質及

び爆発性物質の漏えい防止対策，異常な

温度上昇の防止対策，空気混入防止対策

及び熱的制限値を超えない設計とする。

◇1  

ｃ．火災の拡大を防止するために，適切

な火災感知設備，警報設備及び消火設備

を設ける設計とする。◇1  

ｄ．重大事故等対処施設は，重大事故等

に対処するために必要な機能を確保する

観点から，重大事故等対処施設を設置す

る区域に対し，火災区域及び火災区画を

設定する。◇1  

設定する火災区域及び火災区画に対し

て，火災及び爆発の発生防止，火災の早

期感知及び消火のそれぞれを考慮した火

災防護対策を講ずる設計とする。◇1  

ｅ．ＭＯＸ燃料加工施設を対象とした火

災防護対策を実施するため，火災防護計

画を策定する。 

 

ト．その他の加工設備の附属施設 

(イ) 非常用設備 

(１) 火災防護設備 

火災防護設備は，安全機能を有する施設

に対する火災防護設備及び重大事故等対

処施設に対する火災防護設備で構成す

る。◇1  

② 重大事故等対処施設に対する火災防

護設備 

ａ．概要 

ＭＯＸ燃料加工施設内の火災区域及び火

災区画に設置する重大事故等対処施設を

火災及び爆発から防護することを目的と

して，火災及び爆発の発生防止，火災の

早期感知及び消火のそれぞれを考慮した

火災防護対策を講ずる。◇1  

火災及び爆発の発生防止については，Ｍ
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要求事項との対比表 第二十九条 （火災等による損傷の防止）（35 / 41） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
軽減設備で構成する。□4  

また，重大事故等対処施設を火災から防

護するための火災防護設備は，火災発生防

止設備，火災感知設備及び消火設備で構成

する。 

SA 火①～③a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＯＸ燃料加工施設で取り扱う化学薬品等

のうち，可燃性物質若しくは熱的に不安

定な物質を使用する系統及び機器に対す

る着火源の排除，異常な温度上昇の防止

対策，可燃性物質の漏えい防止対策，空

気の混入防止対策を講ずる設計とすると

ともに，熱的制限値を設ける設計とす

る。◇1  

また，発火性物質又は引火性物質を内包

する設備及びこれらの設備を設置する火

災区域又は火災区画に対する火災及び爆

発の発生防止対策を講ずるとともに，可

燃性の蒸気又は可燃性の微粉に対する対

策，発火源に対する対策，水素に対する

換気，漏えい検出対策及び接地対策，電

気系統の過電流による過熱及び焼損の防

止対策等を行う。◇1  

火災の感知及び消火については，重大事

故等対処施設に対して，早期の火災感知

及び消火を行うための火災感知設備及び

消火設備を設置する。◇1  

火災感知設備及び消火設備は，想定する

自然現象に対して当該機能が維持され，

かつ，重大事故等対処施設は，消火設備

の破損，誤動作又は誤操作によって安全

機能を失うことのないように設置する。

◇1  

消火設備の一部は，再処理施設及び廃棄

物管理施設と共用する。◇1  

火災感知設備系統概要図を添５第 38 図

に示す。◇1  

 

ｂ．設計方針 

ＭＯＸ燃料加工施設内の火災区域及び火

災区画に設置する重大事故等対処施設を

火災及び爆発から防護することを目的と

して，火災及び爆発の発生防止，火災の

感知及び消火のそれぞれを考慮した火災

防護対策を講ずる。◇1  

(ａ) 火災及び爆発の発生防止 

火災及び爆発の発生防止については，発

火性物質又は引火性物質を内包する設備

及びこれらの設備を設置する火災区域又

は火災区画に対する火災及び爆発の発生

防止対策を講ずるほか，可燃性の蒸気又

は可燃性の微粉に対する対策，発火源へ

の対策，水素に対する換気，電気系統の

過電流による過熱及び焼損の防止対策を

講ずる設計とする。◇1  

 

(ｂ) 火災の感知及び消火 

火災感知設備及び消火設備は，重大事故

等対処施設に対して，早期の火災感知及
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要求事項との対比表 第二十九条 （火災等による損傷の防止）（36 / 41） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災感知設備は，固有の信号を発するア

ナログ式の煙感知器及びアナログ式の熱感

知器を組み合わせて設置することを基本と

するが，各火災区域又は火災区画における

放射線，取付面高さ，温度，湿度，空気流

等の環境条件や火災の性質を考慮し，上記

の設置が適切でない場合においては，非ア

ナログ式の火災感知器の中から２つの異な

る種類の感知器を設置する。また，中央監

び消火を行うよう設置する設計とする。

◇1  

火災感知設備は，重大事故等対処施設を

設置する火災区域又は火災区画に，固有

の信号を発する異なる種類の火災感知器

を組み合わせて設ける設計とする。◇1  

消火設備は，重大事故等対処施設を設置

する火災区域又は火災区画のうち，煙の

充満又は放射線の影響により消火困難と

なるところには，自動又は制御室等から

の手動操作による固定式のガス消火装置

を設置する設計とする。◇1  

消火設備は，破損，誤作動又は誤操作に

より，安全上重要な施設の安全機能及び

放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能並び

に重大事故等対処施設の重大事故等に対

処するために必要な機能を損なわない設

計とする。◇1  

また，ＭＯＸ燃料加工施設では，溢水に

よる損傷の防止の観点から可能な限り水

を排除する設計とする。◇1  

 

ｃ．主要設備の仕様 

(ａ) 火災発生防止設備 

水素漏えい検知装置   １式◇1  

(ｂ) 火災感知設備 

火災感知設備の火災感知器の組合せを添

５第 60 表に示す。◇1  

(ｃ) 消火設備 

消火設備の主要設備の仕様を添５第 40

表に示す。◇1  

ｄ．主要設備 

(ａ) 火災発生防止設備 

火災発生防止設備である水素ガス漏えい

検知器は，蓄電池室の上部に設置し，水

素の燃焼限界濃度である４vol％の１／４

以下で中央監視室に警報を発する設計と

する。◇1  

また，火災区域に設置する水素・アルゴ

ン混合ガスを内包する焼結炉等の系統及

び機器を設置する工程室に水素ガス漏え

い検知器を設置し，中央監視室等に警報

を発する設計とする。◇1  

(ｂ) 火災感知設備 

火災感知設備は，固有の信号を発する異

なる種類の感知器及び受信器盤により構

成する。火災感知設備の火災感知器は，

重大事故等対処施設を設置する火災区域

又は火災区画並びにグローブボックス内

における放射線，取付面高さ，温度，湿

度，空気流等の環境条件等，予想される

火災の性質を考慮して，火災感知器を設

置する火災区域又は火災区画の重大事故
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要求事項との対比表 第二十九条 （火災等による損傷の防止）（37 / 41） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
視室で常時監視可能な火災受信機を設置す

る。□1  

 

 

 

 

 

 

グローブボックス内に設置する火災感知

設備は，火災源の位置等を考慮した上で，

早期感知ができ，また，動作原理の異なる

２種類の熱感知器を組み合わせて設置す

る。また，中央監視室で常時監視可能な監

視制御盤を設置する。 

消火設備は，破損，誤作動又は誤操作に

より，安全上重要な施設の安全機能及びグ

ローブボックスの閉じ込め機能を損なわな

い設計とし，火災発生時の煙の充満又は放

射線の影響により消火活動が困難である火

災区域又は火災区画であるかを考慮し，固

定式のガス消火装置等を設置する。□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等対処施設に応じ，火災を早期に感知で

きるよう，固有の信号を発するアナログ

式の煙感知器及びアナログ式の熱感知器

の異なる種類の感知器を組み合わせて設

置する設計とする。◇1  

ただし，放射線の影響を考慮する場所に

設置する火災感知器については，非アナ

ログ式を設置する設計とする。◇1  

グローブボックス内の火災感知器は，主

要な工程で核燃料物質を非密封で取り扱

うという特徴があり，煙感知器及び炎感

知器では火災を感知できないおそれや半

導体を有しているため，放射線影響によ

る故障が考えられることから，動作原理

が異なる熱感知器を組み合わせて設置す

る設計とする。◇1  

非アナログ式の火災感知器の設置に当た

っては，誤作動防止対策のため，周囲温

度を考慮した作動温度を設定する設計と

する又は周囲温度が高温とならない措置

を講ずる。◇1  

よって，非アナログ式の火災感知器を採

用してもアナログ式の火災感知器と同等

以上の性能を確保することが可能であ

る。◇1  

ⅰ．屋内の火災区域又は火災区画 

屋内に設置する火災区域又は火災区画

は，アナログ式の熱感知器及びアナログ

式の煙感知器を組み合せて設置する設計

とする。◇1  

なお，天井が高く大空間となっている屋

内に設置する火災感知器は，消防法に基

づき設置できる熱感知器が差動式分布型

熱感知器に限定され，アナログ式の煙感

知器及び炎感知器を組み合わせて設置す

ることが適さないことから，一方は非ア

ナログ式の熱感知器（差動式分布型熱感

知器）を設置する設計とする。◇1  

 

ⅱ．高線量区域 

高線量区域は，放射線の影響を考慮する

必要があるため，半導体の使用が少なく

放射線の影響を受けにくいと考えられる

非アナログ式の煙感知器及び非アナログ

式の熱感知器を設置する設計とする。◇1  

 

ⅲ．蓄電池室 

蓄電池室は換気設備により清浄な状態に

保つこと及び水素ガス漏えい検知器によ

り爆発性雰囲気とならないことを監視す

るものの，腐食性ガスの発生により火災

感知器が故障し，誤作動することにより

固定式のガス消火装置が誤作動するおそ
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要求事項との対比表 第二十九条 （火災等による損傷の防止）（38 / 41） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消火設備のうち，消火用水を供給する消

火水供給設備は，再処理施設及び廃棄物管

理施設と共用する。□1  

れを考慮し，１台は非アナログ式の耐酸

性仕様の火災感知器とし，通常のアナロ

グ式の火災感知器を組み合わせて設置す

る設計とする。◇1  

 

ⅳ．グローブボックス内 

グローブボックス内は放射線の影響を考

慮する必要があるため，高線量区域と同

様に半導体の使用が少なく放射線の影響

を受けにくいと考えられる非アナログ式

を設置する設計とする。 

熱感知器の組合せとしては，白金測温抵

抗体（温度異常（60℃以上）を感知）及

びグローブボックス全体の温度上昇を感

知できる熱電対式の差動式分布型熱感知

器（温度上昇異常（15℃/min 以上）を感

知）を設置する設計とする。◇1  

このため，白金測温抵抗体は，火災によ

る熱が集中しやすいグローブボックスの

排気口付近に設置し，差動式分布型熱感

知器は，火災による熱が集中しやすいグ

ローブボックスの天井に設置することに

より，早期に火災を感知できる設計とす

る。◇1  

安全上重要な施設のグローブボックスの

うち，潤滑油を内包する機器がある場合

は，その近傍に，白金測温抵抗体を設置

することで，早期に火災を感知する設計

とする。白金測温抵抗体又は差動式分布

型熱感知器のいずれか１つが感知した場

合に，火災感知信号を発信する設計とす

る。◇1  

また，熱感知器を有する火災感知設備は

故障時に中央監視室に故障信号を発する

設計とする。◇1  

 

ⅴ．重油タンク（地中埋設物） 

屋外に設置するタンク室は地下埋設構造

としており安定した環境を維持してい

る。◇1  

一方，タンク室上部の点検用マンホール

から地上までの空間においては燃料が気

化して内部に充満する可能性が否定でき

ない。そのため，万一気化した燃料によ

る爆発リスクを低減する観点から点検用

マンホール上部空間には電気的接点を持

たない防爆型のアナログ式の熱電対を設

置する設計とする。◇1  

 

(ｃ) 消火設備 

消火設備は，消火水供給設備，消火栓設

備，固定式のガス消火装置，消火器，ピ

ストンダンパ，避圧エリア形成用自動閉
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要求事項との対比表 第二十九条 （火災等による損傷の防止）（39 / 41） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
また，ＭＯＸ燃料加工施設境界の扉につ

いては，火災区域設定のため，火災影響軽

減設備とする設計とし，再処理施設と共用

する。□1  

再処理施設と共用する火災防護設備は，

共用によってＭＯＸ燃料加工施設の安全性

を損なわない設計とする。□1  

 

火災及び爆発の影響軽減の機能を有する

ものとして，安重機能を有する機器等及び

放射性物質貯蔵等の機器等を設置する火災

区域又は火災区画及び隣接する火災区域又

は火災区画の火災及び爆発による影響を軽

減するため，火災耐久試験で確認した３時

間以上の耐火能力を有する耐火壁又は１時

間以上の耐火能力を有する隔壁等を設置す

る。□1  

 

止ダンパ(ダンパ作動回路を含む)及び連

結散水装置で構成する。◇1  

固定式のガス消火装置は，重大事故等対

処施設を設置する火災区域，溢水の発生

防止を考慮する火災区域又は火災区画の

火災を早期に消火するために，消火が必

要となるすべての火災区域又は火災区画

に対して消火を行うことが可能なように

設置する設計とする。◇1  

また，その他の消火設備は，火災発生時

の煙の充満又は放射線の影響による消火

活動が困難な火災区域又は火災区画であ

るかを考慮し，以下のとおり設置する。

◇1  

上記以外の火災区域又は火災区画につい

ては，消防法又は建築基準法に基づく消

火設備で消火する設計とする。◇1  

 

ⅰ．重大事故等対処施設を設置する区域

のうち消火困難となる区域の消火設備 

重大事故等対処施設を設置する火災区域

又は火災区画のうち，煙又は放射線の影

響により消火困難となる箇所については

以下のとおり固定式のガス消火装置を設

置することにより，自動又は現場での手

動操作で消火を可能とする設計とする。

◇1  

グローブボックス内については，放射線

影響を考慮すると，消火困難となる可能

性があることから，自動消火が可能なグ

ローブボックス消火装置を設置すること

で，グローブボックス内の火災に対して

消火が可能な設計とする。◇1  

なお，上記以外の火災区域又は火災区画

については，取り扱う可燃性物質の量が

小さいこと，部屋面積が小さく消火に当

たり室内への入域が不要なこと及びＭＯ

Ｘ燃料加工施設は換気設備により負圧に

して閉じ込める設計としていることか

ら，換気設備による排煙が可能であるた

め，有効に煙の除去又は煙が降下するま

での時間が確保できることにより消火困

難とならないため，消防法又は建築基準

法に基づく消火設備で消火する設計とす

る。◇1  

グローブボックス内については，放射線

影響を考慮すると，消火困難であること

から，自動消火が可能なグローブボック

ス消火装置を設置することで，グローブ

ボックス内の火災に対して消火が可能な

設計とする。◇1  

 

(ⅰ) 可燃性物質を取扱い構造上消火困
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要求事項との対比表 第二十九条 （火災等による損傷の防止）（40 / 41） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
難となる火災区域又は火災区画 

中央監視室等の床下及び再処理施設と共

用する緊急時対策建屋の対策本部室の床

下は，多量のケーブルが存在するため，

消火が困難となるおそれを考慮し，固定

式のガス消火装置を設置する。なお，再

処理施設と共用する緊急時対策建屋の対

策本部室には当直（運転員）又は非常時

組織対策要員が駐在することを考慮し，

人体に影響を与えない消火剤を選択す

る。◇1  

中央監視室等には常時運転員が駐在する

ことを考慮し，人体に影響を与えないよ

うな消火剤を使用する設計とする。◇1  

万一，誤動作又は誤操作に伴い，床下か

ら消火剤が漏えいした場合でも，中央監

視室等内の空気により希釈され，人体に

影響を与えることはない。◇1  

 

(ⅱ) 電気品室 

電気品室は電気ケーブルが密集してお

り，万一の火災による煙の影響を考慮

し，窒素消火装置又は二酸化炭素消火装

置を設置することにより，早期消火が可

能となるよう自動又は現場での手動操作

で起動できる設計とする。◇1  

 

ｅ．試験・検査 

(ａ) 火災感知設備 

「ト．(イ)(１)①ｅ．(ａ) 火災感知設

備」の基本方針を適用する。◇1  

(ｂ) 消火設備 

「ト．(イ)(１)①ｅ．(ｂ) 消火設備」

の基本方針を適用する。◇1  

 

ｆ．評価 

(ａ) 重大事故等対処施設に対する火災

発生防止設備は，水素・アルゴン混合ガ

スを取り扱う又は水素ガスが発生するお

それのある火災区域又は火災区画に対

し，水素漏えい検知器を適切に配置し水

素の燃焼濃度を十分に下回る濃度で検出

できる設計とするため，火災又は爆発の

発生を防止することができる。◇1  

(ｂ) 重大事故等対処施設に対する火災

感知設備は，重大事故等対処施設に影響

を及ぼすおそれのある火災を早期に感知

できるよう適切に配置する設計とするた

め，火災発生時には中央監視室，中央制

御室又は使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室若しくは緊急時対策建屋

の建屋管理室に火災信号を表示すること

ができる。◇1  
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要求事項との対比表 第二十九条 （火災等による損傷の防止）（41 / 41） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
火災が発生するおそれのある重大事故等

対処施設には，固有の信号を発する異な

る種類の火災感知器又は同等の機能を有

する機器を組み合わせて設ける設計とす

るため，火災を早期に感知することがで

きる。◇1  

(ｃ) 重大事故等対処施設に対する消火

設備は，安全機能を有する施設に適切に

配置する設計とするため，火災発生時に

は消火を行うことができるとともに，消

火設備の破損，誤作動又は誤操作によ

り，安全上重要な施設の安全機能及び放

射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能並びに

重大事故等対処施設の重大事故等に対処

するために必要な機能を損なうことがな

い。◇1  

(ｄ) 重大事故等対処施設に対する火災

感知設備及び消火設備は，その停止時に

試験及び検査をする設計とするので，定

期的に試験及び検査ができる。◇1  

(ｅ) 再処理施設及び廃棄物管理施設と

共用する消火水供給設備は，再処理施設

又は廃棄物管理施設へ消火水を供給した

場合においてもＭＯＸ燃料加工施設必要

な容量を確保する設計とし，故障その他

の異常が発生し，消火水の供給が停止し

た場合でも，安重機能を有する機器等を

設置する火災区域に対して消火水を用い

ない消火手段を設けることから，安重機

能を有する機器等の安全機能に影響はな

い。また，燃料加工建屋及び周辺部の火

災については，外部火災影響評価で外部

火災防護対象施設の安全機能を損なわな

い設計とすることで，共用によってＭＯ

Ｘ燃料加工施設の安全性を損なわない設

計とする。◇1  
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要求事項との対比表 第十二条 （加工施設内における溢水による損傷の防止）（1 / 59） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
（加工施設内における溢水に

よる損傷の防止） 

第十二条 安全機能を有する

施設は、加工施設内における

溢水の発生によりその安全性

を損なうおそれがある場合に

おいて、防護措置その他の適

切な措置が講じられたもので

なければならない。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 12 条 加工施設内における溢水によ

る損傷の防止 

別添Ⅰ (施設共通) 

Ⅰ-1 基本設計方針 

第 1 章 共通項目 

6. 加工施設内における溢水による損傷

の防止 

 

 

 

 

 

6.1   溢水防護に関する基本設計方針 

安全機能を有する施設が，MOX 燃料

加工施設内における溢水が発生した場

合においても，その安全性を確保する

ために，溢水に対して安全機能を損な

わない方針とする。溢①a 

 

そのために，溢水防護に係る設計時

に MOX 燃料加工施設内において発生が

想定される溢水の影響を評価(以下

「溢水評価」という。)し，MOX 燃料

加工施設内における溢水が発生した場

合においても，安全評価上機能を期待

する安全上重要な機能を有する構築

物，系統及び機器の機能を維持する設

計とする。溢②a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの機能を維持するために必要

な設備(以下「溢水防護対象設備」と

いう。)が，発生を想定する没水，被

水及び蒸気の影響を受けて，要求され

る安全機能を損なわない設計とする。

溢②b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三．加工施設の位置、構造及び設備並び

に加工の方法 

ロ．加工施設の一般構造 

(ト) その他の主要な構造 

 (1) 安全機能を有する施設 

③ 溢水による損傷の防止 

安全機能を有する施設は，ＭＯＸ燃

料加工施設が溢水の影響を受ける場合

においても，その安全機能を確保する

ために，溢水に対して安全機能を損な

わない設計とする。溢①a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．安全設計 

(ロ) 安全機能を有する施設 

(９) 溢水による損傷の防止 

① 溢水防護に関する設計方針 

事業許可基準規則の要求事項を踏

まえ，安全機能を有する施設は，Ｍ

ＯＸ燃料加工施設が溢水の影響を受

ける場合においても，その安全機能

を確保するために，溢水に対して安

全機能を損なわない方針とする。溢

◇1  

そのために，「原子力発電所の内

部溢水影響評価ガイド（平成 25 年

６月 19 日 原規技発第 13061913 号 

原子力規制委員会決定）」（以下

「内部溢水ガイド」という。）を参

考に，溢水防護対象設備として，安

全評価上機能を期待する安全上重要

な機能を有する構築物，系統及び機

器を抽出し，これらの設備が，没

水，被水及び蒸気の影響を受けて，

その安全機能を損なわない設計とす

る。溢②a溢②b 溢④b 

自然現象により発生する溢水及び

その波及的影響により発生する溢水

に関しては，溢水防護対象設備の配

置を踏まえ，最も厳しい条件となる

影響を考慮し，溢水防護対象設備が

安全機能を損なわない設計とする。

溢◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他発電用原子炉の附属施設 

5 浸水防護施設に係る次の事項 

3 浸水防護施設の基本設計方針，適用基

準及び適用規格 

(1) 基本設計方針 

第２章 個別項目 

2. 発電用原子炉施設内における溢水等

による損傷の防止 

 

 

 

 

2.1  溢水防護等の基本方針 

設計基準対象施設が，発電用原子炉

施設内における溢水が発生した場合に

おいても，その安全性を損なうおそれ

がない設計とする。 

 

 

そのために，溢水防護に係る設計時

に発電用原子炉施設内で発生が想定さ

れる溢水の影響を評価（以下「溢水評

価」という。）し，運転状態にある場

合は発電用原子炉施設内における溢水

が発生した場合においても，原子炉を

高温停止及び，引き続き低温停止する

ことができ，並びに放射性物質の閉じ

込め機能を維持できる設計とする。ま

た，停止状態にある場合は，引き続き

その状態を維持できる設計とする。さ

らに使用済燃料プールにおいては，使

用済燃料プールの冷却機能及び使用済

燃料プールへの給水機能を維持できる

設計とする。 

「発電用軽水型原子炉施設の安全評

価に関する審査指針」を踏まえ，溢水

により発生し得る原子炉外乱及び溢水

の原因となり得る原子炉外乱を抽出

し，主給水流量喪失，原子炉冷却材喪

失等の運転時の異常な過渡変化又は設

計基準事故の対処に必要な機器に対

し，単一故障を考慮しても異常状態を

収束できる設計とする。 

これらの機能を維持するために必要

な設備（以下「溢水防護対象設備」と

いう。）が発生を想定する没水，被水

及び蒸気の影響を受けて，要求される

機能を損なうおそれがない設計（多重

性又は多様性を有する設備が同時にそ

の機能を損なうおそれがない設計）と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

対象となる設備がな

いため、当社におけ

る記載なし。 

 

（発電炉の記載） 

MOX で溢水により発生

し得る外乱はない。

単一故障に対する技

術基準要求もない。 

 

 

○許○設基③ 

【評価方法】溢②b 

防護すべき設備が，

発生を想定する没

水，被水及び蒸気の

影響を受けて，要求

される安全機能を損

なわない設計 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備に期待する機能

については，溢水影響を受けて設計基

準事故に対処するための設備の安全機

能と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，可能な限り設計基準事

故に対処するための設備と位置的分散

を図り設置又は保管する若しくは溢水

に対して健全性を確保する設計とす

る。溢③a 

 

 

溢水影響に対し防護すべき設備(以

下「防護すべき設備」という。)とし

て溢水防護対象設備及び重大事故等対

処設備を設定する。溢④a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水評価条件の変更により評価結果

が影響を受けないことを確認するため

に，評価条件の変更の都度，溢水評価

を実施することとし保安規定に定めて

管理する。溢⑨a 

 

6.2   防護すべき設備の抽出 

溢水によってその安全機能が損なわ

れないことを確認する必要がある施設

を全ての安全機能を有する構築物，系

統及び機器とし，その上で事業許可基

準規則及びその解釈並びに「原子力発

電所の内部溢水影響評価ガイド(平成

25 年 6 月 19 日原規技発第 13061913

号原子力規制委員会決定)」(以下「内

部溢水ガイド」という。)で安全機能

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで，安全機能を有する施設のう

ち，ＭＯＸ燃料加工施設内部で想定さ

れる溢水に対して，臨界防止，閉じ込

め等の安全機能を維持するために必要

な設備（以下「溢水防護対象設備」と

いう。）として，安全評価上機能を期

待する安全上重要な機能を有する構築

物，系統及び機器を抽出し，これらの

設備が，没水，被水及び蒸気の影響を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 溢水防護対象設備を抽出するため

の方針 

溢水によってその安全機能が損な

われないことを確認する必要がある

施設を全ての安全機能を有する構築

物，系統及び機器とし，その上で事

業許可基準規則及びその解釈並びに

内部溢水ガイドで安全機能の重要

度，溢水から防護すべき安全機能等

が定められていることを踏まえ，全

ての安全機能を有する構築物，系統

 

重大事故等対処設備に期待する機能

については，溢水影響を受けて設計基

準事故対処設備並びに使用済燃料プー

ルの冷却設備及び給水設備（以下「設

計基準事故対処設備等」という。）と

同時に機能を損なうおそれがないよ

う，被水及び蒸気影響に対しては可能

な限り設計基準事故対処設備等と位置

的分散を図り，没水の影響に対しては

溢水水位を考慮した位置に設置又は保

管する。 

溢水影響に対し防護すべき設備（以

下「防護すべき設備」という。）とし

て溢水防護対象設備及び重大事故等対

処設備を設定する。 

なお，施設定期検査時については，

使用済燃料プール，原子炉ウェル及び

ドライヤセパレータプールのスロッシ

ングにより発生する溢水をそれぞれの

プール等へ戻すことで，原子炉建屋原

子炉棟 6 階よりも下層階に流下させ

ない設計とし，原子炉建屋原子炉棟 6 

階よりも下層階に設置される防護すべ

き設備がその機能を損なうおそれがな

い設計とする。 

発電用原子炉施設内の放射性物質を

含む液体を内包する容器，配管その他

の設備（ポンプ，弁，使用済燃料プー

ル，サイトバンカプール，原子炉ウェ

ル，ドライヤセパレータプール）から

放射性物質を含む液体があふれ出るお

それがある場合において，当該液体が

管理区域外へ漏えいすることを防止す

る設計とする。 

溢水評価条件の変更により評価結果

が影響を受けないことを確認するため

に，評価条件変更の都度，溢水評価を

実施することとし保安規定に定めて管

理する。 

 

2.2   防護すべき設備の設定 

溢水によってその安全機能が損なわ

れないことを確認する必要がある施設

を，発電用軽水型原子炉施設の安全機

能の重要度分類に関する審査指針（以

下「重要度分類審査指針」という。）

における分類のクラス１，クラス２及

びクラス３に属する構築物，系統及び

機器とする。 

この中から，溢水防護上必要な機能

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針の明確化 

溢④a（事業許可申請

書に記載なし） 

 

（発電炉の記載） 

発電炉特有であり，

MOX に該当するものは

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○許○設基⑤ 

【指針等の引用】溢

④b 

「原子力発電所の内

部溢水影響評価ガイ

ド」 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の重要度，溢水から防護すべき安全機

能等が定められていることを踏まえ，

全ての安全機能を有する構築物，系統

及び機器の中から安全評価上機能を期

待するものとして，MOX 燃料加工施設

内部で想定される溢水に対して，臨界

防止，閉じ込め等の安全機能を維持す

るために必要な設備を防護すべき設備

のうち溢水防護対象設備として，安全

評価上機能を期待する安全上重要な機

能を有する構築物，系統及び機器を抽

出する。溢④b 

具体的には，公衆又は従事者に放射

線障害を及ぼすおそれがあるもの及び

設計基準事故時に公衆又は従事者に及

ぼすおそれがある放射線障害を防止す

るため，放射性物質又は放射線が MOX

燃料加工施設外へ放出されることを抑

制又は防止するために必要な設備がこ

れに該当し，これらの設備には，設計

基準事故の拡大防止及び影響緩和のた

めに必要な設備が含まれる。 

溢④c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，重大事故等対処設備も防護す

べき設備として選定する。溢④d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受けて，その安全機能を損なわない設

計とする。溢②a そのために，溢水防

護に係る設計時にＭＯＸ燃料加工施設

内において発生が想定される溢水の影

響を評価（以下「溢水評価」とい

う。）する。溢②a溢②b溢④b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

及び機器の中から安全評価上機能を

期待するものとして，安全上重要な

機能を有する構築物，系統及び機器

を溢水防護対象設備として抽出す

る。溢②a溢④b 

 

 

 

 

 

 

 

具体的には，公衆又は従事者に放

射線障害を及ぼすおそれがあるもの

及び設計基準事故時に公衆又は従事

者に及ぼすおそれがある放射線障害

を防止するため，放射性物質又は放

射線がＭＯＸ燃料加工施設外へ放出

されることを抑制又は防止するため

に必要な設備がこれに該当し，これ

らの設備には，設計基準事故の拡大

防止及び影響緩和のために必要な設

備が含まれる。溢②a 溢④c 

なお，抽出された溢水防護対象設

備のうち，以下の設備は溢水影響を

受けても，必要とされる安全機能を

損なわないことから，溢水による影

響評価の対象として抽出しない。 

ａ．溢水によって安全機能が損なわ

れない静的な安全機能を有する構

築物，系統及び機器 

・躯体等の構築物 

・容器，熱交換器，配管，手動弁

等の静的機器 

・耐水性を有する被覆ケーブル 

・臨界管理の核的制限値（寸法）

の維持機能を有する機器 

・臨界管理の安全に係る距離の維

持機能（単一ユニット相互間の

距離維持）を有する機器 

ただし，非密封でＭＯＸ粉末及

びペレットを取扱うグローブボッ

クス，焼結炉及び小規模焼結処理

装置については，設計上，水との

接触を考慮していない設備のた

め，溢水評価の対象とする。 

ｂ．動的機能が喪失しても安全機能

に影響しない機器（フェイルセー

フ機能を持つ設備を含む。） 

・混合ガス濃度異常遮断弁，燃料

油貯蔵タンク油面計等溢◇2  

を有する構築物，系統及び機器を選定

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的には，運転状態にある場合に

は原子炉を高温停止，引き続き低温停

止することができ，並びに放射性物質

の閉じ込め機能を維持するため，停止

状態にある場合は引き続きその状態を

維持するため，及び使用済燃料プール

の冷却機能及び給水機能を維持するた

めに必要となる，重要度分類審査指針

における分類のクラス１，２に属する

構築物，系統及び機器に加え，安全評

価上その機能を期待するクラス３に属

する構築物，系統及び機器を抽出す

る。 

以上を踏まえ，防護すべき設備のう

ち溢水防護対象設備として，重要度の

特に高い安全機能を有する構築物，系

統及び機器，並びに，使用済燃料プー

ルの冷却機能及び給水機能を維持する

ために必要な構築物，系統及び機器を

選定する。 

また，重大事故等対処設備も防護す

べき設備として選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

発電炉特有であり，

MOX に該当するものは

ない。 

 

 

 

基本方針の明確化 

溢④d（事業許可申請

書に記載なし） 
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上記に含まれない安全機能を有する

施設は，溢水による損傷を考慮して，

代替設備により必要な機能を確保する

こと，安全上支障のない期間での修理

の対応を行うこと又はそれらを適切に

組み合わせることにより，その安全機

能を損なわない設計とする。溢④e溢

⑨b 
 

また，内的事象を要因とする重大事

故等へ対処する重大事故等対処設備の

うち，安全上重要な施設以外の安全機

能を有する施設と兼用する重大事故等

対処設備は，溢水による損傷を考慮し

て，代替設備により必要な機能を確保

すること，安全上支障のない期間で修

理等の対応を行うこと，関連する工程

の停止等又はそれらを適切に組み合わ

せることで，重大事故等に対処するた

めの機能を損なわない設計とする。溢

③b 溢⑨c 

6.3   考慮すべき溢水事象 

溢水影響を評価するために，溢水評

価では，溢水源として発生要因別に分

類した以下の溢水を主として想定す

る。溢水源及び溢水量としては，発生

要因別に分類した以下の溢水を想定し

て評価することとし，評価の条件につ

いては内部溢水ガイドを参考とする。 

(1)  溢水の影響を評価するために想定

する機器の破損等により生ずる溢水

(以下「想定破損による溢水」とい

う。) 

(2)  MOX 燃料加工施設内で生ずる異常

状態(火災を含む。)の拡大防止のた

めに設置される系統からの放水によ

る溢水(以下「消火水等の放水によ

る溢水」という。) 

 

(3)  地震に起因する機器の破損等によ

り生ずる溢水(以下「地震起因によ

る溢水」という。) 

また，その他の要因による溢水とし

て，地下水の流入，地震以外の自然現

象，誤操作等により生ずる溢水(以下

「その他の溢水」という。)の影響も

評価する。溢⑤a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水評価では，溢水源として発生要

因別に分類した以下の溢水を主として

想定する。また，溢水評価に当たって

は，溢水防護区画を設定し，溢水評価

がより厳しい結果を与えるように溢水

経路を設定する。溢⑤a 

 

ａ．溢水の影響を評価するために想

定する機器の破損等により生ずる

溢水 

 

ｂ．ＭＯＸ燃料加工施設内で生ずる

異常状態（火災を含む。）の拡大

防止のために設置される系統から

の放水による溢水 

 

ｃ．地震に起因する機器の破損等に

より生ずる溢水 

溢⑤a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記に含まれない安全機能を有

する施設は，溢水による損傷を考

慮して，代替設備により必要な機

能を確保すること，安全上支障の

ない期間での修理の対応を行うこ

と又はそれらを適切に組み合わせ

ることにより，その安全機能を損

なわない設計とする。溢④e 溢

⑨b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 考慮すべき溢水事象 

ＭＯＸ燃料加工施設内において発生

が想定される溢水は，内部溢水ガイド

を参考に発生要因別に分類した以下の

事象を想定する。溢⑤a 

 

 

 

ａ．溢水の影響を評価するために想

定する機器の破損等により生ずる

溢水（以下「想定破損による溢

水」という。） 

ｂ．ＭＯＸ燃料加工施設内で生ずる

異常状態（火災を含む。）の拡大

防止のために設置される系統から

の放水による溢水（以下「消火水

等の放水による溢水」という。） 

ｃ．地震に起因する機器の破損等に

より生ずる溢水（以下「地震起因

による溢水」という。） 

 

ｄ．その他の要因（地下水の流入，

地震以外の自然現象，誤操作等）

により生ずる溢水（以下「その他

の溢水」という。）溢⑤a 

 

 

溢水源となり得る機器は，流体を内

包する配管及び容器（塔，槽類を含

む。以下同じ。）とし，必要に応じ，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3   溢水源及び溢水量の設定 

溢水影響を評価するために想定する

機器の破損等により生じる溢水（以下

「想定破損による溢水」という。），

発電所内で生じる異常状態（火災を含

む。）の拡大防止のために設置される

系統からの放水による溢水（以下「消

火水の放水による溢水」という。）並

びに地震に起因する機器の破損及び使

用済燃料プール等のスロッシングによ

り生じる溢水（以下「地震起因による

溢水」という。）を踏まえ，溢水源及

び溢水量を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，その他の要因による溢水とし

て，地下水の流入，地震以外の自然現

象，機器の誤作動等により生じる溢水

（以下「その他の溢水」という。）の

影響も評価する。 

 

 

 

 

（当社の記載） 

重要度の低い機器に

対する防護設計方針

を明記 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

重大事故等対処設備

に対する防護設計方

針を明記 
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6.4   溢水源及び溢水量の設定 

6.4.1   想定破損による溢水 

 

 

想定破損による溢水は，内部溢水ガ

イドを参考に，一系統における単一の

機器の破損を想定し，溢水源となり得

る機器は流体を内包する配管とし，配

管の破損箇所を溢水源として想定す

る。 

また，破損を想定する配管は，内包

する流体のエネルギに応じて，高エネ

ルギ配管又は低エネルギ配管に分類す

る。溢⑤b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高エネルギ配管は，原則「完全全周

破断」，低エネルギ配管は，原則「配

管内径の 1/2 の長さと配管肉厚の 1/2

の幅を有する貫通クラック(以下「貫

通クラック」という。)」を想定した

溢水量とする。溢⑤c 

ただし，高エネルギ配管については

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現場確認等による抽出を行った上，耐

震評価及び応力評価を踏まえ選定す

る。溢◇2  

ａ．又はｃ．の評価において，応力

又は地震により破損を想定する機器を

それぞれの評価での溢水源として想定

する。溢◇2  

ａ．又はｂ．の溢水源の想定に当た

っては，１系統における単一の機器の

破損，又は単一箇所での異常事象の発

生とし，他の系統及び機器は健全なも

のと仮定する。 

溢◇2  

 

④ 溢水源及び溢水量の想定 

ａ． 想定破損による溢水 

(ａ) 想定破損における溢水源の想

定 

想定破損による溢水は，内部溢水

ガイドを参考に，１系統における単

一の機器の破損を想定し，溢水源と

なり得る機器は流体を内包する配管

とし，配管の破損箇所を溢水源とし

て想定する。 

また，破損を想定する配管は，内

包する流体のエネルギに応じて，以

下に定義する高エネルギ配管又は低

エネルギ配管に分類する。溢⑤b 

・「高エネルギ配管」とは，呼び

径 25A（１B）を超える配管であ

って，プラントの通常運転時に運

転温度が 95℃を超えるか又は運

転圧力が 1.9ＭPa[gauge]を超え

る配管。ただし，被水及び蒸気の

影響については配管径に関係なく

評価する。 

・「低エネルギ配管」とは，呼び

径 25A（１B）を超える配管であ

って，プラントの通常運転時に運

転温度が 95℃以下で，かつ運転

圧力が 1.9ＭPa[gauge]以下の配

管。ただし，被水の影響について

は配管径に関係なく評価する。な

お，運転圧力が静水頭圧の配管は

除く。溢◇2  

配管の破損形状の想定に当たって

は，高エネルギ配管は，原則「完全

全周破断」，低エネルギ配管は，原

則「配管内径の１／２の長さと配管

肉厚の１／２の幅を有する貫通クラ

ック（以下「貫通クラック」とい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

想定破損による溢水では，単一の配

管の破損による溢水を想定して，配管

の破損箇所を溢水源として設定する。 

 

 

 

また，破損を想定する配管は，内包

する流体のエネルギに応じて，高エネ

ルギ配管又は低エネルギ配管に分類す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高エネルギ配管は，「完全全周破

断」，低エネルギ配管は，「配管内径

の 1／2 の長さと配管肉厚の 1／2 の

幅を有する貫通クラック」（以下「貫

通クラック」という。）を想定した溢

水量とする。 

ただし，高エネルギ配管については

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○許○設基③ 

【評価条件】溢⑤c，

溢⑤d 

応力評価による想定

する配管の破損形状 
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ターミナルエンド部を除き応力評価の

結果により，発生応力が許容応力の

0.4 倍を超え 0.8 倍以下であれば

「貫通クラック」による溢水を想定し

た評価とし，0.4 倍以下であれば破損

は想定しない。溢⑤d 

 

 

 

 

 

 

また，低エネルギ配管については，

発生応力が許容応力の 0.4 倍以下で

あれば破損は想定しない。溢⑤d 

発生応力と許容応力の比較により破

損形状の想定を行う場合は，評価結果

に影響するような減肉がないことを確

認するために継続的な肉厚管理を実施

することとし，保安規定に定めて管理

する。 

溢⑨d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

う。）」を想定する。溢⑤c 

ただし，配管破損の想定に当たっ

て，詳細な応力評価を実施する場合

は，発生応力 Sn と許容応力 Saの比

により，以下で示した応力評価の結

果に基づく破損形状を想定する。 

 

 

 

 

 

 

また，応力評価の結果により破損

形状の想定を行う場合は，評価結果

に影響するような減肉がないことを

確認するために継続的な肉厚管理を

実施する。溢⑨d 

 

【高エネルギ配管（ターミナルエンド部

を除く。）】 

Sn≦0.4Sa        ⇒ 破損想定不要 

0.4Sa＜Sn≦0.8Sa ⇒ 貫通クラック 

0.8Sa＜Sn        ⇒ 完全全周破断 

【低エネルギ配管】 

Sn≦0.4Sa        ⇒ 破損想定不要 

0.4Sa＜Sn        ⇒ 貫通クラック 

溢⑤d 

ここで Sn 及び Sa の記号は，日本機

械学会「発電用原子力設備規格 設

計・建設規格」（JSME S NC1-

2005/2007）又は日本機械学会「発電

用原子力設備規格 設計・建設規格」

（JSME S NC1-2012）による。溢◇2  

(ｂ) 想定破損における溢水量の設定 

想定する破損箇所は溢水防護対象

設備への溢水の影響が最も大きくな

る位置とし，溢水量は，異常の検

知，事象の判断及び漏えい箇所の特

定並びに現場又は中央監視室からの

隔離（運転員の状況確認及び隔離操

作を含む。）により漏えい停止する

までの時間を適切に考慮し，想定す

る破損箇所からの流出量と隔離後の

溢水量として隔離範囲内の系統の保

有水量を合算して算出する。溢⑤k 

ここで，流出量は，配管の破損形

状を考慮した流出流量に破損箇所の

隔離までに必要な時間（以下「隔離

時間」という。）を乗じて算出す

る。溢◇2  

なお，手動による漏えいの停止の

ターミナルエンド部を除き応力評価の

結果により，原子炉冷却材圧力バウン

ダリ及び原子炉格納容器バウンダリの

配管であれば発生応力が許容応力の

0.8 倍以下であれば破損を想定せず，

原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子

炉格納容器バウンダリ以外の配管であ

れば発生応力が許容応力の 0.4 倍を

超え 0.8 倍以下であれば「貫通クラ

ック」による溢水を想定した評価と

し，0.4 倍以下であれば破損は想定し

ない。 

また，低エネルギ配管については，

発生応力が許容応力の 0.4 倍以下で

あれば破損は想定しない。 

発生応力と許容応力の比較により破

損形状の想定を行う場合は，評価結果

に影響するような減肉がないことを確

認するために継続的な肉厚管理を実施

することとし保安規定に定めて管理す

る。 

高エネルギ配管のうち，高エネルギ

配管として運転している割合が当該系

統の運転している時間の 2 ％又はプ

ラント運転期間の 1 ％より小さいこ

とから低エネルギ配管とする系統につ

いては，運転時間実績管理を実施する

こととし保安規定に定めて管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

発電炉特有であり，

MOX に該当するものは

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設基② 

【運用】溢⑨d 

破損形状の変更又は

破損を想定しないと

した配管の肉厚管理 

 

（発電炉の記載） 

発電炉特有であり，

MOX に該当するものは

ない。 
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6.4.2   消火水等の放水による溢水 

 

 

消火水等の放水による溢水は，評価

対象となる防護すべき設備が設置され

ている建屋(以下，「溢水防護建屋」

という。)内において，水を使用する

消火設備である消火栓及び連結散水装

置からの放水を溢水源として想定す

る。溢⑤e 

 

なお，溢水防護建屋内には，自動作

動するスプリンクラを設置しない設計

とする。溢⑨e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.3   地震起因による溢水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ために現場等を確認し操作する手順

は，あらかじめ整備する。溢⑨f 

 

ｂ．消火水等の放水による溢水 

(ａ) 消火水等の放水による溢水源の

想定 

評価対象となる溢水防護対象設備

が設置されている燃料加工建屋内に

おいて，水を使用する消火設備とし

て，屋内消火栓及び連結散水装置が

あり，これらについて，放水による

溢水影響を考慮する。溢⑤e 

 

 

なお，燃料加工建屋内には，自動

作動するスプリンクラを設置しない

設計とする。溢⑨e 

したがって，火災時における溢水

源としては，屋内消火栓及び連結散

水装置からの放水を溢水源として想

定する。溢⑤e 

ただし，水消火設備を用いず，固

定式のガス消火装置や消火器等を用

いて消火活動を行うことを前提とし

ている区画（部屋）については，放

水量を０ｍ3とし，当該区画におけ

る放水を想定しない。 

なお，ＭＯＸ燃料加工施設には，

上記の消火設備以外に発電炉の格納

容器スプレイのような，設計基準事

故時等における異常事象の拡大防止

のための放水設備はない。溢◇2  

(ｂ) 消火水の放水による溢水量の設

定 

消火設備からの単位時間当たりの

放水量と放水時間から溢水量を設定

する。消火設備のうち，屋内消火栓

からの放水量については，３時間の

放水により想定される放水量を溢水

量として設定する。火災源が小さい

場合は，日本電気協会電気技術指針

「原子力発電所の火災防護指針」

（JEAG4607-2010）解説-4-5（1)の

規定による「火災荷重」及び「等価

火災時間」を用いて放水量を算定

し，溢水量を算出する。溢◇2  

 

ｃ．地震起因による溢水 

(ａ) 燃料加工建屋内に設置された機

器の破損による溢水 

ⅰ．地震起因による溢水源の想定 

 

 

 

 

 

 

消火水の放水による溢水では，消火

活動に伴う消火栓からの放水を溢水量

として設定する。発電所内で生じる異

常状態（火災を含む。）の拡大防止の

ために設置されるスプリンクラ及び格

納容器スプレイ系統からの溢水につい

ては，防護すべき設備が溢水影響を受

けない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震起因による溢水では，流体を内

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○許○設基③ 

【運用】溢⑨e 

防護すべき設備が設

置されている燃料加

工建屋内には，自動

作動するスプリンク

ラを設置しない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○許○設基③ 

【評価条件】溢⑤g 

地震起因の溢水で耐

震性が確保されてい

る機器は，溢水源と

して想定しない 
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地震起因による溢水は，耐震 Sクラ

ス機器は基準地震動による地震力によ

って破損は生じないことから，流体を

内包する系統のうち，基準地震動によ

る地震力に対する耐震性が確認されて

いない耐震 B，C クラスに属する系統

を溢水源として想定する。 

 

 

 

 

ただし，耐震 B，Cクラスであって

も基準地震動による地震力に対して耐

震性が確保されるものについては，溢

水源として想定しない。溢⑤g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水源となる配管については，破損

形状を完全全周破断とした溢水量と

し，溢水源となる容器については，全

保有水量を考慮した溢水量とする。溢

⑤h 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，地震による機器の破損が複数

箇所で同時に発生する可能性を考慮

し，地震動の検知による自動隔離機能

を有する場合を除き，隔離による漏え

い停止は期待しない。溢⑤h 

 

また，地震に起因する重大事故時の

溢水量の算出については，上記の「基

準地震動」を「基準地震動の 1.2 倍の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震起因による溢水について

は，耐震Ｓクラス機器は基準地震

動による地震力によって破損は生

じないことから，流体を内包する

系統のうち，基準地震動による地

震力に対する耐震性が確認されて

いない耐震Ｂ，Ｃクラスに属する

系統を溢水源として想定する。 

 

 

 

ただし，耐震Ｂ，Ｃクラスであ

っても基準地震動による地震力に

対して耐震性が確保されるものに

ついては，溢水源として想定しな

い。溢⑤g 

 

ⅱ．地震起因による溢水量の設定 

溢水量の算出に当たっては，溢

水が生ずるとした機器について，

溢水防護対象設備への溢水の影響

が最も大きくなるように評価す

る。溢⑤j 

溢水源となる系統については全

保有水量を考慮した上で，流体を

内包する機器のうち，基準地震動

によって破損が生ずる可能性のあ

る機器について破損を想定し，そ

の影響を評価する。この場合にお

いて，溢水源となる配管において

は，全周破断とし，溢水源となる

容器については，全保有水量を想

定する。配管の破損により生ずる

流出流量と自動隔離機能による隔

離時間とを乗じて得られる漏水量

と，隔離範囲内の保有水量を合算

して溢水量を算出する。さらに，

評価におけるより厳しい結果を与

えるため，複数系統・複数箇所の

同時破損を想定し，溢水の伝播も

考慮した上で各区画における最大

の溢水量を算出する。溢⑤h 

なお，地震による機器の破損が

複数箇所で同時に発生する可能性

を考慮し，地震動の検知による自

動隔離機能を有する場合を除き，

隔離による漏えい停止は期待しな

い。溢⑤h 

耐震評価の具体的な考え方を以

下に示す。 

(ⅰ) 構造強度評価に係る応答解析

包することで溢水源となり得る機器の

うち，基準地震動Ｓｓによる地震力に

より破損するおそれがある機器及び使

用済燃料プールのスロッシングによる

漏えい水を溢水源として設定する。 

耐震Ｓクラス機器については，基準

地震動Ｓｓによる地震力によって破損

は生じないことから溢水源として想定

しない。 

 

 

また，耐震Ｂ及びＣクラス機器のう

ち耐震対策工事の実施又は設計上の裕

度の考慮により，基準地震動Ｓｓによ

る地震力に対して耐震性が確保されて

いるものについては溢水源として想定

しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水源となる配管については破断形

状を完全全周破断を考慮した溢水量と

し，溢水源となる容器については全保

有水量を考慮した溢水量とする。 

また，使用済燃料プールのスロッシ

ングによる溢水量の算出に当たって

は，基準地震動Ｓｓにより発生する使

用済燃料プールのスロッシングにて使

用済燃料プール外へ漏えいする溢水量

を算出する。 

また，施設定期検査中においては，

使用済燃料プール，原子炉ウェル及び

ドライヤセパレータプールのスロッシ

ングによる漏えい水を溢水源とし溢水

量を算出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

ガイドに規定される

使用済み燃料プール

に該当する設備はな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

発電炉特有であり，

MOX に該当するものは

ない。 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

地震時においては遮

断弁による隔離に期

待しているため，自

動隔離機能を有する

隔離弁以外に期待し

ない旨を明記 
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地震動」と読み替える。ただし，基準

地震動の 1.2 倍の地震力に対して，耐

震性が確保されない耐震 S クラス機器

は溢水源として想定する。溢③c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.4   その他の溢水 

その他の溢水については，地震以外

の自然現象やその波及的影響に伴う溢

水，溢水防護区画内にて発生が想定さ

れるその他の漏えい事象を想定する。 

具体的には，地下水の流入，降水の

ようなMOX燃料加工施設への直接的な

影響と，飛来物等による屋外タンク等

の破損のような間接的な影響，機器ド

レン，機器損傷(配管以外)，人的過誤

及び誤操作を想定する。溢⑤i 

 

6.4.5   溢水量の算出 

 

溢水量の算出に当たっては，溢水が

生ずるとした機器について，防護すべ

き設備への溢水の影響が最も大きくな

るように評価する。 

溢⑤j 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は，基準地震動を用いた動的解

析によることとし，機器の応答

性状を適切に表現できるモデル

を設定する。その上で，当該機

器の据付床の水平方向及び鉛直

方向それぞれの床応答を用いて

応答解析を行い，それぞれの応

答解析結果を適切に組み合わせ

る。 

(ⅱ) 応答解析に用いる減衰定数

は，安全上適切と認められる規

格及び基準，既往の振動実験，

地震観測の調査結果等を考慮し

て適切な値を定める。 

(ⅲ) 応力評価に当たり，簡易的な

手法を用いる場合は，詳細な評

価手法に対してより厳しい結果

を与えるよう留意し，簡易的な

手法での評価結果が厳しい箇所

については詳細評価を実施する

ことで健全性を確保する。 

(ⅳ) 基準地震動による地震力に対

する発生応力の評価基準値は，

安全上適切と認められる規格及

び基準で規定されている値又は

試験等で妥当性が確認されてい

る値を用いる。 

(ⅴ) バウンダリ機能確保の観点か

ら，設備の実力を反映する場合

には，規格基準以外の評価基準

値の適用も検討する。溢◇2  

 

ｄ．その他の溢水 

その他の溢水については，地震以外

の自然現象やその波及的影響に伴う溢

水，溢水防護区画内にて発生が想定さ

れるその他の漏えい事象を想定する。 

具体的には，地下水の流入，降水の

ようなＭＯＸ燃料加工施設への直接的

な影響と，飛来物等による屋外タンク

等の破壊のような間接的な影響，機器

ドレン，機器損傷（配管以外），人的

過誤及び誤作動を想定する。溢⑤i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の溢水については，地下水の

流入，降水，屋外タンクの竜巻による

飛来物の衝突による破損に伴う漏えい

等の地震以外の自然現象に伴う溢水，

機器の誤作動，弁グランド部，配管フ

ランジ部からの漏えい事象等を想定す

る。 

 

 

 

 

 

 

溢水量の算出に当たっては，漏水が

生じるとした機器のうち防護すべき設

備への溢水の影響が最も大きくなる位

置で漏水が生じるものとして評価す

る。 

○許○設基③ 

【評価条件】溢③c 

重大事故等対処設備

の地震起因による溢

水影響評価時の地震

動 
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また，溢水量の算出において，隔離

操作による漏えい停止を期待する場合

には，漏えい停止までの適切な隔離時

間を考慮し，配管の破損箇所からの流

出量と隔離後の溢水量として隔離範囲

内の系統の保有水量を合算して算出す

る。溢⑤k 

なお，手動による漏えいの停止のた

めに現場等を確認し操作する手順は，

保安規定に定める。溢⑨f 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5   溢水防護区画及び溢水経路の設定 

 

溢水影響を評価するために，溢水防

護区画を構成する壁，扉，堰，床段差

等の設置状況を踏まえ，溢水防護区画

及び溢水経路を設定する。 

溢水防護区画は，以下のとおり設定

する。 

(1)  防護すべき設備が設置されている

全ての区画 

(2)  中央監視室，制御第 1 室，制御第

4 室 

(3)  運転員が，溢水が発生した区画を

特定する又は必要により隔離等の操作

が必要な設備にアクセスする通路部

(以下「アクセス通路部」という。)溢

⑥a 

 

  溢水防護区画は，壁，扉，堰，床段

差等又はそれらの組合せによって他の

区画と分離される区画として設定し，

溢水防護区画内外で発生を想定する溢

水に対して，防護すべき設備の存在す

る溢水防護区画の水位が最も高くなる

ように，より厳しい結果を与える経路

を設定する。溢⑥b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水評価に当たっては，溢水の影響

を受けて，溢水防護対象設備の安全機

能を損なうおそれがある高さ及び溢水

防護区画を構成する壁，扉，堰，床段

差等の設置状況を踏まえ，評価条件を

設定する。溢⑥a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 溢水防護区画及び溢水経路を設定

するための方針 

ａ．溢水防護区画の設定 

溢水防護に対する評価対象区画を溢

水防護区画として，以下のとおり設定

する。 

 

 

ⅰ．評価対象の溢水防護対象設備が

設置されている全ての区画 

ⅱ．中央監視室等 

ⅲ．運転員が，溢水が発生した区画

を特定するためにアクセスする又

は必要により隔離等の操作が必要

な設備にアクセスする通路部（以

下「アクセス通路部」という。）

溢⑥a 

溢水防護区画は，壁，扉，堰，床段

差等又はそれらの組合せによって他の

区画と分離される区画として設定し，

溢水防護区画を構成する壁，扉，堰，

床段差等については，現場の設備等の

設置状況を踏まえ，溢水の伝播に対す

る評価条件を設定する。溢⑥b 

ｂ．溢水経路の設定 

溢水評価において考慮する溢水経路

は，溢水防護区画とその他の区画（溢

水防護対象設備が存在しない区画又は

通路）との間における伝播経路となる

防水扉及び水密扉以外の扉，壁開口部

及び貫通部，天井開口部及び貫通部，

床面開口部及び貫通部，床ドレンの連

接状況並びにこれらに対する流入防止

また，溢水量の算出において，隔離

による漏えい停止を期待する場合に

は，漏えい停止までの適切な隔離時間

を考慮し，配管の破損箇所から流出し

た漏水量と隔離後の溢水量として隔離

範囲内の系統の保有水量を合算して設

定する。なお，手動による漏えい停止

の手順は，保安規定に定めて管理す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4   溢水防護区画及び溢水経路の設定 

溢水影響を評価するために，溢水防

護区画及び溢水経路を設定する。 

 

 

 

溢水防護区画は，防護すべき設備が

設置されている全ての区画並びに中央

制御室及び現場操作が必要な設備への

アクセス通路について設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水防護区画は壁，扉，堰，床段差

等，又はそれらの組み合わせによって

他の区画と分離される区画として設定

し，溢水防護区画内外で発生を想定す

る溢水に対して，当該区画内の溢水水

位が最も高くなるように保守的に溢水

経路を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設基③ 

【評価方法】 

隔離操作による漏え

い停止を期待する場

合の溢水量の算出方

法 

 

 

○許○設基② 

【運用】溢⑨f 

想定破損による溢水

での手動による漏え

い停止のために現場

等を確認し操作する

手順の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○許○設基③ 

【評価条件】溢⑥a 

溢水評価する区画の

設定方法 

 

 

 

○許○設基③ 

【評価条件】溢⑥b 

溢水経路の設定方法 
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なお，火災により貫通部の止水機能

が損なわれる場合には，当該貫通部か

らの消火水の伝播を考慮する。消火活

動により区画の扉を開放する場合は，

開放した扉からの消火水の伝播を考慮

した溢水経路とする。溢⑥c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策の有無を踏まえ，溢水防護区画内

の水位が最も高くなるように，より厳

しい結果を与える経路を設定する。溢

⑥a 溢⑥b 

具体的には，溢水防護区画内で発生

する溢水に対しては，床ドレン，貫通

部，扉から他区画への流出は想定せ

ず，より厳しい結果を与える条件で溢

水経路を設定し，溢水防護区画内の溢

水水位を算出する。 

ただし，定量的に区画外への流出を

確認できる場合は他の区画への流出を

考慮する。 

溢水防護区画外で発生する溢水に対

しては，床ドレン，開口部，貫通部，

扉を通じた溢水防護区画内への流入が

最も多くなるよう（流入防止対策が施

されている場合は除く。），より厳し

い結果を与える条件で溢水経路を設定

し，溢水防護区画内の溢水水位を算出

する。 

なお，上層階から下層階への伝播に

関しては，階段等を経由して，全量が

伝播するものとする。溢水経路を構成

する壁，扉，堰，床段差等は，基準地

震動による地震力等の溢水の要因とな

る事象に伴い生ずる荷重や環境に対

し，必要な健全性を維持できるととも

に，保守管理並びに防水扉及び水密扉

の閉止運用を適切に実施することによ

り溢水の伝播を防止できるものとす

る。 

また，貫通部に実施した流出及び流

入防止対策も同様に，基準地震動によ

る地震力等の溢水の要因となる事象に

伴い生ずる荷重や環境に対し，必要な

健全性を維持できるとともに，保守管

理を適切に実施することにより溢水の

伝播を防止できるものとする。溢◇2  

なお，火災により貫通部の止水機能

が損なわれる場合には，当該貫通部か

らの消火水の流入を考慮する。消火活

動により区画の防水扉及び水密扉を開

放する場合は，開放した防水扉及び水

密扉からの消火水の伝播を考慮する。

溢⑥c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，消火活動により区画の扉を開

放する場合は，開放した扉からの消火

水の伝播を考慮した溢水経路とする。 

溢水経路を構成する水密扉に関して

は，扉の閉止運用を保安規定に定めて

管理する。 

また，原子炉建屋原子炉棟 6 階の大

物機器搬入口開口部及び燃料輸送容器

搬出口開口部に関して，キャスク搬出

入時における原子炉建屋原子炉棟溢水

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○許○設基③ 

【評価条件】溢⑥c 

火災による貫通部の

止水機能が損なわれ

る場合及び消火活動

により区画の扉を開

放する場合の溢水経

路の設定方法 

（当社の記載） 

評価条件として貫通

部止水処置の機能喪

失を考慮することを

明示 

 

（発電炉の記載） 

水密扉は設置しな

い。 

 

（発電炉の記載） 

発電炉特有であり，

MOX に該当するものは
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6.6  防護すべき設備を内包する建屋内

で発生する溢水に関する評価及び防護

設計方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.1   没水の影響に対する評価及び防

護設計方針 

発生を想定する溢水量，溢水防護区

画及び溢水経路から算出される溢水水

位と防護すべき設備が要求される機能

を損なうおそれがある高さ(以下「機

能喪失高さ」という。)を比較し評価

する。 

防護すべき設備は，没水により要求

される機能を損なうおそれがない設計

とする。溢⑦a 

 

また，溢水の流入状態，溢水源から

の距離，溢水が滞留している区画での

人のアクセスによる一時的な水位変動

を考慮し，機能喪失高さは発生した溢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 溢水防護対象設備を防護するため

の設計方針 

想定破損による溢水，消火水等の放

水による溢水，地震起因による溢水及

びその他の溢水に対して，溢水防護対

象設備が没水，被水及び蒸気の影響を

受けて，安全機能を損なわない設計と

する。溢◇2  

また，溢水が発生した場合における

現場，アクセス通路部の環境温度及び

線量並びに溢水水位を考慮するととも

に，アクセス通路部のアクセス性が損

なわれない設計とする。具体的には，

滞留水位が原則 20cm 以下となる設計

とする。ただし，通行に支障がないこ

とを別途試験又は解析により評価でき

る場合には，これを考慮する。溢◇2  

さらに，アクセス通路部について

は，適切に保守管理を行うものとす

る。溢◇2  

なお，必要となる操作を中央監視室

等で行う場合は，操作を行う運転員は

中央監視室等に常駐していることから

アクセス性を失わずに対応できる。溢

◇2  

ａ．没水の影響に対する設計方針 

(ａ) 没水の影響に対する評価方針 

「イ．(ロ)(９)③考慮すべき溢水

事象」にて想定した溢水源から発生

する溢水量と「イ．(ロ)(９)⑤溢水

防護区画及び溢水経路を設定するた

めの方針」にて設定した溢水防護区

画及び溢水経路から算出した溢水水

位に対し，溢水防護対象設備が安全

機能を損なうおそれがないことを評

価する。溢⑦a 

具体的には，以下に示す要求を満

足していれば溢水防護対象設備が安

全機能を損なうおそれはない。溢◇2  

・発生した溢水による水位が，溢

水の影響を受けて，溢水防護対

拡大防止堰 6-4（鋼板部）の取り外し

の運用並びに原子炉建屋原子炉棟 6 

階の残留熱除去系Ａ系及びＢ系の熱交

換器ハッチ開口部に関して，ハッチを

開放する場合における原子炉建屋原子

炉棟止水板 6-1（高さ 0.70 m 以上）

及び原子炉建屋原子炉棟止水板 6-2

（高さ 0.70m 以上）の設置の運用を

保安規定に定めて管理する 

 

2.5   防護すべき設備を内包する建屋内

及びエリア内で発生する溢水に関す

る溢水評価及び防護設計方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 没水の影響に対する評価及び防護

設計方針 

発生を想定する溢水量，溢水防護区

画及び溢水経路から算出される溢水水

位と防護すべき設備が要求される機能

を損なうおそれがある高さ（以下「機

能喪失高さ」という。）を評価し，防

護すべき設備が要求される機能を損な

うおそれがない設計とする。 

 

 

 

また，溢水の流入状態，溢水源から

の距離，人員のアクセス等による一時

的な水位変動を考慮し，機能喪失高さ

は溢水による水位に対して裕度を確保

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○許○設基③ 

【評価条件】溢⑦a 

没水評価方法 

 

 

 

○許○設基③ 

【評価条件】溢⑦b 

溢水水位に対して機

能喪失高さは安全余

裕を確保する設計 
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水による水位に対して安全余裕を確保

する設計とする。溢⑦b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

没水の影響により，防護すべき設備

が溢水による水位に対し機能喪失高さ

を確保できないおそれがある場合は，

溢水水位を上回る高さまで，溢水経路

に溢水により発生する水位や水圧に対

して止水性(以下「止水性」という。)

を維持する壁及び堰により溢水伝播を

防止する等の対策を実施する。 

止水性を維持する溢水防護設備につ

いては，試験又は机上評価にて止水性

を確認する設計とする。溢⑧a 

 

重大事故等対処設備については，可

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

象設備の安全機能を損なうおそ

れがある高さ（以下「機能喪失

高さ」という。）を上回らない

こと。その際，溢水の流入状

態，溢水源からの距離，溢水が

滞留している区画での人のアク

セスによる一時的な水位変動を

考慮し，発生した溢水に対して

安全余裕を確保していること。

溢⑦bまた，溢水防護区画への

設備の追加，変更及び資機材の

持込みによる床面積への影響を

考慮すること。系統保有水量の

算出に当たっては，算出量に

10％の安全余裕を確保する。た

だし，蒸気影響評価では，この

限りではない。溢◇2  

機能喪失高さについては，溢

水防護対象設備の各付属品の設

置状況も踏まえ，没水によって

安全機能を損なうおそれのある

高さを設定する。溢水防護区画

ごとに当該エリアで機能喪失高

さが最も低い設備を選定し，機

能喪失高さと溢水水位を比較す

ることにより当該エリアの影響

評価を実施する。溢⑦aなお，

機能喪失高さは「評価高さ」を

基本とするが，評価において，

機能喪失と評価された機器につ

いては，改めてより現実的な設

定である「実力高さ」を用いた

再評価により判定する。溢水防

護対象設備の機能喪失高さの考

え方の例を添５第 25 表に示

す。溢◇2  

(ｂ) 没水の影響に対する防護設計方

針 

没水による影響評価を踏まえ，以

下に示す対策を行うことにより，溢

水防護対象設備が没水により安全機

能を損なわない設計とする。溢⑦a 

ⅰ．溢水源又は溢水経路に対する対策 

(ⅰ) 漏えい検知器等により溢水の

発生を早期に検知し，中央監視

室からの手動遠隔操作又は現場

操作により漏えい箇所を早期に

隔離できる設計とする。溢◇2  

(ⅱ) 溢水防護区画外の溢水に対し

て，壁，扉，堰，床段差等の設

置状況を踏まえ，壁，防水扉及

する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

没水の影響により，防護すべき設備

が溢水による水位に対し機能喪失高さ

を確保できないおそれがある場合は，

溢水水位を上回る高さまで，溢水によ

り発生する水圧に対して止水性（以下

「止水性」という。）を維持する壁，

扉，堰，逆流防止装置又は貫通部止水

処置により溢水伝播を防止するための

対策を実施する。 

止水性を維持する浸水防護施設につ

いては，試験又は机上評価にて止水性

を確認する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設基① 

【性能】溢⑧a 

止水性を維持する溢

水防護設備について
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能な限り位置的分散を図るか，溢水水

位を踏まえた位置に設置又は保管する

ことで，没水影響により設計基準事故

に対処するための設備の安全機能又は

同様の機能を有する重大事故等対処設

備が同時に機能喪失しない設計とす

る。溢③d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

び水密扉，堰，床ドレン逆止弁

による流入防止対策を図り溢水

の流入を防止する設計とする。

溢⑧a 

流入防止対策として設置する

壁，防水扉及び水密扉，堰，床

ドレン逆止弁は，発生した溢水

による水位や水圧に対して流入

防止機能が維持できる設計とす

るとともに，基準地震動による

地震力等の溢水の要因となる事

象に伴い生ずる荷重や環境に対

して必要な当該機能が可能な限

り損なわれない設計とする。溢

⑧a 

(ⅲ) 想定破損による溢水に対して

は，破損を想定する配管につい

て応力評価を実施し，破損形状

を貫通クラックとできるか又は

破損想定が不要とできるかを確

認する。その結果より必要に応

じ，発生応力を低減する設計と

し，溢水源から除外することに

より溢水量を低減する。溢◇2  

(ⅳ) 地震起因による溢水に対して

は，破損を想定する機器につい

て基準地震動による地震力に対

して耐震性を確保する設計と

し，溢水源から除外することに

より溢水量を低減する。溢◇2  

(ⅴ) 地震起因による溢水に対して

は，燃料加工建屋内に設置する

加速度計及び緊急遮断弁により

地震の発生を早期に検知し自動

作動又は中央監視室からの緊急

遮断弁の手動遠隔操作により，

他建屋から流入する系統及び燃

料加工建屋内を循環する系統を

早期に隔離できる設計とし，燃

料加工建屋内で発生する溢水量

を低減する設計とする。溢◇2  

(ⅵ) その他の溢水のうち機器の誤

作動や弁グランド部，配管フラ

ンジ部からの漏えい事象等に対

しては，漏えい検知システムや

床ドレンファンネルからの排水

による一般排水ピット等の液位

上昇により早期に検知し，溢水

防護対象設備の安全機能が損な

われない設計とする。溢◇2  

ⅱ．溢水防護対象設備に対する対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は，試験又は机上評

価にて止水性を確認

する設計 

（当社の記載） 

重大事故等対処設備

に対する防護設計方

針を明記 

 

 

○設基③ 

【評価方法】溢③d 

重大事故等対処設備

については、可能な

限り位置的分散を図

る又は溢水水位を踏

まえた位置に設置又

は保管することで，

没水影響により設計

基準対処設備等の安

全機能又は同様の機

能を有する重大事故

等対処設備が同時に

機能喪失しない設計 

○許○設基③ 

【評価後措置】 

想定破損による溢水

に対しては，破損を

想定する配管につい

て応力評価を実施

し，破損形状を貫通

クラックとできる

か，又は破損想定が

不要とできるかを確

認する。その結果よ

り必要に応じ，補強

工事等の実施により

発生応力を低減し，

溢水源から除外する

ことにより溢水量を

低減する 

 

【評価後措置】 

地震起因による溢水

に対しては，破損を

想定する機器につい

て基準地震動による

地震力に対して耐震

性を確保する設計と

し，溢水源から除外

することにより溢水

量を低減する 
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6.6.2   被水の影響に対する評価及び防

護設計方針 

 

溢水源からの直線軌道及び放物線軌

道の飛散による被水，消火水による被

水及び天井面の開口部若しくは貫通部

からの被水が，防護すべき設備に与え

る影響を評価する。溢⑦d 

防護すべき設備は，被水に対する保

護構造(以下「保護構造」という。)を

有し，被水影響を受けても要求される

機能を損なうおそれがない設計とす

る。溢⑦d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅰ) 評価の各段階におけるより厳

しい結果を与える条件を併せて

考慮した上で，溢水防護対象設

備の機能喪失高さに対して，溢

水防護対象設備の設置高さが発

生した溢水による水位を十分に

上回る設計とする。溢◇2  

(ⅱ) 溢水防護対象設備周囲に堰を

設置し，溢水防護対象設備が没

水しない設計とする。設置する

堰については，発生した溢水に

よる水位や水圧に対して流入防

止機能が維持できる設計とする

とともに，溢水の要因となる地

震や火災等により生ずる荷重や

その他環境条件に対して当該機

能が損なわれない設計とする。

溢◇2  

ｂ．被水の影響に対する設計方針 

(ａ) 被水の影響に対する評価方針 

「イ．(ロ)(９)③考慮すべき溢水

事象」にて想定した溢水源からの直

線軌道及び放物線軌道の飛散による

被水，消火水による被水並びに天井

面の開口部又は貫通部からの被水の

影響を受ける範囲内にある溢水防護

対象設備が被水により安全機能を損

なうおそれがないことを評価する。

溢⑦d 

具体的には，溢水防護対象設備が

あらゆる方向からの水の飛まつによ

っても有害な影響を生じないよう，

以下に示すいずれかの保護構造を有

していれば，溢水防護対象設備が安

全機能を損なうおそれはない。溢⑦

d 

ⅰ．「JIS C 0920 電気機械器具の

外郭による保護等級（IP コー

ド）」における第二特性数字４

以上相当の防滴機能を有するこ

と。溢◇2  

ⅱ．主要部材に不燃性材料又は難燃

性材料を用いて製作し，基準地

震動による地震力に対して耐震

性を確保する設計及び実機を想

定した被水条件を考慮しても安

全機能を損なわないことを被水

試験等により確認した溢水防護

板の設置又は溢水防護対象設備

の電源接続部，端子台カバー接

合部等へのコーキング等の水密

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  被水の影響に対する評価及び防護

設計方針 

 

溢水源からの直線軌道及び放物線軌

道の飛散による被水及び天井面の開口

部若しくは貫通部からの被水が，防護

すべき設備に与える影響を評価する。 

防護すべき設備は，浸水に対する保

護構造（以下「保護構造」という。）

を有し，被水影響を受けても要求され

る機能を損なうおそれがない設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【評価後措置】 

地震起因による溢水

に対しては，燃料加

工建屋内に設置する

緊急遮断弁により，

地震の発生を早期に

検知し，自動又は中

央監視室からの手動

遠隔操作により他建

屋から流入する系統

を早期に隔離できる

設計とすることによ

り，燃料加工建屋内

で発生する溢水量を

低減する設計 
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保護構造を有さない場合は，要求さ

れる機能を損なうおそれがない配置設

計又は被水の影響が発生しないよう当

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処理により，被水防護措置がな

されていること。溢⑦d 

(ｂ) 被水の影響に対する防護設計方

針 

被水による影響評価を踏まえ，以

下に示す対策を行うことにより，溢

水防護対象設備が被水により安全機

能を損なわない設計とする。溢⑦d 

ⅰ．溢水源又は溢水経路に対する対

策 

(ⅰ) 溢水防護区画外の溢水に対し

て，壁，扉，堰，床段差等の設

置状況を踏まえ，壁，防水扉及

び水密扉，堰，床ドレン逆止弁

による流入防止対策を図り溢水

の流入を防止する設計とする。 

流入防止対策として設置する

壁，防水扉及び水密扉，堰，床

ドレン逆止弁は，発生した溢水

による水位や水圧に対して流入

防止機能が維持できる設計とす

るとともに，基準地震動による

地震力等の溢水の要因となる事

象に伴い生ずる荷重や環境に対

して必要な当該機能が可能な限

り損なわれない設計とする。溢

◇2  

(ⅱ) 想定破損による溢水に対して

は，破損を想定する配管につい

て，応力評価を実施し，破損形

状を貫通クラックとできるか，

又は破損の想定が不要かを確認

し，溢水源から除外する又は溢

水防護板を設置することにより

被水の影響が発生しない設計と

する。溢◇2  

なお，溢水防護板は想定する水

圧に耐える設計とし，基準地震

動による地震力に対して，被水

を防止する安全機能を損なわな

い設計とする。溢◇2  

(ⅲ) 地震起因による溢水に対して

は，破損を想定する機器につい

て基準地震動による地震力に対

して耐震性を有する設計とし，

溢水源から除外することにより

被水の影響が発生しない設計と

する。溢◇2  

(ⅳ) 消火水等の放水による溢水に

対しては，溢水防護対象設備が

設置されている溢水防護区画に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護構造を有さない場合は，機能を

損なうおそれがない配置設計又は被水

の影響が発生しないよう当該設備が設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○許○設基③ 

【評価後措置】 

想定破損による溢水

に対しては，破損を

想定する配管につい

て応力評価を実施

し，破損形状を貫通

クラックとできる

か，又は破損想定が

不要とできるかを確

認する。その結果よ

り必要に応じ，補強

工事等の実施により

発生応力を低減し，

溢水源から除外する

ことにより被水の影

響が発生しない設計 

 

【評価後措置】 

地震起因による溢水

に対しては，破損を

想定する機器につい

て耐震対策工事を実

施することにより基

準地震動による地震

力に対して耐震性を

確保する設計とし，

溢水源から除外する

ことにより被水の影

響が発生しない設計 
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該設備が設置される溢水防護区画にお

いて水を用いない消火手段を採用する

等の設計とする。溢⑦d 

保護構造により要求される機能を損

なうおそれがない設計とする設備につ

いては，評価された被水条件を考慮し

ても要求される機能を損なうおそれが

ないことを設計時に確認する。溢⑦d 

消火対象以外の設備への誤放水がな

いよう，消火水放水時に不用意な放水

を行わない運用とすることとし保安規

定に定めて管理する。溢⑨h 

 

重大事故等対処設備については，可

能な限り位置的分散を図る又は被水防

護を行うことで，被水影響により設計

基準事故に対処するための設備の安全

機能又は同様の機能を有する重大事故

等対処設備が同時に機能喪失しない設

計とする。溢③e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おいて水を放水する屋内消火栓

及び連結散水装置は用いず，放

水しない消火手段を採用するこ

とにより，被水の影響が発生し

ない設計とする。溢⑦d 

なお，水を用いる消火活動を行

う場合には，水を用いる消火活

動による被水の影響を最小限に

止めるため，溢水防護対象設備

に対して不用意な放水を行わな

いことを消火活動における運用

及び留意事項として火災防護計

画に定める。溢⑨h 

ⅱ．溢水防護対象設備に対する対策 

(ⅰ) 被水試験等により防滴機能が

確認されたものを採用する。具

体的には，「JIS C 0920 電気

機械器具の外郭による保護等級

（IPコード）」における第二

特性数字４以上相当の防滴機能

を有する設計とする。溢◇2  

(ⅱ) 溢水防護対象設備を覆う溢水

防護板の設置により，被水から

防護する設計とする。溢水防護

板は，主要部材に不燃性材料又

は難燃性材料を用いて製作し，

基準地震動による地震力に対し

て耐震性を有する設計及び実機

を想定した被水条件を考慮して

も安全機能を損なわないことを

被水試験等により確認する設計

とする。溢⑦d 

(ⅲ) 溢水防護対象設備の電源接続

部，端子台カバー接合部等にコ

ーキング等の水密処理を実施す

ることにより，被水から防護す

る設計とする。水密処理は，機

器の破損により生ずる溢水の水

圧に対して当該機能が損なわれ

ない設計とする。溢◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

置される溢水防護区画において水消火

を行わない消火手段（ハロゲン化物消

火設備による消火，二酸化炭素自動消

火設備による消火，消火器による消

火）を採用する設計とする。 

保護構造により要求される機能を損

なうおそれがない設計とする設備につ

いては，評価された被水条件を考慮し

ても要求される機能を損なうおそれが

ないことを設計時に確認する。 

消火対象以外の設備への誤放水がな

いよう，消火水放水時に不用意な放水

を行わない運用とすることとし保安規

定に定めて管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○許○設基② 

【運用】溢⑨h 

消火水放水時は不用

意な放水を行わない

運用 

（当社の記載） 

重大事故等対処設備

に対する防護設計方

針を明記 

○許○設基③ 

 

 

【評価方法】溢③e 

重大事故等対処設備

については、可能な

限り位置的分散を図

る又は被水防護を行

うことで，被水影響

により，設計基準事

故に対処するための

設備の安全機能又は

同様の機能を有する

重大事故等対処設備

が同時に機能喪失し

ない設計 

○許○設基③ 

【評価後措置】 

溢水防護板は，主要

部材に不燃性材料又

は難燃性材料を用い

製作し，基準地震動

による地震力に対し

て耐震性を確保する

設計及び実機での被

水の条件を考慮して

も安全機能を損なわ

ないことを被水試験

等により確認する設

計 

○設基③ 

【評価方法】溢③e 

重大事故等対処設備

については、可能な

限り位置的分散を図

る又は溢水水位を踏

まえた位置に設置又

は保管することで，
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6.6.3   蒸気放出の影響に対する評価及

び防護設計方針 

溢水防護区画内で発生を想定する漏

えい蒸気，区画間を拡散する漏えい蒸

気及び破損想定箇所近傍での漏えい蒸

気の直接噴出による影響について，設

定した空調条件や解析区画条件により

評価する。 

蒸気曝露試験又は試験困難な場合に

実施した机上評価により，防護すべき

設備の健全性を確認した条件が，漏え

い蒸気による環境条件(温度，湿度及

び圧力)を満足し，防護すべき設備が

要求される機能を損なうおそれがない

設計又は配置とする。溢⑦e 

漏えい蒸気の影響により，防護され

る設備が要求される機能を損なうおそ

れがある場合は，漏えい蒸気影響を緩

和するための対策を実施する。 

具体的には，蒸気の漏えいを早期に

自動検知し，直ちに自動隔離を行うた

めに，自動検知・遠隔隔離システム

(温度検知器，蒸気遮断弁)等を設置す

る。溢⑦e溢⑧b 

 

重大事故等対処設備については，可

能な限り位置的分散を図る又は蒸気影

響を緩和する対策を行うことで，蒸気

影響により設計基準事故に対処するた

めの設備の安全機能又は同様の機能を

有する重大事故等対処設備が同時に機

能喪失しない設計とする。溢③f 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．蒸気の影響に対する設計方針 

(ａ) 蒸気の影響に対する評価方針 

「イ．(ロ)(９)③考慮すべき溢水

事象」にて想定した溢水源からの漏

えい蒸気の直接噴出及び拡散による

影響を確認するために，熱流動解析

コードを用い，実機を模擬した空調

条件や解析区画を設定して解析を実

施し，溢水防護対象設備が蒸気の影

響により安全機能を損なうおそれの

ないことを評価する。具体的には，

溢水防護対象設備が，溢水源から漏

えいした蒸気の直接噴出及び拡散に

よる影響を受け，蒸気曝露試験又は

机上評価によって健全性が確認され

ている条件（温度，湿度及び圧力）

を超えない耐蒸気性を有する設計と

する。溢⑦e 

(ｂ) 蒸気の影響に対する防護設計方

針 

蒸気による影響評価を踏まえ，以

下に示す対策を行うことにより，溢

水防護対象設備が蒸気により安全機

能を損なわない設計とする。溢⑦e 

ⅰ．溢水源又は溢水経路に対する対

策 

(ⅰ) 溢水防護区画外の蒸気放出に

対して，壁，扉等による流入防

止対策を図り蒸気の流入を防止

する設計とする。 

流入防止対策として設置する

壁，扉等は，溢水により発生す

る蒸気に対して流入防止機能が

維持できるとともに，基準地震

動による地震力等の溢水の要因

となる事象に伴い生ずる荷重や

環境に対して必要な当該機能が

損なわれない設計とする。溢◇2  

(ⅱ) 想定破損による溢水に対して

は，破損を想定する配管につい

て，応力評価を実施し，破損形

状を貫通クラックとできるか又

は破損想定が不要とできるかを

確認する。その結果より必要に

応じ，発生応力を低減する設計

とし，溢水源から除外すること

により蒸気による影響が発生し

ない設計とする。溢◇2  

 

 

 

(3)  蒸気影響に対する評価及び防護設

計方針 

区画内で発生を想定する漏えい蒸

気，区画間を拡散する漏えい蒸気及び

破損想定箇所近傍での漏えい蒸気の直

接噴出による影響について，設定した

空調条件や解析区画条件により評価す

る。 

蒸気曝露試験又は試験困難な場合等

に実施した机上評価により，防護すべ

き設備の健全性を確認した条件が，漏

えい蒸気による環境条件（温度，湿度

及び圧力）を満足し，防護すべき設備

が要求される機能を損なうおそれがな

い設計又は配置とする。 

漏えい蒸気の影響により，防護すべ

き設備が要求される機能を損なうおそ

れがある場合は，漏えい蒸気影響を緩

和するための対策を実施する。 

具体的には，蒸気の漏えいを早期に

自動検知し，直ちに自動隔離を行うた

めに，自動検知・遠隔隔離システム

（温度検出器，蒸気遮断弁，検知制

御・監視盤）を設置する。所内蒸気系

統に設置する蒸気遮断弁は，隔離信号

発信後 30 秒以内に自動隔離する設計

とする。 

 

 

 

蒸気の漏えいの自動検知及び自動遠

隔隔離だけでは防護すべき設備が要求

される機能を損なうおそれがある配管

破断想定箇所には，防護カバーを設置

し，防護カバーと配管のすき間（両側

合計 3 mm 以下）を設定することで漏

えい蒸気影響を緩和する設計とする。 

また，主蒸気管破断事故時等には，

原子炉建屋原子炉棟内外の差圧による

原子炉建屋外側ブローアウトパネル

（設置枚数 10 枚，開放差圧 6.9 kPa 

以下）の開放により，溢水防護区画内

において蒸気影響を軽減する設計とす

る。 

 

 

 

 

被水影響により設計

基準対処設備等の安

全機能又は同様の安

全機能を有する重大

事故等対処設備が同

時に機能喪失しない

設計 

 

 

 

 

 

 

 

○許○設基③ 

【評価条件】溢⑦e 

蒸気影響評価に熱流

動解析コードを使用 

○許○設基① 

【性能】溢⑦e 

蒸気曝露試験又は机

上評価で確認されて

いる条件を超えない

耐蒸気性 

○許○設基③ 

【評価後措置】溢⑦e 

蒸気影響により機能

喪失のおそれがある

場合，漏えい蒸気影

響を緩和する対策と

して自動検知・遠隔

隔離システム等の設

置 

（当社の記載） 

重大事故等対処設備

に対する防護設計方

針を明記 

（発電炉の記載） 

発電炉特有であり，

MOX に該当するものは

ない。 

○設基① 

【性能】溢⑧b 

蒸気遮断弁の自動隔

離時間 

○設基③ 

【評価】溢③f 

重大事故等対処設備

については，可能な

限り位置的分散を図

る又は蒸気影響を緩
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(ⅲ) 溢水源となる空調用蒸気の系

統を閉止することにより，溢水

防護区画内において蒸気による

影響が発生しない設計とする。

溢⑦e 

具体的には，蒸気の漏えいを検

知し，自動で漏えい蒸気を早期

隔離する自動検知・遠隔隔離シ

ステムを設置することにより，

蒸気影響を緩和する設計とす

る。自動検知・遠隔隔離システ

ムは，温度検出器及び蒸気遮断

弁から構成し，中央監視室から

の手動遠隔隔離も行える設計と

する。溢⑧b 

また，自動検知・遠隔隔離シス

テムだけでは溢水防護対象設備

の健全性が確保されない場合に

は，破損想定箇所にターミナル

エンド防護カバーを設置するこ

とで蒸気漏えい量を抑制して，

溢水防護区画内雰囲気温度への

影響を軽減する設計とする。 

蒸気影響評価における配管の想

定破損評価条件を添５第 26 表

に示す。溢◇2  

(ⅳ) 地震起因による溢水に対して

は，破損を想定する機器につい

て基準地震動による地震力に対

して耐震性を確保する設計と

し，さらに，燃料加工建屋内に

設置する加速度計及び緊急遮断

弁により地震の発生を早期に検

知し自動作動又は中央監視室か

らの緊急遮断弁の手動遠隔操作

により空調用蒸気系統を早期に

隔離できる設計とすることで，

蒸気漏えい量を抑制し，蒸気に

よる影響範囲を限定する。溢◇2  

ⅱ．溢水防護対象設備に対する対策 

(ⅰ) 蒸気の影響に対しては，蒸気

曝露試験又は机上評価によって

蒸気の影響に対して耐性を有す

ることを確認する。具体的に

は，蒸気曝露試験又は机上評価

によって蒸気放出の影響に対し

て耐性を有することが確認され

た機器（シール，パッキン等の

部品を含む。）を採用する。溢

⑦e 

(ⅱ) 溢水防護対象設備に対し，実

 

 

 

(4) 使用済燃料プールのスロッシング

後の機能維持に関する溢水評価及び

防護設計方針 

使用済燃料プールのスロッシングに

よる溢水量の算出に当たっては，基準

地震動Ｓｓによる地震力によって生じ

るスロッシング現象を三次元流動解析

により評価し，使用済燃料プール外へ

漏えいする水量を考慮する。 

その際，使用済燃料プールの初期条

件は保守的となるように設定する。 

算出した溢水量からスロッシング後

の使用済燃料プールの水位低下を考慮

しても，使用済燃料プールの冷却機能

及び使用済燃料プールへの給水機能を

確保し，それらを用いることにより適

切な水温及び遮蔽水位を維持できる設

計とする。 

なお，施設定期検査時においては，

スロッシングによる溢水が使用済燃料

プール，原子炉ウェル及びドライヤセ

パレータプールへ戻ることにより，ス

ロッシング後にも使用済燃料プールの

適切な水温及び遮蔽水位を維持できる

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和する対策を行うこ

とで，蒸気影響によ

り設計基準事故に対

処するための設備の

安全機能又は同様の

機能を有する重大事

故等対処設備が同時

に機能喪失しない設

計 

（発電炉の記載） 

発電炉特有であり，

MOX に該当するものは

ない。 

 

○許○設基③ 

【評価後措置】溢⑧b 

遠隔隔離システム

は，中央監視室から

の手動遠隔隔離も可

能な設計 

 

○許○設基③ 

【評価後措置】 

地震起因による溢水

に対して蒸気放出に

よる影響が発生しな

い対策として，破損

を想定する機器の耐

震性の確保 

 

 

 

○許○設基③ 

【評価後措置】 

蒸気防護板は基準地

震動に対し耐震性を

確保する設計及び蒸

気配管の破損により

生じる環境温度及び

圧力に対して当該機

能が損なわれない設

計 
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6.6.4   防護すべき設備を内包する建屋

外で発生する溢水に関する評価及

び防護設計方針 

 

防護すべき設備を内包する建屋外で

発生を想定する溢水である屋外タンク

等で発生を想定する溢水，地下水によ

る影響を評価する。 

防護すべき設備を内包する建屋内へ

溢水が流入し伝播しない設計とする。 

具体的には，屋外に設置される屋外

タンク等に関して，基準地震動による

地震力で破損した場合に発生する溢水

が防護すべき設備を内包する建屋内へ

伝播しない設計とする。溢⑦g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機を想定した蒸気条件を考慮し

耐蒸気性能を確認した蒸気防護

板を設置することによる蒸気防

護措置を実施する。蒸気防護板

は，基準地震動による地震力に

対して耐震性を確保する設計並

びに蒸気配管の破損により生ず

る環境温度及び圧力に対して当

該機能が損なわれない設計とす

る。溢◇2  

ｄ．その他の溢水に対する設計方針 

地下水の流入，降水，竜巻による

飛来物が屋外タンク等に衝突するこ

とにより生ずる漏えい等の地震以外

の自然現象に伴う溢水が，それらを

評価する上で期待する範囲を境界と

し，燃料加工建屋に流入するおそれ

がある場合には，壁，水密扉，堰等

により燃料加工建屋内への流入を防

止する設計とし，溢水防護対象設備

が安全機能を損なわない設計とす

る。溢◇2  

機器の誤操作及び誤作動による漏

えい及び配管フランジや弁グランド

からのにじみについては，基本的に

漏えい量が少ないと想定されるが，

これらに対しては，漏えい検知器に

より，中央監視室で早期に検知し，

隔離を行うことで溢水防護対象設備

が安全機能を損なわない設計とす

る。溢◇2  

 

ｅ．燃料加工建屋外からの流入防止に

関する設計方針 

 

燃料加工建屋外で発生を想定する

溢水が，溢水防護区画に流入するお

それがある場合には，燃料加工建屋

外で発生を想定する溢水による影響

を評価する上で期待する範囲を境界

とした燃料加工建屋内への流入を壁

（貫通部の止水措置を含む。），

扉，堰等により防止する設計とし，

溢水防護対象設備が安全機能を損な

わない設計とする。溢⑦g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6  防護すべき設備を内包する建屋外

及びエリア外で発生する溢水に関す

る溢水評価及び防護設計方針 

防護すべき設備を内包する建屋外及

びエリア外で発生を想定する溢水であ

る循環水管の伸縮継手の破損による溢

水，屋外タンクで発生を想定する溢

水，地下水等による影響を評価し，防

護すべき設備を内包する建屋内及びエ

リア内へ溢水が流入し伝播しない設計

とする。 

具体的には，循環水管の伸縮継手に

よる溢水量低減対策及び溢水水位に対

して止水性を維持する壁，扉，蓋の設

置及び貫通部止水処置を実施し，溢水

の伝播を防止する設計とする。 

 

 

海水ポンプエリア外及びタービン建

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○許○設基③ 

【評価条件】溢⑦g 

燃料加工建屋外で発

生を想定する溢水の

うち，屋外タンク等

の溢水が，燃料加工

建屋内に伝播しない

設計 

 

地下水に対しては，

燃料加工建屋外で発

生を想定する溢水に

よる影響を評価する

上で期待する範囲を

境界とした燃料加工

建屋内への流入がな

い設計 

（当社の記載） 

循環水管の伸縮継手

に該当する設備が無

いことから屋外タン

クで発生を想定する

溢水について記載 

 

（発電炉の記載） 

発電炉特有であり，

MOX に該当するものは

ない。 

屋外の防護対象設備

はないため，エリア

はない。 

【評価後措置】溢⑦g 

燃料加工建屋外で発

生を想定する溢水に

対しては建屋外周部

383



添付－３（３） 

要求事項との対比表 第十二条 （加工施設内における溢水による損傷の防止）（21 / 59） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，地下水に対しては，建屋外周

部における壁(貫通部の止水処置を含

む。)，扉等により地下水の流入によ

る影響を評価する上で期待する範囲を

境界とした防護すべき設備を内包する

建屋内へ伝播しない設計とする。溢⑦

g 

止水性を維持する溢水防護設備につ

いては，試験又は机上評価にて止水性

を確認する設計とする。溢⑧d 

 

 

 

 

なお，地震に起因する重大事故等時

の溢水量の算出については，上記の

「基準地震動」を「基準地震動の 1.2

倍の地震動」と読み替える。 

溢③c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溢水評価において，溢水影響を軽減

するための壁，扉，堰等の溢水防護設

備については，必要により保守点検等

の運用を適切に実施することにより，

溢水防護対象設備が安全機能を損なわ

ない設計とする。溢⑨i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，地下水の溢水防護区画への

流入経路としては，建屋外壁地下部

における配管等の貫通部の隙間及び

建屋間の洞道が考えられるため，こ

れら流入経路に対しては，地下水面

からの水頭圧に耐える壁（貫通部の

止水措置を含む。），扉等による流

入防止措置を実施することにより，

地下水の流入による影響を評価する

上で期待する範囲を境界とした燃料

加工建屋内への流入を防止する設計

とし，溢水防護対象設備が安全機能

を損なわない設計とする。溢⑦g 溢

⑧d 

 

 

 

 

 

 

 

ｆ．溢水評価 

溢水により安全上重要な施設の安

全機能が損なわれない設計とし，溢

水評価に当たっては，事業許可基準

規則の解釈に基づき，設計基準事故

に対処するために必要な安全機能を

有する構築物，系統及び機器が，そ

の安全機能を損なわない設計である

屋内における循環水管の伸縮継手の破

損による溢水量低減については，循環

水管の伸縮継手の破損箇所からの溢水

を早期に自動検知し，隔離（地震起因

による伸縮継手の破損の場合は自動隔

離，それ以外は中央制御室からの遠隔

手動隔離）を行うために，循環水系隔

離システム（漏えい検知器，循環水ポ

ンプ出口弁，復水器水室出入口弁，検

知制御盤及び検知監視盤）を設置す

る。 

隔離信号発信後 4 分以内に循環水ポ

ンプ及び循環水ポンプ出口弁，復水器

水室出入口弁を自動隔離する設計とす

る。 

さらに，海水ポンプエリア外の循環

水管については，伸縮継手を可撓継手

構造に取替え，継手部のすき間（合計

14 mm 以下）を設定する設計とするこ

とで，破損箇所からの溢水量を低減す

る設計とする。 

 

また，地下水に対しては，排水ポン

プの故障等により建屋周囲の水位が地

表面まで上昇することを想定し，建屋

外周部における壁及び貫通部止水処置

により防護すべき設備を内包する建屋

内へ伝播しない設計とする。 

 

止水性を維持する浸水防護施設につ

いては，試験又は机上評価にて止水性

を確認する設計とする。 

 

 

 

2.7  管理区域外への漏えい防止に関す

る溢水評価及び防護設計方針 

放射性物質を含む液体を内包する容

器，配管その他の設備（ポンプ，弁，

使用済燃料プール，サイトバンカプー

ル，原子炉ウェル，ドライヤセパレー

タプール）からあふれ出る放射性物質

を含む液体の溢水量，溢水防護区画及

び溢水経路により溢水水位を評価し，

放射性物質を内包する液体が管理区域

外に漏えいすることを防止し伝播しな

い設計とする。なお，地震時における

放射性物質を含む液体の溢水量の算出

については，要求される地震力を用い

て設定する。 

放射性物質を含む液体が管理区域外

における壁（貫通部

の止水処置を含

む），扉，堰等によ

る対策 

○設基① 

【性能】溢⑦g 

止水性能は試験又は

机上評価にて確認 

 

 

（発電炉の記載） 

発電炉特有であり，

MOX に該当するものは

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

サブドレンポンプ及

びサブドレンピット

は耐震性を有し，多

重化しているため，

水位上昇は考慮しな

い。 

 

 

（当社の記載） 

重大事故時に考慮す

る地震動が発電炉と

異なることから重大

事故時に考慮する地

震動について明記。 

（発電炉の記載） 

再処理及び加工施設

の溢水条文に該当す

る規則要求はない。 

 

○設基③ 

【評価条件】溢③c 

重大事故等対処設備

の地震起因による溢

水影響評価時の地震

動 
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6.7   溢水防護上期待する溢水防護設備

の構造強度設計 

 

溢水防護区画及び溢水経路の設定並

びに溢水評価において期待する溢水防

護設備の構造強度設計は，以下のとお

りとする。 

溢水防護設備が要求される機能を維

持するため，計画的に保守管理，点検

を実施するとともに必要に応じ補修を

実施する。溢⑨i 

防護すべき設備が溢水による水位に

対し機能喪失高さを確保できないおそ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト．その他加工設備の附属施設の構造及

び設備 

(ニ)その他の主要な事項 

(１) 溢水防護設備 

安全機能を有する施設は，ＭＯＸ燃

料加工施設内における溢水が発生した

場合においても，安全機能を損なわな

い設計とする。溢①a 溢②a 

そのために，ＭＯＸ燃料加工施設内

に設置された機器及び配管の破損（地

震起因を含む。）による溢水，ＭＯＸ

燃料加工施設内で生ずる異常状態（火

災を含む。）の拡大防止のために設置

ことを確認する。溢②b 

ｇ．手順等 

溢水評価に関して，以下の内容を

含む手順を定め，適切な管理を行

う。 

(ａ) 配管の想定破損評価において，

応力評価の結果により破損形状の

想定を行う場合は，評価結果に影

響するような減肉がないことを継

続的な肉厚管理を実施することで

確認する。溢⑨d 

(ｂ) 配管の想定破損評価による溢水

が発生する場合及び基準地震動に

よる地震力により，耐震Ｂ，Ｃク

ラスの機器が破損し，溢水が発生

する場合においては，現場等を確

認する手順を定める。溢⑨f 

(ｃ) 溢水防護区画において，各種対

策設備の追加，資機材の持込み等

により評価条件としている床面積

に見直しがある場合は，あらかじ

め定めた手順により溢水評価への

影響確認を行う。溢⑨a 

(ｄ) 防水扉及び水密扉については，

開放後の確実な閉止操作，閉止状

態の確認及び閉止されていない状

態が確認された場合の閉止操作の

手順等を定める。溢水◇3  

(ｅ) 溢水防護対象設備に対する消火

水の影響を最小限に止めるため，

消火活動における運用及び留意事

項を火災防護計画に定める。溢⑨

h 

(ｆ) 溢水発生後の滞留区画等での排

水作業手順を定める。溢水◇3  

 

 

 

ト．その他加工設備の附属施設 

(ニ) その他の主要な事項 

(１) 溢水防護設備 

安全機能を有する施設は，ＭＯＸ燃

料加工施設内における溢水が発生した

場合においても，安全機能を損なわな

い設計とする。 

そのために，ＭＯＸ燃料加工施設内

に設置された機器及び配管の破損（地

震起因を含む。）による溢水，ＭＯＸ

燃料加工施設内で生ずる異常状態（火

災を含む。）の拡大防止のために設置

される系統からの放水による溢水が発

に伝播するおそれがある場合には，溢

水水位を上回る高さまで，止水性を維

持する堰により管理区域外への溢水伝

播を防止するための対策を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8  溢水防護上期待する浸水防護施設

の構造強度設計 

 

溢水防護区画及び溢水経路の設定並

びに溢水評価において期待する浸水防

護施設の構造強度設計は，以下のとお

りとする。 

浸水防護施設が要求される機能を維

持するため，計画的に保守管理，点検

を実施するとともに必要に応じ補修を

実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○許○設基② 

【運用】 

溢水発生後の滞留区

画等での排水作業手

順を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

○許○設基② 

【運用】溢⑨i 

溢水防護設備が要求

される機能を維持す

るため，計画的に保

守管理，点検を実施

するとともに必要に

応じ補修を実施 

 

 

（当社の記載） 

地震動を考慮しても
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
れがある場合は，溢水水位を上回る高

さまで止水性を維持する壁及び堰につ

いては，基準地震動による地震力に対

し，地震時及び地震後においても，溢

水伝播を防止する機能を損なうおそれ

がない設計とする。溢⑧e 

 

なお，地震を起因として発生する重

大事故の対処に必要な重大事故等対処

設備を防護するために必要な溢水防護

設備については，基準地震動の 1.2 倍

の地震力に対し，安全性を損なうおそ

れがない設計とする。溢③c 

 

 

第 2 章 個別項目 

7.  その他の加工施設 

7.12 溢水防護設備 

溢水防護設備の基本設計方針は第 1

章 6. 加工施設内における溢水による

損傷の防止に示す。 

 

される系統からの放水による溢水が発

生した場合においても，ＭＯＸ燃料加

工施設内における防水扉及び水密扉，

堰，遮断弁等により溢水防護対象設備

が安全機能を損なわない設計とする。

溢⑧e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 重大事故等対処設備溢③a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生した場合においても，ＭＯＸ燃料加

工施設内における防水扉及び水密扉，

堰，遮断弁等により溢水防護対象設備

が安全機能を損なわない設計とする。

溢◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ハ) 重大事故等対処施設 

(１) 重大事故等対処設備に関する設計 

ＭＯＸ燃料加工施設は，重大事故に

至るおそれがある事故が発生した場合

において，重大事故の発生を防止する

ために，また，重大事故が発生した場

合においても，重大事故の拡大を防止

するため，及び工場等外への放射性物

質の異常な水準の放出を防止するため

に，必要な措置を講ずる設計とする。 

重大事故等対処設備は，想定する重

大事故等の環境条件を考慮した上で期

待する機能が発揮できる設計とする。

また，重大事故等対処設備が機能を発

揮するために必要な系統（供給源から

供給先まで，経路を含む。）で構成す

る。 

重大事故等対処設備は，共用対象の

施設ごとに要求される技術的要件（重

大事故等に対処するために必要な機

能）を満たしつつ，同じ敷地内に設置

する再処理施設と共用することにより

安全性が向上し，かつ，ＭＯＸ燃料加

工施設及び再処理施設に悪影響を及ぼ

さない場合には共用できる設計とす

 

壁，堰，扉，蓋，逆流防止装置及び

貫通部止水処置については，基準地震

動Ｓｓによる地震力に対し，地震時及

び地震後においても，溢水伝播を防止

する機能を損なうおそれがない設計と

する。ただし，放射性物質を含む液体

が管理区域外に伝播することを防止す

るために設置する堰については，要求

される地震力に対し，地震時及び地震

後においても，溢水伝播を防止する機

能を損なうおそれがない設計とする。 

 

漏えい蒸気影響を緩和する防護カバ

ーの設計においては，配管の破断によ

り発生する荷重に対し，蒸気影響を緩

和する機能を損なうおそれがない設計

とする。 

循環水管の伸縮継手の破損箇所から

の溢水量を低減する可撓継手及び循環

水系隔離システムに係る設備の設計に

おいては，基準地震動Ｓｓによる地震

力に対し，地震時及び地震後において

も，溢水量を低減する機能を損なうお

それがない設計とする。 

 

 

溢水伝播を防止する

機能を維持する対象

を明記。 

 

○許○設基① 

【性能】溢⑧e 

溢水伝播を防止する

壁，堰，床ドレン逆

止弁等については，

基準地震動による地

震力に対する耐震性

を確保する設計 

（発電炉の記載） 

発電炉特有であり，

MOX に該当するものは

ない。 

 

 

 

 

○設基③ 

【評価条件】溢③c 

重大事故等対処設備

の地震起因による溢

水影響評価時の地震

動 

（当社の記載） 

重大事故時に考慮す

る地震動が発電炉と

異なることから重大

事故時に考慮する地

震動について明記。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．共通要因故障に対する考慮等  

(ａ) 共通要因故障に対する考慮 

重大事故等対処設備は，共通要因

の特性を踏まえた設計とする。共通

要因としては，重大事故等における

条件，自然現象，人為事象及び周辺

機器等からの影響並びに「六．ロ．

（ハ）（１）①重大事故の発生を仮

定する際の条件の設定及び重大事故

の発生を仮定する機器の特定」に記

載する設計基準事故において想定し

た条件より厳しい条件を要因とした

事象を考慮する。 

共通要因のうち重大事故等におけ

る条件については，想定される重大

事故等が発生した場合における温

度，圧力，湿度，放射線及び荷重を

考慮する。 

共通要因のうち自然現象として，

地震，津波，風（台風），竜巻，凍

る。重大事故等対処設備を共用する場

合には，再処理施設の重大事故等への

対処を考慮した個数及び容量を確保す

る。また，同時に発生する再処理施設

の重大事故等による環境条件の影響に

ついて考慮する。 

重大事故等対処設備は，内的事象を

要因とする重大事故等に対処するもの

と外的事象を要因とする重大事故等に

対処するものについて，それぞれに常

設のものと可搬型のものがあり，以下

のとおり分類する。 

常設重大事故等対処設備は，重大事

故等対処設備のうち常設のものをい

う。また，常設重大事故等対処設備で

あって耐震重要施設に属する安全機能

を有する施設が有する機能を代替する

ものを「常設耐震重要重大事故等対処

設備」，常設重大事故等対処設備であ

って常設耐震重要重大事故等対処設備

以外のものを「常設耐震重要重大事故

等対処設備以外の常設重大事故等対処

設備」という。 

可搬型重大事故等対処設備は，重大

事故等対処設備のうち可搬型のものを

いう。 

主要な重大事故等対処設備の設備分

類を添５第 28表に示す。 

また，主要な重大事故等対処設備の

設置場所及び保管場所を添５第 32図

に示す。 

① 共通要因故障に対する考慮等 

ａ．共通要因故障に対する考慮 

重大事故等対処設備は，共通要因

の特性を踏まえた設計とする。共通

要因としては，重大事故等における

条件，自然現象，人為事象及び周辺

機器等からの影響並びに「添付書類

七 ニ．（イ）重大事故の発生を仮

定する際の条件の設定及び重大事故

の発生を仮定する機器の特定」に記

載する設計基準事故において想定し

た条件より厳しい条件を要因とした

事象を考慮する。 

共通要因のうち重大事故等におけ

る条件については，想定される重大

事故等が発生した場合における温

度，圧力，湿度，放射線及び荷重を

考慮する。 

共通要因のうち自然現象について

は，地震，津波に加え，敷地及びそ
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
結，高温，降水，積雪，落雷，火山

の影響，生物学的事象，森林火災及

び塩害を選定する。自然現象による

荷重の組合せについては，地震，風

（台風），積雪及び火山の影響を考

慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共通要因のうち人為事象として，

航空機落下，有毒ガス，敷地内にお

ける化学物質の漏えい，電磁的障

害，近隣工場等の火災，爆発を選定

する。故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムについては，可

搬型重大事故等対処設備による対策

を講ずることとする。溢水□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共通要因のうち周辺機器等からの

影響として，地震，溢水，火災によ

る波及的影響及び内部発生飛散物を

考慮する。溢③a 

共通要因のうち「六．ロ．（ハ）

（１）①重大事故の発生を仮定する

際の条件の設定及び重大事故の発生

を仮定する機器の特定」に記載する

設計基準事故において想定した条件

より厳しい条件を要因とした外的事

の周辺での発生実績の有無に関わら

ず，国内外の基準や文献等に基づき

収集した洪水，風（台風），竜巻，

凍結，高温，降水，積雪，落雷，地

滑り，火山の影響，生物学的事象，

森林火災及び塩害等の事象を考慮す

る。その上で，これらの事象のう

ち，敷地及びその周辺での発生の可

能性，重大事故等対処設備への影響

度，事象進展速度や事象進展に対す

る時間余裕の観点から，重大事故等

対処設備に影響を与えるおそれがあ

る事象として，地震，津波，風（台

風），竜巻，凍結，高温，降水，積

雪，落雷，火山の影響，生物学的事

象，森林火災及び塩害を選定する。

自然現象による荷重の組合せについ

ては，地震，風（台風），積雪及び

火山の影響を考慮する。 

共通要因のうち人為事象について

は，国内外の文献等から抽出し，さ

らに事業許可基準規則の解釈第９条

に示される飛来物（航空機落下），

有毒ガス，敷地内における化学物質

の漏えい，電磁的障害，近隣工場等

の火災，爆発，ダムの崩壊，船舶の

衝突及び故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムを考慮する。

その上で，これらの事象のうち，敷

地及びその周辺での発生の可能性，

重大事故等対処設備への影響度，事

象進展速度や事象進展に対する時間

余裕の観点から，重大事故等対処設

備に影響を与えるおそれのある事象

として，航空機落下，有毒ガス，敷

地内における化学物質の漏えい，電

磁的障害，近隣工場等の火災，爆発

を選定する。故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムについて

は，可搬型重大事故等対処設備によ

る対策を講ずることとする。溢水◇4  

共通要因のうち周辺機器等からの

影響として地震，溢水，火災による

波及的影響及び内部発生飛散物を考

慮する。溢水◇1  

共通要因のうち「添付書類七 

ニ．（イ）重大事故の発生を仮定す

る際の条件の設定及び重大事故の発

生を仮定する機器の特定」に記載す

る設計基準事故において想定した条

件より厳しい条件を要因とした外的

388



添付－３（３） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
象の地震の影響を考慮する。溢水□1  

 

ⅰ．常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，共通

要因によって設計基準事故に対処す

るための設備の安全機能と同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないよ

う，内的事象を要因とする重大事故

等に対処するものと外的事象を要因

とする重大事故等に対処するものそ

れぞれに対して想定される重大事故

等が発生した場合における環境条件

に対して健全性を確保することによ

り，信頼性が十分に高い設計とす

る。ただし，内的事象を要因とする

重大事故等へ対処する常設重大事故

等対処設備のうち安全上重要な施設

以外の安全機能を有する施設と兼用

する常設重大事故等対処設備は，代

替設備により必要な機能を確保する

こと，安全上支障のない期間で修理

の対応を行うこと，関連する工程の

停止等又はこれらを適切に組み合わ

せることにより，その機能を確保す

る設計とする。その他の常設重大事

故等対処設備についても，可能な限

り多様性，独立性，位置的分散を考

慮した設計とする。溢③a 溢③b 溢

③d 溢③e溢③f 溢⑨c なお，「六．

ロ．（ハ）（２）③重大事故が同時

に又は連鎖して発生した場合の対

処」に示すとおり，ＭＯＸ燃料加工

施設での重大事故は，「核燃料物質

等を閉じ込める機能の喪失」のみで

あり，同時に又は連鎖して発生する

可能性のない事故の間での重大事故

等対処設備の共用は行わない。 

重大事故等における条件に対して

常設重大事故等対処設備は，想定さ

れる重大事故等が発生した場合にお

ける温度，圧力，湿度，放射線及び

荷重を考慮し，その機能を確実に発

揮できる設計とする。 

 

 

 

常設重大事故等対処設備は，

「イ．（イ）敷地の面積及び形状」

に基づく地盤に設置し，地震，津波

及び火災に対して常設重大事故等対

処設備は，「ロ．（ホ）（２）重大

事象の地震の影響を考慮する。溢水

◇4  

(ａ) 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，共通

要因によって設計基準事故に対処す

るための設備の安全機能と同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないよ

う，内的事象を要因とする重大事故

等に対処するものと外的事象を要因

とする重大事故等に対処するものそ

れぞれに対して想定される重大事故

等が発生した場合における環境条件

に対して健全性を確保することによ

り，信頼性が十分に高い設計とす

る。ただし，内的事象を要因とする

重大事故等へ対処する常設重大事故

等対処設備のうち安全上重要な施設

以外の安全機能を有する施設と兼用

する常設重大事故等対処設備は，代

替設備により必要な機能を確保する

こと，安全上支障のない期間で修理

の対応を行うこと，関連する工程の

停止等又はこれらを適切に組み合わ

せることにより，その機能を確保す

る設計とする。その他の常設重大事

故等対処設備についても，可能な限

り多様性，独立性，位置的分散を考

慮した設計とする。溢水◇1 なお，

「添付書類七 ホ．（ロ）（５）重

大事故が同時に又は連鎖した場合の

対処」に示すとおり，ＭＯＸ燃料加

工施設での重大事故は，「核燃料物

質等を閉じ込める機能の喪失」のみ

であり，同時に又は連鎖して発生す

る可能性のない事故の間での重大事

故等対処設備の共用は行わない。 

 

重大事故等における条件に対して

常設重大事故等対処設備は，想定さ

れる重大事故等が発生した場合にお

ける温度，圧力，湿度，放射線及び

荷重を考慮し，その機能を確実に発

揮できる設計とする。重大事故等に

おける条件に対する健全性について

は，「イ.（ハ）（１）③環境条件

等」に記載する。 

常設重大事故等対処設備は，「添

付書類三 ロ．（ヘ）基礎地盤及び

周辺斜面の安定性評価」に基づく地

盤に設置し，地震，津波及び火災に

対しては，「イ．（ロ）（５）②重
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
事故等対処施設の耐震設計」，

「ロ．（ヘ）耐津波構造」及び

「ロ．（ニ）（２）重大事故等対処

施設の火災及び爆発の防止」に基づ

く設計とする。また，設計基準事故

において想定した条件より厳しい条

件を要因とした外的事象の地震に対

して，地震を要因とする重大事故等

に対処するために重大事故等時に機

能を期待する常設重大事故等対処設

備は，「ロ．（ト）（２）②ｅ．地

震を要因とする重大事故等に対する

施設の耐震設計」に基づく設計とす

る。溢水□1 また，溢水，火災に対し

て常設重大事故等対処設備は，設計

基準事故に対処するための設備の安

全機能と同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，健全性を確保

する設計とする。溢③a 

 

 

 

常設重大事故等対処設備は，風

（台風），竜巻，凍結，高温，降

水，積雪，落雷，火山の影響，生物

学的事象，森林火災，塩害，航空機

落下，有毒ガス，敷地内における化

学物質の漏えい，電磁的障害，近隣

工場等の火災，爆発に対する健全性

を確保する設計とする。 

 

周辺機器等からの影響のうち内部

発生飛散物に対して，回転羽の損壊

により飛散物を発生させる回転機器

について回転体の飛散を防止する設

計とし，常設重大事故等対処設備が

機能を損なわない設計とする。 

環境条件に対する健全性について

は，「ロ．(ト)(２)②ｃ．環境条件

等」に記載する。溢水□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大事故等対処施設の耐震設計」，

「イ．（ロ）（６）津波による損傷

の防止」及び「イ．(ロ)（４）①

ｂ．重大事故等対処施設に対する火

災及び爆発の防止に関する設計」に

基づく設計とする。また，設計基準

事故において想定した条件より厳し

い条件を要因とした外的事象の地震

に対して，地震を要因とする重大事

故等に対処する常設重大事故等対処

設備は，「イ.（ハ）（１）⑤地震

を要因とする重大事故等に対する施

設の耐震設計」に基づく設計とす

る。地震，津波，火災に対する健全

性については，「イ.（ハ）（１）

③環境条件等」に記載する。溢水◇4

また，溢水，火災に対して常設重大

事故等対処設備は，設計基準事故に

対処するための設備の安全機能と同

時にその機能が損なわれるおそれが

ないよう，健全性を確保する設計と

する。溢水◇1  

常設重大事故等対処設備は，風

（台風），竜巻，凍結，高温，降

水，積雪，落雷，火山の影響，生物

学的事象，森林火災，塩害，航空機

落下，有毒ガス，敷地内における化

学物質の漏えい，電磁的障害，近隣

工場等の火災，爆発に対する健全性

については，「イ.（ハ）（１）③

環境条件等」に記載する。 

周辺機器等からの影響について，

地震に対して常設重大事故等対処設

備は，当該設備周辺の機器等からの

波及的影響によって機能を損なわな

い設計とする。また，当該設備周辺

の資機材の落下，転倒による損傷を

考慮して，当該設備周辺の資機材の

落下防止，転倒防止，固縛の措置を

行う。内部発生飛散物に対して常設

重大事故等対処設備は，当該設備周

辺機器の回転羽の損壊により飛散物

を発生させる回転機器について回転

体の飛散を防止する設計とする。ま

たは，設計基準事故に対処するため

の設備の安全機能と同時にその機能

が損なわれるおそれがないよう，位

置的分散を図る。内部発生飛散物に

対する健全性については，「イ.

（ハ）（１）③環境条件等」に記載

する。溢水◇4  
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

ⅱ．可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，共

通要因によって設計基準事故に対処

するための設備の安全機能又は常設

重大事故等対処設備の重大事故等に

対処するために必要な機能と同時に

その機能が損なわれるおそれがない

よう内的事象を要因とする重大事故

等に対処するものと外的事象を要因

とする重大事故等に対処するものそ

れぞれに対して想定される重大事故

等が発生した場合における環境条件

に対して健全性を確保すること，位

置的分散を図ることにより信頼性が

十分に高い設計とする。その他の可

搬型重大事故等対処設備について

も，可能な限り多様性，独立性，位

置的分散を考慮した設計とする。溢

③a 溢③d溢③e 溢③f なお，「六．

ロ．（ハ）（２）③重大事故が同時

に又は連鎖して発生した場合の対

処」に示すとおり，ＭＯＸ燃料加工

施設での重大事故は，「核燃料物質

等を閉じ込める機能の喪失」のみで

あり，同時に又は連鎖して発生する

可能性のない事故の間での重大事故

等対処設備の共用は行わない。 

 

可搬型重大事故等対処設備は，地

震，津波，その他の自然現象又は故

意による大型航空機の衝突その他の

テロリズム，設計基準事故に対処す

るための設備及び重大事故等対処設

備の配置その他の条件を考慮した上

で常設重大事故等対処設備と異なる

保管場所に保管する設計とする。 

重大事故等における条件に対して

可搬型重大事故等対処設備は，想定

される重大事故等が発生した場合に

おける温度，圧力，湿度，放射線及

び荷重を考慮し，その機能を確実に

発揮できる設計とする。 

 

 

 

屋内に保管する可搬型重大事故等

対処設備は，「イ．（イ）敷地の面

積及び形状」に基づく地盤に設置さ

れた建屋等に位置的分散することに

より，設計基準事故に対処するため

 

(ｂ) 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，共

通要因によって設計基準事故に対処

するための設備の安全機能又は常設

重大事故等対処設備の重大事故等に

対処するために必要な機能と同時に

その機能が損なわれるおそれがない

よう内的事象を要因とする重大事故

等に対処するものと外的事象を要因

とする重大事故等に対処するものそ

れぞれに対して想定される重大事故

等が発生した場合における環境条件

に対して健全性を確保すること，位

置的分散を図ることにより信頼性が

十分に高い設計とする。その他の可

搬型重大事故等対処設備について

も，可能な限り多様性，独立性，位

置的分散を考慮した設計とする。溢

水◇1 なお，「添付書類七 ホ．

（ロ）（５）重大事故が同時に又は

連鎖した場合の対処」に示すとお

り，ＭＯＸ燃料加工施設での重大事

故は，「核燃料物質等を閉じ込める

機能の喪失」のみであり，同時に又

は連鎖して発生する可能性のない事

故の間での重大事故等対処設備の共

用は行わない。 

 

可搬型重大事故等対処設備は，地

震，津波，その他の自然現象又は故

意による大型航空機の衝突その他の

テロリズム，設計基準事故に対処す

るための設備及び重大事故等対処設

備の配置その他の条件を考慮した上

で常設重大事故等対処設備と異なる

保管場所に保管する設計とする。 

重大事故等における条件に対して

可搬型重大事故等対処設備は，想定

される重大事故等が発生した場合に

おける温度，圧力，湿度，放射線及

び荷重を考慮し，その機能を確実に

発揮できる設計とする。重大事故等

時における条件に対する健全性につ

いては，「イ.（ハ）（１）③環境

条件等」に記載する。 

屋内に保管する可搬型重大事故等

対処設備は，「添付書類三 ロ．

（ヘ）基礎地盤及び周辺斜面の安定

性評価」に基づく地盤に設置する燃

料加工建屋，第１保管庫・貯水所，
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の設備の安全機能又は常設重大事故

等対処設備の重大事故等に対処する

ために必要な機能と同時にその機能

が損なわれるおそれがないように保

管する設計とする。屋外に保管する

可搬型重大事故等対処設備は，転倒

しないことを確認する，又は必要に

より固縛等の措置をするとともに，

「ロ．（ホ）（２）重大事故等対処

施設の耐震設計」の地震により生ず

る敷地下斜面のすべり，液状化又は

揺すり込みによる不等沈下，傾斜及

び浮き上がり，地盤支持力の不足，

地中埋設構造物の損壊等により必要

な機能を喪失しない複数の保管場所

に位置的分散することにより，設計

基準事故に対処するための設備の安

全機能又は常設重大事故等対処設備

の重大事故等に対処するために必要

な機能と同時にその機能が損なわれ

るおそれがないように保管する設計

とする。また，設計基準事故におい

て想定した条件より厳しい条件を要

因とした外的事象の地震に対して，

地震を要因とする重大事故等に対処

するために重大事故等時に機能を期

待する可搬型重大事故等対処設備

は，「ロ．（ト）（２）②ｅ．地震

を要因とする重大事故等に対する施

設の耐震設計」に基づく設計とす

る。津波に対して可搬型重大事故等

対処設備は，「ロ．（ヘ）耐津波構

造」に基づく津波による損傷を防止

した設計とする。火災に対して可搬

型重大事故等対処設備は,「ロ．

（ト）（２）②ｆ．可搬型重大事故

等対処設備の内部火災に対する防護

方針」に基づく火災防護を行う。溢

水□1 溢水，火災，内部発生飛散物に

対して可搬型重大事故等対処設備

は，設計基準事故に対処するための

設備の安全機能又は常設重大事故等

対処設備の重大事故等に対処するた

めに必要な機能と同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，位置

的分散を図る。溢③a 溢③d 溢③e

溢③f 

 

 

 

 

第２保管庫・貯水所，緊急時対策建

屋，再処理施設の制御建屋及び洞道

に位置的分散することにより，設計

基準事故に対処するための設備の安

全機能又は常設重大事故等対処設備

の重大事故等に対処するために必要

な機能と同時にその機能が損なわれ

るおそれがないように保管する設計

とする。屋外に保管する可搬型重大

事故等対処設備は，転倒しないこと

を確認する，又は必要により固縛等

の措置をするとともに，「イ．

（ロ）（５）②重大事故等対処施設

の耐震設計」の地震により生ずる敷

地下斜面のすべり，液状化又は揺す

り込みによる不等沈下，傾斜及び浮

き上がり，地盤支持力の不足，地中

埋設構造物の損壊等の影響を受けな

い複数の保管場所に位置的分散する

ことにより，設計基準事故に対処す

るための設備の安全機能又は常設重

大事故等対処設備の重大事故等に対

処するために必要な機能と同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないよ

うに保管する設計とする。また，設

計基準事故において想定した条件よ

り厳しい条件を要因とした外的事象

の地震に対して，地震を要因とする

重大事故等に対処するために重大事

故等時に機能を期待する可搬型重大

事故等対処設備は，「イ.（ハ）

（１）⑤地震を要因とする重大事故

等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とする。津波に対して可搬型

重大事故等対処設備は，「イ．

（ロ）（６）津波による損傷の防

止」に基づく津波による損傷を防止

した設計とする。火災に対して可搬

型重大事故等対処設備は，「イ.

（ハ）（１）⑥可搬型重大事故等対

処設備の内部火災に対する防護方

針」に基づく火災防護を行う。地

震，津波，火災，溢水，内部発生飛

散物に対する健全性については，

「イ.（ハ）（１）③環境条件等」

に記載する。溢水◇4 溢水，火災，内

部発生飛散物に対して可搬型重大事

故等対処設備は，設計基準事故に対

処するための設備の安全機能又は常

設重大事故等対処設備の重大事故等

に対処するために必要な機能と同時

392



添付－３（３） 

要求事項との対比表 第十二条 （加工施設内における溢水による損傷の防止）（30 / 59） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

屋内に保管する可搬型重大事故等

対処設備は，風（台風），竜巻，凍

結，高温，降水，積雪，落雷，火山

の影響，生物学的事象，森林火災，

塩害，航空機落下，有毒ガス，敷地

内における化学物質の漏えい，電磁

的障害，近隣工場等の火災，爆発に

対して，外部からの衝撃による損傷

の防止が図られた建屋等内に保管

し，かつ，設計基準事故に対処する

ための設備の安全機能又は常設重大

事故等対処設備の重大事故等に対処

するために必要な機能と同時にその

機能が損なわれるおそれがないよ

う，設計基準事故に対処するための

設備又は常設重大事故等対処設備を

設置する場所と異なる場所に保管す

る設計とする。 

屋外に保管する可搬型重大事故等

対処設備は，自然現象，人為事象及

び故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムに対して，設計基準

事故に対処するための設備の安全機

能又は常設重大事故等対処設備の重

大事故等に対処するために必要な機

能と同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，設計基準事故に対

処するための設備又は常設重大事故

等対処設備を設置する建屋の外壁か

ら 100ｍ以上の離隔距離を確保した

場所に保管するとともに異なる場所

にも保管することで位置的分散を図

る。 

屋外に保管する可搬型重大事故等

対処設備は，風（台風），竜巻，凍

結，高温，降水，積雪，落雷，火山

の影響，生物学的事象，森林火災，

塩害，航空機落下，有毒ガス，敷地

内における化学物質の漏えい，電磁

的障害，近隣工場等の火災，爆発に

対して健全性を確保する設計とす

る。 

環境条件に対する健全性について

は，「ロ．(ト)(２)②ｃ．環境条件

等」に記載する。 

ⅲ．可搬型重大事故等対処設備と常設

重大事故等対処設備の接続口 

ＭＯＸ燃料加工施設における重大

事故等の対処においては，建屋等の

にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，位置的分散を図る。溢水◇1  

屋内に保管する可搬型重大事故等

対処設備は，風（台風），竜巻，凍

結，高温，降水，積雪，落雷，火山

の影響，生物学的事象，森林火災，

塩害，航空機落下，有毒ガス，敷地

内における化学物質の漏えい，電磁

的障害，近隣工場等の火災，爆発に

対して，外部からの衝撃による損傷

の防止が図られた建屋等内に保管

し，かつ，設計基準事故に対処する

ための設備の安全機能又は常設重大

事故等対処設備の重大事故等に対処

するために必要な機能と同時にその

機能が損なわれるおそれがないよ

う，設計基準事故に対処するための

設備又は常設重大事故等対処設備を

設置する場所と異なる場所に保管す

る設計とする。 

屋外に保管する可搬型重大事故等

対処設備は，自然現象，人為事象及

び故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムに対して，設計基準

事故に対処するための設備の安全機

能又は常設重大事故等対処設備の重

大事故等に対処するために必要な機

能と同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，設計基準事故に対

処するための設備又は常設重大事故

等対処設備を設置する建屋の外壁か

ら 100ｍ以上の離隔距離を確保した

場所に保管するとともに異なる場所

にも保管することで位置的分散を図

る。可搬型重大事故等対処設備を保

管する外部からの衝撃による損傷の

防止が図られた建屋等及び屋外に保

管する可搬型重大事故等対処設備に

対する健全性については，「イ.

（ハ）（１）③環境条件等」に記載

する。 

 

 

 

 

 

 

(ｃ) 可搬型重大事故等対処設備と常

設重大事故等対処設備の接続口 

ＭＯＸ燃料加工施設における重大

事故等の対処においては，建屋等の

393



添付－３（３） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
外から可搬型重大事故等対処設備を

常設重大事故等対処設備に接続して

水又は電力を供給する必要のない設

計とする。 

(ｂ) 悪影響防止 

重大事故等対処設備は，再処理事

業所内の他の設備（安全機能を有す

る施設，当該重大事故等対処設備以

外の重大事故等対処設備，再処理施

設及び再処理施設の重大事故等対処

設備を含む。）に対して悪影響を及

ぼさない設計とする。 

重大事故等対処設備は，重大事故

等における条件を考慮し，他の設備

への影響としては，重大事故等対処

設備使用時及び待機時の系統的な影

響（電気的な影響を含む。），内部

発生飛散物による影響並びに竜巻に

より飛来物となる影響を考慮し，他

の設備の機能に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

系統的な影響について，重大事故

等対処設備は，弁等の操作によって

安全機能を有する施設として使用す

る系統構成から重大事故等対処設備

としての系統構成とすること，重大

事故等発生前（通常時）の隔離若し

くは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備と

しての系統構成とすること，他の設

備から独立して単独で使用可能なこ

と，安全機能を有する施設として使

用する場合と同じ系統構成で重大事

故等対処設備として使用すること等

により，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

また，可搬型放水砲については，

燃料加工建屋への放水により，当該

設備の使用を想定する重大事故時に

おいて必要となる屋外の他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

重大事故等対処設備が竜巻により

飛来物となる影響については風荷重

を考慮し，屋外に保管する可搬型重

大事故等対処設備は必要に応じて固

縛等の措置をとることで，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

外から可搬型重大事故等対処設備を

常設重大事故等対処設備に接続して

水又は電力を供給する必要のない設

計とする。 

ｂ．悪影響防止 

重大事故等対処設備は，再処理事

業所内の他の設備（安全機能を有す

る施設，当該重大事故等対処設備以

外の重大事故等対処設備，再処理施

設及び再処理施設の重大事故等対処

設備を含む。）に対して悪影響を及

ぼさない設計とする。 

重大事故等対処設備は，重大事故

等における条件を考慮し，他の設備

への影響としては，重大事故等対処

設備使用時及び待機時の系統的な影

響（電気的な影響を含む。），内部

発生飛散物による影響並びに竜巻に

より飛来物となる影響を考慮し，他

の設備の機能に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

系統的な影響について重大事故等

対処設備は，弁等の操作によって安

全機能を有する施設として使用する

系統構成から重大事故等対処設備と

しての系統構成とすること，重大事

故等発生前（通常時）の隔離若しく

は分離された状態から弁等の操作や

接続により重大事故等対処設備とし

ての系統構成とすること，他の設備

から独立して単独で使用可能なこ

と，安全機能を有する施設として使

用する場合と同じ系統構成で重大事

故等対処設備として使用すること等

により，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

また，可搬型放水砲については，

燃料加工建屋への放水により，当該

設備の使用を想定する重大事故時に

おいて必要となる屋外の他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

竜巻による影響を考慮する重大事

故等対処設備は，外部からの衝撃に

よる損傷の防止が図られた建屋等内

に設置又は保管することで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とす

る，又は風荷重を考慮し，屋外に保

管する可搬型重大事故等対処設備は

必要により当該設備の固縛等の措置

をとることで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。風（台風）
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

ｂ．個数及び容量 

(ａ) 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，想定

される重大事故等への収束におい

て，想定する事象及びその事象の進

展等を考慮し，重大事故等時に必要

な目的を果たすために，事故対応手

段としての系統設計を行う。重大事

故等への収束は，これらの系統又は

これらの系統と可搬型重大事故等対

処設備の組合せにより達成する。 

 

「容量」とは，消火剤量，蓄電池

容量，タンク容量，発電機容量，計

装設備の計測範囲及び作動信号の設

定値等とする。 

常設重大事故等対処設備は，重大

事故等への対処に十分に余裕がある

容量を有する設計とするとともに，

設備の機能，信頼度等を考慮し，動

的機器の単一故障を考慮した予備を

含めた個数を確保する。 

常設重大事故等対処設備のうち安

全機能を有する施設の系統及び機器

を使用するものについては，安全機

能を有する施設の容量の仕様が，系

統の目的に応じて必要となる容量に

対して十分であることを確認した上

で，安全機能を有する施設としての

容量と同仕様の設計とする。 

常設重大事故等対処設備のうち重

大事故等への対処を本来の目的とし

て設置する系統及び機器を使用する

ものについては，系統の目的に応じ

て必要な個数及び容量を有する設計

とする。 

常設重大事故等対処設備のうち，

再処理施設と共用する常設重大事故

等対処設備は，ＭＯＸ燃料加工施設

及び再処理施設における重大事故等

の対処に必要となる個数及び容量を

有する設計とする。 

(ｂ) 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，想

定される重大事故等への収束におい

て，想定する事象及びその事象の進

展を考慮し，事故対応手段としての

系統設計を行う。重大事故等への収

及び竜巻に対する健全性について

は，「イ.（ハ）（１）③環境条件

等」に記載する。 

② 個数及び容量 

ａ．常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，想定

される重大事故等への収束におい

て，想定する事象及びその事象の進

展等を考慮し，重大事故等時に必要

な目的を果たすために，事故対応手

段としての系統設計を行う。重大事

故等への収束は，これらの系統と可

搬型重大事故等対処設備の組合せに

より達成する。 

 

「容量」とは，消火剤量，蓄電池

容量，タンク容量，発電機容量，計

装設備の計測範囲及び作動信号の設

定値等とする。 

常設重大事故等対処設備は，重大

事故等への対処に十分に余裕がある

容量を有する設計とするとともに，

設備の機能，信頼度等を考慮し，動

的機器の単一故障を考慮した予備を

含めた個数を確保する。 

常設重大事故等対処設備のうち安

全機能を有する施設の系統及び機器

を使用するものについては，安全機

能を有する施設の容量の仕様が，系

統の目的に応じて必要となる容量に

対して十分であることを確認した上

で，安全機能を有する施設としての

容量と同仕様の設計とする。 

常設重大事故等対処設備のうち重

大事故等への対処を本来の目的とし

て設置する系統及び機器を使用する

ものについては，系統の目的に応じ

て必要な個数及び容量を有する設計

とする。 

常設重大事故等対処設備のうち，

再処理施設と共用する常設重大事故

等対処設備は，ＭＯＸ燃料加工施設

及び再処理施設における重大事故等

の対処に必要となる個数及び容量を

有する設計とする。 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，想

定される重大事故等への収束におい

て，想定する事象及びその事象の進

展を考慮し，事故対応手段としての

系統設計を行う。重大事故等への収
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
束は，これらの系統の組合せ又はこ

れらの系統と常設重大事故等対処設

備の組合せにより達成する。 

「容量」とは，ポンプ流量，タン

ク容量，発電機容量，計測器の計測

範囲等とする。 

可搬型重大事故等対処設備は，系

統の目的に応じて必要な容量に対し

て十分に余裕がある容量を有する設

計とするとともに，設備の機能，信

頼度等を考慮し，予備を含めた保有

数を確保する。 

可搬型重大事故等対処設備のう

ち，複数の機能を兼用することで，

設置の効率化，被ばくの低減が図れ

るものは，同時に要求される可能性

がある複数の機能に必要な容量を合

わせた設計とし，兼用できる設計と

する。 

可搬型重大事故等対処設備は，重

大事故等への対処に必要な個数（必

要数）に加え，予備として故障時の

バックアップ及び点検保守による待

機除外時のバックアップを合わせて

必要数以上確保する。 

閉じ込める機能の喪失の対処に係

る可搬型重大事故等対処設備は，安

全上重要な施設の安全機能の喪失を

想定し，その範囲が系統で機能喪失

する重大事故等については，当該系

統の範囲ごとに重大事故等への対処

に必要な設備を１セット確保する。 

 

 

 

 

可搬型重大事故等対処設備のう

ち，再処理施設と共用する可搬型重

大事故等対処設備は，ＭＯＸ燃料加

工施設及び再処理施設における重大

事故等の対処に必要となる個数及び

容量を有する設計とする。 

ｃ．環境条件等 

(ａ) 環境条件 

重大事故等対処設備は，内的事象

を要因とする重大事故等に対処する

ものと外的事象を要因とする重大事

故等に対処するものそれぞれに対し

て想定される重大事故等が発生した

場合における温度，圧力，湿度，放

射線及び荷重を考慮し，その機能が

束は，これらの系統の組合せ又はこ

れらの系統と常設重大事故等対処設

備の組合せにより達成する。 

「容量」とは，ポンプ流量，タン

ク容量，発電機容量，計測器の計測

範囲等とする。 

可搬型重大事故等対処設備は，系

統の目的に応じて必要な容量に対し

て十分に余裕がある容量を有する設

計とするとともに，設備の機能，信

頼度等を考慮し，予備を含めた保有

数を確保する。 

可搬型重大事故等対処設備のう

ち，複数の機能を兼用することで，

設置の効率化，被ばくの低減が図れ

るものは，同時に要求される可能性

がある複数の機能に必要な容量を合

わせた設計とし，兼用できる設計と

する。 

可搬型重大事故等対処設備は，重

大事故等への対処に必要な個数（必

要数）に加え，予備として故障時の

バックアップ及び点検保守による待

機除外時のバックアップを合わせて

必要数以上確保する。 

閉じ込める機能の喪失の対処に係

る可搬型重大事故等対処設備は，当

該重大事故等が発生するおそれがあ

る安全上重要な施設の機器ごとに重

大事故等への対処に必要な設備を１

セット確保する。ただし，安全上重

要な施設の安全機能の喪失を想定し

た結果，その範囲が系統で機能喪失

する重大事故等については，当該系

統の範囲ごとに重大事故等への対処

に必要な設備を１セット確保する。 

可搬型重大事故等対処設備のう

ち，再処理施設と共用する可搬型重

大事故等対処設備は，ＭＯＸ燃料加

工施設及び再処理施設における重大

事故等の対処に必要となる個数及び

容量を有する設計とする。 

③ 環境条件等 

ａ．環境条件 

重大事故等対処設備は，内的事象

を要因とする重大事故等に対処する

ものと外的事象を要因とする重大事

故等に対処するものそれぞれに対し

て想定される重大事故等が発生した

場合における温度，圧力，湿度，放

射線及び荷重を考慮し，その機能が
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有効に発揮できるよう，その設置場

所（使用場所）及び保管場所に応じ

た耐環境性を有する設計とするとと

もに，操作が可能な設計とする。 

重大事故等時の環境条件について

は，重大事故等における温度，圧

力，湿度，放射線，荷重に加えて，

重大事故による環境の変化を考慮し

た環境温度，環境圧力，環境湿度に

よる影響，重大事故等時に汽水を供

給する系統への影響，自然現象によ

る影響，人為事象の影響及び周辺機

器等からの影響を考慮する。 

荷重としては，重大事故等が発生

した場合における機械的荷重に加え

て，環境温度，環境圧力及び自然現

象による荷重を考慮する。 

自然現象については，重大事故等

時における敷地及びその周辺での発

生の可能性，重大事故等対処設備へ

の影響度，事象進展速度や事象進展

に対する時間余裕の観点から，重大

事故等時に重大事故等対処設備に影

響を与えるおそれがある事象とし

て，地震，津波，風（台風），竜

巻，凍結，高温，降水，積雪，落

雷，火山の影響，生物学的事象，森

林火災及び塩害を選定する。自然現

象による荷重の組合せについては，

地震，風（台風），積雪及び火山の

影響を考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

人為事象については，重大事故等

時における敷地及びその周辺での発

生の可能性，重大事故等対処設備へ

の影響度，事象進展速度や事象進展

に対する時間余裕の観点から，重大

事故等時に重大事故等対処設備に影

響を与えるおそれのある事象とし

て，敷地内における化学物質の漏え

い，電磁的障害を選定する。 

 

 

 

有効に発揮できるよう，その設置場

所（使用場所）及び保管場所に応じ

た耐環境性を有する設計とするとと

もに，操作が可能な設計とする。 

重大事故等時の環境条件について

は，重大事故等における温度，圧

力，湿度，放射線及び荷重に加え

て，重大事故による環境の変化を考

慮した環境温度，環境圧力，環境湿

度による影響，重大事故等時に汽水

を供給する系統への影響，自然現象

による影響，人為事象の影響及び周

辺機器等からの影響を考慮する。 

荷重としては，重大事故等が発生

した場合における機械的荷重に加え

て，環境温度，環境圧力及び自然現

象による荷重を考慮する。 

自然現象の選定に当たっては，地

震，津波に加え，敷地及びその周辺

での発生実績の有無に関わらず，国

内外の基準や文献等に基づき収集し

た洪水，風（台風），竜巻，凍結，

高温，降水，積雪，落雷，地滑り，

火山の影響，生物学的事象，森林火

災，塩害等の事象を考慮する。その

上で，これらの事象のうち，重大事

故等時における敷地及びその周辺で

の発生の可能性，重大事故等対処設

備への影響度，事象進展速度や事象

進展に対する時間余裕の観点から，

重大事故等時に重大事故等対処設備

に影響を与えるおそれがある事象と

して，地震，津波，風（台風），竜

巻，凍結，高温，降水，積雪，落

雷，火山の影響，生物学的事象，森

林火災及び塩害を選定する。自然現

象による荷重の組合せについては，

地震，風（台風），積雪及び火山の

影響を考慮する。 

人為事象としては，国内外の文献

等から抽出し，さらに事業許可基準

規則の解釈第９条に示される飛来物

（航空機落下），有毒ガス，敷地内

における化学物質の漏えい，電磁的

障害，近隣工場等の火災，爆発，ダ

ムの崩壊，船舶の衝突及び故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムを考慮する。その上で，これら

の事象のうち，重大事故等時におけ

る敷地及びその周辺での発生の可能

性，重大事故等対処設備への影響
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

重大事故等の要因となるおそれと

なる「六．ロ．(ハ)(１)①重大事故

の発生を仮定する際の条件の設定及

び重大事故の発生を仮定する機器の

特定」に記載する設計基準事故にお

いて想定した条件より厳しい条件を

要因とした外的事象の地震の影響を

考慮する。 

周辺機器等からの影響としては，

地震，火災，溢水による波及的影響

及び内部発生飛散物を考慮する。 

また，同時に発生する可能性のあ

る再処理施設における重大事故等に

よる影響についても考慮する。 

ⅰ．常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，想定

される重大事故等が発生した場合に

おける温度，圧力，湿度，放射線及

び荷重を考慮し，その機能が有効に

発揮できるよう，その設置場所（使

用場所）に応じた耐環境性を有する

設計とする。閉じ込める機能の喪失

の対処に係る常設重大事故等対処設

備は，重大事故等時における建屋等

の環境温度，環境圧力を考慮しても

機能を損なわない設計とする。 

重大事故等時に汽水を供給する系

統への影響に対して常時汽水を通水

するコンクリート構造物について

は，腐食を考慮した設計とする。 

 

 

 

地震に対して常設重大事故等対処

設備は，「ロ．（ホ）（２）重大事

故等対処施設の耐震設計」に記載す

る地震力による荷重を考慮して，機

能を損なわない設計とする。また，

設計基準事故において想定した条件

より厳しい条件を要因とした外的事

象の地震に対して，地震を要因とす

る重大事故等に対処するために重大

事故等時に機能を期待する常設重大

事故等対処設備は，「ロ．（ト）

（２）②ｅ．地震を要因とする重大

度，事象進展速度や事象進展に対す

る時間余裕の観点から，重大事故等

時に重大事故等対処設備に影響を与

えるおそれのある事象として，敷地

内における化学物質の漏えい，電磁

的障害を選定する。 

重大事故等の要因となるおそれと

なる「添付書類七 ニ．（イ）重大

事故の発生を仮定する際の条件の設

定及び重大事故の発生を仮定する機

器の特定」に記載する設計基準事故

において想定した条件より厳しい条

件を要因とした外的事象の地震の影

響を考慮する。 

周辺機器等からの影響としては，

地震，火災，溢水による波及的影響

及び内部発生飛散物を考慮する。 

また，同時に発生する可能性のあ

る再処理施設における重大事故等に

よる影響についても考慮する。 

(ａ) 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，想定

される重大事故等が発生した場合に

おける温度，圧力，湿度，放射線及

び荷重を考慮し，その機能が有効に

発揮できるよう，その設置場所（使

用場所）に応じた耐環境性を有する

設計とする。閉じ込める機能の喪失

の対処に係る常設重大事故等対処設

備は，重大事故等時における建屋等

の環境温度，環境圧力を考慮しても

機能を損なわない設計とする。 

重大事故等時に汽水を供給する系

統への影響に対して常時汽水を通水

するコンクリート構造物について

は，腐食を考慮した設計とする。 

常設重大事故等対処設備の操作

は，燃料加工建屋の中央監視室又は

設置場所で可能な設計とする。 

風（台風），竜巻，凍結，高温，

降水，積雪，火山の影響，生物学的

事象，森林火災，塩害，航空機落

下，有毒ガス，敷地内における化学

物質の漏えい，近隣工場等の火災，

爆発に対して常設重大事故等対処設

備は，建屋等に設置し，外部からの

衝撃による損傷を防止できる設計と

する。 

風（台風），竜巻，積雪及び火山

の影響に対して屋外の常設重大事故

等対処設備は，風（台風）及び竜巻
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要求事項との対比表 第十二条 （加工施設内における溢水による損傷の防止）（36 / 59） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
事故等に対する施設の耐震設計」に

基づく設計とする。また，地震に対

して常設重大事故等対処設備は，当

該設備周辺の機器等からの波及的影

響によって機能を損なわない設計と

するとともに，当該設備周辺の資機

材の落下，転倒による損傷を考慮し

て，当該設備周辺の資機材の落下防

止，転倒防止，固縛の措置を行う。

ただし，内的事象を要因とする重大

事故等へ対処する常設重大事故等対

処設備のうち安全上重要な施設以外

の安全機能を有する施設と兼用する

常設重大事故等対処設備は，地震に

より機能が損なわれる場合，代替設

備により必要な機能を確保するこ

と，安全上支障のない期間で修理の

対応を行うこと，関連する工程の停

止等又はこれらを適切に組み合わせ

ることにより，その機能を確保す

る。溢水□1 溢水に対して常設重大事

故等対処設備は，想定する溢水量に

対して，機能を損なわない高さへの

設置，被水防護を行うことにより，

重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。溢③a溢③

e 火災に対して常設重大事故等対処

設備は，「ロ．（ニ）（２）重大事

故等対処施設の火災及び爆発の防

止」に基づく設計とすることによ

り，重大事故等に対処するための機

能を損なわない設計とする。溢水□1

ただし，内的事象を要因とする重大

事故等へ対処する常設重大事故等対

処設備のうち安全上重要な施設以外

の安全機能を有する施設と兼用する

常設重大事故等対処設備は，溢水，

火災による損傷及び内部発生飛散物

を考慮して，代替設備により必要な

機能を確保すること，安全上支障の

ない期間で修理の対応を行うこと，

関連する工程の停止等又はそれらを

適切に組み合わせることで，重大事

故等に対処するための機能を損なわ

ない設計とする。溢③b，溢⑨c 

津波に対して常設重大事故等対処

設備は，「ロ．（ヘ）耐津波構造」

に基づく設計とする。 

屋内の常設重大事故等対処設備

は，風（台風），竜巻，凍結，高

温，降水，積雪，火山の影響に対し

による風荷重，積雪荷重及び降下火

砕物による積載荷重により機能を損

なわない設計とする。 

凍結，高温及び降水に対して屋外

の常設重大事故等対処設備は，凍結

防止対策，高温防止対策及び防水対

策により機能を損なわない設計とす

る。 

生物学的事象に対して屋外の常設

重大事故等対処設備は，鳥類，昆虫

類及び小動物の侵入を考慮し，これ

ら生物の侵入を防止又は抑制できる

設計とする。 

森林火災に対して屋外の常設重大

事故等対処設備は，防火帯の内側に

設置することにより，機能を損なわ

ない設計とする。また，森林火災か

らの輻射強度の影響を考慮した場合

においても，離隔距離の確保等によ

り，常設重大事故等対処設備の重大

事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。ただし，内的事

象を要因とする重大事故等へ対処す

る常設重大事故等対処設備のうち安

全上重要な施設以外の安全機能を有

する施設と兼用する常設重大事故等

対処設備は，森林火災発生時に消防

車による事前散水による延焼防止を

図るとともに代替設備により機能を

損なわない設計とする。 

塩害に対して屋内の常設重大事故

等対処設備は，換気設備及び非管理

区域の換気空調設備の給気系への除

塩フィルタの設置により，重大事故

等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。また，屋外の常設重

大事故等対処設備は，屋外施設の塗

装等による腐食防止対策又は受電開

閉設備の絶縁性の維持対策により，

重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。 

航空機落下については，三沢対地

訓練区域で訓練飛行中の航空機が施

設に墜落することを想定した防護設

計の有無を踏まえた航空機落下確率

評価の結果，ＭＯＸ燃料加工施設へ

の航空機落下は考慮する必要がない

ことから，航空機落下に対して屋外

の常設重大事故等対処設備は，設計

上の考慮は不要とする。 

有毒ガスについては，ＭＯＸ燃料
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
て外部からの衝撃による損傷を防止

できる燃料加工建屋，第１保管庫・

貯水所，第２保管庫・貯水所，緊急

時対策建屋，再処理施設の制御建屋

及び洞道に設置し，重大事故等に対

処するための機能を損なわない設計

とする。屋外の常設重大事故等対処

設備は，風（台風），竜巻，積雪及

び火山の影響に対して，風（台風）

及び竜巻による風荷重，積雪荷重及

び降下火砕物による積載荷重により

重大事故等に対処するための機能を

損なわない設計とする。凍結，高温

及び降水に対して屋外の常設重大事

故等対処設備は，凍結防止対策，高

温防止対策及び防水対策により，重

大事故等に対処するための機能を損

なわない設計とする。ただし，内的

事象を要因とする重大事故等へ対処

する常設重大事故等対処設備のうち

安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設と兼用する常設重大事故

等対処設備は，風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響，凍結，高温及び

降水により機能が損なわれる場合，

代替設備により必要な機能を確保す

ること，安全上支障のない期間で修

理の対応を行うこと，関連する工程

の停止等又はこれらを適切に組み合

わせることにより，その機能を確保

する。落雷に対して外部電源系統か

らの電気の供給の停止及び非常用所

内電源設備からの電源の喪失（以下

「全交流電源喪失」という。）を要

因とせずに発生する重大事故等に対

処する常設重大事故等対処設備は，

直撃雷及び間接雷を考慮した設計を

行う。直撃雷に対して，当該設備自

体が構内接地網と連接した避雷設備

を有する設計とする又は構内接地網

と連接した避雷設備を有する建屋等

に設置することにより，重大事故等

に対処するための機能を損なわない

設計とする。間接雷に対して，雷サ

ージによる影響を軽減することによ

り，重大事故等に対処するための機

能を損なわない設計とする。ただ

し，内的事象を要因とする重大事故

等へ対処する常設重大事故等対処設

備のうち安全上重要な施設以外の安

全機能を有する施設と兼用する常設

加工施設周辺の固定施設で発生する

可能性のある有毒ガスとしては，六

ヶ所ウラン濃縮工場から漏えいする

六ふっ化ウランが加水分解して発生

するふっ化ウラニル及びふっ化水素

を考慮するが，重大事故等対処設備

が有毒ガスにより影響を受けること

はないことから，有毒ガスに対して

屋外の常設重大事故等対処設備は，

設計上の考慮は不要とする。 

敷地内における化学物質の漏えい

については，機能を損なわない高さ

への設置，被液防護を行うことによ

り，機能を損なわない設計とする。 

近隣工場等の火災，爆発について

は，石油備蓄基地火災，再処理施設

の還元ガス製造建屋の水素ボンベ及

び低レベル廃棄物処理建屋のプロパ

ンボンベ庫のプロパンボンベの爆発

を考慮するが，石油備蓄基地火災の

影響は小さいこと，再処理施設の還

元ガス製造建屋及び低レベル廃棄物

処理建屋のプロパンボンベ庫からの

離隔距離が確保されていることか

ら，近隣工場等の火災，爆発に対し

て屋外の常設重大事故等対処設備

は，設計上の考慮は不要とする。 

自然現象及び人為事象に対して内

的事象を要因とする重大事故等へ対

処する常設重大事故等対処設備のう

ち安全上重要な施設以外の安全機能

を有する施設と兼用する常設重大事

故等対処設備は，当該設備が地震，

風（台風），竜巻，積雪，落雷，火

山の影響，凍結，高温，降水及び航

空機落下により機能が損なわれる場

合，代替設備により必要な機能を確

保すること，安全上支障のない期間

で修理の対応を行うこと又はこれら

を適切に組み合わせることにより，

その機能を確保する。また，上記機

能が確保できない場合に備え，関連

する工程を停止する等の手順を整備

する。 

地震に対して常設重大事故等対処

設備は，「イ．（ロ）（５）②重大

事故等対処施設の耐震設計」に記載

する地震力による荷重を考慮して，

機能を損なわない設計とする。ま

た，設計基準事故において想定した

条件より厳しい条件を要因とした外
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
重大事故等対処設備は，落雷により

機能が損なわれる場合，代替設備に

より必要な機能を確保すること，安

全上支障のない期間で修理の対応を

行うこと，関連する工程の停止等又

はこれらを適切に組み合わせること

により，その機能を確保する。生物

学的事象に対して常設重大事故等対

処設備は，鳥類，昆虫類及び小動物

の侵入を考慮し，これら生物の侵入

を防止又は抑制することにより，重

大事故等に対処するための機能を損

なわない設計とする。森林火災に対

して常設重大事故等対処設備は，防

火帯の内側に設置することにより，

重大事故等に対処するための機能を

損なわない設計とする。また，森林

火災からの輻射強度の影響を考慮し

た場合においても，離隔距離の確保

等により，常設重大事故等対処設備

の重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。ただし，

内的事象を要因とする重大事故等へ

対処する常設重大事故等対処設備の

うち安全上重要な施設以外の安全機

能を有する施設と兼用する常設重大

事故等対処設備は，森林火災発生時

に消防車による事前散水による延焼

防止を図るとともに代替設備により

機能を損なわない設計とする。塩害

に対して屋内の常設重大事故等対処

設備は，換気設備及び非管理区域の

換気空調設備の給気系への除塩フィ

ルタの設置により，重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計

とする。また，屋外の常設重大事故

等対処設備は，屋外施設の塗装等に

よる腐食防止対策又は受電開閉設備

の絶縁性の維持対策により，重大事

故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。 

敷地内における化学物質の漏えい

に対して屋外の常設重大事故等対処

設備は，機能を損なわない高さへの

設置，被液防護を行うことにより，

重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。電磁的障害

に対して常設重大事故等対処設備

は，重大事故等時においても電磁波

により機能を損なわない設計とす

る。 

的事象の地震に対して，地震を要因

とする重大事故等に対処するために

重大事故等時に機能を期待する常設

重大事故等対処設備は，「イ.

（ハ）（１）⑤地震を要因とする重

大事故等に対する施設の耐震設計」

に基づく設計とする。 

津波に対して常設重大事故等対処

設備は，「イ．（ロ）（６）津波に

よる損傷の防止」に基づく設計とす

る。 

落雷に対して外部電源系統からの

電気の供給の停止及び非常用所内電

源設備からの電源の喪失（以下「全

交流電源喪失」という。）を要因と

せずに発生する重大事故等に対処す

る常設重大事故等対処設備は，直撃

雷及び間接雷を考慮した設計を行

う。直撃雷に対して，当該設備は当

該設備自体が構内接地網と連接した

避雷設備を有する設計とする又は構

内接地網と連接した避雷設備を有す

る建屋等に設置する。間接雷に対し

て，当該設備は雷サージによる影響

を軽減できる設計とする。 

電磁的障害に対して常設重大事故

等対処設備は，重大事故等時におい

ても電磁波により機能を損なわない

設計とする。 

周辺機器等からの影響について，

地震に対して常設重大事故等対処設

備は，当該設備周辺の機器等からの

波及的影響によって機能を損なわな

い設計とする。また，当該設備周辺

の資機材の落下，転倒による損傷を

考慮して，当該設備周辺の資機材の

落下防止，転倒防止，固縛の措置を

行う。溢水◇4 想定する溢水量に対し

て常設重大事故等対処設備は，機能

を損なわない高さへの設置，被水防

護を行う。溢水◇1 火災に対して常設

重大事故等対処設備は，「イ．

（ロ）（４）①ｂ．重大事故等対処

施設に対する火災及び爆発の防止に

関する設計」に基づく設計とする。

ただし，安全上重要な施設以外の安

全機能を有する施設と兼用する常設

重大事故等対処設備は，溢水，火災

に対して，これら事象による損傷を

考慮して，代替設備により必要な機

能を確保すること，安全上支障のな
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
周辺機器等からの影響について常

設重大事故等対処設備は，内部発生

飛散物に対して当該設備周辺機器の

回転機器の回転羽の損壊による飛散

物の影響を考慮し，影響を受けない

位置へ設置することにより機能を損

なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

常設重大事故等対処設備は，同時に

発生する可能性のある再処理施設にお

ける重大事故等による建屋外の環境条

件の影響を受けない設計とする。 

 

 

ⅱ．可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，想

定される重大事故等が発生した場合

における温度，圧力，湿度，放射線

及び荷重を考慮し，その機能が有効

に発揮できるよう，その設置場所

（使用場所）及び保管場所に応じた

耐環境性を有する設計とする。閉じ

込める機能の喪失の対処に係る可搬

型重大事故等対処設備は，重大事故

等時における建屋等の環境温度，環

境圧力を考慮しても機能を損なわな

い設計とする。 

重大事故等時に汽水を供給する系

統への影響に対して常時汽水を通水

する又は尾駮沼で使用する可搬型重

大事故等対処設備は，耐腐食性材料

を使用する設計とする。また，尾駮

沼から直接取水する際の異物の流入

防止を考慮した設計とする。 

地震に対して可搬型重大事故等対

処設備は，当該設備の落下防止，転

倒防止，固縛の措置を講ずる。ま

た，設計基準事故において想定した

条件より厳しい条件を要因とした外

的事象の地震に対して，地震を要因

とする重大事故等に対処するために

重大事故等時に機能を期待する可搬

型重大事故等対処設備は，「ロ．

（ト）（２）②ｅ．地震を要因とす

る重大事故等に対する施設の耐震設

い期間で修理の対応を行うこと又は

これらを適切に組み合わせることに

より，その機能を確保する。また，

上記機能が確保できない場合に備

え，関連する工程の停止等の手順を

整備する。内部発生飛散物に対して

常設重大事故等対処設備は，当該設

備周辺機器の回転機器の回転羽の損

壊により飛散物を発生させる回転機

器について回転体の飛散を防止する

設計とする。または，設計基準事故

に対処するための設備の安全機能と

同時にその機能が損なわれるおそれ

がないよう，位置的分散を図る。 

常設重大事故等対処設備は，同時

に発生する可能性のある再処理施設

における重大事故等による建屋外の

環境条件の影響を受けない設計とす

る。 

 

(ｂ) 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，想

定される重大事故等が発生した場合

における温度，圧力，湿度，放射線

及び荷重を考慮し，その機能が有効

に発揮できるよう，その設置場所

（使用場所）及び保管場所に応じた

耐環境性を有する設計とする。閉じ

込める機能の喪失の対処に係る可搬

型重大事故等対処設備は，重大事故

等時における建屋等の環境温度，環

境圧力を考慮しても機能を損なわな

い設計とする。 

重大事故等時に汽水を供給する系

統への影響に対して常時汽水を通水

する又は尾駮沼で使用する可搬型重

大事故等対処設備は，耐腐食性材料

を使用する設計とする。また，尾駮

沼から直接取水する際の異物の流入

防止を考慮した設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備の操作

は，設置場所で可能な設計とする。 

風（台風），竜巻，凍結，高温，

降水，積雪，火山の影響，生物学的

事象，森林火災，塩害，航空機落

下，有毒ガス，敷地内における化学

物質の漏えい，近隣工場等の火災，

爆発に対して可搬型重大事故等対処

設備は，建屋等に保管し，外部から

の衝撃による損傷を防止できる設計

とする。 
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要求事項との対比表 第十二条 （加工施設内における溢水による損傷の防止）（40 / 59） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
計」に基づく設計とする。また，当

該設備周辺の機器等からの波及的影

響によって機能を損なわない設計と

するとともに，当該設備周辺の資機

材の落下，転倒による損傷を考慮し

て，当該設備周辺の資機材の落下防

止，転倒防止，固縛の措置を行う。

溢水□1 溢水，火災に対して可搬型重

大事故等対処設備は，溢水に対して

は想定する溢水量に対して機能を損

なわない高さへの設置又は保管，被

水防護を行うことにより，火災に対

しては，「ロ．（ト）（２）②ｆ．

可搬型重大事故等対処設備の内部火

災に対する防護方針」に基づく火災

防護を行うことにより，重大事故等

に対処するための機能を損なわない

設計とする。溢③a溢③e 

津波に対して可搬型重大事故等対

処設備は，「ロ．（ヘ）耐津波構

造」に基づく設計とする。 

風（台風），竜巻，凍結，高温，

降水，積雪及び火山の影響に対して

屋内の可搬型重大事故等対処設備

は，外部からの衝撃による損傷を防

止できる建屋等内に保管し，重大事

故等に対処するための機能を損なわ

ない設計とする。屋外の可搬型重大

事故等対処設備は，風（台風）及び

竜巻に対して風（台風）及び竜巻に

よる風荷重を考慮し，必要により当

該設備又は当該設備を収納するもの

に対して転倒防止，固縛等の措置を

講じて保管する設計とする。積雪及

び火山の影響に対して屋外の可搬型

重大事故等対処設備は，積雪荷重及

び降下火砕物による積載荷重を考慮

し，損傷防止措置として除雪，除灰

及び屋内への配備を実施することに

より，重大事故等に対処するための

機能を損なわないよう維持する。凍

結，高温及び降水に対して屋外の可

搬型重大事故等対処設備は，凍結防

止対策，高温防止対策及び防水対策

により，重大事故等に対処するため

の機能を損なわない設計とする。落

雷に対して全交流電源喪失を要因と

せずに発生する重大事故等に対処す

る可搬型重大事故等対処設備は，直

撃雷を考慮した設計を行う。直撃雷

に対して，構内接地網と連接した避

風（台風）及び竜巻に対して屋外

の可搬型重大事故等対処設備は，風

（台風）及び竜巻による風荷重を考

慮し，必要により当該設備又は当該

設備を収納するものに対して転倒防

止，固縛等の措置を講じて保管する

設計とする。 

積雪及び火山の影響に対して屋外

の可搬型重大事故等対処設備は，積

雪に対しては除雪する手順を，火山

の影響（降下火砕物による積載荷

重）に対しては除灰及び屋内への配

備を実施する手順を整備する。 

凍結，高温及び降水に対して屋外

の可搬型重大事故等対処設備は，凍

結防止対策，高温防止対策及び防水

対策により，機能を損なわない設計

とする。 

生物学的事象に対して屋外の可搬

型重大事故等対処設備は，鳥類，昆

虫類，小動物及び水生植物の付着又

は侵入を考慮し，これら生物の侵入

を防止又は抑制できる設計とする。 

森林火災に対して屋外の可搬型重

大事故等対処設備は，防火帯の内側

に保管することにより，機能を損な

わない設計とする。また，森林火災

からの輻射強度の影響を考慮した場

合においても，離隔距離の確保等に

より，機能を損なわない設計とす

る。 

塩害に対して屋内の可搬型重大事

故等対処設備は，換気設備及び非管

理区域の換気空調設備の給気系への

除塩フィルタの設置により，重大事

故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。また，屋外の可搬

型重大事故等対処設備は，屋外施設

の塗装等による腐食防止対策又は絶

縁性の維持対策により，機能を損な

わない設計とする。 

航空機落下については，三沢対地

訓練区域で訓練飛行中の航空機が施

設に墜落することを想定した防護設

計の有無を踏まえた航空機落下確率

評価の結果，ＭＯＸ燃料加工施設へ

の航空機落下は考慮する必要がない

ことから，航空機落下に対して屋外

の可搬型重大事故等対処設備は，設

計上の考慮は不要とする。 

有毒ガスについては，ＭＯＸ燃料
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
雷設備で防護される範囲内に保管す

る又は構内接地網と連接した避雷設

備を有する建屋等に保管することに

より，重大事故等に対処するための

機能を損なわない設計とする。生物

学的事象に対して可搬型重大事故等

対処設備は，鳥類，昆虫類及び小動

物の侵入を考慮し，これら生物の侵

入を防止又は抑制することにより，

重大事故等に対処するための機能を

損なわない設計とする。森林火災に

対して可搬型重大事故等対処設備

は，防火帯の内側に保管することに

より，重大事故等に対処するための

機能を損なわない設計とする。ま

た，森林火災からの輻射強度の影響

を考慮した場合においても，離隔距

離の確保等により，可搬型重大事故

等対処設備の重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とす

る。塩害に対して屋内の可搬型重大

事故等対処設備は，換気設備及び非

管理区域の換気空調設備の給気系へ

の除塩フィルタの設置により，重大

事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。また，屋外の可

搬型重大事故等対処設備は，屋外施

設の塗装等による腐食防止対策又は

絶縁性の維持対策により，重大事故

等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。 

敷地内における化学物質の漏えい

に対して屋外の可搬型重大事故等対

処設備は，機能を損なわない高さへ

の設置，被液防護を行うことによ

り，重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。電磁的

障害に対して可搬型重大事故等対処

設備は，重大事故等時においても電

磁波により機能を損なわない設計と

する。 

周辺機器等からの影響について可

搬型重大事故等対処設備は，内部発

生飛散物に対して当該設備周辺機器

の回転機器の回転羽の損壊による飛

散物の影響を考慮し，影響を受けな

い位置へ保管することにより機能を

損なわない設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備は，同

時に発生する可能性のある再処理施

設における重大事故等による建屋外

加工施設周辺の固定施設で発生する

可能性のある有毒ガスとしては，六

ヶ所ウラン濃縮工場から漏えいする

六ふっ化ウランが加水分解して発生

するふっ化ウラニル及びふっ化水素

を考慮するが，重大事故等対処設備

が有毒ガスにより影響を受けること

はないことから，有毒ガスに対して

屋外の可搬型重大事故等対処設備

は，設計上の考慮は不要とする。 

敷地内における化学物質の漏えい

については，屋外の可搬型重大事故

等対処設備は，機能を損なわない高

さへの設置，被液防護を行うことに

より，機能を損なわない設計とす

る。 

近隣工場等の火災，爆発について

は，石油備蓄基地火災，再処理施設

の還元ガス製造建屋の水素ボンベ及

び低レベル廃棄物処理建屋のプロパ

ンボンベ庫のプロパンボンベの爆発

を考慮するが，石油備蓄基地火災の

影響は小さいこと，再処理施設の還

元ガス製造建屋及び低レベル廃棄物

処理建屋のプロパンボンベ庫からの

離隔距離が確保されていることか

ら，近隣工場等の火災，爆発に対し

て屋外の可搬型重大事故等対処設備

は，設計上の考慮は不要とする。 

地震に対して可搬型重大事故等対

処設備は，当該設備の落下防止，転

倒防止，固縛の措置を講ずる。ま

た，設計基準事故において想定した

条件より厳しい条件を要因とした外

的事象の地震に対して，地震を要因

とする重大事故等に対処するために

重大事故等時に機能を期待する可搬

型重大事故等対処設備は，「イ.

（ハ）（１）⑤地震を要因とする重

大事故等に対する施設の耐震設計」

に基づく設計とする。 

津波に対して可搬型重大事故等対

処設備は，「イ．（ロ）（６）津波

による損傷の防止」に基づく設計と

する。 

落雷に対して，全交流電源喪失を

要因とせずに発生する重大事故等に

対処する可搬型重大事故等対処設備

は，直撃雷を考慮した設計を行う。

直撃雷に対して，構内接地網と連接

した避雷設備で防護される範囲内に
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
の環境条件の影響を受けない設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保管する又は構内接地網と連接した

避雷設備を有する建屋等に保管する

ことにより，重大事故等に対処する

ための機能を損なわない設計とす

る。 

電磁的障害に対して可搬型重大事

故等対処設備は，重大事故等時にお

いても電磁波により，機能を損なわ

ない設計とする。 

周辺機器等からの影響について，

地震に対して可搬型重大事故等対処

設備は，当該設備周辺の機器等から

の波及的影響によって機能を損なわ

ない設計とする。また，当該設備周

辺の資機材の落下，転倒による損傷

を考慮して，当該設備周辺の資機材

の落下防止，転倒防止，固縛の措置

を行う。溢水◇4 想定する溢水量に対

して可搬型重大事故等対処設備は，

機能を損なわない高さへの設置又は

保管，被水防護を行う。溢水◇1 火災

に対して可搬型重大事故等対処設備

は，「イ.（ハ）（１）⑥可搬型重

大事故等対処設備の内部火災に対す

る防護方針」に基づく火災防護を行

う。内部発生飛散物に対して可搬型

重大事故等対処設備は，当該設備周

辺機器の回転機器の回転羽の損壊に

よる飛散物により設計基準事故に対

処するための設備の安全機能と同時

にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，位置的分散を図る。 

可搬型重大事故等対処設備は，同

時に発生する可能性のある再処理施

設における重大事故等による建屋外

の環境条件の影響を受けない設計と

する。 

(ｃ) 重大事故等時における環境条件 

重大事故等時の温度，圧力の影響

として，以下の条件を考慮しても機

能を喪失することはなく，必要な機

能を有効に発揮することができる設

計とする。重大事故等時の環境条件

は以下のとおり。重大事故等時にお

ける環境温度，環境圧力，湿度及び

放射線を添５第 29表に示す。 

ⅰ．閉じ込める機能の喪失に対処する

ための設備 

火災の発生による温度，圧力の上

昇を考慮し，以下を使用条件とす

る。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅰ) 温度 

グローブボックス内：16℃～450℃ 

工程室内     ：16℃～100℃ 

工程室外     ：５℃～45℃ 

(ⅱ) 圧力 

グローブボックス内：-400Pa～

600Pa 

工程室内     ：-160Pa～

200Pa 

工程室外     ：-100Pa～大気

圧 

(ｄ) 自然現象等による条件 

自然現象及び人為事象（故意によ

るものを除く。）に対しては以下に

示す条件において，機能を喪失する

ことはなく，必要な機能を有効に発

揮することができる設計とする。 

・地震については，「イ．（ロ）

（５）②重大事故等対処施設の耐

震設計」に基づく地震力を考慮す

る。また，設計基準事故において

想定した条件より厳しい条件を要

因とした外的事象の地震に対し

て，地震を要因とする重大事故等

に対処するために重大事故等時に

機能を期待する重大事故等対処設

備は，「イ．（ハ）（１）⑤地震

を要因とする重大事故等に対する

施設の耐震設計」に基づく地震力

を考慮する。 

・津波については，津波による影響

を受けない標高約 50ｍから約 55

ｍ及び海岸からの距離約４kmか

ら約５kmの位置に設置，保管す

ることから，設計上の考慮は不要

である。 

・風（台風）については，最大風速

41.7ｍ/s を考慮する。 

・竜巻については，最大風速 100ｍ

/s を考慮する。 

・凍結及び高温については，最低気

温（-15.7℃）及び最高気温

（34.7℃）を考慮する。 

・降水については，最大１時間降水

量（67.0mm）を考慮する。 

・積雪については，最深積雪量

（190cm）を考慮する。 

・落雷については，最大雷撃電流

（270kＡ）を考慮する。 

・火山の影響については，降下火砕

物の積載荷重として層厚 55cm，
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

密度 1.3g/㎥を，また，降下火砕

物の侵入による閉塞を考慮する。 

・生物学的事象については，鳥類，

昆虫類，小動物及び水生植物の付

着又は侵入を考慮する。 

・森林火災については，敷地周辺の

植生を考慮する。 

・塩害については，海塩粒子の飛来

を考慮するが，再処理事業所の敷

地は海岸から約４km 離れてお

り，また，短期的に影響を及ぼす

ものではなく，その影響は小さい

と考えられる。 

自然現象の組合せについては，風

（台風）及び積雪，積雪及び竜

巻，積雪及び火山の影響，積雪及

び地震，風（台風）及び火山の影

響，風（台風）及び地震を想定

し，屋外に設置する常設重大事故

等対処設備はその荷重を考慮す

る。 

・有毒ガスについては，ＭＯＸ燃料

加工施設周辺の固定施設で発生す

る可能性のある有毒ガスとして

は，六ヶ所ウラン濃縮工場から漏

えいする六ふっ化ウランが加水分

解して発生するふっ化ウラニル及

びふっ化水素を考慮するが，重大

事故等対処設備が有毒ガスにより

影響を受けることはない。 

・敷地内における化学物質の漏えい

については，再処理事業所内で運

搬する硝酸及び液体二酸化窒素の

屋外での運搬又は受入れ時の漏え

いを考慮する。重大事故等対処設

備が化学物質により影響を受ける

ことはないが，屋外の重大事故等

対処設備は保管に際して漏えいに

対する高さを考慮する。 

・電磁的障害については，電磁波の

影響を考慮する。 

・近隣工場等の火災，爆発について

は，石油備蓄基地火災，再処理施

設の還元ガス製造建屋の水素ボン

ベ及び低レベル廃棄物処理建屋の

プロパンボンベ庫のプロパンボン

ベの爆発を考慮するが，石油備蓄

基地火災の影響は小さいこと，再

処理施設の還元ガス製造建屋及び

低レベル廃棄物処理建屋のプロパ

ンボンベ庫からの離隔距離が確保
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(ｂ) 重大事故等対処設備の設置場所 

重大事故等対処設備は，想定され

る重大事故等が発生した場合におい

ても操作及び復旧作業に支障がない

ように，線量率の高くなるおそれの

少ない場所の選定，当該設備の設置

場所への遮蔽の設置等により当該設

備の設置場所で操作可能な設計，放

射線の影響を受けない異なる区画若

しくは離れた場所から遠隔で操作可

能な設計，又は遮蔽設備を有する緊

急時対策所及び再処理施設の中央制

御室で操作可能な設計とする。 

 

(ｃ) 可搬型重大事故等対処設備の設

置場所 

可搬型重大事故等対処設備は，想

定される重大事故等が発生した場合

においても設置及び常設設備との接

続に支障がないように，線量率の高

くなるおそれの少ない設置場所の選

定，当該設備の設置場所への遮蔽の

設置等により当該設備の設置場所で

操作可能な設計，遮蔽設備を有する

緊急時対策所及び再処理施設の中央

制御室で操作可能な設計により，当

該設備の設置及び常設設備との接続

が可能な設計とする。 

 

 

ｄ．操作性及び試験・検査性 

(ａ) 操作性の確保 

ⅰ．操作の確実性 

重大事故等対処設備は，想定され

る重大事故等が発生した場合におい

ても操作を確実なものとするため，

重大事故等における条件を考慮し，

操作する場所において操作が可能な

されていることから，重大事故等

対処設備が影響を受けることはな

い。 

・航空機落下については，三沢対地

訓練区域で訓練飛行中の航空機が

施設に墜落することを想定した防

護設計の有無を踏まえた航空機落

下確率評価の結果，ＭＯＸ燃料加

工施設への航空機落下は考慮する

必要がないことから，重大事故等

対処設備が航空機落下により影響

を受けることはない。 

 

ｂ．重大事故等対処設備の設置場所 

重大事故等対処設備は，想定され

る重大事故等が発生した場合におい

ても操作及び復旧作業に支障がない

ように，線量率の高くなるおそれの

少ない場所の選定，当該設備の設置

場所への遮蔽の設置，放射線防護具

類等により当該設備の設置場所で操

作可能な設計，放射線の影響を受け

ない異なる区画若しくは離れた場所

から遠隔で操作可能な設計，又は遮

蔽設備を有する緊急時対策所及び再

処理施設の中央制御室で操作可能な

設計とする。 

ｃ．可搬型重大事故等対処設備の設置

場所 

可搬型重大事故等対処設備は，想

定される重大事故等が発生した場合

においても設置及び常設設備との接

続に支障がないように，線量率の高

くなるおそれの少ない設置場所の選

定，当該設備の設置場所への遮蔽の

設置，放射線防護具類等により当該

設備の設置場所で操作可能な設計，

遮蔽設備を有する緊急時対策所及び

再処理施設の中央制御室で操作可能

な設計により，当該設備の設置及び

常設設備との接続が可能な設計とす

る。 

 

④ 操作性及び試験・検査性 

ａ．操作性の確保 

(ａ) 操作の確実性 

重大事故等対処設備は，想定され

る重大事故等が発生した場合におい

ても操作を確実なものとするため，

重大事故等時における環境条件を考

慮し，操作する場所において操作が
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設計とする。 

操作する全ての設備に対し，十分

な操作空間を確保するとともに，確

実な操作ができるよう，必要に応じ

て操作足場を設置する。また，防護

具，可搬型照明は重大事故等時に迅

速に使用できる場所に配備する。 

現場操作において工具を必要とす

る場合は，一般的に用いられる工具

又は専用の工具を用いて，確実に作

業ができる設計とする。工具は，作

業場所の近傍又はアクセスルートの

近傍に保管できる設計とする。可搬

型重大事故等対処設備は運搬・設置

が確実に行えるよう，人力又は車両

等による運搬，移動ができるととも

に，必要により設置場所にてアウト

リガの張出し又は輪留めによる固定

等が可能な設計とする。 

現場の操作スイッチは，非常時対

策組織要員の操作性を考慮した設計

とする。また，電源操作が必要な設

備は，感電防止のため露出した充電

部への近接防止を考慮した設計とす

る。 

現場において人力で操作を行う弁

等は，手動操作が可能な設計とす

る。 

現場での接続操作は，ボルト・ネ

ジ接続，フランジ接続又はより簡便

な接続方式等，接続方式を統一する

ことにより，速やかに，容易かつ確

実に接続が可能な設計とする。 

現場操作における誤操作防止のた

めに重大事故等対処設備には識別表

示を設置する設計とする。 

また，重大事故等に対処するため

に迅速な操作を必要とする機器は，

必要な時間内に操作できるように中

央監視室での操作が可能な設計とす

る。制御盤の操作器具は非常時対策

組織要員の操作性を考慮した設計と

する。 

想定される重大事故等において操

作する重大事故等対処設備のうち動

的機器は，その作動状態の確認が可

能な設計とする。 

ⅱ．系統の切替性 

重大事故等対処設備のうち本来の

用途（安全機能を有する施設として

の用途等）以外の用途として重大事

可能な設計とする。 

操作する全ての設備に対し，十分

な操作空間を確保するとともに，確

実な操作ができるよう，必要に応じ

て操作足場を設置する。また，防護

具，可搬型照明は重大事故等時に迅

速に使用できる場所に配備する。 

現場操作において工具を必要とす

る場合は，一般的に用いられる工具

又は専用の工具を用いて，確実に作

業ができる設計とする。工具は，作

業場所の近傍又はアクセスルートの

近傍に保管できる設計とする。可搬

型重大事故等対処設備は運搬・設置

が確実に行えるよう，人力又は車両

等による運搬，移動ができるととも

に，必要により設置場所にてアウト

リガの張出し又は輪留めによる固定

等が可能な設計とする。 

現場の操作スイッチは非常時対策

組織要員の操作性を考慮した設計と

する。また，電源操作が必要な設備

は，感電防止のため露出した充電部

への近接防止を考慮した設計とす

る。 

現場において人力で操作を行う弁

等は，手動操作が可能な設計とす

る。 

現場での接続操作は，ボルト･ネ

ジ接続，フランジ接続又はより簡便

な接続方式等，接続方式を統一する

ことにより，速やかに，容易かつ確

実に接続が可能な設計とする。 

現場操作における誤操作防止のた

めに重大事故等対処設備には識別表

示を設置する設計とする。 

また，重大事故等に対処するため

に迅速な操作を必要とする機器は，

必要な時間内に操作できるように中

央監視室での操作が可能な設計とす

る。制御盤の操作器具は非常時対策

組織要員の操作性を考慮した設計と

する。 

想定される重大事故等において操

作する重大事故等対処設備のうち動

的機器は，その作動状態の確認が可

能な設計とする。 

(ｂ) 系統の切替性 

重大事故等対処設備のうち本来の

用途（安全機能を有する施設として

の用途等）以外の用途として重大事
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故等に対処するために使用する設備

は，通常時に使用する系統から速や

かに切替操作が可能なように，系統

に必要な弁等を設ける設計とする。 

ⅲ．可搬型重大事故等対処設備の常設

設備との接続性 

可搬型重大事故等対処設備を常設

設備と接続するものについては，容

易かつ確実に接続でき，かつ，複数

の系統が相互に使用することができ

るよう，ケーブルはボルト・ネジ接

続又はより簡便な接続方式を用いる

設計とし，ダクト・ホースは口径並

びに内部流体の圧力及び温度等の特

性に応じたフランジ接続又はより簡

便な接続方式を用いる設計とする。

また，同一ポンプを接続するホース

は，流量に応じて口径を統一するこ

と等により，複数の系統での接続方

式を考慮した設計とする。 

ⅳ．再処理事業所内の屋外道路及び屋

内通路の確保 

想定される重大事故等が発生した

場合において，可搬型重大事故等対

処設備の保管場所から設置場所への

運搬及び接続場所への敷設，又は他

の設備の被害状況を把握するため，

再処理事業所内の屋外道路及び屋内

通路をアクセスルートとして以下の

設計により確保する。 

アクセスルートは，環境条件とし

て考慮した事象を含め，自然現象，

人為事象，溢水，火災を考慮して

も，運搬，移動に支障をきたすこと

のないよう，迂回路も考慮して複数

のアクセスルートを確保する。 

アクセスルートに対する自然現象

については，重大事故等時における

敷地及びその周辺での発生の可能

性，アクセスルートへの影響度，事

象進展速度や事象進展に対する時間

余裕の観点から，アクセスルートに

影響を与えるおそれがある事象とし

て，地震，津波（敷地に遡上する津

波を含む。），洪水，風（台風），

竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火

山の影響，生物学的事象及び森林火

災を選定する。 

 

 

 

故等に対処するために使用する設備

は，通常時に使用する系統から速や

かに切替操作が可能なように，系統

に必要な弁等を設ける設計とする。 

(ｃ) 可搬型重大事故等対処設備の常

設設備との接続性 

可搬型重大事故等対処設備を常設

設備と接続するものについては，容

易かつ確実に接続でき，かつ，複数

の系統が相互に使用することができ

るよう，ケーブルはボルト・ネジ接

続又はより簡便な接続方式を用いる

設計とし，ダクト・ホースは口径並

びに内部流体の圧力及び温度等の特

性に応じたフランジ接続又はより簡

便な接続方式を用いる設計とする。

また，同一ポンプを接続するホース

は，流量に応じて口径を統一するこ

と等により，複数の系統での接続方

式を考慮した設計とする。 

(ｄ) 再処理事業所内の屋外道路及び

屋内通路の確保 

想定される重大事故等が発生した

場合において，可搬型重大事故等対

処設備の保管場所から設置場所への

運搬及び接続場所への敷設，又は他

の設備の被害状況を把握するため，

再処理事業所内の屋外道路及び屋内

通路をアクセスルートとして以下の

設計により確保する。 

アクセスルートは，環境条件とし

て考慮した事象を含め，自然現象，

人為事象，溢水，火災を考慮して

も，運搬，移動に支障をきたすこと

のないよう，迂回路も考慮して複数

確保する。 

アクセスルートに対する自然現象

については，地震，津波（敷地に遡

上する津波を含む。）に加え，敷地

及びその周辺での発生実績の有無に

関わらず，国内外の基準や文献等に

基づき収集した洪水，風（台風），

竜巻，凍結，高温，降水，積雪，落

雷，地滑り，火山の影響，生物学的

事象，森林火災，塩害等の事象を考

慮する。その上で，これらの事象の

うち，重大事故等時における敷地及

びその周辺での発生の可能性，アク

セスルートへの影響度，事象進展速

度や事象進展に対する時間余裕の観

点から，アクセスルートに影響を与
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アクセスルートに対する人為事象

については，重大事故等時における

敷地及びその周辺での発生の可能

性，アクセスルートへの影響度，事

象進展速度や事象進展に対する時間

余裕の観点から，アクセスルートに

影響を与えるおそれのある事象とし

て選定する航空機落下，敷地内にお

ける化学物質の漏えい，電磁的障

害，近隣工場等の火災，爆発，ダム

の崩壊，船舶の衝突及び故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムに対して，迂回路も考慮した複数

のアクセスルートを確保する設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外のアクセスルートは，「ロ．

（ホ）（２）重大事故等対処施設の

耐震設計」にて考慮する地震の影響

（周辺構造物等の損壊，周辺斜面の

崩壊及び道路面のすべり），その他

自然現象による影響（風（台風）及

び竜巻による飛来物，積雪並びに火

山の影響）及び人為事象による影響

（航空機落下，爆発）を想定し，複

数のアクセスルートの中から状況を

確認し，早急に復旧可能なアクセス

ルートを確保するため，障害物を除

去可能なホイールローダを３台使用

えるおそれがある事象として，地

震，津波（敷地に遡上する津波を含

む。），洪水，風（台風），竜巻，

凍結，降水，積雪，落雷，火山の影

響，生物学的事象及び森林火災を選

定する。 

アクセスルートに対する人為事象

については，国内外の文献等から抽

出し，さらに事業許可基準規則の解

釈第９条に示される飛来物（航空機

落下），有毒ガス，敷地内における

化学物質の漏えい，電磁的障害，近

隣工場等の火災，爆発，ダムの崩

壊，船舶の衝突及び故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズムを

考慮する。その上で，これらの事象

のうち，重大事故等時における敷地

及びその周辺での発生の可能性，ア

クセスルートへの影響度，事象進展

速度や事象進展に対する時間余裕の

観点から，アクセスルートに影響を

与えるおそれのある事象として選定

する航空機落下，敷地内における化

学物質の漏えい，電磁的障害，近隣

工場等の火災，爆発，ダムの崩壊，

船舶の衝突及び故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムに対し

て，迂回路も考慮した複数のアクセ

スルートを確保する設計とする。 

なお，洪水，ダムの崩壊及び船舶

の衝突については立地的要因により

設計上考慮する必要はない。落雷及

び電磁的障害に対しては，道路面が

直接影響を受けることはないことか

らアクセスルートへの影響はない。

生物学的事象に対しては，容易に排

除可能なため，アクセスルートへの

影響はない。 

屋外のアクセスルートは，「イ．

（ロ）（５）②重大事故等対処施設

の耐震設計」にて考慮する地震の影

響（周辺構造物等の損壊，周辺斜面

の崩壊及び道路面のすべり），その

他自然現象による影響（風（台風）

及び竜巻による飛来物，積雪並びに

火山の影響）及び人為事象による影

響（航空機落下，爆発）を想定し，

複数のアクセスルートの中から状況

を確認し，早急に復旧可能なアクセ

スルートを確保するため，障害物を

除去可能なホイールローダを３台使
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する。ホイールローダは，必要数と

して３台に加え，予備として故障時

及び点検保守による待機除外時のバ

ックアップを４台，合計７台を保有

数とし，分散して保管する設計とす

る。 

屋外のアクセスルートは，地震に

よる屋外タンクからの溢水及び降水

に対しては，道路上への自然流下も

考慮した上で，通行への影響を受け

ない箇所に確保する設計とする。 

敷地外水源の取水場所及び取水場

所への屋外のアクセスルートに遡上

するおそれのある津波に対しては，

津波警報の解除後に対応を開始す

る。なお，津波警報の発令を確認時

にこれらの場所において対応中の場

合に備え，非常時対策組織要員及び

可搬型重大事故等対処設備を一時的

に退避する手順を整備する。 

屋外のアクセスルートは，「ロ．

（ホ）（２）重大事故等対処施設の

耐震設計」にて考慮する地震の影響

による周辺斜面の崩壊及び道路面の

すべりで崩壊土砂が広範囲に到達す

ることを想定した上で，ホイールロ

ーダにより崩壊箇所を復旧する又は

迂回路を確保する。また，不等沈下

等に伴う段差の発生が想定される箇

所においては，段差緩和対策を行う

設計とし，ホイールローダにより復

旧する。 

屋外のアクセスルートは，考慮す

べき自然現象のうち凍結及び積雪に

対して，道路については融雪剤を配

備し，車両についてはタイヤチェー

ン等を装着することにより通行性を

確保できる設計とする。敷地内にお

ける化学物質の漏えいに対しては，

必要に応じて薬品防護具の着用によ

り通行する。 

 

 

 

屋外のアクセスルートは，考慮す

べき自然現象及び人為事象のうち森

林火災及び近隣工場等の火災に対し

ては，消防車による初期消火活動を

行う手順を整備する。 

 

 

用する。ホイールローダは，必要数

として３台に加え，予備として故障

時及び点検保守による待機除外時の

バックアップを４台，合計７台を保

有数とし，分散して保管する設計と

する。 

屋外のアクセスルートは，地震に

よる屋外タンクからの溢水及び降水

に対しては，道路上への自然流下も

考慮した上で，通行への影響を受け

ない箇所に確保する設計とする。 

敷地外水源の取水場所及び取水場

所への屋外のアクセスルートに遡上

するおそれのある津波に対しては，

津波警報の解除後に対応を開始す

る。なお，津波警報の発令を確認時

にこれらの場所において対応中の場

合に備え，非常時対策組織要員及び

可搬型重大事故等対処設備を一時的

に退避する手順を整備する。 

屋外のアクセスルートは，「イ．

（ロ）（５）②重大事故等対処施設

の耐震設計」にて考慮する地震の影

響による周辺斜面の崩壊及び道路面

のすべりで崩壊土砂が広範囲に到達

することを想定した上で，ホイール

ローダにより崩壊箇所を復旧するか

又は迂回路を確保する。また，不等

沈下等に伴う段差の発生が想定され

る箇所においては，段差緩和対策を

行う設計とし，ホイールローダによ

り復旧する。 

屋外のアクセスルートは，考慮す

べき自然現象のうち凍結及び積雪に

対して，道路については融雪剤を配

備し，車両についてはタイヤチェー

ン等を装着することにより通行性を

確保できる設計とする。敷地内にお

ける化学物質の漏えいに対しては，

必要に応じて薬品防護具の着用によ

り通行する。なお，融雪剤の配備等

については，「添付書類七 ハ．

（イ）（１)②アクセスルートの確

保」に示す。 

屋外のアクセスルートは，考慮す

べき自然現象及び人為事象のうち森

林火災及び近隣工場等の火災に対し

ては，消防車による初期消火活動を

行う手順を整備する。 

大規模な自然災害又は故意による

大型航空機の衝突その他テロリズム
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屋内のアクセスルートは，「ロ．

（ホ）（２）重大事故等対処施設の

耐震設計」の地震を考慮した建屋等

に複数確保する設計とする。 

 

 

 

屋内のアクセスルートは，自然現

象及び人為事象として選定する風

（台風），竜巻，凍結，高温，降

水，積雪，落雷，火山の影響，生物

学的事象，森林火災，塩害，航空機

落下，敷地内における化学物質の漏

えい，近隣工場等の火災，爆発，有

毒ガス及び電磁的障害に対して，外

部からの衝撃による損傷の防止が図

られた建屋等内に確保する設計とす

る。 

屋内のアクセスルートにおいて

は，機器からの溢水に対してアクセ

スルートでの非常時対策組織要員の

安全を考慮した防護具を着用する。

また，地震時に通行が阻害されない

ように，アクセスルート上の資機材

の落下防止，転倒防止及び固縛の措

置並びに火災の発生防止対策を実施

する。 

 

屋外及び屋内のアクセスルートに

おいては，被ばくを考慮した放射線

防護具の配備を行い，移動時及び作

業時の状況に応じて着用する。ま

た，夜間及び停電時の確実な運搬や

移動のため可搬型照明を配備する。 

(ｂ) 試験・検査性 

重大事故等対処設備は，通常時に

おいて，重大事故等に対処するため

に必要な機能を確認するための試験

による大規模損壊時の消火活動等に

ついては，「添付書類七 ハ．

（ロ）大規模な自然災害又は故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロ

リズムへの対応における事項」に示

す。 

屋外のアクセスルートの地震発生

時における，火災の発生防止対策

（可燃物を収納した容器の固縛によ

る転倒防止）及び火災の拡大防止対

策（大量の可燃物を内包する変圧器

の防油堤の設置）については，「火

災防護計画」に定める。 

屋内のアクセスルートは，「イ．

（ロ）（５）②重大事故等対処施設

の耐震設計」の地震を考慮した建屋

等に複数確保する設計とする。 

屋内のアクセスルートは，津波に

対して立地的要因によりアクセスル

ートへの影響はない。 

屋内のアクセスルートは，風（台

風），竜巻，凍結，高温，降水，積

雪，落雷，火山の影響，生物学的事

象，森林火災，塩害，航空機落下，

敷地内における化学物質の漏えい，

近隣工場等の火災，爆発，有毒ガス

及び電磁的障害に対して，外部から

の衝撃による損傷の防止が図られた

建屋等内に確保する設計とする。 

 

 

屋内のアクセスルートにおいて

は，機器からの溢水に対してアクセ

スルートでの非常時対策組織要員の

安全を考慮した防護具を着用する。

また，地震時に通行が阻害されない

ように，アクセスルート上の資機材

の落下防止，転倒防止及び固縛の措

置並びに火災の発生防止対策を実施

する。万一通行が阻害される場合は

迂回する又は乗り越える。 

屋外及び屋内のアクセスルートに

おいては，被ばくを考慮した放射線

防護具の配備を行い，移動時及び作

業時の状況に応じて着用する。ま

た，夜間及び停電時の確実な運搬や

移動のため可搬型照明を配備する。 

ｂ．試験・検査性 

重大事故等対処設備は，通常時に

おいて，重大事故等に対処するため

に必要な機能を確認するための試験
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要求事項との対比表 第十二条 （加工施設内における溢水による損傷の防止）（51 / 59） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
又は検査並びに当該機能を健全に維

持するための保守及び修理が実施で

きるよう，機能・性能の確認，漏え

いの有無の確認，分解点検等ができ

る構造とする。 

試験又は検査は，使用前事業者検

査，定期事業者検査，自主検査等が

実施可能な設計とする。また，保守

及び修理は，維持活動としての点検

（日常の運転管理の活用を含

む。），取替え，保修等が実施可能

な設計とする。 

多重性を備えた系統及び機器にあ

っては，各々が独立して試験又は検

査並びに保守及び修理ができる設計

とする。 

構造・強度の確認又は内部構成部

品の確認が必要な設備は，原則とし

て分解・開放（非破壊検査を含

む。）が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｅ．地震を要因とする重大事故等に対

する施設の耐震設計 

(ａ) 地震を要因とする重大事故等に

対する施設の耐震設計の基本方針

溢水□1  

基準地震動を超える地震動に対し

て機能維持が必要な設備について

は，重大事故等対処施設及び安全機

能を有する施設の耐震設計における

設計方針を踏襲し，基準地震動の

1.2 倍の地震力に対して必要な機能

が損なわれるおそれがないことを目

的として，以下のとおり耐震設計を

行う。溢③c 

ⅰ．重大事故等の起因となる異常事象

の選定において基準地震動を 1.2 倍

した地震力を考慮する設備は，基準

地震動を 1.2 倍した地震力に対し

て，必要な機能が損なわれるおそれ

がないように設計する。溢水□1  

又は検査並びに当該機能を健全に維

持するための保守及び修理が実施で

きるよう，機能・性能の確認，漏え

いの有無の確認，分解点検等ができ

る構造とする。 

試験又は検査は，使用前事業者検

査，定期事業者検査，自主検査等が

実施可能な設計とする。また，保守

及び修理は，維持活動としての点検

（日常の運転管理の活用を含

む。），取替え，保修等が実施可能

な設計とする。 

多重性を備えた系統及び機器にあ

っては，各々が独立して試験又は検

査並びに保守及び修理ができる設計

とする。 

構造・強度の確認又は内部構成部

品の確認が必要な設備は，原則とし

て分解・開放（非破壊検査を含

む。）が可能な設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備のうち

点検保守による待機除外時のバック

アップが必要な設備については，点

検保守中に重大事故等が発生した場

合においても確実に対処できるよう

にするため，同時に点検保守を行う

個数を考慮した待機除外時のバック

アップを確保する。なお，点検保守

時には待機除外時のバックアップを

配備した上で点検保守を行うものと

する。 

⑤ 地震を要因とする重大事故等に対す

る施設の耐震設計 

ａ．地震を要因とする重大事故等に対

する施設の耐震設計の基本方針溢水

◇4  

基準地震動を超える地震動に対し

て機能維持が必要な設備について

は，重大事故等対処施設及び安全機

能を有する施設の耐震設計における

設計方針を踏襲し，基準地震動の

1.2 倍の地震力に対して必要な機能

が損なわれるおそれがないことを目

的として，以下のとおり耐震設計を

行う。 

(ａ) 重大事故等の起因となる異常事

象の選定において基準地震動を

1.2 倍した地震力を考慮する設備

は，基準地震動を 1.2 倍した地震

力に対して，必要な機能が損なわ

れるおそれがないように設計す
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要求事項との対比表 第十二条 （加工施設内における溢水による損傷の防止）（52 / 59） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

ⅱ．地震を要因として発生する重大事

故等に対処する重大事故等対処設備

は，基準地震動を 1.2 倍した地震力

に対して，重大事故等に対処するた

めに必要な機能が損なわれるおそれ

がないように設計する。溢③c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。 

(ｂ) 地震を要因として発生する重大

事故等に対処する重大事故等対処

設備は，基準地震動を 1.2 倍した

地震力に対して，重大事故等に対

処するために必要な機能が損なわ

れるおそれがないように設計す

る。溢水◇1  

ｂ．地震力の算定方法 

耐震設計に用いる地震力の算定方

法は，以下のとおり適用する。 

(ａ) 動的地震力 

地震を要因とする重大事故等に対

する施設は，「イ．（ロ）（５）①

ｄ.（ｂ）動的地震力」に示す基準

地震動を 1.2 倍とした地震力を適用

する。 

ｃ．荷重の組合せと許容限界 

荷重の組合せと許容限界は，以下

によるものとする。 

(ａ) 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を

以下に示す。 

ⅰ．建物・構築物 

(ⅰ) 通常時の状態 

「イ．（ロ）（５）①ｅ.（ａ）

i.（ⅰ）通常時の状態」を適用す

る。 

(ⅱ) 重大事故等時の状態 

ＭＯＸ燃料加工施設が，重大事故

に至るおそれがある事故又は重大事

故の状態で，重大事故等対処施設の

機能を必要とする状態。 

(ⅲ) 設計用自然条件 

「イ．（ロ）（５）①ｅ.（ａ）

i.（ⅱ）設計用自然条件」を適用す

る。 

ⅱ．機器・配管系 

(ⅰ) 通常時の状態 

「イ．（ロ）（５）①ｅ.（ａ）

ⅱ.（ⅰ）通常時の状態」を適用す

る。 

(ⅱ) 設計基準事故時の状態 

「イ．（ロ）（５）①ｅ.（ａ）

ⅱ.（ⅱ）設計基準事故時の状態」

を適用する。 

(ⅲ) 重大事故等時の状態 

ＭＯＸ燃料加工施設が，重大事故

に至るおそれがある事故又は重大事

故の状態で，重大事故等対処施設の

機能を必要とする状態。 
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要求事項との対比表 第十二条 （加工施設内における溢水による損傷の防止）（53 / 59） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｂ) 荷重の種類 

ⅰ．建物・構築物 

(ⅰ) ＭＯＸ燃料加工施設のおかれ

ている状態にかかわらず通常時

に作用している固定荷重，積載

荷重，土圧及び水圧 

(ⅱ) 重大事故等時の状態で施設に

作用する荷重 

(ⅲ) 積雪荷重及び風荷重 

通常時及び重大事故等時の状態で

施設に作用する荷重には，機器・配

管系から作用する荷重が含まれるも

のとし，地震力には，地震時土圧，

地震時水圧及び機器・配管系からの

反力が含まれるものとする。 

ⅱ．機器・配管系 

(ⅰ) 通常時に作用している荷重 

(ⅱ) 設計基準事故時の状態で施設

に作用する荷重 

(ⅲ) 重大事故等時の状態で施設に

作用する荷重 

各状態において施設に作用する荷

重には，通常時に作用している荷

重，すなわち自重等の固定荷重が含

まれるものとする。 

また，屋外に設置される施設につ

いては，建物・構築物に準ずる。 

(ｃ) 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せは，

以下によるものとする。 

ⅰ．建物・構築物 

(ⅰ) 重大事故の起因となる異常事

象の選定において基準地震動を

1.2 倍した地震力を考慮する設

備が設置される重大事故等対処

施設の建物・構築物について

は，通常時に作用している荷重

（固定荷重，積載荷重，土圧及

び水圧），積雪荷重及び風荷重

と基準地震動を 1.2 倍した地震

力を組み合わせる。 

(ⅱ) 地震を要因として発生する重

大事故等に対処する重大事故等

対処設備が設置される重大事故

等対処施設の建物・構築物につ

いては，通常時に作用している

荷重（固定荷重，積載荷重，土

圧及び水圧），積雪荷重及び風

荷重と基準地震動を 1.2 倍した

地震力とを組み合わせる。 

(ⅲ) 地震を要因として発生する重
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要求事項との対比表 第十二条 （加工施設内における溢水による損傷の防止）（54 / 59） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大事故等に対処する重大事故等

対処設備が設置される重大事故

等対処施設の建物・構築物につ

いて，通常時に作用している荷

重（固定荷重，積載荷重，土圧

及び水圧），積雪荷重，風荷重

及び重大事故等時の状態で施設

に作用する荷重は，その事故事

象の発生確率，継続時間及び地

震動の年超過確率の関係を踏ま

え，適切な地震力（基準地震動

又は弾性設計用地震動による地

震力）と組み合わせる。この組

合せについては，事故事象の発

生確率，継続時間及び地震動の

年超過確率の積等を考慮し，工

学的，総合的に勘案の上設定す

る。なお，継続時間については

対策の成立性も考慮した上で設

定する。 

なお，通常時に作用している

荷重のうち，土圧及び水圧につ

いて，基準地震動による地震

力，弾性設計用地震動による地

震力と組み合わせる場合は，当

該地震時の土圧及び水圧とす

る。 

ⅱ．機器・配管系 

(ⅰ) 重大事故の起因となる異常事

象の選定において基準地震動を

1.2 倍した地震力を考慮する設

備に係る機器・配管系について

は，通常時に作用している荷重

と基準地震動を 1.2 倍した地震

力とを組み合わせる。 

(ⅱ) 地震を要因として発生する重

大事故等に対処する重大事故等

対処設備に係る機器・配管系に

ついては，通常時に作用してい

る荷重と基準地震動を 1.2 倍し

た地震力とを組み合わせる。 

(ⅲ) 地震を要因として発生する重

大事故等に対処する重大事故等

対処設備に係る機器・配管系に

ついて，通常時に作用している

荷重，設計基準事故時の状態及

び重大事故等時の状態で施設に

作用する荷重は，その事故事象

の発生確率，継続時間及び地震

動の年超過確率の関係を踏ま

え，適切な地震力（基準地震動
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

又は弾性設計用地震動による地

震力）と組み合わせる。この組

合せについては，事故事象の発

生確率，継続時間及び地震動の

年超過確率の積等を考慮し，工

学的，総合的に勘案の上設定す

る。なお，継続時間については

対策の成立性も考慮した上で設

定する。 

なお，屋外に設置される施設

については，建物・構築物と同

様に積雪荷重及び風荷重を組み

合わせる。 

ⅲ．荷重の組合せ上の留意事項 

(ⅰ) ある荷重の組合せ状態での評

価が，その他の荷重の組合せ状

態と比較して明らかに厳しいこ

とが判明している場合には，そ

の他の荷重の組合せ状態での評

価は行わないことがある。 

(ⅱ) 重大事故等対処施設を支持す

る建物・構築物の当該部分の支

持機能を確認する場合において

は，支持される施設の設備分類

に応じた地震力と通常時に作用

している荷重及びその他必要な

荷重とを組み合わせる。 

(ⅲ) 積雪荷重については，屋外に

設置されている施設のうち，積

雪による受圧面積が小さい施設

や，通常時に作用している荷重

に対して積雪荷重の割合が無視

できる施設を除き，地震力との

組み合わせを考慮する。 

(ⅳ) 風荷重については，屋外の直

接風を受ける場所に設置されて

いる施設のうち，風荷重の影響

が地震荷重と比べて相対的に無

視できないような構造，形状及

び仕様の施設においては，地震

力との組み合わせを考慮する。 

(ⅴ) 重大事故等の状態で施設に作

用する荷重は，「イ.（ハ）

（１）③ａ.（ｃ）重大事故等

時における環境条件」に示す条

件を考慮する。 

(ｄ) 許容限界 

地震力と他の荷重とを組み合わせ

た状態に対する許容限界は，以下の

とおりとする。 

ⅰ．重大事故の起因となる異常事象の
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選定において基準地震動を 1.2 倍し

た地震力を考慮する設備 

露出したＭＯＸ粉末を取り扱い，

さらに火災源を有するグローブボッ

クスはパネルにき裂や破損が生じな

いこと及び転倒しないこと。当該グ

ローブボックスの内装機器の落下・

転倒防止機能の確保に当たっては，

放射性物質（固体）の閉じ込めバウ

ンダリを構成する容器等を保持する

設備の破損により，容器等が落下又

は転倒しないこと。 

上記の各機能について，基準地震

動の 1.2 倍の地震力に対し，「イ.

（ロ）（５）①ｅ.（ｄ）ⅰ．

（ｉ）(ⅰ)-１基準地震動による地

震力との組合せに対する許容限界」

にて確認した上で，それ以外を適用

する場合は各機能が維持できること

を個別に示す。 

地震に対して各設備が保持する安

全機能を添５第 30表に示す。 

ⅱ．地震を要因として発生する重大事

故等に対処する重大事故等対処設備 

地震を要因として発生する重大事

故等の対処に必要な常設重大事故等

対処設備は，基準地震動の 1.2 倍の

地震力に対し，「イ.（ロ）（５）

①ｄ.（ｄ）ⅰ．（ｉ）(ⅰ)-１基準

地震動による地震力との組合せに対

する許容限界」にて確認した上で，

それ以外を適用する場合は，設備の

き裂や破損等に対する放出経路の維

持等，重大事故等の対処に必要な機

能が維持できることを個別に示す。 

対象設備は，添５第 28表に示す重

大事故等の要因事象のうち，外的事象

に係る常設重大事故等対処設備に示

す。 

ⅲ．ⅰ．及びⅱ．に示す設備を設置す

る建物・構築物 

ⅰ．及びⅱ．に示す設備を設置す

る建物・構築物は，基準地震動を

1.2 倍した地震力に対する建物・構

築物全体としての変形能力につい

て，「イ.（ロ）（５）①ｄ.（ｄ）

ⅰ．（ｉ）(ⅰ)-１基準地震動によ

る地震力との組合せに対する許容限

界」の許容限界を適用する。 

ｄ．可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，各
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要求事項との対比表 第十二条 （加工施設内における溢水による損傷の防止）（57 / 59） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｆ．可搬型重大事故等対処設備の内部

火災に対する防護方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ａ) 可搬型重大事故等対処設備の火

災発生防止 

可搬型重大事故等対処設備を保管

する建屋内，建屋近傍，外部保管エ

リアは，発火性物質又は引火性物質

を内包する設備に対する火災発生防

止を講ずるとともに，発火源に対す

る対策，水素に対する換気及び漏え

い検出対策及び接地対策，並びに電

気系統の過電流による過熱及び焼損

の防止対策を講ずる設計とする。 

(ｂ) 不燃性又は難燃性材料の使用 

可搬型重大事故等対処設備は，可

能な限り不燃性材料又は難燃性材料

を使用する設計とし，不燃性材料又

は難燃性材料の使用が技術上困難な

場合は，代替材料を使用する設計と

する。また，代替材料の使用が技術

上困難な場合は，当該可搬型重大事

故等対処設備における火災に起因し

て，他の可搬型重大事故等対処設備

の火災が発生することを防止するた

保管場所における基準地震動を 1.2

倍した地震力に対して，転倒しない

よう固縛等の措置を講ずるととも

に，動的機器については加振試験等

により重大事故等の対処に必要な機

能が損なわれないことを確認する。

また，ホース等の静的機器は，複数

の保管場所に分散して保管すること

により，地震により重大事故等の対

処に必要な機能が損なわれないこと

を確認する。 

対象設備は，添５第 28表に示す

重大事故等の要因事象のうち，外的

事象に係る可搬型重大事故等対処設

備に示す。 

⑥ 可搬型重大事故等対処設備の内部火

災に対する防護方針 

可搬型重大事故等対処設備は，事業

許可基準規則の第 27 条第３項第六号

にて，共通要因によって設計基準事故

に対処するための設備の安全機能又は

常設重大事故等対処設備の重大事故等

に対処するために必要な機能と同時に

その重大事故等に対処するために必要

な機能が損なわれることがないことを

求められている。 

ＭＯＸ燃料加工施設の可搬型重大事

故等対処設備の内部火災に対する防護

方針を以下に示す。 

ａ．可搬型重大事故等対処設備の火災

発生防止 

可搬型重大事故等対処設備を保管

する建屋内，建屋近傍，外部保管エ

リアは，発火性物質又は引火性物質

を内包する設備に対する火災発生防

止を講ずるとともに，発火源に対す

る対策，水素に対する換気及び漏え

い検出対策及び接地対策，並びに電

気系統の過電流による過熱及び焼損

の防止対策を講ずる設計とする。 

ｂ．不燃性又は難燃性材料の使用 

可搬型重大事故等対処設備は，可

能な限り不燃性材料又は難燃性材料

を使用する設計とし，不燃性材料又

は難燃性材料の使用が技術上困難な

場合は，代替材料を使用する設計と

する。また，代替材料の使用が技術

上困難な場合は，当該可搬型重大事

故等対処設備における火災に起因し

て，他の可搬型重大事故等対処設備

の火災が発生することを防止するた
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要求事項との対比表 第十二条 （加工施設内における溢水による損傷の防止）（58 / 59） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
めの措置を講ずる設計とする。 

(ｃ) 落雷，地震等の自然現象による

火災の発生防止 

敷地及びその周辺での発生の可能

性，可搬型重大事故等対処設備への

影響度，事象進展速度や事象進展に

対する時間余裕の観点から，重大事

故等時に可搬型重大事故等対処設備

に影響を与えるおそれがある事象と

して，地震，津波，風（台風），竜

巻，凍結，高温，降水，積雪，落

雷，火山の影響，生物学的事象，森

林火災及び塩害を選定する。 

風（台風），竜巻及び森林火災

は，それぞれの事象に対して重大事

故等に対処するために必要な機能を

損なうことのないように，自然現象

から防護する設計とすることで，火

災の発生を防止する。 

生物学的事象のうちネズミ等の小

動物の影響に対しては，侵入防止対

策によって影響を受けない設計とす

る。 

津波，凍結，高温，降水，積雪，

生物学的事象及び塩害は，発火源と

なり得る自然現象ではなく，火山の

影響についても，火山からＭＯＸ燃

料加工施設に到達するまでに降下火

砕物が冷却されることを考慮する

と，発火源となり得る自然現象では

ない。 

したがって，ＭＯＸ燃料加工施設

で火災を発生させるおそれのある自

然現象として，落雷，地震，竜巻

（風（台風）を含む）及び森林火災

によって火災が発生しないように，

火災防護対策を講ずる設計とする。 

(ｄ) 早期の火災感知及び消火 

火災の感知及び消火については，

可搬型重大事故等対処設備に対する

火災の影響を限定し，早期の火災感

知及び消火を行うための火災感知設

備及び消火設備を設置する設計とす

る。 

可搬型重大事故等対処設備に影響

を及ぼすおそれのある火災を早期に

感知するとともに，火災の発生場所

を特定するために，固有の信号を発

する異なる種類の火災感知器又は同

等の機能を有する機器を組み合わせ

て設置する設計とする。 

めの措置を講ずる設計とする。 

ｃ．落雷，地震等の自然現象による火

災の発生防止 

敷地及びその周辺での発生の可能

性，可搬型重大事故等対処設備への

影響度，事象進展速度や事象進展に

対する時間余裕の観点から，重大事

故等時に可搬型重大事故等対処設備

に影響を与えるおそれがある事象と

して，地震，津波，風（台風），竜

巻，凍結，高温，降水，積雪，落

雷，火山の影響，生物学的事象，森

林火災及び塩害を選定する。 

風（台風），竜巻及び森林火災

は，それぞれの事象に対して重大事

故等に対処するために必要な機能を

損なうことのないように，自然現象

から防護する設計とすることで，火

災の発生を防止する。 

生物学的事象のうちネズミ等の小

動物の影響に対しては，侵入防止対

策によって影響を受けない設計とす

る。 

津波，凍結，高温，降水，積雪，

生物学的事象及び塩害は，発火源と

なり得る自然現象ではなく，火山の

影響についても，火山からＭＯＸ燃

料加工施設に到達するまでに降下火

砕物が冷却されることを考慮する

と，発火源となり得る自然現象では

ない。 

したがって，ＭＯＸ燃料加工施設

で火災を発生させるおそれのある自

然現象として，落雷，地震，竜巻

（風（台風）を含む）及び森林火災

によって火災が発生しないように，

火災防護対策を講ずる設計とする。 

ｄ．早期の火災感知及び消火 

火災の感知及び消火については，

可搬型重大事故等対処設備に対する

火災の影響を限定し，早期の火災感

知及び消火を行うための火災感知設

備及び消火設備を設置する設計とす

る。 

可搬型重大事故等対処設備に影響

を及ぼすおそれのある火災を早期に

感知するとともに，火災の発生場所

を特定するために，固有の信号を発

する異なる種類の火災感知器又は同

等の機能を有する機器を組み合わせ

て設置する設計とする。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉工認 基本設計方針 備考 
消火設備のうち消火栓，消火器等

は，火災の二次的影響が重大事故等

対処設備に及ばないよう適切に配置

する設計とする。 

消火設備は，可燃性物質の性状を

踏まえ，想定される火災の性質に応

じた容量の消火剤を備える設計とす

る。 

火災時の消火活動のため，大型化

学高所放水車，消防ポンプ付水槽車

及び化学粉末消防車を配備する設計

とする。 

重大事故等への対処を行う屋内の

アクセスルートには，重大事故等が

発生した場合のアクセスルート上の

火災に対して初期消火活動ができる

よう消火器を配備し，初期消火活動

ができる手順を整備する。 

可搬型重大事故等対処設備の保管

場所のうち，火災発生時の煙又は放

射線の影響により消火活動が困難と

なるところには，固定式消火設備を

設置することにより，消火活動が可

能な設計とする。 

消火設備の現場盤操作等に必要な

照明器具として，蓄電池を内蔵した

照明器具を設置する。 

(ｅ) 火災感知設備及び消火設備に対

する自然現象の考慮 

火災感知設備及び消火設備は，地

震等の自然現象によっても，火災感

知及び消火の機能，性能が維持され

るよう，凍結，風水害，地震時の地

盤変位を考慮した設計とする。溢水

□1  

 

消火設備のうち消火栓，消火器等

は，火災の二次的影響が重大事故等

対処設備に及ばないよう適切に配置

する設計とする。 

消火設備は，可燃性物質の性状を

踏まえ，想定される火災の性質に応

じた容量の消火剤を備える設計とす

る。 

火災時の消火活動のため，大型化

学高所放水車，消防ポンプ付水槽車

及び化学粉末消防車を配備する設計

とする。 

重大事故等への対処を行う屋内の

アクセスルートには，重大事故等が

発生した場合のアクセスルート上の

火災に対して初期消火活動ができる

よう消火器を配備し，初期消火活動

ができる手順を整備する。 

可搬型重大事故等対処設備の保管

場所のうち，火災発生時の煙又は放

射線の影響により消火活動が困難と

なるところには，固定式消火設備を

設置することにより，消火活動が可

能な設計とする。 

消火設備の現場盤操作等に必要な

照明器具として，蓄電池を内蔵した

照明器具を設置する。 

ｅ．火災感知設備及び消火設備に対す

る自然現象の考慮 

火災感知設備及び消火設備は，地

震等の自然現象によっても，火災感

知及び消火の機能，性能が維持され

るよう，凍結，風水害，地震時の地

盤変位を考慮した設計とする。溢水

◇4  
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様式−７を⽤いた発電炉との記載の⽐較＜要求事項との対⽐表＞（外部衝撃 ⽕⼭） 添付−４（１）

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
第1回

説明対象
第1回申請対象設備 第1回申請　仕様表 第1回申請　添付書類

第２Ｇｒ
（2項変更②）

第２Ｇｒ
（1項新規➀）

第３Ｇｒ
（2項変更③）

第３Ｇｒ
（1項新規②）

第４Ｇｒ
（2項変更④）

第４Ｇｒ
（1項新規③）

1

d.　火山
安全機能を有する施設は，MOX燃料加工施設の運用期間中においてMOX燃料加工施設の安全機能に
影響を及ぼし得る火山事象として，事業許可(変更許可)を受けた降下火砕物の特性を設定し，そ
の降下火砕物が発生した場合においても，安全機能を損なわない設計とする。
降下火砕物から防護する施設(以下「降下火砕物防護対象施設」という。)としては，安全評価上
その機能を期待する構築物，系統及び機器を漏れなく抽出する観点から，安全上重要な機能を有
する構築物，系統及び機器を抽出し，降下火砕物により臨界防止及び閉じ込め等の安全機能を損
なわないよう機械的強度を有すること等により，安全機能を損なわない設計とする。
上記に含まれない安全機能を有する施設については，降下火砕物に対して機能を維持すること若
しくは降下火砕物による損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障
がない期間での修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，その安全機能を損
なわない設計とする。
重大事故等対処設備は，「8.1.5   環境条件等」を考慮した設計とする。
また，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な
施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，火山の影響による損傷
を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理等の対応
を行うこと，関連する工程の停止等又はそれらを適切に組み合わせることで，重大事故等に対処
するための機能を損なわない設計とする。

基本方針 基本方針
基本方針
対象選定

〇 基本方針 －

Ⅴ-1-1-1　加工施設の自然現象等による損傷の防止に関す
る説明書
Ⅴ-1-1-1-3-1　火山への配慮に関する基本方針
Ⅴ-1-1-1-3-2 設計対象施設及び降下火砕物の影響を考慮す
る施設の選定

－ － －

2

なお，定期的に新知見の確認を行い，新知見が得られた場合に評価する手順を整備することを保
安規定に定める。

運用要求
施設共通　基本
設計方針

基本方針 〇

【施設共通　基本設計方針】
降下火砕物
層厚55cm，密度1.3g/cm３（湿潤状態）

【施設共通　基本設計方針】
火山活動のモニタリング

－
Ⅴ-1-1-1　加工施設の自然現象等による損傷の防止に関す
る説明書
Ⅴ-1-1-1-3-1　火山への配慮に関する基本方針

－ － － － － －

3

(a)　防護設計における降下火砕物の特性の設定
設計に用いる降下火砕物は事業許可(変更許可)を受けた層厚55cm，密度1.3g/cm3(湿潤状態)と設
定する。 定義 基本方針 基本条件 〇

【施設共通　基本設計方針】
降下火砕物
層厚55cm，密度1.3g/cm３（湿潤状態）

－
Ⅴ-1-1-1　加工施設の自然現象等による損傷の防止に関す
る説明書
Ⅴ-1-1-1-3-1　火山への配慮に関する基本方針

－ － － － － －

4

(b)　降下火砕物に対する防護対策
降下火砕物防護対象施設は，降下火砕物による直接的影響及び間接的影響に対して，以下の適切
な措置を講ずることで安全機能を損なわない設計とする。
なお，粒子の衝撃荷重による影響については，竜巻の設計飛来物の影響に包絡される。

基本方針 基本方針 基本方針 〇 基本方針 －
Ⅴ-1-1-1　加工施設の自然現象等による損傷の防止に関す
る説明書
Ⅴ-1-1-1-3-1　火山への配慮に関する基本方針

－ － － － － －

5

イ. 直接的影響に対する設計方針
(イ)構造物への静的負荷
降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃料加工建屋は，設計荷重(火山)の影響により，
安全機能を損なわない設計とする。

基本方針 基本方針 基本方針 〇 燃料加工建屋
種類（主要構造）
主要寸法
主要材料

Ⅴ-1-1-1　加工施設の自然現象等による損傷の防止に関す
る説明書
Ⅴ-1-1-1-3-1　火山への配慮に関する基本方針
Ⅴ-1-1-1-3-3 設計対処施設及び降下火砕物の影響を考慮す
る施設の設計方針

Ⅳ-3　火山への配慮が必要な施設の強度に関する説明書
Ⅳ-3-1 火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針
Ⅳ-3-2 火山への配慮が必要な施設の強度計算書
Ⅳ-3-2-1-1　火山への配慮が必要な施設を収納する建屋の
強度計算書（燃料加工建屋）
2.2 構造概要
2.3 評価方針
3.1 評価対象部位
4.1 鉛直荷重に対する強度評価結果
4.2 水平荷重に対する強度評価結果

－ － － － － －

6

降下火砕物に対する防護設計を行うために，降下火砕物を湿潤状態とした場合における荷重，
個々の施設に通常時に作用している荷重，運転時荷重及び火山と同時に発生し得る自然現象によ
る荷重を組み合わせた荷重(以下「設計荷重(火山)」という。)を設定する。
また，火山と同時に発生し得る自然現象による荷重については，火山と同時に発生し得る自然現
象が与える影響を踏まえた検討により，風(台風)及び積雪による荷重を考慮する。
なお，組み合わせる積雪深は150cmとする。

定義 基本方針 基本方針 〇

7

降下火砕物防護対象施設は全て燃料加工建屋に収納し，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋
である燃料加工建屋は，当該施設に要求される機能に応じて適切な許容荷重を設定し，設計荷重
(火山)に対して安全余裕を有することにより，構造健全性を失わず，安全機能を損なわない設計
とする。

評価要求 燃料加工建屋

設計方針
評価条件
評価方法

評価（強度計算）

〇

8

なお，降下火砕物が長期的に堆積しないよう当該施設に堆積する降下火砕物を除去する手順を整
備することを保安規定に定めることから，降下火砕物による荷重を短期に生じる荷重として扱
う。 運用要求

施設共通　基本
設計方針

設計方針 〇
【施設共通　基本設計方針】
降下火砕物の除去

－

Ⅴ-1-1-1　加工施設の自然現象等による損傷の防止に関す
る説明書
Ⅴ-1-1-1-3-1　火山への配慮に関する基本方針
Ⅴ-1-1-1-3-3 設計対処施設及び降下火砕物の影響を考慮す
る施設の設計方針

－ － － － － －

9

建屋内の重大事故等対処設備については，環境条件を考慮して降下火砕物による短期的な荷重に
より機能を損なわないように，降下火砕物による組合せを考慮した荷重に対し安全裕度を有する
建屋内に設置する設計とする。

評価要求

緊急時対策建屋
第1保管庫・貯
水槽
第2保管庫・貯
水槽

設計方針
評価条件
評価方法

評価（強度計算）

－ － － － －

工程室排気設備
グローブボックス排気設備
等

一次混合設備
　予備混合装置GB　等

工程室放射線計測設備
　可搬型ダストサンプラ

火災防護設備

－

所内電源設備（電気設備）
　情報連絡用可搬型発電機

拡散抑制設備
　可搬型放水砲流量計　等

10

屋外の重大事故等対処設備については，環境条件を考慮して降下火砕物による荷重により機能を
損なわないよう，降下火砕物を除去することにより，重大事故等対処設備の重大事故等に対処す
るために必要な機能が損なわない設計とする。

運用要求
施設共通　基本
設計方針

－ － － － － － － － －
【施設共通　基本設計方針】
降下火砕物の除去

11

なお，屋外の重大事故等対処設備に堆積する降下火砕物を適切に除去する手順を整備することを
保安規定に定める。 運用要求

施設共通　基本
設計方針

－ － － － － － － － － 施設共通　基本設計方針

12

(ロ)閉塞
換気系，電気系及び計装制御系に対する機械的影響（閉塞）に対して降下火砕物が侵入し難い設
計とする。

基本方針 基本方針 〇 燃料加工建屋 －

Ⅴ-1-1-1　加工施設の自然現象等による損傷の防止に関す
る説明書
Ⅴ-1-1-1-3-1　火山への配慮に関する基本方針
Ⅴ-1-1-1-3-3　設計対処施設及び降下火砕物の影響を考慮
する施設の設計方針
5.2 換気系，電気系及び計装制御系における閉塞を考慮す
る施設

Ⅴ-2-2-1　燃料加工建屋の平面図及び断面図
第2.2.1.9図　燃料加工建屋B-B断面図

－ － － － － －

設計方針
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様式−７を⽤いた発電炉との記載の⽐較＜要求事項との対⽐表＞（外部衝撃 ⽕⼭） 添付−４（１）

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
第1回

説明対象
第1回申請対象設備 第1回申請　仕様表 第1回申請　添付書類

第２Ｇｒ
（2項変更②）

第２Ｇｒ
（1項新規➀）

第３Ｇｒ
（2項変更③）

第３Ｇｒ
（1項新規②）

第４Ｇｒ
（2項変更④）

第４Ｇｒ
（1項新規③）

13

ⅰ． 換気系，電気系及び計装制御系に対する機械的影響(閉塞)
降下火砕物防護対象施設は全て燃料加工建屋に収納し，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋
である燃料加工建屋は，外気取入口に防雪フードを設け，降下火砕物が侵入し難い構造とする。

設置要求 燃料加工建屋 〇 燃料加工建屋 －

Ⅴ-1-1-1　加工施設の自然現象等による損傷の防止に関す
る説明書
Ⅴ-1-1-1-3-1　火山への配慮に関する基本方針
Ⅴ-1-1-1-3-3　設計対処施設及び降下火砕物の影響を考慮
する施設の設計方針
5.2 換気系，電気系及び計装制御系における閉塞を考慮す
る施設

Ⅴ-2-2-1　燃料加工建屋の平面図及び断面図
第2.2.1.9図　燃料加工建屋B-B断面図

設計方針（評価方針）
評価
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様式−７を⽤いた発電炉との記載の⽐較＜要求事項との対⽐表＞（外部衝撃 ⽕⼭） 添付−４（１）

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
第1回

説明対象
第1回申請対象設備 第1回申請　仕様表 第1回申請　添付書類

第２Ｇｒ
（2項変更②）

第２Ｇｒ
（1項新規➀）

第３Ｇｒ
（2項変更③）

第３Ｇｒ
（1項新規②）

第４Ｇｒ
（2項変更④）

第４Ｇｒ
（1項新規③）

14

降下火砕物が取り込まれたとしても，降下火砕物防護対象施設については，気体廃棄物の廃棄設
備の給気設備及び非管理区域換気空調設備の給気系に，プレフィルタ，除塩フィルタ及び高性能
エアフィルタ若しくはプレフィルタ及び除塩フィルタを設置し，建屋内部への降下火砕物の侵入
を防止することにより，安全機能を損なわない設計とする。 機能要求①

気体廃棄物の廃
棄設備の給気設
備
非管理区域換気
空調設備

－ － － － －
給気設備，非管理区域換気空調設
備

－ － － －

15

降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設である非常用所内電源設備の非常用
発電機は，燃料加工建屋の外気取入口に防雪フードを設けることで降下火砕物が侵入し難い構造
とする。

設置要求 燃料加工建屋 〇 燃料加工建屋 －

Ⅴ-1-1-1　加工施設の自然現象等による損傷の防止に関す
る説明書
Ⅴ-1-1-1-3-1　火山への配慮に関する基本方針
Ⅴ-1-1-1-3-3　設計対処施設及び降下火砕物の影響を考慮
する施設の設計方針
5.2 換気系，電気系及び計装制御系における閉塞を考慮す
る施設

－ － － － － －

16

降下火砕物が取り込まれたとしても，設備内部への降下火砕物の侵入を防止するため，非常用発
電機の給気系統には，プレフィルタ及び除塩フィルタ若しくは高性能エアフィルタを設置するこ
とにより，安全機能を損なわない設計とする。

機能要求①
非常用所内電源
設備の非常用発
電機

－ － － － － 非常用発電機 － － － －

17
なお，非常用所内電源設備の非常用発電機に対する降下火砕物用フィルタの追加設置，フィルタ
類の交換又は清掃並びに換気設備の停止による降下火砕物を適切に除去する手順を整備すること
を保安規定に定める。

運用要求
施設共通　基本
設計方針

設計方針 － － － － － 施設共通　基本設計方針 － － － －

18

建屋内の重大事故等対処設備については，設置する建屋等に対し降下火砕物が侵入し難い構造と
することで，機能を損なわない設計とする。

設置要求
評価要求

建屋に収納され
る重大事故等対
処設備

設計方針（評価方針）
評価

－ － － － －
工程室排気設備
グローブボックス排気設備
等

－ － － －

19

重大事故等対処設備のうち，屋外で使用する外気を取り入れる設備は，設備の建屋内への事前配
備の手順を整備することを保安規定に定める。

運用要求
施設共通　基本
設計方針

設計方針 － － － － － － － － －
環境モニタリング用可搬型発電
機，可搬型発電機等

20

(ハ)磨耗
換気系，電気系及び計装制御系に対する機械的影響(磨耗)に対して磨耗し難い設計とする。

基本方針 基本方針 〇 燃料加工建屋 －

Ⅴ-1-1-1　加工施設の自然現象等による損傷の防止に関す
る説明書
Ⅴ-1-1-1-3-1　火山への配慮に関する基本方針
Ⅴ-1-1-1-3-3　設計対処施設及び降下火砕物の影響を考慮
する施設の設計方針
5.3 換気系，電気系及び計装制御系における磨耗を考慮す
る施設

Ⅴ-2-2-1　燃料加工建屋の平面図及び断面図
第2.2.1.9図　燃料加工建屋B-B断面図

－ － － － － －

21

ⅰ． 換気系，電気系及び計装制御系に対する機械的影響(磨耗)
降下火砕物防護対象施設は全て燃料加工建屋に収納し，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋
である燃料加工建屋は，外気取入口に防雪フードを設け，降下火砕物が侵入し難い構造とし，磨
耗し難い設計とする。

設置要求 燃料加工建屋 〇 燃料加工建屋 －

Ⅴ-1-1-1　加工施設の自然現象等による損傷の防止に関す
る説明書
Ⅴ-1-1-1-3-1　火山への配慮に関する基本方針
Ⅴ-1-1-1-3-3　設計対処施設及び降下火砕物の影響を考慮
する施設の設計方針
5.3 換気系，電気系及び計装制御系における磨耗を考慮す
る施設

Ⅴ-2-2-1　燃料加工建屋の平面図及び断面図
第2.2.1.9図　燃料加工建屋B-B断面図

22

降下火砕物が取り込まれたとしても，降下火砕物防護対象施設については，気体廃棄物の廃棄設
備の給気設備及び非管理区域換気空調設備の給気系に，プレフィルタ，除塩フィルタ及び高性能
エアフィルタ若しくはプレフィルタ及び除塩フィルタを設置し，建屋内部への降下火砕物の侵入
を防止することにより，安全機能を損なわない設計とする。 機能要求①

気体廃棄物の廃
棄設備の給気設
備
非管理区域換気
空調設備

－ － － － －
給気設備，非管理区域換気空調設
備

－ － － －

23

降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設である非常用所内電源設備の非常用
発電機は，燃料加工建屋の外気取入口に防雪フードを設けることで降下火砕物が侵入し難い構造
とし，磨耗し難い設計とする。

設置要求
非常用所内電源
設備の非常用発
電機

－ － － － － 非常用発電機 － － － －

24

降下火砕物が取り込まれたとしても，設備内部への降下火砕物の侵入を防止するため，非常用発
電機の給気系統には，プレフィルタ及び除塩フィルタ若しくは高性能エアフィルタを設置するこ
とにより，安全機能を損なわない設計とする。 機能要求①

非常用所内電源
設備の非常用発
電機

－ － － － － 非常用発電機 － － － －

25

なお，非常用所内電源設備の非常用発電機に対する降下火砕物用フィルタの追加設置，フィルタ
類の交換又は清掃並びに換気設備の停止による降下火砕物を適切に除去する手順を整備すること
を保安規定に定める。 運用要求

施設共通　基本
設計方針（非常
用発電機）

設計方針 － － － － － 施設共通　基本設計方針 － － － －

26

(ニ)腐食
構造物，換気系，電気系及び計装制御系に対する化学的影響(腐食)に対して短期での腐食が発生
しない設計とする。

基本方針 基本方針 〇 燃料加工建屋 －

Ⅴ-1-1-1　加工施設の自然現象等による損傷の防止に関す
る説明書
Ⅴ-1-1-1-3-1　火山への配慮に関する基本方針
Ⅴ-1-1-1-3-3　設計対処施設及び降下火砕物の影響を考慮
する施設の設計方針
5.4 構造物，換気系，電気系及び計装制御系における腐食
を考慮する施設

－ － － － － －

27

ⅰ． 構造物に対する化学的影響(腐食)
降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃料加工建屋は，耐食性のある材料を使用又は外
壁塗装及び屋上防水を実施することにより降下火砕物による短期的な腐食が発生しない設計とす
る。

評価要求 燃料加工建屋 〇 燃料加工建屋 －

Ⅴ-1-1-1　加工施設の自然現象等による損傷の防止に関す
る説明書
Ⅴ-1-1-1-3-1　火山への配慮に関する基本方針
Ⅴ-1-1-1-3-3　設計対処施設及び降下火砕物の影響を考慮
する施設の設計方針
5.4 構造物，換気系，電気系及び計装制御系における腐食
を考慮する施設

28

なお，降下火砕物堆積後の長期的な腐食の影響については，堆積した降下火砕物の除去後に点検
し，必要に応じて修理を行うこと並びに日常的な保守及び修理の手順を整備することを保安規定
に定める。

運用要求
施設共通　基本
設計方針

設計方針 〇 【施設共通　基本設計方針】
降下火砕物の除去

－

Ⅴ-1-1-1　加工施設の自然現象等による損傷の防止に関す
る説明書
Ⅴ-1-1-1-3-1　火山への配慮に関する基本方針
Ⅴ-1-1-1-3-3　設計対処施設及び降下火砕物の影響を考慮
する施設の設計方針
5.4 構造物，換気系，電気系及び計装制御系における腐食
を考慮する施設

－ － － － － －

29

ⅱ． 換気系，電気系及び計装制御系に対する化学的影響(腐食)
降下火砕物防護対象施設は全て燃料加工建屋に収納し，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋
である燃料加工建屋は，外気取入口に防雪フードを設け，降下火砕物が侵入し難い構造とする。

設置要求 燃料加工建屋 〇 燃料加工建屋 －

Ⅴ-1-1-1　加工施設の自然現象等による損傷の防止に関す
る説明書
Ⅴ-1-1-1-3-1　火山への配慮に関する基本方針
Ⅴ-1-1-1-3-3　設計対処施設及び降下火砕物の影響を考慮
する施設の設計方針
5.4 構造物，換気系，電気系及び計装制御系における腐食
を考慮する施設

Ⅴ-2-2-1　燃料加工建屋の平面図及び断面図
第2.2.1.9図　燃料加工建屋B-B断面図

－ － － － － －

設計方針（評価方針）
評価

設計方針（評価方針）
評価

設計方針（評価方針）
評価
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様式−７を⽤いた発電炉との記載の⽐較＜要求事項との対⽐表＞（外部衝撃 ⽕⼭） 添付−４（１）

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
第1回

説明対象
第1回申請対象設備 第1回申請　仕様表 第1回申請　添付書類

第２Ｇｒ
（2項変更②）

第２Ｇｒ
（1項新規➀）

第３Ｇｒ
（2項変更③）

第３Ｇｒ
（1項新規②）

第４Ｇｒ
（2項変更④）

第４Ｇｒ
（1項新規③）

30

降下火砕物が取り込まれたとしても，降下火砕物防護対象施設については，気体廃棄物の廃棄設
備の給気設備及び非管理区域換気空調設備の給気系に，プレフィルタ，除塩フィルタ及び高性能
エアフィルタ若しくはプレフィルタ及び除塩フィルタを設置し，建屋内部への降下火砕物の侵入
を防止することにより，安全機能を損なわない設計とする。

機能要求①

気体廃棄物の廃
棄設備の給気設
備
非管理区域換気
空調設備

－ － － － －
給気設備，非管理区域換気空調設
備

－ － － －

31

降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設である非常用所内電源設備の非常用
発電機の給気系のうちフィルタまでの範囲は防食処理等の腐食防止対策として，腐食し難い金属
を用いること又は塗装することにより腐食を防止する設計とする。 評価要求

非常用所内電源
設備の非常用発
電機

－ － － － － 非常用発電機 － － － －

32

(ホ)中央監視室等の大気汚染
敷地周辺の大気汚染に対して，全工程停止及びグローブボックス排風機以外の送排風機を停止
し，MOX燃料加工施設を安定な状態に移行する措置を講ずるとともに，施設の監視が適時実施でき
るように，資機材を確保し手順を整備することを保安規定に定める。

運用要求
施設共通　基本
設計方針

設計方針 － － － － － 施設共通　基本設計方針 － － － －

33

(ヘ)絶縁低下
電気系及び計装制御系の絶縁低下に対して，換気設備は降下火砕物が侵入し難い設計とする。

基本方針 基本方針 〇 燃料加工建屋 －

Ⅴ-1-1-1　加工施設の自然現象等による損傷の防止に関す
る説明書
Ⅴ-1-1-1-3-1　火山への配慮に関する基本方針
Ⅴ-1-1-1-3-3　設計対処施設及び降下火砕物の影響を考慮
する施設の設計方針
5.5 絶縁低下を考慮する施設

Ⅴ-2-2-1　燃料加工建屋の平面図及び断面図
第2.2.1.9図　燃料加工建屋B-B断面図

－ － － － － －

34

ⅰ．電気系及び計装制御系に対する絶縁低下
降下火砕物防護対象施設は全て燃料加工建屋に収納し，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋
である燃料加工建屋は，外気取入口に防雪フードを設け，降下火砕物が侵入し難い構造とする。

設置要求 燃料加工建屋 〇 燃料加工建屋 －

Ⅴ-1-1-1　加工施設の自然現象等による損傷の防止に関す
る説明書
Ⅴ-1-1-1-3-1　火山への配慮に関する基本方針
Ⅴ-1-1-1-3-3　設計対処施設及び降下火砕物の影響を考慮
する施設の設計方針
5.5 絶縁低下を考慮する施設

Ⅴ-2-2-1　燃料加工建屋の平面図及び断面図
第2.2.1.9図　燃料加工建屋B-B断面図

35

また，降下火砕物が取り込まれたとしても，降下火砕物防護対象施設である焼結設備，火災防護
設備及び小規模試験設備のうち空気を取り込む機構を有する制御盤，監視盤及び非常用所内電源
設備のうち空気を取り込む機構を有する電気盤については，気体廃棄物の廃棄設備の給気設備及
び非管理区域換気空調設備の給気系に，プレフィルタ，除塩フィルタ及び高性能エアフィルタ若
しくはプレフィルタ及び除塩フィルタを設置し，建屋内部への降下火砕物の侵入を防止すること
により，安全機能を損なわない設計とする。

機能要求①

気体廃棄物の換
気設備の給気設
備
非管理区域換気
空調設備の給気
系

－ － － － －
給気設備，非管理区域換気空調設
備

－ － － －

36

ロ. 間接的影響に対する設計方針
降下火砕物による間接的影響である7日間の外部電源喪失及び敷地内外での交通の途絶によるアク
セス制限事象に対し，MOX燃料加工施設の安全性を維持するために必要となる電源の供給が継続で
きるよう，非常用所内電源設備は非常用発電機の燃料を貯蔵する燃料油貯蔵タンク，燃料油サー
ビスタンクA及びBを設置する設計とする。

機能要求①
非常用所内電源
設備の非常用発
電機

－ － － － － 非常用所内電源設備 － － － －

37

MOX燃料加工施設の運転に影響を及ぼすと予見される場合には，全工程停止及びグローブボックス
排風機以外の送排風機を停止し，火災による閉じ込め機能の不全を防止するために必要な安全上
重要な施設へ7日間の電力を供給する措置を講ずる手順を整備することを保安規定に定める。
なお，敷地内の道路において降下火砕物が堆積した場合には，降灰後に除灰作業を実施し復旧す
る手順を整備することを保安規定に定める。

運用要求
施設共通　基本
設計方針

－ － － － － 施設共通　基本設計方針 － － － －

設計方針

評価

設計方針（評価方針）
評価
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様式−７を⽤いた発電炉との記載の⽐較＜要求事項との対⽐表＞（⽕災） 添付−４（２）

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
第1回

説明対象
第1回申請対象設備 第1回申請　仕様表 第1回申請　添付書類

第２Ｇｒ
（2項変更②）

第２Ｇｒ
（1項新規➀）

第３Ｇｒ
（2項変更③）

第３Ｇｒ
（1項新規②）

第４Ｇｒ
（2項変更④）

第４Ｇｒ
（1項新規③）

1
5.　火災等による損傷の防止
ＭＯＸ燃料加工施設の火災等による損傷の防止の基本設計方針については，火災防護設備の基本設計方
針に基づく設計とする。

基本方針 基本方針 基本方針 〇 基本方針 －
Ⅴ－１－１－６ 火災及び爆発の防止に関する説明書
2. 火災防護の基本方針

－ － － － － －

2

7.  その他の加工施設
7.1火災防護設備の基本設計方針
安全機能を有する施設は，火災又は爆発によりＭＯＸ燃料加工施設の安全性が損なわれないよう，火災
防護上重要な機器等を設置する火災区域及び火災区画に対して，火災防護対策を講じる。

基本方針 基本方針 基本方針 〇 基本方針 －
Ⅴ－１－１－６ 火災及び爆発の防止に関する説明書
2. 火災防護の基本方針

－ － － － － －

3
火災防護設備は，安全機能を有する施設に対する火災防護設備で構成し，火災発生防止設備，火災感知
設備，消火設備，火災影響軽減設備を設置する。

設置要求
火災発生防止設備，火災感知
設備，消火設備，火災影響軽
減設備

基本方針 〇 基本方針 －
Ⅴ－１－１－６ 火災及び爆発の防止に関する説明書
2. 火災防護の基本方針

－ － － － － －

4

火災防護上重要な機器等は，安全機能を有する施設のうち，その機能の喪失により公衆に対し過度の放
射線被ばくを及ぼすことのないよう，安全評価上その機能を期待する安全上重要な施設の構築物，系統
及び機器(以下「安重機能を有する機器等」という。)並びに放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を確保
するための構築物，系統及び機器のうち，安重機能を有する機器等を除いたもの(以下「放射性物質の
貯蔵等の機器等」という。)とする。

基本方針 基本方針 基本方針 〇 基本方針 －
Ⅴ－１－１－６ 火災及び爆発の防止に関する説明書
2. 火災防護の基本方針

－ － － － － －

5
火災防護上重要な機器等を収納する建屋に，耐火壁によって囲われた火災区域を設定する。建屋の火災
区域は，火災防護上重要な機器等において選定する機器等の配置も考慮して火災区域を設定する。

設置要求
運用要求

火災区域構築物 設計方針（火災区域の設定） 〇

火災区域構築物

【施設共通　基本設計方針】
・火災防護を目的として，火災区
域，区画を設定・管理
・火災防護対象設備等及び施設区
分の設定・管理
　燃料加工建屋

火災区域構造物

Ⅴ-1-1-6　加工施設の火災防護に関する説明書
3.火災防護の基本事項
3.2火災区域及び火災区画の選定

第2.4.7.1図　火災区域配置図（区域構築物）
燃料加工建屋地下3階　等

貯蔵容器搬送用洞道
※仕様表、火災区域及び火災区画
の選定、火災区域配置図（区域構
築物）

※加工施設の火災防護に関する説
明書、火災区域配置図（区域構築
物）等

－ －

燃料油貯蔵タンク
※仕様表、火災区域及び火災区画
の選定、火災区域配置図（区域構
築物）

※加工施設の火災防護に関する説
明書、火災区域配置図（区域構築
物）等

－

緊急時対策建屋
※仕様表、火災区域及び火災区画
の選定、火災区域配置図（区域構
築物）

※加工施設の火災防護に関する説
明書、火災区域配置図（区域構築
物）等

6

7

8
屋外の火災防護上重要な機器等を設置する区域については，周囲からの延焼防止のために火災区域を設
定する。

設置要求
運用要求

火災区域構築物 設計方針（火災区域の設定） 〇

火災区域構築物
【施設共通　基本設計方針】
・火災防護を目的として，火災区
域，区画を設定・管理
・火災防護対象設備等及び施設区
分の設定・管理
　燃料加工建屋

火災区域構造物

Ⅴ-1-1-6　加工施設の火災防護に関する説明書
3.火災防護の基本事項
3.2火災区域及び火災区画の選定

第2.4.7.1図　火災区域配置図（区域構築物）
燃料加工建屋地下3階　等

－ － －

燃料油貯蔵タンク

※火災及び爆発の防止に関する説
明書、火災区域配置図（区域構築
物）等

－

　第1保管庫・貯水所
　第2保管庫・貯水所
　重油貯槽
　軽油貯槽

※火災及び爆発の防止に関する説
明書、火災区域配置図（区域構築
物）

9
火災区画は，建屋内及び建屋外で設定した火災区域を火災防護上重要な機器等の配置等を考慮して，耐
火壁，離隔距離及び系統分離状況に応じて分割して設定する。

設置要求
運用要求

火災区域構築物 設計方針（火災区域の設定） 〇

火災区域構築物

【施設共通　基本設計方針】
・火災防護を目的として，火災区
域，区画を設定・管理
・火災防護対象設備等及び施設区
分の設定・管理
　燃料加工建屋

－

Ⅴ-1-1-6　加工施設の火災防護に関する説明書
3.火災防護の基本事項
3.2火災区域及び火災区画の選定

第2.4.7.1図　火災区域配置図（区域構築物）
燃料加工建屋地下3階　等

－ － － － －

　第1保管庫・貯水所
　第2保管庫・貯水所
　重油貯槽
　軽油貯槽

※火災及び爆発の防止に関する説
明書、火災区域配置図（区域構築
物）

10

火災区域又は火災区画における火災防護対策に当たっては，米国の「放射性物質取扱施設の火災防護に
関する基準」(以下「NFPA801」という。)を参考にＭＯＸ燃料加工施設の特徴を踏まえた火災防護対策
を講ずる設計とする。具体的な対策については「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る
審査基準(以下「火災防護審査基準」という。)」及び「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」以下
「内部火災影響評価ガイド」という。)を参考としてＭＯＸ燃料加工施設の特徴(取り扱う放射性物質は
固体の核燃料物質であり，運転時に異常な過渡変化を生じる工程もないこと等)を踏まえた火災防護対
策を講ずる設計とし，火災時においてもグローブボックス内を負圧に維持し，排気経路以外からの放射
性物質の放出を防止するための以下の設備について火災防護上の系統分離対策を講ずる設計とする。

設置要求
機能要求①

－ － － － － － － －

11
(1)　グローブボックス排風機
(2)　上記機能の維持に必要な支援機能である非常用所内電源設備

定義 － － － － － － － －

12
なお，火災防護上重要な機器等以外の安全機能を有する施設を含めたＭＯＸ燃料加工施設は，消防法，
建築基準法，都市計画法及び日本電気協会電気技術規程・指針に基づき設備に応じた火災防護対策を講
ずる設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針 〇 基本方針 －
Ⅴ-1-1-6　加工施設の火災防護に関する説明書
3.火災防護の基本事項

－ 施設共通　基本設計方針 － 施設共通　基本設計方針 － 施設共通　基本設計方針

13

14

15
その他の施設については，消防法，建築基準法，都市計画法及び日本電気協会電気技術規程・指針に基
づき設備に応じた火災防護対策を行う必要な手順等について保安規定に定める。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針 〇 施設共通　基本設計方針 －
Ⅴ-1-1-6　加工施設の火災防護に関する説明書
8.火災防護計画

－ － － － － －

16
敷地及び敷地周辺で想定される自然現象並びに人為事象による火災及び爆発(以下「外部火災」とい
う。)については，安全機能を有する施設を外部火災から防護するために必要な手順等について保安規
定に定める。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針 〇 施設共通　基本設計方針 －
Ⅴ-1-1-6　加工施設の火災防護に関する説明書
8.火災防護計画

－ － － － － －

17

7.1.1　火災及び爆発の発生防止
(1)　施設特有の火災及び爆発の発生防止
火災及び爆発の発生を防止するため，ＭＯＸ燃料加工施設で取り扱う化学薬品等のうち可燃性物質若し
くは熱的に不安定な物質を使用する系統及び機器に対する着火源の排除，異常な温度上昇の防止対策，
可燃性物質の漏えい防止対策，空気の混入防止対策を講ずる設計とするとともに，熱的制限値を設ける
設計とする。
なお，ＭＯＸ燃料加工施設の分析設備で取り扱う化学薬品等は少量であることから，化学的制限値の設
定は不要とするが，消防法に基づき，貯蔵及び取扱い時の漏えい防止を講ずる設計とする。（冒頭宣
言）

基本方針 基本方針 基本方針 〇 基本方針 －
Ⅴ－１－１－６ 火災及び爆発の防止に関する説明書
4.火災及び爆発の発生防止

－ － － － － －

18
水素ガスを使用する焼結炉等は燃料加工建屋に受け入れる水素・アルゴン混合ガス中の水素最高濃度
(9.0vol％)を設定する。
DB火⑦a1

基本方針 基本方針 設計方針（発生防止） － － － － － － 基本方針 － －

19
焼結炉等に供給する水素・アルゴン混合ガス中の水素濃度が9.0vol％を超えないよう，以下の対策を講
ずる設計とする。

基本方針 基本方針 設計方針（発生防止） － － － － － － 基本方針 － －

20
a.　エネルギー管理建屋に設置する水素・アルゴン混合ガスの製造系統と燃料加工建屋への供給系統と
を物理的に分離する。

機能要求① 水素・アルゴン混合ガス設備 設計方針（発生防止） － － － － － － － －

21
b.　燃料加工建屋で使用する水素・アルゴン混合ガスは，水素濃度を9.0vol％以下に調整し，エネル
ギー管理建屋に設置する混合ガス貯蔵容器に圧縮充填する。

機能要求① 水素・アルゴン混合ガス設備 設計方針（発生防止） － － － － － － － －

22
c.　エネルギー管理建屋に設置する混合ガス貯蔵容器に圧縮充填した水素・アルゴン混合ガス中の水素
濃度を確認した上で，エネルギー管理建屋に設置する混合ガス貯蔵容器を燃料加工建屋への供給系統に
接続する設計とする。

機能要求① 水素・アルゴン混合ガス設備 設計方針（発生防止） － － － － － － － －

23
さらに，燃料加工建屋への供給系統の接続口は，エネルギー管理建屋に設置する混合ガス貯蔵容器以外
が接続できない設計とする。

機能要求① 水素・アルゴン混合ガス設備 設計方針（発生防止） － － － － － － － －

24
d.　燃料加工建屋内へ水素・アルゴン混合ガス受け入れ後も燃料加工建屋内で水素濃度を確認し，万
一，水素濃度が9.0vol％を超える場合には，水素・アルゴン混合ガス濃度異常遮断弁により焼結炉等へ
の水素・アルゴン混合ガスの供給を自動で停止する設計とする。

機能要求① 水素・アルゴン混合ガス設備 設計方針（発生防止） － － － － － － － －

火災及び爆発の影響軽減対策が必要な火災防護上重要な機器等を設置する火災区域は，3時間以上の耐
火能力を有する耐火壁(耐火隔壁，耐火シール，防火扉，延焼防止ダンパ等)として，3時間耐火に設計
上必要な150mm以上の壁厚を有するコンクリート壁や火災耐久試験により3時間以上の耐火能力を有する
耐火壁，天井及び床により隣接する他の火災区域と分離するとともに，ファンネルには，他の火災区域
又は火災区画からの煙の流入防止を目的として，煙等流入防止装置を設置する設計とする。

機能要求②
設置要求

３時間以上の耐火能力を有す
る耐火壁(耐火隔壁，耐火
シール，防火扉，防火ダンパ
等）

設計方針（火災区域の設定）
設計方針（影響軽減）（第２Ｇ
ｒ以降）

－

火災影響軽減設備
　防火シャッタ

※火災及び爆発の防止に関する説
明書、火災区域配置図（区域構築
物）等

－
施設共通　基本設計方針（耐火
シール等） 等

グローブボックス排風機
非常用所内電源設備

設計方針（系統分離）

グローブボックス排風機
非常用所内電源設備

※基本設計方針，火災及び爆発
の防止に関する説明書等

－

〇 火災区域構築物 火災区域構造物

Ⅴ-1-1-6　加工施設の火災防護に関する説明書
3.火災防護の基本事項
3.2火災区域及び火災区画の選定
6. 火災及び爆発の影響軽減
6.1 火災及び爆発の影響軽減対策が必要な火災区域
の分離

第2.4.7.1図　火災区域配置図（区域構築物）
燃料加工建屋地下3階　等

－

火災区域構築物
火災影響軽減設備
　延焼防止ダンパ
　防火シャッタ　等

※火災及び爆発の防止に関する
説明書、火災区域配置図（区域
構築物）等

〇 基本方針（➀） －
Ⅴ-1-1-6　加工施設の火災防護に関する説明書
8.火災防護計画

火災防護上重要な機器等を火災及び爆発から防護するため，火災及び爆発の発生防止，火災の早期感知
及び消火並び火災及び爆発の影響軽減の3つの深層防護の概念に基づく火災防護対策を行うために必要
な手順等について保安規定に定める。（①）
重大事故等対処施設は，火災及び爆発の発生防止，火災の早期感知及び消火を行うために必要な手順等
について保安規定に定める。（②）

運用要求 基本方針 基本方針 －

基本方針（③）

※火災及び爆発の防止に関する説
明書　等

－ －

水素・アルゴン混合ガス設備

※基本設計方針，、火災及び爆発
の防止に関する説明書等

－

基本方針（②）

※火災及び爆発の防止に関する
説明書　等

－
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様式−７を⽤いた発電炉との記載の⽐較＜要求事項との対⽐表＞（⽕災） 添付−４（２）

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
第1回

説明対象
第1回申請対象設備 第1回申請　仕様表 第1回申請　添付書類

第２Ｇｒ
（2項変更②）

第２Ｇｒ
（1項新規➀）

第３Ｇｒ
（2項変更③）

第３Ｇｒ
（1項新規②）

第４Ｇｒ
（2項変更④）

第４Ｇｒ
（1項新規③）

25
また，焼結炉等では，温度異常に伴う炉内への空気混入を防止するため，熱的制限値を設定し，温度制
御機器により焼結時の温度を制御するとともに，炉内温度が熱的制限値を超えないよう過加熱防止回路
により炉内の加熱を自動で停止する設計とする。

機能要求② 過加熱防止回路 設計方針（発生防止） － － － － － －

成形施設
　焼結炉
その他加工設備の付属施設
　小規模焼結処理装置

※基本設計方針、火災及び爆発の
防止に関する説明書等

－ －

26
安重機能を有する機器等のうち，ＭＯＸ粉末を取り扱うグローブボックス内を窒素雰囲気とすること
で，火災及び爆発の発生を防止する設計とする。

機能要求① 窒素循環設備，窒素雰囲気GB 設計方針（発生防止） － － －

貯蔵施設
　粉末一時保管装置GB
　ペレット一時保管棚GB　等

※基本設計方針、火災及び爆発の
防止に関する説明書等

窒素循環設備

※火災及び爆発の防止に関する
説明書等

成形施設
　予備混合装置GB　等

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

成形施設
　均一化混合装置GB　等

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

－ －

27

(2)　ＭＯＸ燃料加工施設の火災及び爆発の発生防止
火災及び爆発の発生防止における発火性物質又は引火性物質に対する火災及び爆発の発生防止対策は，
火災区域又は火災区画に設置する「潤滑油」，「燃料油」に加え，ＭＯＸ燃料加工施設で取り扱う物質
として，「水素」及び上記に含まれない「分析試薬」を対象とする。
分析試薬については，少量ではあるが可燃性試薬及び引火性試薬を含む多種類の分析試薬を取り扱うた
め，保管及び取扱いに係る火災及び爆発の発生防止対策を講ずる。

基本方針 基本方針 基本方針 〇 基本方針 －
Ⅴ－１－１－６ 火災及び爆発の防止に関する説明書
4.火災及び爆発の発生防止

－ － － － － －

28
潤滑油，燃料油を内包する設備(以下「油内包設備」という。)は，溶接構造又はシール構造により漏え
い防止対策を講ずる設計とするとともに，オイルパン又は堰を設置し，漏えいした潤滑油又は燃料油が
拡大することを防止する設計とする。

機能要求①
設置要求

潤滑油，燃料油を内包する設
備（火災区域・火災区画に設
置するものに限る）

設計方針（発生防止） － － － －

非常用所内電源設備　等

※基本設計方針、火災及び爆発
の防止に関する説明書等

成形施設
　予備混合装置GB　等

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

成形施設
　均一化混合装置GB　等

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

－

所内電源設備（電気設備）
第2運転予備用ディーゼル発電機
等

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

29
油内包設備の火災及び爆発により，火災及び爆発の影響を受けるおそれのある火災防護上重要な機器等
の安全機能を損なわないよう耐火壁，隔壁の設置又は離隔による配置上の考慮を行う設計とする

設置要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（発生防止） － － － － 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 － 施設共通　基本設計方針

30 油内包設備を設置する火災区域又は火災区画は，機械換気又は自然換気を行う設計とする。 機能要求①
工程室排気設備，建屋排気設
備，非管理区域空調設備

設計方針（発生防止） － － － －

工程室排気設備
建屋排気設備
非管理区域空調設備

※基本設計方針、火災及び爆発
の防止に関する説明書等

－ － － －

31
火災区域に設置する発火性物質又は引火性物質を貯蔵する機器は，運転に必要な量に留めて貯蔵する設
計とする。

運用要求
発火性物質又は引火性物質を
貯蔵する機器（例：燃料油貯
蔵タンク）

設計方針（発生防止） － － － －

燃料油貯蔵タンク

※基本設計方針、火災及び爆発
の防止に関する説明書等

－

燃料油貯蔵設備（蒸気供給設備）

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

－ －

32
水素を内包する設備(以下「可燃性ガス内包設備」という。)は，溶接構造等により可燃性ガスの漏えい
を防止する設計とする。

機能要求①
設置要求

水素を内包する設備
例：水素・アルゴン混合ガス
設備，焼結設備，小規模焼結
処理装置

設計方針（発生防止） － － － － － －

水素・アルゴン混合ガス設備
焼結設備
小規模焼結処理装置

※基本設計方針、火災及び爆発の
防止に関する説明書等

－ －

33
可燃性ガス内包設備の火災及び爆発により，火災及び爆発の影響を受けるおそれのある火災防護上重要
な機器等の安全機能を損なわないよう耐火壁，隔壁の設置又は離隔による配置上の考慮を行う設計とす
る。

設置要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（発生防止） － － － － 施設共通　基本設計方針 － 施設共通　基本設計方針 － －

34 可燃性ガス内包設備を設置する火災区域又は火災区画は，機械換気又は自然換気を行う設計とする。 機能要求①
工程室排気設備，建屋排気設
備，非管理区域空調設備

設計方針（発生防止） － － － －

工程室排気設備
建屋排気設備
非管理区域空調設備

※基本設計方針、火災及び爆発
の防止に関する説明書等

－ － － －

35
このうち，蓄電池を設置する火災区域は，機械換気を行うことにより，水素濃度を燃焼限界濃度以下と
するよう設計するとともに，蓄電池室への可燃性物質の持ち込み管理を行う。

機能要求①
運用要求

工程室排気設備，建屋排気設
備，非管理区域空調設備
施設共通（可燃物の持ち込み
管理）

設計方針（発生防止） － － － 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 － －

36

37

38
通常の使用状態において水素が蓄電池外部へ放出されるおそれのある蓄電池室には，原則として直流開
閉装置やインバータを収納しない設計とする。

設置要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（発生防止） － － － 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 － 施設共通　基本設計方針

39

ただし，蓄電池が無停電電源装置等を設置している室と同じ室に収納する場合は，社団法人電池工業会
「蓄電池室に関する設計指針」(SBA G 0603-2012)に適合するよう，当該蓄電池自体は厚さ1.6mm以上の
鋼板製筐体に収納し，水素ガス滞留を防止するため筐体内を機械換気により排気することで火災又は爆
発を防止する設計とする。

設置要求
機能要求①

無停電電源装置等を設置して
いる室と同じ室に収納する蓄
電池を有する設備

設計方針（発生防止） － － － － － －

代替火災感知設備
　火災状況確認用温度表示装置
等

※基本設計方針、火災及び爆発の
防止に関する説明書等

－ －

40
蓄電池室の換気設備は，機械換気により水素ガスの排気に必要な換気量以上(水素濃度2vol％以下)とな
るよう設計するとともに，

機能要求①
工程室排気設備，建屋排気設
備，非管理区域空調設備

設計方針（発生防止） － － － － － － － －

41 蓄電池室の換気設備が停止した場合には，中央監視室の監視制御盤に警報を発する設計とする。 機能要求①
工程室排気設備，建屋排気設
備，非管理区域空調設備

設計方針（発生防止） － － － － － － － －

42
常用系の蓄電池と非常用系の蓄電池は，万一，蓄電池による火災が発生した場合でも常用の蓄電池が非
常用の蓄電池に影響を及ぼすことがないように位置的分散を図る設計とする。

設置要求
常用系の蓄電池を有する設
備，非常用系の蓄電池を有す
る設備

設計方針（発生防止） － － － － － －

無停電電源装置

代替火災感知設備
　火災状況確認用温度表示装置等
※基本設計方針，火災及び爆発の
防止に関する説明書等

－ －

43
焼結炉等は工程室内に設置するが，排ガス処理装置を介して，グローブボックス排気設備のグローブ
ボックス排風機による機械換気を行う設計とすることで，万一の工程室内への漏えいに対しても，ガス
が滞留しない設計とする。

機能要求①
排ガス処理装置，グローブ
ボックス排気設備

設計方針（発生防止） － － － －

グローブボックス排気設備

※基本設計方針、火災及び爆発
の防止に関する説明書等

－

排ガス処理装置

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

－ －

44
発火性物質又は引火性物質の有機溶媒等を内包する設備の漏えいにより，環境条件が爆発性雰囲気とな
るおそれのある機器を設置する室の電気接点を有する機器は，防爆構造とする設計とする。

機能要求①

環境条件が爆発性雰囲気とな
るおそれのある機器を設置す
る室の電気接点を有する機器
を有する設備

設計方針（発生防止） － － － － － －

その他の主要な事項
　水素・アルゴン混合ガス設備
　水素ガス漏えい検知器　等

※基本設計方針，火災及び爆発の
防止に関する説明書等

－ －

45
また，水素・アルゴン混合ガスを取り扱う系統及び機器のうち，漏電により着火源となるおそれのある
機器及び静電気の発生のおそれのある機器は接地を施す設計とする。

機能要求①
水素・アルゴン混合ガス設
備，焼結設備，小規模焼結処
理装置

設計方針（発生防止） － － － － － －

水素・アルゴン混合ガス設備
焼結設備
小規模焼結処理装置

※基本設計方針，火災及び爆発の
防止に関する説明書等

－ －

46
火災区域における現場作業において有機溶剤を使用する場合は必要量以上持ち込まない運用とするとと
もに，可燃性の蒸気が滞留するおそれがある場合は，使用する作業場所において，換気，通風又は拡散
の措置を行うとともに，建屋の送風機及び排風機による機械換気により滞留を防止する設計とする。

運用要求
機能要求①

施設共通
工程室排気設備，建屋排気設
備（「建屋の送風機…」以降
のみ）

設計方針（発生防止） － － － 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 施設共通　基本設計方針 － －

47
燃料棒解体設備の燃料棒解体装置の切断機は，燃料棒の切断時にジルカロイ粉末が発生しないよう，燃
料棒(被覆管端栓部)は押切機構の切断機(パイプカッタ）を用いて切断し，ペレットを抜き取った後の
燃料棒(被覆管部)は押切機構の切断機(鉄筋カッタ)を用いて切断を行う設計とする。

機能要求① 燃料棒解体設備 設計方針（発生防止） － － － －

燃料棒解体設備

※基本設計方針，火災及び爆発
の防止に関する説明書等

－ － － －

蓄電池室の上部に水素ガス漏えい検知器を設置し，水素の燃焼限界濃度である4vol％の4分の1以下で中
央監視室に警報を発する設計とする。

設置要求
機能要求①

水素漏えい検知器 設計方針（発生防止） － －

工程室排気設備
建屋排気設備
非管理区域空調設備

※基本設計方針、火災及び爆発
の防止に関する説明書等

－ － － － － －

火災発生防止設備
　水素漏えい検知器

※基本設計方針、火災及び爆発の
防止に関する説明書等

－

428



様式−７を⽤いた発電炉との記載の⽐較＜要求事項との対⽐表＞（⽕災） 添付−４（２）

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
第1回

説明対象
第1回申請対象設備 第1回申請　仕様表 第1回申請　添付書類

第２Ｇｒ
（2項変更②）

第２Ｇｒ
（1項新規➀）

第３Ｇｒ
（2項変更③）

第３Ｇｒ
（1項新規②）

第４Ｇｒ
（2項変更④）

第４Ｇｒ
（1項新規③）

48
火災及び爆発の発生防止のため，発火源への対策として火花の発生を伴う設備は，発生する火花が発火
源となることがないよう装置内雰囲気をヘリウムガスに置換した後に溶接，押切機構の切断機(パイプ
カッタ)の使用及び周辺に可燃性物質を保管しないこととする。

運用要求
機能要求①

燃料棒解体設備，溶接設備 設計方針（発生防止） － － － －

燃料棒解体設備
挿入溶接設備
施設共通　基本設計方針

※基本設計方針，火災及び爆発
の防止に関する説明書等

－ － － －

49
また，高温となる設備は，高温部を断熱材又は耐火材で覆うこと又は冷却することにより，可燃性物質
との接触及び運転中は温度の監視を行うとともに温度制御機器により温度制御を行うことにより可燃性
物質の不要な加熱を防止する設計とする。

機能要求①
焼結設備，小規模焼結処理装
置，スタック乾燥装置，分析
設備

設計方針（発生防止） － － －

スタック乾燥装置

※基本設計方針，火災及び爆発の
防止に関する説明書等

分析設備

※火災及び爆発の防止に関する
説明書等

－ － －

50
焼結炉等の冷水ポンプは予備機を設ける設計とし，当該ポンプの故障を検視した場合には，予備機が起
動する設計とするとともに，冷却水流量が低下した場合においても，冷却水流量低による加熱停止回路
により，ヒータ電源を自動で遮断し加熱を停止する設計とする。

機能要求①
冷却水設備
焼結設備，小規模焼結処理装
置

設計方針（発生防止） － － － －

冷却水設備

※基本設計方針，火災及び爆発
の防止に関する説明書等

－ － －

51 なお，雰囲気ガスを加湿する場合を含め，焼結炉等の炉内に水が入らない設計とする。 機能要求①
焼結設備，小規模焼結処理装
置

設計方針（発生防止） － － － － － －

焼結設備
小規模焼結処理装置

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

－ －

52

水素・アルゴン混合ガスを内包する焼結炉等に水素・アルゴン混合ガスを供給し，高温状態でグリーン
ペレットを焼結することから，これらの系統及び機器を設置する工程室に水素ガス漏えい検知器を設置
し，中央監視室及び制御第1室並びに制御第4室(以下「中央監視室等」という。)に警報を発する設計と
する。

機能要求① 水素・アルゴン混合ガス設備 設計方針（発生防止） － － － － － －

水素・アルゴン混合ガス設備

※基本設計方針，火災及び爆発の
防止に関する説明書等

－ －

53
焼結炉等，水素・アルゴン混合ガスを使用する機器の接続部は，溶接構造又はフランジ構造により空気
が混入することを防止する設計とする。

機能要求①
焼結設備，小規模焼結処理装
置，水素・アルゴン混合ガス
設備

設計方針（発生防止） － － － － － －

焼結設備
小規模焼結処理装置
水素・アルゴン混合ガス設備

※基本設計方針，火災及び爆発の
防止に関する説明書等

－ －

54
また，水素・アルゴン混合ガスを受け入れる配管には，逆止弁を設置し，配管が破断した場合に空気が
焼結炉等内に混入することを防止する設計とする。

設置要求
機能要求①

焼結設備，小規模焼結処理装
置

設計方針（発生防止） － － － － － － － －

55

焼結時の焼結炉内への空気の混入を監視するため酸素濃度計を設置し，空気の混入が検出された場合に
はヒータ電源を自動で遮断し不活性のアルゴンガスで掃気するとともに，中央監視室及び制御第1室に
警報を発する設計とする。
また，焼結時の小規模焼結処理装置内への空気の混入を監視するため酸素濃度計を設置し，空気の混入
が検出された場合にはヒータ電源を自動で遮断し不活性のアルゴンガスで掃気するとともに，中央監視
室等に警報を発する設計とする。

機能要求①
焼結設備，小規模焼結処理装
置

設計方針（発生防止） － － － － － － － －

56
過電流による過熱及び焼損による火災及び爆発の発生防止のため，電気設備は，機器の損壊，故障及び
その他の異常を検知した場合には，遮断器により故障箇所を隔離することにより，故障の影響を局所化
できるとともに，他の安全機能への影響を限定できる設計とする。

機能要求① 施設共通　基本設計方針 設計方針（発生防止） － － － － 施設共通　基本設計方針 － － － －

57 電気室は，電源供給のみに使用することを保安規定に定め，管理する。 運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（発生防止） － － － － 施設共通　基本設計方針 － － － －

58
(3)　不燃性材料又は難燃性材料の使用
ＭＯＸ燃料加工施設の建物は，耐火構造又は不燃性材料で造られたものとするとともに，必要に応じて
防火壁の設置その他の適切な防火措置を講ずる設計とする。

機能要求①
設置要求

燃料加工建屋，緊急時対策建
屋

基本方針
設計方針（不燃性材料又は難燃
性材料の使用）

〇
【施設共通　基本設計方針】
建築基準法上の耐火構築物

－
Ⅴ-1-1-6　加工施設の火災防護に関する説明書
4. 火災及び爆発の発生防止
4.2　不燃性材料又は難燃性材料の使用

－ － － － －
【施設共通　基本設計方針】
建築基準法上の耐火構築物

59

火災防護上重要な機器等は，可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とし，不燃性材料又
は難燃性材料の使用が技術上困難な場合は，不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの
(以下「代替材料」という。)を使用する設計もしくは，代替材料の使用が技術上困難な場合は，当該機
器等における火災に起因して，他の機器等において火災及び爆発が発生することを防止するための措置
を講ずる設計とする。

基本方針 基本方針
基本方針
設計方針（不燃性材料又は難燃
性材料の使用）

〇 基本方針 －
Ⅴ-1-1-6　加工施設の火災防護に関する説明書
4. 火災及び爆発の発生防止
4.2　不燃性材料又は難燃性材料の使用

－ － － － － －

60
火災防護上重要な機器等のうち，機器，配管，ダクト，ケーブルトレイ，電線管及び盤の筐体並びにこ
れらの支持構造物の主要な構造材は，火災及び爆発の発生防止を考慮し，金属材料又はコンクリートを
使用する設計とする。

機能要求②

火災防護上重要な機器等（安
重及び貯蔵・閉じ込め機能を
有する設備）

重大事故等対処施設

設計方針（不燃性材料又は難燃
性材料の使用）

－ － －

粉末一時保管装置GB　等

※基本設計方針，火災及び爆発の
防止に関する説明書等

非常用所内電源設備
GB排風機
GB排気ダクト
GB排気フィルタ
GB排風機入口手動ダンパ
燃料油貯蔵タンク　等

※火災及び爆発の防止に関する
説明書等

予備混合装置GB　等

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

均一化混合装置GB
GB温度監視装置　等

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

－

緊急時対策建屋送風機
緊急時対策建屋排風機
緊急時対策建屋用発電機　等

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

61
核燃料物質を非密封で取り扱う機器を収納するグローブボックス等は，不燃性材料又は難燃性材料を使
用する設計とする。

機能要求②
グローブボックス及びグロー
ブボックスと同等の閉じ込め
機能を有する設備

設計方針（不燃性材料又は難燃
性材料の使用）

－ － －

スタック編成装置GB
粉末一時保管装置GB
ペレット一時保管棚GB　等

※基本設計方針，火災及び爆発の
防止に関する説明書等

スタック供給装置GB　等

※火災及び爆発の防止に関する
説明書等

予備混合装置GB　等

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

均一化混合装置GB
焼結炉
小規模焼結処理装置　等

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

－ －

62
ただし，配管等のパッキン類は，その機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難である
が，金属で覆われた狭隘部に設置し直接火炎に晒されることのない設計とする。

設置要求

火災防護上重要な機器等（安
重及び貯蔵・閉じ込め機能を
有する設備）

重大事故等対処施設

設計方針（不燃性材料又は難燃
性材料の使用）

－ － － －

非常用所内電源設備　等

※基本設計方針，火災及び爆発
の防止に関する説明書等

－

焼結炉
小規模焼結処理装置
遠隔消火装置　等

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

－

燃料油配管・弁　等

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

63
また，金属に覆われたポンプ及び弁の駆動部の潤滑油並びに金属に覆われた機器内部のケーブルは，発
火した場合でも他の火災防護上重要な機器等に延焼しないことから，不燃性材料又は難燃性材料ではな
い材料を使用する設計とする。

設置要求

火災防護上重要な機器等（安
重及び貯蔵・閉じ込め機能を
有する設備）

重大事故等対処施設

設計方針（不燃性材料又は難燃
性材料の使用）

－ － － －

非常用所内電源設備　等

※基本設計方針，火災及び爆発
の防止に関する説明書等

予備混合装置GB　等

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

均一化混合装置　等

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

－

緊急時対策建屋送風機
緊急時対策建屋排風機
緊急時対策建屋用発電機　等

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

64 焼結炉等の炉体及び閉じ込めの境界を構成する部材は，耐熱性を有する材料を使用する設計とする。 機能要求①
焼結設備，小規模焼結処理装
置

設計方針（不燃性材料又は難燃
性材料の使用）

－ － － － － －

焼結設備
小規模焼結処理装置

※基本設計方針，火災及び爆発の
防止に関する説明書等

－ －

65
火災防護上重要な機器等に対する保温材は，平成12年建設省告示第1400号に定められたもの又は建築基
準法で不燃性材料として定められたものを使用する設計とする。

機能要求①
火災防護上重要な機器等（安
重及び貯蔵・閉じ込め機能を
有する設備）の保温材

設計方針（不燃性材料又は難燃
性材料の使用）

－ － － －

給気設備
窒素循環設備　等

※基本設計方針，火災及び爆発
の防止に関する説明書等

－

焼結設備
小規模焼結処理装置

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

－ －

66
建屋内装材は，建築基準法に基づく不燃性材料若しくはこれと同等の性能を有することを試験により確
認した材料又は消防法に基づく防炎物品若しくはこれと同等の性能を有することを試験により確認した
材料を使用する設計とする。

機能要求①
・建屋内装材
・管理区域の床

設計方針（不燃性材料又は難燃
性材料の使用）

〇

【施設共通　基本設計方針】
建屋内装材（建築基準法に基づく
不燃材料，消防法に基づく防炎物
品）

－ － － － － － －

67
ただし，塗装は当該場所における環境条件を考慮したものとする。管理区域の床は，耐汚染性，除染
性，耐摩耗性等を考慮し，難燃性能を確認したコーティング剤を不燃性材料であるコンクリート表面に
塗布する設計とする。

機能要求①
・建屋内装材
・管理区域の床

設計方針（不燃性材料又は難燃
性材料の使用）

〇

【施設共通　基本設計方針】
建屋内装材（建築基準法に基づく
不燃材料，消防法に基づく防炎物
品）

－ － － － － － －

68
また，中央監視室等のカーペットは，消防法に基づく防炎物品又はこれと同等の性能を有することを試
験により確認した材料を使用する設計とする。

機能要求①
中央監視室，制御第１室，制
御第４室のカーペット
緊急時対策建屋

設計方針（不燃性材料又は難燃
性材料の使用）

〇

【施設共通　基本設計方針】
建屋内装材（建築基準法に基づく
不燃材料，消防法に基づく防炎物
品）

－

Ⅴ-1-1-6　加工施設の火災防護に関する説明書
4. 火災及び爆発の発生防止
4.2　不燃性材料又は難燃性材料の使用

－ － － － －

【施設共通　基本設計方針】
建屋内装材（建築基準法に基づく
不燃材料，消防法に基づく防炎物
品）

69
火災防護上重要な機器等に使用するケーブルには，実証試験により延焼性(米国電気電子工学学会規格
IEEE383-1974又はIEEE1202-1991垂直トレイ燃焼試験)及び自己消火性(UL1581(Fourth Edition)1080
VW-1 UL垂直燃焼試験)を確認したケーブルを使用する設計とする。

機能要求①

火災防護上重要な機器等（安
重及び貯蔵・閉じ込め機能を
有する設備）及び安重GB内に
使用するケーブル
重大事故等対処施設に使用す
るケーブル

設計方針（不燃性材料又は難燃
性材料の使用）

－ － －

焼結ボート入出庫装置
焼結ボート受渡装置　等

※基本設計方針，火災及び爆発の
防止に関する説明書等

非常用所内電源設備
GB排気設備
GB消火装置
GB温度監視装置　等

※火災及び爆発の防止に関する
説明書等

予備混合装置
一次混合装置　等

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

均一化混合装置
GB温度監視設備
混合ガス水素濃度高による混合ガ
ス供給停止回路
混合ガス濃度異常遮断弁(焼結炉
系,小規模焼結処理系)
遠隔消火装置
火災状況確認用温度表示装置　等

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

－

緊急時対策建屋排風機　等

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

焼結設備
小規模焼結処理装置

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

焼結設備
小規模焼結処理装置

※基本設計方針，火災及び爆発の
防止に関する説明書等

Ⅴ-1-1-6　加工施設の火災防護に関する説明書
4. 火災及び爆発の発生防止
4.2　不燃性材料又は難燃性材料の使用

－

429



様式−７を⽤いた発電炉との記載の⽐較＜要求事項との対⽐表＞（⽕災） 添付−４（２）

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
第1回

説明対象
第1回申請対象設備 第1回申請　仕様表 第1回申請　添付書類

第２Ｇｒ
（2項変更②）

第２Ｇｒ
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第３Ｇｒ
（1項新規②）

第４Ｇｒ
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第４Ｇｒ
（1項新規③）

70

ただし，機器等の性能上の理由から実証試験により延焼性及び自己消火性が確認できないケーブルをや
むを得ず使用する場合には，難燃ケーブルを使用した場合と同等以上の難燃性能があることを実証試験
により確認した上で使用する設計とするか，金属製の筐体等に収納，延焼防止材により保護，専用の電
線管に敷設等の措置を講ずることにより，他の火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設に対処
するための設備において火災及び爆発が発生することを防止する設計とする。

機能要求①

火災防護上重要な機器等（安
重及び貯蔵・閉じ込め機能を
有する設備）及び安重GB内に
使用するケーブル
重大事故等対処施設に使用す
るケーブル

設計方針（不燃性材料又は難燃
性材料の使用）

－ － －

焼結ボート入出庫装置
焼結ボート受渡装置　等

※基本設計方針，火災及び爆発の
防止に関する説明書等

非常用所内電源設備
GB排気設備
GB消火装置
GB温度監視装置　等

※火災及び爆発の防止に関する
説明書等

予備混合装置
一次混合装置　等

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

均一化混合装置
GB温度監視設備
混合ガス水素濃度高による混合ガ
ス供給停止回路
混合ガス濃度異常遮断弁(焼結炉
系,小規模焼結処理系)
遠隔消火装置
火災状況確認用温度表示装置　等

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

－

緊急時対策建屋排風機　等

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

71
火災防護上重要な機器等のうち，換気設備のフィルタは，「JACA No.11A(空気清浄装置用ろ材燃焼性試
験方法指針(公益社団法人日本空気清浄協会))」により難燃性を満足する難燃性材料又は不燃性材料を
使用する設計とする。

機能要求①

換気設備のフィルタ（火災防
護上重要な機器等（安重及び
貯蔵・閉じ込め機能を有する
設備）に限る）
換気設備のフィルタ（重大事
故等対処施設に限る）

設計方針（不燃性材料又は難燃
性材料の使用）

－ － － －

GB排気フィルタユニット
工程室排気フィルタユニット
建屋排気フィルタユニット　等

※基本設計方針，火災及び爆発
の防止に関する説明書等

－ － －

緊急時対策建屋フィルタユニット

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

72
火災防護上重要な機器等に使用する遮蔽材は，可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計と
する。
なお，可燃性の遮蔽材を使用する場合は，不燃性材料又は難燃性材料で覆う設計とする。

機能要求①

遮蔽材（火災防護上重要な機
器等（安重及び貯蔵・閉じ込
め機能を有する設備に使用す
るもの）に限る）

設計方針（不燃性材料又は難燃
性材料の使用）

－ － －

ペレット一時保管棚　等

※基本設計方針，火災及び爆発の
防止に関する説明書等

－ － － － －

73
火災防護上重要な機器等のうち，建屋内に設置する変圧器及び遮断器は絶縁油を内包しない乾式を使用
する設計とする。

機能要求①

変圧器及び遮断器を有する設
備（火災防護上重要な機器等
（安重及び貯蔵・閉じ込め機
能を有する設備に使用するも
の）に限る）
変圧器及び遮断器を有する設
備（重大事故等対処施設に限
る）

設計方針（不燃性材料又は難燃
性材料の使用）

－ － － － － －

所内電源設備（電気設備）（安重
の系統に限る）
遠隔消火装置
火災状況確認用温度表示装置
等

※基本設計方針，火災及び爆発の
防止に関する説明書等

－

所内電源設備（電気設備）（安重
の系統に限る）
緊急時対策所　監視制御盤　等

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

74
(4)　自然現象による火災及び爆発の発生防止
自然現象として，地震，津波，落雷，風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，火山の影響(降下火
砕物によるフィルタの目詰まり等），生物学的事象，森林火災及び塩害を考慮する。

基本方針 基本方針 基本方針 － － － － － － －

75
これらの自然現象のうち，火災及び爆発を発生させるおそれのある落雷及び地震について，これらの現
象によって火災及び爆発が発生しないように，以下のとおり火災防護対策を講ずる設計とする。

基本方針 基本方針 基本方針 － － － － － － －

76
ＭＯＸ燃料加工施設において火災及び爆発を発生させるおそれのある自然現象のうち落雷による火災及
び爆発の発生を防止するため，建築基準法及び消防法に基づき避雷設備を設置する設計とする。

設置要求 施設共通　基本設計方針
設計方針（自然現象による火災
及び爆発の発生防止）

〇
【施設共通　基本設計方針】
避雷設備

－

Ⅴ-1-1-6　加工施設の火災防護に関する説明書
4. 火災及び爆発の発生防止
4.3 落雷，地震等の自然現象による火災及び爆発の
発生防止

－ － － － － 施設共通　基本設計方針

77
火災防護上重要な機器等は，耐震重要度分類に応じた地震力が作用した場合においても支持することが
できる地盤に設置し，耐震設計を行うことで自らの破壊又は倒壊による火災及び爆発の発生を防止する
設計とする。

評価要求
火災防護上重要な機器等（安
重及び貯蔵・閉じ込め機能を
有する設備）

設計方針（自然現象による火災
及び爆発の発生防止）

〇
【施設共通　基本設計方針】
避雷設備

－ －

粉末一時保管装置　等

※基本設計方針，火災及び爆発の
防止に関する説明書等

GB消火装置
GB排風機　等

※火災及び爆発の防止に関する
説明書等

一次混合装置GB　等

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

焼結炉
小規模焼結処理装置　等

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

混合酸化物貯蔵容器

※火災及び爆発の防止に関する
説明書等

所内電源設備（電気設備）
　高圧母線
　低圧母線

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

78

7.1.2 　火災の感知，消火
火災の感知及び消火は，火災防護上重要な機器等に対して，早期の火災感知及び消火を行うための火災
感知設備及び消火設備を設置する設計とする。
また，グローブボックス内に対しても，早期に火災感知及び消火を行うための火災感知設備及び消火設
備を設置する設計とする。

基本方針 基本方針 基本方針 〇 基本方針 －
Ⅴ－１－１－６ 火災及び爆発の防止に関する説明書
5. 火災の感知及び消火

－ － － － － －

79
火災感知設備及び消火設備は，「7.1.1(4)　自然現象による火災及び爆発の発生防止」で抽出した自然
現象に対して，火災感知及び消火の機能，性能が維持できる設計とする。

基本方針 基本方針 基本方針 〇 基本方針 －
Ⅴ－１－１－６ 火災及び爆発の防止に関する説明書
5. 火災の感知及び消火

－ 基本方針 － 基本方針 － 基本方針

80
火災感知設備及び消火設備については，火災区域及び火災区画に設置した火災防護上重要な機器等の耐
震重要度分類に応じて，機能を維持できる設計とする。

基本方針 基本方針 基本方針 〇 基本方針 －
Ⅴ－１－１－６ 火災及び爆発の防止に関する説明書
5. 火災の感知及び消火

－ 基本方針 － 基本方針 － 基本方針

81

(1)　火災感知設備
火災防護上重要な機器等を設置する火災区域又は火災区画の火災感知器の型式は，放射線，取付面高
さ，温度，湿度，空気流等の環境条件及び予想される火災の性質を考慮して選定するとともに，火災を
早期に感知できるよう固有の信号を発する異なる種類の火災感知器として，アナログ式煙感知器及びア
ナログ式熱感知器を組み合わせて設置する設計とする。
ただし，放射線の影響を考慮する場所に設置する火災感知器については，非アナログ式とする。

設置要求
機能要求①

火災感知設備（グローブボッ
クス外の感知に限る）

設計方針（火災の感知） － － － － － －

火災感知設備
　自動火災報知設備

※基本設計方針、火災及び爆発の
防止に関する説明書等

－

火災感知設備
　自動火災報知設備

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

82

グローブボックス内は，主要な工程で核燃料物質を非密封で取り扱うという特徴があり，ＭＯＸ粉末や
レーザ光による誤作動や内装機器及び架台が障壁となることにより，煙感知器及び炎感知器並びにサー
モカメラでは火災を感知できないおそれがあることから，火災源の位置等を考慮した上で，早期感知が
でき，また，動作原理の異なる2種類の熱感知器を組み合わせて設置する設計とする。

設置要求
機能要求①

火災感知設備（グローブボッ
クス内の感知に限る）

設計方針（火災の感知） － － －

被覆施設
　GB負圧・温度監視設備

※基本設計方針、火災及び爆発の
防止に関する説明書等

被覆施設、その他加工設備の付
属施設
　GB負圧・温度監視設備

火災感知設備
　GB温度監視装置

※基本設計方針、火災及び爆発
の防止に関する説明書等

被覆施設
　GB負圧・温度監視設備

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

成形施設、被覆施設
　GB負圧・温度監視設備

火災感知設備
　GB温度監視装置

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

－ －

83
消防法施行令及び消防法施行規則において火災感知器の設置が除外される区域についても，火災防護上
重要な機器等が火災による影響を考慮すべき場合には火災感知器を設置する設計とする。

設置要求
機能要求①

火災感知設備 設計方針（火災の感知） － － － － － － －

84

火災防護上重要な機器等を設置する火災区域又は火災区画のうち，コンクリート製の構造物や金属製の
配管，タンク等のみで構成する機器等を設置する火災区域又は火災区画は，機器等を不燃性の材料で構
成しており，火災の影響により機能を喪失するおそれがないことから，固有の信号を発する異なる種類
の火災感知器の組合せは行わず，消防法に基づいた設計とする。
ただし，通常作業時に人の立入りがなく可燃性物質がない区域は除く。

設置要求
機能要求①

火災感知設備 設計方針（火災の感知） － － － － － － －

85

感知器については消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第二十三条第4項に従い設置する設計とす
る。
また，環境条件等から消防法上の火災感知器の設置が困難となり，感知器と同等の機能を有する機器を
使用する場合においては，同項において求める火災区域内の感知器の網羅性及び火災報知設備の感知器
及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第17号)第十二条～第十八条までに定め
る感知性能と同等以上の方法により設置する設計とする。

設置要求
機能要求①

火災感知設備 設計方針（火災の感知） － － － － － －

火災感知設備
　自動火災報知設備

※基本設計方針、火災及び爆発の
防止に関する説明書等

－

86 火災感知設備は，外部電源喪失時にも火災の感知が可能となるよう,電源を確保する設計とする。 機能要求①
火災感知設備
（GB温度監視装置）

設計方針（火災の感知） － － － －

火災感知設備
　GB温度監視装置

※基本設計方針、火災及び爆発
の防止に関する説明書等

－

火災感知設備
　GB温度監視装置
　自動火災報知設備

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

－

87
また，火災防護上重要な機器等を設置する火災区域又は火災区画並びに安全上重要な施設のグローブ
ボックス内の火災感知設備は，非常用所内電源設備又は感知の対象とする設備の耐震重要度分類に応じ
て給電する設計とする。

機能要求① 火災感知設備 設計方針（火災の感知） － － － －

非常用発電機

火災感知設備
　GB温度監視装置

※基本設計方針、火災及び爆発
の防止に関する説明書等

－

所内電源設備（電気設備）
　燃料加工建屋の6.9ｋＶ非常用
母線
　燃料加工建屋の460Ｖ非常用母
線

火災感知設備
　GB温度監視装置
　自動火災報知設備

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

－

所内電源設備（電気設備）

火災感知設備
　自動火災報知設備

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

88
火災感知設備は，中央監視室に設置する受信機に火災信号を表示するとともに警報を発することで，適
切に監視できる設計及び火災感知器の設置場所を1つずつ特定できることにより，火災の発生場所を特
定できる設計とする。

機能要求① 火災感知設備 設計方針（火災の感知） － － －

被覆施設
　GB負圧・温度監視設備

※基本設計方針、火災及び爆発の
防止に関する説明書等

被覆施設、廃棄設備、その他加
工設備の付属施設
　GB負圧・温度監視設備

火災感知設備
　GB温度監視装置

※火災及び爆発の防止に関する
説明書等

被覆施設
　GB負圧・温度監視設備

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

成形施設、被覆施設、廃棄設備、
その他加工設備の付属施設
　GB負圧・温度監視設備

火災感知設備
　GB温度監視装置
　自動火災報知設備

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

－

火災感知設備
　自動火災報知設備

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

〇 基本方針

Ⅴ-1-1-6　加工施設の火災防護に関する説明書
4. 火災及び爆発の発生防止
4.3 落雷，地震等の自然現象による火災及び爆発の
発生防止

－

火災感知設備
　自動火災報知設備

※基本設計方針、火災及び爆発の
防止に関する説明書　等

火災感知設備
　自動火災報知設備

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

－

430



様式−７を⽤いた発電炉との記載の⽐較＜要求事項との対⽐表＞（⽕災） 添付−４（２）

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
第1回

説明対象
第1回申請対象設備 第1回申請　仕様表 第1回申請　添付書類

第２Ｇｒ
（2項変更②）

第２Ｇｒ
（1項新規➀）

第３Ｇｒ
（2項変更③）

第３Ｇｒ
（1項新規②）

第４Ｇｒ
（2項変更④）

第４Ｇｒ
（1項新規③）

89

火災感知器は，自動試験機能又は遠隔試験機能により点検ができる設計とする。
自動試験機能又は遠隔試験機能を持たない火災感知器は，機能に異常がないことを確認するため，消防
法施行規則に基づく煙等の火災を模擬した試験等を定期的に実施する。
グローブボックス内の火災感知設備は，機能に異常がないことを確認するため，抵抗値の測定及び模擬
抵抗等を用いる試験等を定期的に実施する。

機能要求①
運用要求

火災感知設備 設計方針（火災の感知） － － －

被覆施設
　GB負圧・温度監視設備

※基本設計方針、火災及び爆発の
防止に関する説明書等

被覆施設、廃棄設備、その他加
工設備の付属施設
　GB負圧・温度監視設備

火災感知設備
　GB温度監視装置

※火災及び爆発の防止に関する
説明書等

被覆施設
　GB負圧・温度監視設備

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

成形施設、被覆施設、廃棄設備、
その他加工設備の付属施設
　GB負圧・温度監視設備

火災感知設備
　GB温度監視装置
　自動火災報知設備

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

－

火災感知設備
　自動火災報知設備

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

90
地下タンクピット室上部の点検用マンホール上部の配管室(ピット部)内に設置する火災感知設備は，火
災感知器の予備を確保し，風水害の影響を受けた場合は，早期に火災感知器の取替えを行うことによ
り，当該設備の機能及び性能を復旧する設計とする。

機能要求①
運用要求

火災感知設備 設計方針（火災の感知） － － － － － －

火災感知設備
　自動火災報知設備

※基本設計方針、火災及び爆発の
防止に関する説明書等

―

火災感知設備
　自動火災報知設備

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

91

(2)　消火設備
工程室及びグローブボックスについては，臨界管理の観点からガスによる消火を行う。また，火災の影
響を受けるおそれのある火災防護上重要な機器等を設置する火災区域又は火災区画のうち，煙又は放射
線の影響により消火困難となる箇所(危険物の規制に関する政令に規定される著しく消火困難な製造所
等に該当する場所の多量の可燃性物質を取り扱う火災区域又は火災区画)，可燃性物質を取り扱い構造
上消火困難となる火災区域又は火災区画（中央監視室等の床下）及び安全上重要な電気品室となる火災
区域又は火災区画については，自動又は現場での手動操作による固定式消火設備を設置することによ
り，消火活動を可能とする設計とする。
燃料棒貯蔵室等の高線量区域は，通常運転時において人の立ち入りがなく，可燃性物質又は着火源にな
り得るものもないこと及び可燃性物質の持ち込み管理をすること並びに火災に至るおそれはないことか
ら固定式のガス消火装置を設置しない設計とする。

設置要求 消火設備 設計方針（火災の消火） － － － －

消火設備
　GB消火装置
　窒素消火装置
　二酸化炭素消火装置

※基本設計方針、火災及び爆発
の防止に関する説明書等

－ － －

ハロゲン化物消火設備

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

92

なお，上記以外の火災区域又は火災区画については，取り扱う可燃性物質の量が少ないこと，消火に当
たり扉を開放することで隣室からの消火が可能なこと，ＭＯＸ燃料加工施設は換気設備により負圧にし
て閉じ込める設計としており，換気設備による排煙が可能であり，有効に煙の除去又は煙が降下するま
での時間が確保できることにより消火困難とならないため，消防法に基づく消火設備で消火する設計と
する。

機能要求① 消火設備 設計方針（火災の消火） － － － －

消火設備
　窒素消火装置
　二酸化炭素消火装置

※基本設計方針、火災及び爆発
の防止に関する説明書等

－

消火設備
　屋内消火栓
　消火器

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

－ －

93

消火設備の破損，誤作動又は誤操作が発生した場合のほか，火災感知設備の破損，誤作動又は誤操作が
起きたことにより消火設備が作動した場合においても，火災防護上重要な機器等の安全機能を損なわな
いよう，安全上重要な施設のグローブボックス内で発生する火災に対しては，臨界管理の観点から，ガ
ス系又は粉末系の消火剤を使用する設計とし，グローブボックス内への消火剤放出に伴う圧力上昇によ
るグローブボックスの閉じ込め機能を損なわない設計，非常用発電機は，二酸化炭素消火装置の破損，
誤作動又は誤操作により流出する二酸化炭素の影響で，運転中の非常用発電機が給気不足を引き起こさ
ないように，外気より給気を行う設計，電気絶縁性が大きい固定式のガス消火装置(不活性ガス消火装
置)を設置することにより，設備の破損，誤作動又は誤操作により消火剤が放出されても，電気及び機
械設備に影響を与えない設計とする。

機能要求① 消火設備 設計方針（火災の消火） － － － －

消火設備
　GB消火装置
　窒素消火装置
　二酸化炭素消火装置

※基本設計方針、火災及び爆発
の防止に関する説明書等

－ － － －

94 また，火災時における消火設備からの放水による溢水に対して安全機能へ影響がないよう設計する。 設置要求 消火設備 設計方針（火災の消火） － － － － － －

消火設備
　屋内消火栓

※基本設計方針、火災及び爆発の
防止に関する説明書等

－ －

95
a.　消火設備の消火剤の容量
消火設備は，想定される火災の性質に応じた容量として，消防法施行規則に基づき算出した消火剤容量
を配備する。

設置要求
機能要求①

消火設備 設計方針（火災の消火） － － － －

消火設備
　GB消火装置
　窒素消火装置
　二酸化炭素消火装置

※基本設計方針、火災及び爆発
の防止に関する説明書等

－ － －

消火設備
　消火用水槽
　ろ過水貯槽

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

96

ただし，グローブボックス内の消火を行う不活性ガス消火装置(グローブボックス消火装置)について
は，グローブボックスの給気量に対して95%の消火ガスを放出するとともに，消火ガス放出開始から5分
で放出を完了できる設計とする。
また，複数連結したグローブボックスについては，消火ガスの放出単位を設定し，その放出単位の給気
量の合計値に対して95%の消火ガスを放出するとともに，消火ガス放出開始から5分で放出を完了できる
設計とし，消火剤容量は最も大きな放出単位を消火できる量以上を配備する。

設置要求
機能要求②

消火設備 設計方針（火災の消火） － － － －

消火設備
　GB消火装置

※基本設計方針、火災及び爆発
の防止に関する説明書等

－ － － －

97 設計方針（火災の消火）

98 設計方針（火災の消火）

99

b.　消火設備の系統構成
(a)　消火用水供給系の多重性又は多様性
消火用水供給系の水源として，ろ過水貯槽(再処理施設，廃棄物管理施設と共用(以下同じ。)）(約
2,500ｍ3)及び消火用水貯槽(再処理施設，廃棄物管理施設と共用(以下同じ。))(約900ｍ3）を設置し，
双方からの消火用水の供給を可能とすることで，多重性を有する設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

消火設備 設計方針（火災の消火） － － － － － － － －

消火設備
　消火用水槽
　ろ過水貯槽

※基本設計方針、火災及び爆発の
防止に関する説明書等

100

消火用水系の消火ポンプは，必要量を送水可能な電動機駆動消火ポンプ(再処理施設，廃棄物管理施設
と共用（以下同じ。))に加え，同等の能力を有する異なる駆動方式であるディーゼル駆動消火ポンプ
(再処理施設，廃棄物管理施設と共用(以下同じ。))(定格流量450m3／ｈ)を１台ずつ設置することで，
多様性を有する設計とするとともに，消火配管内を加圧状態に保持するため，機器の単一故障を想定
し，圧力調整用消火ポンプ(再処理施設，廃棄物管理施設と共用(以下同じ。))を2基設ける設計とす
る。

設置要求
機能要求①
機能要求②

消火設備 設計方針（火災の消火） － － － － － － － －

消火設備
　圧力調整用消火ポンプ
　電動機駆動消火ポンプ
　ディーゼル駆動消火ポンプ

※基本設計方針、火災及び爆発の
防止に関する説明書等

101
(b)　系統分離に応じた独立性
ＭＯＸ燃料加工施設の火災防護上の系統分離対策を講じる設備を設置する火災区域又は火災区画の消火
に用いる設備は，消火設備の動的機器の単一故障により同時に機能を喪失しない設計とする。

機能要求① 消火設備 設計方針（火災の消火） － － － －

消火設備
　窒素消火装置
　二酸化炭素消火装置

※基本設計方針、火災及び爆発
の防止に関する説明書等

－ － － －

102

同一区域に系統分離し設置する固定式のガス消火装置は，消火設備の動的機器の故障によっても，系統
分離した設備に対する消火機能が同時に喪失することがないよう，動的機器である容器弁及び選択弁の
うち，容器弁(ボンベ含む)は必要数量に対し1以上多く設置するとともに，選択弁は各ラインにそれぞ
れ設置することにより同時に機能が喪失しない設計とする。

設置要求
機能要求①

消火設備 設計方針（火災の消火） － － － －

消火設備
　窒素消火装置
　二酸化炭素消火装置

※基本設計方針、火災及び爆発
の防止に関する説明書等

－ － － －

103
なお，万一，系統上の選択弁の故障を想定しても，手動により選択弁を操作することにより，消火が可
能な設計とする。

設置要求
機能要求①

消火設備 設計方針（火災の消火） － － － －

消火設備
　窒素消火装置
　二酸化炭素消火装置

※基本設計方針、火災及び爆発
の防止に関する説明書等

－ － － －

104
(c)　消火用水の優先供給
消火用水は給水処理設備と兼用する場合に隔離弁を設置し，消火用水の供給を優先できる設計とする。

設置要求
機能要求①

消火設備 設計方針（火災の消火） － － － － － －

消火設備
　屋内消火栓
　屋外消火栓

※基本設計方針、火災及び爆発の
防止に関する説明書等

－

消火設備
　消火水供給設備

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

105

c.　消火設備の電源確保
再処理施設と共用する消火用水供給系の電動機駆動消火ポンプは運転予備用母線から受電する設計と
し，ディーゼル駆動消火ポンプは，ディーゼル機関を起動できるように，専用の蓄電池により外部電源
喪失時においても電源を確保する設計とする。

機能要求① 消火設備 設計方針（火災の消火） － － － － － － － －

消火設備
　電動機駆動消火ポンプ
　ディーゼル駆動消火ポンプ

※基本設計方針、火災及び爆発の
防止に関する説明書等

106

また，火災防護上重要な機器等を設置する火災区域又は火災区画の消火活動が困難な箇所に設置する窒
素消火装置及び二酸化炭素消火装置並びにグローブボックス消火装置(不活性ガス消火装置)のうち作動
に電源が必要となるものは，外部電源喪失時においても消火が可能となるよう，非常用所内電源設備か
ら給電するとともに蓄電池を設ける設計とする。

機能要求① 消火設備 設計方針（火災の消火） － － － －

消火設備
　GB消火装置
　窒素消火装置
　二酸化炭素消火装置

※基本設計方針、火災及び爆発
の防止に関する説明書等

－

所内電源設備（電気設備）

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

－ －

消火用水供給系の水源は，消防法施行令及び危険物の規制に関する規則に基づくとともに，2時間の最
大放水量(116ｍ3)に対し十分な容量を有する設計とする。

機能要求② 消火設備 － －

消火設備
　消火用水槽
　ろ過水貯槽

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

－ － － －

防火水槽

※基本設計方針、火災及び爆発の
防止に関する説明書等

－

－

431
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項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
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107

d.　消火設備の配置上の考慮
(a)　火災による二次的影響の考慮
屋内消火栓，窒素消火装置，グローブボックス消火装置等を適切に配置することにより，火災防護上重
要な機器等に火災の二次的影響が及ばない設計とする。

設置要求 消火設備 設計方針（火災の消火） － － － －

消火設備
　GB消火装置
　窒素消火装置
　二酸化炭素消火装置

※基本設計方針、火災及び爆発
の防止に関する説明書等

－

消火設備
　屋内消火栓
　屋外消火栓
　消火器

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

－

消火設備
　電動機駆動消火ポンプ
　ディーゼル駆動消火ポンプ

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

108
消火剤にガスを用いる場合は，電気絶縁性の高いガスを採用することで，火災が発生している火災区域
又は火災区画からの火炎，熱による直接的な影響のみならず，煙，流出流体，断線及び爆発等の二次的
影響が火災防護上重要な機器等に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求① 消火設備 設計方針（火災の消火） － － － －

消火設備
　GB消火装置
　窒素消火装置
　二酸化炭素消火装置

※基本設計方針、火災及び爆発
の防止に関する説明書等

－ － －

ハロゲン化物消火設備

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

109
また，煙の二次的影響が火災防護上重要な機器等に悪影響を及ぼす場合は，延焼防止ダンパを設ける設
計とする。

設置要求
火災影響軽減設備（延焼防止
ダンパ）

設計方針（火災の消火） － － － －

火災影響軽減設備
　延焼防止ダンパ

※基本設計方針、火災及び爆発
の防止に関する説明書等

－ － － －

110

消火設備は火災による熱の影響を受けても破損及び爆発が発生しないように，消火ガスボンベに接続す
る安全弁により消火ガスボンベの過圧を防止する設計とするとともに，消火ガスボンベ及び制御盤につ
いては消火対象を設置するエリアとは別の火災区域又は火災区画又は十分に離れた位置に設置する設計
とする。

設置要求 消火設備 設計方針（火災の消火） － － － －

消火設備
　GB消火装置
　窒素消火装置
　二酸化炭素消火装置

※基本設計方針、火災及び爆発
の防止に関する説明書等

－ － －

ハロゲン化物消火設備

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

111
(b)　管理区域からの放出消火剤の流出防止
管理区域内で放出した消火水は，管理区域外への流出を防止するため，管理区域と管理区域外の境界に
堰等を設置するとともに，各室の排水系統から低レベル廃液処理設備に回収し，処理する設計とする。

設置要求
機能要求①

施設共通　基本設計方針 基本方針 〇
【施設共通　基本設計方針】
管理区域外への流出防止

－
Ⅴ-1-1-6　加工施設の火災防護に関する説明書
5. 火災の感知及び消火
5.1 管理区域からの放出消火剤の流出防止

－ － － － － －

112
また，管理区域においてガス系消火剤による消火を行った場合においても，換気設備のフィルタ等によ
り放射性物質を低減したのち，排気筒から放出する設計とする。

機能要求①
グローブボックス排気設備，
工程室排気設備，建屋排気期
設備，排気筒

設計方針（管理区域からの放出
消火剤の流出防止）

－ － － －

GB排気設備
工程室排気設備
建屋排気設備
排気筒

※基本設計方針、火災及び爆発
の防止に関する説明書等

－ － － －

113

(c)　消火栓の配置
火災区域又は火災区画に設置する屋内消火栓及び屋外消火栓は，消防法施行及び都市計画法施行令に準
拠し配置することにより，消火栓により消火を行う必要のあるすべての火災区域又は火災区画における
消火活動に対処できるように配置する設計とする。

設置要求 消火設備 設計方針（火災の消火） － － － － － －

消火設備
　屋内消火栓
　屋外消火栓

※基本設計方針、火災及び爆発の
防止に関する説明書等

－ －

114
e.　消火設備の警報
(a)　消火設備の故障警報
固定式のガス消火装置は，電源断等の故障警報を中央監視室に吹鳴する設計とする。

機能要求① 消火設備 設計方針（火災の消火） － － － －

消火設備
　GB消火装置
　窒素消火装置
　二酸化炭素消火装置

※基本設計方針、火災及び爆発
の防止に関する説明書等

－ － － －

115

(b)　固定式のガス消火装置の退避警報
窒素消火装置及び二酸化炭素消火装置は，作動前に従事者等が退出できるよう警報又は音声警報を吹鳴
する設計とする。
また，二酸化炭素消火装置の作動に当たっては20秒以上の時間遅れをもって消火ガスを放出する設計と
する。

機能要求① 消火設備 設計方針（火災の消火） － － － －

消火設備
　窒素消火装置
　二酸化炭素消火装置

※基本設計方針、火災及び爆発
の防止に関する説明書等

－ － － －

116
f.　消火設備に対する自然現象の考慮
屋外に設置する消火設備は，設計上考慮する自然現象に対する環境条件を満足する設計とする。

機能要求① 消火設備 設計方針（火災の消火） － － － － － －

消火設備
　屋外消火栓
　防火水槽

※基本設計方針、火災及び爆発の
防止に関する説明書等

－

消火設備
　ろ過水貯槽

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

117

(a)　凍結防止対策
屋外に設置する消火設備のうち，消火用水の供給配管は凍結を考慮し，凍結深度（GL-60cm）を確保し
た埋設配管とするとともに，地上部に配置する場合には保温材を設置することにより凍結を防止する設
計とするとともに，屋外消火栓は，自動排水機構により消火栓内部に水が溜まらないような構造とす
る。

設置要求
機能要求①

消火設備 設計方針（火災の消火） － － － － － －

消火設備
　屋外消火栓

※基本設計方針、火災及び爆発の
防止に関する説明書等

－ －

118
(b)　風水害対策
消火ポンプのほか，不活性ガス消火装置(窒素消火装置及び二酸化炭素消火装置)についても，風水害に
対してその性能が著しく阻害されることがないよう，建屋内に設置する設計とする。

設置要求 消火設備 設計方針（火災の消火） － － － －

消火設備
　窒素消火装置
　二酸化炭素消火装置

※基本設計方針、火災及び爆発
の防止に関する説明書等

－ － －

消火設備
　圧力調整用消火ポンプ
　電動機駆動消火ポンプ
　ディーゼル駆動消火ポンプ

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

119
屋外消火栓は風水害に対してその機能が著しく阻害されることがないよう，雨水の浸入等により動作機
構が影響を受けない構造とする。

機能要求① 消火設備 設計方針（火災の消火） － － － － － －

消火設備
　屋外消火栓

※基本設計方針、火災及び爆発の
防止に関する説明書等

－ －

120 設計方針（火災の消火）

121 設計方針（火災の消火）

122

g.　その他
(a)　移動式消火設備
火災時の消火活動のため，消火ホース等の資機材を備え付けている移動式消火設備として，大型化学高
所放水車を配備するとともに，故障時の措置として消防ポンプ付水槽車を配備する設計とする。
また，航空機落下による化学火災(燃料火災)時の対処のため化学粉末消防車を配備する設計とする。

設置要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（火災の消火） － － － － － － － － － 施設共通　基本設計方針

123

(b)　消火用の照明器具
火災防護上重要な機器等を設置する火災区域及び火災区画の消火設備の現場盤操作等に必要な照明器具
として，移動経路及び消火設備の現場盤周辺に，1時間以上の容量の蓄電池を内蔵する照明器具を設置
する設計とする。

設置要求 照明設備 設計方針（火災の消火） － － － － － － －

照明設備

※基本設計方針、火災及び爆発の
防止に関する説明書等

－ －

124

7.1.3　火災及び爆発の影響軽減
(1)　火災及び爆発の影響軽減対策
a.　火災防護上の系統分離対策
ＭＯＸ燃料加工施設における火災防護上の系統分離対策を講じる設備である核燃料物質の閉じ込め機能
を有するグローブボックス排風機及びその機能の維持に必要な支援機能である非常用所内電源設備につ
いては，互いに相違する系列間の機器及びケーブル並びにこれらの近傍に敷設されるその他のケーブル
に対する系統分離対策として，以下の設計を講ずる

基本方針 基本方針
基本方針
設計方針（影響軽減）（第２Ｇ
ｒ以降）

〇 基本方針 －
Ⅴ－１－１－６ 火災及び爆発の防止に関する説明書
2. 火災防護の基本方針

－ － － － － －

－ － －

消火設備
　屋内消火栓

※基本設計方針、火災及び爆発の

－ －

(c)　地盤変位対策
屋内消火栓は，地震時における地盤変位により，消火水を建物へ供給する消火配管が破断した場合にお
いても，大型化学高所放水車又は消防ポンプ付水槽車から消火用水を供給し，消火活動を可能とするよ
う，建屋内の外部からのアクセス性が良い箇所に送水口を設置し，破断した配管から建屋外へ流出させ

設置要求 移動式消火設備 － － －

－

432
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125
(a)　3時間以上の耐火能力を有する隔壁等による分離
系統分離し配置している火災防護上の系統分離対策を講じる安重機能を有する機器等は，火災耐久試験
により3時間以上の耐火能力を確認した，耐火壁で系統間を分離する設計とする。

設置要求
機能要求②

施設共通　基本設計方針
（GB排風機，非常用発電機が
敷設される区域。又は当該
ケーブルトレイに対して実
施）

基本方針
設計方針（影響軽減）（第２Ｇ
ｒ以降）

〇

【施設共通　基本設計方針】
３時間以上の耐火能力を有する耐
火壁（耐火隔壁，貫通部シール，
防火扉，防火ダンパ等）

【施設共通基本設計方針】
３時間以上の耐火能力を有する隔
壁等

－
Ⅴ－１－１－６ 火災及び爆発の防止に関する説明書
2. 火災防護の基本方針

【施設共通　基本設計方針】
３時間以上の耐火能力を有する耐
火壁（耐火隔壁，貫通部シール，
防火扉，防火ダンパ等）

【施設共通基本設計方針】
３時間以上の耐火能力を有する隔
壁等

－ － － －

【施設共通　基本設計方針】
３時間以上の耐火能力を有する耐
火壁（耐火隔壁，貫通部シール，
防火扉，防火ダンパ等）

【施設共通基本設計方針】
３時間以上の耐火能力を有する隔
壁等
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(b)　水平距離6m以上の離隔距離の確保，火災感知設備及び自動消火設備の設置による分離
互いに相違する系列の火災防護上の系統分離対策を講じる設備は，水平距離間には仮置きするものを含
め可燃性物質が存在しないようにし，系列間を6m以上の離隔距離により分離する設計とし，かつ，火災
感知設備及び自動消火設備を設置することで系統間を分離する設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

GB排風機，火災感知設備，消
火設備（窒素消火装置）

基本方針
設計方針（影響軽減）（第２Ｇ
ｒ以降）

〇 基本方針 －
Ⅴ－１－１－６ 火災及び爆発の防止に関する説明書
2. 火災防護の基本方針

－

GB排風機
消火設備
　窒素消火装置

※火災及び爆発の防止に関する
説明書等

－

火災感知設備
　自動火災報知設備

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

－ －
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(c)　1時間耐火隔壁による分離，火災感知設備及び自動消火設備の設置による分離
互いに相違する系列の火災防護上の系統分離対策を講じる設備を1時間の耐火能力を有する隔壁で分離
し，かつ，火災感知設備及び自動消火設備を設置することで系統間を分離する設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

非常用発電機（燃料移送ポン
プ），火災感知設備，消火設
備（二酸化炭素消火装置）

基本方針
設計方針（影響軽減）（第２Ｇ
ｒ以降）

〇 基本方針 －
Ⅴ－１－１－６ 火災及び爆発の防止に関する説明書
2. 火災防護の基本方針

－

燃料移送ポンプ
消火設備
　二酸化炭素消火装置

※火災及び爆発の防止に関する
説明書等

－

火災感知設備
　自動火災報知設備

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

－ －
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b.　中央監視室の火災及び爆発の影響軽減
(a)　中央監視室制御盤内の火災影響軽減対策
中央監視室に設置する火災防護上の系統分離対策を講じる制御盤及びそのケーブルについては，火災及
び爆発の影響軽減のための措置を講ずる設計と同等の設計として，中央監視室の制御盤に関しては，
「異なる系統の制御盤を系統別に個別の不燃性の筐体で造る盤とすることで分離（盤の筐体は1.5mm以
上の鉄板で1時間以上の耐火能力を有する）」，「制御盤内に高感度煙感知器を設置」，「常駐する運
転員による消火器を用いた早期の消火活動」により，上記設計と同等な設計とする。

設置要求
機能要求①
運用要求

GB排風機及び非常用発電機の
系統，
高感度煙感知器，消火器
施設共通（運転員の消火活
動）

基本方針
設計方針（影響軽減）（第２Ｇ
ｒ以降）

〇 基本方針 －
Ⅴ－１－１－６ 火災及び爆発の防止に関する説明書
2. 火災防護の基本方針

－

GB排風機及び非常用発電機の系
統
消火器
施設共通（運転員の消火活動）

※火災及び爆発の防止に関する
説明書等

－

火災感知設備
　自動火災報知設備

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

－ －
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(b)　中央監視室床下の影響軽減対策
中央監視室の床下に関しては，「3時間以上の耐火能力を有する隔壁等で分離された設計」，「互いに
相違する系列間の水平距離が6m以上あり，かつ，火災感知設備及び自動消火設備を設置する設計」，又
は「1時間の耐火能力を有する隔壁等で互いの系列間を分離し，かつ，火災感知設備及び自動消火設備
を設置する設計」とする

設置要求
機能要求②

GB排風機及び非常用発電機の
系統，火災感知設備，消火設
備

基本方針
設計方針（影響軽減）（第２Ｇ
ｒ以降）

〇 基本方針 －
Ⅴ－１－１－６ 火災及び爆発の防止に関する説明書
2. 火災防護の基本方針

－

GB排風機及び非常用発電機の系
統
消火設備

※火災及び爆発の防止に関する
説明書等

－

火災感知設備
　自動火災報知設備

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

－ －
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c.　換気設備に対する火災及び爆発の影響軽減対策
火災区域境界を貫通する換気ダクトには防火ダンパ及び延焼防止ダンパを設置することで，他の区域か
らの火災及び爆発の影響が及ばない設計とする。
ただし，放射性物質貯蔵等の機器等を設置する火災区域は，放射性物質による汚染のおそれのある区域
を常時負圧にすることで閉じ込め機能を維持する動的な閉じ込め設計とするため，耐火壁を貫通するダ
クトについては，厚さ1.5mm以上の鋼板ダクトにより，3時間耐火境界となるよう排気系統を形成する設
計とする。

設置要求
機能要求①

火災影響軽減設備（延焼防止
ダンパ，防火ダンパ）
グローブボックス排気設備，
工程室排気設備，建屋排気設
備（放射性物質貯蔵等の機器
等を設置する火災区域境界に
限る）

設計方針（影響軽減） － － － －

火災影響軽減設備
　延焼防止ダンパ
　防火ダンパ　等
グローブボックス排気設備
工程室排気設備
建屋排気設備（放射性物質貯蔵
等の機器等を設置する火災区域
境界に限る）

※基本設計方針、火災及び爆発
の防止に関する説明書等

－ － － －
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d.　火災発生時の煙に対する火災及び爆発の影響軽減対策
運転員が駐在する中央監視室等の火災及び爆発の発生時の煙を排気するため，換気設備により発生した
煙を排気するために，建築基準法に基づく容量を確保する設計とする。

設置要求
機能要求①

工程室排気設備，
非管理区域換気空調設備

設計方針（影響軽減） － － － －

工程室排気設備
非管理区域換気空調設備

※基本設計方針、火災及び爆発
の防止に関する説明書等

－ － － －
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e.　油タンクに対する火災及び爆発の影響軽減対策
火災区域又は火災区画に設置する油タンクのうち，放射性物質を含まないＭＯＸ燃料加工施設で使用す
る油脂類のタンクはベント管により屋外へ排気する設計とする。

機能要求① 燃料油貯蔵タンク 設計方針（影響軽減） － － － －

燃料油貯蔵タンク

※基本設計方針、火災及び爆発
の防止に関する説明書等

－ － － －
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f.　焼結炉等に対する爆発の影響軽減対策
ＭＯＸ燃料加工施設では爆発の発生は想定されないが，万一，爆発が発生した場合の影響軽減対策とし
て，焼結炉等における爆発の発生を検知し，検知後は排気経路に設置したダンパを閉止する設計とす
る。

機能要求①
焼結設備，小規模焼結処理装
置，火災影響軽減設備（延焼
防止ダンパ）

設計方針（影響軽減） － － － － － －

焼結設備
小規模焼結処理装置
火災影響軽減設備
　延焼防止ダンパ

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等

－ －
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(2)　火災影響評価
火災区域又は火災区画における設備等の設置状況を踏まえた可燃性物質の量等を基に，想定されるＭＯ
Ｘ燃料加工施設内の火災又は爆発によって，安全上重要な施設の安全機能が損なわれないことを，「内
部火災影響評価ガイド」に基づき，火災影響評価にて確認する。
また，火災又は爆発によって設計基準事故が発生する場合は，それらに対処するために必要な機器の単
一故障を考慮しても異常状態を収束できる設計とし，「内部火災影響評価ガイド」に基づき，火災影響
評価にて確認する。

基本方針 安全上重要な施設 基本方針 〇 基本方針 －

Ⅴ－１－１－６ 火災及び爆発の防止に関する説明書
2. 火災防護の基本方針

火災影響評価（追加）

－ － － － －

火災影響評価

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等
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a.　火災伝播評価
火災伝播評価は，火災区域又は火災区画に火災を想定した場合に，隣接火災区域又は火災区画への影響
の有無を確認する。

評価要求 安全上重要な施設 設計方針（火災影響評価） － － － － － － － －

火災影響評価

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等
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b.　隣接火災区域に影響を与えない火災区域
隣接火災区域又は火災区画に影響を与える火災区域又は火災区画は，当該火災区域又は火災区画内の火
災に伴う当該火災区域又は火災区画及び隣接火災区域又は火災区画の2区画内に設置する全機器の動的
機能喪失を想定しても，ＭＯＸ燃料加工施設の安全機能に影響を与えないことを確認することにより，
安全上重要な施設が機能喪失するおそれのある隣接2区域(区画)において，当該火災区域又は火災区画
における最も過酷な単一の火災を想定して，FDTsを用いた火災影響評価を実施し，ＭＯＸ燃料加工施設
の安全機能に影響を与えないことを評価する。

評価要求 安全上重要な施設 設計方針（火災影響評価） － － － － － － － －

火災影響評価

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等
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c.　隣接火災区域に火災の影響を与える火災区域
隣接火災区域又は火災区画に影響を与える火災区域又は火災区画は，当該火災区域又は火災区画内の火
災に伴う当該火災区域又は火災区画及び隣接火災区域又は火災区画の2区画内に設置する全機器の動的
機能喪失を想定しても，ＭＯＸ燃料加工施設の安全機能に影響を与えないことを確認することにより，
ＭＯＸ燃料加工施設の安全機能が少なくとも一つは確保されること及び安全上重要な施設が機能喪失す
るおそれのある隣接2区域(区画)において，当該火災区域又は火災区画における最も過酷な単一の火災
を想定して，FDTSを用いた火災影響評価を実施し，ＭＯＸ燃料加工施設の安全機能に影響を与えないこ
とを評価する。

評価要求 安全上重要な施設 設計方針（火災影響評価） － － － － － － － －

火災影響評価

※火災及び爆発の防止に関する説
明書等
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7.1.4　設備の共用
消火設備のうち，消火用水を供給する電動機駆動消火ポンプ，ディーゼル駆動消火ポンプ，圧力調整用
消火ポンプ，消火用水貯槽及びろ過水貯槽は，再処理施設及び廃棄物管理施設と共用するが，再処理施
設又は廃棄物管理施設へ消火用水を供給した場合においてもＭＯＸ燃料加工施設で必要な容量を確保す
る設計とし，消火水供給設備においては，故障その他の異常が発生した場合でも，消火水の供給が停止
した場合でも，安重機能を有する機器等を設置する火災区域に対して消火水を用いない消火手段を設け
ること，燃料加工建屋及び周辺部の火災については，外部火災影響評価で外部火災防護対象施設の安全
機能を損なわない設計とすることで，共用によってＭＯＸ燃料加工施設の安全性を損なわない設計とす
る。

機能要求①
評価要求

消火設備（電動機駆動消火ポ
ンプ，ディーゼル駆動消火ポ
ンプ，圧力調整用消火ポン
プ，消火用水貯槽及びろ過水
貯槽）

設計方針（設備の共用） － － － － － － － －

消火設備
電動機駆動消火ポンプ
ディーゼル駆動消火ポンプ
圧力調整用消火ポンプ
消火用水貯槽
ろ過水貯槽

※基本設計方針、火災及び爆発の
防止に関する説明書等
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また，ＭＯＸ燃料加工施設とウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵施設の境界の扉(再処理施設と共
用，ＭＯＸ燃料加工施設に設置)については，火災区域設定のため，火災影響軽減設備として十分な耐
火能力を有する設計とすることで，共用によってＭＯＸ燃料加工施設の安全性を損なわない設計とす
る。

設置要求
評価要求

火災影響軽減設備（防火扉
（ＭＯＸ燃料加工施設とウラ
ン・プルトニウム混合酸化物
貯蔵施設の境界の扉））

設計方針（設備の共用） － － － － － － － －

火災影響軽減設備
　防火扉

※基本設計方針、火災及び爆発の
防止に関する説明書等

－

－

－
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様式−７を⽤いた発電炉との記載の⽐較＜要求事項との対⽐表＞（溢⽔） 添付−４（３）

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
第1回

説明対象
第1回申請対象設備 第1回申請　仕様表 第1回申請　添付書類

第２Ｇｒ
（2項変更②）

第２Ｇｒ
（1項新規➀）

第３Ｇｒ
（2項変更③）

第３Ｇｒ
（1項新規②）

第４Ｇｒ
（2項変更④）

第４Ｇｒ
（1項新規③）

1

6.  加工施設内における溢水による損傷の防止
6.1    溢水防護に関する基本設計方針
安全機能を有する施設が，MOX 燃料加工施設内における溢水が発生した場合においても，その安全性を確保
するために，溢水に対して安全機能を損なわない方針とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 〇 基本方針 -
Ⅴ-1-1-7　加工施設内における溢水による損傷の防
止に関する説明書

基本方針 基本方針 基本方針 基本方針 基本方針 基本方針

2

そのために，溢水防護に係る設計時に MOX 燃料加工施設内において発生が想定される溢水の影響を評価
（以下「溢水評価」という。）し， MOX 燃料加工施設内における溢水が発生した場合においても，安全評
価上機能を期待する安全上重要な機能を有する構築物，系統及び機器の機能を維持する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 〇 基本方針 -
Ⅴ-1-1-7　加工施設内における溢水による損傷の防
止に関する説明書

基本方針 基本方針 基本方針 基本方針 基本方針 基本方針

3

これらの機能を維持するために必要な設備（以下「溢水防護対象設備」という。）が，発生を想定する没
水，被水及び蒸気の影響を受けて，要求される安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 〇 基本方針 -
Ⅴ-1-1-7　加工施設内における溢水による損傷の防
止に関する説明書

基本方針 基本方針 基本方針 基本方針 基本方針 基本方針

4

重大事故等対処設備に期待する機能については，溢水影響を受けて設計基準事故に対処するための設備の安
全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，可能な限り設計基準事故に対処するための設備と
位置的分散を図り設置又は保管する若しくは溢水に対して健全性を確保する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 〇 基本方針 -
Ⅴ-1-1-7　加工施設内における溢水による損傷の防
止に関する説明書

基本方針 基本方針 基本方針 基本方針 基本方針 基本方針

5

溢水影響に対し防護すべき設備（以下「防護すべき設備」という。）として溢水防護対象設備及び重大事故
等対処設備を設定する。

冒頭宣言
機能要求②

溢水評価対象の安重設備および溢水
評価対象の重大事故等対処設備

基本方針
設計方針）（第２Ｇｒ以降）

〇 基本方針 -
Ⅴ-1-1-7　加工施設内における溢水による損傷の防
止に関する説明書

貯蔵施設　等

工程室排気設備
グローブボックス排気設備
外部放出抑制設備
代替グローブボックス排気設備
等

粉末調整工程
ペレット加工工程　等

粉末調整工程
ペレット加工工程
遠隔消火装置　等

混合酸化物貯蔵容器 緊急時対策所　等

6

溢水評価条件の変更により評価結果が影響を受けないことを確認するために，評価条件の変更の都度，溢水
評価を実施することとし保安規定に定めて管理する。 運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針 - - - - - - - - - 施設共通　基本設計方針

7

6.2   防護すべき設備の抽出
溢水によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施設を全ての安全機能を有する構築
物，系統及び機器とし，その上で事業許可基準規則及びその解釈並びに「原子力発電所の内部溢水影響評価
ガイド（平成25年6月19日　原規技発第13061913号　原子力規制委員会決定）」（以下「内部溢水ガイド」
という。）で安全機能の重要度，溢水から防護すべき安全機能等が定められていることを踏まえ，全ての安
全機能を有する構築物，系統及び機器の中から安全評価上機能を期待するものとして，MOX 燃料加工施設内
部で想定される溢水に対して，臨界防止，閉じ込め等の安全機能を維持するために必要な設備を防護すべき
設備のうち溢水防護対象設備として，安全評価上機能を期待する安全上重要な機能を有する構築物，系統及
び機器を抽出する。

冒頭宣言
機能要求②

溢水評価対象の安重設備
基本方針
設計方針）（第２Ｇｒ以降）

〇 基本方針 -
Ⅴ-1-1-7　加工施設内における溢水による損傷の防
止に関する説明書

貯蔵施設　等
工程室排気設備
グローブボックス排気設備
等

粉末調整工程
ペレット加工工程　等

粉末調整工程
ペレット加工工程
遠隔消火装置　等

混合酸化物貯蔵容器 -

8

具体的には，公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び設計基準事故時に公衆又は従事者
に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため，放射性物質又は放射線が MOX 燃料加工施設外へ放出さ
れることを抑制又は防止するために必要な設備がこれに該当し，これらの設備には，設計基準事故の拡大防
止及び影響緩和のために必要な設備が含まれる。

冒頭宣言
機能要求②

溢水評価対象の安重設備 設計方針 - - - - 貯蔵施設　等
工程室排気設備
グローブボックス排気設備　等

粉末調整工程
ペレット加工工程　等

粉末調整工程
ペレット加工工程
遠隔消火装置　等

混合酸化物貯蔵容器 -

9

また，重大事故等対処設備も防護すべき設備として選定する。
冒頭宣言

機能要求②
溢水評価対象の重大事故等対処設備 設計方針 - - - - -

外部放出抑制設備
代替グローブボックス排気設備
等

粉末調整工程　等
粉末調整工程
ペレット加工工程
遠隔消火装置　等

- 緊急時対策所　等

10

上記に含まれない安全機能を有する施設は，溢水による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保
すること，安全上支障のない期間での修理の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，
その安全機能を損なわない設計とする。 運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針 - - - - - - - - - 施設共通　基本設計方針

11

また，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する重大事故等対処設備のうち，安全上重要な施設以外の安
全機能を有する施設と兼用する重大事故等対処設備は，溢水による損傷を考慮して，代替設備により必要な
機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理等の対応を行うこと，関連する工程の停止等又はそれら
を適切に組み合わせることで，重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針 - - - - - - - - - 施設共通　基本設計方針

12

6.3    考慮すべき溢水事象
溢水影響を評価するために，溢水評価では，溢水源として発生要因別に分類した以下の溢水を主として想定
する。溢水源及び溢水量としては，発生要因別に分類した以下の溢水を想定して評価することとし，評価の
条件については内部溢水ガイドを参考とする。
（1）   溢水の影響を評価するために想定する機器の破損等により生ずる溢水（以下「想定破損による溢
水」という。）
（2）  MOX 燃料加工施設内で生ずる異常状態（火災を含む。）の拡大防止のために設置される系統からの
放水による溢水（以下「消火水等の放水による溢水」という。）
（3）   地震に起因する機器の破損等により生ずる溢水（以下「地震起因による溢水」という。）
また，その他の要因による溢水として，地下水の流入，地震以外の自然現象，誤操作等により生ずる溢水
（以下「その他の溢水」という。）の影響も評価する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 〇 基本方針 -
Ⅴ-1-1-7　加工施設内における溢水による損傷の防
止に関する説明書

- - - - - -

13

6.4   溢水源及び溢水量の設定
6.4.1    想定破損による溢水
想定破損による溢水は，内部溢水ガイドを参考に，一系統における単一の機器の破損を想定し，溢水源とな
り得る機器は流体を内包する配管とし，配管の破損箇所を溢水源として想定する。

冒頭宣言
評価要求

施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（溢水源及び溢水量の設定））
（第２Ｇｒ以降）

〇 基本方針 -
Ⅴ-1-1-7　加工施設内における溢水による損傷の防
止に関する説明書

- - - - - 施設共通　基本設計方針

14

また，破損を想定する配管は，内包する流体のエネルギに応じて，高エネルギ配管又は低エネルギ配管に分
類する。 定義 基本方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定） - - - - - - - - -

15
高エネルギ配管は，原則「完全全周破断」，低エネルギ配管は，原則「配管内径の1/2の長さと配管肉厚の
1/2の幅を有する貫通クラック（以下「貫通クラック」という。）」を想定した溢水量とする。

評価要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定） - - - - - - - - - 施設共通　基本設計方針

16

ただし，高エネルギ配管についてはターミナルエンド部を除き応力評価の結果により，発生応力が許容応力
の0.4倍を超え0.8倍以下であれば「貫通クラック」による溢水を想定した評価とし，0.4倍以下であれば破
損は想定しない。
また，低エネルギ配管については，発生応力が許容応力の0.4倍以下であれば破損は想定しない。

評価要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定） - - - - - - - - - 施設共通　基本設計方針

17
発生応力と許容応力の比較により破損形状の想定を行う場合は，評価結果に影響するような減肉がないこと
を確認するために継続的な肉厚管理を実施することとし，保安規定に定めて管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定） - - - - - - - - - 施設共通　基本設計方針

18

6.4.2   消火水等の放水による溢水
消火水等の放水による溢水は，評価対象となる防護すべき設備が設置されている建屋(以下，「溢水防護建
屋」という。)内において，水を使用する消火設備である消火栓及び連結散水装置からの放水を溢水源とし
て想定する。

冒頭宣言
評価要求

施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（溢水源及び溢水量の設定））
（第２Ｇｒ以降）

〇 基本方針 -
Ⅴ-1-1-7　加工施設内における溢水による損傷の防
止に関する説明書

- - - - - 施設共通　基本設計方針

19
なお，溢水防護建屋内には，自動作動するスプリンクラを設置しない設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定） - - - - - - - - - 施設共通　基本設計方針

20

6.4.3   地震起因による溢水
地震起因による溢水は，耐震Sクラス機器は基準地震動による地震力によって破損は生じないことから，流
体を内包する系統のうち，基準地震動による地震力に対する耐震性が確認されていない耐震B，Cクラスに属
する系統を溢水源として想定する。
ただし，耐震B，Cクラスであっても基準地震動による地震力に対して耐震性が確保されるものについては，
溢水源として想定しない。

冒頭宣言
評価要求

施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（溢水源及び溢水量の設定））
（第２Ｇｒ以降）

〇 基本方針 - Ⅴ-1-1-7　加工施設内における溢水による損傷の防止に関する説明書- - - - - 施設共通　基本設計方針

21

溢水源となる配管については，破損形状を完全全周破断とした溢水量とし，溢水源となる容器については，
全保有水量を考慮した溢水量とする。
なお，地震による機器の破損が複数箇所で同時に発生する可能性を考慮し，地震動の検知による自動隔離機
能を有する場合を除き，隔離による漏えい停止は期待しない。

評価要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定） - - - - - - - - - 施設共通　基本設計方針

22

また，地震に起因する重大事故時の溢水量の算出については，上記の「基準地震動」を「基準地震動の1.2
倍の地震動」と読み替える。ただし，基準地震動の 1.2 倍の地震力に対して，耐震性が確保されない耐震S
クラス機器は溢水源として想定する。 評価要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定） - - - - - - - - - 施設共通　基本設計方針

23

6.4.4   その他の溢水
その他の溢水については，地震以外の自然現象やその波及的影響に伴う溢水，溢水防護区画内にて発生が想
定されるその他の漏えい事象を想定する。
具体的には，地下水の流入，降水のような MOX 燃料加工施設への直接的な影響と，飛来物等による屋外タ
ンク等の破損のような間接的な影響，機器ドレン，機器損傷（配管以外），人的過誤及び誤操作を想定す
る。

冒頭宣言 基本方針
基本方針
設計方針（溢水源及び溢水量の設定））
（第２Ｇｒ以降）

〇 基本方針 -
Ⅴ-1-1-7　加工施設内における溢水による損傷の防
止に関する説明書

基本方針 基本方針 基本方針 基本方針 基本方針 基本方針

24

6.4.5   溢水量の算出
溢水量の算出に当たっては，溢水が生ずるとした機器について，防護すべき設備への溢水の影響が最も大き
くなるように評価する。 評価要求 施設共通　基本設計方針

基本方針
設計方針（溢水源及び溢水量の設定））
（第２Ｇｒ以降）

〇 基本方針 -
Ⅴ-1-1-7　加工施設内における溢水による損傷の防
止に関する説明書

- - - - - 施設共通　基本設計方針

25

また，溢水量の算出において，隔離操作による漏えい停止を期待する場合には，漏えい停止までの適切な隔
離時間を考慮し，配管の破損箇所からの流出量と隔離後の溢水量として隔離範囲内の系統の保有水量を合算
して算出する。

評価要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定） - - - - - - - - - 施設共通　基本設計方針

26
なお，手動による漏えいの停止のために現場等を確認し操作する手順は，保安規定に定める。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定） - - - - - - - - - 施設共通　基本設計方針

27

6.5   溢水防護区画及び溢水経路の設定
溢水影響を評価するために，溢水防護区画を構成する壁，扉，堰，床段差等の設置状況を踏まえ，溢水防護
区画及び溢水経路を設定する。
溢水防護区画は，以下のとおり設定する。
（1）  防護すべき設備が設置されている全ての区画
（2）  中央監視室，制御第1室，制御第4室
（3）  運転員が，溢水が発生した区画を特定する又は必要により隔離等の操作が必要な設備にアクセスす
る通路部（以下「アクセス通路部」という。）

冒頭宣言 基本方針
基本方針
設計方針（溢水源及び溢水量の設定））
（第２Ｇｒ以降）

〇 基本方針 -
Ⅴ-1-1-7　加工施設内における溢水による損傷の防
止に関する説明書

基本方針 基本方針 基本方針 基本方針 基本方針 基本方針

28

溢水防護区画は，壁，扉，堰，床段差等又はそれらの組合せによって他の区画と分離される区画として設定
し，溢水防護区画内外で発生を想定する溢水に対して，防護すべき設備の存在する溢水防護区画の水位が最
も高くなるように，より厳しい結果を与える経路を設定する。

評価要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定） - - - - - - - - - 施設共通　基本設計方針

29
なお，火災により貫通部の止水機能が損なわれる場合には，当該貫通部からの消火水の流入を考慮する。消
火活動により区画の扉を開放する場合は，開放した扉からの消火水の伝播を考慮した溢水経路とする。 評価要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定） - - - - - - - - - 施設共通　基本設計方針

434



様式−７を⽤いた発電炉との記載の⽐較＜要求事項との対⽐表＞（溢⽔） 添付−４（３）

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
第1回

説明対象
第1回申請対象設備 第1回申請　仕様表 第1回申請　添付書類

第２Ｇｒ
（2項変更②）

第２Ｇｒ
（1項新規➀）

第３Ｇｒ
（2項変更③）

第３Ｇｒ
（1項新規②）

第４Ｇｒ
（2項変更④）

第４Ｇｒ
（1項新規③）

30

6.6   防護すべき設備を内包する建屋内で発生する溢水に関する評価及び防護設計方針
6.6.1   没水の影響に対する評価及び防護設計方針
発生を想定する溢水量，溢水防護区画及び溢水経路から算出される溢水水位と防護すべき設備が要求される
機能を損なうおそれがある高さ（以下「機能喪失高さ」という。）を比較し評価する。
防護すべき設備は，没水により要求される機能を損なうおそれがない設計とする。

冒頭宣言
評価要求

溢水評価対象の溢水防護対象設備お
よび溢水評価対象の重大事故等対処
設備

基本方針
設計方針（溢水に関する評価及び防護設計
方針））（第２Ｇｒ以降）

〇 基本方針 -
Ⅴ-1-1-7　加工施設内における溢水による損傷の防
止に関する説明書

貯蔵施設　等

工程室排気設備
グローブボックス排気設備
外部放出抑制設備
代替グローブボックス排気設備
等

粉末調整工程
ペレット加工工程　等

粉末調整工程
ペレット加工工程
遠隔消火装置　等

混合酸化物貯蔵容器 -
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また，溢水の流入状態，溢水源からの距離，溢水が滞留している区画での人のアクセスによる一時的な水位
変動を考慮し，機能喪失高さは発生した溢水による水位に対して安全余裕を確保する設計とする。

機能要求②
溢水評価対象の溢水防護対象設備お
よび溢水評価対象の重大事故等対処
設備

設計方針（溢水に関する評価及び防護設計
方針）

- - - - 貯蔵施設　等

工程室排気設備
グローブボックス排気設備
外部放出抑制設備
代替グローブボックス排気設備
等

粉末調整工程　等
粉末調整工程
ペレット加工工程
遠隔消火装置　等

混合酸化物貯蔵容器 -
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没水の影響により，防護すべき設備が溢水による水位に対し機能喪失高さを確保できないおそれがある場合
は，溢水水位を上回る高さまで，溢水経路に溢水により発生する水位や水圧に対して止水性（以下「止水
性」という。）を維持する壁及び堰により溢水伝播を防止する等の対策を実施する。
止水性を維持する溢水防護設備については，試験又は机上評価にて止水性を確認する設計とする。

設置要求
機能要求②
評価要求

堰
設計方針（溢水に関する評価及び防護設計
方針）

- - - - - - - - - 堰

33
重大事故等対処設備については，可能な限り位置的分散を図るか，溢水水位を踏まえた位置に設置又は保管
することで，没水影響により設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は同様の機能を有する重大事
故等対処設備が同時に機能喪失しない設計とする。

機能要求①
評価要求

溢水評価対象の重大事故等対処設備
設計方針（溢水に関する評価及び防護設計
方針）

- - - - -
外部放出抑制設備
代替グローブボックス排気設備
等

粉末調整工程　等
粉末調整工程
ペレット加工工程
遠隔消火装置　等

- 緊急時対策所　等

34

6.6.2   被水の影響に対する評価及び防護設計方針
溢水源からの直線軌道及び放物線軌道の飛散による被水，消火水による被水及び天井面の開口部若しくは貫
通部からの被水が，防護すべき設備に与える影響を評価する。
防護すべき設備は，被水に対する保護構造（以下「保護構造」という。）を有し，被水影響を受けても要求
される機能を損なうおそれがない設計とする。
保護構造を有さない場合は，要求される機能を損なうおそれがない配置設計又は被水の影響が発生しないよ
う当該設備が設置される溢水防護区画において水を用いない消火手段を採用する等の設計とする。
保護構造により要求される機能を損なうおそれがない設計とする設備については，評価された被水条件を考
慮しても要求される機能を損なうおそれがないことを設計時に確認する。

評価要求
機能要求

溢水評価対象の溢水防護対象設備お
よび溢水評価対象の重大事故等対処
設備

基本方針
設計方針（溢水に関する評価及び防護設計
方針））（第２Ｇｒ以降）

〇 基本方針 -
Ⅴ-1-1-7　加工施設内における溢水による損傷の防
止に関する説明書

貯蔵施設　等

貯蔵施設
工程室排気設備
グローブボックス排気設備
等

粉末調整工程
ペレット加工工程　等

粉末調整工程
ペレット加工工程
遠隔消火装置　等

混合酸化物貯蔵容器 -
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消火対象以外の設備への誤放水がないよう，消火水放水時に不用意な放水を行わない運用とすることとし保
安規定に定めて管理する。 運用要求 施設共通　基本設計方針

設計方針（溢水に関する評価及び防護設計
方針）

- - - - - - - - - 施設共通　基本設計方針

36
重大事故等対処設備については，可能な限り位置的分散を図る又は被水防護を行うことで，被水影響により
設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は同様の機能を有する重大事故等対処設備が同時に機能喪
失しない設計とする。

機能要求①
評価要求

溢水評価対象の重大事故等対処設備
設計方針（溢水に関する評価及び防護設計
方針）

- - - - -
外部放出抑制設備
代替グローブボックス排気設備
等

粉末調整工程　等 遠隔消火装置　等 - 緊急時対策所　等
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6.6.3   蒸気放出の影響に対する評価及び防護設計方針
溢水防護区画内で発生を想定する漏えい蒸気，区画間を拡散する漏えい蒸気及び破損想定箇所近傍での漏え
い蒸気の直接噴出による影響について，設定した空調条件や解析区画条件により評価する。
蒸気曝露試験又は試験困難な場合に実施した机上評価により，防護すべき設備の健全性を確認した条件が，
漏えい蒸気による環境条件（温度，湿度及び圧力）を満足し，防護すべき設備が要求される機能を損なうお
それがない設計又は配置とする。

冒頭宣言
評価要求

機能要求②

溢水評価対象の溢水防護対象設備お
よび溢水評価対象の重大事故等対処
設備

設計方針（溢水に関する評価及び防護設計
方針）

- - - - 貯蔵施設　等

工程室排気設備
グローブボックス排気設備
外部放出抑制設備
代替グローブボックス排気設備
等

粉末調整工程
ペレット加工工程　等

粉末調整工程
ペレット加工工程
遠隔消火装置　等

混合酸化物貯蔵容器 -

38

漏えい蒸気の影響により，防護される設備が要求される機能を損なうおそれがある場合は，漏えい蒸気影響
を緩和するための対策を実施する。
具体的には，蒸気の漏えいを早期に自動検知し，直ちに自動隔離を行うために，自動検知・遠隔隔離システ
ム（温度検知器，蒸気遮断弁）等を設置する。

設置要求 施設共通　基本設計方針
設計方針（溢水に関する評価及び防護設計
方針）

- - - - - 施設共通　基本設計方針 - - - -

39

重大事故等対処設備については，可能な限り位置的分散を図る又は蒸気影響を緩和する対策を行うことで，
蒸気影響により設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は同様の機能を有する重大事故等対処設備
が同時に機能喪失しない設計とする。

機能要求①
評価要求

溢水評価対象の重大事故等対処設備
設計方針（溢水に関する評価及び防護設計
方針）

- - - - -
外部放出抑制設備
代替グローブボックス排気設備
等

粉末調整工程　等
粉末調整工程
ペレット加工工程
遠隔消火装置　等

- 緊急時対策所　等
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6.6.4    防護すべき設備を内包する燃料加工建屋外で発生する溢水に関する評価及び防護設計方針
防護すべき設備を内包する燃料加工建屋外で発生を想定する溢水である屋外タンク等で発生を想定する溢
水，地下水による影響を評価する。
具体的には，屋外に設置される屋外タンク等に関して，基準地震動による地震力で破損した場合に発生する
溢水が防護すべき設備を内包する燃料加工建屋内へ伝播しない設計とする。
また，地下水に対しては，燃料加工建屋外周部における壁（貫通部の止水処置を含む。），扉等により地下
水の流入による影響を評価する上で期待する範囲を境界とした防護すべき設備を内包する燃料加工建屋内へ
伝播しない設計とする。

評価要求 施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（溢水に関する評価及び防護設計
方針）（第２Ｇｒ以降）

〇 基本方針 -
Ⅴ-1-1-7　加工施設内における溢水による損傷の防
止に関する説明書

- - - - - 施設共通　基本設計方針

41
止水性を維持する溢水防護設備については，試験又は机上評価にて止水性を確認する設計とする。

評価要求 堰
設計方針（溢水に関する評価及び防護設計
方針）

- - - - - - - - - 堰

42

なお，地震に起因する重大事故等時の溢水量の算出については，上記の「基準地震動」を「基準地震動の
1.2 倍の地震動」と読み替える。 評価要求 施設共通　基本設計方針

設計方針（溢水に関する評価及び防護設計
方針）

- - - - - - - - - 施設共通　基本設計方針

43

6.7   溢水防護上期待する溢水防護設備の構造強度設計
溢水防護区画及び溢水経路の設定並びに溢水評価において期待する溢水防護設備の構造強度設計は，以下の
とおりとする。
溢水防護設備が要求される機能を維持するため，計画的に保守管理，点検を実施するとともに必要に応じ補
修を実施する。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水防護設備の構造強度設計） - - - - - - - - - 施設共通　基本設計方針

44

防護すべき設備が溢水による水位に対し機能喪失高さを確保できないおそれがある場合は，溢水水位を上回
る高さまで止水性を維持する壁及び堰については，基準地震動による地震力に対し，地震時及び地震後にお
いても，溢水伝播を防止する機能を損なうおそれがない設計とする。 機能要求② 堰 設計方針（溢水防護設備の構造強度設計） - - - - - - - - - 堰

45

なお，地震を起因として発生する重大事故の対処に必要な重大事故等対処設備を防護するために必要な溢水
防護設備については，基準地震動の1.2倍の地震力に対し，安全性を損なうおそれがない設計とする。

機能要求② 堰 設計方針（溢水防護設備の構造強度設計） - - - - - - - - - 堰
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添付－５（1/9） 

仕様表記載項目の設定 

（再処理の例） 

 
 条文 仕様表記載項目 具体的な記載内容 

－ ・名称 

・種類又は主要構造 

・個数 

・系統名 

・取付箇所 

・主要材料 

・主要寸法 

・各機器に共通して記載すべき項目として対象特定

（名称、数量、設置場所等）、機器の種類又は主要

構造（事業変更許可記載事項）を記載する。 

・主要材料、主要寸法については、設備の各種評価

に用いるインプットとしての基本的な内容を必要に

応じて記載する。 

第四条 

臨界防止 

・容量 ・臨界防止機能に係る溶液の濃度、質量管理に必要

となる容器等の容量を記載する。 

・核的制限値 ・臨界安全管理表に記載している設備について、臨

界計算に用いる計算条件及び設計条件の制限値（設

備の面間最小距離、溶液中の Pu 濃度、内径等）を記

載する。 

・主要材料 

・主要寸法 

・臨界防止機能に係る中性子吸収材の材料、容器等

の寸法、材料を記載する。 

・駆動方式 ・臨界防止機能に係る工程停止回路の遮断弁の駆動

方式を記載する。 

・検出器の種類 

・計測範囲 

・警報作動範囲 

・臨界の検知・警報機能に係る臨界警報装置の計測

範囲等を記載する。 

第五条 

第三十二条 

地盤 

第六条 

第三十三条 

地震 

・地盤の支持力度 

・MMR の強度 

・支持地盤 

・杭の強度 

・地盤又は杭基礎に設置する建物・構築物及び屋外

設置設備について、設置圧に対する十分な支持力を

担保するための地盤の支持力度及び MMR の強度、杭

の強度を記載する。杭基礎の場合、支持地盤を記載

する。 

第八条 

外部衝撃 

・主要材料 

・主要寸法 

・飛来物防護設備(飛来物防護ネット、防護板等）の

材料及び寸法（線径等）を記載する。 

・耐火被膜 ・航空機墜落火災の影響を受ける屋外設置設備につ

いて、耐火被膜の種類と厚さを記載する。 

第十条 

閉じ込め 

・容量 ・閉じ込め、漏えい対処機能に係るファンの風量、

ポンプの流量、漏えい液受皿の容量、熱交換器、冷

凍機等の設計熱交換量を記載する。 
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添付－５（2/9） 

仕様表記載項目の設定 

（再処理の例） 

 条文 仕様表記載項目 具体的な記載内容 

・伝熱面積 ・閉じ込め機能に係る熱交換器、冷凍機等の伝熱面

積を記載する。 

・吐出圧力 ・閉じ込め、漏えい対処機能に係るポンプの吐出圧

力を記載する。 

・漏えい率 

・開口部風速 

・閉じ込め機能に係るグローブボックスの漏えい

率、フードの開口部風速を記載する。 

・主要材料 

・主要寸法 

・閉じ込め、漏えい対処機能に係る設備（漏えい液

受皿、熱交換器、給気閉止ダンパ、機械装置、保守

設備等）の材料及び寸法を記載する。 

・原動機 ・閉じ込め、漏えい対処機能に係るポンプ、ファン

の容量を担保するための原動機の出力等を記載す

る。 

・駆動方式 ・閉じ込め機能に係る給気閉止ダンパの駆動方式を

記載する。 

・検出器の種類 

・計測範囲 

・漏えい検知機能に係る漏えい検知器の計測範囲等

を記載する。 

第十一条 

第三十五条 

火災 

・容量 ・消火機能に係る容量（消火水槽、ボンベの貯蔵容

量、ポンプの流量等）を記載する。 

・揚程又は吐出圧力 ・消火機能に係るポンプの揚程又は吐出圧力を記載

する。 

・化学的制限値又は熱

的制限値 

・火災・爆発に係わる設計の制限値である化学的制

限値（水素濃度、酸素濃度等）、熱的制限値（発火

点、引火点等）を記載する。 

・主要材料 

・主要寸法 

・耐火機能に係る耐火壁等の材料（コンクリート壁

等）及び寸法を記載する。 

・原動機 ・消火機能に係るポンプの容量を担保するための原

動機の出力等を記載する。 

・駆動方式 ・消火機能（消火ガス放出による GB 内雰囲気維持）

に係るダンパの駆動方式を記載する。 

・爆発防止機能を担保するため、水素濃度高により

作動する遮断弁の駆動方式を記載する。 

第十二条 

溢水 

第十三条 

薬品 

・防護上の配慮が必要

な高さ（機能喪失高

さ） 

・防護上の区画番号 

・溢水及び薬品防護機能に係る防護対象設備の必要

高さ及び防護対象設備の区画番号を記載する。 
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添付－５（3/9） 

仕様表記載項目の設定 

（再処理の例） 

 条文 仕様表記載項目 具体的な記載内容 

・主要材料 

・主要寸法 

・溢水及び薬品防護機能に係る防水区画構築物

（堰、防水扉、止水板及び蓋等）の材料及び寸法を

記載する。 

・駆動方式 ・溢水及び薬品防護機能を担保する隔離弁の駆動方

式を記載する。 

第十七条 

第三十七条 

材料/構造 

・最高使用温度 

・最高使用圧力 

・安全上重要な施設、溶接検査対象設備、重大事故

等対処設備に係る容器及び管の耐圧強度評価で使用

する機器の設計条件として最高使用圧力、最高使用

温度を記載する。 

・主要材料 

・主要寸法 

・安全上重要な施設、溶接検査対象設備、重大事故

等対処設備に係る容器及び管の強度を担保する材料

及び寸法（腐食の考慮を含む）を記載する。 

第十八条 

搬送設備 

・容量 ・核燃料物質、放射性廃棄物の搬送能力に係るクレ

ーン等の定格荷重を記載する。 

第十九条 

貯蔵施設 

・容量 ・核燃料物質、放射性廃棄物の貯蔵・保管能力を担

保する使用済燃料輸送容器保管庫、貯蔵ホール、貯

蔵ピット等の容量(貯蔵能力)を記載する。 

・崩壊熱除去機能に係るポンプ（プール水の冷却・

浄化等）の流量、ファン（換気設備）の風量、熱交

換器、冷凍機の設計熱交換量を記載する。 

・プール水浄化機能に係るろ過装置の容量を記載す

る。 

・揚程又は吐出圧力 ・崩壊熱除去機能に係るポンプ（プール水の冷却・

浄化等）の揚程又は吐出圧力を記載する。 

・原動機 ・崩壊熱除去機能に係るポンプ、ファンの容量を担

保するための原動機の出力等を記載する。 

・検出器の種類 

・計測範囲 

・漏えい検知機能に係る漏えい検知器の計測範囲等

を記載する。 

第二十条 

第四十七条 

計測制御 

第二十一条 

放管 

第二十二条 

安全保護回路 

・検出器の種類 

・計測範囲 

・警報動作範囲 

・設定値 

・計測機能に係る検出器の種類、計測範囲、警報動

作範囲、安全上重要な施設（安全保護回路含む）の

インターロック回路の設定値を記載する。 
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添付－５（4/9） 

仕様表記載項目の設定 

（再処理の例） 

 条文 仕様表記載項目 具体的な記載内容 

第四十九条 

監視測定 

第二十三条 

第四十八条 

制御室 

・容量 ・制御室の居住性維持機能に係るファンの風量を記

載する。 

・主要材料 

・主要寸法 

・制御室の居住性維持に係る遮蔽材の材料及び寸法

（厚さ）を記載する。 

・効率 ・制御室の居住性維持機能に係るフィルタの捕集効

率を記載する。 

・設計上の空気流入率 ・制御室の居住性維持に係るファンの設計上の空気

流入率を記載する。 

・原動機 ・制御室の居住性維持に係るファンの容量を担保す

るための原動機の出力等を記載する。 

・検出器の種類 

・計測範囲 

・警報動作範囲 

・制御室の居住性維持機能に係る有毒ガス検知器の

計測範囲等を記載する。 

第三十条 

第五十条 

緊急時対策所 

・容量 ・緊急時対策所の居住性維持機能に係るファンの風

量、加圧ユニットの容量を記載する。 

・主要材料 

・主要寸法 

・緊急時対策所の居住性維持に係る遮蔽材の材料及

び寸法（厚さ）を記載する。 

・効率 ・緊急時対策所の居住性維持機能に係るフィルタの

捕集効率を記載する。 

・設計上の空気流入率 ・緊急時対策所の居住性維持に係るファンの設計上

の空気流入率を記載する。 

・原動機 ・緊急時対策所の居住性維持に係るファンの容量を

担保するための原動機の出力等を記載する。 

第二十四条 

廃棄施設 

・容量 ・廃棄機能(排気風量、排気筒風量、海洋放出量、ガ

ラス固化体処理能力等）に係る気体、液体、固体廃

棄物の廃棄施設のファンの風量、ポンプの流量、ろ

過装置及び容器の容量、熱交換器の設計熱交換量を

記載する。 

・廃棄能力（核燃料物質の除去）に係る液体の廃棄

施設の凝縮器、電気ヒータの容量（設計熱交換量）

を記載する。 

・廃棄能力（核燃料物質の除去）に係る気体の廃棄

施設のボイラの容量を記載する。 
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添付－５（5/9） 

仕様表記載項目の設定 

（再処理の例） 

 条文 仕様表記載項目 具体的な記載内容 

・揚程又は吐出圧力 ・廃棄機能(海洋放出等）に係る液体の廃棄施設のポ

ンプの揚程又は吐出圧力を記載する。 

・伝熱面積 ・廃棄能力（核燃料物質の除去）に係る気体の廃棄

施設の凝縮器、電気ヒータの伝熱面積を記載する。 

・効率 ・廃棄機能（核燃料物質の除去）に係る気体の廃棄

施設のフィルタ、ルテニウム吸着塔について、効率

（補集効率、除去効率）を記載する。 

・原動機 ・廃棄機能に係るポンプ、ファンの容量を担保する

ための原動機の出力等を記載する。 

第二十五条 

保管廃棄施設 

・容量 ・放射性固体廃棄物の保管廃棄に係る貯蔵ピット、

室の容量（貯蔵容量）を記載する。 

・主要材料 

・主要寸法 

・自然通風による崩壊熱除去に必要な風量を確保す

るために冷却空気流路の材料、寸法（シャフト高さ

等）を記載する。 

第二十七条 

遮蔽 

・主要材料 

・主要寸法 

・遮蔽機能（制御室遮蔽、緊急時対策所遮蔽を含

む）に係る遮蔽材及び遮蔽材寸法（厚さ）を記載す

る。 

第二十八条 

換気設備 

・容量 ・換気能力に係る換気施設のファンの容量（風量）

を記載する。 

・効率 ・廃棄能力（核燃料物質の除去）に係る気体の廃棄

施設のフィルタについて、効率（補集効率）を記載

する。 

・原動機 ・換気機能に係るファンの容量を担保するための原

動機の出力等を記載する。 

第二十九条 

保安電源設備 

第四十六条 

電源設備 

・容量 ・電源供給能力に係る電気設備（発電機、変圧器、

遮断器、電源盤、無停電電源装置、蓄電池等）の容

量を記載する。 

・電源供給能力に係る非常用発電機に係る起動用の

空気だめの容量を記載する。 

・電源供給能力に係る非常用発電機に燃料を供給す

るための燃料ポンプの容量を記載する。 

・電源供給能力に係る容器（燃料タンク、タンクロ

ーリ、軽油貯槽等）の容量を記載する。 

・吐出圧力 ・電源供給能力に係る非常用発電機に燃料を供給す

るための燃料ポンプの吐出圧力を記載する。 
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添付－５（6/9） 

仕様表記載項目の設定 

（再処理の例） 

 条文 仕様表記載項目 具体的な記載内容 

・電圧 

・電流 

・遮断電流 

・遮断時間 

・電気盤の損壊を防止するための遮断器の仕様とし

て電圧、電流、遮断電流、遮断時間を記載する。 

・電圧 

・電流 

・相 

・周波数 

・主要寸法 

・電線路機能に係る電気設備の仕様として、電圧、

電流、相、周波数、盤の寸法を記載する。 

・原動機 

・回転速度 

・起動時間 

・出口の圧力 

・燃料 

・力率 

・電圧 

・結線法 

・冷却方法 

・非常用発電機の電源供給能力に係る仕様として、

回転速度、起動時間、過給機の出口の圧力、力率、

電圧、結線法、冷却方法、燃料(種類、消費量)等の

仕様を記載する。 

・原動機 ・電源供給機能に係るポンプの容量を担保するため

の原動機の出力等を記載する。 

第三十六条 

重大事故等対

処設備 

・容量 ・補機駆動用燃料補給機能に係る容器（燃料タン

ク、タンクローリー、軽油貯槽等）の貯蔵容量を記

載する。 

・最高使用温度 

・最高使用圧力 

・重大事故等対処設備に係る配管、容器の耐圧強度

評価で使用する機器の設計条件として最高使用圧

力、最高使用温度を記載する。 

※DB 条文と数値が異なる場合は併記し注記に重大事

故等対処時の条件であることを記載する。 

・原動機 ・以降の重大事故等対処条文に係る各ポンプ、ファ

ン等の容量を担保するための原動機の出力等を記載

する。 

第三十八条 

臨界事故 

・容量 ・可溶性中性子吸収材供給に係る供給量を担保する

ため中性子吸収材供給槽の貯蔵容量を記載する。 

・臨界発生時にセル内の配管の加圧状態を解消する

ための廃ガス貯留槽の貯蔵容量を記載する。 

・廃ガス貯留に係る圧縮機の容量、空気貯槽の容
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添付－５（7/9） 

仕様表記載項目の設定 

（再処理の例） 

 条文 仕様表記載項目 具体的な記載内容 

量、ポンプの容量（流量）を記載する。 

・揚程又は吐出圧力 ・廃ガス貯留に係るポンプの揚程又は吐出圧力を記

載する。 

・吹出圧力、吹出量、

吹出場所 

・廃ガス貯留に係る逃がし弁の吹出圧力、吹出量、

吹出場所を記載する。 

・主要材料 

・主要寸法 

・臨界発生時の水素掃気に係る主配管（可搬型ホー

ス等）の寸法、材料を記載する。 

・可溶性中性子吸収材供給に係る供給弁の寸法、材

料を記載する。 

・廃ガス貯留に係る逃がし弁の寸法、材料を記載す

る。 

・駆動方式 ・可溶性中性子吸収材供給に係る供給弁の駆動方式

を記載する。 

第三十九条 

蒸発乾固 

・容量 ・水供給設備の未沸騰状態維持に係るポンプの容量

（流量）を記載する。 

・代替セル排気機能に係るファンの容量（風量）を

記載する。 

・揚程又は吐出圧力 ・水供給設備の未沸騰状態維持に係るポンプの揚程

又は吐出圧力を記載する。 

・主要材料 

・主要寸法 

・代替安全冷却水系に係る主配管（可搬型ホース

等）の寸法、材料を記載する。 

・効率 ・セル導出及び代替セル排気時の放射性物質の除去

機能に係るフィルタの除去効率を記載する。 

第四十条 

水素爆発 

・容量 ・水素掃気機能喪失時の圧縮空気供給機能を担保す

るための容器の貯蔵容量、圧縮機の容量を記載す

る。 

・代替セル排気機能を担保するファンの容量（風

量）を記載する。 

・効率 ・セル導出及び代替セル排気時の放射性物質の除去

機能を担保するフィルタの除去効率を記載する。 

第四十一条 

有機溶媒等に

よる火災又は

爆発 

・容量 ・火災又は爆発の発生時にセル内の配管の加圧状態

を解消するための廃ガス貯留槽の貯蔵容量を記載す

る。 

・廃ガス貯留に係る圧縮機の容量、空気貯槽の容

量、ポンプの容量（流量）を記載する。 
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添付－５（8/9） 

仕様表記載項目の設定 

（再処理の例） 

 条文 仕様表記載項目 具体的な記載内容 

・揚程又は吐出圧力 ・廃ガス貯留に係るポンプの揚程又は吐出圧力を記

載する。 

・吹出圧力、吹出量、

吹出場所 

・廃ガス貯留に係る逃がし弁の吹出圧力、吹出量、

吹出場所を記載する。 

・主要材料 

・主要寸法 

・廃ガス貯留に係る逃がし弁の寸法、材料を記載す

る。 

・プルトニウム濃縮缶の加熱蒸気を停止するための

隔離弁の寸法、材料を記載する。 

・駆動方式 ・プルトニウム濃縮缶の加熱蒸気を停止するための

隔離弁の駆動方式を記載する。 

第四十二条 

使用済燃料貯

蔵槽の冷却 

・容量 ・注水機能、スプレイ機能を担保するためのポンプ

の容量（流量）を記載する。 

・揚程又は吐出圧力 ・注水機能、スプレイ機能を担保するためのポンプ

の揚程又は吐出圧力を記載する。 

・主要材料 

・主要寸法 

・注水機能、スプレイ機能を担保するための主配管

（可搬型ホース等）の寸法、材料を記載する。 

第四十四条 

放出抑制 

・容量 ・注水機能、放水機能を担保するためのポンプの容

量（流量）を記載する。 

・揚程又は吐出圧力 ・注水機能、放水機能を担保するためのポンプの揚

程又は吐出圧力を記載する。 

・主要材料 

・主要寸法 

・注水機能、放水機能を担保するための主配管（可

搬型ホース等）の寸法、材料を記載する。 

第四十五条 

水の供給 

・容量 ・水供給設備の貯水機能を担保するための容器の貯

水容量を記載する。 

・水供給機能を担保するためのポンプの容量を記載

する。 

・揚程又は吐出圧力 ・水供給機能を担保するためのポンプの揚程又は吐

出圧力を記載する。 

・主要材料 

・主要寸法 

・水供給設備の貯水機能を担保するための容器の寸

法、材料（ライニング材）を記載する。 

・水供給機能を担保するための主配管（可搬型ホー

ス等）の寸法、材料を記載する。 

・計測範囲 水供給設備において用いる水位計、流量計の計測範囲

等を記載する。 

(MOX)第三十三 ・容量 ・SA 火災の消火機能を担保するため容器(消火ガスボ
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添付－５（9/9） 

仕様表記載項目の設定 

（再処理の例） 

 条文 仕様表記載項目 具体的な記載内容 

条閉じ込める

機能の喪失対

処設備 

ンベ)の容量を記載する。 

・閉じ込める機能の回復作業ためのファン（可搬型

排風機）の容量(風量)を記載する。 

・主要材料 

・主要寸法 

・閉じ込める機能喪失の対処のための主配管（可搬

型ダクト等）の寸法、材料を記載する。 

・効率 ・閉じ込める機能の回復作業のためのフィルタの捕

集効率を記載する。 

第七条 津波 

第九条 不法侵入 

第十四条 安全避難

通路 

第十五条 安重施設 

第十六条 安有施設 

第二十六条 汚染防

止 

第三十一条 通信連

絡設備 

第三十四条 津波 

第四十三条 漏えい

防止 

第五十一条 通信連

絡設備 

－ ・設置、系統構成等に係る要求事項であるため、基

本設計方針において設計方針を記載する。 
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仕様表展開表 添付－６
（1／5）

1

仕様情報 （外部火災）

施設分類
機種分類
（中項目）

当該機器の主たる機能 DB設備 SA設備
関係する主な安全機能

（小項目）
構造分類
（小項目）

要求種別 検査項目

名
称

配
管
番
号

種
類
又
は
主
要
構
造

個
数

系
統
名

（
ラ
イ
ン
名

）

設
置
床
又
は
保
管
場
所
・
取
付
場
所

溢
水
防
護
上
の
区
画
番
号

溢
水
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

化
学
薬
品
防
護
上
の
区
画
番
号

化
学
薬
品
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

支
持
地
盤
の
許
容
支
持
力
度

支
持
地
盤
の
極
限
支
持
力
度

マ
ン
メ
イ
ド
ロ

ッ
ク
の
強
度

杭
の
強
度
・
支
持
地
盤

容
量

揚
程
又
は
吐
出
圧
力

伝
熱
面
積

吹
出
圧
力

吹
出
量

吹
出
場
所

最
高
使
用
温
度

最
高
使
用
圧
力

臨
界
管
理

（
核
的
制
限
値
等

）

火
災
管
理

（
熱
的
制
限
値
又
は
化
学
的
制
限
値

）

漏
え
い
率

開
口
部
風
速

主
要
寸
法
又
は
外
径
・
厚
さ

主
要
材
料

効
率

設
計
上
の
空
気
の
流
入
率

原
動
機

駆
動
方
式

（
方
法

）

検
出
器
の
種
類

計
測
範
囲

警
報
動
作
範
囲

設
定
値

回
転
速
度

起
動
時
間

出
口
の
圧
力

燃
料

力
率

電
圧

電
流

相 周
波
数

結
線
法

冷
却
方
法

遮
断
電
流

遮
断
時
間

耐
火
被
膜

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ○

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ○ ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ● ● ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ● ● ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

－

円筒形
環状形

5 ミキサセトラ 製品抽出／洗浄機能

再）抽出器、補助抽出器、逆抽
出器、核分裂生成物洗浄器、ウ
ラン溶液TBP洗浄器、プルトニウ
ム溶液TBP洗浄器

－
臨界防止機能（DB/SA）
閉じ込め機能（DB/SA）
火災防止機能（DB/SA）

4 パルスカラム 製品抽出／洗浄機能

再）抽出塔、逆抽出塔、核分裂
生成物洗浄塔、TBP洗浄塔、ウ
ラン洗浄塔、プルトニウム分配
塔

－
臨界防止機能（DB/SA）
閉じ込め機能（DB/SA）
火災防止機能（DB/SA）

－2
容器
（塔型）

溶液保持機能

再）洗浄塔、スプレイ塔、吸着
塔、追出し塔、吸収塔、充填塔、
蒸発缶、濃縮缶、精留塔、蒸留
塔

再）高レベル廃液濃縮缶、廃ガス
洗浄塔、プルトニウム蒸発缶

閉じ込め機能（DB）
冷却機能（DB/SA）
火災・爆発防止機能（DB/SA）
廃棄機能（DB）
浄化機能（DB)
臨界防止機能（DB）

－1
容器

（環状型・円筒型・板状型・角柱型）
溶液保持機能

再）ウラナス製造機、ウラナス洗
浄塔、酸化塔、小型ポット（気液
分離槽、流量計測ポット、ゲデオ
ン、シールポット、漏えい検知
ポット、水封安全器等）、ろ過水
貯槽、ボンベ（空気、消火剤）、よ
う素追出し槽、エンドピース酸洗
浄槽、補助油水分離槽、濃縮液
受槽、濃縮液供給槽、抽出液受
槽、抽出残液受槽、分析残液受
槽、分析残液希釈槽

MOX）低レベル廃液処理設備
（廃液貯槽等）、非常用発電機
（燃料油貯蔵タンク、燃料油サー
ビスタンク、起動用空気槽）、ボ
ンベ（消火剤）

再）ガドリニウム緊急供給槽、廃
ガス貯留槽、可搬型廃水受槽、気
液分離器、可搬型デミスタ、圧縮
空気自動供給貯槽、圧縮空気自
動供給ユニット、機器圧縮空気自
動供給ユニット、水封安全器、廃
ガスポット、緊急時対策建屋加圧
ユニット、重油タンク、軽油タンク、
ボンベ（消火剤）、タンクローリ、エ
ンドピース酸洗浄槽

MOX）緊急時対策建屋加圧ユニッ
ト、重油タンク、軽油タンク、ボン
ベ（消火剤）、タンクローリ

閉じ込め機能（DB）
冷却機能（DB/SA）
火災・爆発防止機能（DB/SA）
臨界防止機能（DB/SA）
居住性維持機能（SA）
支援機能（DB/SA）

再・MOX）貯水槽

分類 仕様表記載事項

設計条件
（地盤・耐震）

仕様情報
（計装、放管系）

仕様情報
（電気系）

3
容器

（ライニング型）
溶液保持機能

再）燃料貯蔵プール、取扱いピッ
ト、ハル・エンドピース貯蔵プー
ル、切断ピット、消火用水貯槽

全機種共通項目 設計条件情報
仕様情報

（プロセス・機械設備）

冷却機能（DB/SA）
注水機能（SA）
廃棄機能（DB）
支援機能（DB）
水供給機能（DB)

樹脂ライニング
金属ライニング

6 漏えい液受皿 漏えい液保持機能 再）漏えい液受皿 －
臨界防止機能（DB)
閉じ込め機能（DB）

鋼製
樹脂製

円筒形
箱形
キャスク

7 運搬・製品容器 保管・収納機能

再）廃棄物運搬容器、ハル・エン
ドピース運搬キャスク、メルク、
燃料収納管、保管容器、混合酸
化物貯蔵容器、ウラン酸化物貯
蔵容器、粉末缶、キャニスタ

MOX）混合酸化物貯蔵容器、粉
末缶、収納パレット、粉末容器
(J60等)、貯蔵マガジン、組立マ
ガジン

－
閉じ込め機能（DB）
臨界防止機能（DB）

●：再処理・発電炉一致項目

○：発電炉のみ

●：再処理orMOXor濃縮のみ

赤字の仕様表表記載事項は再処理特有
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仕様表展開表 添付－６
（2／5）

2

仕様情報 （外部火災）

施設分類
機種分類
（中項目）

当該機器の主たる機能 DB設備 SA設備
関係する主な安全機能

（小項目）
構造分類
（小項目）

要求種別 検査項目

名
称

配
管
番
号

種
類
又
は
主
要
構
造

個
数

系
統
名

（
ラ
イ
ン
名

）

設
置
床
又
は
保
管
場
所
・
取
付
場
所

溢
水
防
護
上
の
区
画
番
号

溢
水
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

化
学
薬
品
防
護
上
の
区
画
番
号

化
学
薬
品
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

支
持
地
盤
の
許
容
支
持
力
度

支
持
地
盤
の
極
限
支
持
力
度

マ
ン
メ
イ
ド
ロ

ッ
ク
の
強
度

杭
の
強
度
・
支
持
地
盤

容
量

揚
程
又
は
吐
出
圧
力

伝
熱
面
積

吹
出
圧
力

吹
出
量

吹
出
場
所

最
高
使
用
温
度

最
高
使
用
圧
力

臨
界
管
理

（
核
的
制
限
値
等

）

火
災
管
理

（
熱
的
制
限
値
又
は
化
学
的
制
限
値

）

漏
え
い
率

開
口
部
風
速

主
要
寸
法
又
は
外
径
・
厚
さ

主
要
材
料

効
率

設
計
上
の
空
気
の
流
入
率

原
動
機

駆
動
方
式

（
方
法

）

検
出
器
の
種
類

計
測
範
囲

警
報
動
作
範
囲

設
定
値

回
転
速
度

起
動
時
間

出
口
の
圧
力

燃
料

力
率

電
圧

電
流

相 周
波
数

結
線
法

冷
却
方
法

遮
断
電
流

遮
断
時
間

耐
火
被
膜

分類 仕様表記載事項

設計条件
（地盤・耐震）

仕様情報
（計装、放管系）

仕様情報
（電気系）

全機種共通項目 設計条件情報
仕様情報

（プロセス・機械設備）

●：再処理・発電炉一致項目

○：発電炉のみ

●：再処理orMOXor濃縮のみ

赤字の仕様表表記載事項は再処理特有

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ●

機能要求 耐圧・漏えい検査

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ○

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ○ ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

－

8 ろ過装置 ろ過機能 －

再）ろ過装置、脱塩装置

MOX）ろ過処理装置、吸着処理
装置、分析済液処理装置

－

冷却機能（DB/SA）冷却塔／冷凍機
再）冷却塔、冷凍機、セル内クー
ラー

10

9 熱交換器 加熱／冷却機能（静的） 再）凝縮器、冷却器、熱交換器 凝縮器、予備凝縮器、熱交換器

再）一般冷却水系冷却塔（常設）

ボイラ

再）加熱器、電気ヒータ

加熱機能 再）蒸気発生器、ボイラ － 支援機能（DB）

冷却塔
冷凍機

－

冷却機能（動的）

電気ヒータ 加熱機能

加熱／冷却機能（DB/SA）

12

チューブ型
プレート型

13 ポンプ 溶液移送機能

－ 廃棄機能（DB）

－

再）可搬型ポンプ（大、中型）、冷
却水ポンプ（常設）

MOX）可搬型ポンプ（大型）、燃料
油移送ポンプ等

冷却機能（DB/SA）
注水機能（SA）
廃棄機能（DB）
支援機能（DB）
水供給機能（DB)

うず巻形
ターボ型

水封回転式

再）空気圧縮機
再）圧縮機（一般・安全圧空）、廃
ガス貯留設備の空気圧縮機、可
搬型空気圧縮機

火災・爆発防止機能（DB/SA）
臨界防止機能（DB/SA）
支援機能（DB）

14 特殊ポンプ 溶液移送機能 再）スチームジェットポンプ

冷却機能（DB/SA）
注水機能（SA）
廃棄機能（DB）
支援機能（DB）
水供給機能（DB)

15 圧縮機 空気供給機能

再）廃液移送ポンプ、給水処理
設備ポンプ、消火用水ポンプ、
圧力調整用ポンプ、冷却水ポン
プ
等

MOX）廃液貯槽ポンプ、燃料油
移送ポンプ等

11

ろ過機能（DB）
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仕様表展開表 添付－６
（3／5）

3

仕様情報 （外部火災）

施設分類
機種分類
（中項目）

当該機器の主たる機能 DB設備 SA設備
関係する主な安全機能

（小項目）
構造分類
（小項目）

要求種別 検査項目

名
称

配
管
番
号

種
類
又
は
主
要
構
造

個
数

系
統
名

（
ラ
イ
ン
名

）

設
置
床
又
は
保
管
場
所
・
取
付
場
所

溢
水
防
護
上
の
区
画
番
号

溢
水
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

化
学
薬
品
防
護
上
の
区
画
番
号

化
学
薬
品
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

支
持
地
盤
の
許
容
支
持
力
度

支
持
地
盤
の
極
限
支
持
力
度

マ
ン
メ
イ
ド
ロ

ッ
ク
の
強
度

杭
の
強
度
・
支
持
地
盤

容
量

揚
程
又
は
吐
出
圧
力

伝
熱
面
積

吹
出
圧
力

吹
出
量

吹
出
場
所

最
高
使
用
温
度

最
高
使
用
圧
力

臨
界
管
理

（
核
的
制
限
値
等

）

火
災
管
理

（
熱
的
制
限
値
又
は
化
学
的
制
限
値

）

漏
え
い
率

開
口
部
風
速

主
要
寸
法
又
は
外
径
・
厚
さ

主
要
材
料

効
率

設
計
上
の
空
気
の
流
入
率

原
動
機

駆
動
方
式

（
方
法

）

検
出
器
の
種
類

計
測
範
囲

警
報
動
作
範
囲

設
定
値

回
転
速
度

起
動
時
間

出
口
の
圧
力

燃
料

力
率

電
圧

電
流

相 周
波
数

結
線
法

冷
却
方
法

遮
断
電
流

遮
断
時
間

耐
火
被
膜

分類 仕様表記載事項

設計条件
（地盤・耐震）

仕様情報
（計装、放管系）

仕様情報
（電気系）

全機種共通項目 設計条件情報
仕様情報

（プロセス・機械設備）

●：再処理・発電炉一致項目

○：発電炉のみ

●：再処理orMOXor濃縮のみ

赤字の仕様表表記載事項は再処理特有

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ●

機能要求 耐圧・漏えい検査

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ○

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ○ ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

20

16
遠心式
ルーツ式
ターボ式

ファン 排気機能

再）送風機、排風機

MOX）グローブボックス排風機、
工程室排風機、建屋排風機、機
排ガス処理装置の補助排風機
等

再）可搬型送排風機,、緊急時対
策建屋送風機、緊急時対策建屋
排風機

MOX）可搬型排風機付フィルタユ
ニット、緊急時対策建屋送風機、
緊急時対策建屋排風機

排気機能（DB/SA）
閉じ込め機能（DB/SA）
換気機能（DB）
廃棄機能（DB）
居住性維持機能（DB/SA）

安全弁及び逃がし弁 機器破損防止機能
再）固化セル圧力放出系（逆止
弁）

17 主要弁 流体供給／閉止機能

再）工程停止回路に係る遮断
弁、高レベル廃液濃縮缶の加熱
蒸気と冷却水の切替弁、固化セ
ル隔離ダンパ、建屋給気閉止ダ
ンパ

MOX）混合ｶﾞｽ度異常遮断弁(焼
結炉系,小規模焼結処理系、ピス
トンダンパ、延焼防止ダンパ

18

再）ガドリニウム緊急供給弁、重
大事故時供給液停止弁

安全保護機能（DB）
臨界防止機能（DB/SA）
閉じ込め機能（DB/SA）
火災・爆発防止機能（DB）

再）廃ガス貯留設備（逃がし弁）
閉じ込め機能（DB）
火災・爆発防止機能（DB）
水素爆発防止機能（SA）

安全弁
逃がし弁

グローブ弁
ゲート弁
玉形弁
ニードル弁
バタフライ弁

流路維持機能
再・MOX）配管、ダクト、海洋放
出管，減衰器

再）可搬型ホース、可搬型配管、
可搬型ダクト、主配管（常設）、セ
ル導出ユニット、主排気筒排出ユ
ニット、可搬型放水砲、スプレイ
ヘッダ、凝縮液回収系の配管、代
替可溶性中性子吸収材緊急供給
系の配管、代替可溶性中性子吸
収材供給系の配管

MOX）可搬型ホース、可搬型配
管、可搬型ダクト、主配管（常
設）、可搬型放水砲

廃棄機能(DB)
閉じ込め機能（DB/SA）
臨界防止機能（DB/SA）
火災・爆発防止機能（DB/SA）
冷却機能（DB/SA）
放出経路維持機能（DB/SA）
支援機能（DB/SA）
水供給機能(SA)

再）粒子除去（高、中、プレ）フィ
ルタ、よう素フィルタ、ルテニウム
フィルタ、ミストフィルタ、セラミッ
クフィルタ、ストレーナ、フィルタ
ユニット

MOX）高性能エアフィルタ

ダクト
ダンパ
ノズル
ホース

－浄化機能

19 主配管

フィルタ

再）セル導出ユニットフィルタ、可
搬型フィルタ

MOX）可搬型フィルタ、可搬型排
風機付フィルタユニット

浄化機能（DB/SA）
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4

仕様情報 （外部火災）

施設分類
機種分類
（中項目）

当該機器の主たる機能 DB設備 SA設備
関係する主な安全機能

（小項目）
構造分類
（小項目）

要求種別 検査項目

名
称

配
管
番
号

種
類
又
は
主
要
構
造

個
数

系
統
名

（
ラ
イ
ン
名

）

設
置
床
又
は
保
管
場
所
・
取
付
場
所

溢
水
防
護
上
の
区
画
番
号

溢
水
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

化
学
薬
品
防
護
上
の
区
画
番
号

化
学
薬
品
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

支
持
地
盤
の
許
容
支
持
力
度

支
持
地
盤
の
極
限
支
持
力
度

マ
ン
メ
イ
ド
ロ

ッ
ク
の
強
度

杭
の
強
度
・
支
持
地
盤

容
量

揚
程
又
は
吐
出
圧
力

伝
熱
面
積

吹
出
圧
力

吹
出
量

吹
出
場
所

最
高
使
用
温
度

最
高
使
用
圧
力

臨
界
管
理

（
核
的
制
限
値
等

）

火
災
管
理

（
熱
的
制
限
値
又
は
化
学
的
制
限
値

）

漏
え
い
率

開
口
部
風
速

主
要
寸
法
又
は
外
径
・
厚
さ

主
要
材
料

効
率

設
計
上
の
空
気
の
流
入
率

原
動
機

駆
動
方
式

（
方
法

）

検
出
器
の
種
類

計
測
範
囲

警
報
動
作
範
囲

設
定
値

回
転
速
度

起
動
時
間

出
口
の
圧
力

燃
料

力
率

電
圧

電
流

相 周
波
数

結
線
法

冷
却
方
法

遮
断
電
流

遮
断
時
間

耐
火
被
膜

分類 仕様表記載事項

設計条件
（地盤・耐震）

仕様情報
（計装、放管系）

仕様情報
（電気系）

全機種共通項目 設計条件情報
仕様情報

（プロセス・機械設備）

●：再処理・発電炉一致項目

○：発電炉のみ

●：再処理orMOXor濃縮のみ

赤字の仕様表表記載事項は再処理特有

機能要求 基盤検査 ● ● ●

機能要求 構造検査 ●

機能要求 強度検査 ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 外観検査（建物・構築物） ● ● ● ● ● ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ○

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ○ ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

機能要求 基盤検査 ● ● ●

機能要求 構造検査 ●

機能要求 強度検査 ●

設置要求 外観検査（建物・構築物） ● ● ● ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

機能要求 構造検査 ●

機能要求 強度検査 ●

設置要求 外観検査（建物・構築物） ● ● ● ● ● ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ●

機能要求 耐圧・漏えい検査

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

防護ネット
防護板
防護扉

23 飛来物防護設備 飛来物防護機能

再）飛来物防護板及びネット、防
護扉

※飛来物防護専用の扉のみ
※補助遮蔽設備と兼用する場合
は補助遮蔽設備側で整理

－
外部衝撃防止機能（DB）
重大事故等対処機能（SA）

基礎

21 建物・構築物 支持機能

再）建物、洞道、貯蔵ピット（冷却
空気出入口シャフト含）、貯蔵
ホール、火災区域構造物、火災
区画構造物

MOX）建物、洞道

再）建物、洞道、保管庫・貯水所、
緊急時対策建屋

MOX）建物、保管庫・貯水所、緊
急時対策建屋

遮蔽機能(DB)
閉じ込め機能(DB)
支持機能（DB/SA）
火災防護機能（DB/SA）
溢水防護機能（DB/SA）
化学薬品防護機能（DB/SA）
外部衝撃防止機能（DB/SA）
重大事故等対処機能（SA）

間接支持

24 ラック 核燃料物質等保持機能

再）バスケット、燃料貯蔵ラック
（固定、可搬）、架台（固定、可
搬）

MOX）燃料棒貯蔵棚、一時保管
ピット、燃料集合体貯蔵チャンネ
ル、スクラップ貯蔵棚、製品ペ
レット貯蔵棚等

再）燃料貯蔵ラック、架台
臨界防止機能（DB/SA）
転倒機能（DB）

－

火災区域構造物

貯蔵ピット
貯蔵ホール

再）主排気筒

MOX）排気筒

放出経路維持機能（DB/SA）
廃棄機能（DB）
放管機能（SA）

落下・転倒防止機能（DB）
内部飛散物防止機能（DB）

22 排気筒

27 搬送設備

25

排気機能

再）主排気筒、北換気筒、低レベ
ル処理建屋換気筒

MOX）排気筒

－

溢水／化学薬品
防護設備

溢水防護機能
化学薬品防護機能

再）溢水区画構造物（堰、防水
扉、水密扉）、薬品区画構造物
（堰、防水扉、水密扉）

MOX）溢水区画構造物（堰）

再）止水板及び蓋
溢水防護機能（DB/SA）
化学薬品防護機能（DB/SA）
重大事故等対処機能（SA）

コンクリート堰

上記以外

26 遮蔽設備 遮蔽機能

再）補助遮蔽（遮蔽扉、遮蔽窓、
遮蔽ハッチ、遮蔽蓋、遮蔽プラ
グ）

MOX）補助遮蔽（遮蔽扉、遮蔽
蓋、グローボックス遮蔽、機器遮
蔽）

－ 遮蔽機能（DB）

扉
窓

ハッチ
蓋

プラグ

クレーン
台車

昇降装置
コンベア

運搬・搬送機能

再）クレーン、台車、マニプレー
タ、リフト、バスケット搬送装置、
払出し装置、コンベア

MOX）粉末調整工程搬送装置、
ペレット加工工程搬送装置、組
立クレーン、洞道搬送台車、リフ
タ等

－
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5

仕様情報 （外部火災）

施設分類
機種分類
（中項目）

当該機器の主たる機能 DB設備 SA設備
関係する主な安全機能

（小項目）
構造分類
（小項目）

要求種別 検査項目

名
称

配
管
番
号

種
類
又
は
主
要
構
造

個
数

系
統
名

（
ラ
イ
ン
名

）

設
置
床
又
は
保
管
場
所
・
取
付
場
所

溢
水
防
護
上
の
区
画
番
号

溢
水
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

化
学
薬
品
防
護
上
の
区
画
番
号

化
学
薬
品
防
護
上
の
配
慮
が
必
要
な
高
さ

支
持
地
盤
の
許
容
支
持
力
度

支
持
地
盤
の
極
限
支
持
力
度

マ
ン
メ
イ
ド
ロ

ッ
ク
の
強
度

杭
の
強
度
・
支
持
地
盤

容
量

揚
程
又
は
吐
出
圧
力

伝
熱
面
積

吹
出
圧
力

吹
出
量

吹
出
場
所

最
高
使
用
温
度

最
高
使
用
圧
力

臨
界
管
理

（
核
的
制
限
値
等

）

火
災
管
理

（
熱
的
制
限
値
又
は
化
学
的
制
限
値

）

漏
え
い
率

開
口
部
風
速

主
要
寸
法
又
は
外
径
・
厚
さ

主
要
材
料

効
率

設
計
上
の
空
気
の
流
入
率

原
動
機

駆
動
方
式

（
方
法

）

検
出
器
の
種
類

計
測
範
囲

警
報
動
作
範
囲

設
定
値

回
転
速
度

起
動
時
間

出
口
の
圧
力

燃
料

力
率

電
圧

電
流

相 周
波
数

結
線
法

冷
却
方
法

遮
断
電
流

遮
断
時
間

耐
火
被
膜

分類 仕様表記載事項

設計条件
（地盤・耐震）

仕様情報
（計装、放管系）

仕様情報
（電気系）

全機種共通項目 設計条件情報
仕様情報

（プロセス・機械設備）

●：再処理・発電炉一致項目

○：発電炉のみ

●：再処理orMOXor濃縮のみ

赤字の仕様表表記載事項は再処理特有

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ●

機能要求 耐圧・漏えい検査 ● ●

機能要求 寸法検査 ● ●

機能要求 材料検査 ● ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ○ ○ ○ ○ ○

機能要求 寸法検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ○

機能要求 機能・性能検査 ● ● ● ● ○

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ● ● ● ●

機能要求 機能・性能検査 ● ●

機能要求 材料検査

設置要求 据付・外観検査／状態確認検査 ● ● ● ● ●

機能要求 寸法検査 ●

機能要求 材料検査 ●

－計装／放管設備 パラメータ計測機能

再）計測制御系、エリアモニタ、
ダストモニタ、臨界警報装置、排
水モニタ、モニタリングポスト、ガ
スモニタ、サーベイメータ、放射
能観測車、核種分析装置、放射
能測定装置

MOX）モニタリングポスト、排気
モニタ、臨界検知用ガスモニタ、
過加熱防止回路、排ガス処理装
置の補助排風機の回路、グロー
ブボックス排風機の回路、グ
ローブボックス温度監視装置、
混合ガス水素濃度高による混合
ガス供給停止回路

－

廃棄機能（DB）
臨界防止機能（DB）
火災・爆発防止機能（DB）

閉じ込め機能（DB）
臨界防止機能（DB）

28 機械装置

運搬・搬送機能
製品製造機能
廃棄物処理機能
検査機能

再）溶接機、脱湿装置、充てん
装置、気流輸送装置、連結フィ
ンガー、サンプリング装置、CB・
BP切断装置、排出器、充填ノズ
ル、粉砕機、供給機、脱硝皿取
扱装置、混合器、圧縮減容装
置、焼却装置、純水装置、圧縮
成型装置、熱分解装置、燃焼装
置、接続器、投入機、重量測定
装置、閉じ込め検査装置

MOX）外蓋着脱装置、予備混合
装置、一次混合装置、均一化混
合装置、造粒装置、プレス装
置、研削装置、汚染検査装置、
燃料集合体組立装置　等

－

29

－

－核物質等取扱ボックス 核燃料物質等取扱機能

再）グローブボックス、操作ボッ
クス、気送箱、サンプリングベン
チ、フード、オープンポートボック
ス

MOX）グローブボックス、フード、
オープンポートボックス

グローブボックス

電源供給機能（DB/SA）

30 変圧器 電源供給機能 再）変圧器 再）変圧器

電源供給機能（DB/SA）

－

－

電源供給機能（DB/SA）

31 受電開閉設備用遮断器 電源供給機能 再）遮断器 再）遮断器

電源供給（発電）機能
（DB/SA）

32 電源盤 電源供給機能
再）パワーセンタ、メタクラ、コン
トロールセンタ、分電盤、電源盤

再）電源盤（常用・非常用・運転予
備用）、可搬型分電盤、可搬型電
源ケーブル

電源供給機能（DB/SA）

－

－33 発電機 電源供給（発電）機能

再）同期発電機、ディーゼル機
関

MOX）非常用ガスタービン発電
機

再・MOX）可搬型発電機

電源供給機能（DB/SA）

34 無停電電源装置 電源供給機能
再）無停電電源装置、無停電交
流主分電盤

再）無停電電源装置（常用・非常
用）

計測機能（DB/SA）

－

再）可搬型計器、常設計器、空冷ユ
ニット、可搬型カメラ、可搬型情報収
集装置、可搬型情報表示装置、可搬
型酸素・窒素・二酸化炭素濃度計、
サーベイメータ、可搬型ダスト・よう素
サンプラ、主排気筒排気モニタ、モニ
タリングポスト、北換気筒排気モニタ、
可搬型ガスモニタ、可搬型線量計、放
射能測定装置（常設・可搬）、核種分
析装置（常設・可搬）、可搬型トリチウ
ム測定装置、放射能観測車、可搬型
気象観測設備、監視測定用運搬車

MOX）可搬型ダンパ出口風速計、可
搬型ダストサンプラ、アルファ・ベータ
線用サーベイメータ、ガンマ線エリア
モニタ、中性子線エリアモニタ、アル
ファ線ダストモニタ、ダストモニタ、モニ
タリングポスト、排気モニタ、放射能測
定装置、放射能観測車、可搬型線量
率計、可搬型ダストモニタ　等

35 電力貯蔵装置 電源供給機能
再）充電器盤、蓄電池

MOX）直流電源設備

再）充電器盤、蓄電池（常用・非常
用）

－

36

37 保守設備 保守機能
再）レンガ回収治具、負圧維持
治具、メルタ用シャッター

－
閉じ込め機能（DB）
保守機能（DB）
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仕様表記載例
（機種：冷却塔／冷凍機）

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

名称 
－ 

安全冷却水 B 冷却塔
（00-0000） 

種類 － ○○

設
計
条
件 

機器の種類 － ○○
耐震クラス － ○○
航空機に対する防護 

－ 
航空機の衝突に対し，○
○分離配置する。 

流体の種類 － ○○

冷
却
塔 

容量（設計熱交換量） MW/個 ○○
最高使用圧力 MPa ○○
最高使用温度 ℃ ○○
伝熱面積（フィン外表
面） 

m２/個 
○○

仕
様 

主要
寸法 

全長 mm ○○
全幅 mm ○○
全高 mm ○○

主要
材料 

伝熱管（内管） － ○○
ヘッダー － ○○

個数 － ○○
特記事項 本設備は，非常用所内電源系統に

接続する。 

注記 １）：単位は（kcal/h/個） 
２）：単位は（kg/㎠） 
３）：安全冷却水 A 冷却塔は，前処理建屋の屋上に据え付ける。 

 安全冷却水 B 冷却塔は，鉄筋コンクリート造りの基礎上に据え付
ける。 

４）：安全冷却水 B 冷却塔基礎の主要寸法は以下とする。 
南北方向：○m（外壁外面寸法） 
東西方向：○m（外壁外面寸法） 
厚  さ：○m 

５）：安全冷却水 B 冷却塔基礎の主要材料は，以下とする。 
鉄筋：JIS G 3112（鉄筋コンクリート用棒網）に定める SD345 
コンクリート：JASS5 の規定による普通コンクリート

 設計基準強度○N/㎟（○kgf/㎠） 
マンメイドロック（コンクリート）：設計基準強度○N/㎟（○

kgf/㎠ 
６）：安全冷却水 B 冷却塔基礎の支持地盤の許容支持力度は，鷹架層の

許容支持力度として，重要な建物・構築物ごとに定まる値の最小
値とし，長期：○MPa（○kgf/㎠），短期：○MPa（○kgf/㎠）とす
る。 

７）：安全冷却水 B 冷却塔基礎は，As クラスの設備を設置しているため，
基準地震動 S1 及び S2 で間接支持構造物としての支持機能が維
持されていることの確認を行う。 

変更前 変更後 
名 称 

－ 
安全冷却水 B 冷
却塔（00-0000） 

－ 

種 類 － 
基礎：○○ 
冷却塔：○○

－ 

支 持 地 盤 の 許 容 支 持 力 度 MPa 
長期：○○ 
短期：○○ 

－ 

支 持 地 盤 の 極 限 支 持 力 度 MPa － ○○
マ ン メ イ ド ロ ッ ク の 強 度 N/mm2 ○○ － 

冷
却
塔 

容量 
設 計 熱 交 換 量 MW/個 ○○*1 － 
設計冷却空気流量 kg/h ○○*1 － 

最 高 使 用 圧 力 MPa ○○ － 
最 高 使 用 温 度 ℃ ○○ － 
伝 熱 面 積 
(伝熱管及びフィン外表面) * 2 

m2/個 ○○*1 － 

主要
寸法 

全 長 ㎜ ○○*1 － 
全 幅 ㎜ ○○*1 － 
全 高 ㎜ ○○*1 － 

主要
材料 

伝 熱 管 （ 内 管 ） － ○○ － 
フ ィ ン － ○○*3 － 
ヘ ッ ダ ー － ○○ － 

耐火
被膜 

種 類 － ○○*4

厚 さ mm 
－ ○○以

上

原動
機 

種 類 － ○○ － 
出 力 kW/個 ○○ － 
フ ァ ン 台 数 台 ○○ － 

個 数 － ○○ － 

取
付
箇
所 

系 統 名 （ ラ イ ン 名 ） － ○○ － 
設 置 床 － ○○ － 
溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号 － ○○ － 
溢水防護上の配慮が必要な高

さ 
－ ○○ － 

化学薬品防護上の区画番号 － ○○ － 
化学薬品防護上の配慮が必要

な高さ 
－ ○○ － 

注記：*1 公称値を示す。 
*2 記載の適正化を行う。既設工認には「伝熱面積（フィン外表面）」と

記載。 
*3 既設工認の仕様表に記載がないため，記載の適正化を行う。記載内容

は設計図書による。 
*4 航空機墜落による火災により熱影響がある支持架構の柱等に耐火塗

装を施す。 

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6,7 

第六条 

地震による

損傷の防止 

・施設の安全機能が喪失した

場合の影響の相対的な程度に

応じた地震力に十分耐えるこ

とができる設計 

主要寸法 

全長：○○mm 

全幅：○○mm 

全高：○○mm 

第八条 

外部からの

衝撃による

破損防止

（航空機落

下） 

・航空機墜落火災発生時にお

いても機能喪失しないために

耐火塗料を塗布。 

耐火塗料：○○mm 以上 

第十二条 

溢水防護 

・没水の影響により、防護すべ

き設備が機能を喪失しないた

めの設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

溢水防護上の区画番号：○○ 

溢水防護上の配慮が必要な高さ： 

T.M.S.L ○○○m 以上

第十三条 

化学薬品防

護 

・没液の影響により、防護すべ

き設備が機能を喪失しないた

めの設計

取付箇所： 

系統名（ライン名）：○○ 

設置床：○○ 

化学薬品防護上の区画番号：○○ 

化学薬品防護上の配慮が必要な高

さ： T.M.S.L ○○○m 以上 

第十七条 

材料及び構

造 

・使用される圧力，温度，荷

重その他の使用条件に対して

適切な機械的強度及び化学的

成分を有する材料

・設計上定める条件におい

て，全体的な変形を弾性域に

抑える設計

・設計上定める条件におい

て、座屈が生じない設計 

主要材料： 

伝熱管（内菅）：○○ 

フィン：○○ 

ヘッダー：○○ 

・適切な耐圧試験又は漏えい

試験を行ったとき、これに耐

え、かつ、著しい漏えいがな

い設計

最高使用圧力：○○MPa
最高使用温度：○○℃ 

第十九条 

使用済燃料

貯蔵 

・1 系列運転でも燃料貯蔵プ

ール水温を 65℃以下に保ち、

2 系列運転の場合は燃料貯蔵

プールの水温を 50℃以下に維

持する設計 

容量（設計熱交換量）：○MW／個 

容量（設計冷却空気風量）：○m3／s 

伝熱面積：○m２／個 

原動機：○○

ファン台数：○○

空冷式の熱交換器が

発電炉に無いため、別

の型の熱交換器より

冷却機能に係る項目

を参照する 

管台の概形について

は、構造図に示す。 

伝熱管の概形につい

ては、構造図に示す。 

航空機墜落による火

災により熱影響があ

る支持架構の柱等に

施す耐火塗装の種類

及び厚さを記載する。 

溢水、化学薬品影響を

考慮し、取付箇所の項

目を追加。 

ファンによる冷却機

能の担保のために冷

却空気流量と原動機

の仕様を追加。

主要設備リストで展開。 分離配置は配置図で示す。 

基本設計方針で展開。 

旧単位系記載のため、SI 単位系表
記に統一することに伴い適正化。 

主要設備リストで展開。 

基礎については、
構造図で示す。 

工程情報を示す項目であり、設備
仕様に直接関係しない項目である

ため、仕様表に記載しない。 

添付－７
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仕様表記載例
（機種：飛来物防護設備）

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

＜既認可仕様表なし＞ 

変更前 変 更 後 

名 称 
－ 

－ 
安全冷却水 B 冷却塔
飛来物防護ネット 

種 類 － － ○○ 
支持地盤の許容支持力度 MPa － ○○ 
支持地盤の極限支持力度 MPa － ○○ 
マンメイドロックの強度 MPa － ○○ 
支 持 地 盤 － － ○○*1

杭 の 強 度 N/㎟ － ○○ 
主
要
寸
法 

防 護 ネ ッ ト 
線 径 mm － ○○*2

網 目 mm － ○○*2

防 護 板 厚 さ mm － ○○*2

支 持 架 構 
た て mm － ○○*2

横 mm － ○○*2

高 さ mm － ○○*2

主
要
材
料 

防 護 ネ ッ ト － － ○○ 
防 護 板 － － ○○ 

支 持 架 構 － － ○○ 

耐
火
被
膜 

種 類 － － ○○*3

厚 さ mm － ○○以上

基 数 式 － ○○ 

注記：*1 飛来物防護ネットは杭基礎を介して○○に支持する。 
*2 公称値を示す。
*3 航空機墜落による火災により熱影響がある支持架構の柱等に耐火

塗装を施す。

技術基準 
機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6,7 

第五条 

安全機能を有

する施設の地

盤 

・安全機能を有する施設

のうち，地震の発生によっ

て生じるおそれがあるそ

の安全機能の喪失に起因

する放射線による公衆へ

の影響の程度が特に大き

い施設（以下「耐震重要施

設」という。）及びそれら

を支持する建物・構築物，

若しくは重大事故等対処

施設のうち，常設耐震重要

重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処

施設は，その供用中に大き

な影響を及ぼすおそれが

ある地震動（以下「基準地

震動」という。）による地

震力が作用した場合にお

いても，接地圧に対する十

分な支持性能を有する地

盤に設置する。 

支持地盤の許容支持力度：○○MPa 

支持地盤の極限支持力度：○○MPa 

マンメイドロックの強度：○○MPa

支持地盤：○○

杭の強度：○○N/㎟

第八条 

外部からの衝

撃による損傷

の防止 

・設計飛来物の貫通を防

止することができる設計

・設計飛来物の運動エネ

ルギを吸収することがで

きる設計

・設計荷重に対して、支持

架構の構造健全性を維持

できる設計

・熱影響により外部火災

防護対象施設の安全機能

を損なわない設計

主要寸法 

防護ネット線径：○○mm 

防護ネット網目：○○mm 

防護板厚さ：○○mm 

支持架構たて：○○mm 

支持架構横：○○mm 

支持架構高さ：○○mm 

主要材料 

防護ネット：○○ 

防護板：○○ 

支持架構：○○ 

耐火被膜 

種類：○○ 

厚さ：○○mm 以上 

＜発電炉要目表なし＞ 
以下発電炉の基本設計方針抜粋 
2.3.3 設計方針 
（中略） 
防護措置として設置する防護対策施設としては，防護ネット（硬鋼線材：線径φ
4 mm，網目寸法40 mm），防護鋼板（炭素鋼：板厚16 mm 以上），架構及び扉（炭素
鋼：板厚31.2 mm 以上）を設置し，内包する外部事象防護対象施設の機能を損な
わないよう，外部事象防護対象施設の機能喪失に至る可能性のある飛来物が外部
事象防護対象施設に衝突することを防止する設計とする。 

設備の耐震強度を示
す必要がある設備に
ついては、支持地盤の
許容支持力度、支持地
盤の極限支持力度、マ
ンメイドロックの強
度を記載する。杭基礎
の場合は支持地盤、杭
の強度を記載する。

航空機墜落による火
災防護のために必要
な耐火塗装について
種類、厚さを記載す
る。 
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仕様表記載例
（機種：建物・構築物）

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

名 称 燃 料 加 工 建 屋 

設

計

条

件

耐震クラス B 

放射線防護 

(しゃへい) 

しゃへい設計の基準となる線量率を

満足するものとする。 

航空機に対する防護 航空機の衝突に対し，安全確保上支

障がないように設計するものとす

る。 

支持地盤の許容支持力度 

長期：○MPa 

短期：○MPa 

設

計

仕

様

主要構造 ○○○

主要寸法 

南北方向：○m(外壁外面寸法) 

東西方向：○m(外壁外面寸法) 

階 数：地上2階，地下3階(一部

中2階) 

高 さ：地上○m 

壁 厚 等：第1.-3表に示す。 

主要材料 

鉄筋：JIS ○○○(鉄筋コンクリート

用棒鋼)に定める○及び○ 

コンクリート：○○○の規定による普

通コンクリート設計基準強度 

Fc=○N/mm2 

密度 ○3kg/m3以上 

添 付 図 

( 平 面 図 及 び 断 面 図 ) 
第1.1-1図～第1.1-9図に示す。 

特 記 事 項 

① 管理区域内の汚染のおそれのあ

る部屋の床及び人が触れるおそれ

のある壁の表面は，除染が容易で腐

食し難い材料で仕上げる設計とす

る。

(汚染防止に係る措置の範囲を第

1.-2表に示す。)

② 「建築基準法」の耐火建築物とす

る。

③ 原料受払室，粉末調整第1室等の

部屋で構成する区域の境界の構築

物を安全上重要な施設とする。(安

全上重要な施設である構築物の範

囲を第1.-2表に示す。)

④ 臨界安全上必要がある場合には，

中性子相互干渉を考慮する貯蔵施

設等の周囲に○cm以上のコンクリ

ートを配置し，核的に隔離する設計

とする。

注 1 対応する加工事業許可番号(日付)：平成 17･04･20 原第 18 号(平成 22 年

5 月 13 日) 

注 2 本建屋が B クラスのしゃへい壁を有していることを示す。また，本建屋は

B クラスのしゃへい壁を有していることから，B クラスの施設に適用される地

震力に耐えるように設計する。なお，本建屋は，S クラスの設備・機器を設置

するため，基準地震動 Ss で間接支持構造物としての支持機能が維持されてい

る

変 更 前 変 更 後 

名 称 － 燃料加工建屋*5 燃料加工建屋*2*3

(再処理施設と共用) 

種類（主要構造）＊

1 － 
上部構造：○○○ 

基礎：○○○ 
変更なし 

支持地盤の許容支

持力度 
MPa 長期：〇 短期：〇 ― 

支持地盤の極限支

持力度 
MPa ― 〇 

マンメイドロック

の強度 
MPa 〇*5 

変更なし 

主

要

寸

法 

たて×横 m ○○○*4

高さ m ○○○*4 ○○○*4

壁

厚

さ 

東壁 m 〇〇～〇〇*4*6 〇〇～〇〇*4 

西壁 m 〇〇～〇〇*4*6 〇〇～〇〇*4 

南壁 m 〇〇～〇〇*4*6 〇〇～〇〇*4 

北壁 m 〇〇～〇〇*4*6 〇〇～〇〇*4 

床・天井 m 〇〇～〇〇*4*6 〇〇～〇〇*4 

主 要 材 料 － 鉄筋コンクリート 
変更なし 

個 数 － １ 

*1：記載の適正化。既設工認には「主要構造」と記載。

*2：燃料加工建屋は、再処理施設と一部共用する。

*3：燃料加工建屋は、MOX 燃料加工施設にて設備登録を行っている。

*4：公称値を示す。

*5：記載内容は，平成〇年〇月〇日付け平成〇原第〇号にて認可を受けた設

工認申請書の「別添 イ．建物 1.燃料加工建屋(その 1)及び貯蔵容器搬送用

洞道 (5)工事の方法」において記載したマンメイドロックの強度による。

*6：記載内容は，平成〇年〇月〇日付け〇号にて認可を受けた設工認申請書

の添付書類 「Ⅲ-2-1-1-2 燃料加工建屋の耐震計算書 図面リスト  第

14 図(1)燃料加工建屋 断面壁断面リストから第 14 図(6)燃料加工建屋  断

面壁断面リスト」及び添付書類「Ⅴ 添付-1-2-1 燃料加工建屋の航空機に

対する防護計算書 図面リスト 第 1 図 燃料加工建屋 防護壁断面リスト

から第 4 図 燃料加工建屋 防護スラブ断面リスト」による。 

*1：記載の適正化。既設工認には「鉄筋：JIS ○○○(鉄筋コンクリート用棒

鋼)に定める○及び○ コンクリート：○○○の規定による普通コンクリ

ート設計基準強度○N/mm2  密度○kg/m3以上」と記載。 

技術基

準 

機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6 様式-7 

第五条 

地盤 

建物・構築物を接地圧に対する十分な支

持性能を有する事業変更許可を受けた地

盤に設置 

支持地盤の極限支持力

度:○MPa 

マンメイドロック強度:

○MPa

第六条

地震に

よる損

傷の防

止 

耐震重要度に応じた地震力に十分耐える

ことができる設計 

主要寸法(壁厚さ):○mm

～○mm 

主要材料:○○○○ 

基準地震動による地震力に対してその安

全機能が損なわれるおそれがない設計 

第八条 

外部か

らの衝

撃によ

る損傷

の防止 

・設計荷重（竜巻）に対して機械的強度

を有する設計

主要寸法(壁厚さ):○mm

～○mm 

主要材料:○○○○ ・設計荷重（火山）に対して安全余裕を

有する設計

その他外部衝撃に対して機械的強度を有

する設計 

航空機に対して建物の外壁及び屋根によ

り建物全体を適切に保護 

主要寸法(壁厚さ):○mm

～○mm 

主要材料:○○○○ 

第二十

二条 

遮蔽 

直接線、スカイシャイン線に対して遮蔽

体の設置 

主要寸法(厚さ) 

主要材料:○○○○ 

基準線量率を達成するため遮蔽体の設置 

第三十

条 

重大事

故等対

処設備 

基準地震動を 1.2 倍した地震力に対し

て，必要な機能が損なわれない設計 

主要寸法(壁厚さ):○mm

～○mm 

主要材料:○○○○ 

沸騰水型原子炉で

は、建屋気密性を被

ばく評価の条件に

用いているが、MOX

燃料加工施設では、

建屋には気密性を

設定していないこ

とから、記載は不要

と判断する 

航空機防護版、Sク

ラスの床・天井の評

価のため、燃料加工

建屋の床・天井の厚

さを記載

既認可記載事項で

ある地盤の仕様項

目（支持地盤の強

度）を記載。 

また、マンメイドロ

ックの強度を記載。 

基本設計方針で展開。 

臨界の基本設計方針、 

単一ユニットの装置の仕様表

で展開。 

耐震の添付書類（耐震重要度分類）で展開。 

建屋平面図で展開。 

建屋平面図・断面図で展開。 

遮蔽設備の仕様表で展開 

遮蔽設備の仕様表で展開 

基本設計方針で展開 

主要設備リストで展開 
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仕様表記載例
（機種：遮蔽設備）

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

第 1.-3 表 燃料加工建屋の壁厚等の主要寸法及び材料 

添付図 主要寸法(m) 材料 

第1.1-1図 <1> ○○ ○○

<2> ○○ ○○ 

<3> ○○ ○○ 

<4> ○○ ○○ 

<5> ○○ ○○ 

<6> ○○ ○○ 

<7> ○○ ○○ 

<8> ○○ ○○ 

… … … 

名 称 し ゃ へ い 蓋<H1> 

設
計
条
件

耐震クラス ― 

放射線防護 
(しゃへい) 

しゃへい設計の基準となる線量率を満
足するものとする。 

設
計
仕
様

個数 〇 
構造の種類 本体：○○

主要寸法 厚さ：第1.-6表に示す。 

主要材料 
○○○○○○ 

密度 〇kg/m3以上 
添付図 

(平面図及び断面図) 
第1.1-2図及び第1.1-13図に示す。 

しゃへい蓋番号は，<H1> 
特記事項 − 

注 1 対応する加工事業許可番号(日付)：平成 17･04･20 原第 18 号(平成 22 年 5

月 13 日) 

注 2 しゃへい蓋は，開閉のため繰り返し取り扱うことから，コンクリート保護

のため○○○○○○により被覆する。 

第1.-6表 燃料加工建屋のしゃへい蓋のしゃへい厚及び材料 

添付図 しゃへ

い厚

(mm) 

材料 

隣接部屋番号 

線源室 線源室外 

第1.1-

13図 

<H1> 

○○ ○○

103 

(貯蔵容器一時

保管室) 

202 

(貯蔵容器受入

第1室) 

技術基

準 

機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 様式-6 様式-7 

第二十

二条 

遮蔽 

直接線、スカイシャイン線に対して遮

蔽体の設置 

主要寸法(厚さ):○○○ 

材料:○○○○ 

（密度：○○以上） 

基準線量率を達成するため遮蔽体の設

置 

主要寸法(厚さ):○○○ 

材料:○○○○ 

（密度：○○以上） 

冷却方法は放射

線による温度上

昇がわずかであ

るため記載項目

としない。 

添付図面で展開 

基本設計方針で展開 

添付図面で展開 

添付図面で展開 
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仕様表記載例
（機種：建物・構築物（火災区域構築物））

既認可の仕様表 仕様表案 要求事項の整理 発電炉類似設備要目表 備考 

既認可の仕様表に該当なし 

変更前 変更後 

名称 

種

類 

主要

寸法 

(mm) 

材

料 

名称 

種

類 

主要 

寸法 

(mm) 

材料 
火災

区域

名称 

区

分 
番号 

火災

区域

名称 

区分 番号 

－ 

○○

室 

火災

区域 
○○

壁 
〇以上 

(〇
＊１

)

鉄筋コ

ンクリ

ート 

○○

室 

火災

区域 
○○

○○

室 

火災

区域 
○○

○○

室 

火災

区域 
○○

○○

室 

火災

区域 
○○

○○

室 

火災

区域 
○○

＊１ 公称値のうち最小のものを示す。 

技術基

準 

機能要求② 主な仕様 

（詳細設計） 
様式-6 様式-7 

第十一

条 

火災等

による

損傷の

防止 

３時間以上の耐火能力を有する耐火壁

の設置 

3 時間耐火に設計上必要な

〇mm 以上の壁厚を有するコ

ンクリート壁の設置

壁厚：〇mm 以上 

材料：〇〇〇 
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設工認申請設備選定フロー

添付－８

再処理

MOX

廃棄物管理

濃縮

【耐震Ｓクラス、安全上重要な施設】
・該当なし
【重大事故等対処設備】
・該当なし
【上記以外】
・加工施設の主流路（UF6を内包する系統（第1類、第2類））に設置される配管、発生
槽、遠心分離機、各コールドトラップ、各回収槽、排気系統、廃液系統、フィルタ等
・インターロック等の機能を有するロータリポンプ、高周波インバータ装置
・UF6を内包する機器（第1類、第2類）を搬送するクレーン、搬送台車
・放射線監視測定機器（排気用モニタ、モニタリングポスト等）、非常用設備（無停電電
源、DG、遠隔消火設備等）、その他（搬送、洗缶、除染設備等）

【設計基準対象施設】
加工工程のうち、主たる経路（UF6を内包する系統（第1類、第2類））にあたらない以下
の設備
・保管廃棄する区画（エリア）
・個人管理設備、出入管理設備、気象観測設備、放射線サーベイ機器
・自動火災報知機，消火器，消火栓、避難・誘導設備、非常用照明、通信連絡設備等
【重大事故等対処設備】
・該当なし

【グレード②-b】
基本設計方針対象の具体例

【設計基準対象施設】
・誤操作の防止、人の不法な侵入等の防止、安全避難通路等
・①、②-a以外のテストライン、バイパスライン、ベント・ドレンライ
ン等の機器

【重大事故等対処施設】
・①、②-a以外のテストライン、バイパスライン、ベント・ドレンライ
ン等の機器

区分
【グレード①】

仕様表対象機器の具体例
【グレード②-a】

基本設計方針対象機器の具体例

主な対
象設備

【耐震Ｓクラス、安全上重要な施設】
  安重設備（Sクラスグローブボックス，焼結炉，貯蔵設備、臨界管理用の高さ制限
ゲート、混合酸化物貯蔵容器等）,安重グローブボックスに内装する核燃料物質を取り
扱う機器
 安重Sクラスのフィルタ、ダクト、排風機
 安重Sクラスのグローブボックス消火装置（ボンベ，主配管，主要弁，安全弁）
【重大事故等対処設備】
  グローブボックス排気設備のダクトのうちＳＡとして使用する範囲及び可搬型ダクトを
接続する流路、系統上に設置するダンパ、可搬型排風機付フィルタユニット、可搬ダク
ト等
・大型移送ポンプ車、放水砲、可搬型建屋外ホース、軽油貯槽，軽油用タンクローリ、
代替モニタリング設備、代替試料分析関係設備、代替放射能観測設備、代替気象観
測設備、可搬型ダンパ出口風速計、アルファ・ベータ線用サーベイメータ等
【上記以外】
  加工施設の主流路となる排気系統、フィルタ、排気筒
  加工施設の主流路となる廃液系統に設置される配管、検査槽、廃液貯槽、検査槽・
廃液貯槽間及び排水口から共有する再処理施設への送液用のポンプ、ろ過処理装
置、吸着処理装置（処理装置に付随する貯槽、ポンプ含む）

【設計基準対象施設】
 加工工程のうち、添加剤、被覆材等の部材取扱い設備、立ち合い検査設備等の加工
の主たる経路にあたらない設備
・グローブボックス内に設置する分析設備
・オープンポートボックス、フード
  排水口から海洋放出管までの経路
・ 輸送容器の保管エリア、保管廃棄する区画（エリア）
・DB設備の個人管理設備、出入管理設備、気象観測設備、放射線サーベイ機器
・自動火災報知機，消火器，耐火壁，消火栓、避難・誘導設備、運転保安灯、非常用母
線、常用母線、通信連絡設備、水素・アルゴン混合ガス設備（供給停止回路、遮断弁
等を除く）、荷役設備、選別・保管設備等
【重大事故等対処設備】
・監視測定用運搬車、可搬型汚濁水拡散防止フェンス、運搬車、代替通信連絡設備等

【設計基準対象施設】
再処理工程のうち、主たる経路にあたらない以下の設備
・計測制御系統施設の計器、盤等
・電気設備の照明設備等
・溢水防護設備及び化学薬品防護設備の溢水防護板・薬品防護板、自動検知・遠隔
隔離システム，緊急遮断弁等等
・分析設備の分析装置、気送設備、フード等
・空キャスクの保管エリア、保管廃棄する区画（エリア）
・空キャスクの保守に用いるクレーン、台車等
・DB設備の個人管理設備、出入管理設備、気象観測設備、放射線サーベイ機器
・通信連絡設備（通信盤、通信端末）
・火災防護設備の火災感知器，消火器，固定式消火設備（消火栓等）、耐火壁（防火ダ
ンパ，隔壁）

【重大事故等対処設備】
・可搬型汚濁水拡散防止フェンス、運搬車、ホイルローダ、代替通信連絡設備等

【耐震Ｓクラス、安全上重要な施設】
  安重設備（燃料貯蔵プール等、溶解槽、よう素追出し槽、中継槽、抽出塔、プルトニ
ウム溶液TBP洗浄器、分離建屋一時貯留処理槽、プルトニウム濃縮缶、精製建屋一時
貯留処理槽、一時貯槽、焙焼炉、還元炉、粉末充てん機、保管容器、粉末缶、混合酸
化物貯蔵容器、高レベル濃縮廃液貯槽、Sクラスグローブボックス、計測制御設備又は
安全保護回路からの信号で作動する主要弁、固化セル圧力放出系の逆止弁（安全弁
及び逃がし弁）等）
 安重Sクラスの塔槽類廃ガス処理設備又は換気設備のフィルタ、ダクト、排風機
 安重Sクラスの計測制御設備、安全保護回路、制御室換気設備、主排気筒、主排気
筒ガスモニタ、遮蔽設備（セル遮蔽、遮蔽扉、遮蔽窓といった補助遮蔽等）
・電気設備（非常用所内電源系統）、安全冷却水系（冷却塔、ポンプ、熱交換器等）、安
全圧縮空気系（圧縮機、貯槽等）、安全蒸気系（安全蒸気ボイラ等）、プール水冷却系
（ポンプ、熱交換器等）、補給水設備（貯槽、ポンプ等）

【重大事故等対処設備】
  サイフォンブレーカ、止水板及び蓋、代替／重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
の供給槽、供給弁等、代替安全圧縮空気系の可搬型ホースを接続する流路、系統上
に設置する弁及びダンパ、水封安全器（安全弁及び逃がし弁）等、代替安全冷却水系
の可搬型ホースを接続する流路、系統上に設置する弁及びダンパ、可搬型排水貯槽、
可搬型中型移送ポンプ、代替換気設備／廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽、廃ガス貯
留槽の安全弁、空気圧縮機、凝縮器、予備凝縮器、可搬型ダクト、可搬型フィルタ、可
搬型排風機、大型移送ポンプ車、放水砲、可搬型建屋外ホース、軽油貯槽，軽油用タ
ンクローリ、代替モニタリング設備、計装設備、代替電源設備、代替試料分析関係設
備、代替放射能観測設備、代替気象観測設備、アルファ・ベータ線用サーベイメータ等

【上記以外】
  再処理施設の主流路となる塔槽類廃ガス処理設備又は換気設備排気系統、フィル
タ、主排気筒、北換気筒、低レベル廃棄物処理建屋換気筒
  再処理施設の主流路となる廃液系統に設置される配管、廃液貯槽、蒸発缶、ろ過装
置、海洋放出ポンプ、海洋放出管
  再処理施設の主流路となる系統（使用済燃料の受入れ～分離～精製～脱硝～酸回
収及び溶媒回収）に設置される配管、貯槽、蒸発缶、搬送設備、機械装置等
・火災防護対象設備の固定式消火設備（ガス消火設備等）、耐火壁のうち火災区域／
火災区画構造物（コンクリート壁）
・溢水防護対象設備／化学薬品防護設備の防水区画境界に設置する防水区画構造
物（堰、防水扉、水密扉）
・竜巻防護対策設備の飛来物防護ネット及び飛来物防護板
・遮蔽設備（外部遮蔽、遮蔽扉、遮蔽窓、遮蔽ハッチ、遮蔽体付グローブボックスといっ
た補助遮蔽等）

【耐震Ｓクラス、安全上重要な施設】
・収納管、通風管
・遮蔽設備（床面走行クレーン（遮蔽容器）、貯蔵区域遮蔽等）

【上記以外】
・廃棄物管理施設の主流路（返還ガラス固化体の受入れ～貯蔵）を行う系統に設置さ
れるくクレーン、台車等の搬送設備、ガラス固化体の各種検査装置、床面走行クレーン
等
・廃棄物管理施設の主流路となる排気系統、フィルタ、排風機、北換気筒
・遮蔽設備（外部遮蔽、遮蔽扉、遮蔽窓、遮蔽ハッチ、遮蔽体付グローブボックスといっ
た補助遮蔽等）

【設計基準対象施設】
廃棄物管理工程のうち、主たる経路にあたらない以下の設備
・計測制御系統施設の計器、盤等
・電気設備の盤及び照明設備等
・空キャスクの保管エリア、保管廃棄する区画（エリア）
・空キャスクの保守に用いるクレーン、台車、扉等
・個人管理設備、出入管理設備、気象観測設備、放射線サーベイ機器
・火災防護設備の火災感知器，消火器，固定式消火設備（消火栓等）、耐火壁，
・通信連絡設備（通信盤、通信端末）

【設計基準対象施設】
・誤操作の防止、人の不法な侵入等の防止、安全避難通路等
・①、②-a以外のテストライン、バイパスライン、ベント・ドレンライ
ン等の機器

【設計基準対象施設】
・誤操作の防止、人の不法な侵入等の防止、安全避難通路等
・①、②-a以外のテストライン、バイパスライン、ベント・ドレンライ
ン等の機器

【設計基準対象施設】
・誤操作の防止、人の不法な侵入等の防止、安全避難通路等
・①、②-a以外のテストライン、バイパスライン、ベント・ドレンライ
ン等の機器

【重大事故等対処施設】
・①、②-a以外のテストライン、バイパスライン、ベント・ドレンライ
ン等の機器

Yes

加工規則・再処理規則等、技術基準規

則及び事業許可規則で要求されている

施設、系統、機器等

【STEP2】

耐震Ｓクラス、安全上重要な施設、

重大事故対処施設か

事業許可申請書及び技術基準

規則整合性の観点で機能、性

能を設備、機器の設置又は系

統構成によって示す必要があ

るか

No

Yes

【STEP1】

【左記の対象外となる設備等】

○施設敷地内に設置されているが事業変更許可申請書に記載のない設備又は構築物等や事業

変更許可申請書の配置図等に記載はあるが、機能、性能等の要求のない設備

【具体例】

構築物等である事務建屋、体育館、技術開発研究所、訓練及び見学施設、飲料水設備等は対

象外

設工認申請対象設備（申請対象設備リスト）

No

非安重の設備であって再処理・加工・

廃棄物管理の機能、性能を達成するた

めに設備、機器の仕様（値、材質等）を

特定する必要があるか

Yes

No

施設共通で個別施設が無い誤操

作の防止、人の不法な侵入等の

防止、安全避難通路等

No

Yes

【主流路の定義】

〇再処理・加工・廃棄物管理の主工程の機能、性能を達成するために必要な主たる設備及び機器（主配管、

主要弁、搬送設備、機械装置等）であって、テストライン、バイパスライン、ベント・ドレンライン等を除

く範囲

〇安全機能及び重大事故等対処の機能確保の観点で機能・性能を達成するために必要な主たる設備、機器（主

配管、主要弁、搬送設備、機械装置等）であって、テストライン、バイパスライン、ベント・ドレンライン等を除く範囲

【主流路中に存在する機器の具体例】

主要弁、主配管・ダクト（管継手含む）、搬送

設備、冷却水ポンプ、冷却塔、フィルタ

再処理・加工・廃棄物管理の機能、性

能を達成するために設備、機器の仕様

（値、材質等）を特定する必要があるか

【STEP3】

【個別機器の具体例】

主排気筒、グローブボックス、軽油貯槽、貯

水槽、タンクローリ等のようなものはそのまま

Yes

【個別機器以外の具体例】

安重の系統、重大事故等対処施設の

系統のうち、主流路以外のもの

Yes

No

【個別機器の具体例】

一般産業品（購入品）であって、可搬型

汚濁水拡散防止フェンス、運搬車、ホイ

ルローダ、代替通信連絡設備等

【STEP5】

個別機器を基本設計方針で特定する

必要がある設備、機器か
主流路以外のもの

安重の系統、重大事故等対処施設の

系統のうち、主流路以外のもの

【STEP4】

【STEP2,3の考え方】

〇要求される機能を達成するために必要な設備、機器で仕様（値、寸法、材料等）を示す必要のあるものを抽出

・事業変更許可申請書で安全設計の観点で容量、除去効率等の仕様が示されているもの（建物、容器、ポンプ、フィルタ、排風機等）

・事業変更許可申請書で外部衝撃、溢水等に対する防護設備として設定されているもの（飛来物防護ネット、飛来物防護板)

・系統として安全設計を要求する施設等において、耐震、閉じ込め、臨界、遮蔽等の安全設計上の要求のある配管、主要弁、、安全弁、フィルタ、熱交

換器、圧縮機、搬送設備、粉末容器等（仕様表記載項目を設定すべき機器等）⇒設計図面等の色塗りにより主流路や主要弁等の範囲、対象を抽出

・技術基準規則の要求を達成するために機能、性能を必要とするもの（放射線管理施設の出入管理設備、通信連絡設備等の設置要求だけのものは除く）

※事業変更許可申請書及び技術基準規則における機能・性能に係る要求事項に対し、発電炉において類似する設備がある場合は発電炉の別表第二及び工

認を参考として仕様表対象を決定

【STEP4,，5の考え方】

〇以下に示すような事業変更許可申請書で施設を構成する設備、機器を設置するとしたものを抽出

（主流路に当たらない設備も含む）

（計測制御系統施設）

・計器、盤（監視制御盤、安全系監視制御盤）、監視カメラ、火災監視盤、放射線監視盤等の表示装置

（放射線管理施設）

・ゲートの出入管理設備、退出モニタ及び放射線サーベイ機器（DB）、シャワー及び手洗い場等の汚染

管理設備

・気象観測機器（DB）、放射能測定器（DB）、ホールボディカウンタ

（通信連絡設備）

・ページング装置、電話交換器、防災ネットワーク機器、通信端末機器（電話、トランシーバ等）

（電気設備）

・照明設備、DB専用の運転予備用及び常用系の母線、直流電源設備、無停電電源装置の電気盤

（検査、分析設備）

・分析装置、分析試料移送装置、分析試料採取装置、オープンポートボックス、フード、グローブボック

ス等

（火災防護設備、消防用設備）

・火災感知器、消火設備（消火器、防火水槽、消火栓等）、耐火壁（防火ダンパ、隔壁等）

（溢水防護設備／薬品防護設備）

・緊急遮断弁、遠隔隔離システム、漏えい検知器、溢水防護板、薬品防護板等
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基本設計方針等から添付書類へ展開すべき事項の展開の例（外部衝撃 火山)
①基本設計方針の記載ごとに要求種別と添付書類へ展開する事項の分類を区分け

添付−９（１）

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

1

d.　火山
安全機能を有する施設は，MOX燃料加工施設の運用期間中においてMOX燃料加工施設の安全機能に影響を及ぼし得る火山事象として，事業許可(変更許可)を受けた降
下火砕物の特性を設定し，その降下火砕物が発生した場合においても，安全機能を損なわない設計とする。
降下火砕物から防護する施設(以下「降下火砕物防護対象施設」という。)としては，安全評価上その機能を期待する構築物，系統及び機器を漏れなく抽出する観点
から，安全上重要な機能を有する構築物，系統及び機器を抽出し，降下火砕物により臨界防止及び閉じ込め等の安全機能を損なわないよう機械的強度を有すること
等により，安全機能を損なわない設計とする。
上記に含まれない安全機能を有する施設については，降下火砕物に対して機能を維持すること若しくは降下火砕物による損傷を考慮して代替設備により必要な機能
を確保すること，安全上支障がない期間での修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，その安全機能を損なわない設計とする。
重大事故等対処設備は，「8.1.5   環境条件等」を考慮した設計とする。
また，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設
備は，火山の影響による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理等の対応を行うこと，関連する工程の停止等又
はそれらを適切に組み合わせることで，重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。

基本方針 基本方針
基本方針
対象選定

2
なお，定期的に新知見の確認を行い，新知見が得られた場合に評価する手順を整備することを保安規定に定める。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

3
(a)　防護設計における降下火砕物の特性の設定
設計に用いる降下火砕物は事業許可(変更許可)を受けた層厚55cm，密度1.3g/cm3(湿潤状態)と設定する。 定義 基本方針 基本条件

4

(b)　降下火砕物に対する防護対策
降下火砕物防護対象施設は，降下火砕物による直接的影響及び間接的影響に対して，以下の適切な措置を講ずることで安全機能を損なわない設計とする。
なお，粒子の衝撃荷重による影響については，竜巻の設計飛来物の影響に包絡される。 基本方針 基本方針 基本方針

5

イ. 直接的影響に対する設計方針
(イ)構造物への静的負荷
降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃料加工建屋は，設計荷重(火山)の影響により，安全機能を損なわない設計とする。

基本方針 基本方針 基本方針

6

降下火砕物に対する防護設計を行うために，降下火砕物を湿潤状態とした場合における荷重，個々の施設に通常時に作用している荷重，運転時荷重及び火山と同時
に発生し得る自然現象による荷重を組み合わせた荷重(以下「設計荷重(火山)」という。)を設定する。
また，火山と同時に発生し得る自然現象による荷重については，火山と同時に発生し得る自然現象が与える影響を踏まえた検討により，風(台風)及び積雪による荷
重を考慮する。
なお，組み合わせる積雪深は150cmとする。

定義 基本方針 基本方針

7

降下火砕物防護対象施設は全て燃料加工建屋に収納し，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃料加工建屋は，当該施設に要求される機能に応じて適切な
許容荷重を設定し，設計荷重(火山)に対して安全余裕を有することにより，構造健全性を失わず，安全機能を損なわない設計とする。

評価要求 燃料加工建屋

設計方針
評価条件
評価方法

評価（強度計算）

8
なお，降下火砕物が長期的に堆積しないよう当該施設に堆積する降下火砕物を除去する手順を整備することを保安規定に定めることから，降下火砕物による荷重を
短期に生じる荷重として扱う。 運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針

9

建屋内の重大事故等対処設備については，環境条件を考慮して降下火砕物による短期的な荷重により機能を損なわないように，降下火砕物による組合せを考慮した
荷重に対し安全裕度を有する建屋内に設置する設計とする。

評価要求
緊急時対策建屋
第1保管庫・貯水槽
第2保管庫・貯水槽

設計方針
評価条件
評価方法

評価（強度計算）

10
屋外の重大事故等対処設備については，環境条件を考慮して降下火砕物による荷重により機能を損なわないよう，降下火砕物を除去することにより，重大事故等対
処設備の重大事故等に対処するために必要な機能が損なわない設計とする。 運用要求 施設共通　基本設計方針

11 なお，屋外の重大事故等対処設備に堆積する降下火砕物を適切に除去する手順を整備することを保安規定に定める。 運用要求 施設共通　基本設計方針

12
(ロ)閉塞
換気系，電気系及び計装制御系に対する機械的影響（閉塞）に対して降下火砕物が侵入し難い設計とする。 基本方針 基本方針

13

ⅰ． 換気系，電気系及び計装制御系に対する機械的影響(閉塞)
降下火砕物防護対象施設は全て燃料加工建屋に収納し，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃料加工建屋は，外気取入口に防雪フードを設け，降下火砕
物が侵入し難い構造とする。

設置要求 燃料加工建屋

14

降下火砕物が取り込まれたとしても，降下火砕物防護対象施設については，気体廃棄物の廃棄設備の給気設備及び非管理区域換気空調設備の給気系に，プレフィル
タ，除塩フィルタ及び高性能エアフィルタ若しくはプレフィルタ及び除塩フィルタを設置し，建屋内部への降下火砕物の侵入を防止することにより，安全機能を損
なわない設計とする。

機能要求①
気体廃棄物の廃棄設備の給気設備
非管理区域換気空調設備

15
降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設である非常用所内電源設備の非常用発電機は，燃料加工建屋の外気取入口に防雪フードを設けることで
降下火砕物が侵入し難い構造とする。 設置要求 燃料加工建屋

16
降下火砕物が取り込まれたとしても，設備内部への降下火砕物の侵入を防止するため，非常用発電機の給気系統には，プレフィルタ及び除塩フィルタ若しくは高性
能エアフィルタを設置することにより，安全機能を損なわない設計とする。 機能要求①

非常用所内電源設備の非常用発電
機

17
なお，非常用所内電源設備の非常用発電機に対する降下火砕物用フィルタの追加設置，フィルタ類の交換又は清掃並びに換気設備の停止による降下火砕物を適切に
除去する手順を整備することを保安規定に定める。 運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針

18

建屋内の重大事故等対処設備については，設置する建屋等に対し降下火砕物が侵入し難い構造とすることで，機能を損なわない設計とする。
設置要求
評価要求

建屋に収納される重大事故等対処
設備

設計方針（評価方針）
評価

19
重大事故等対処設備のうち，屋外で使用する外気を取り入れる設備は，設備の建屋内への事前配備の手順を整備することを保安規定に定める。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針

20
(ハ)磨耗
換気系，電気系及び計装制御系に対する機械的影響(磨耗)に対して磨耗し難い設計とする。 基本方針 基本方針

21

ⅰ． 換気系，電気系及び計装制御系に対する機械的影響(磨耗)
降下火砕物防護対象施設は全て燃料加工建屋に収納し，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃料加工建屋は，外気取入口に防雪フードを設け，降下火砕
物が侵入し難い構造とし，磨耗し難い設計とする。

設置要求 燃料加工建屋

22

降下火砕物が取り込まれたとしても，降下火砕物防護対象施設については，気体廃棄物の廃棄設備の給気設備及び非管理区域換気空調設備の給気系に，プレフィル
タ，除塩フィルタ及び高性能エアフィルタ若しくはプレフィルタ及び除塩フィルタを設置し，建屋内部への降下火砕物の侵入を防止することにより，安全機能を損
なわない設計とする。 機能要求①

気体廃棄物の廃棄設備の給気設備
非管理区域換気空調設備

23
降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設である非常用所内電源設備の非常用発電機は，燃料加工建屋の外気取入口に防雪フードを設けることで
降下火砕物が侵入し難い構造とし，磨耗し難い設計とする。 設置要求

非常用所内電源設備の非常用発電
機

24
降下火砕物が取り込まれたとしても，設備内部への降下火砕物の侵入を防止するため，非常用発電機の給気系統には，プレフィルタ及び除塩フィルタ若しくは高性
能エアフィルタを設置することにより，安全機能を損なわない設計とする。 機能要求①

非常用所内電源設備の非常用発電
機

25
なお，非常用所内電源設備の非常用発電機に対する降下火砕物用フィルタの追加設置，フィルタ類の交換又は清掃並びに換気設備の停止による降下火砕物を適切に
除去する手順を整備することを保安規定に定める。 運用要求

施設共通　基本設計方針（非常用
発電機）

設計方針

26
(ニ)腐食
構造物，換気系，電気系及び計装制御系に対する化学的影響(腐食)に対して短期での腐食が発生しない設計とする。 基本方針 基本方針

27

ⅰ． 構造物に対する化学的影響(腐食)
降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃料加工建屋は，耐食性のある材料を使用又は外壁塗装及び屋上防水を実施することにより降下火砕物による短期的
な腐食が発生しない設計とする。

評価要求 燃料加工建屋

28

なお，降下火砕物堆積後の長期的な腐食の影響については，堆積した降下火砕物の除去後に点検し，必要に応じて修理を行うこと並びに日常的な保守及び修理の手
順を整備することを保安規定に定める。 運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針

29

ⅱ． 換気系，電気系及び計装制御系に対する化学的影響(腐食)
降下火砕物防護対象施設は全て燃料加工建屋に収納し，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃料加工建屋は，外気取入口に防雪フードを設け，降下火砕
物が侵入し難い構造とする。

設置要求 燃料加工建屋

30

降下火砕物が取り込まれたとしても，降下火砕物防護対象施設については，気体廃棄物の廃棄設備の給気設備及び非管理区域換気空調設備の給気系に，プレフィル
タ，除塩フィルタ及び高性能エアフィルタ若しくはプレフィルタ及び除塩フィルタを設置し，建屋内部への降下火砕物の侵入を防止することにより，安全機能を損
なわない設計とする。

機能要求①
気体廃棄物の廃棄設備の給気設備
非管理区域換気空調設備

31

降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設である非常用所内電源設備の非常用発電機の給気系のうちフィルタまでの範囲は防食処理等の腐食防止
対策として，腐食し難い金属を用いること又は塗装することにより腐食を防止する設計とする。 評価要求

非常用所内電源設備の非常用発電
機

32

(ホ)中央監視室等の大気汚染
敷地周辺の大気汚染に対して，全工程停止及びグローブボックス排風機以外の送排風機を停止し，MOX燃料加工施設を安定な状態に移行する措置を講ずるとともに，
施設の監視が適時実施できるように，資機材を確保し手順を整備することを保安規定に定める。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針

33
(ヘ)絶縁低下
電気系及び計装制御系の絶縁低下に対して，換気設備は降下火砕物が侵入し難い設計とする。 基本方針 基本方針

34

ⅰ．電気系及び計装制御系に対する絶縁低下
降下火砕物防護対象施設は全て燃料加工建屋に収納し，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃料加工建屋は，外気取入口に防雪フードを設け，降下火砕
物が侵入し難い構造とする。

設置要求 燃料加工建屋

35

また，降下火砕物が取り込まれたとしても，降下火砕物防護対象施設である焼結設備，火災防護設備及び小規模試験設備のうち空気を取り込む機構を有する制御
盤，監視盤及び非常用所内電源設備のうち空気を取り込む機構を有する電気盤については，気体廃棄物の廃棄設備の給気設備及び非管理区域換気空調設備の給気系
に，プレフィルタ，除塩フィルタ及び高性能エアフィルタ若しくはプレフィルタ及び除塩フィルタを設置し，建屋内部への降下火砕物の侵入を防止することによ
り，安全機能を損なわない設計とする。

機能要求①
気体廃棄物の換気設備の給気設備
非管理区域換気空調設備の給気系

36

ロ. 間接的影響に対する設計方針
降下火砕物による間接的影響である7日間の外部電源喪失及び敷地内外での交通の途絶によるアクセス制限事象に対し，MOX燃料加工施設の安全性を維持するために
必要となる電源の供給が継続できるよう，非常用所内電源設備は非常用発電機の燃料を貯蔵する燃料油貯蔵タンク，燃料油サービスタンクA及びBを設置する設計と
する。

機能要求①
非常用所内電源設備の非常用発電
機

37

MOX燃料加工施設の運転に影響を及ぼすと予見される場合には，全工程停止及びグローブボックス排風機以外の送排風機を停止し，火災による閉じ込め機能の不全を
防止するために必要な安全上重要な施設へ7日間の電力を供給する措置を講ずる手順を整備することを保安規定に定める。
なお，敷地内の道路において降下火砕物が堆積した場合には，降灰後に除灰作業を実施し復旧する手順を整備することを保安規定に定める。 運用要求 施設共通　基本設計方針

設計方針

設計方針

設計方針（評価方針）
評価

設計方針（評価方針）
評価

設計方針（評価方針）
評価

設計方針（評価方針）
評価

設計方針（評価方針）
評価
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基本設計方針等から添付書類へ展開すべき事項の展開の例（外部衝撃 火山）
②基本設計方針で対象申請書での申請の対象となる範囲を抽出

添付−９（１）

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
第1回

説明対象
第２Ｇｒ以降の対象

1

d.　火山
安全機能を有する施設は，MOX燃料加工施設の運用期間中においてMOX燃料加工施設の安全機能に影
響を及ぼし得る火山事象として，事業許可(変更許可)を受けた降下火砕物の特性を設定し，その降
下火砕物が発生した場合においても，安全機能を損なわない設計とする。
降下火砕物から防護する施設(以下「降下火砕物防護対象施設」という。)としては，安全評価上そ
の機能を期待する構築物，系統及び機器を漏れなく抽出する観点から，安全上重要な機能を有する
構築物，系統及び機器を抽出し，降下火砕物により臨界防止及び閉じ込め等の安全機能を損なわな
いよう機械的強度を有すること等により，安全機能を損なわない設計とする。
上記に含まれない安全機能を有する施設については，降下火砕物に対して機能を維持すること若し
くは降下火砕物による損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障がな
い期間での修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，その安全機能を損なわな
い設計とする。
重大事故等対処設備は，「8.1.5   環境条件等」を考慮した設計とする。
また，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施
設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，火山の影響による損傷を考
慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理等の対応を行う
こと，関連する工程の停止等又はそれらを適切に組み合わせることで，重大事故等に対処するため
の機能を損なわない設計とする。

基本方針 基本方針
基本方針
対象選定

〇

2

なお，定期的に新知見の確認を行い，新知見が得られた場合に評価する手順を整備することを保安
規定に定める。

運用要求
施設共通　基本
設計方針

基本方針 〇

3

(a)　防護設計における降下火砕物の特性の設定
設計に用いる降下火砕物は事業許可(変更許可)を受けた層厚55cm，密度1.3g/cm3(湿潤状態)と設定
する。 定義 基本方針 基本条件 〇

4

(b)　降下火砕物に対する防護対策
降下火砕物防護対象施設は，降下火砕物による直接的影響及び間接的影響に対して，以下の適切な
措置を講ずることで安全機能を損なわない設計とする。
なお，粒子の衝撃荷重による影響については，竜巻の設計飛来物の影響に包絡される。

基本方針 基本方針 基本方針 〇

5

イ. 直接的影響に対する設計方針
(イ)構造物への静的負荷
降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃料加工建屋は，設計荷重(火山)の影響により，安
全機能を損なわない設計とする。 基本方針 基本方針 基本方針 〇

6

降下火砕物に対する防護設計を行うために，降下火砕物を湿潤状態とした場合における荷重，個々
の施設に通常時に作用している荷重，運転時荷重及び火山と同時に発生し得る自然現象による荷重
を組み合わせた荷重(以下「設計荷重(火山)」という。)を設定する。
また，火山と同時に発生し得る自然現象による荷重については，火山と同時に発生し得る自然現象
が与える影響を踏まえた検討により，風(台風)及び積雪による荷重を考慮する。
なお，組み合わせる積雪深は150cmとする。

定義 基本方針 基本方針 〇

7

降下火砕物防護対象施設は全て燃料加工建屋に収納し，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋で
ある燃料加工建屋は，当該施設に要求される機能に応じて適切な許容荷重を設定し，設計荷重(火
山)に対して安全余裕を有することにより，構造健全性を失わず，安全機能を損なわない設計とす
る。

評価要求 燃料加工建屋

設計方針
評価条件
評価方法

評価（強度計算）

〇

8

なお，降下火砕物が長期的に堆積しないよう当該施設に堆積する降下火砕物を除去する手順を整備
することを保安規定に定めることから，降下火砕物による荷重を短期に生じる荷重として扱う。

運用要求
施設共通　基本
設計方針

設計方針 〇

9

建屋内の重大事故等対処設備については，環境条件を考慮して降下火砕物による短期的な荷重によ
り機能を損なわないように，降下火砕物による組合せを考慮した荷重に対し安全裕度を有する建屋
内に設置する設計とする。

評価要求

緊急時対策建屋
第1保管庫・貯
水槽
第2保管庫・貯
水槽

設計方針
評価条件
評価方法

評価（強度計算）

－
緊急時対策建屋
第1保管庫・貯水槽
第2保管庫・貯水槽

10

屋外の重大事故等対処設備については，環境条件を考慮して降下火砕物による荷重により機能を損
なわないよう，降下火砕物を除去することにより，重大事故等対処設備の重大事故等に対処するた
めに必要な機能が損なわない設計とする。

運用要求
施設共通　基本
設計方針

－
【施設共通　基本設計方針】
降下火砕物の除去

11

なお，屋外の重大事故等対処設備に堆積する降下火砕物を適切に除去する手順を整備することを保
安規定に定める。 運用要求

施設共通　基本
設計方針

－ 施設共通　基本設計方針

12

(ロ)閉塞
換気系，電気系及び計装制御系に対する機械的影響（閉塞）に対して降下火砕物が侵入し難い設計
とする。 基本方針 基本方針 〇

13

ⅰ． 換気系，電気系及び計装制御系に対する機械的影響(閉塞)
降下火砕物防護対象施設は全て燃料加工建屋に収納し，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋で
ある燃料加工建屋は，外気取入口に防雪フードを設け，降下火砕物が侵入し難い構造とする。

設置要求 燃料加工建屋 〇

14

降下火砕物が取り込まれたとしても，降下火砕物防護対象施設については，気体廃棄物の廃棄設備
の給気設備及び非管理区域換気空調設備の給気系に，プレフィルタ，除塩フィルタ及び高性能エア
フィルタ若しくはプレフィルタ及び除塩フィルタを設置し，建屋内部への降下火砕物の侵入を防止
することにより，安全機能を損なわない設計とする。 機能要求①

気体廃棄物の廃
棄設備の給気設
備
非管理区域換気
空調設備

－
気体廃棄物の廃棄設備の給気設備
非管理区域換気空調設備

設計方針

設計方針（評価方針）
評価
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基本設計方針等から添付書類へ展開すべき事項の展開の例（外部衝撃 火山）
②基本設計方針で対象申請書での申請の対象となる範囲を抽出

添付−９（１）

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
第1回

説明対象
第２Ｇｒ以降の対象

15

降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設である非常用所内電源設備の非常用発
電機は，燃料加工建屋の外気取入口に防雪フードを設けることで降下火砕物が侵入し難い構造とす
る。 設置要求 燃料加工建屋 〇

16

降下火砕物が取り込まれたとしても，設備内部への降下火砕物の侵入を防止するため，非常用発電
機の給気系統には，プレフィルタ及び除塩フィルタ若しくは高性能エアフィルタを設置することに
より，安全機能を損なわない設計とする。

機能要求①
非常用所内電源
設備の非常用発
電機

－ 非常用所内電源設備の非常用発電機

17
なお，非常用所内電源設備の非常用発電機に対する降下火砕物用フィルタの追加設置，フィルタ類
の交換又は清掃並びに換気設備の停止による降下火砕物を適切に除去する手順を整備することを保
安規定に定める。

運用要求
施設共通　基本
設計方針

設計方針 － 施設共通　基本設計方針

18

建屋内の重大事故等対処設備については，設置する建屋等に対し降下火砕物が侵入し難い構造とす
ることで，機能を損なわない設計とする。

設置要求
評価要求

建屋に収納され
る重大事故等対
処設備

設計方針（評価方針）
評価

－
工程室排気設備、グローブボックス排気設備
等

19

重大事故等対処設備のうち，屋外で使用する外気を取り入れる設備は，設備の建屋内への事前配備
の手順を整備することを保安規定に定める。

運用要求
施設共通　基本
設計方針

設計方針 － 施設共通　基本設計方針

20

(ハ)磨耗
換気系，電気系及び計装制御系に対する機械的影響(磨耗)に対して磨耗し難い設計とする。

基本方針 基本方針 〇

21

ⅰ． 換気系，電気系及び計装制御系に対する機械的影響(磨耗)
降下火砕物防護対象施設は全て燃料加工建屋に収納し，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋で
ある燃料加工建屋は，外気取入口に防雪フードを設け，降下火砕物が侵入し難い構造とし，磨耗し
難い設計とする。 設置要求 燃料加工建屋 〇

22

降下火砕物が取り込まれたとしても，降下火砕物防護対象施設については，気体廃棄物の廃棄設備
の給気設備及び非管理区域換気空調設備の給気系に，プレフィルタ，除塩フィルタ及び高性能エア
フィルタ若しくはプレフィルタ及び除塩フィルタを設置し，建屋内部への降下火砕物の侵入を防止
することにより，安全機能を損なわない設計とする。 機能要求①

気体廃棄物の廃
棄設備の給気設
備
非管理区域換気
空調設備

－
気体廃棄物の廃棄設備の給気設備
非管理区域換気空調設備

23

降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設である非常用所内電源設備の非常用発
電機は，燃料加工建屋の外気取入口に防雪フードを設けることで降下火砕物が侵入し難い構造と
し，磨耗し難い設計とする。 設置要求

非常用所内電源
設備の非常用発
電機

－ 非常用所内電源設備の非常用発電機

24

降下火砕物が取り込まれたとしても，設備内部への降下火砕物の侵入を防止するため，非常用発電
機の給気系統には，プレフィルタ及び除塩フィルタ若しくは高性能エアフィルタを設置することに
より，安全機能を損なわない設計とする。 機能要求①

非常用所内電源
設備の非常用発
電機

－ 非常用所内電源設備の非常用発電機

25

なお，非常用所内電源設備の非常用発電機に対する降下火砕物用フィルタの追加設置，フィルタ類
の交換又は清掃並びに換気設備の停止による降下火砕物を適切に除去する手順を整備することを保
安規定に定める。 運用要求

施設共通　基本
設計方針（非常
用発電機）

設計方針 － 施設共通　基本設計方針

26

(ニ)腐食
構造物，換気系，電気系及び計装制御系に対する化学的影響(腐食)に対して短期での腐食が発生し
ない設計とする。

基本方針 基本方針 〇

27

ⅰ． 構造物に対する化学的影響(腐食)
降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃料加工建屋は，耐食性のある材料を使用又は外壁
塗装及び屋上防水を実施することにより降下火砕物による短期的な腐食が発生しない設計とする。

評価要求 燃料加工建屋 〇

28

なお，降下火砕物堆積後の長期的な腐食の影響については，堆積した降下火砕物の除去後に点検
し，必要に応じて修理を行うこと並びに日常的な保守及び修理の手順を整備することを保安規定に
定める。 運用要求

施設共通　基本
設計方針

設計方針 〇

29

ⅱ． 換気系，電気系及び計装制御系に対する化学的影響(腐食)
降下火砕物防護対象施設は全て燃料加工建屋に収納し，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋で
ある燃料加工建屋は，外気取入口に防雪フードを設け，降下火砕物が侵入し難い構造とする。

設置要求 燃料加工建屋 〇

30

降下火砕物が取り込まれたとしても，降下火砕物防護対象施設については，気体廃棄物の廃棄設備
の給気設備及び非管理区域換気空調設備の給気系に，プレフィルタ，除塩フィルタ及び高性能エア
フィルタ若しくはプレフィルタ及び除塩フィルタを設置し，建屋内部への降下火砕物の侵入を防止
することにより，安全機能を損なわない設計とする。

機能要求①

気体廃棄物の廃
棄設備の給気設
備
非管理区域換気
空調設備

－
気体廃棄物の廃棄設備の給気設備
非管理区域換気空調設備

31

降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設である非常用所内電源設備の非常用発
電機の給気系のうちフィルタまでの範囲は防食処理等の腐食防止対策として，腐食し難い金属を用
いること又は塗装することにより腐食を防止する設計とする。 評価要求

非常用所内電源
設備の非常用発
電機

－ 非常用所内電源設備の非常用発電機

32

(ホ)中央監視室等の大気汚染
敷地周辺の大気汚染に対して，全工程停止及びグローブボックス排風機以外の送排風機を停止し，
MOX燃料加工施設を安定な状態に移行する措置を講ずるとともに，施設の監視が適時実施できるよ
うに，資機材を確保し手順を整備することを保安規定に定める。

運用要求
施設共通　基本
設計方針

設計方針 － 施設共通　基本設計方針

33

(ヘ)絶縁低下
電気系及び計装制御系の絶縁低下に対して，換気設備は降下火砕物が侵入し難い設計とする。

基本方針 基本方針 〇

34

ⅰ．電気系及び計装制御系に対する絶縁低下
降下火砕物防護対象施設は全て燃料加工建屋に収納し，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋で
ある燃料加工建屋は，外気取入口に防雪フードを設け，降下火砕物が侵入し難い構造とする。

設置要求 燃料加工建屋 〇

35

また，降下火砕物が取り込まれたとしても，降下火砕物防護対象施設である焼結設備，火災防護設
備及び小規模試験設備のうち空気を取り込む機構を有する制御盤，監視盤及び非常用所内電源設備
のうち空気を取り込む機構を有する電気盤については，気体廃棄物の廃棄設備の給気設備及び非管
理区域換気空調設備の給気系に，プレフィルタ，除塩フィルタ及び高性能エアフィルタ若しくはプ
レフィルタ及び除塩フィルタを設置し，建屋内部への降下火砕物の侵入を防止することにより，安
全機能を損なわない設計とする。

機能要求①

気体廃棄物の換
気設備の給気設
備
非管理区域換気
空調設備の給気
系

－
気体廃棄物の換気設備の給気設備
非管理区域換気空調設備の給気系

36

ロ. 間接的影響に対する設計方針
降下火砕物による間接的影響である7日間の外部電源喪失及び敷地内外での交通の途絶によるアク
セス制限事象に対し，MOX燃料加工施設の安全性を維持するために必要となる電源の供給が継続で
きるよう，非常用所内電源設備は非常用発電機の燃料を貯蔵する燃料油貯蔵タンク，燃料油サービ
スタンクA及びBを設置する設計とする。

機能要求①
非常用所内電源
設備の非常用発
電機

－ 非常用所内電源設備の非常用発電機

37

MOX燃料加工施設の運転に影響を及ぼすと予見される場合には，全工程停止及びグローブボックス
排風機以外の送排風機を停止し，火災による閉じ込め機能の不全を防止するために必要な安全上重
要な施設へ7日間の電力を供給する措置を講ずる手順を整備することを保安規定に定める。
なお，敷地内の道路において降下火砕物が堆積した場合には，降灰後に除灰作業を実施し復旧する
手順を整備することを保安規定に定める。

運用要求
施設共通　基本
設計方針

－ 施設共通　基本設計方針

設計方針

設計方針（評価方針）
評価

設計方針（評価方針）
評価

設計方針（評価方針）
評価

設計方針（評価方針）
評価
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基本設計方針等から添付書類へ展開すべき事項の展開の例（火山）
③申請範囲とした基本設計方針の添付書類へのの展開

添付−９（１）

項目番号 基本設計方針 展開事項 展開事項 展開先（小項目） 添付書類における記載

1

d.　火山
安全機能を有する施設は，MOX燃料加工施設の運用期間中においてMOX燃料加工施設の安全機能に影響を及ぼし得る火山事象として，事業許可(変更許可)を受けた降
下火砕物の特性を設定し，その降下火砕物が発生した場合においても，安全機能を損なわない設計とする。
降下火砕物から防護する施設(以下「降下火砕物防護対象施設」という。)としては，安全評価上その機能を期待する構築物及び設備・機器を漏れなく抽出する観点
から，安全上重要な機能を有する構築物及び設備・機器を抽出し，降下火砕物により臨界防止及び閉じ込め等の安全機能を損なわないよう機械的強度を有すること
等により，安全機能を損なわない設計とする。
上記に含まれない安全機能を有する施設については，降下火砕物に対して機能を維持すること若しくは降下火砕物による損傷を考慮して代替設備により必要な機能
を確保すること，安全上支障がない期間での修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，その安全機能を損なわない設計とする。
重大事故等対処設備は，「8.1.5   環境条件等」を考慮した設計とする。

基本方針
対象選定

基本方針 Ⅴ-1-1-1-3-1　火山への配慮に関する基本方針

【降下火砕物により防護する施設に対する設計の基本方針】
・降下火砕物より防護すべき施設は，降下火砕物防護対象施設及び重大事故等対象設備とする。
・安全上重要な構築物、系統及び機器を抽出し、降下火砕物により臨界防止及び閉じ込め等の安全機能を損なわないよう機械的強度を有
すること等により安全機能を損なわない設計とする。
・降下火砕物の設計条件については，事業許可(変更許可)を受けた層厚55cm，密度1.3g/cm3(湿潤状態)として設定する。
・降下火砕物防護対象施設に係る降下火砕物の影響について評価を行う施設(設計対処施設及び重大事故等対象設備に係る降下火砕物の
影響を考慮する施設において，考慮する直接的影響因子が異なることから，設計対処施設及び降下火砕物の影響を考慮する施設に関連す
る影響因子の組合せを設定する。
・構造物への荷重に対する設計方針、構造物への粒子の衝突に対する設計方針、閉塞に対する設計方針、磨耗に対する設計方針、腐食に
対する設計方針等を示す。
・構造物への荷重に対する設計方針として、荷重の組合せ及び許容限界の考え方を示す。

2

なお，定期的に新知見の確認を行い，新知見が得られた場合に評価する手順を整備することを保安規定に定める。

基本方針

3

(a)　防護設計における降下火砕物の特性の設定
設計に用いる降下火砕物は事業許可(変更許可)を受けた層厚55cm，密度1.3g/cm3(湿潤状態)と設定する。

基本条件

4

(ロ)閉塞
換気系，電気系及び計装制御系に対する機械的影響（閉塞）に対して降下火砕物が侵入し難い設計とする。
ⅰ． 換気系，電気系及び計装制御系に対する機械的影響(閉塞)
降下火砕物防護対象施設は全て燃料加工建屋に収納し，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃料加工建屋は，外気取入口に防雪フードを設け，降下火砕
物が侵入し難い構造とする。

基本方針

5

イ. 直接的影響に対する設計方針
(イ)構造物への静的負荷
降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃料加工建屋は，設計荷重(火山)の影響により，安全機能を損なわない設計とする。 基本方針

6

降下火砕物に対する防護設計を行うために，降下火砕物を湿潤状態とした場合における荷重，個々の施設に通常時に作用している荷重，運転時荷重及び火山と同時
に発生し得る自然現象による荷重を組み合わせた荷重(以下「設計荷重(火山)」という。)を設定する。
また，火山と同時に発生し得る自然現象による荷重については，火山と同時に発生し得る自然現象が与える影響を踏まえた検討により，風(台風)及び積雪による荷
重を考慮する。
なお，組み合わせる積雪深は150cmとする。 基本方針

7

降下火砕物防護対象施設は全て燃料加工建屋に収納し，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃料加工建屋は，当該施設に要求される機能に応じて適切な
許容荷重を設定し，設計荷重(火山)に対して安全余裕を有することにより，構造健全性を失わず，安全機能を損なわない設計とする。

設計方針
評価条件
評価方法

評価（強度計算）

8

なお，降下火砕物が長期的に堆積しないよう当該施設に堆積する降下火砕物を除去する手順を整備することを保安規定に定めることから，降下火砕物による荷重を
短期に生じる荷重として扱う。

設計方針

12

(ロ)閉塞
換気系，電気系及び計装制御系に対する機械的影響（閉塞）に対して降下火砕物が侵入し難い設計とする。

13

ⅰ． 換気系，電気系及び計装制御系に対する機械的影響(閉塞)
降下火砕物防護対象施設は全て燃料加工建屋に収納し，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃料加工建屋は，外気取入口に防雪フードを設け，降下火砕
物が侵入し難い構造とする。

15

降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設である非常用所内電源設備の非常用発電機は，外気取入口に防雪フードを設け降下火砕物が侵入し難い
構造とする。

20

(ハ)磨耗
換気系，電気系及び計装制御系に対する機械的影響(磨耗)に対して磨耗し難い設計とする。

評価（強度計算） Ⅳ-3-2 火山への配慮が必要な施設の強度計算書 ・強度評価方法等に基づく強度計算

21

ⅰ． 換気系，電気系及び計装制御系に対する機械的影響(磨耗)
降下火砕物防護対象施設は全て燃料加工建屋に収納し，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃料加工建屋は，外気取入口に防雪フードを設け，降下火砕
物が侵入し難い構造とし，磨耗し難い設計とする。

26

(ニ)腐食
構造物，換気系，電気系及び計装制御系に対する化学的影響(腐食)に対して短期での腐食が発生しない設計とする。

27

ⅰ． 構造物に対する化学的影響(腐食)
降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃料加工建屋は，耐食性のある材料を使用又は外壁塗装及び屋上防水を実施することにより降下火砕物による短期的
な腐食が発生しない設計とする。

28

なお，降下火砕物堆積後の長期的な腐食の影響については，堆積した降下火砕物の除去後に点検し，必要に応じて修理を行うこと並びに日常的な保守及び修理の手
順を整備することを保安規定に定める。

設計方針

29

ⅱ． 換気系，電気系及び計装制御系に対する化学的影響(腐食)
降下火砕物防護対象施設は全て燃料加工建屋に収納し，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃料加工建屋は，外気取入口に防雪フードを設け，降下火砕
物が侵入し難い構造とする。 設計方針

33

(ヘ)絶縁低下
電気系及び計装制御系の絶縁低下に対して，換気設備は降下火砕物が侵入し難い設計とする。

設計方針

34

ⅰ．電気系及び計装制御系に対する絶縁低下
降下火砕物防護対象施設は全て燃料加工建屋に収納し，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃料加工建屋は，外気取入口に防雪フードを設け，降下火砕
物が侵入し難い構造とする。 設計方針

設計方針（評価方針）
評価

設計方針

設計方針
評価条件
評価方法

Ⅳ-3-1 火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針

【構造強度の評価条件】
・降下火砕物堆積時の機能維持を考慮して、部材又は建物全体として構造健全性を維持する設計とする。
【荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界】
・通常時に作用している荷重、降下火砕物の堆積による荷重、積雪荷重、風荷重を考慮し、これを組みあせた荷重とする。
・構造健全性を維持することを性能目標として、屋根に対して終局耐力に対して妥当な安全裕度を有する許容限界を設定、耐震壁に対し
て、最大せん断ひずみ2.0×10-3を許容限界とする。

【強度評価方法】
・降下火砕物等堆積による鉛直荷重を短期荷重とする。
・評価部位の設定等の設定

対象選定 Ⅴ-1-1-1-3-2 設計対象施設及び降下火砕物の影響を考慮する施設の選定

【設計対処施設等の選定】
・屋内に設置している降下火砕物防護対象施設は、収納する建屋を設計対処施設とする。
・降下火砕物を含む流路となる降下火砕物防護対象施設を設計対処施設とする。
・外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する降下火砕物防護対象施設を設計対処施設とする。
・建屋内の降下火砕物防護対象施設への影響を防止するため，気体廃棄物の廃棄設備の給気設備及び非管理区域換気空調設備を設計対処
施設とする。

設計方針（評価方針）
評価

Ⅴ-1-1-1-3-3 設計対処施設及び降下火砕物の影響を考慮する施設の設
計方針

Ⅴ-2-2-1　燃料加工建屋の平面図及び断面図

【設計方針（評価方針）】
・降下火砕物防護対象施設は，降下火砕物による直接的影響及び間接的影響に対して，適切な措置を講ずることで安全機能を損なわない
設計とする。
・上記に含まれない安全機能を有する施設については，降下火砕物に対して機能を維持すること若しくは降下火砕物による損傷を考慮し
て代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障がない期間での修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，
その安全機能を損なわない設計とする。
・構造物への荷重、構造物への粒子の衝突、閉塞、磨耗、腐食等に対する要求機能、性能目標を設定する。

【構造設計】
・降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は、外気取入口に防雪フードを設け、降下火砕物が侵入しがたい構造とする。
※火災降下物に対して機能を損なわない設計とすることの具体として基本設計方針では「外気取入口に防雪フードを設け、降下火砕物が
侵入し難い構造とする」としており、これに対する詳細設計として示すべき事項は、外気取入口全てに防雪フードを設置すること、防雪
フードの構造により降下火砕物が侵入し難い構造となっていることを説明
・燃料加工建屋の断面図等でフード構造を示す。

・降下火砕物防護対象施設を収納する燃料加工建屋は、想定する降下火砕物による腐食に対し、外壁塗装及び屋上防水を実施すること
で、降下火砕物による化学的腐食により短期的な影響を受けることはない。
・降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は、外気取入口に防雪フードを設け、降下火砕物が侵入しがたい構造とする。
※外壁塗装や屋上防水を実施することで降下火砕物が接触することを防止することが達成すべき目的であることを示す必要あり。さら
に、短期的な影響に加え、長期的な保全も含めた管理の方法について示す。
※防雪フードの設置については、閉塞と同じ展開
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基本設計方針等から添付書類へ展開すべき事項の展開（火災）
①基本設計方針の記載ごとに要求種別と添付書類へ展開する事項の分類を区分け

添付－９（２）

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

1
5. 火災等による損傷の防止
ＭＯＸ燃料加工施設の火災等による損傷の防止の基本設計方針については，火災防護設備の基本設計方針に基づく設計とする。

基本方針 基本方針 基本方針

2

7. その他の加工施設
7.1火災防護設備の基本設計方針
安全機能を有する施設は，火災又は爆発によりＭＯＸ燃料加工施設の安全性が損なわれないよう，火災防護上重要な機器等を設置する火災区域及び火災区画に対して，火災防護対策
を講じる。

基本方針 基本方針 基本方針

3 火災防護設備は，安全機能を有する施設に対する火災防護設備で構成し，火災発生防止設備，火災感知設備，消火設備，火災影響軽減設備を設置する。 設置要求
火災発生防止設備，火災感知設備，消火設備，火災影響軽減設
備

基本方針

4
火災防護上重要な機器等は，安全機能を有する施設のうち，その機能の喪失により公衆に対し過度の放射線被ばくを及ぼすことのないよう，安全評価上その機能を期待する安全上重
要な施設の構築物，系統及び機器(以下「安重機能を有する機器等」という。)並びに放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を確保するための構築物，系統及び機器のうち，安重機能を
有する機器等を除いたもの(以下「放射性物質の貯蔵等の機器等」という。)とする。

基本方針 基本方針 基本方針

5
火災防護上重要な機器等を収納する建屋に，耐火壁によって囲われた火災区域を設定する。建屋の火災区域は，火災防護上重要な機器等において選定する機器等の配置も考慮して火
災区域を設定する。

設置要求
運用要求

火災区域構築物 設計方針（火災区域の設定）

6

7

8 屋外の火災防護上重要な機器等を設置する区域については，周囲からの延焼防止のために火災区域を設定する。
設置要求
運用要求

火災区域構築物 設計方針（火災区域の設定）

9 火災区画は，建屋内及び建屋外で設定した火災区域を火災防護上重要な機器等の配置等を考慮して，耐火壁，離隔距離及び系統分離状況に応じて分割して設定する。
設置要求
運用要求

火災区域構築物 設計方針（火災区域の設定）

10

火災区域又は火災区画における火災防護対策に当たっては，米国の「放射性物質取扱施設の火災防護に関する基準」(以下「NFPA801」という。)を参考にＭＯＸ燃料加工施設の特徴を
踏まえた火災防護対策を講ずる設計とする。具体的な対策については「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準(以下「火災防護審査基準」という。)」及び
「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」以下「内部火災影響評価ガイド」という。)を参考としてＭＯＸ燃料加工施設の特徴(取り扱う放射性物質は固体の核燃料物質であり，運
転時に異常な過渡変化を生じる工程もないこと等)を踏まえた火災防護対策を講ずる設計とし，火災時においてもグローブボックス内を負圧に維持し，排気経路以外からの放射性物質
の放出を防止するための以下の設備について火災防護上の系統分離対策を講ずる設計とする。

設置要求
機能要求①

11
(1) グローブボックス排風機
(2) 上記機能の維持に必要な支援機能である非常用所内電源設備

定義

12
なお，火災防護上重要な機器等以外の安全機能を有する施設を含めたＭＯＸ燃料加工施設は，消防法，建築基準法，都市計画法及び日本電気協会電気技術規程・指針に基づき設備に
応じた火災防護対策を講ずる設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

13

14

15
その他の施設については，消防法，建築基準法，都市計画法及び日本電気協会電気技術規程・指針に基づき設備に応じた火災防護対策を行う必要な手順等について保安規定に定め
る。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

16
敷地及び敷地周辺で想定される自然現象並びに人為事象による火災及び爆発(以下「外部火災」という。)については，安全機能を有する施設を外部火災から防護するために必要な手
順等について保安規定に定める。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

17

7.1.1　火災及び爆発の発生防止
(1) 施設特有の火災及び爆発の発生防止
火災及び爆発の発生を防止するため，ＭＯＸ燃料加工施設で取り扱う化学薬品等のうち可燃性物質若しくは熱的に不安定な物質を使用する系統及び機器に対する着火源の排除，異常
な温度上昇の防止対策，可燃性物質の漏えい防止対策，空気の混入防止対策を講ずる設計とするとともに，熱的制限値を設ける設計とする。
なお，ＭＯＸ燃料加工施設の分析設備で取り扱う化学薬品等は少量であることから，化学的制限値の設定は不要とするが，消防法に基づき，貯蔵及び取扱い時の漏えい防止を講ずる
設計とする。（冒頭宣言）

基本方針 基本方針 基本方針

18
水素ガスを使用する焼結炉等は燃料加工建屋に受け入れる水素・アルゴン混合ガス中の水素最高濃度(9.0vol％)を設定する。
DB火⑦a1

基本方針 基本方針 基本方針

19 焼結炉等に供給する水素・アルゴン混合ガス中の水素濃度が9.0vol％を超えないよう，以下の対策を講ずる設計とする。 基本方針 基本方針 基本方針

20 a. エネルギー管理建屋に設置する水素・アルゴン混合ガスの製造系統と燃料加工建屋への供給系統とを物理的に分離する。 機能要求① 水素・アルゴン混合ガス設備 設計方針（発生防止）

21 b. 燃料加工建屋で使用する水素・アルゴン混合ガスは，水素濃度を9.0vol％以下に調整し，エネルギー管理建屋に設置する混合ガス貯蔵容器に圧縮充填する。 機能要求① 水素・アルゴン混合ガス設備 設計方針（発生防止）

22
c. エネルギー管理建屋に設置する混合ガス貯蔵容器に圧縮充填した水素・アルゴン混合ガス中の水素濃度を確認した上で，エネルギー管理建屋に設置する混合ガス貯蔵容器を燃料
加工建屋への供給系統に接続する設計とする。

機能要求① 水素・アルゴン混合ガス設備 設計方針（発生防止）

23 さらに，燃料加工建屋への供給系統の接続口は，エネルギー管理建屋に設置する混合ガス貯蔵容器以外が接続できない設計とする。 機能要求① 水素・アルゴン混合ガス設備 設計方針（発生防止）

24
d. 燃料加工建屋内へ水素・アルゴン混合ガス受け入れ後も燃料加工建屋内で水素濃度を確認し，万一，水素濃度が9.0vol％を超える場合には，水素・アルゴン混合ガス濃度異常遮
断弁により焼結炉等への水素・アルゴン混合ガスの供給を自動で停止する設計とする。

機能要求① 水素・アルゴン混合ガス設備 設計方針（発生防止）

25
また，焼結炉等では，温度異常に伴う炉内への空気混入を防止するため，熱的制限値を設定し，温度制御機器により焼結時の温度を制御するとともに，炉内温度が熱的制限値を超え
ないよう過加熱防止回路により炉内の加熱を自動で停止する設計とする。

機能要求② 過加熱防止回路 設計方針（発生防止）

26 安重機能を有する機器等のうち，ＭＯＸ粉末を取り扱うグローブボックス内を窒素雰囲気とすることで，火災及び爆発の発生を防止する設計とする。 機能要求① 窒素循環設備，窒素雰囲気GB 設計方針（発生防止）

27

(2) ＭＯＸ燃料加工施設の火災及び爆発の発生防止
火災及び爆発の発生防止における発火性物質又は引火性物質に対する火災及び爆発の発生防止対策は，火災区域又は火災区画に設置する「潤滑油」，「燃料油」に加え，ＭＯＸ燃料
加工施設で取り扱う物質として，「水素」及び上記に含まれない「分析試薬」を対象とする。
分析試薬については，少量ではあるが可燃性試薬及び引火性試薬を含む多種類の分析試薬を取り扱うため，保管及び取扱いに係る火災及び爆発の発生防止対策を講ずる。

基本方針 基本方針 基本方針

28
潤滑油，燃料油を内包する設備(以下「油内包設備」という。)は，溶接構造又はシール構造により漏えい防止対策を講ずる設計とするとともに，オイルパン又は堰を設置し，漏えい
した潤滑油又は燃料油が拡大することを防止する設計とする。

機能要求①
設置要求

潤滑油，燃料油を内包する設備（火災区域・火災区画に設置す
るものに限る）

設計方針（発生防止）

29
油内包設備の火災及び爆発により，火災及び爆発の影響を受けるおそれのある火災防護上重要な機器等の安全機能を損なわないよう耐火壁，隔壁の設置又は離隔による配置上の考慮
を行う設計とする

設置要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（発生防止）

30 油内包設備を設置する火災区域又は火災区画は，機械換気又は自然換気を行う設計とする。 機能要求① 工程室排気設備，建屋排気設備，非管理区域空調設備 設計方針（発生防止）

31 火災区域に設置する発火性物質又は引火性物質を貯蔵する機器は，運転に必要な量に留めて貯蔵する設計とする。 運用要求
発火性物質又は引火性物質を貯蔵する機器（例：燃料油貯蔵タ
ンク）

設計方針（発生防止）

32 水素を内包する設備(以下「可燃性ガス内包設備」という。)は，溶接構造等により可燃性ガスの漏えいを防止する設計とする。
機能要求①
設置要求

水素を内包する設備
例：水素・アルゴン混合ガス設備，焼結設備，小規模焼結処理
装置

設計方針（発生防止）

33
可燃性ガス内包設備の火災及び爆発により，火災及び爆発の影響を受けるおそれのある火災防護上重要な機器等の安全機能を損なわないよう耐火壁，隔壁の設置又は離隔による配置
上の考慮を行う設計とする。

設置要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（発生防止）

34 可燃性ガス内包設備を設置する火災区域又は火災区画は，機械換気又は自然換気を行う設計とする。 機能要求① 工程室排気設備，建屋排気設備，非管理区域空調設備 設計方針（発生防止）

35 このうち，蓄電池を設置する火災区域は，機械換気を行うことにより，水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよう設計するとともに，蓄電池室への可燃性物質の持ち込み管理を行う。
機能要求①
運用要求

工程室排気設備，建屋排気設備，非管理区域空調設備
施設共通（可燃物の持ち込み管理）

設計方針（発生防止）

36

37

38 通常の使用状態において水素が蓄電池外部へ放出されるおそれのある蓄電池室には，原則として直流開閉装置やインバータを収納しない設計とする。 設置要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（発生防止）

39
ただし，蓄電池が無停電電源装置等を設置している室と同じ室に収納する場合は，社団法人電池工業会「蓄電池室に関する設計指針」(SBA G 0603-2012)に適合するよう，当該蓄電池
自体は厚さ1.6mm以上の鋼板製筐体に収納し，水素ガス滞留を防止するため筐体内を機械換気により排気することで火災又は爆発を防止する設計とする。

設置要求
機能要求①

無停電電源装置等を設置している室と同じ室に収納する蓄電池
を有する設備

設計方針（発生防止）

40 蓄電池室の換気設備は，機械換気により水素ガスの排気に必要な換気量以上(水素濃度2vol％以下)となるよう設計するとともに， 機能要求① 工程室排気設備，建屋排気設備，非管理区域空調設備 設計方針（発生防止）

41 蓄電池室の換気設備が停止した場合には，中央監視室の監視制御盤に警報を発する設計とする。 機能要求① 工程室排気設備，建屋排気設備，非管理区域空調設備 設計方針（発生防止）

42 常用系の蓄電池と非常用系の蓄電池は，万一，蓄電池による火災が発生した場合でも常用の蓄電池が非常用の蓄電池に影響を及ぼすことがないように位置的分散を図る設計とする。 設置要求 常用系の蓄電池を有する設備，非常用系の蓄電池を有する設備 設計方針（発生防止）

43
焼結炉等は工程室内に設置するが，排ガス処理装置を介して，グローブボックス排気設備のグローブボックス排風機による機械換気を行う設計とすることで，万一の工程室内への漏
えいに対しても，ガスが滞留しない設計とする。

機能要求① 排ガス処理装置，グローブボックス排気設備 設計方針（発生防止）

蓄電池室の上部に水素ガス漏えい検知器を設置し，水素の燃焼限界濃度である4vol％の4分の1以下で中央監視室に警報を発する設計とする。
設置要求

機能要求①
水素漏えい検知器

グローブボックス排風機
非常用所内電源設備

火災防護上重要な機器等を火災及び爆発から防護するため，火災及び爆発の発生防止，火災の早期感知及び消火並び火災及び爆発の影響軽減の3つの深層防護の概念に基づく火災防護
対策を行うために必要な手順等について保安規定に定める。
重大事故等対処施設は，火災及び爆発の発生防止，火災の早期感知及び消火を行うために必要な手順等について保安規定に定める。

運用要求 基本方針

設計方針（系統分離）

基本方針

設計方針（発生防止）

火災及び爆発の影響軽減対策が必要な火災防護上重要な機器等を設置する火災区域は，3時間以上の耐火能力を有する耐火壁(耐火隔壁，耐火シール，防火扉，延焼防止ダンパ等)とし
て，3時間耐火に設計上必要な150mm以上の壁厚を有するコンクリート壁や火災耐久試験により3時間以上の耐火能力を有する耐火壁，天井及び床により隣接する他の火災区域と分離す
るとともに，ファンネルには，他の火災区域又は火災区画からの煙の流入防止を目的として，煙等流入防止装置を設置する設計とする。

機能要求②
設置要求

３時間以上の耐火能力を有する耐火壁(耐火隔壁，耐火シー
ル，防火扉，防火ダンパ等）

設計方針（火災区域の設定）
設計方針（影響軽減）
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基本設計方針等から添付書類へ展開すべき事項の展開（火災）
①基本設計方針の記載ごとに要求種別と添付書類へ展開する事項の分類を区分け

添付－９（２）

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

44
発火性物質又は引火性物質の有機溶媒等を内包する設備の漏えいにより，環境条件が爆発性雰囲気となるおそれのある機器を設置する室の電気接点を有する機器は，防爆構造とする
設計とする。

機能要求①
環境条件が爆発性雰囲気となるおそれのある機器を設置する室
の電気接点を有する機器を有する設備

設計方針（発生防止）

45 また，水素・アルゴン混合ガスを取り扱う系統及び機器のうち，漏電により着火源となるおそれのある機器及び静電気の発生のおそれのある機器は接地を施す設計とする。 機能要求① 水素・アルゴン混合ガス設備，焼結設備，小規模焼結処理装置 設計方針（発生防止）

46
火災区域における現場作業において有機溶剤を使用する場合は必要量以上持ち込まない運用とするとともに，可燃性の蒸気が滞留するおそれがある場合は，使用する作業場所におい
て，換気，通風又は拡散の措置を行うとともに，建屋の送風機及び排風機による機械換気により滞留を防止する設計とする。

運用要求
機能要求①

施設共通
工程室排気設備，建屋排気設備（「建屋の送風機…」以降の
み）

設計方針（発生防止）

47
燃料棒解体設備の燃料棒解体装置の切断機は，燃料棒の切断時にジルカロイ粉末が発生しないよう，燃料棒(被覆管端栓部)は押切機構の切断機(パイプカッタ）を用いて切断し，ペ
レットを抜き取った後の燃料棒(被覆管部)は押切機構の切断機(鉄筋カッタ)を用いて切断を行う設計とする。

機能要求① 燃料棒解体設備 設計方針（発生防止）

48
火災及び爆発の発生防止のため，発火源への対策として火花の発生を伴う設備は，発生する火花が発火源となることがないよう装置内雰囲気をヘリウムガスに置換した後に溶接，押
切機構の切断機(パイプカッタ)の使用及び周辺に可燃性物質を保管しないこととする。

運用要求
機能要求①

燃料棒解体設備，溶接設備 設計方針（発生防止）

49
また，高温となる設備は，高温部を断熱材又は耐火材で覆うこと又は冷却することにより，可燃性物質との接触及び運転中は温度の監視を行うとともに温度制御機器により温度制御
を行うことにより可燃性物質の不要な加熱を防止する設計とする。

機能要求① 焼結設備，小規模焼結処理装置，スタック乾燥装置，分析設備 設計方針（発生防止）

50
焼結炉等の冷水ポンプは予備機を設ける設計とし，当該ポンプの故障を検視した場合には，予備機が起動する設計とするとともに，冷却水流量が低下した場合においても，冷却水流
量低による加熱停止回路により，ヒータ電源を自動で遮断し加熱を停止する設計とする。

機能要求①
冷却水設備
焼結設備，小規模焼結処理装置

設計方針（発生防止）

51 なお，雰囲気ガスを加湿する場合を含め，焼結炉等の炉内に水が入らない設計とする。 機能要求① 焼結設備，小規模焼結処理装置 設計方針（発生防止）

52
水素・アルゴン混合ガスを内包する焼結炉等に水素・アルゴン混合ガスを供給し，高温状態でグリーンペレットを焼結することから，これらの系統及び機器を設置する工程室に水素
ガス漏えい検知器を設置し，中央監視室及び制御第1室並びに制御第4室(以下「中央監視室等」という。)に警報を発する設計とする。

機能要求① 水素・アルゴン混合ガス設備 設計方針（発生防止）

53 焼結炉等，水素・アルゴン混合ガスを使用する機器の接続部は，溶接構造又はフランジ構造により空気が混入することを防止する設計とする。 機能要求① 焼結設備，小規模焼結処理装置，水素・アルゴン混合ガス設備 設計方針（発生防止）

54 また，水素・アルゴン混合ガスを受け入れる配管には，逆止弁を設置し，配管が破断した場合に空気が焼結炉等内に混入することを防止する設計とする。
設置要求

機能要求①
焼結設備，小規模焼結処理装置 設計方針（発生防止）

55

焼結時の焼結炉内への空気の混入を監視するため酸素濃度計を設置し，空気の混入が検出された場合にはヒータ電源を自動で遮断し不活性のアルゴンガスで掃気するとともに，中央
監視室及び制御第1室に警報を発する設計とする。
また，焼結時の小規模焼結処理装置内への空気の混入を監視するため酸素濃度計を設置し，空気の混入が検出された場合にはヒータ電源を自動で遮断し不活性のアルゴンガスで掃気
するとともに，中央監視室等に警報を発する設計とする。

機能要求① 焼結設備，小規模焼結処理装置 設計方針（発生防止）

56
過電流による過熱及び焼損による火災及び爆発の発生防止のため，電気設備は，機器の損壊，故障及びその他の異常を検知した場合には，遮断器により故障箇所を隔離することによ
り，故障の影響を局所化できるとともに，他の安全機能への影響を限定できる設計とする。

機能要求① 施設共通　基本設計方針 設計方針（発生防止）

57 電気室は，電源供給のみに使用することを保安規定に定め，管理する。 運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（発生防止）

58
(3)　不燃性材料又は難燃性材料の使用
ＭＯＸ燃料加工施設の建物は，耐火構造又は不燃性材料で造られたものとするとともに，必要に応じて防火壁の設置その他の適切な防火措置を講ずる設計とする。

機能要求①
設置要求

燃料加工建屋，緊急時対策建屋
設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の
使用）

59
火災防護上重要な機器等は，可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とし，不燃性材料又は難燃性材料の使用が技術上困難な場合は，不燃性材料又は難燃性材料と同等
以上の性能を有するもの(以下「代替材料」という。)を使用する設計もしくは，代替材料の使用が技術上困難な場合は，当該機器等における火災に起因して，他の機器等において火
災及び爆発が発生することを防止するための措置を講ずる設計とする。

基本方針 基本方針 基本方針

60
火災防護上重要な機器等のうち，機器，配管，ダクト，ケーブルトレイ，電線管及び盤の筐体並びにこれらの支持構造物の主要な構造材は，火災及び爆発の発生防止を考慮し，金属
材料又はコンクリートを使用する設計とする。

機能要求②

火災防護上重要な機器等（安重及び貯蔵・閉じ込め機能を有す
る設備）

重大事故等対処施設

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の
使用）

61 核燃料物質を非密封で取り扱う機器を収納するグローブボックス等は，不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とする。 機能要求②
グローブボックス及びグローブボックスと同等の閉じ込め機能
を有する設備

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の
使用）

62
ただし，配管等のパッキン類は，その機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難であるが，金属で覆われた狭隘部に設置し直接火炎に晒されることのない設計とす
る。

設置要求

火災防護上重要な機器等（安重及び貯蔵・閉じ込め機能を有す
る設備）

重大事故等対処施設

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の
使用）

63
また，金属に覆われたポンプ及び弁の駆動部の潤滑油並びに金属に覆われた機器内部のケーブルは，発火した場合でも他の火災防護上重要な機器等に延焼しないことから，不燃性材
料又は難燃性材料ではない材料を使用する設計とする。

設置要求

火災防護上重要な機器等（安重及び貯蔵・閉じ込め機能を有す
る設備）

重大事故等対処施設

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の
使用）

64 焼結炉等の炉体及び閉じ込めの境界を構成する部材は，耐熱性を有する材料を使用する設計とする。 機能要求① 焼結設備，小規模焼結処理装置
設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の
使用）

65 火災防護上重要な機器等に対する保温材は，平成12年建設省告示第1400号に定められたもの又は建築基準法で不燃性材料として定められたものを使用する設計とする。 機能要求①
火災防護上重要な機器等（安重及び貯蔵・閉じ込め機能を有す
る設備）の保温材

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の
使用）

66
建屋内装材は，建築基準法に基づく不燃性材料若しくはこれと同等の性能を有することを試験により確認した材料又は消防法に基づく防炎物品若しくはこれと同等の性能を有するこ
とを試験により確認した材料を使用する設計とする。

機能要求①
・建屋内装材
・管理区域の床

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の
使用）

67
ただし，塗装は当該場所における環境条件を考慮したものとする。管理区域の床は，耐汚染性，除染性，耐摩耗性等を考慮し，難燃性能を確認したコーティング剤を不燃性材料であ
るコンクリート表面に塗布する設計とする。

機能要求①
・建屋内装材
・管理区域の床

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の
使用）

68 また，中央監視室等のカーペットは，消防法に基づく防炎物品又はこれと同等の性能を有することを試験により確認した材料を使用する設計とする。 機能要求①
中央監視室，制御第１室，制御第４室のカーペット
緊急時対策建屋

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の
使用）

69
火災防護上重要な機器等に使用するケーブルには，実証試験により延焼性(米国電気電子工学学会規格IEEE383-1974又はIEEE1202-1991垂直トレイ燃焼試験)及び自己消火性
(UL1581(Fourth Edition)1080 VW-1 UL垂直燃焼試験)を確認したケーブルを使用する設計とする。

機能要求①
火災防護上重要な機器等（安重及び貯蔵・閉じ込め機能を有す
る設備）及び安重GB内に使用するケーブル
重大事故等対処施設に使用するケーブル

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の
使用）

70
ただし，機器等の性能上の理由から実証試験により延焼性及び自己消火性が確認できないケーブルをやむを得ず使用する場合には，難燃ケーブルを使用した場合と同等以上の難燃性
能があることを実証試験により確認した上で使用する設計とするか，金属製の筐体等に収納，延焼防止材により保護，専用の電線管に敷設等の措置を講ずることにより，他の火災防
護上重要な機器等及び重大事故等対処施設に対処するための設備において火災及び爆発が発生することを防止する設計とする。

機能要求①
火災防護上重要な機器等（安重及び貯蔵・閉じ込め機能を有す
る設備）及び安重GB内に使用するケーブル
重大事故等対処施設に使用するケーブル

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の
使用）

71
火災防護上重要な機器等のうち，換気設備のフィルタは，「JACA No.11A(空気清浄装置用ろ材燃焼性試験方法指針(公益社団法人日本空気清浄協会))」により難燃性を満足する難燃性
材料又は不燃性材料を使用する設計とする。

機能要求①
換気設備のフィルタ（火災防護上重要な機器等（安重及び貯
蔵・閉じ込め機能を有する設備）に限る）
換気設備のフィルタ（重大事故等対処施設に限る）

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の
使用）

72
火災防護上重要な機器等に使用する遮蔽材は，可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とする。
なお，可燃性の遮蔽材を使用する場合は，不燃性材料又は難燃性材料で覆う設計とする。

機能要求①
遮蔽材（火災防護上重要な機器等（安重及び貯蔵・閉じ込め機
能を有する設備に使用するもの）に限る）

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の
使用）

73 火災防護上重要な機器等のうち，建屋内に設置する変圧器及び遮断器は絶縁油を内包しない乾式を使用する設計とする。 機能要求①

変圧器及び遮断器を有する設備（火災防護上重要な機器等（安
重及び貯蔵・閉じ込め機能を有する設備に使用するもの）に限
る）
変圧器及び遮断器を有する設備（重大事故等対処施設に限る）

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の
使用）

74
(4)　自然現象による火災及び爆発の発生防止
自然現象として，地震，津波，落雷，風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，火山の影響(降下火砕物によるフィルタの目詰まり等），生物学的事象，森林火災及び塩害を考慮す
る。

基本方針 基本方針 基本方針

75
これらの自然現象のうち，火災及び爆発を発生させるおそれのある落雷及び地震について，これらの現象によって火災及び爆発が発生しないように，以下のとおり火災防護対策を講
ずる設計とする。

基本方針 基本方針 基本方針

76
ＭＯＸ燃料加工施設において火災及び爆発を発生させるおそれのある自然現象のうち落雷による火災及び爆発の発生を防止するため，建築基準法及び消防法に基づき避雷設備を設置
する設計とする。

設置要求 施設共通　基本設計方針
設計方針（自然現象による火災及び爆発
の発生防止）
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基本設計方針等から添付書類へ展開すべき事項の展開（火災）
①基本設計方針の記載ごとに要求種別と添付書類へ展開する事項の分類を区分け
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項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

77
火災防護上重要な機器等は，耐震重要度分類に応じた地震力が作用した場合においても支持することができる地盤に設置し，耐震設計を行うことで自らの破壊又は倒壊による火災及
び爆発の発生を防止する設計とする。

評価要求
火災防護上重要な機器等（安重及び貯蔵・閉じ込め機能を有す
る設備）

設計方針（自然現象による火災及び爆発
の発生防止）

78
7.1.2 　火災の感知，消火
火災の感知及び消火は，火災防護上重要な機器等に対して，早期の火災感知及び消火を行うための火災感知設備及び消火設備を設置する設計とする。
また，グローブボックス内に対しても，早期に火災感知及び消火を行うための火災感知設備及び消火設備を設置する設計とする。

基本方針 基本方針 基本方針

79 火災感知設備及び消火設備は，「7.1.1(4)　自然現象による火災及び爆発の発生防止」で抽出した自然現象に対して，火災感知及び消火の機能，性能が維持できる設計とする。 基本方針 基本方針 基本方針

80 火災感知設備及び消火設備については，火災区域及び火災区画に設置した火災防護上重要な機器等の耐震重要度分類に応じて，機能を維持できる設計とする。 基本方針 基本方針 基本方針

81

(1)　火災感知設備
火災防護上重要な機器等を設置する火災区域又は火災区画の火災感知器の型式は，放射線，取付面高さ，温度，湿度，空気流等の環境条件及び予想される火災の性質を考慮して選定
するとともに，火災を早期に感知できるよう固有の信号を発する異なる種類の火災感知器として，アナログ式煙感知器及びアナログ式熱感知器を組み合わせて設置する設計とする。
ただし，放射線の影響を考慮する場所に設置する火災感知器については，非アナログ式とする。

設置要求
機能要求①

火災感知設備（グローブボックス外の感知に限る） 設計方針（火災の感知）

82
グローブボックス内は，主要な工程で核燃料物質を非密封で取り扱うという特徴があり，ＭＯＸ粉末やレーザ光による誤作動や内装機器及び架台が障壁となることにより，煙感知器
及び炎感知器並びにサーモカメラでは火災を感知できないおそれがあることから，火災源の位置等を考慮した上で，早期感知ができ，また，動作原理の異なる2種類の熱感知器を組み
合わせて設置する設計とする。

設置要求
機能要求①

火災感知設備（グローブボックス内の感知に限る） 設計方針（火災の感知）

83
消防法施行令及び消防法施行規則において火災感知器の設置が除外される区域についても，火災防護上重要な機器等が火災による影響を考慮すべき場合には火災感知器を設置する設
計とする。

設置要求
機能要求①

火災感知設備 設計方針（火災の感知）

84

火災防護上重要な機器等を設置する火災区域又は火災区画のうち，コンクリート製の構造物や金属製の配管，タンク等のみで構成する機器等を設置する火災区域又は火災区画は，機
器等を不燃性の材料で構成しており，火災の影響により機能を喪失するおそれがないことから，固有の信号を発する異なる種類の火災感知器の組合せは行わず，消防法に基づいた設
計とする。
ただし，通常作業時に人の立入りがなく可燃性物質がない区域は除く。

設置要求
機能要求①

火災感知設備 設計方針（火災の感知）

85

感知器については消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第二十三条第4項に従い設置する設計とする。
また，環境条件等から消防法上の火災感知器の設置が困難となり，感知器と同等の機能を有する機器を使用する場合においては，同項において求める火災区域内の感知器の網羅性及
び火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第17号)第十二条～第十八条までに定める感知性能と同等以上の方法により設置する設計とす
る。

設置要求
機能要求①

火災感知設備 設計方針（火災の感知）

86 火災感知設備は，外部電源喪失時にも火災の感知が可能となるよう,電源を確保する設計とする。 機能要求①
火災感知設備
（GB温度監視装置）

設計方針（火災の感知）

87
また，火災防護上重要な機器等を設置する火災区域又は火災区画並びに安全上重要な施設のグローブボックス内の火災感知設備は，非常用所内電源設備又は感知の対象とする設備の
耐震重要度分類に応じて給電する設計とする。

機能要求① 火災感知設備 設計方針（火災の感知）

88
火災感知設備は，中央監視室に設置する受信機に火災信号を表示するとともに警報を発することで，適切に監視できる設計及び火災感知器の設置場所を1つずつ特定できることによ
り，火災の発生場所を特定できる設計とする。

機能要求① 火災感知設備 設計方針（火災の感知）

89
火災感知器は，自動試験機能又は遠隔試験機能により点検ができる設計とする。
自動試験機能又は遠隔試験機能を持たない火災感知器は，機能に異常がないことを確認するため，消防法施行規則に基づく煙等の火災を模擬した試験等を定期的に実施する。
グローブボックス内の火災感知設備は，機能に異常がないことを確認するため，抵抗値の測定及び模擬抵抗等を用いる試験等を定期的に実施する。

機能要求①
運用要求

火災感知設備 設計方針（火災の感知）

90
地下タンクピット室上部の点検用マンホール上部の配管室(ピット部)内に設置する火災感知設備は，火災感知器の予備を確保し，風水害の影響を受けた場合は，早期に火災感知器の
取替えを行うことにより，当該設備の機能及び性能を復旧する設計とする。

機能要求①
運用要求

火災感知設備 設計方針（火災の感知）

91

(2)　消火設備
工程室及びグローブボックスについては，臨界管理の観点からガスによる消火を行う。また，火災の影響を受けるおそれのある火災防護上重要な機器等を設置する火災区域又は火災
区画のうち，煙又は放射線の影響により消火困難となる箇所(危険物の規制に関する政令に規定される著しく消火困難な製造所等に該当する場所の多量の可燃性物質を取り扱う火災区
域又は火災区画)，可燃性物質を取り扱い構造上消火困難となる火災区域又は火災区画（中央監視室等の床下）及び安全上重要な電気品室となる火災区域又は火災区画については，自
動又は現場での手動操作による固定式消火設備を設置することにより，消火活動を可能とする設計とする。
燃料棒貯蔵室等の高線量区域は，通常運転時において人の立ち入りがなく，可燃性物質又は着火源になり得るものもないこと及び可燃性物質の持ち込み管理をすること並びに火災に
至るおそれはないことから固定式のガス消火装置を設置しない設計とする。

設置要求 消火設備 設計方針（火災の消火）

92
なお，上記以外の火災区域又は火災区画については，取り扱う可燃性物質の量が少ないこと，消火に当たり扉を開放することで隣室からの消火が可能なこと，ＭＯＸ燃料加工施設は
換気設備により負圧にして閉じ込める設計としており，換気設備による排煙が可能であり，有効に煙の除去又は煙が降下するまでの時間が確保できることにより消火困難とならない
ため，消防法に基づく消火設備で消火する設計とする。

機能要求① 消火設備 設計方針（火災の消火）

93

消火設備の破損，誤作動又は誤操作が発生した場合のほか，火災感知設備の破損，誤作動又は誤操作が起きたことにより消火設備が作動した場合においても，火災防護上重要な機器
等の安全機能を損なわないよう，安全上重要な施設のグローブボックス内で発生する火災に対しては，臨界管理の観点から，ガス系又は粉末系の消火剤を使用する設計とし，グロー
ブボックス内への消火剤放出に伴う圧力上昇によるグローブボックスの閉じ込め機能を損なわない設計，非常用発電機は，二酸化炭素消火装置の破損，誤作動又は誤操作により流出
する二酸化炭素の影響で，運転中の非常用発電機が給気不足を引き起こさないように，外気より給気を行う設計，電気絶縁性が大きい固定式のガス消火装置(不活性ガス消火装置)を
設置することにより，設備の破損，誤作動又は誤操作により消火剤が放出されても，電気及び機械設備に影響を与えない設計とする。

機能要求① 消火設備 設計方針（火災の消火）

94 また，火災時における消火設備からの放水による溢水に対して安全機能へ影響がないよう設計する。 設置要求 消火設備 設計方針（火災の消火）

95
a.　消火設備の消火剤の容量
消火設備は，想定される火災の性質に応じた容量として，消防法施行規則に基づき算出した消火剤容量を配備する。

設置要求
機能要求①

消火設備 設計方針（火災の消火）

96

ただし，グローブボックス内の消火を行う不活性ガス消火装置(グローブボックス消火装置)については，グローブボックスの給気量に対して95%の消火ガスを放出するとともに，消火
ガス放出開始から5分で放出を完了できる設計とする。
また，複数連結したグローブボックスについては，消火ガスの放出単位を設定し，その放出単位の給気量の合計値に対して95%の消火ガスを放出するとともに，消火ガス放出開始から
5分で放出を完了できる設計とし，消火剤容量は最も大きな放出単位を消火できる量以上を配備する。

設置要求
機能要求②

消火設備 設計方針（火災の消火）

97 設計方針（火災の消火）

98 設計方針（火災の消火）

99

b.　消火設備の系統構成
(a)　消火用水供給系の多重性又は多様性
消火用水供給系の水源として，ろ過水貯槽(再処理施設，廃棄物管理施設と共用(以下同じ。)）(約2,500ｍ3)及び消火用水貯槽(再処理施設，廃棄物管理施設と共用(以下同じ。))(約
900ｍ3）を設置し，双方からの消火用水の供給を可能とすることで，多重性を有する設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

消火設備 設計方針（火災の消火）

100
消火用水系の消火ポンプは，必要量を送水可能な電動機駆動消火ポンプ(再処理施設，廃棄物管理施設と共用（以下同じ。))に加え，同等の能力を有する異なる駆動方式であるディー
ゼル駆動消火ポンプ(再処理施設，廃棄物管理施設と共用(以下同じ。))(定格流量450m3／ｈ)を１台ずつ設置することで，多様性を有する設計とするとともに，消火配管内を加圧状態
に保持するため，機器の単一故障を想定し，圧力調整用消火ポンプ(再処理施設，廃棄物管理施設と共用(以下同じ。))を2基設ける設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

消火設備 設計方針（火災の消火）

101
(b)　系統分離に応じた独立性
ＭＯＸ燃料加工施設の火災防護上の系統分離対策を講じる設備を設置する火災区域又は火災区画の消火に用いる設備は，消火設備の動的機器の単一故障により同時に機能を喪失しな
い設計とする。

機能要求① 消火設備 設計方針（火災の消火）

102
同一区域に系統分離し設置する固定式のガス消火装置は，消火設備の動的機器の故障によっても，系統分離した設備に対する消火機能が同時に喪失することがないよう，動的機器で
ある容器弁及び選択弁のうち，容器弁(ボンベ含む)は必要数量に対し1以上多く設置するとともに，選択弁は各ラインにそれぞれ設置することにより同時に機能が喪失しない設計とす
る。

設置要求
機能要求①

消火設備 設計方針（火災の消火）

103 なお，万一，系統上の選択弁の故障を想定しても，手動により選択弁を操作することにより，消火が可能な設計とする。
設置要求

機能要求①
消火設備 設計方針（火災の消火）

104
(c)　消火用水の優先供給
消火用水は給水処理設備と兼用する場合に隔離弁を設置し，消火用水の供給を優先できる設計とする。

設置要求
機能要求①

消火設備 設計方針（火災の消火）

105
c.　消火設備の電源確保
再処理施設と共用する消火用水供給系の電動機駆動消火ポンプは運転予備用母線から受電する設計とし，ディーゼル駆動消火ポンプは，ディーゼル機関を起動できるように，専用の
蓄電池により外部電源喪失時においても電源を確保する設計とする。

機能要求① 消火設備 設計方針（火災の消火）

106
また，火災防護上重要な機器等を設置する火災区域又は火災区画の消火活動が困難な箇所に設置する窒素消火装置及び二酸化炭素消火装置並びにグローブボックス消火装置(不活性ガ
ス消火装置)のうち作動に電源が必要となるものは，外部電源喪失時においても消火が可能となるよう，非常用所内電源設備から給電するとともに蓄電池を設ける設計とする。

機能要求① 消火設備 設計方針（火災の消火）

107
d.　消火設備の配置上の考慮
(a)　火災による二次的影響の考慮
屋内消火栓，窒素消火装置，グローブボックス消火装置等を適切に配置することにより，火災防護上重要な機器等に火災の二次的影響が及ばない設計とする。

設置要求 消火設備 設計方針（火災の消火）

消火用水供給系の水源は，消防法施行令及び危険物の規制に関する規則に基づくとともに，2時間の最大放水量(116ｍ3)に対し十分な容量を有する設計とする。 機能要求② 消火設備
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項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

108
消火剤にガスを用いる場合は，電気絶縁性の高いガスを採用することで，火災が発生している火災区域又は火災区画からの火炎，熱による直接的な影響のみならず，煙，流出流体，
断線及び爆発等の二次的影響が火災防護上重要な機器等に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求① 消火設備 設計方針（火災の消火）

109 また，煙の二次的影響が火災防護上重要な機器等に悪影響を及ぼす場合は，延焼防止ダンパを設ける設計とする。 設置要求 火災影響軽減設備（延焼防止ダンパ） 設計方針（火災の消火）

110
消火設備は火災による熱の影響を受けても破損及び爆発が発生しないように，消火ガスボンベに接続する安全弁により消火ガスボンベの過圧を防止する設計とするとともに，消火ガ
スボンベ及び制御盤については消火対象を設置するエリアとは別の火災区域又は火災区画又は十分に離れた位置に設置する設計とする。

設置要求 消火設備 設計方針（火災の消火）

111
(b)　管理区域からの放出消火剤の流出防止
管理区域内で放出した消火水は，管理区域外への流出を防止するため，管理区域と管理区域外の境界に堰等を設置するとともに，各室の排水系統から低レベル廃液処理設備に回収
し，処理する設計とする。

設置要求
機能要求①

施設共通　基本設計方針 基本方針

112 また，管理区域においてガス系消火剤による消火を行った場合においても，換気設備のフィルタ等により放射性物質を低減したのち，排気筒から放出する設計とする。 機能要求①
グローブボックス排気設備，工程室排気設備，建屋排気期設
備，排気筒

設計方針（管理区域からの放出消火剤の
流出防止）

113
(c)　消火栓の配置
火災区域又は火災区画に設置する屋内消火栓及び屋外消火栓は，消防法施行及び都市計画法施行令に準拠し配置することにより，消火栓により消火を行う必要のあるすべての火災区
域又は火災区画における消火活動に対処できるように配置する設計とする。

設置要求 消火設備 設計方針（火災の消火）

114
e.　消火設備の警報
(a)　消火設備の故障警報
固定式のガス消火装置は，電源断等の故障警報を中央監視室に吹鳴する設計とする。

機能要求① 消火設備 設計方針（火災の消火）

115
(b)　固定式のガス消火装置の退避警報
窒素消火装置及び二酸化炭素消火装置は，作動前に従事者等が退出できるよう警報又は音声警報を吹鳴する設計とする。
また，二酸化炭素消火装置の作動に当たっては20秒以上の時間遅れをもって消火ガスを放出する設計とする。

機能要求① 消火設備 設計方針（火災の消火）

116
f.　消火設備に対する自然現象の考慮
屋外に設置する消火設備は，設計上考慮する自然現象に対する環境条件を満足する設計とする。

機能要求① 消火設備 設計方針（火災の消火）

117
(a)　凍結防止対策
屋外に設置する消火設備のうち，消火用水の供給配管は凍結を考慮し，凍結深度（GL-60cm）を確保した埋設配管とするとともに，地上部に配置する場合には保温材を設置することに
より凍結を防止する設計とするとともに，屋外消火栓は，自動排水機構により消火栓内部に水が溜まらないような構造とする。

設置要求
機能要求①

消火設備 設計方針（火災の消火）

118
(b)　風水害対策
消火ポンプのほか，不活性ガス消火装置(窒素消火装置及び二酸化炭素消火装置)についても，風水害に対してその性能が著しく阻害されることがないよう，建屋内に設置する設計と
する。

設置要求 消火設備 設計方針（火災の消火）

119 屋外消火栓は風水害に対してその機能が著しく阻害されることがないよう，雨水の浸入等により動作機構が影響を受けない構造とする。 機能要求① 消火設備 設計方針（火災の消火）

120 設計方針（火災の消火）

121 設計方針（火災の消火）

122

g.　その他
(a)　移動式消火設備
火災時の消火活動のため，消火ホース等の資機材を備え付けている移動式消火設備として，大型化学高所放水車を配備するとともに，故障時の措置として消防ポンプ付水槽車を配備
する設計とする。
また，航空機落下による化学火災(燃料火災)時の対処のため化学粉末消防車を配備する設計とする。

設置要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（火災の消火）

123
(b)　消火用の照明器具
火災防護上重要な機器等を設置する火災区域及び火災区画の消火設備の現場盤操作等に必要な照明器具として，移動経路及び消火設備の現場盤周辺に，1時間以上の容量の蓄電池を内
蔵する照明器具を設置する設計とする。

設置要求 照明設備 設計方針（火災の消火）

124

7.1.3　火災及び爆発の影響軽減
(1)　火災及び爆発の影響軽減対策
a.　火災防護上の系統分離対策
ＭＯＸ燃料加工施設における火災防護上の系統分離対策を講じる設備である核燃料物質の閉じ込め機能を有するグローブボックス排風機及びその機能の維持に必要な支援機能である
非常用所内電源設備については，互いに相違する系列間の機器及びケーブル並びにこれらの近傍に敷設されるその他のケーブルに対する系統分離対策として，以下の設計を講ずる

基本方針 基本方針
基本方針
設計方針（影響軽減）

125
(a)　3時間以上の耐火能力を有する隔壁等による分離
系統分離し配置している火災防護上の系統分離対策を講じる安重機能を有する機器等は，火災耐久試験により3時間以上の耐火能力を確認した，耐火壁で系統間を分離する設計とす
る。

設置要求
機能要求②

施設共通　基本設計方針
（GB排風機，非常用発電機が敷設される区域。又は当該ケーブ
ルトレイに対して実施）

基本方針
設計方針（影響軽減）

126
(b)　水平距離6m以上の離隔距離の確保，火災感知設備及び自動消火設備の設置による分離
互いに相違する系列の火災防護上の系統分離対策を講じる設備は，水平距離間には仮置きするものを含め可燃性物質が存在しないようにし，系列間を6m以上の離隔距離により分離す
る設計とし，かつ，火災感知設備及び自動消火設備を設置することで系統間を分離する設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

GB排風機，火災感知設備，消火設備（窒素消火装置）
基本方針
設計方針（影響軽減）

127
(c)　1時間耐火隔壁による分離，火災感知設備及び自動消火設備の設置による分離
互いに相違する系列の火災防護上の系統分離対策を講じる設備を1時間の耐火能力を有する隔壁で分離し，かつ，火災感知設備及び自動消火設備を設置することで系統間を分離する設
計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

非常用発電機（燃料移送ポンプ），火災感知設備，消火設備
（二酸化炭素消火装置）

基本方針
設計方針（影響軽減）

128

b.　中央監視室の火災及び爆発の影響軽減
(a)　中央監視室制御盤内の火災影響軽減対策
中央監視室に設置する火災防護上の系統分離対策を講じる制御盤及びそのケーブルについては，火災及び爆発の影響軽減のための措置を講ずる設計と同等の設計として，中央監視室
の制御盤に関しては，「異なる系統の制御盤を系統別に個別の不燃性の筐体で造る盤とすることで分離（盤の筐体は1.5mm以上の鉄板で1時間以上の耐火能力を有する）」，「制御盤
内に高感度煙感知器を設置」，「常駐する運転員による消火器を用いた早期の消火活動」により，上記設計と同等な設計とする。

設置要求
機能要求①
運用要求

GB排風機及び非常用発電機の系統，
高感度煙感知器，消火器
施設共通（運転員の消火活動）

基本方針
設計方針（影響軽減）

129
(b)　中央監視室床下の影響軽減対策
中央監視室の床下に関しては，「3時間以上の耐火能力を有する隔壁等で分離された設計」，「互いに相違する系列間の水平距離が6m以上あり，かつ，火災感知設備及び自動消火設備
を設置する設計」，又は「1時間の耐火能力を有する隔壁等で互いの系列間を分離し，かつ，火災感知設備及び自動消火設備を設置する設計」とする

設置要求
機能要求②

GB排風機及び非常用発電機の系統，火災感知設備，消火設備
基本方針
設計方針（影響軽減）

130

c.　換気設備に対する火災及び爆発の影響軽減対策
火災区域境界を貫通する換気ダクトには防火ダンパ及び延焼防止ダンパを設置することで，他の区域からの火災及び爆発の影響が及ばない設計とする。
ただし，放射性物質貯蔵等の機器等を設置する火災区域は，放射性物質による汚染のおそれのある区域を常時負圧にすることで閉じ込め機能を維持する動的な閉じ込め設計とするた
め，耐火壁を貫通するダクトについては，厚さ1.5mm以上の鋼板ダクトにより，3時間耐火境界となるよう排気系統を形成する設計とする。

設置要求
機能要求①

火災影響軽減設備（延焼防止ダンパ，防火ダンパ）
グローブボックス排気設備，工程室排気設備，建屋排気設備
（放射性物質貯蔵等の機器等を設置する火災区域境界に限る）

設計方針（影響軽減）

131
d.　火災発生時の煙に対する火災及び爆発の影響軽減対策
運転員が駐在する中央監視室等の火災及び爆発の発生時の煙を排気するため，換気設備により発生した煙を排気するために，建築基準法に基づく容量を確保する設計とする。

設置要求
機能要求①

工程室排気設備，
非管理区域換気空調設備

設計方針（影響軽減）

132
e.　油タンクに対する火災及び爆発の影響軽減対策
火災区域又は火災区画に設置する油タンクのうち，放射性物質を含まないＭＯＸ燃料加工施設で使用する油脂類のタンクはベント管により屋外へ排気する設計とする。

機能要求① 燃料油貯蔵タンク 設計方針（影響軽減）

133
f.　焼結炉等に対する爆発の影響軽減対策
ＭＯＸ燃料加工施設では爆発の発生は想定されないが，万一，爆発が発生した場合の影響軽減対策として，焼結炉等における爆発の発生を検知し，検知後は排気経路に設置したダン
パを閉止する設計とする。

機能要求①
焼結設備，小規模焼結処理装置，火災影響軽減設備（延焼防止
ダンパ）

設計方針（影響軽減）

134

(2)　火災影響評価
火災区域又は火災区画における設備等の設置状況を踏まえた可燃性物質の量等を基に，想定されるＭＯＸ燃料加工施設内の火災又は爆発によって，安全上重要な施設の安全機能が損
なわれないことを，「内部火災影響評価ガイド」に基づき，火災影響評価にて確認する。
また，火災又は爆発によって設計基準事故が発生する場合は，それらに対処するために必要な機器の単一故障を考慮しても異常状態を収束できる設計とし，「内部火災影響評価ガイ
ド」に基づき，火災影響評価にて確認する。

基本方針 安全上重要な施設 基本方針

135
a.　火災伝播評価
火災伝播評価は，火災区域又は火災区画に火災を想定した場合に，隣接火災区域又は火災区画への影響の有無を確認する。

評価要求 安全上重要な施設 設計方針（火災影響評価）

136

b.　隣接火災区域に影響を与えない火災区域
隣接火災区域又は火災区画に影響を与える火災区域又は火災区画は，当該火災区域又は火災区画内の火災に伴う当該火災区域又は火災区画及び隣接火災区域又は火災区画の2区画内に
設置する全機器の動的機能喪失を想定しても，ＭＯＸ燃料加工施設の安全機能に影響を与えないことを確認することにより，安全上重要な施設が機能喪失するおそれのある隣接2区域
(区画)において，当該火災区域又は火災区画における最も過酷な単一の火災を想定して，FDTsを用いた火災影響評価を実施し，ＭＯＸ燃料加工施設の安全機能に影響を与えないこと
を評価する。

評価要求 安全上重要な施設 設計方針（火災影響評価）

137

c.　隣接火災区域に火災の影響を与える火災区域
隣接火災区域又は火災区画に影響を与える火災区域又は火災区画は，当該火災区域又は火災区画内の火災に伴う当該火災区域又は火災区画及び隣接火災区域又は火災区画の2区画内に
設置する全機器の動的機能喪失を想定しても，ＭＯＸ燃料加工施設の安全機能に影響を与えないことを確認することにより，ＭＯＸ燃料加工施設の安全機能が少なくとも一つは確保
されること及び安全上重要な施設が機能喪失するおそれのある隣接2区域(区画)において，当該火災区域又は火災区画における最も過酷な単一の火災を想定して，FDTSを用いた火災影
響評価を実施し，ＭＯＸ燃料加工施設の安全機能に影響を与えないことを評価する。

評価要求 安全上重要な施設 設計方針（火災影響評価）

(c)　地盤変位対策
屋内消火栓は，地震時における地盤変位により，消火水を建物へ供給する消火配管が破断した場合においても，大型化学高所放水車又は消防ポンプ付水槽車から消火用水を供給し，
消火活動を可能とするよう，建屋内の外部からのアクセス性が良い箇所に送水口を設置し，破断した配管から建屋外へ流出させないよう逆止弁を設置する設計とする。

設置要求 移動式消火設備
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基本設計方針等から添付書類へ展開すべき事項の展開（火災）
①基本設計方針の記載ごとに要求種別と添付書類へ展開する事項の分類を区分け

添付－９（２）

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

138

7.1.4　設備の共用
消火設備のうち，消火用水を供給する電動機駆動消火ポンプ，ディーゼル駆動消火ポンプ，圧力調整用消火ポンプ，消火用水貯槽及びろ過水貯槽は，再処理施設及び廃棄物管理施設
と共用するが，再処理施設又は廃棄物管理施設へ消火用水を供給した場合においてもＭＯＸ燃料加工施設で必要な容量を確保する設計とし，消火水供給設備においては，故障その他
の異常が発生した場合でも，消火水の供給が停止した場合でも，安重機能を有する機器等を設置する火災区域に対して消火水を用いない消火手段を設けること，燃料加工建屋及び周
辺部の火災については，外部火災影響評価で外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とすることで，共用によってＭＯＸ燃料加工施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求①
評価要求

消火設備（電動機駆動消火ポンプ，ディーゼル駆動消火ポン
プ，圧力調整用消火ポンプ，消火用水貯槽及びろ過水貯槽）

設計方針（設備の共用）

139
また，ＭＯＸ燃料加工施設とウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵施設の境界の扉(再処理施設と共用，ＭＯＸ燃料加工施設に設置)については，火災区域設定のため，火災影響軽減
設備として十分な耐火能力を有する設計とすることで，共用によってＭＯＸ燃料加工施設の安全性を損なわない設計とする。

設置要求
評価要求

火災影響軽減設備（防火扉（ＭＯＸ燃料加工施設とウラン・プ
ルトニウム混合酸化物貯蔵施設の境界の扉））

設計方針（設備の共用）
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基本設計方針等から添付書類へ展開すべき事項の展開の例（火災）
②基本設計方針で対象申請書での申請の対象となる範囲を抽出

添付－９（２）

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
第1回

説明対象
第２Ｇｒ以降の対象

1
5. 火災等による損傷の防止
ＭＯＸ燃料加工施設の火災等による損傷の防止の基本設計方針については，火災防護設備の基本設計方針に基
づく設計とする。

基本方針 基本方針 基本方針 〇

2

7. その他の加工施設
7.1火災防護設備の基本設計方針
安全機能を有する施設は，火災又は爆発によりＭＯＸ燃料加工施設の安全性が損なわれないよう，火災防護上
重要な機器等を設置する火災区域及び火災区画に対して，火災防護対策を講じる。

基本方針 基本方針 基本方針 〇

3
火災防護設備は，安全機能を有する施設に対する火災防護設備で構成し，火災発生防止設備，火災感知設備，
消火設備，火災影響軽減設備を設置する。

設置要求
火災発生防止設備，火災感知設備，消火設備，
火災影響軽減設備

基本方針 〇

4

火災防護上重要な機器等は，安全機能を有する施設のうち，その機能の喪失により公衆に対し過度の放射線被
ばくを及ぼすことのないよう，安全評価上その機能を期待する安全上重要な施設の構築物，系統及び機器(以下
「安重機能を有する機器等」という。)並びに放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を確保するための構築物，系
統及び機器のうち，安重機能を有する機器等を除いたもの(以下「放射性物質の貯蔵等の機器等」という。)と
する。

基本方針 基本方針 基本方針 〇

5
火災防護上重要な機器等を収納する建屋に，耐火壁によって囲われた火災区域を設定する。建屋の火災区域
は，火災防護上重要な機器等において選定する機器等の配置も考慮して火災区域を設定する。

設置要求
運用要求

火災区域構築物 設計方針（火災区域の設定） 〇

6

7

8
屋外の火災防護上重要な機器等を設置する区域については，周囲からの延焼防止のために火災区域を設定す
る。

設置要求
運用要求

火災区域構築物 設計方針（火災区域の設定） 〇

9
火災区画は，建屋内及び建屋外で設定した火災区域を火災防護上重要な機器等の配置等を考慮して，耐火壁，
離隔距離及び系統分離状況に応じて分割して設定する。

設置要求
運用要求

火災区域構築物 設計方針（火災区域の設定） 〇

10

火災区域又は火災区画における火災防護対策に当たっては，米国の「放射性物質取扱施設の火災防護に関する
基準」(以下「NFPA801」という。)を参考にＭＯＸ燃料加工施設の特徴を踏まえた火災防護対策を講ずる設計と
する。具体的な対策については「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準(以下「火災防
護審査基準」という。)」及び「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」以下「内部火災影響評価ガイド」と
いう。)を参考としてＭＯＸ燃料加工施設の特徴(取り扱う放射性物質は固体の核燃料物質であり，運転時に異
常な過渡変化を生じる工程もないこと等)を踏まえた火災防護対策を講ずる設計とし，火災時においてもグロー
ブボックス内を負圧に維持し，排気経路以外からの放射性物質の放出を防止するための以下の設備について火
災防護上の系統分離対策を講ずる設計とする。

設置要求
機能要求①

11
(1) グローブボックス排風機
(2) 上記機能の維持に必要な支援機能である非常用所内電源設備

定義

12
なお，火災防護上重要な機器等以外の安全機能を有する施設を含めたＭＯＸ燃料加工施設は，消防法，建築基
準法，都市計画法及び日本電気協会電気技術規程・指針に基づき設備に応じた火災防護対策を講ずる設計とす
る。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針 〇

13

14

15
その他の施設については，消防法，建築基準法，都市計画法及び日本電気協会電気技術規程・指針に基づき設
備に応じた火災防護対策を行う必要な手順等について保安規定に定める。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針 〇

16
敷地及び敷地周辺で想定される自然現象並びに人為事象による火災及び爆発(以下「外部火災」という。)につ
いては，安全機能を有する施設を外部火災から防護するために必要な手順等について保安規定に定める。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針 〇

17

7.1.1　火災及び爆発の発生防止
(1) 施設特有の火災及び爆発の発生防止
火災及び爆発の発生を防止するため，ＭＯＸ燃料加工施設で取り扱う化学薬品等のうち可燃性物質若しくは熱
的に不安定な物質を使用する系統及び機器に対する着火源の排除，異常な温度上昇の防止対策，可燃性物質の
漏えい防止対策，空気の混入防止対策を講ずる設計とするとともに，熱的制限値を設ける設計とする。
なお，ＭＯＸ燃料加工施設の分析設備で取り扱う化学薬品等は少量であることから，化学的制限値の設定は不
要とするが，消防法に基づき，貯蔵及び取扱い時の漏えい防止を講ずる設計とする。（冒頭宣言）

基本方針 基本方針 基本方針 〇

18
水素ガスを使用する焼結炉等は燃料加工建屋に受け入れる水素・アルゴン混合ガス中の水素最高濃度
(9.0vol％)を設定する。
DB火⑦a1

基本方針 基本方針 設計方針（発生防止）

19
焼結炉等に供給する水素・アルゴン混合ガス中の水素濃度が9.0vol％を超えないよう，以下の対策を講ずる設
計とする。

基本方針 基本方針 設計方針（発生防止）

20
a. エネルギー管理建屋に設置する水素・アルゴン混合ガスの製造系統と燃料加工建屋への供給系統とを物理
的に分離する。

機能要求① 水素・アルゴン混合ガス設備 設計方針（発生防止）

21
b. 燃料加工建屋で使用する水素・アルゴン混合ガスは，水素濃度を9.0vol％以下に調整し，エネルギー管理
建屋に設置する混合ガス貯蔵容器に圧縮充填する。

機能要求① 水素・アルゴン混合ガス設備 設計方針（発生防止）

22
c. エネルギー管理建屋に設置する混合ガス貯蔵容器に圧縮充填した水素・アルゴン混合ガス中の水素濃度を
確認した上で，エネルギー管理建屋に設置する混合ガス貯蔵容器を燃料加工建屋への供給系統に接続する設計
とする。

機能要求① 水素・アルゴン混合ガス設備 設計方針（発生防止）

23
さらに，燃料加工建屋への供給系統の接続口は，エネルギー管理建屋に設置する混合ガス貯蔵容器以外が接続
できない設計とする。

機能要求① 水素・アルゴン混合ガス設備 設計方針（発生防止）

24
d. 燃料加工建屋内へ水素・アルゴン混合ガス受け入れ後も燃料加工建屋内で水素濃度を確認し，万一，水素
濃度が9.0vol％を超える場合には，水素・アルゴン混合ガス濃度異常遮断弁により焼結炉等への水素・アルゴ
ン混合ガスの供給を自動で停止する設計とする。

機能要求① 水素・アルゴン混合ガス設備 設計方針（発生防止）

25
また，焼結炉等では，温度異常に伴う炉内への空気混入を防止するため，熱的制限値を設定し，温度制御機器
により焼結時の温度を制御するとともに，炉内温度が熱的制限値を超えないよう過加熱防止回路により炉内の
加熱を自動で停止する設計とする。

機能要求② 過加熱防止回路 設計方針（発生防止）

26
安重機能を有する機器等のうち，ＭＯＸ粉末を取り扱うグローブボックス内を窒素雰囲気とすることで，火災
及び爆発の発生を防止する設計とする。

機能要求① 窒素循環設備，窒素雰囲気GB 設計方針（発生防止）

火災及び爆発の影響軽減対策が必要な火災防護上重要な機器等を設置する火災区域は，3時間以上の耐火能力を
有する耐火壁(耐火隔壁，耐火シール，防火扉，延焼防止ダンパ等)として，3時間耐火に設計上必要な150mm以
上の壁厚を有するコンクリート壁や火災耐久試験により3時間以上の耐火能力を有する耐火壁，天井及び床によ
り隣接する他の火災区域と分離するとともに，ファンネルには，他の火災区域又は火災区画からの煙の流入防
止を目的として，煙等流入防止装置を設置する設計とする。

機能要求②
設置要求

３時間以上の耐火能力を有する耐火壁(耐火隔
壁，耐火シール，防火扉，防火ダンパ等）

設計方針（火災区域の設定）
設計方針（影響軽減）（第２Ｇｒ以降）

グローブボックス排風機
非常用所内電源設備

設計方針（系統分離）
グローブボックス排風機
非常用所内電源設備

－

〇

〇

火災防護上重要な機器等を火災及び爆発から防護するため，火災及び爆発の発生防止，火災の早期感知及び消
火並び火災及び爆発の影響軽減の3つの深層防護の概念に基づく火災防護対策を行うために必要な手順等につい
て保安規定に定める。（①）
重大事故等対処施設は，火災及び爆発の発生防止，火災の早期感知及び消火を行うために必要な手順等につい
て保安規定に定める。（②）

運用要求 基本方針 基本方針

－
水素・アルゴン混合ガス設備、焼結炉、小規模焼結処
理装置等
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基本設計方針等から添付書類へ展開すべき事項の展開の例（火災）
②基本設計方針で対象申請書での申請の対象となる範囲を抽出

添付－９（２）

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
第1回

説明対象
第２Ｇｒ以降の対象

27

(2) ＭＯＸ燃料加工施設の火災及び爆発の発生防止
火災及び爆発の発生防止における発火性物質又は引火性物質に対する火災及び爆発の発生防止対策は，火災区
域又は火災区画に設置する「潤滑油」，「燃料油」に加え，ＭＯＸ燃料加工施設で取り扱う物質として，「水
素」及び上記に含まれない「分析試薬」を対象とする。
分析試薬については，少量ではあるが可燃性試薬及び引火性試薬を含む多種類の分析試薬を取り扱うため，保
管及び取扱いに係る火災及び爆発の発生防止対策を講ずる。

基本方針 基本方針 基本方針 〇

28
潤滑油，燃料油を内包する設備(以下「油内包設備」という。)は，溶接構造又はシール構造により漏えい防止
対策を講ずる設計とするとともに，オイルパン又は堰を設置し，漏えいした潤滑油又は燃料油が拡大すること
を防止する設計とする。

機能要求①
設置要求

潤滑油，燃料油を内包する設備（火災区域・火
災区画に設置するものに限る）

設計方針（発生防止）

29
油内包設備の火災及び爆発により，火災及び爆発の影響を受けるおそれのある火災防護上重要な機器等の安全
機能を損なわないよう耐火壁，隔壁の設置又は離隔による配置上の考慮を行う設計とする

設置要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（発生防止）

30 油内包設備を設置する火災区域又は火災区画は，機械換気又は自然換気を行う設計とする。 機能要求①
工程室排気設備，建屋排気設備，非管理区域空
調設備

設計方針（発生防止）

31
火災区域に設置する発火性物質又は引火性物質を貯蔵する機器は，運転に必要な量に留めて貯蔵する設計とす
る。

運用要求
発火性物質又は引火性物質を貯蔵する機器
（例：燃料油貯蔵タンク）

設計方針（発生防止）

32
水素を内包する設備(以下「可燃性ガス内包設備」という。)は，溶接構造等により可燃性ガスの漏えいを防止
する設計とする。

機能要求①
設置要求

水素を内包する設備
例：水素・アルゴン混合ガス設備，焼結設備，
小規模焼結処理装置

設計方針（発生防止）

33
可燃性ガス内包設備の火災及び爆発により，火災及び爆発の影響を受けるおそれのある火災防護上重要な機器
等の安全機能を損なわないよう耐火壁，隔壁の設置又は離隔による配置上の考慮を行う設計とする。

設置要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（発生防止）

34 可燃性ガス内包設備を設置する火災区域又は火災区画は，機械換気又は自然換気を行う設計とする。 機能要求①
工程室排気設備，建屋排気設備，非管理区域空
調設備

設計方針（発生防止）

35
このうち，蓄電池を設置する火災区域は，機械換気を行うことにより，水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよ
う設計するとともに，蓄電池室への可燃性物質の持ち込み管理を行う。

機能要求①
運用要求

工程室排気設備，建屋排気設備，非管理区域空
調設備
施設共通（可燃物の持ち込み管理）

設計方針（発生防止）

36

37

38
通常の使用状態において水素が蓄電池外部へ放出されるおそれのある蓄電池室には，原則として直流開閉装置
やインバータを収納しない設計とする。

設置要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（発生防止）

39

ただし，蓄電池が無停電電源装置等を設置している室と同じ室に収納する場合は，社団法人電池工業会「蓄電
池室に関する設計指針」(SBA G 0603-2012)に適合するよう，当該蓄電池自体は厚さ1.6mm以上の鋼板製筐体に
収納し，水素ガス滞留を防止するため筐体内を機械換気により排気することで火災又は爆発を防止する設計と
する。

設置要求
機能要求①

無停電電源装置等を設置している室と同じ室に
収納する蓄電池を有する設備

設計方針（発生防止）

40
蓄電池室の換気設備は，機械換気により水素ガスの排気に必要な換気量以上(水素濃度2vol％以下)となるよう
設計するとともに，

機能要求①
工程室排気設備，建屋排気設備，非管理区域空
調設備

設計方針（発生防止）

41 蓄電池室の換気設備が停止した場合には，中央監視室の監視制御盤に警報を発する設計とする。 機能要求①
工程室排気設備，建屋排気設備，非管理区域空
調設備

設計方針（発生防止）

42
常用系の蓄電池と非常用系の蓄電池は，万一，蓄電池による火災が発生した場合でも常用の蓄電池が非常用の
蓄電池に影響を及ぼすことがないように位置的分散を図る設計とする。

設置要求
常用系の蓄電池を有する設備，非常用系の蓄電
池を有する設備

設計方針（発生防止）

43
焼結炉等は工程室内に設置するが，排ガス処理装置を介して，グローブボックス排気設備のグローブボックス
排風機による機械換気を行う設計とすることで，万一の工程室内への漏えいに対しても，ガスが滞留しない設
計とする。

機能要求① 排ガス処理装置，グローブボックス排気設備 設計方針（発生防止）

44
発火性物質又は引火性物質の有機溶媒等を内包する設備の漏えいにより，環境条件が爆発性雰囲気となるおそ
れのある機器を設置する室の電気接点を有する機器は，防爆構造とする設計とする。

機能要求①
環境条件が爆発性雰囲気となるおそれのある機
器を設置する室の電気接点を有する機器を有す
る設備

設計方針（発生防止）

45
また，水素・アルゴン混合ガスを取り扱う系統及び機器のうち，漏電により着火源となるおそれのある機器及
び静電気の発生のおそれのある機器は接地を施す設計とする。

機能要求①
水素・アルゴン混合ガス設備，焼結設備，小規
模焼結処理装置

設計方針（発生防止）

46
火災区域における現場作業において有機溶剤を使用する場合は必要量以上持ち込まない運用とするとともに，
可燃性の蒸気が滞留するおそれがある場合は，使用する作業場所において，換気，通風又は拡散の措置を行う
とともに，建屋の送風機及び排風機による機械換気により滞留を防止する設計とする。

運用要求
機能要求①

施設共通
工程室排気設備，建屋排気設備（「建屋の送風
機…」以降のみ）

設計方針（発生防止）

47
燃料棒解体設備の燃料棒解体装置の切断機は，燃料棒の切断時にジルカロイ粉末が発生しないよう，燃料棒(被
覆管端栓部)は押切機構の切断機(パイプカッタ）を用いて切断し，ペレットを抜き取った後の燃料棒(被覆管
部)は押切機構の切断機(鉄筋カッタ)を用いて切断を行う設計とする。

機能要求① 燃料棒解体設備 設計方針（発生防止）

48
火災及び爆発の発生防止のため，発火源への対策として火花の発生を伴う設備は，発生する火花が発火源とな
ることがないよう装置内雰囲気をヘリウムガスに置換した後に溶接，押切機構の切断機(パイプカッタ)の使用
及び周辺に可燃性物質を保管しないこととする。

運用要求
機能要求①

燃料棒解体設備，溶接設備 設計方針（発生防止）

49
また，高温となる設備は，高温部を断熱材又は耐火材で覆うこと又は冷却することにより，可燃性物質との接
触及び運転中は温度の監視を行うとともに温度制御機器により温度制御を行うことにより可燃性物質の不要な
加熱を防止する設計とする。

機能要求①
焼結設備，小規模焼結処理装置，スタック乾燥
装置，分析設備

設計方針（発生防止）

50
焼結炉等の冷水ポンプは予備機を設ける設計とし，当該ポンプの故障を検視した場合には，予備機が起動する
設計とするとともに，冷却水流量が低下した場合においても，冷却水流量低による加熱停止回路により，ヒー
タ電源を自動で遮断し加熱を停止する設計とする。

機能要求①
冷却水設備
焼結設備，小規模焼結処理装置

設計方針（発生防止）

51 なお，雰囲気ガスを加湿する場合を含め，焼結炉等の炉内に水が入らない設計とする。 機能要求① 焼結設備，小規模焼結処理装置 設計方針（発生防止）

52
水素・アルゴン混合ガスを内包する焼結炉等に水素・アルゴン混合ガスを供給し，高温状態でグリーンペレッ
トを焼結することから，これらの系統及び機器を設置する工程室に水素ガス漏えい検知器を設置し，中央監視
室及び制御第1室並びに制御第4室(以下「中央監視室等」という。)に警報を発する設計とする。

機能要求① 水素・アルゴン混合ガス設備 設計方針（発生防止）

53
焼結炉等，水素・アルゴン混合ガスを使用する機器の接続部は，溶接構造又はフランジ構造により空気が混入
することを防止する設計とする。

機能要求①
焼結設備，小規模焼結処理装置，水素・アルゴ
ン混合ガス設備

設計方針（発生防止）

54
また，水素・アルゴン混合ガスを受け入れる配管には，逆止弁を設置し，配管が破断した場合に空気が焼結炉
等内に混入することを防止する設計とする。

設置要求
機能要求①

焼結設備，小規模焼結処理装置 設計方針（発生防止）

55

焼結時の焼結炉内への空気の混入を監視するため酸素濃度計を設置し，空気の混入が検出された場合にはヒー
タ電源を自動で遮断し不活性のアルゴンガスで掃気するとともに，中央監視室及び制御第1室に警報を発する設
計とする。
また，焼結時の小規模焼結処理装置内への空気の混入を監視するため酸素濃度計を設置し，空気の混入が検出
された場合にはヒータ電源を自動で遮断し不活性のアルゴンガスで掃気するとともに，中央監視室等に警報を
発する設計とする。

機能要求① 焼結設備，小規模焼結処理装置 設計方針（発生防止）

56
過電流による過熱及び焼損による火災及び爆発の発生防止のため，電気設備は，機器の損壊，故障及びその他
の異常を検知した場合には，遮断器により故障箇所を隔離することにより，故障の影響を局所化できるととも
に，他の安全機能への影響を限定できる設計とする。

機能要求① 施設共通　基本設計方針 設計方針（発生防止）

57 電気室は，電源供給のみに使用することを保安規定に定め，管理する。 運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（発生防止）

蓄電池室の上部に水素ガス漏えい検知器を設置し，水素の燃焼限界濃度である4vol％の4分の1以下で中央監視
室に警報を発する設計とする。

設置要求
機能要求①

水素漏えい検知器 設計方針（発生防止）

－
非常用所内電源設備、建屋排気設備、非管理区域空調
設備、焼結設備、小規模焼結処理装置燃料油貯蔵タン
ク等
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基本設計方針等から添付書類へ展開すべき事項の展開の例（火災）
②基本設計方針で対象申請書での申請の対象となる範囲を抽出

添付－９（２）

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
第1回

説明対象
第２Ｇｒ以降の対象

58
(3) 不燃性材料又は難燃性材料の使用
ＭＯＸ燃料加工施設の建物は，耐火構造又は不燃性材料で造られたものとするとともに，必要に応じて防火壁
の設置その他の適切な防火措置を講ずる設計とする。

機能要求①
設置要求

燃料加工建屋，緊急時対策建屋
基本方針
設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使用）

〇

59

火災防護上重要な機器等は，可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とし，不燃性材料又は難燃
性材料の使用が技術上困難な場合は，不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの(以下「代替材
料」という。)を使用する設計もしくは，代替材料の使用が技術上困難な場合は，当該機器等における火災に起
因して，他の機器等において火災及び爆発が発生することを防止するための措置を講ずる設計とする。

基本方針 基本方針
基本方針
設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使用）

〇

60
火災防護上重要な機器等のうち，機器，配管，ダクト，ケーブルトレイ，電線管及び盤の筐体並びにこれらの
支持構造物の主要な構造材は，火災及び爆発の発生防止を考慮し，金属材料又はコンクリートを使用する設計
とする。

機能要求②

火災防護上重要な機器等（安重及び貯蔵・閉じ
込め機能を有する設備）

重大事故等対処施設

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使用）

61
核燃料物質を非密封で取り扱う機器を収納するグローブボックス等は，不燃性材料又は難燃性材料を使用する
設計とする。

機能要求②
グローブボックス及びグローブボックスと同等
の閉じ込め機能を有する設備

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使用）

62
ただし，配管等のパッキン類は，その機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難であるが，金
属で覆われた狭隘部に設置し直接火炎に晒されることのない設計とする。

設置要求

火災防護上重要な機器等（安重及び貯蔵・閉じ
込め機能を有する設備）

重大事故等対処施設

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使用）

63
また，金属に覆われたポンプ及び弁の駆動部の潤滑油並びに金属に覆われた機器内部のケーブルは，発火した
場合でも他の火災防護上重要な機器等に延焼しないことから，不燃性材料又は難燃性材料ではない材料を使用
する設計とする。

設置要求

火災防護上重要な機器等（安重及び貯蔵・閉じ
込め機能を有する設備）

重大事故等対処施設

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使用）

64 焼結炉等の炉体及び閉じ込めの境界を構成する部材は，耐熱性を有する材料を使用する設計とする。 機能要求① 焼結設備，小規模焼結処理装置 設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使用）

65
火災防護上重要な機器等に対する保温材は，平成12年建設省告示第1400号に定められたもの又は建築基準法で
不燃性材料として定められたものを使用する設計とする。

機能要求①
火災防護上重要な機器等（安重及び貯蔵・閉じ
込め機能を有する設備）の保温材

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使用）

66
建屋内装材は，建築基準法に基づく不燃性材料若しくはこれと同等の性能を有することを試験により確認した
材料又は消防法に基づく防炎物品若しくはこれと同等の性能を有することを試験により確認した材料を使用す
る設計とする。

機能要求①
・建屋内装材
・管理区域の床

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使用） 〇

67
ただし，塗装は当該場所における環境条件を考慮したものとする。管理区域の床は，耐汚染性，除染性，耐摩
耗性等を考慮し，難燃性能を確認したコーティング剤を不燃性材料であるコンクリート表面に塗布する設計と
する。

機能要求①
・建屋内装材
・管理区域の床

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使用） 〇

68
また，中央監視室等のカーペットは，消防法に基づく防炎物品又はこれと同等の性能を有することを試験によ
り確認した材料を使用する設計とする。

機能要求①
中央監視室，制御第１室，制御第４室のカー
ペット
緊急時対策建屋

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使用） 〇

69
火災防護上重要な機器等に使用するケーブルには，実証試験により延焼性(米国電気電子工学学会規格IEEE383-
1974又はIEEE1202-1991垂直トレイ燃焼試験)及び自己消火性(UL1581(Fourth Edition)1080 VW-1 UL垂直燃焼試
験)を確認したケーブルを使用する設計とする。

機能要求①

火災防護上重要な機器等（安重及び貯蔵・閉じ
込め機能を有する設備）及び安重GB内に使用す
るケーブル
重大事故等対処施設に使用するケーブル

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使用）

70

ただし，機器等の性能上の理由から実証試験により延焼性及び自己消火性が確認できないケーブルをやむを得
ず使用する場合には，難燃ケーブルを使用した場合と同等以上の難燃性能があることを実証試験により確認し
た上で使用する設計とするか，金属製の筐体等に収納，延焼防止材により保護，専用の電線管に敷設等の措置
を講ずることにより，他の火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設に対処するための設備において火
災及び爆発が発生することを防止する設計とする。

機能要求①

火災防護上重要な機器等（安重及び貯蔵・閉じ
込め機能を有する設備）及び安重GB内に使用す
るケーブル
重大事故等対処施設に使用するケーブル

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使用）

71
火災防護上重要な機器等のうち，換気設備のフィルタは，「JACA No.11A(空気清浄装置用ろ材燃焼性試験方法
指針(公益社団法人日本空気清浄協会))」により難燃性を満足する難燃性材料又は不燃性材料を使用する設計と
する。

機能要求①

換気設備のフィルタ（火災防護上重要な機器等
（安重及び貯蔵・閉じ込め機能を有する設備）
に限る）
換気設備のフィルタ（重大事故等対処施設に限
る）

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使用）

72
火災防護上重要な機器等に使用する遮蔽材は，可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とする。
なお，可燃性の遮蔽材を使用する場合は，不燃性材料又は難燃性材料で覆う設計とする。

機能要求①
遮蔽材（火災防護上重要な機器等（安重及び貯
蔵・閉じ込め機能を有する設備に使用するも
の）に限る）

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使用）

73
火災防護上重要な機器等のうち，建屋内に設置する変圧器及び遮断器は絶縁油を内包しない乾式を使用する設
計とする。

機能要求①

変圧器及び遮断器を有する設備（火災防護上重
要な機器等（安重及び貯蔵・閉じ込め機能を有
する設備に使用するもの）に限る）
変圧器及び遮断器を有する設備（重大事故等対
処施設に限る）

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使用）

74
(4) 自然現象による火災及び爆発の発生防止
自然現象として，地震，津波，落雷，風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，火山の影響(降下火砕物によ
るフィルタの目詰まり等），生物学的事象，森林火災及び塩害を考慮する。

基本方針 基本方針 基本方針

75
これらの自然現象のうち，火災及び爆発を発生させるおそれのある落雷及び地震について，これらの現象に
よって火災及び爆発が発生しないように，以下のとおり火災防護対策を講ずる設計とする。

基本方針 基本方針 基本方針

76
ＭＯＸ燃料加工施設において火災及び爆発を発生させるおそれのある自然現象のうち落雷による火災及び爆発
の発生を防止するため，建築基準法及び消防法に基づき避雷設備を設置する設計とする。

設置要求 施設共通　基本設計方針
設計方針（自然現象による火災及び爆発の発生防
止）

〇

77
火災防護上重要な機器等は，耐震重要度分類に応じた地震力が作用した場合においても支持することができる
地盤に設置し，耐震設計を行うことで自らの破壊又は倒壊による火災及び爆発の発生を防止する設計とする。

評価要求
火災防護上重要な機器等（安重及び貯蔵・閉じ
込め機能を有する設備）

設計方針（自然現象による火災及び爆発の発生防
止）

〇

78

7.1.2 　火災の感知，消火
火災の感知及び消火は，火災防護上重要な機器等に対して，早期の火災感知及び消火を行うための火災感知設
備及び消火設備を設置する設計とする。
また，グローブボックス内に対しても，早期に火災感知及び消火を行うための火災感知設備及び消火設備を設
置する設計とする。

基本方針 基本方針 基本方針 〇

79
火災感知設備及び消火設備は，「7.1.1(4)　自然現象による火災及び爆発の発生防止」で抽出した自然現象に
対して，火災感知及び消火の機能，性能が維持できる設計とする。

基本方針 基本方針 基本方針 〇

80
火災感知設備及び消火設備については，火災区域及び火災区画に設置した火災防護上重要な機器等の耐震重要
度分類に応じて，機能を維持できる設計とする。

基本方針 基本方針 基本方針 〇

〇

非常用所内電源設備、GB排気設備、GB消火装置、GB温
度監視装置、均一化混合装置、GB温度監視設備、混合
ガス水素濃度高による混合ガス供給停止回路、混合ガ
ス濃度異常遮断弁(焼結炉系,小規模焼結処理系）、遠
隔消火装置、火災状況確認用温度表示装置　等

－

非常用所内電源設備、一時保管装置GB、窒素循環設
備、遠隔消火装置等

－
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基本設計方針等から添付書類へ展開すべき事項の展開の例（火災）
②基本設計方針で対象申請書での申請の対象となる範囲を抽出

添付－９（２）

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
第1回

説明対象
第２Ｇｒ以降の対象

81

(1) 火災感知設備
火災防護上重要な機器等を設置する火災区域又は火災区画の火災感知器の型式は，放射線，取付面高さ，温
度，湿度，空気流等の環境条件及び予想される火災の性質を考慮して選定するとともに，火災を早期に感知で
きるよう固有の信号を発する異なる種類の火災感知器として，アナログ式煙感知器及びアナログ式熱感知器を
組み合わせて設置する設計とする。
ただし，放射線の影響を考慮する場所に設置する火災感知器については，非アナログ式とする。

設置要求
機能要求①

火災感知設備（グローブボックス外の感知に限
る）

設計方針（火災の感知）

82

グローブボックス内は，主要な工程で核燃料物質を非密封で取り扱うという特徴があり，ＭＯＸ粉末やレーザ
光による誤作動や内装機器及び架台が障壁となることにより，煙感知器及び炎感知器並びにサーモカメラでは
火災を感知できないおそれがあることから，火災源の位置等を考慮した上で，早期感知ができ，また，動作原
理の異なる2種類の熱感知器を組み合わせて設置する設計とする。

設置要求
機能要求①

火災感知設備（グローブボックス内の感知に限
る）

設計方針（火災の感知）

83
消防法施行令及び消防法施行規則において火災感知器の設置が除外される区域についても，火災防護上重要な
機器等が火災による影響を考慮すべき場合には火災感知器を設置する設計とする。

設置要求
機能要求①

火災感知設備 設計方針（火災の感知）

84

火災防護上重要な機器等を設置する火災区域又は火災区画のうち，コンクリート製の構造物や金属製の配管，
タンク等のみで構成する機器等を設置する火災区域又は火災区画は，機器等を不燃性の材料で構成しており，
火災の影響により機能を喪失するおそれがないことから，固有の信号を発する異なる種類の火災感知器の組合
せは行わず，消防法に基づいた設計とする。
ただし，通常作業時に人の立入りがなく可燃性物質がない区域は除く。

設置要求
機能要求①

火災感知設備 設計方針（火災の感知）

85

感知器については消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第二十三条第4項に従い設置する設計とする。
また，環境条件等から消防法上の火災感知器の設置が困難となり，感知器と同等の機能を有する機器を使用す
る場合においては，同項において求める火災区域内の感知器の網羅性及び火災報知設備の感知器及び発信機に
係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第17号)第十二条～第十八条までに定める感知性能と同等以
上の方法により設置する設計とする。

設置要求
機能要求①

火災感知設備 設計方針（火災の感知）

86 火災感知設備は，外部電源喪失時にも火災の感知が可能となるよう,電源を確保する設計とする。 機能要求①
火災感知設備
（GB温度監視装置）

設計方針（火災の感知）

87
また，火災防護上重要な機器等を設置する火災区域又は火災区画並びに安全上重要な施設のグローブボックス
内の火災感知設備は，非常用所内電源設備又は感知の対象とする設備の耐震重要度分類に応じて給電する設計
とする。

機能要求① 火災感知設備 設計方針（火災の感知）

88
火災感知設備は，中央監視室に設置する受信機に火災信号を表示するとともに警報を発することで，適切に監
視できる設計及び火災感知器の設置場所を1つずつ特定できることにより，火災の発生場所を特定できる設計と
する。

機能要求① 火災感知設備 設計方針（火災の感知）

89

火災感知器は，自動試験機能又は遠隔試験機能により点検ができる設計とする。
自動試験機能又は遠隔試験機能を持たない火災感知器は，機能に異常がないことを確認するため，消防法施行
規則に基づく煙等の火災を模擬した試験等を定期的に実施する。
グローブボックス内の火災感知設備は，機能に異常がないことを確認するため，抵抗値の測定及び模擬抵抗等
を用いる試験等を定期的に実施する。

機能要求①
運用要求

火災感知設備 設計方針（火災の感知）

90
地下タンクピット室上部の点検用マンホール上部の配管室(ピット部)内に設置する火災感知設備は，火災感知
器の予備を確保し，風水害の影響を受けた場合は，早期に火災感知器の取替えを行うことにより，当該設備の
機能及び性能を復旧する設計とする。

機能要求①
運用要求

火災感知設備 設計方針（火災の感知）

91

(2) 消火設備
工程室及びグローブボックスについては，臨界管理の観点からガスによる消火を行う。また，火災の影響を受
けるおそれのある火災防護上重要な機器等を設置する火災区域又は火災区画のうち，煙又は放射線の影響によ
り消火困難となる箇所(危険物の規制に関する政令に規定される著しく消火困難な製造所等に該当する場所の多
量の可燃性物質を取り扱う火災区域又は火災区画)，可燃性物質を取り扱い構造上消火困難となる火災区域又は
火災区画（中央監視室等の床下）及び安全上重要な電気品室となる火災区域又は火災区画については，自動又
は現場での手動操作による固定式消火設備を設置することにより，消火活動を可能とする設計とする。
燃料棒貯蔵室等の高線量区域は，通常運転時において人の立ち入りがなく，可燃性物質又は着火源になり得る
ものもないこと及び可燃性物質の持ち込み管理をすること並びに火災に至るおそれはないことから固定式のガ
ス消火装置を設置しない設計とする。

設置要求 消火設備 設計方針（火災の消火）

92

なお，上記以外の火災区域又は火災区画については，取り扱う可燃性物質の量が少ないこと，消火に当たり扉
を開放することで隣室からの消火が可能なこと，ＭＯＸ燃料加工施設は換気設備により負圧にして閉じ込める
設計としており，換気設備による排煙が可能であり，有効に煙の除去又は煙が降下するまでの時間が確保でき
ることにより消火困難とならないため，消防法に基づく消火設備で消火する設計とする。

機能要求① 消火設備 設計方針（火災の消火）

93

消火設備の破損，誤作動又は誤操作が発生した場合のほか，火災感知設備の破損，誤作動又は誤操作が起きた
ことにより消火設備が作動した場合においても，火災防護上重要な機器等の安全機能を損なわないよう，安全
上重要な施設のグローブボックス内で発生する火災に対しては，臨界管理の観点から，ガス系又は粉末系の消
火剤を使用する設計とし，グローブボックス内への消火剤放出に伴う圧力上昇によるグローブボックスの閉じ
込め機能を損なわない設計，非常用発電機は，二酸化炭素消火装置の破損，誤作動又は誤操作により流出する
二酸化炭素の影響で，運転中の非常用発電機が給気不足を引き起こさないように，外気より給気を行う設計，
電気絶縁性が大きい固定式のガス消火装置(不活性ガス消火装置)を設置することにより，設備の破損，誤作動
又は誤操作により消火剤が放出されても，電気及び機械設備に影響を与えない設計とする。

機能要求① 消火設備 設計方針（火災の消火）

94 また，火災時における消火設備からの放水による溢水に対して安全機能へ影響がないよう設計する。 設置要求 消火設備 設計方針（火災の消火）

95
a. 消火設備の消火剤の容量
消火設備は，想定される火災の性質に応じた容量として，消防法施行規則に基づき算出した消火剤容量を配備
する。

設置要求
機能要求①

消火設備 設計方針（火災の消火）

96

ただし，グローブボックス内の消火を行う不活性ガス消火装置(グローブボックス消火装置)については，グ
ローブボックスの給気量に対して95%の消火ガスを放出するとともに，消火ガス放出開始から5分で放出を完了
できる設計とする。
また，複数連結したグローブボックスについては，消火ガスの放出単位を設定し，その放出単位の給気量の合
計値に対して95%の消火ガスを放出するとともに，消火ガス放出開始から5分で放出を完了できる設計とし，消
火剤容量は最も大きな放出単位を消火できる量以上を配備する。

設置要求
機能要求②

消火設備 設計方針（火災の消火）

97 設計方針（火災の消火）

98 設計方針（火災の消火）

99

b. 消火設備の系統構成
(a) 消火用水供給系の多重性又は多様性
消火用水供給系の水源として，ろ過水貯槽(再処理施設，廃棄物管理施設と共用(以下同じ。)）(約2,500ｍ3)及
び消火用水貯槽(再処理施設，廃棄物管理施設と共用(以下同じ。))(約900ｍ3）を設置し，双方からの消火用水
の供給を可能とすることで，多重性を有する設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

消火設備 設計方針（火災の消火）

100

消火用水系の消火ポンプは，必要量を送水可能な電動機駆動消火ポンプ(再処理施設，廃棄物管理施設と共用
（以下同じ。))に加え，同等の能力を有する異なる駆動方式であるディーゼル駆動消火ポンプ(再処理施設，廃
棄物管理施設と共用(以下同じ。))(定格流量450m3／ｈ)を１台ずつ設置することで，多様性を有する設計とす
るとともに，消火配管内を加圧状態に保持するため，機器の単一故障を想定し，圧力調整用消火ポンプ(再処理
施設，廃棄物管理施設と共用(以下同じ。))を2基設ける設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

消火設備 設計方針（火災の消火）

101
(b) 系統分離に応じた独立性
ＭＯＸ燃料加工施設の火災防護上の系統分離対策を講じる設備を設置する火災区域又は火災区画の消火に用い
る設備は，消火設備の動的機器の単一故障により同時に機能を喪失しない設計とする。

機能要求① 消火設備 設計方針（火災の消火）

102

同一区域に系統分離し設置する固定式のガス消火装置は，消火設備の動的機器の故障によっても，系統分離し
た設備に対する消火機能が同時に喪失することがないよう，動的機器である容器弁及び選択弁のうち，容器弁
(ボンベ含む)は必要数量に対し1以上多く設置するとともに，選択弁は各ラインにそれぞれ設置することにより
同時に機能が喪失しない設計とする。

設置要求
機能要求①

消火設備 設計方針（火災の消火）

103
なお，万一，系統上の選択弁の故障を想定しても，手動により選択弁を操作することにより，消火が可能な設
計とする。

設置要求
機能要求①

消火設備 設計方針（火災の消火）

104
(c) 消火用水の優先供給
消火用水は給水処理設備と兼用する場合に隔離弁を設置し，消火用水の供給を優先できる設計とする。

設置要求
機能要求①

消火設備 設計方針（火災の消火）

105

c. 消火設備の電源確保
再処理施設と共用する消火用水供給系の電動機駆動消火ポンプは運転予備用母線から受電する設計とし，
ディーゼル駆動消火ポンプは，ディーゼル機関を起動できるように，専用の蓄電池により外部電源喪失時にお
いても電源を確保する設計とする。

機能要求① 消火設備 設計方針（火災の消火）

106

また，火災防護上重要な機器等を設置する火災区域又は火災区画の消火活動が困難な箇所に設置する窒素消火
装置及び二酸化炭素消火装置並びにグローブボックス消火装置(不活性ガス消火装置)のうち作動に電源が必要
となるものは，外部電源喪失時においても消火が可能となるよう，非常用所内電源設備から給電するとともに
蓄電池を設ける設計とする。

機能要求① 消火設備 設計方針（火災の消火）

107

d. 消火設備の配置上の考慮
(a) 火災による二次的影響の考慮
屋内消火栓，窒素消火装置，グローブボックス消火装置等を適切に配置することにより，火災防護上重要な機
器等に火災の二次的影響が及ばない設計とする。

設置要求 消火設備 設計方針（火災の消火）

消火用水供給系の水源は，消防法施行令及び危険物の規制に関する規則に基づくとともに，2時間の最大放水量
(116ｍ3)に対し十分な容量を有する設計とする。

機能要求② 消火設備

自動火災報知設備、GB温度監視装置等

GB消火装置、窒素消火装置、二酸化炭素消火装置、消
火用水槽、ろ過水貯槽等

－

－
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基本設計方針等から添付書類へ展開すべき事項の展開の例（火災）
②基本設計方針で対象申請書での申請の対象となる範囲を抽出

添付－９（２）

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
第1回

説明対象
第２Ｇｒ以降の対象

108
消火剤にガスを用いる場合は，電気絶縁性の高いガスを採用することで，火災が発生している火災区域又は火
災区画からの火炎，熱による直接的な影響のみならず，煙，流出流体，断線及び爆発等の二次的影響が火災防
護上重要な機器等に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求① 消火設備 設計方針（火災の消火）

109
また，煙の二次的影響が火災防護上重要な機器等に悪影響を及ぼす場合は，延焼防止ダンパを設ける設計とす
る。

設置要求 火災影響軽減設備（延焼防止ダンパ） 設計方針（火災の消火）

110
消火設備は火災による熱の影響を受けても破損及び爆発が発生しないように，消火ガスボンベに接続する安全
弁により消火ガスボンベの過圧を防止する設計とするとともに，消火ガスボンベ及び制御盤については消火対
象を設置するエリアとは別の火災区域又は火災区画又は十分に離れた位置に設置する設計とする。

設置要求 消火設備 設計方針（火災の消火）

111
(b) 管理区域からの放出消火剤の流出防止
管理区域内で放出した消火水は，管理区域外への流出を防止するため，管理区域と管理区域外の境界に堰等を
設置するとともに，各室の排水系統から低レベル廃液処理設備に回収し，処理する設計とする。

設置要求
機能要求①

施設共通　基本設計方針 基本方針 〇

112
また，管理区域においてガス系消火剤による消火を行った場合においても，換気設備のフィルタ等により放射
性物質を低減したのち，排気筒から放出する設計とする。

機能要求①
グローブボックス排気設備，工程室排気設備，
建屋排気期設備，排気筒

設計方針（管理区域からの放出消火剤の流出防止）

113

(c) 消火栓の配置
火災区域又は火災区画に設置する屋内消火栓及び屋外消火栓は，消防法施行及び都市計画法施行令に準拠し配
置することにより，消火栓により消火を行う必要のあるすべての火災区域又は火災区画における消火活動に対
処できるように配置する設計とする。

設置要求 消火設備 設計方針（火災の消火）

114
e. 消火設備の警報
(a) 消火設備の故障警報
固定式のガス消火装置は，電源断等の故障警報を中央監視室に吹鳴する設計とする。

機能要求① 消火設備 設計方針（火災の消火）

115

(b) 固定式のガス消火装置の退避警報
窒素消火装置及び二酸化炭素消火装置は，作動前に従事者等が退出できるよう警報又は音声警報を吹鳴する設
計とする。
また，二酸化炭素消火装置の作動に当たっては20秒以上の時間遅れをもって消火ガスを放出する設計とする。

機能要求① 消火設備 設計方針（火災の消火）

116
f. 消火設備に対する自然現象の考慮
屋外に設置する消火設備は，設計上考慮する自然現象に対する環境条件を満足する設計とする。

機能要求① 消火設備 設計方針（火災の消火）

117

(a) 凍結防止対策
屋外に設置する消火設備のうち，消火用水の供給配管は凍結を考慮し，凍結深度（GL-60cm）を確保した埋設配
管とするとともに，地上部に配置する場合には保温材を設置することにより凍結を防止する設計とするととも
に，屋外消火栓は，自動排水機構により消火栓内部に水が溜まらないような構造とする。

設置要求
機能要求①

消火設備 設計方針（火災の消火）

118
(b) 風水害対策
消火ポンプのほか，不活性ガス消火装置(窒素消火装置及び二酸化炭素消火装置)についても，風水害に対して
その性能が著しく阻害されることがないよう，建屋内に設置する設計とする。

設置要求 消火設備 設計方針（火災の消火）

119
屋外消火栓は風水害に対してその機能が著しく阻害されることがないよう，雨水の浸入等により動作機構が影
響を受けない構造とする。

機能要求① 消火設備 設計方針（火災の消火）

120 設計方針（火災の消火）

121 設計方針（火災の消火）

122

g. その他
(a) 移動式消火設備
火災時の消火活動のため，消火ホース等の資機材を備え付けている移動式消火設備として，大型化学高所放水
車を配備するとともに，故障時の措置として消防ポンプ付水槽車を配備する設計とする。
また，航空機落下による化学火災(燃料火災)時の対処のため化学粉末消防車を配備する設計とする。

設置要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（火災の消火） － 施設共通　基本設計方針

123

(b) 消火用の照明器具
火災防護上重要な機器等を設置する火災区域及び火災区画の消火設備の現場盤操作等に必要な照明器具とし
て，移動経路及び消火設備の現場盤周辺に，1時間以上の容量の蓄電池を内蔵する照明器具を設置する設計とす
る。

設置要求 照明設備 設計方針（火災の消火） －
照明設備

124

7.1.3　火災及び爆発の影響軽減
(1) 火災及び爆発の影響軽減対策
a. 火災防護上の系統分離対策
ＭＯＸ燃料加工施設における火災防護上の系統分離対策を講じる設備である核燃料物質の閉じ込め機能を有す
るグローブボックス排風機及びその機能の維持に必要な支援機能である非常用所内電源設備については，互い
に相違する系列間の機器及びケーブル並びにこれらの近傍に敷設されるその他のケーブルに対する系統分離対
策として，以下の設計を講ずる

基本方針 基本方針
基本方針
設計方針（影響軽減）（第２Ｇｒ以降）

〇

125
(a) 3時間以上の耐火能力を有する隔壁等による分離
系統分離し配置している火災防護上の系統分離対策を講じる安重機能を有する機器等は，火災耐久試験により3
時間以上の耐火能力を確認した，耐火壁で系統間を分離する設計とする。

設置要求
機能要求②

施設共通　基本設計方針
（GB排風機，非常用発電機が敷設される区域。
又は当該ケーブルトレイに対して実施）

基本方針
設計方針（影響軽減）（第２Ｇｒ以降）

〇

126

(b) 水平距離6m以上の離隔距離の確保，火災感知設備及び自動消火設備の設置による分離
互いに相違する系列の火災防護上の系統分離対策を講じる設備は，水平距離間には仮置きするものを含め可燃
性物質が存在しないようにし，系列間を6m以上の離隔距離により分離する設計とし，かつ，火災感知設備及び
自動消火設備を設置することで系統間を分離する設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

GB排風機，火災感知設備，消火設備（窒素消火
装置）

基本方針
設計方針（影響軽減）（第２Ｇｒ以降）

〇

127
(c) 1時間耐火隔壁による分離，火災感知設備及び自動消火設備の設置による分離
互いに相違する系列の火災防護上の系統分離対策を講じる設備を1時間の耐火能力を有する隔壁で分離し，か
つ，火災感知設備及び自動消火設備を設置することで系統間を分離する設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

非常用発電機（燃料移送ポンプ），火災感知設
備，消火設備（二酸化炭素消火装置）

基本方針
設計方針（影響軽減）（第２Ｇｒ以降）

〇

128

b. 中央監視室の火災及び爆発の影響軽減
(a) 中央監視室制御盤内の火災影響軽減対策
中央監視室に設置する火災防護上の系統分離対策を講じる制御盤及びそのケーブルについては，火災及び爆発
の影響軽減のための措置を講ずる設計と同等の設計として，中央監視室の制御盤に関しては，「異なる系統の
制御盤を系統別に個別の不燃性の筐体で造る盤とすることで分離（盤の筐体は1.5mm以上の鉄板で1時間以上の
耐火能力を有する）」，「制御盤内に高感度煙感知器を設置」，「常駐する運転員による消火器を用いた早期
の消火活動」により，上記設計と同等な設計とする。

設置要求
機能要求①
運用要求

GB排風機及び非常用発電機の系統，
高感度煙感知器，消火器
施設共通（運転員の消火活動）

基本方針
設計方針（影響軽減）（第２Ｇｒ以降）

〇

129

(b) 中央監視室床下の影響軽減対策
中央監視室の床下に関しては，「3時間以上の耐火能力を有する隔壁等で分離された設計」，「互いに相違する
系列間の水平距離が6m以上あり，かつ，火災感知設備及び自動消火設備を設置する設計」，又は「1時間の耐火
能力を有する隔壁等で互いの系列間を分離し，かつ，火災感知設備及び自動消火設備を設置する設計」とする

設置要求
機能要求②

GB排風機及び非常用発電機の系統，火災感知設
備，消火設備

基本方針
設計方針（影響軽減）（第２Ｇｒ以降）

〇

(c) 地盤変位対策
屋内消火栓は，地震時における地盤変位により，消火水を建物へ供給する消火配管が破断した場合において
も，大型化学高所放水車又は消防ポンプ付水槽車から消火用水を供給し，消火活動を可能とするよう，建屋内
の外部からのアクセス性が良い箇所に送水口を設置し 破断した配管から建屋外へ流出させないよう逆止弁を

設置要求 移動式消火設備

－
GB排気設備、工程室排気設備、建屋排気設備、排気
筒、GB消火装置、窒素消火装置、二酸化炭素消火装
置、屋内消火栓、屋外消火栓等
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基本設計方針等から添付書類へ展開すべき事項の展開の例（火災）
②基本設計方針で対象申請書での申請の対象となる範囲を抽出

添付－９（２）

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
第1回

説明対象
第２Ｇｒ以降の対象

130

c. 換気設備に対する火災及び爆発の影響軽減対策
火災区域境界を貫通する換気ダクトには防火ダンパ及び延焼防止ダンパを設置することで，他の区域からの火
災及び爆発の影響が及ばない設計とする。
ただし，放射性物質貯蔵等の機器等を設置する火災区域は，放射性物質による汚染のおそれのある区域を常時
負圧にすることで閉じ込め機能を維持する動的な閉じ込め設計とするため，耐火壁を貫通するダクトについて
は，厚さ1.5mm以上の鋼板ダクトにより，3時間耐火境界となるよう排気系統を形成する設計とする。

設置要求
機能要求①

火災影響軽減設備（延焼防止ダンパ，防火ダン
パ）
グローブボックス排気設備，工程室排気設備，
建屋排気設備（放射性物質貯蔵等の機器等を設
置する火災区域境界に限る）

設計方針（影響軽減）

131
d. 火災発生時の煙に対する火災及び爆発の影響軽減対策
運転員が駐在する中央監視室等の火災及び爆発の発生時の煙を排気するため，換気設備により発生した煙を排
気するために，建築基準法に基づく容量を確保する設計とする。

設置要求
機能要求①

工程室排気設備，
非管理区域換気空調設備

設計方針（影響軽減）

132
e. 油タンクに対する火災及び爆発の影響軽減対策
火災区域又は火災区画に設置する油タンクのうち，放射性物質を含まないＭＯＸ燃料加工施設で使用する油脂
類のタンクはベント管により屋外へ排気する設計とする。

機能要求① 燃料油貯蔵タンク 設計方針（影響軽減）

133
f. 焼結炉等に対する爆発の影響軽減対策
ＭＯＸ燃料加工施設では爆発の発生は想定されないが，万一，爆発が発生した場合の影響軽減対策として，焼
結炉等における爆発の発生を検知し，検知後は排気経路に設置したダンパを閉止する設計とする。

機能要求①
焼結設備，小規模焼結処理装置，火災影響軽減
設備（延焼防止ダンパ）

設計方針（影響軽減）

134

(2) 火災影響評価
火災区域又は火災区画における設備等の設置状況を踏まえた可燃性物質の量等を基に，想定されるＭＯＸ燃料
加工施設内の火災又は爆発によって，安全上重要な施設の安全機能が損なわれないことを，「内部火災影響評
価ガイド」に基づき，火災影響評価にて確認する。
また，火災又は爆発によって設計基準事故が発生する場合は，それらに対処するために必要な機器の単一故障
を考慮しても異常状態を収束できる設計とし，「内部火災影響評価ガイド」に基づき，火災影響評価にて確認
する。

基本方針 安全上重要な施設 基本方針 〇

135
a. 火災伝播評価
火災伝播評価は，火災区域又は火災区画に火災を想定した場合に，隣接火災区域又は火災区画への影響の有無
を確認する。

評価要求 安全上重要な施設 設計方針（火災影響評価）

136

b. 隣接火災区域に影響を与えない火災区域
隣接火災区域又は火災区画に影響を与える火災区域又は火災区画は，当該火災区域又は火災区画内の火災に伴
う当該火災区域又は火災区画及び隣接火災区域又は火災区画の2区画内に設置する全機器の動的機能喪失を想定
しても，ＭＯＸ燃料加工施設の安全機能に影響を与えないことを確認することにより，安全上重要な施設が機
能喪失するおそれのある隣接2区域(区画)において，当該火災区域又は火災区画における最も過酷な単一の火災
を想定して，FDTsを用いた火災影響評価を実施し，ＭＯＸ燃料加工施設の安全機能に影響を与えないことを評
価する。

評価要求 安全上重要な施設 設計方針（火災影響評価）

137

c. 隣接火災区域に火災の影響を与える火災区域
隣接火災区域又は火災区画に影響を与える火災区域又は火災区画は，当該火災区域又は火災区画内の火災に伴
う当該火災区域又は火災区画及び隣接火災区域又は火災区画の2区画内に設置する全機器の動的機能喪失を想定
しても，ＭＯＸ燃料加工施設の安全機能に影響を与えないことを確認することにより，ＭＯＸ燃料加工施設の
安全機能が少なくとも一つは確保されること及び安全上重要な施設が機能喪失するおそれのある隣接2区域(区
画)において，当該火災区域又は火災区画における最も過酷な単一の火災を想定して，FDTSを用いた火災影響評
価を実施し，ＭＯＸ燃料加工施設の安全機能に影響を与えないことを評価する。

評価要求 安全上重要な施設 設計方針（火災影響評価）

138

7.1.4　設備の共用
消火設備のうち，消火用水を供給する電動機駆動消火ポンプ，ディーゼル駆動消火ポンプ，圧力調整用消火ポ
ンプ，消火用水貯槽及びろ過水貯槽は，再処理施設及び廃棄物管理施設と共用するが，再処理施設又は廃棄物
管理施設へ消火用水を供給した場合においてもＭＯＸ燃料加工施設で必要な容量を確保する設計とし，消火水
供給設備においては，故障その他の異常が発生した場合でも，消火水の供給が停止した場合でも，安重機能を
有する機器等を設置する火災区域に対して消火水を用いない消火手段を設けること，燃料加工建屋及び周辺部
の火災については，外部火災影響評価で外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とすることで，共
用によってＭＯＸ燃料加工施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求①
評価要求

消火設備（電動機駆動消火ポンプ，ディーゼル
駆動消火ポンプ，圧力調整用消火ポンプ，消火
用水貯槽及びろ過水貯槽）

設計方針（設備の共用）

139
また，ＭＯＸ燃料加工施設とウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵施設の境界の扉(再処理施設と共用，ＭＯＸ
燃料加工施設に設置)については，火災区域設定のため，火災影響軽減設備として十分な耐火能力を有する設計
とすることで，共用によってＭＯＸ燃料加工施設の安全性を損なわない設計とする。

設置要求
評価要求

火災影響軽減設備（防火扉（ＭＯＸ燃料加工施
設とウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵施設
の境界の扉））

設計方針（設備の共用）

電動機駆動消火ポンプ、ディーゼル駆動消火ポンプ、
圧力調整用消火ポンプ等

－

火災影響軽減設備　延焼防止ダンパ、防火ダンパ、燃
料油貯蔵タンク等

－

火災影響評価－
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基本設計方針等から添付書類へ展開すべき事項の展開の例（火災）
③申請範囲とした基本設計方針の添付書類へのの展開

添付－９（２）

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 展開事項 展開先（小項目） 添付書類における記載

1
5. 火災等による損傷の防止
ＭＯＸ燃料加工施設の火災等による損傷の防止の基本設計方針については，火災防護設備の基本設計方針に基づく設計とする。

基本方針 基本方針 基本方針

2
7. その他の加工施設
7.1火災防護設備の基本設計方針
安全機能を有する施設は，火災又は爆発によりＭＯＸ燃料加工施設の安全性が損なわれないよう，火災防護上重要な機器等を設置する火災区域及び火災区画に対して，火災防護対策を講じる。

基本方針 基本方針 基本方針

3 火災防護設備は，安全機能を有する施設に対する火災防護設備で構成し，火災発生防止設備，火災感知設備，消火設備，火災影響軽減設備を設置する。 設置要求
火災発生防止設備，火災感知設備，消火
設備，火災影響軽減設備

基本方針

4
火災防護上重要な機器等は，安全機能を有する施設のうち，その機能の喪失により公衆に対し過度の放射線被ばくを及ぼすことのないよう，安全評価上その機能を期待する安全上重要な施設の構築物，系統及び機器(以下「安重機能を有する機
器等」という。)並びに放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を確保するための構築物，系統及び機器のうち，安重機能を有する機器等を除いたもの(以下「放射性物質の貯蔵等の機器等」という。)とする。

基本方針 基本方針 基本方針

5 火災防護上重要な機器等を収納する建屋に，耐火壁によって囲われた火災区域を設定する。建屋の火災区域は，火災防護上重要な機器等において選定する機器等の配置も考慮して火災区域を設定する。
設置要求
運用要求

火災区域構築物 設計方針（火災区域の設定） ―
Ⅴ－１－１－６ 火災及び爆発の防止に関する説明書
4. 火災及び爆発の発生防止
4.1 MOX燃料加工施設の火災及び爆発の発生防止について

（対象設備を申請する際に示す）

6

7

8 屋外の火災防護上重要な機器等を設置する区域については，周囲からの延焼防止のために火災区域を設定する。
設置要求
運用要求

火災区域構築物 設計方針（火災区域の設定）

9 火災区画は，建屋内及び建屋外で設定した火災区域を火災防護上重要な機器等の配置等を考慮して，耐火壁，離隔距離及び系統分離状況に応じて分割して設定する。
設置要求
運用要求

火災区域構築物 設計方針（火災区域の設定）

12 なお，火災防護上重要な機器等以外の安全機能を有する施設を含めたＭＯＸ燃料加工施設は，消防法，建築基準法，都市計画法及び日本電気協会電気技術規程・指針に基づき設備に応じた火災防護対策を講ずる設計とする。 運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

13

14 ー
Ⅴ－１－１－６ 火災及び爆発の防止に関する説明書
5. 火災の感知及び消火
5.1 火災感知設備について

（対象設備を申請する際に示す）

15 その他の施設については，消防法，建築基準法，都市計画法及び日本電気協会電気技術規程・指針に基づき設備に応じた火災防護対策を行う必要な手順等について保安規定に定める。 運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

16 敷地及び敷地周辺で想定される自然現象並びに人為事象による火災及び爆発(以下「外部火災」という。)については，安全機能を有する施設を外部火災から防護するために必要な手順等について保安規定に定める。 運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

17

7.1.1　火災及び爆発の発生防止
(1) 施設特有の火災及び爆発の発生防止
火災及び爆発の発生を防止するため，ＭＯＸ燃料加工施設で取り扱う化学薬品等のうち可燃性物質若しくは熱的に不安定な物質を使用する系統及び機器に対する着火源の排除，異常な温度上昇の防止対策，可燃性物質の漏えい防止対策，空気
の混入防止対策を講ずる設計とするとともに，熱的制限値を設ける設計とする。
なお，ＭＯＸ燃料加工施設の分析設備で取り扱う化学薬品等は少量であることから，化学的制限値の設定は不要とするが，消防法に基づき，貯蔵及び取扱い時の漏えい防止を講ずる設計とする。（冒頭宣言）

基本方針 基本方針 基本方針 ー Ⅴ－１－１－６ 火災及び爆発の防止に関する説明書
6. 火災及び爆発の影響軽減

（対象設備を申請する際に示す）

27

(2) ＭＯＸ燃料加工施設の火災及び爆発の発生防止
火災及び爆発の発生防止における発火性物質又は引火性物質に対する火災及び爆発の発生防止対策は，火災区域又は火災区画に設置する「潤滑油」，「燃料油」に加え，ＭＯＸ燃料加工施設で取り扱う物質として，「水素」及び上記に含まれ
ない「分析試薬」を対象とする。
分析試薬については，少量ではあるが可燃性試薬及び引火性試薬を含む多種類の分析試薬を取り扱うため，保管及び取扱いに係る火災及び爆発の発生防止対策を講ずる。

基本方針 基本方針 基本方針 ー Ⅴ－１－１－６ 火災及び爆発の防止に関する説明書
7. MOX燃料加工施設の安全性確保について

（対象設備を申請する際に示す）

58
(3) 不燃性材料又は難燃性材料の使用
ＭＯＸ燃料加工施設の建物は，耐火構造又は不燃性材料で造られたものとするとともに，必要に応じて防火壁の設置その他の適切な防火措置を講ずる設計とする。

機能要求①
設置要求

燃料加工建屋，緊急時対策建屋
基本方針
設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使
用）

ー Ⅴ－１－１－６ 火災及び爆発の防止に関する説明書
8. 火災防護計画

（火災影響評価を申請する際に火災防護計画で規定する全体像を示す）

59
火災防護上重要な機器等は，可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とし，不燃性材料又は難燃性材料の使用が技術上困難な場合は，不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの(以下「代替材料」という。)を使用
する設計もしくは，代替材料の使用が技術上困難な場合は，当該機器等における火災に起因して，他の機器等において火災及び爆発が発生することを防止するための措置を講ずる設計とする。

基本方針 基本方針 基本方針

66 建屋内装材は，建築基準法に基づく不燃性材料若しくはこれと同等の性能を有することを試験により確認した材料又は消防法に基づく防炎物品若しくはこれと同等の性能を有することを試験により確認した材料を使用する設計とする。 機能要求①
・建屋内装材
・管理区域の床

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使
用）

67 ただし，塗装は当該場所における環境条件を考慮したものとする。管理区域の床は，耐汚染性，除染性，耐摩耗性等を考慮し，難燃性能を確認したコーティング剤を不燃性材料であるコンクリート表面に塗布する設計とする。 機能要求①
・建屋内装材
・管理区域の床

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使
用）

68 また，中央監視室等のカーペットは，消防法に基づく防炎物品又はこれと同等の性能を有することを試験により確認した材料を使用する設計とする。 機能要求①
中央監視室，制御第１室，制御第４室の
カーペット
緊急時対策建屋

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の使
用）

74
(4) 自然現象による火災及び爆発の発生防止
自然現象として，地震，津波，落雷，風(台風)，竜巻，凍結，高温，降水，積雪，火山の影響(降下火砕物によるフィルタの目詰まり等），生物学的事象，森林火災及び塩害を考慮する。

基本方針 基本方針 基本方針

75 これらの自然現象のうち，火災及び爆発を発生させるおそれのある落雷及び地震について，これらの現象によって火災及び爆発が発生しないように，以下のとおり火災防護対策を講ずる設計とする。 基本方針 基本方針 基本方針

76 ＭＯＸ燃料加工施設において火災及び爆発を発生させるおそれのある自然現象のうち落雷による火災及び爆発の発生を防止するため，建築基準法及び消防法に基づき避雷設備を設置する設計とする。 設置要求 施設共通　基本設計方針
設計方針（自然現象による火災及び爆発の
発生防止）

77 火災防護上重要な機器等は，耐震重要度分類に応じた地震力が作用した場合においても支持することができる地盤に設置し，耐震設計を行うことで自らの破壊又は倒壊による火災及び爆発の発生を防止する設計とする。 評価要求
火災防護上重要な機器等（安重及び貯
蔵・閉じ込め機能を有する設備）

設計方針（自然現象による火災及び爆発の
発生防止）

78
7.1.2 　火災の感知，消火
火災の感知及び消火は，火災防護上重要な機器等に対して，早期の火災感知及び消火を行うための火災感知設備及び消火設備を設置する設計とする。
また，グローブボックス内に対しても，早期に火災感知及び消火を行うための火災感知設備及び消火設備を設置する設計とする。

基本方針 基本方針 基本方針

79 火災感知設備及び消火設備は，「7.1.1(4)　自然現象による火災及び爆発の発生防止」で抽出した自然現象に対して，火災感知及び消火の機能，性能が維持できる設計とする。 基本方針 基本方針 基本方針

80 火災感知設備及び消火設備については，火災区域及び火災区画に設置した火災防護上重要な機器等の耐震重要度分類に応じて，機能を維持できる設計とする。 基本方針 基本方針 基本方針

111
(b) 管理区域からの放出消火剤の流出防止
管理区域内で放出した消火水は，管理区域外への流出を防止するため，管理区域と管理区域外の境界に堰等を設置するとともに，各室の排水系統から低レベル廃液処理設備に回収し，処理する設計とする。

設置要求
機能要求①

施設共通　基本設計方針 基本方針

124

7.1.3　火災及び爆発の影響軽減
(1) 火災及び爆発の影響軽減対策
a. 火災防護上の系統分離対策
ＭＯＸ燃料加工施設における火災防護上の系統分離対策を講じる設備である核燃料物質の閉じ込め機能を有するグローブボックス排風機及びその機能の維持に必要な支援機能である非常用所内電源設備については，互いに相違する系列間の機
器及びケーブル並びにこれらの近傍に敷設されるその他のケーブルに対する系統分離対策として，以下の設計を講ずる

基本方針 基本方針 基本方針

125
(a) 3時間以上の耐火能力を有する隔壁等による分離
系統分離し配置している火災防護上の系統分離対策を講じる安重機能を有する機器等は，火災耐久試験により3時間以上の耐火能力を確認した，耐火壁で系統間を分離する設計とする。

設置要求
機能要求②

施設共通　基本設計方針
（GB排風機，非常用発電機が敷設される
区域。又は当該ケーブルトレイに対して
実施）

基本方針

126
(b) 水平距離6m以上の離隔距離の確保，火災感知設備及び自動消火設備の設置による分離
互いに相違する系列の火災防護上の系統分離対策を講じる設備は，水平距離間には仮置きするものを含め可燃性物質が存在しないようにし，系列間を6m以上の離隔距離により分離する設計とし，かつ，火災感知設備及び自動消火設備を設置す
ることで系統間を分離する設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

GB排風機，火災感知設備，消火設備（窒
素消火装置）

基本方針

127
(c) 1時間耐火隔壁による分離，火災感知設備及び自動消火設備の設置による分離
互いに相違する系列の火災防護上の系統分離対策を講じる設備を1時間の耐火能力を有する隔壁で分離し，かつ，火災感知設備及び自動消火設備を設置することで系統間を分離する設計とする。

設置要求
機能要求①
機能要求②

非常用発電機（燃料移送ポンプ），火災
感知設備，消火設備（二酸化炭素消火装
置）

基本方針

128

b. 中央監視室の火災及び爆発の影響軽減
(a) 中央監視室制御盤内の火災影響軽減対策
中央監視室に設置する火災防護上の系統分離対策を講じる制御盤及びそのケーブルについては，火災及び爆発の影響軽減のための措置を講ずる設計と同等の設計として，中央監視室の制御盤に関しては，「異なる系統の制御盤を系統別に個別
の不燃性の筐体で造る盤とすることで分離（盤の筐体は1.5mm以上の鉄板で1時間以上の耐火能力を有する）」，「制御盤内に高感度煙感知器を設置」，「常駐する運転員による消火器を用いた早期の消火活動」により，上記設計と同等な設計
とする。

設置要求
機能要求①
運用要求

GB排風機及び非常用発電機の系統，
高感度煙感知器，消火器
施設共通（運転員の消火活動）

基本方針

129
(b) 中央監視室床下の影響軽減対策
中央監視室の床下に関しては，「3時間以上の耐火能力を有する隔壁等で分離された設計」，「互いに相違する系列間の水平距離が6m以上あり，かつ，火災感知設備及び自動消火設備を設置する設計」，又は「1時間の耐火能力を有する隔壁等
で互いの系列間を分離し，かつ，火災感知設備及び自動消火設備を設置する設計」とする

設置要求
機能要求②

GB排風機及び非常用発電機の系統，火災
感知設備，消火設備

基本方針

134

(2) 火災影響評価
火災区域又は火災区画における設備等の設置状況を踏まえた可燃性物質の量等を基に，想定されるＭＯＸ燃料加工施設内の火災又は爆発によって，安全上重要な施設の安全機能が損なわれないことを，「内部火災影響評価ガイド」に基づき，
火災影響評価にて確認する。
また，火災又は爆発によって設計基準事故が発生する場合は，それらに対処するために必要な機器の単一故障を考慮しても異常状態を収束できる設計とし，「内部火災影響評価ガイド」に基づき，火災影響評価にて確認する。

基本方針 安全上重要な施設 基本方針

基本方針

Ⅴ－１－１－６ 火災及び爆発の防止に関する説明書
2. 火災防護の基本方針
2.1 火災及び爆発の発生防止
2.2 火災の感知及び消火
2.3 火災及び爆発の影響軽減
(1) 火災及び爆発の影響軽減対策
(2) 火災影響評価

【火災及び爆発の防止に係る基本方針】
・火災及び爆発の発生防止、火災の感知及び消火、火災及び爆発の影響軽減（火災及び爆発の影響軽減対策、
火災影響評価）等に係る基本方針を記載

設計方針（火災区域の設定）

Ⅴ－１－１－６ 火災及び爆発の防止に関する説明書
3.火災防護の基本事項
3.1 火災防護対策を行う機器等の選定
3.2火災区域及び火災区画の選定

【火災防護対策を行う機器等の選定】
・火災防護対策を講ずる対象としては，安全評価上その機能を期待する構築物，系統及び機器を漏れなく抽出
する観点から，安全上重要な構築物，系統及び機器を抽出することで，火災又は爆発より，臨界防止，閉じ込
め等の安全機能を損なわないよう対策を講ずる設計とする。

【火災区域及び火災区画の選定】
・火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設を収納する建屋に，耐火壁(耐火隔壁，耐火シール，防火
扉，防火ダンパ等)，天井及び床(以下「耐火壁」という。)によって囲われた火災区域を設定する。
・火災防護対策を行う機器等の配置も考慮して火災区域を設定する。

【3時間以上の耐火性能を有する耐火壁】
・3時間以上の耐火能力を有する耐火壁(耐火隔壁，耐火シール，防火扉，延焼防止ダンパ等)として，3時間耐
火に設計上必要な150mm以上の壁厚を有するコンクリート壁や火災耐久試験により3時間以上の耐火能力を有す
る耐火壁，天井及び床により隣接する他の火災区域と分離する。

設計方針（不燃性材料又は難燃性材料の
使用）

Ⅴ－１－１－６ 火災及び爆発の防止に関する説明書
4. 火災及び爆発の発生防止
4.2　不燃性材料又は難燃性材料の使用

【不燃性材料又は難燃性材料の使用】
・建屋の内装材は，建築基準法に基づき認定を受けた不燃性材料又はこれと同等の性能を有する不燃性材料を
使用する設計とする。
・建屋の内装材のうち，管理区域の床，壁に耐放射線性，除染性及び耐腐食性を確保することを目的として塗
布するコーティング剤については，使用箇所が不燃性材料であるコンクリート表面であること等により，難燃
性材料を使用する設計とする。
・中央監視室のカーペットは，消防法に基づき認定を受けた防炎物品又はこれと同等の性能を有することを試
験により確認した防炎物品を使用する設計とする。

設計方針（自然現象による火災及び爆発
の発生防止）

火災防護上重要な機器等を火災及び爆発から防護するため，火災及び爆発の発生防止，火災の早期感知及び消火並び火災及び爆発の影響軽減の3つの深層防護の概念に基づく火災防護対策を行うために必要な手順等について保安規定に定める。
（①）
重大事故等対処施設は，火災及び爆発の発生防止，火災の早期感知及び消火を行うために必要な手順等について保安規定に定める。（②）

運用要求 基本方針 基本方針

火災及び爆発の影響軽減対策が必要な火災防護上重要な機器等を設置する火災区域は，3時間以上の耐火能力を有する耐火壁(耐火隔壁，耐火シール，防火扉，延焼防止ダンパ等)として，3時間耐火に設計上必要な150mm以上の壁厚を有するコン
クリート壁や火災耐久試験により3時間以上の耐火能力を有する耐火壁，天井及び床により隣接する他の火災区域と分離するとともに，ファンネルには，他の火災区域又は火災区画からの煙の流入防止を目的として，煙等流入防止装置を設置す
る設計とする。

機能要求②
設置要求

３時間以上の耐火能力を有する耐火壁(耐
火隔壁，耐火シール，防火扉，防火ダン
パ等）

設計方針（火災区域の設定）

Ⅴ－１－１－６ 火災及び爆発の防止に関する説明書
4. 火災及び爆発の発生防止
4.3 落雷，地震等の自然現象による火災及び爆発の発生防止書

【落雷，地震等の自然現象による火災及び爆発の発生防止】
(落雷による火災及び爆発の発生防止）
・日本産業規格に準拠した避雷設備を設置する設計とする。

※詳細は外部衝撃で展開

ー
Ⅴ－１－１－６ 火災及び爆発の防止に関する説明書
5. 火災の感知及び消火
5.2 消火設備について

（対象設備を申請する際に示す）

471



基本設計方針等から添付書類へ展開すべき事項の展開の例（溢水)
①基本設計方針の記載ごとに要求種別と添付書類へ展開する事項の分類を区分け

添付−９（３）

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

1
6.  加工施設内における溢水による損傷の防止
6.1    溢水防護に関する基本設計方針
安全機能を有する施設が，MOX 燃料加工施設内における溢水が発生した場合においても，その安全性を確保するために，溢水に対して安全機能を損なわない方針とする。

基本方針 基本方針 基本方針

2
そのために，溢水防護に係る設計時に MOX 燃料加工施設内において発生が想定される溢水の影響を評価（以下「溢水評価」という。）し， MOX 燃料加工施設内における溢水が発生した場
合においても，安全評価上機能を期待する安全上重要な機能を有する構築物，系統及び機器の機能を維持する設計とする。

基本方針 基本方針 基本方針

3 これらの機能を維持するために必要な設備（以下「溢水防護対象設備」という。）が，発生を想定する没水，被水及び蒸気の影響を受けて，要求される安全機能を損なわない設計とする。 基本方針 基本方針 基本方針

4
重大事故等対処設備に期待する機能については，溢水影響を受けて設計基準事故に対処するための設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，可能な限り設計基準事
故に対処するための設備と位置的分散を図り設置又は保管する若しくは溢水に対して健全性を確保する設計とする。

基本方針 基本方針 基本方針

5 溢水影響に対し防護すべき設備（以下「防護すべき設備」という。）として溢水防護対象設備及び重大事故等対処設備を設定する。
基本方針
機能要求②

溢水評価対象の安重設備および溢水評価対象の
重大事故等対処設備

基本方針
設計方針

6 溢水評価条件の変更により評価結果が影響を受けないことを確認するために，評価条件の変更の都度，溢水評価を実施することとし保安規定に定めて管理する。 運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針

7

6.2   防護すべき設備の抽出
溢水によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施設を全ての安全機能を有する構築物，系統及び機器とし，その上で事業許可基準規則及びその解釈並びに「原子力発
電所の内部溢水影響評価ガイド（平成25年6月19日　原規技発第13061913号　原子力規制委員会決定）」（以下「内部溢水ガイド」という。）で安全機能の重要度，溢水から防護すべき安
全機能等が定められていることを踏まえ，全ての安全機能を有する構築物，系統及び機器の中から安全評価上機能を期待するものとして，MOX 燃料加工施設内部で想定される溢水に対し
て，臨界防止，閉じ込め等の安全機能を維持するために必要な設備を防護すべき設備のうち溢水防護対象設備として，安全評価上機能を期待する安全上重要な機能を有する構築物，系統及
び機器を抽出する。

基本方針
機能要求②

溢水評価対象の安重設備
基本方針
設計方針

8
具体的には，公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び設計基準事故時に公衆又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため，放射性物質又は放射線が MOX
燃料加工施設外へ放出されることを抑制又は防止するために必要な設備がこれに該当し，これらの設備には，設計基準事故の拡大防止及び影響緩和のために必要な設備が含まれる。

基本方針
機能要求②

溢水評価対象の安重設備 設計方針

9 また，重大事故等対処設備も防護すべき設備として選定する。
基本方針
機能要求②

溢水評価対象の重大事故等対処設備 設計方針

10
上記に含まれない安全機能を有する施設は，溢水による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修理の対応を行うこと又はそれらを適切に
組み合わせることにより，その安全機能を損なわない設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針

11
また，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する重大事故等対処設備のうち，安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する重大事故等対処設備は，溢水による損傷を考慮し
て，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理等の対応を行うこと，関連する工程の停止等又はそれらを適切に組み合わせることで，重大事故等に対処する
ための機能を損なわない設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針

12

6.3    考慮すべき溢水事象
溢水影響を評価するために，溢水評価では，溢水源として発生要因別に分類した以下の溢水を主として想定する。溢水源及び溢水量としては，発生要因別に分類した以下の溢水を想定して
評価することとし，評価の条件については内部溢水ガイドを参考とする。
（1）   溢水の影響を評価するために想定する機器の破損等により生ずる溢水（以下「想定破損による溢水」という。）
（2）  MOX 燃料加工施設内で生ずる異常状態（火災を含む。）の拡大防止のために設置される系統からの放水による溢水（以下「消火水等の放水による溢水」という。）
（3）   地震に起因する機器の破損等により生ずる溢水（以下「地震起因による溢水」という。）
また，その他の要因による溢水として，地下水の流入，地震以外の自然現象，誤操作等により生ずる溢水（以下「その他の溢水」という。）の影響も評価する。

基本方針 基本方針 基本方針

13

6.4   溢水源及び溢水量の設定
6.4.1    想定破損による溢水
想定破損による溢水は，内部溢水ガイドを参考に，一系統における単一の機器の破損を想定し，溢水源となり得る機器は流体を内包する配管とし，配管の破損箇所を溢水源として想定す
る。

基本方針
評価要求

施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（溢水源及び溢水量の設定）

14 また，破損を想定する配管は，内包する流体のエネルギに応じて，高エネルギ配管又は低エネルギ配管に分類する。 定義 基本方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定）

15
高エネルギ配管は，原則「完全全周破断」，低エネルギ配管は，原則「配管内径の1/2の長さと配管肉厚の1/2の幅を有する貫通クラック（以下「貫通クラック」という。）」を想定した溢
水量とする。

評価要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定）

16
ただし，高エネルギ配管についてはターミナルエンド部を除き応力評価の結果により，発生応力が許容応力の0.4倍を超え0.8倍以下であれば「貫通クラック」による溢水を想定した評価と
し，0.4倍以下であれば破損は想定しない。
また，低エネルギ配管については，発生応力が許容応力の0.4倍以下であれば破損は想定しない。

評価要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定）

17
発生応力と許容応力の比較により破損形状の想定を行う場合は，評価結果に影響するような減肉がないことを確認するために継続的な肉厚管理を実施することとし，保安規定に定めて管理
する。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定）

18
6.4.2   消火水等の放水による溢水
消火水等の放水による溢水は，評価対象となる防護すべき設備が設置されている建屋(以下，「溢水防護建屋」という。)内において，水を使用する消火設備である消火栓及び連結散水装置
からの放水を溢水源として想定する。

基本方針
評価要求

施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（溢水源及び溢水量の設定）

19 なお，溢水防護建屋内には，自動作動するスプリンクラを設置しない設計とする。 運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定）

20

6.4.3   地震起因による溢水
地震起因による溢水は，耐震Sクラス機器は基準地震動による地震力によって破損は生じないことから，流体を内包する系統のうち，基準地震動による地震力に対する耐震性が確認されて
いない耐震B，Cクラスに属する系統を溢水源として想定する。
ただし，耐震B，Cクラスであっても基準地震動による地震力に対して耐震性が確保されるものについては，溢水源として想定しない。

基本方針
評価要求

施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（溢水源及び溢水量の設定）

21
溢水源となる配管については，破損形状を完全全周破断とした溢水量とし，溢水源となる容器については，全保有水量を考慮した溢水量とする。
なお，地震による機器の破損が複数箇所で同時に発生する可能性を考慮し，地震動の検知による自動隔離機能を有する場合を除き，隔離による漏えい停止は期待しない。 評価要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定）

22
また，地震に起因する重大事故時の溢水量の算出については，上記の「基準地震動」を「基準地震動の1.2倍の地震動」と読み替える。ただし，基準地震動の 1.2 倍の地震力に対して，耐
震性が確保されない耐震Sクラス機器は溢水源として想定する。

評価要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定）

23

6.4.4   その他の溢水
その他の溢水については，地震以外の自然現象やその波及的影響に伴う溢水，溢水防護区画内にて発生が想定されるその他の漏えい事象を想定する。
具体的には，地下水の流入，降水のような MOX 燃料加工施設への直接的な影響と，飛来物等による屋外タンク等の破損のような間接的な影響，機器ドレン，機器損傷（配管以外），人的
過誤及び誤操作を想定する。

基本方針 基本方針
基本方針
設計方針（溢水源及び溢水量の設定）

24
6.4.5   溢水量の算出
溢水量の算出に当たっては，溢水が生ずるとした機器について，防護すべき設備への溢水の影響が最も大きくなるように評価する。

評価要求 施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（溢水源及び溢水量の設定）

25
また，溢水量の算出において，隔離操作による漏えい停止を期待する場合には，漏えい停止までの適切な隔離時間を考慮し，配管の破損箇所からの流出量と隔離後の溢水量として隔離範囲
内の系統の保有水量を合算して算出する。

評価要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定）

26 なお，手動による漏えいの停止のために現場等を確認し操作する手順は，保安規定に定める。 運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定）

27

6.5   溢水防護区画及び溢水経路の設定
溢水影響を評価するために，溢水防護区画を構成する壁，扉，堰，床段差等の設置状況を踏まえ，溢水防護区画及び溢水経路を設定する。
溢水防護区画は，以下のとおり設定する。
（1）  防護すべき設備が設置されている全ての区画
（2）  中央監視室，制御第1室，制御第4室
（3）  運転員が，溢水が発生した区画を特定する又は必要により隔離等の操作が必要な設備にアクセスする通路部（以下「アクセス通路部」という。）

基本方針 基本方針
基本方針
設計方針（溢水源及び溢水量の設定）

28
溢水防護区画は，壁，扉，堰，床段差等又はそれらの組合せによって他の区画と分離される区画として設定し，溢水防護区画内外で発生を想定する溢水に対して，防護すべき設備の存在す
る溢水防護区画の水位が最も高くなるように，より厳しい結果を与える経路を設定する。

評価要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定）

29
なお，火災により貫通部の止水機能が損なわれる場合には，当該貫通部からの消火水の流入を考慮する。消火活動により区画の扉を開放する場合は，開放した扉からの消火水の伝播を考慮
した溢水経路とする。

評価要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定）

30

6.6   防護すべき設備を内包する建屋内で発生する溢水に関する評価及び防護設計方針
6.6.1   没水の影響に対する評価及び防護設計方針
発生を想定する溢水量，溢水防護区画及び溢水経路から算出される溢水水位と防護すべき設備が要求される機能を損なうおそれがある高さ（以下「機能喪失高さ」という。）を比較し評価
する。
防護すべき設備は，没水により要求される機能を損なうおそれがない設計とする。

基本方針
評価要求

溢水評価対象の溢水防護対象設備および溢水評
価対象の重大事故等対処設備

基本方針
設計方針（溢水に関する評価及び防護設計方針）

31
また，溢水の流入状態，溢水源からの距離，溢水が滞留している区画での人のアクセスによる一時的な水位変動を考慮し，機能喪失高さは発生した溢水による水位に対して安全余裕を確保
する設計とする。

機能要求②
溢水評価対象の溢水防護対象設備および溢水評
価対象の重大事故等対処設備

設計方針（溢水に関する評価及び防護設計方針）

32
没水の影響により，防護すべき設備が溢水による水位に対し機能喪失高さを確保できないおそれがある場合は，溢水水位を上回る高さまで，溢水経路に溢水により発生する水位や水圧に対
して止水性（以下「止水性」という。）を維持する壁及び堰により溢水伝播を防止する等の対策を実施する。
止水性を維持する溢水防護設備については，試験又は机上評価にて止水性を確認する設計とする。

設置要求
機能要求②
評価要求

堰 設計方針（溢水に関する評価及び防護設計方針）

33
重大事故等対処設備については，可能な限り位置的分散を図るか，溢水水位を踏まえた位置に設置又は保管することで，没水影響により設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は
同様の機能を有する重大事故等対処設備が同時に機能喪失しない設計とする。

機能要求①
評価要求

溢水評価対象の重大事故等対処設備 設計方針（溢水に関する評価及び防護設計方針）

34

6.6.2   被水の影響に対する評価及び防護設計方針
溢水源からの直線軌道及び放物線軌道の飛散による被水，消火水による被水及び天井面の開口部若しくは貫通部からの被水が，防護すべき設備に与える影響を評価する。
防護すべき設備は，被水に対する保護構造（以下「保護構造」という。）を有し，被水影響を受けても要求される機能を損なうおそれがない設計とする。
保護構造を有さない場合は，要求される機能を損なうおそれがない配置設計又は被水の影響が発生しないよう当該設備が設置される溢水防護区画において水を用いない消火手段を採用する
等の設計とする。
保護構造により要求される機能を損なうおそれがない設計とする設備については，評価された被水条件を考慮しても要求される機能を損なうおそれがないことを設計時に確認する。

評価要求
機能要求

溢水評価対象の溢水防護対象設備および溢水評
価対象の重大事故等対処設備

基本方針
設計方針（溢水に関する評価及び防護設計方針）

35 消火対象以外の設備への誤放水がないよう，消火水放水時に不用意な放水を行わない運用とすることとし保安規定に定めて管理する。 運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水に関する評価及び防護設計方針）

36
重大事故等対処設備については，可能な限り位置的分散を図る又は被水防護を行うことで，被水影響により設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は同様の機能を有する重大事故
等対処設備が同時に機能喪失しない設計とする。

機能要求①
評価要求

溢水評価対象の重大事故等対処設備 設計方針（溢水に関する評価及び防護設計方針）

37

6.6.3   蒸気放出の影響に対する評価及び防護設計方針
溢水防護区画内で発生を想定する漏えい蒸気，区画間を拡散する漏えい蒸気及び破損想定箇所近傍での漏えい蒸気の直接噴出による影響について，設定した空調条件や解析区画条件により
評価する。
蒸気曝露試験又は試験困難な場合に実施した机上評価により，防護すべき設備の健全性を確認した条件が，漏えい蒸気による環境条件（温度，湿度及び圧力）を満足し，防護すべき設備が
要求される機能を損なうおそれがない設計又は配置とする。

基本方針
評価要求
機能要求②

溢水評価対象の溢水防護対象設備および溢水評
価対象の重大事故等対処設備

設計方針（溢水に関する評価及び防護設計方針）

38
漏えい蒸気の影響により，防護される設備が要求される機能を損なうおそれがある場合は，漏えい蒸気影響を緩和するための対策を実施する。
具体的には，蒸気の漏えいを早期に自動検知し，直ちに自動隔離を行うために，自動検知・遠隔隔離システム（温度検知器，蒸気遮断弁）等を設置する。

設置要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水に関する評価及び防護設計方針）

39
重大事故等対処設備については，可能な限り位置的分散を図る又は蒸気影響を緩和する対策を行うことで，蒸気影響により設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は同様の機能を
有する重大事故等対処設備が同時に機能喪失しない設計とする。

機能要求①
評価要求

溢水評価対象の重大事故等対処設備 設計方針（溢水に関する評価及び防護設計方針）
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基本設計方針等から添付書類へ展開すべき事項の展開の例（溢水)
①基本設計方針の記載ごとに要求種別と添付書類へ展開する事項の分類を区分け

添付−９（３）

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

40

6.6.4    防護すべき設備を内包する燃料加工建屋外で発生する溢水に関する評価及び防護設計方針
防護すべき設備を内包する燃料加工建屋外で発生を想定する溢水である屋外タンク等で発生を想定する溢水，地下水による影響を評価する。
具体的には，屋外に設置される屋外タンク等に関して，基準地震動による地震力で破損した場合に発生する溢水が防護すべき設備を内包する燃料加工建屋内へ伝播しない設計とする。
また，地下水に対しては，燃料加工建屋外周部における壁（貫通部の止水処置を含む。），扉等により地下水の流入による影響を評価する上で期待する範囲を境界とした防護すべき設備を
内包する燃料加工建屋内へ伝播しない設計とする。

評価要求 施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（溢水に関する評価及び防護設計方針）

41 止水性を維持する溢水防護設備については，試験又は机上評価にて止水性を確認する設計とする。 評価要求 堰 設計方針（溢水に関する評価及び防護設計方針）

42 なお，地震に起因する重大事故等時の溢水量の算出については，上記の「基準地震動」を「基準地震動の 1.2 倍の地震動」と読み替える。 評価要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水に関する評価及び防護設計方針）

43
6.7   溢水防護上期待する溢水防護設備の構造強度設計
溢水防護区画及び溢水経路の設定並びに溢水評価において期待する溢水防護設備の構造強度設計は，以下のとおりとする。
溢水防護設備が要求される機能を維持するため，計画的に保守管理，点検を実施するとともに必要に応じ補修を実施する。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水防護設備の構造強度設計）

44
防護すべき設備が溢水による水位に対し機能喪失高さを確保できないおそれがある場合は，溢水水位を上回る高さまで止水性を維持する壁及び堰については，基準地震動による地震力に対
し，地震時及び地震後においても，溢水伝播を防止する機能を損なうおそれがない設計とする。

機能要求② 堰 設計方針（溢水防護設備の構造強度設計）

45
なお，地震を起因として発生する重大事故の対処に必要な重大事故等対処設備を防護するために必要な溢水防護設備については，基準地震動の1.2倍の地震力に対し，安全性を損なうおそ
れがない設計とする。

機能要求② 堰 設計方針（溢水防護設備の構造強度設計）
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基本設計方針等から添付書類へ展開すべき事項の展開の例（溢水）
②基本設計方針で対象申請書での申請の対象となる範囲を抽出

添付−９（３）

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
第1回

説明対象
第２Ｇｒ以降の対象

1

6.  加工施設内における溢水による損傷の防止
6.1    溢水防護に関する基本設計方針
安全機能を有する施設が，MOX 燃料加工施設内における溢水が発生した場合においても，その安全性を確保
するために，溢水に対して安全機能を損なわない方針とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 〇

2
そのために，溢水防護に係る設計時に MOX 燃料加工施設内において発生が想定される溢水の影響を評価（以
下「溢水評価」という。）し， MOX 燃料加工施設内における溢水が発生した場合においても，安全評価上機
能を期待する安全上重要な機能を有する構築物，系統及び機器の機能を維持する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 〇

3
これらの機能を維持するために必要な設備（以下「溢水防護対象設備」という。）が，発生を想定する没
水，被水及び蒸気の影響を受けて，要求される安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 〇

4
重大事故等対処設備に期待する機能については，溢水影響を受けて設計基準事故に対処するための設備の安
全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，可能な限り設計基準事故に対処するための設備と
位置的分散を図り設置又は保管する若しくは溢水に対して健全性を確保する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 〇

5
溢水影響に対し防護すべき設備（以下「防護すべき設備」という。）として溢水防護対象設備及び重大事故
等対処設備を設定する。

冒頭宣言
機能要求②

溢水評価対象の安重設備および溢水評
価対象の重大事故等対処設備

基本方針
設計方針）（第２Ｇｒ以降）

〇

6
溢水評価条件の変更により評価結果が影響を受けないことを確認するために，評価条件の変更の都度，溢水
評価を実施することとし保安規定に定めて管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針 - 影響評価　基本設計方針

7

6.2   防護すべき設備の抽出
溢水によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施設を全ての安全機能を有する構築
物，系統及び機器とし，その上で事業許可基準規則及びその解釈並びに「原子力発電所の内部溢水影響評価
ガイド（平成25年6月19日　原規技発第13061913号　原子力規制委員会決定）」（以下「内部溢水ガイド」と
いう。）で安全機能の重要度，溢水から防護すべき安全機能等が定められていることを踏まえ，全ての安全
機能を有する構築物，系統及び機器の中から安全評価上機能を期待するものとして，MOX 燃料加工施設内部
で想定される溢水に対して，臨界防止，閉じ込め等の安全機能を維持するために必要な設備を防護すべき設
備のうち溢水防護対象設備として，安全評価上機能を期待する安全上重要な機能を有する構築物，系統及び
機器を抽出する。

冒頭宣言
機能要求②

溢水評価対象の安重設備
基本方針
設計方針）（第２Ｇｒ以降）

〇

8

具体的には，公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び設計基準事故時に公衆又は従事者
に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため，放射性物質又は放射線が MOX 燃料加工施設外へ放出され
ることを抑制又は防止するために必要な設備がこれに該当し，これらの設備には，設計基準事故の拡大防止
及び影響緩和のために必要な設備が含まれる。

冒頭宣言
機能要求②

溢水評価対象の安重設備 設計方針 -

9 また，重大事故等対処設備も防護すべき設備として選定する。
冒頭宣言
機能要求②

溢水評価対象の重大事故等対処設備 設計方針 -

10
上記に含まれない安全機能を有する施設は，溢水による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保
すること，安全上支障のない期間での修理の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，
その安全機能を損なわない設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針 -

11

また，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する重大事故等対処設備のうち，安全上重要な施設以外の安
全機能を有する施設と兼用する重大事故等対処設備は，溢水による損傷を考慮して，代替設備により必要な
機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理等の対応を行うこと，関連する工程の停止等又はそれら
を適切に組み合わせることで，重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針 -

12

6.3    考慮すべき溢水事象
溢水影響を評価するために，溢水評価では，溢水源として発生要因別に分類した以下の溢水を主として想定
する。溢水源及び溢水量としては，発生要因別に分類した以下の溢水を想定して評価することとし，評価の
条件については内部溢水ガイドを参考とする。
（1）   溢水の影響を評価するために想定する機器の破損等により生ずる溢水（以下「想定破損による溢
水」という。）
（2）  MOX 燃料加工施設内で生ずる異常状態（火災を含む。）の拡大防止のために設置される系統からの放
水による溢水（以下「消火水等の放水による溢水」という。）
（3）   地震に起因する機器の破損等により生ずる溢水（以下「地震起因による溢水」という。）
また，その他の要因による溢水として，地下水の流入，地震以外の自然現象，誤操作等により生ずる溢水
（以下「その他の溢水」という。）の影響も評価する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 〇

13

6.4   溢水源及び溢水量の設定
6.4.1    想定破損による溢水
想定破損による溢水は，内部溢水ガイドを参考に，一系統における単一の機器の破損を想定し，溢水源とな
り得る機器は流体を内包する配管とし，配管の破損箇所を溢水源として想定する。

冒頭宣言
評価要求

施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（溢水源及び溢水量の設定））
（第２Ｇｒ以降）

〇

14
また，破損を想定する配管は，内包する流体のエネルギに応じて，高エネルギ配管又は低エネルギ配管に分
類する。

定義 基本方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定） -

15
高エネルギ配管は，原則「完全全周破断」，低エネルギ配管は，原則「配管内径の1/2の長さと配管肉厚の
1/2の幅を有する貫通クラック（以下「貫通クラック」という。）」を想定した溢水量とする。

評価要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定） -

16

ただし，高エネルギ配管についてはターミナルエンド部を除き応力評価の結果により，発生応力が許容応力
の0.4倍を超え0.8倍以下であれば「貫通クラック」による溢水を想定した評価とし，0.4倍以下であれば破損
は想定しない。
また，低エネルギ配管については，発生応力が許容応力の0.4倍以下であれば破損は想定しない。

評価要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定） -

17
発生応力と許容応力の比較により破損形状の想定を行う場合は，評価結果に影響するような減肉がないこと
を確認するために継続的な肉厚管理を実施することとし，保安規定に定めて管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定） -

18

6.4.2   消火水等の放水による溢水
消火水等の放水による溢水は，評価対象となる防護すべき設備が設置されている建屋(以下，「溢水防護建
屋」という。)内において，水を使用する消火設備である消火栓及び連結散水装置からの放水を溢水源として
想定する。

冒頭宣言
評価要求

施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（溢水源及び溢水量の設定））
（第２Ｇｒ以降）

〇

19 なお，溢水防護建屋内には，自動作動するスプリンクラを設置しない設計とする。 運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定） - 影響評価　基本設計方針

20

6.4.3   地震起因による溢水
地震起因による溢水は，耐震Sクラス機器は基準地震動による地震力によって破損は生じないことから，流体
を内包する系統のうち，基準地震動による地震力に対する耐震性が確認されていない耐震B，Cクラスに属す
る系統を溢水源として想定する。
ただし，耐震B，Cクラスであっても基準地震動による地震力に対して耐震性が確保されるものについては，
溢水源として想定しない。

冒頭宣言
評価要求

施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（溢水源及び溢水量の設定））
（第２Ｇｒ以降）

〇

21

溢水源となる配管については，破損形状を完全全周破断とした溢水量とし，溢水源となる容器については，
全保有水量を考慮した溢水量とする。
なお，地震による機器の破損が複数箇所で同時に発生する可能性を考慮し，地震動の検知による自動隔離機
能を有する場合を除き，隔離による漏えい停止は期待しない。

評価要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定） -

22
また，地震に起因する重大事故時の溢水量の算出については，上記の「基準地震動」を「基準地震動の1.2倍
の地震動」と読み替える。ただし，基準地震動の 1.2 倍の地震力に対して，耐震性が確保されない耐震Sク
ラス機器は溢水源として想定する。

評価要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定） -

23

6.4.4   その他の溢水
その他の溢水については，地震以外の自然現象やその波及的影響に伴う溢水，溢水防護区画内にて発生が想
定されるその他の漏えい事象を想定する。
具体的には，地下水の流入，降水のような MOX 燃料加工施設への直接的な影響と，飛来物等による屋外タン
ク等の破損のような間接的な影響，機器ドレン，機器損傷（配管以外），人的過誤及び誤操作を想定する。

冒頭宣言 基本方針
基本方針
設計方針（溢水源及び溢水量の設定））
（第２Ｇｒ以降）

〇

24
6.4.5   溢水量の算出
溢水量の算出に当たっては，溢水が生ずるとした機器について，防護すべき設備への溢水の影響が最も大き
くなるように評価する。

評価要求 施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（溢水源及び溢水量の設定））
（第２Ｇｒ以降）

〇

25
また，溢水量の算出において，隔離操作による漏えい停止を期待する場合には，漏えい停止までの適切な隔
離時間を考慮し，配管の破損箇所からの流出量と隔離後の溢水量として隔離範囲内の系統の保有水量を合算
して算出する。

評価要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定） -

26 なお，手動による漏えいの停止のために現場等を確認し操作する手順は，保安規定に定める。 運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定） -

27

6.5   溢水防護区画及び溢水経路の設定
溢水影響を評価するために，溢水防護区画を構成する壁，扉，堰，床段差等の設置状況を踏まえ，溢水防護
区画及び溢水経路を設定する。
溢水防護区画は，以下のとおり設定する。
（1）  防護すべき設備が設置されている全ての区画
（2）  中央監視室，制御第1室，制御第4室
（3）  運転員が，溢水が発生した区画を特定する又は必要により隔離等の操作が必要な設備にアクセスする
通路部（以下「アクセス通路部」という。）

冒頭宣言 基本方針
基本方針
設計方針（溢水源及び溢水量の設定））
（第２Ｇｒ以降）

〇

28
溢水防護区画は，壁，扉，堰，床段差等又はそれらの組合せによって他の区画と分離される区画として設定
し，溢水防護区画内外で発生を想定する溢水に対して，防護すべき設備の存在する溢水防護区画の水位が最
も高くなるように，より厳しい結果を与える経路を設定する。

評価要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定） -

29
なお，火災により貫通部の止水機能が損なわれる場合には，当該貫通部からの消火水の流入を考慮する。消
火活動により区画の扉を開放する場合は，開放した扉からの消火水の伝播を考慮した溢水経路とする。

評価要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水源及び溢水量の設定） -

工程室排気設備、グローブボッ
クス排気設備、代替グローブ
ボックス排気設備、遠隔消火装
置、混合酸化物貯蔵容器、緊急
時対策所等

影響評価　基本設計方針

影響評価　基本設計方針

影響評価　基本設計方針

影響評価　基本設計方針
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30

6.6   防護すべき設備を内包する建屋内で発生する溢水に関する評価及び防護設計方針
6.6.1   没水の影響に対する評価及び防護設計方針
発生を想定する溢水量，溢水防護区画及び溢水経路から算出される溢水水位と防護すべき設備が要求される
機能を損なうおそれがある高さ（以下「機能喪失高さ」という。）を比較し評価する。
防護すべき設備は，没水により要求される機能を損なうおそれがない設計とする。

冒頭宣言
評価要求

溢水評価対象の溢水防護対象設備およ
び溢水評価対象の重大事故等対処設備

基本方針
設計方針（溢水に関する評価及び防護設計
方針））（第２Ｇｒ以降）

〇

31
また，溢水の流入状態，溢水源からの距離，溢水が滞留している区画での人のアクセスによる一時的な水位
変動を考慮し，機能喪失高さは発生した溢水による水位に対して安全余裕を確保する設計とする。

機能要求②
溢水評価対象の溢水防護対象設備およ
び溢水評価対象の重大事故等対処設備

設計方針（溢水に関する評価及び防護設計
方針）

-

32

没水の影響により，防護すべき設備が溢水による水位に対し機能喪失高さを確保できないおそれがある場合
は，溢水水位を上回る高さまで，溢水経路に溢水により発生する水位や水圧に対して止水性（以下「止水
性」という。）を維持する壁及び堰により溢水伝播を防止する等の対策を実施する。
止水性を維持する溢水防護設備については，試験又は机上評価にて止水性を確認する設計とする。

設置要求
機能要求②
評価要求

堰
設計方針（溢水に関する評価及び防護設計
方針）

-

33
重大事故等対処設備については，可能な限り位置的分散を図るか，溢水水位を踏まえた位置に設置又は保管
することで，没水影響により設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は同様の機能を有する重大事
故等対処設備が同時に機能喪失しない設計とする。

機能要求①
評価要求

溢水評価対象の重大事故等対処設備
設計方針（溢水に関する評価及び防護設計
方針）

-

34

6.6.2   被水の影響に対する評価及び防護設計方針
溢水源からの直線軌道及び放物線軌道の飛散による被水，消火水による被水及び天井面の開口部若しくは貫
通部からの被水が，防護すべき設備に与える影響を評価する。
防護すべき設備は，被水に対する保護構造（以下「保護構造」という。）を有し，被水影響を受けても要求
される機能を損なうおそれがない設計とする。
保護構造を有さない場合は，要求される機能を損なうおそれがない配置設計又は被水の影響が発生しないよ
う当該設備が設置される溢水防護区画において水を用いない消火手段を採用する等の設計とする。
保護構造により要求される機能を損なうおそれがない設計とする設備については，評価された被水条件を考
慮しても要求される機能を損なうおそれがないことを設計時に確認する。

評価要求
機能要求

溢水評価対象の溢水防護対象設備およ
び溢水評価対象の重大事故等対処設備

基本方針
設計方針（溢水に関する評価及び防護設計
方針））（第２Ｇｒ以降）

〇

35
消火対象以外の設備への誤放水がないよう，消火水放水時に不用意な放水を行わない運用とすることとし保
安規定に定めて管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針
設計方針（溢水に関する評価及び防護設計
方針）

-

36
重大事故等対処設備については，可能な限り位置的分散を図る又は被水防護を行うことで，被水影響により
設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は同様の機能を有する重大事故等対処設備が同時に機能喪
失しない設計とする。

機能要求①
評価要求

溢水評価対象の重大事故等対処設備
設計方針（溢水に関する評価及び防護設計
方針）

-

37

6.6.3   蒸気放出の影響に対する評価及び防護設計方針
溢水防護区画内で発生を想定する漏えい蒸気，区画間を拡散する漏えい蒸気及び破損想定箇所近傍での漏え
い蒸気の直接噴出による影響について，設定した空調条件や解析区画条件により評価する。
蒸気曝露試験又は試験困難な場合に実施した机上評価により，防護すべき設備の健全性を確認した条件が，
漏えい蒸気による環境条件（温度，湿度及び圧力）を満足し，防護すべき設備が要求される機能を損なうお
それがない設計又は配置とする。

冒頭宣言
評価要求
機能要求②

溢水評価対象の溢水防護対象設備およ
び溢水評価対象の重大事故等対処設備

設計方針（溢水に関する評価及び防護設計
方針）

-

38

漏えい蒸気の影響により，防護される設備が要求される機能を損なうおそれがある場合は，漏えい蒸気影響
を緩和するための対策を実施する。
具体的には，蒸気の漏えいを早期に自動検知し，直ちに自動隔離を行うために，自動検知・遠隔隔離システ
ム（温度検知器，蒸気遮断弁）等を設置する。

設置要求 施設共通　基本設計方針
設計方針（溢水に関する評価及び防護設計
方針）

-

39
重大事故等対処設備については，可能な限り位置的分散を図る又は蒸気影響を緩和する対策を行うことで，
蒸気影響により設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は同様の機能を有する重大事故等対処設備
が同時に機能喪失しない設計とする。

機能要求①
評価要求

溢水評価対象の重大事故等対処設備
設計方針（溢水に関する評価及び防護設計
方針）

-

40

6.6.4    防護すべき設備を内包する燃料加工建屋外で発生する溢水に関する評価及び防護設計方針
防護すべき設備を内包する燃料加工建屋外で発生を想定する溢水である屋外タンク等で発生を想定する溢
水，地下水による影響を評価する。
具体的には，屋外に設置される屋外タンク等に関して，基準地震動による地震力で破損した場合に発生する
溢水が防護すべき設備を内包する燃料加工建屋内へ伝播しない設計とする。
また，地下水に対しては，燃料加工建屋外周部における壁（貫通部の止水処置を含む。），扉等により地下
水の流入による影響を評価する上で期待する範囲を境界とした防護すべき設備を内包する燃料加工建屋内へ
伝播しない設計とする。

評価要求 施設共通　基本設計方針
基本方針
設計方針（溢水に関する評価及び防護設計
方針）（第２Ｇｒ以降）

〇

41 止水性を維持する溢水防護設備については，試験又は机上評価にて止水性を確認する設計とする。 評価要求 堰
設計方針（溢水に関する評価及び防護設計
方針）

-

42
なお，地震に起因する重大事故等時の溢水量の算出については，上記の「基準地震動」を「基準地震動の
1.2 倍の地震動」と読み替える。

評価要求 施設共通　基本設計方針
設計方針（溢水に関する評価及び防護設計
方針）

-

43

6.7   溢水防護上期待する溢水防護設備の構造強度設計
溢水防護区画及び溢水経路の設定並びに溢水評価において期待する溢水防護設備の構造強度設計は，以下の
とおりとする。
溢水防護設備が要求される機能を維持するため，計画的に保守管理，点検を実施するとともに必要に応じ補
修を実施する。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針（溢水防護設備の構造強度設計） -

44
防護すべき設備が溢水による水位に対し機能喪失高さを確保できないおそれがある場合は，溢水水位を上回
る高さまで止水性を維持する壁及び堰については，基準地震動による地震力に対し，地震時及び地震後にお
いても，溢水伝播を防止する機能を損なうおそれがない設計とする。

機能要求② 堰 設計方針（溢水防護設備の構造強度設計） -

45
なお，地震を起因として発生する重大事故の対処に必要な重大事故等対処設備を防護するために必要な溢水
防護設備については，基準地震動の1.2倍の地震力に対し，安全性を損なうおそれがない設計とする。

機能要求② 堰 設計方針（溢水防護設備の構造強度設計） -

工程室排気設備、グローブボッ
クス排気設備、代替グローブ
ボックス排気設備、遠隔消火装
置、混合酸化物貯蔵容器、緊急
時対策所等

溢水防護設備　基本設計方針、
堰等

工程室排気設備、グローブボッ
クス排気設備、代替グローブ
ボックス排気設備、遠隔消火装
置、混合酸化物貯蔵容器、緊急
時対策所等
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項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 展開事項 展開先（小項目） 添付書類における記載

1

6.  加工施設内における溢水による損傷の防止
6.1    溢水防護に関する基本設計方針
安全機能を有する施設が，MOX 燃料加工施設内における溢水が発生した場合においても，その安全性を
確保するために，溢水に対して安全機能を損なわない方針とする。

基本方針 基本方針 基本方針

2

そのために，溢水防護に係る設計時に MOX 燃料加工施設内において発生が想定される溢水の影響を評価
（以下「溢水評価」という。）し， MOX 燃料加工施設内における溢水が発生した場合においても，安全
評価上機能を期待する安全上重要な機能を有する構築物，系統及び機器の機能を維持する設計とする。 基本方針 基本方針 基本方針

3

これらの機能を維持するために必要な設備（以下「溢水防護対象設備」という。）が，発生を想定する
没水，被水及び蒸気の影響を受けて，要求される安全機能を損なわない設計とする。

基本方針 基本方針 基本方針

4

重大事故等対処設備に期待する機能については，溢水影響を受けて設計基準事故に対処するための設備
の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，可能な限り設計基準事故に対処するため
の設備と位置的分散を図り設置又は保管する若しくは溢水に対して健全性を確保する設計とする。 基本方針 基本方針 基本方針

5

溢水影響に対し防護すべき設備（以下「防護すべき設備」という。）として溢水防護対象設備及び重大
事故等対処設備を設定する。 基本方針

機能要求②
溢水評価対象の安重設備および溢水評
価対象の重大事故等対処設備

基本方針

7

6.2   防護すべき設備の抽出
溢水によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施設を全ての安全機能を有する構
築物，系統及び機器とし，その上で事業許可基準規則及びその解釈並びに「原子力発電所の内部溢水影
響評価ガイド（平成25年6月19日　原規技発第13061913号　原子力規制委員会決定）」（以下「内部溢水
ガイド」という。）で安全機能の重要度，溢水から防護すべき安全機能等が定められていることを踏ま
え，全ての安全機能を有する構築物，系統及び機器の中から安全評価上機能を期待するものとして，MOX
燃料加工施設内部で想定される溢水に対して，臨界防止，閉じ込め等の安全機能を維持するために必要
な設備を防護すべき設備のうち溢水防護対象設備として，安全評価上機能を期待する安全上重要な機能
を有する構築物，系統及び機器を抽出する。

基本方針
機能要求②

溢水評価対象の安重設備 基本方針

12

6.3    考慮すべき溢水事象
溢水影響を評価するために，溢水評価では，溢水源として発生要因別に分類した以下の溢水を主として
想定する。溢水源及び溢水量としては，発生要因別に分類した以下の溢水を想定して評価することと
し，評価の条件については内部溢水ガイドを参考とする。
（1）   溢水の影響を評価するために想定する機器の破損等により生ずる溢水（以下「想定破損による
溢水」という。）
（2）  MOX 燃料加工施設内で生ずる異常状態（火災を含む。）の拡大防止のために設置される系統から
の放水による溢水（以下「消火水等の放水による溢水」という。）
（3）   地震に起因する機器の破損等により生ずる溢水（以下「地震起因による溢水」という。）
また，その他の要因による溢水として，地下水の流入，地震以外の自然現象，誤操作等により生ずる溢
水（以下「その他の溢水」という。）の影響も評価する。

基本方針 基本方針 基本方針

13

6.4   溢水源及び溢水量の設定
6.4.1    想定破損による溢水
想定破損による溢水は，内部溢水ガイドを参考に，一系統における単一の機器の破損を想定し，溢水源
となり得る機器は流体を内包する配管とし，配管の破損箇所を溢水源として想定する。

基本方針
評価要求

施設共通　基本設計方針 基本方針

18

6.4.2   消火水等の放水による溢水
消火水等の放水による溢水は，評価対象となる防護すべき設備が設置されている建屋(以下，「溢水防護
建屋」という。)内において，水を使用する消火設備である消火栓及び連結散水装置からの放水を溢水源
として想定する。

基本方針
評価要求

施設共通　基本設計方針 基本方針

20

6.4.3   地震起因による溢水
地震起因による溢水は，耐震Sクラス機器は基準地震動による地震力によって破損は生じないことから，
流体を内包する系統のうち，基準地震動による地震力に対する耐震性が確認されていない耐震B，Cクラ
スに属する系統を溢水源として想定する。
ただし，耐震B，Cクラスであっても基準地震動による地震力に対して耐震性が確保されるものについて
は，溢水源として想定しない。

基本方針
評価要求

施設共通　基本設計方針 基本方針

23

6.4.4   その他の溢水
その他の溢水については，地震以外の自然現象やその波及的影響に伴う溢水，溢水防護区画内にて発生
が想定されるその他の漏えい事象を想定する。
具体的には，地下水の流入，降水のような MOX 燃料加工施設への直接的な影響と，飛来物等による屋外
タンク等の破損のような間接的な影響，機器ドレン，機器損傷（配管以外），人的過誤及び誤操作を想
定する。

基本方針 基本方針 基本方針

24

6.4.5   溢水量の算出
溢水量の算出に当たっては，溢水が生ずるとした機器について，防護すべき設備への溢水の影響が最も
大きくなるように評価する。

評価要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

27

6.5   溢水防護区画及び溢水経路の設定
溢水影響を評価するために，溢水防護区画を構成する壁，扉，堰，床段差等の設置状況を踏まえ，溢水
防護区画及び溢水経路を設定する。
溢水防護区画は，以下のとおり設定する。
（1）  防護すべき設備が設置されている全ての区画
（2）  中央監視室，制御第1室，制御第4室
（3）  運転員が，溢水が発生した区画を特定する又は必要により隔離等の操作が必要な設備にアクセス
する通路部（以下「アクセス通路部」という。）

基本方針 基本方針 基本方針

30

6.6   防護すべき設備を内包する建屋内で発生する溢水に関する評価及び防護設計方針
6.6.1   没水の影響に対する評価及び防護設計方針
発生を想定する溢水量，溢水防護区画及び溢水経路から算出される溢水水位と防護すべき設備が要求さ
れる機能を損なうおそれがある高さ（以下「機能喪失高さ」という。）を比較し評価する。
防護すべき設備は，没水により要求される機能を損なうおそれがない設計とする。

基本方針
評価要求

溢水評価対象の溢水防護対象設備およ
び溢水評価対象の重大事故等対処設備

基本方針

34

6.6.2   被水の影響に対する評価及び防護設計方針
溢水源からの直線軌道及び放物線軌道の飛散による被水，消火水による被水及び天井面の開口部若しく
は貫通部からの被水が，防護すべき設備に与える影響を評価する。
防護すべき設備は，被水に対する保護構造（以下「保護構造」という。）を有し，被水影響を受けても
要求される機能を損なうおそれがない設計とする。
保護構造を有さない場合は，要求される機能を損なうおそれがない配置設計又は被水の影響が発生しな
いよう当該設備が設置される溢水防護区画において水を用いない消火手段を採用する等の設計とする。
保護構造により要求される機能を損なうおそれがない設計とする設備については，評価された被水条件
を考慮しても要求される機能を損なうおそれがないことを設計時に確認する。

評価要求
機能要求

溢水評価対象の溢水防護対象設備およ
び溢水評価対象の重大事故等対処設備

基本方針

40

6.6.4    防護すべき設備を内包する燃料加工建屋外で発生する溢水に関する評価及び防護設計方針
防護すべき設備を内包する燃料加工建屋外で発生を想定する溢水である屋外タンク等で発生を想定する
溢水，地下水による影響を評価する。
具体的には，屋外に設置される屋外タンク等に関して，基準地震動による地震力で破損した場合に発生
する溢水が防護すべき設備を内包する燃料加工建屋内へ伝播しない設計とする。
また，地下水に対しては，燃料加工建屋外周部における壁（貫通部の止水処置を含む。），扉等により
地下水の流入による影響を評価する上で期待する範囲を境界とした防護すべき設備を内包する燃料加工
建屋内へ伝播しない設計とする。

評価要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

基本方針
第１回申請では基本方針に係る項目のみが対象であり、仕様表への展開、添付説明書で示すべき詳細設計
に係る事項がないため、添付書類を添付し、詳細設計に係る事項は対象となる設備を申請する際に示す旨
を記載する。

Ⅴ-1-1-7　加工施設内における溢水による
損傷の防止に関する説明書

476



添付−10
発電炉⼯認（東海第⼆）−MOX 燃料加⼯施設設⼯認 記載⽐較 

【Ⅴ-1-1-1-3-1 火山への配慮に関する基本方針】 

発電炉（東海第二） MOX 燃料加工施設 
1. 概要

本資料は，発電用原子炉施設の火山防護設計が「実用発

電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」

（以下「技術基準規則」という。）第 7 条及びその「実用

発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則

の解釈」（以下「解釈」という。）に適合することを説明し，

技術基準規則第 54 条及びその解釈に規定される「重大事

故等対処設備」を踏まえた重大事故等対処設備への配慮に

ついても説明するものである。 

2. 火山防護に関する基本方針

2.1 基本方針

 発電用原子炉施設の火山防護設計は，設計基準対象施設

については想定される火山事象によりその安全性を損な

うおそれがないこと，重大事故等対処設備については想定

される火山事象により重大事故等に対処するために必要

な機能が損なわれるおそれがないことを目的とし，技術基

準規則に適合するように設計する。 

 想定される火山事象は，発電所の運用期間中において発

電所の安全機能に影響を及ぼし得るとして設置（変更）許

可を受けた「降下火砕物」であり，直接的影響及び間接的

影響について考慮する。 

 添付書類「Ⅴ-1-1-2-1-1 発電用原子炉施設に対する自

然現象等による損傷の防止に関する基本方針」の

「3.1.1(6) 積雪」で設定している設計に従って，火山事

象と同様に施設に堆積する積雪の影響について確認する。

確認結果については，本資料に示す。 

2.1.1 降下火砕物より防護すべき施設 

添付書類「Ⅴ-1-1-2-1-1 発電用原子炉施設に対する自

1. 概要

本資料は，MOX 燃料加工施設の火山防護設計が「加工

施設の技術基準に関する規則」(以下，「技術基準規則」

という。)第八条に適合することを説明し，技術基準規

則第三十条に規定される「重大事故等対処設備」を踏

まえた重大事故等対処設備への配慮についても説明す

るものである。 

2. 火山防護に関する基本方針

2.1   基本方針

MOX 燃料加工施設の火山防護設計は，安全機能を有す

る施設については想定される火山事象によりその安全

性を損なわないこと，重大事故等対処設備については

想定される火山事象により重大事故等に対処するため

に必要な機能が損なわないことを目的とし，技術基準

規則に適合するように設計する。

想定される火山事象は，MOX 燃料加工施設の運用期間

中において MOX 燃料加工施設の安全機能に影響を及ぼ

し得るとして事業許可(変更許可)を受けた降下火砕物

であり，その直接的影響及び間接的影響について考慮

する。

2.1.1   降下火砕物より防護すべき施設 

安全機能を有する施設のうち，降下火砕物から防護
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然現象等による損傷の防止に関する基本方針」の「2.3 外

部からの衝撃より防護すべき施設」に示す外部からの衝撃

より防護すべき施設を踏まえて，降下火砕物より防護すべ

き施設は，外部事象防護対象施設及び重大事故等対処設備

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 設計に用いる降下火砕物特性 

 敷地において考慮する火山事象として，設置（変更）許

可を受けた層厚 50 cm，粒径 8.0mm 以下，密度 0.3 g/cm3

（乾燥状態）～1.5 g/cm3（湿潤状態）の降下火砕物を設

計条件として設定する。その特性を表 2-1 に示す。 

なお，粒径が 8 mm 以上の降下火砕物の影響については，

含まれる割合が小さいこと及び粒径が 8 mm 以上の降下火

砕物が少量混入したとしても降下火砕物は砂より硬度が

低くもろいため砕けて施設等に損傷を与えることはない

ことから考慮する必要はない。また，大気中においては水

分が混ざることで凝集する場合が凝集しない。 

 

 

 

 

する施設(以下「降下火砕物防護対象施設」という。)と

しては，安全評価上その機能を期待する構築物，系統

及び機器を漏れなく抽出する観点から，安全上重要な

構築物，系統及び機器を抽出し，降下火砕物により臨

界防止及び閉じ込め等の安全機能を損なわないよう機

械的強度を有すること等により，安全機能を損なわな

い設計とする。 

上記に含まれない安全機能を有する施設について

は，降下火砕物に対して機能を維持すること若しくは

降下火砕物による損傷を考慮して代替設備により必要

な機能を確保すること，安全上支障がない期間での修

理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることに

より，その安全機能を損なわない設計とする。 

降下火砕物より防護すべき施設は，降下火砕物防護

対象施設及び重大事故等対象設備とする。 

 

2.1.2   設計に用いる降下火砕物特性 

MOX 燃料加工施設における降下火砕物の設計条件に

ついては，事業許可(変更許可)を受けた層厚 55cm，密

度 1.3g/cm3(湿潤状態)として設定する。その特性値を

第 2.1.2-1 表に示す。 

 降下火砕物の特徴としては，以下のものがある。 

・火山ガラス片及び鉱物結晶片から成る。ただし，砂よ

りもろく硬度は小さい。 

・亜硫酸ガス，硫化水素，ふっ化水素等の毒性及び腐食

性のある火山ガス成分が付着している。ただし，直ち

に金属腐食を生じさせることはない。 

・水に濡れると導電性を生じる。 

・湿った降下火砕物は，乾燥すると固結する。 

・降下火砕物の粒子の融点は，一般的な砂と比べ約

1000℃と低い。 

 

 

 

 

 

 

 

当社固有の設計上の考慮であ

り、新たな論点が生じるもので

はない。 
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2.1.3 降下火砕物の影響に対する設計方針 

 降下火砕物の影響を考慮する各施設において，考慮する

直接的影響因子が異なることから，降下火砕物の影響を考

慮する施設と影響因子との組合せを行う。 

 

 

 

 

 

 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定については，添

付書類「Ⅴ-1-1-2-4-2 降下火砕物の影響を考慮する施設

の選定」に示す。降下火砕物の影響を考慮する施設と影響

因子との関連については，添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-3 降下

火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」に示す。 

 

 

 選定した降下火砕物の影響を考慮する施設及び影響因

子について，「2.1.2 設計に用いる降下火砕物特性」にて

設定している降下火砕物に対する火山防護設計を実施す

る。設計は添付書類「Ⅴ-1-1-2-1-1 発電用原子炉施設に

対する自然現象等による損傷の防止に関する基本方針」の

「4. 組合せ」で設定している自然現象の組合せに従って，

自然現象のうち，風（台風）及び積雪の荷重との組合せを

考慮する。 

地震については，基準地震動の震源と火山とは十分な距離

 
 

2.1.3   降下火砕物の影響に対する設計方針 

降下火砕物防護対象施設に係る降下火砕物の影響に

ついて評価を行う施設(以下，「設計対処施設」という。)

及び重大事故等対象設備に係る降下火砕物の影響を考

慮する施設(以下，「降下火砕物の影響を考慮する施設」

という。)において，考慮する直接的影響因子が異なる

ことから，設計対処施設及び降下火砕物の影響を考慮

する施設に関連する影響因子の組合せを設定する。 

 

設計対処施設及び降下火砕物の影響を考慮する施設

の選定については，添付書類「Ⅴ-1-1-1-3-2 降下火砕

物の影響を考慮する施設の選定」に示す。設計対処施

設及び降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子と

の関連については，添付書類「Ⅴ-1-1-1-3-3 設計対処

施設及び降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方

針」に示す。 

選定した設計対処施設及び降下火砕物の影響を考慮

する施設及び影響因子について，「2.1.2 設計に用い

る降下火砕物特性」にて設定している降下火砕物に対

する火山防護設計を実施する。設計においては，添付

書類「Ⅴ-1-1-1-1-1 加工施設の自然現象等による損

傷の防止に関する基本方針」の「4. 組合せ」で設定し

ている自然現象の組合せに従って，自然現象のうち，

風(台風)及び積雪の荷重との組合せを考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書 添付書

類三において、火山性地震につ
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があることから独立事象として扱いそれぞれの頻度が十

分小さいこと，火山性地震については火山と敷地とは十分

な距離があることから火山性地震とこれに関連する事象

による影響はないと判断し，地震との組合せを考慮しな

い。 

 

 

 

重大事故等対処設備は，添付書類「Ⅴ-1-1-6 安全設備及

び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健

全性に関する説明書」の環境条件を考慮し設計する。詳細

な設計については，添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-3 降下火砕物

の影響を考慮する施設の設計方針」に示す。 

 

 

 

(1) 設計方針 

a. 構造物への荷重に対する設計方針 

 屋外に設置し，降下火砕物が堆積しやすい構造を有する

外部事象防護対象施設は，降下火砕物による荷重，風（台

風）及び積雪を考慮した荷重に対し，その安全性を損なう

おそれがない設計とする。 

 

 

なお，運用により降下火砕物を適宜除去することから，降

下火砕物による荷重については複数回堆積することを想

定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備は，添付書類「Ⅴ-1-1-4 安全機

能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される

条件の下における健全性に関する説明書」※の環境条

件を考慮し設計する。詳細な設計については，添付書

類「Ⅴ-1-1-1-3-3 設計対処施設及び降下火砕物の影

響を考慮する施設の設計方針」に示す。 

※ 第 1 回申請における対象設備はない。 

 

(1)  設計方針 

a. 構造物への荷重に対する設計方針 

降下火砕物に対する防護設計を行うために，降下火

砕物を湿潤状態とした場合における荷重，個々の設計

対処施設及び降下火砕物の影響を考慮する施設に通常

時に作用している荷重，運転時荷重及び火山と同時に

発生し得る自然現象による荷重を組み合わせた荷重

(以下「設計荷重(火山)」という。)を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

いては、火山と敷地とは十分な

離隔があり、施設に影響を及ぼ

す可能性は十分小さいと評価

しており、当社側に火山性地震

に関する記載がないことによ

り新たな論点が生じるもので

はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電所側の複数回堆積すると

いう主旨が荷重等の評価条件

に反映されているものではな

いことから、記載の展開はひつ

ようない。また、該当項目が当

社側に記載されていないこと

により新たな論点が生じるも

のではない。 
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 降下火砕物が堆積しやすい構造を有する降下火砕物よ

り防護すべき施設を内包する施設は，想定する降下火砕物

による荷重，風（台風）及び積雪を考慮した荷重に対し，

施設に内包される降下火砕物より防護すべき施設の必要

な機能を損なうおそれがない設計とする。 

 

 屋外の重大事故等対処設備は，降下火砕物堆積時におい

て，降下火砕物による荷重に対して，重大事故等に対処す

るために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とす

る。 

 降下火砕物の荷重は湿潤状態の 7355 N/m2 とする。な

お，積雪単独の堆積荷重は 600N/m2（積雪量：30 cm）であ

るため，積雪の設計は火山の設計に包絡される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は，設計荷重

(火山)に対し，建屋に収納される降下火砕物防護対象

施設の必要な機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

屋外の重大事故等対処設備は，降下火砕物堆積時にお

いて，降下火砕物による荷重に対して，重大事故等に

対処するために必要な機能を損なわない設計とする。 

 

降下火砕物の荷重は湿潤状態の 7150N/m2 とする。な

お，積雪単独の堆積荷重は 5700N/m2(積雪量：190cm)で

あるため，積雪の設計は火山の設計に包絡される。 

なお，当該施設に堆積する降下火砕物を適切に除去

する手順を整備することを保安規定に定める。 

 

 

 

 

 

ｂ．構造物への粒子の衝突に対する設計方針 

構造物への粒子の衝突を考慮する施設は，構造物へ

の降下火砕物の粒子の衝突の影響により，安全機能を

損なわない設計とする。 

なお，粒子の衝撃荷重による影響については，竜巻

の設計飛来物の影響に包絡される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該記載については、発電炉で

は別の項目「2) 荷重の組合せ

及び許容限界に展開されてお

り、記載する項目に差異はない

ことから、新たな論点が生じる

ものではない。 

粒子の衝突に対する設計方針

に係る記載が発電炉側にはな

いが、「降下火砕物が少量混入

したとしても降下火砕物は砂

より硬度が低くもろいため砕

けて施設等に損傷を与えるこ

とはないことから考慮する必

要はない」を前提としたもので

あり、当該差異により新たな論

点が生じるものではない。 
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b. 閉塞に対する設計方針 

 水循環系の閉塞を考慮する施設並びに換気系，電気系及

び計測制御系における閉塞を考慮する施設は，想定する降

下火砕物による閉塞に対し，機能を損なうおそれがないよ

う閉塞しない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 摩耗に対する設計方針 

 水循環系，換気系，電気系及び計測制御系における摩耗

を考慮する施設は，想定する降下火砕物による摩耗に対

し，機能を損なうおそれがないよう摩耗しにくい設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. 腐食に対する設計方針 

 構造物，水循環系，換気系，電気系及び計測制御系にお

ける腐食を考慮する施設は，想定する降下火砕物による腐

食に対し，機能を損なうおそれがないよう腐食しにくい設

計とする。 

 

c. 閉塞に対する設計方針 

換気系，電気系及び計装制御系における閉塞を考慮

する施設は，降下火砕物の侵入を防止することにより，

降下火砕物を含む空気による流路の閉塞を防止し，安

全機能を損なわない設計とする。 

なお，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋にお

いては，フィルタ類の交換又は清掃の手順を整備する

ことを保安規定に定める。 

また，非常用所内電源設備の非常用発電機に対して

は降下火砕物用フィルタの追加設置など，さらなる降

下火砕物対策の実施についての手順を整備することを

保安規定に定める。 

 

d. 磨耗に対する設計方針 

換気系，電気系及び計装制御系における磨耗を考慮

する施設は，降下火砕物の侵入を防止することにより，

降下火砕物による磨耗を防止し，安全機能を損なわな

い設計とする。 

なお，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋にお

いては，フィルタ類の交換又は清掃の手順を整備する

ことを保安規定に定める。 

また，非常用所内電源設備の非常用発電機に対して

は降下火砕物用フィルタの追加設置など，さらなる降

下火砕物対策の実施についての手順を整備することを

保安規定に定める。 

 

e. 腐食に対する設計方針 

構造物，換気系，電気系及び計装制御系における腐

食を考慮する施設は，降下火砕物の侵入を防止するこ

と，塗装及び腐食し難い金属の使用又は防食処理によ

り，降下火砕物に含まれる腐食性のあるガスによる化

学的影響(腐食)を防止し，安全機能を損なわない設計

 

 

 

 

 

当該記載については、発電炉で

は別の添付書類で展開してお

り、当該記載の差異により新た

な論点が生じるものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該記載については、発電炉で

は別の添付書類で展開してお

り、当該記載の差異により新た

な論点が生じるものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

482



発電炉（東海第二） MOX 燃料加工施設  
 

 

 屋外の重大事故等対処設備は，降下火砕物の降下時にお

いて，想定する降下火砕物による腐食に対して，重大事故

等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがな

いよう腐食しにくい設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

e. 発電所周辺の大気汚染に対する設計方針 

 発電所周辺の大気汚染を考慮する施設は，想定する降下

火砕物による大気汚染に対し，機能を損なうおそれがない

よう降下火砕物が侵入しにくい設計とする。 

 

 

 

f. 絶縁低下に対する設計方針 

 絶縁低下を考慮する施設は，想定する降下火砕物による

絶縁低下に対し，機能を損なうおそれがないよう降下火砕

物が侵入しにくい設計とする。 

 

g. 間接的影響に対する設計方針 

 間接的影響を考慮する施設は，想定する降下火砕物によ

る間接的影響である長期（7日間）の外部電源喪失，発電

所外における交通の途絶及び発電所内における交通の途

絶によるアクセス制限事象に対し，発電用原子炉及び使用

済燃料プールの安全性を損なわない設計とする。 

 

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

なお，降下火砕物堆積後の長期的な腐食の影響につ

いては，堆積した降下火砕物の除去後に点検し，必要

に応じて修理を行うこと並びに日常的な保守及び修理

の手順を整備することを保安規定に定める。 

 

 

f. 中央監視室等の大気汚染に対する設計方針 

敷地周辺の大気汚染に対して，全工程停止及びグロ

ーブボックス排風機以外の送排風機を停止し，MOX燃料

加工施設を安定な状態に移行する措置を講ずるととも

に，施設の監視が適時実施できるように，資機材を確

保し手順を整備することを保安規定に定める。 

 

g. 絶縁低下に対する設計方針 

絶縁低下を考慮する施設は，降下火砕物の侵入を防

止することにより，降下火砕物による絶縁低下を防止

し，安全機能を損なわない設計とする。 

 

h. 間接的影響に対する設計方針 

間接的影響を考慮する施設は，想定する降下火砕物

による間接的影響である長期(7日間)の外部電源喪失，

敷地外における交通の途絶及び敷地内における交通の

途絶によるアクセス制限事象に対し，安全機能を損な

わない設計とする。 

 

 

当社では重大事故等対処設備

に対して腐食の考慮の必要が

ないことから記載を追加する

必要はなく、記載の差異により

新たな論点が生じることはな

い。 

当該記載については、発電炉で

は別の項目に展開されており、

記載の差異により新たな論点

が生じるものではない。 
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(2) 荷重の組合せ及び許容限界 

 添付書類「Ⅴ-1-1-2-1-1 発電用原子炉施設に対する自

然現象等による損傷の防止に関する基本方針」の「4. 組

合せ」で設定している自然現象の組合せに従って，降下火

砕物，積雪及び風（台風）の荷重の組合せを考慮する。 

 構造物への荷重に対しては，降下火砕物による荷重とそ

の他の荷重の組合せを考慮して構造強度評価を行い，その

結果がそれぞれ定める許容限界以下となるよう設計する。 

  

 

建築基準法における積雪の荷重の考え方に準拠し，降下火

砕物の降下から 30 日以内に降下火砕物を適切に除去する

ことを保安規定に定め管理することで，降下火砕物による

荷重を短期に生じる荷重とし，設備及び防護対策施設につ

いては，機能設計上の性能目標を満足するようにおおむね

弾性状態に留まることを許容限界とする。また，建屋につ

いては，機能設計上の性能目標を満足するように，建屋を

構成する部位ごとに応じた許容限界を設 

定する。 

  

設計に用いる降下火砕物，積雪及び風（台風）の組合せを

考慮した荷重の算出については，添付書類「Ⅴ-3-別添 2-

 

MOX 燃料加工施設の運転に影響を及ぼすと予見され

る場合には，全工程停止及びグローブボックス排風機

以外の送排風機を停止し，火災による閉じ込め機能の

不全を防止するために必要な安全上重要な施設へ 7 日

間の電力を供給する措置を講ずる手順を整備すること

を保安規定に定める。 

なお，敷地内の道路において降下火砕物が堆積した

場合には，降灰後に除灰作業を実施し復旧する手順を

整備することを保安規定に定める。 

 

(2)  荷重の組合せ及び許容限界 

添付書類「Ⅴ-1-1-1-1-1 加工施設の自然現象等に

よる損傷の防止に関する基本方針」の「4. 組合せ」で

設定している自然現象の組合せに従って，降下火砕物，

積雪及び風(台風)の荷重の組合せを考慮する。 

構造物への荷重に対しては，降下火砕物の堆積によ

る荷重とその他の荷重の組合せを考慮して構造強度評

価を行い，その結果がそれぞれ定める許容限界以下と

なるよう設計する。 

建築基準法における積雪の荷重の考え方に準拠し，

降下火砕物を適切に除去する手順を整備することを保

安規定に定めることで，降下火砕物の堆積による荷重

を短期に生じる荷重とし，設備については，安全上適

切と認められる規格及び基準(「原子力発電所耐震設計

技術指針 JEAG4601-1987」((社)日本電気協会)等)又は

試験等で妥当性が確認されている許容限界とする。ま

た，建屋については，機能設計上の性能目標を満足す

るように，建屋を構成する部位ごとに応じた許容限界

を設定する。 

設計に用いる降下火砕物，積雪及び風(台風)の組合

せを考慮した荷重の算出については，添付書類「Ⅳ-3-

 

当社固有の運用上考慮すべき

事項であり、記載の差異により

新たな論点が生じるものでは

ない。 

 

 

記載箇所の違いによるもので

あり、記載の差異により新たな

論点が生じるものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短期荷重とする根拠に係る記

載の有無に差が生じているこ

とから、添付書類の記載を見直

すか、新たな論点として管理す

る必要がある。 
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1 火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」及び添

付書類「Ⅴ-3-別添 2-2 防護対策施設の強度計算の方針」

に示す。 

a. 荷重の種類 

(a) 常時作用する荷重 

 常時作用する荷重としては，持続的に生じる荷重である

自重及び積載荷重を考慮する。 

(b) 降下火砕物による荷重 

 湿潤状態の降下火砕物が堆積した場合の荷重を考慮す

る。ただし，この荷重は短期荷重とする。 

(c) 積雪荷重 

 添付書類「Ⅴ-1-1-2-1-1 発電用原子炉施設に対する自

然現象等による損傷の防止に関する基本方針」の「4. 組

合せ」で設定している自然現象の組合せに従って，積雪荷

重を考慮する。ただし，この荷重は短期荷重とする。 

(d) 風荷重 

 添付書類「Ⅴ-1-1-2-1-1 発電用原子炉施設に対する自

然現象等による損傷の防止に関する基本方針」の「4. 組

合せ」で設定している自然現象の組合せに従って，風荷重

を考慮する。ただし，この荷重は短期荷重とする。 

(e) 運転時の状態で作用する荷重 

 運転時の状態で作用する荷重としては，ポンプのスラス

ト荷重等の運転時荷重を考慮する。 

 

b. 荷重の組合せ 

(a) 降下火砕物の影響を考慮する施設における荷重の組

合せとしては，設計に用いる常時作用する荷重，降下火砕

物による荷重，積雪荷重，風荷重及び運転時の状態で作用

する荷重を適切に考慮する。 

 

(b) 常時作用する荷重，積雪荷重，風荷重及び運転時の状

態で作用する荷重については，組み合わせることで降下火

1 火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示

す。 

 

a. 荷重の種類 

(a) 通常時に作用している荷重 

通常時に作用している荷重としては，持続的に生じる

荷重である自重，積載荷重を考慮する。 

(b) 降下火砕物の堆積による荷重 

湿潤状態の降下火砕物が堆積した場合の荷重を考慮す

る。ただし，この荷重は短期荷重とする。 

(c) 積雪荷重 

添付書類「Ⅴ-1-1-1-1-1 加工施設の自然現象等によ

る損傷の防止に関する基本方針」の「4. 組合せ」で設

定している自然現象の組合せに従って，積雪荷重を考

慮する。ただし，この荷重は短期荷重とする。 

(d) 風荷重 

添付書類「Ⅴ-1-1-1-1-1 加工施設の自然現象等によ

る損傷の防止に関する基本方針」の「4. 組合せ」で設

定している自然現象の組合せに従って，風荷重を考慮

する。ただし，この荷重は短期荷重とする。 

(e) 運転時の状態で施設に作用する荷重 

運転時の状態で施設に作用する荷重として，考慮す

る荷重はない。 

 

b. 荷重の組合せ 

(a) 設計対処施設及び降下火砕物の影響を考慮する

施設における荷重の組合せとしては，設計に用いる通

常時に作用している荷重，降下火砕物の堆積による荷

重，積雪荷重及び風荷重を適切に考慮する。 

 

(b) 通常時に作用している荷重，積雪荷重及び風荷重

については，組み合わせることで降下火砕物の堆積に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作用する荷重の考慮に係る差

異であり、考慮する必要のない

根拠については、補足説明が必

要な事項として整理する。 

485



発電炉（東海第二） MOX 燃料加工施設  
砕物による荷重の抗力となる場合には，保守的に組合せな

いことを基本とする。 

 

(c) 設計に用いる降下火砕物による荷重，風荷重及び積

雪荷重については，対象とする施設の設置場所，その他の

環境条件によって設定する。 

 

c. 許容限界 

 降下火砕物による荷重及びその他の荷重に対する許容

限界は，「原子力発電所耐震設計技術指針ＪＥＡＧ４６０

１-1987」（（社）日本電気協会）等の安全上適切と認めら 

れる規格及び基準等で妥当性が確認されている値を用い

て，降下火砕物が堆積する期間を考慮し設定する。 

 添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-3 降下火砕物の影響を考慮する

施設の設計方針」の「3.2 影響因子を考慮した施設分類」

において選定する構造物への静的負荷を考慮する施設の

うち，設備及び防護対策施設については，当該構造物全体

の変形能力に対して十分な余裕を有するように，設備及び

防護対策施設を構成する材料がおおむね弾性状態に留ま

ることを基本とする。 

構造物への静的負荷を考慮する施設のうち，建屋について

は，内包する防護すべき施設に降下火砕物を堆積させない

機能に加え原子炉建屋原子炉棟は放射性物質の閉じ込め

機能及び放射線の遮蔽機能を維持できるよう，建屋を構成

する部位ごとに応じた許容限界を設定する。 

 許容限界の詳細については，添付書類「Ⅴ-3-別添 2-1 

火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」及び添付書

類「Ⅴ-3-別添 2-2 防護対策施設の強度計算の方針」に示

す。 

よる荷重の抗力となる場合には，保守的に組合せない

ことを基本とする。 

 

(c) 設計に用いる降下火砕物の堆積による荷重，積雪

荷重及び風荷重については，対象とする施設の設置場

所，その他の環境条件によって設定する。 

 

c. 許容限界 

降下火砕物の堆積による荷重及びその他の荷重に対

する許容限界は，「原子力発電所耐震設計技術指針

JEAG4601-1987」((社)日本電気協会)等の安全上適切と

認められる規格及び基準等で妥当性が確認されている

値を用いて，降下火砕物が堆積する期間を考慮し設定

する。 

添付書類「Ⅴ-1-1-1-3-3 設計対処施設及び降下火砕

物の影響を考慮する施設の設計方針」の「3.2 影響因

子を考慮した施設分類」において選定する構造物への

静的負荷を考慮する施設のうち，設備については，許

容荷重が設計荷重(火山)に対して安全余裕を有するこ

とにより構造健全性を失わないことを基本とする。 

構造物への静的負荷を考慮する施設のうち，建屋につ

いては，収納する降下火砕物対象施設に降下火砕物を

堆積させない機能を維持できるよう，建屋を構成する

部位ごとに応じた許容限界を設定する。 

 

許容限界の詳細については，添付書類「Ⅳ-3-1 火

山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示す。 
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【Ⅴ-1-1-1-3-2 設計対処施設及び降下火砕物の影響を考慮する施設の選定】 

発電炉（東海第二） MOX 燃料加工施設 発電炉との違い 
1. 概要 
 本資料は，添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-1 火山への配慮に関す
る基本方針」に示す降下火砕物の影響に対する設計方針
を踏まえて，降下火砕物の影響を考慮する施設の選定に
ついて説明するものである。 
 
2. 選定の基本方針 
 降下火砕物の影響について評価を行う施設（以下「降下
火砕物の影響を考慮する施設」という。）は，その設置状
況や構造等により以下のとおり選定する。 
 降下火砕物より防護すべき施設のうち．外部事象防護
対象施設に係る降下火砕物の影響を考慮する施設は以下
により選定する。 
 屋外に設置している外部事象防護対象施設のうち，降
下火砕物が堆積するものについては，降下火砕物の影響
を考慮する施設として選定する。 
  
 
 
 
屋内に設置している外部事象防護対象施設は，建屋にて
防護されており直接降下火砕物とは接触しないため，外
部事象防護対象施設の代わりに外部事象防護対象施設を
内包する建屋を降下火砕物の影響を考慮する施設として

1. 概要 
本資料は，添付書類「Ⅴ-1-1-1-3-1 火山への配慮に関

する基本方針」に示す降下火砕物の影響に対する設計方針
を踏まえて，降下火砕物の影響を考慮する施設の選定につ
いて説明するものである。 

 
2. 選定の基本方針 
設計対処施設及び降下火砕物の影響を考慮する施設は，

その設置状況や構造等により以下のとおり選定する。 
降下火砕物防護対象施設に係る設計対処施設は以下に

より選定する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
屋内に設置している降下火砕物防護対象施設は，建屋に

て防護されており直接降下火砕物とは接触しないため，降
下火砕物防護対象施設の代わりに降下火砕物防護対象施
設を収納する建屋を設計対処施設として選定する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記載箇所の違いによるもの
であり、新たな論点が生じ
るものではない。以降に重
大事故等対処設備に関する
記載があることから、同様
の記載を追加する。 
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発電炉（東海第二） MOX 燃料加工施設 発電炉との違い 
選定する。 

ただし，降下火砕物を取り込むおそれがある屋内の外
部事象防護対象施設については，降下火砕物の影響を考
慮する施設として選定する。 
 
 
 
 
 降下火砕物の影響による機能的な波及的影響を考慮
し，外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設を
内包する建屋（以下「外部事象防護対象施設等」という。）
が，降下火砕物の影響をうけた外部事象防護対象施設以
外の施設により機能的な波及的影響を受けるおそれがあ
る場合は，外部事象防護対象施設等に影響を及ぼす可能
性のある外部事象防護対象施設以外の施設を，波及的影
響を及ぼし得る施設として選定する。 
 
 降下火砕物より防護すべき施設のうち，重大事故等対
処設備に係る降下火砕物の影響を考慮する施設は以下に
より選定する。 
 屋外に設置している重大事故等対処設備は，直接降下
火砕物と接触するため，降下火砕物の影響を考慮する施
設として選定する。 
 屋内に設置している重大事故等対処設備は，建屋にて

 
降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対

象施設を設計対処施設として選定する。 
外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機

構を有する降下火砕物防護対象施設を設計対処施設とし
て選定する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
重大事故等対処設備に係る降下火砕物の影響を考慮す

る施設は以下により選定する。 
 
屋内に設置している重大事故等対処設備は，建屋にて防

護されることから，重大事故等対処設備を収納する建屋を
降下火砕物の影響を考慮する施設として選定する。 

降下火砕物を含む空気の流路となる重大事故等対処設

 
 
 
 
 
 
 
波及的影響を考慮する施設
の選定に係る記載に差が生
じているが、防護対象施設
の選定において、同様の考
慮を行っていることから、
記載の差異により新たな論
点が生じるものではない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

488



発電炉（東海第二） MOX 燃料加工施設 発電炉との違い 
防護されることから，重大事故等対処設備の代わりに重
大事故等対処設備を内包する建屋を降下火砕物の影響を
考慮する施設として選定する。 
  
 
外部事象防護対象施設の安全性を損なわないように設置
する防護対策施設は，降下火砕物が堆積することを考慮
し，降下火砕物の影響を考慮する施設として選定する。 
 降下火砕物より防護すべき施設に対する降下火砕物の
間接的影響を考慮し，発電用原子炉及び使用済燃料プー
ルの安全性に間接的に影響を与える可能性がある非常用
電源設備を，降下火砕物の影響を考慮する施設として選
定する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定 
 「2. 選定の基本方針」に示す選定方針を踏まえて，降
下火砕物の影響を考慮する施設を以下のとおり選定す

備を降下火砕物の影響を考慮する施設として選定する。 
屋外に設置している常設重大事故等対処設備は，直接降

下火砕物と接触するため，降下火砕物の影響を考慮する施
設として選定する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常

設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設以外の安
全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備
は，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支
障のない期間で修理の対応を行うこと，関連する⼯程の停
止等又はこれらを適切に組み合わせることにより，その機
能を確保する設計とする。 

 
3. 設計対処施設及び降下火砕物の影響を考慮する施設
の選定 

「2. 選定の基本方針」に示す選定方針を踏まえて，設

 
 
 
 
防護対策施設に係る記載に
差があるが、当社には防護
対策施設に該当する施設が
ないため、当該記載の差異
により新たな論点が生じる
ものではない。 
 
 
 
内的事象に係る重大事故等
対処設備に係る記載に差が
あるが、当社固有の考慮す
べき事項であり、当該記載
の差異により新たな論点が
生じるものではない。 
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る。 
 
(1) 外部事象防護対象施設 
a. 屋外に設置している外部事象防護対象施設 
 屋外に設置している外部事象防護対象施設は直接降下
火砕物の影響を受ける可能性があるため，降下火砕物の
影響を考慮する施設として，以下のとおり選定する。 
(a) 残留熱除去系海水系ポンプ 
(b) 残留熱除去系海水系ストレーナ 
(c) 非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ及び高圧炉心
スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ（以下「非常用
ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電
機を含む。）用海水ポンプ」という。） 
(d) 非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナ及び高圧
炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ストレーナ（以
下「非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ」という。） 
(e) 非常用ディーゼル発電機吸気口及び高圧炉心スプレ
イ系ディーゼル発電機吸気口（以下「非常用ディーゼル発
電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）吸
気口」という。） 
(f) 非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン及び
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機室ルーフベントフ
ァン（以下「非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ

計対処施設及び降下火砕物の影響を考慮する施設を以下
のとおり選定する。 
(1)  設計対処施設 
a. 降下火砕物防護対象施設を収納する建屋 

設計対処施設のうち，降下火砕物防護対象施設を収納す
る建屋として，以下の建屋を選定する。 

(a) 燃料加⼯建屋 
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系ディーゼル発電機を含む。）室ルーフベントファン」と
いう。） 
(g) 中央制御室換気系冷凍機 
(h) 主排気筒 
(i) 非常用ガス処理系排気筒 
(j) 放水路ゲート 
(k) 排気筒モニタ 
(l) 原子炉建屋原子炉棟 
b. 降下火砕物を含む海水の流路となる外部事象防護対象
施設 
 降下火砕物を含む海水の流路となる外部事象防護対象
施設については，直接降下火砕物の影響を受ける可能性
があるため，降下火砕物の影響を考慮する施設として，以
下のとおり選定する。 
(a) 残留熱除去系海水系ポンプ 
(b) 残留熱除去系海水系ストレーナ 
(c) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ 
(d) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ 
(e) 海水系下流設備（非常用ディーゼル発電機（高圧炉心
スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用冷却器，残留熱
除去系熱交換器，空調器，格納容器雰囲気モニタリング系
冷却器） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
海水の流路となる外部事象
防護対象施設に係る項目に
おいて施設の違いにより記
載の差が生じているが、当
社側に対象の施設がなく、
当該差異により新たな論点
が生じるものではない。 
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c. 降下火砕物を含む空気の流路となる外部事象防護対象
施設 
 降下火砕物を含む空気の流路となる施設については，
直接降下火砕物の影響を受ける可能性があるため，降下
火砕物の影響を考慮する施設として，以下のとおり選定
する。 
(a) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。） 
(b) 換気空調系設備（外気取入口） 
・中央制御室換気空調系 
・ディーゼル発電機室換気系 
(c) 主排気筒 
(d) 非常用ガス処理系排気筒 
(e) 排気筒モニタ 
 
d. 外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機
構を有する外部事象防護対象施設 
 屋内に設置している外部事象防護対象施設のうち，屋
内の空気を機器内に取り込む機構を有する施設について
は，降下火砕物の影響を受ける可能性があるため，降下火
砕物の影響を考慮する施設として，以下のとおり選定す
る。 
(a) 計測制御設備（安全保護系） 

 
b. 降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護
対象施設 

設計対処施設のうち，降下火砕物を含む空気の流路とな
る降下火砕物防護対象施設として，以下の設備を選定す
る。 

(a) 非常用所内電源設備の非常用発電機 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. 外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む
機構を有する降下火砕物防護対象施設 

設計対処施設のうち，外気から取り入れた屋内の空気を
機器内に取り込む機構を有する降下火砕物防護対象施設
として，以下の設備を選定する。 

(a) 焼結設備，火災防護設備及び小規模試験設備のう
ち空気を取り込む機構を有する制御盤及び監視盤 

(b) 非常用所内電源設備のうち空気を取り込む機構を
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(2) 外部事象防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る
施設 
 外部事象防護対象施設等に影響を及ぼす可能性のある
外部事象防護対象施設以外の施設を．降下火砕物の影響
を考慮する施設として，以下のとおり選定する。 
a. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）排気消音器及び排気管 
b. 海水取水設備（除塵装置） 
c. 換気空調設備（外気取入口） 
 
(3) 重大事故等対処設備 
a. 屋外に設置している重大事故等対処設備 
 屋外に設置している重大事故等対処設備は，直接降下
火砕物と接触するため，降下火砕物の影響を考慮する施
設として選定する。 
 具体的な重大事故等対処設備については，添付書類「Ⅴ
-1-1-2-別添 1 屋外に設置する重大事故等対処設備の抽
出」に示す。 
 
(4) 降下火砕物より防護すべき施設を内包する建屋＊ 
 屋内に設置している降下火砕物より防護すべき施設
（外部事象防護対象施設及び重大事故等対処設備）は，建
屋にて防護されており直接降下火砕物とは接触しないた

有する電気盤 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d.  降下火砕物防護対象施設を収納する建屋 
外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機

構を有する降下火砕物防護対象施設への影響を防止する
ため，以下の設備を選定する。 

 
波及的影響を考慮する施設
の選定に係る記載に差が生
じているが、防護対象施設
の選定において、同様の考
慮を行っていることから、
記載の差異により新たな論
点が生じるものではない。 
 
 
 
重大事故等対処設備に係る
記載で差が生じているが、
記載箇所の違い（「(2)  降
下火砕物の影響を考慮する
施設」として別ページに記
載）によるものであり、当該
差異により新たな論点が生
じるものではない。 
 
 
 
 
 

493



発電炉（東海第二） MOX 燃料加工施設 発電炉との違い 
め，降下火砕物より防護すべき施設の代わりに降下火砕
物より防護すべき施設を内包する建屋を，降下火砕物の
影響を考慮する施設として，以下のとおり選定する。 
a. 原子炉建屋付属棟（非常用ディーゼル発電機他を内包
する建屋） 
b. タービン建屋（放射性気体廃棄物処理系隔離弁他を内
包する建屋） 
c. 使用済燃料乾式貯蔵建屋（使用済燃料乾式貯蔵容器を
内包する建屋） 
d. 排気筒モニタ建屋（排気筒モニタを内包する建屋） 
注記 ＊：原子炉建屋原子炉棟は，屋外に設置している外
部事象防護対象施設として選定する。緊急時対策所建屋
については，緊急時対策所遮蔽を屋外に設置している重
大事故等対処設備として選定する。 
 
 
 
 
 
 
 
(5) 防護対策施設 
 外部事象防護対象施設の安全性を損なわないように設
置する防護対策施設を，降下火砕物の影響を考慮する施

(a)  気体廃棄物の廃棄設備の給気設備 
(b) 非管理区域換気空調設備 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2)  降下火砕物の影響を考慮する施設 
重大事故等対処設備を収納する建屋及び重大事故等対

処設備のうち降下火砕物の影響を考慮する施設を示す。※ 
※降下火砕物の影響を考慮する施設については，第 1 回

申請において対象設備はない。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
重大事故等対処設備に係る
記載で差が生じているが、
記載箇所の違いによるもの
であり、当該差異により新
たな論点が生じるものでは
ない。 
 
防護対策施設に係る記載に
差があるが、当社には防護
対策施設に該当する施設が
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発電炉（東海第二） MOX 燃料加工施設 発電炉との違い 
設として，以下のとおり選定する。 
a. 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設 
 
 
(6) 間接的影響を考慮する施設 
 想定する降下火砕物に対し，発電用原子炉及び使用済
燃料プールの安全性に間接的に影響を与える可能性があ
る非常用電源設備を，降下火砕物の影響を考慮する施設
として，以下のとおり選定する。 
a. 非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディ
ーゼル発電機（以下「非常用ディーゼル発電機（高圧炉心
スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）」という。） 
b. 軽油貯蔵タンク 
c. 非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心
スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ（以下「非常
用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発
電機を含む。）燃料移送ポンプ」という。） 

ないため、当該記載の差異
により新たな論点が生じる
ものではない。 
 
「V-1-1-1-3-3 設計対処施
設及び降下火砕物の影響を
考慮する施設の設計方針」
において、間接的影響を考
慮する施設は非常用所内電
源設備の非常用発電機とす
る旨の記載があることか
ら、当該添付書類において
発電炉と同じ項目の記載が
必要。（添付書類の記載を
修正） 
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発電炉⼯認（東海第⼆）−MOX 燃料加⼯施設設⼯認 記載⽐較 

Ⅴ-1-1-1-3-3 設計対処施設及び降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 
 

 発電炉（東海第二） MOX 燃料加工施設 発電炉との違い 
1. 概要 
 本資料は，添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-1 火山への配慮に関す
る基本方針」に示す降下火砕物の影響に対する設計方針
を踏まえて，降下火砕物の影響を考慮する施設の影響因
子との組合せ，施設分類，要求機能及び性能目標を明確に
し，各施設分類の機能設計に関する設計方針について説
明するものである。 
 
2. 設計の基本方針 
 発電所に影響を与える可能性がある火山事象の発生に
より，添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-1 火山への配慮に関する基本
方針」にて設定している降下火砕物より防護すべき施設
がその安全機能又は重大事故等に対処するために必要な
機能が損なうおそれがないようにするため，降下火砕物
の影響を考慮する施設の設計を行う。降下火砕物の影響
を考慮する施設は，添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-1 火山への配慮
に関する基本方針」にて設定している降下火砕物に対し
て，その機能が維持できる設計とする。 
 
 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計に当たって
は，添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-2 降下火砕物の影響を考慮する
施設の選定」にて選定している施設を踏まえて，影響因子
ごとに施設を分類する。 
 

1.概要 
本資料は，添付書類「Ⅴ-1-1-1-3-1 火山への配慮に関

する基本方針」に示す降下火砕物の影響に対する設計方針
を踏まえて，設計対処施設及び降下火砕物の影響を考慮す
る施設の影響因子との組合せ，施設分類，要求機能及び性
能目標を明確にし，各施設分類の機能設計に関する設計方
針について説明するものである。 
 
2. 設計の基本方針 

MOX 燃料加⼯施設に影響を与える可能性がある火山事
象の発生により，「Ⅴ-1-1-1-3-1 火山への配慮に関する
基本方針」にて設定している降下火砕物より防護すべき施
設がその安全機能又は重大事故等に対処するために必要
な機能を損なわないよう，設計対処施設及び降下火砕物の
影響を考慮する施設の設計を行う。設計対処施設及び降下
火砕物の影響を考慮する施設は，添付書類「Ⅴ-1-1-1-3-1 
火山への配慮に関する基本方針」にて設定している降下火
砕物に対して，その機能が維持できる設計とする。 

設計対処施設及び降下火砕物の影響を考慮する施設の
設計に当たっては，添付書類「Ⅴ-1-1-1-3-2 設計対処施
設及び降下火砕物の影響を考慮する施設の選定」にて選定
している施設を踏まえて，影響因子ごとに施設を分類す
る。 

その施設分類及び添付書類「Ⅴ-1-1-1-3-1 火山への配
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 発電炉（東海第二） MOX 燃料加工施設 発電炉との違い 
その施設分類及び添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-1 火山への配

慮に関する基本方針」にて設定している火山防護設計の
目的を踏まえて，施設分類ごとに要求機能を整理すると
ともに，施設ごとに機能設計上の性能目標及び構造強度
設計上の性能目標を定める。 
 降下火砕物の影響を考慮する施設の機能設計上の性能
目標を達成するため，施設分類ごとに各機能の設計方針
を示す。 
 なお，降下火砕物の影響を考慮する施設が構造強度設
計上の性能目標を達成するための構造強度の設計方針等
については，添付書類「Ⅴ-3-別添 2-1 火山への配慮が必
要な施設の強度計算の方針」及び添付書類「Ⅴ-3-別添 2-
2 防護対策施設の強度計算の方針」に示し，強度計算の方
法及び結果については，添付書類「Ⅴ-3-別添 2-1-1 残留
熱除去系海水系ポンプの強度計算書」から添付書類「Ⅴ-
3-別添 2-1-7 建屋の強度計算書」及び添付書類「Ⅴ-3-別
添 2-2-1 防護対策施設の強度計算書」に示す。 
 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計フローを図 2-
1 に示す。 
 
3. 施設分類 
 添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-2 降下火砕物の影響を考慮する
施設の選定」で抽出した降下火砕物の影響を考慮する各
施設において，考慮する直接的影響因子が異なることか

慮に関する基本方針」にて設定している火山防護設計の目
的を踏まえて，施設分類ごとに要求機能を整理するととも
に，施設ごとに機能設計上の性能目標及び構造強度設計上
の性能目標を定める。 

降下火砕物の影響を考慮する施設の機能設計上の性能
目標を達成するため，施設分類ごとに各機能の設計方針を
示す。 

なお，設計対処施設及び降下火砕物の影響を考慮する施
設が構造強度設計上の性能目標を達成するための構造強
度の設計方針等については，添付書類「Ⅳ-3-1 火山への
配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示し，強度計算の
方法及び結果については，添付書類「Ⅳ-3-2 火山への配
慮が必要な施設の強度計算書」に示す。 

 
 
 
 
設計対処施設及び降下火砕物の影響を考慮する施設の

設計フローを第 2-1 図に示す。 
 
3. 施設分類 

「Ⅴ-1-1-1-3-2 設計対処施設及び降下火砕物の影響
を考慮する施設の選定」で抽出した各設計対処施設及び降
下火砕物の影響を考慮する施設において，考慮する直接的
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 発電炉（東海第二） MOX 燃料加工施設 発電炉との違い 
ら，降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関
連について整理した上で，直接的影響及び間接的影響に
対する各施設分類を以下に示す。 
 
 
 
 
3.1 降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関
連 

設計に考慮すべき直接的影響因子については，降下火
砕物の特徴から以下のものが考えられる。 
 降下火砕物はマグマ噴出時に粉砕，急冷したガラス片，
鉱物結晶片からなる粒子であり，堆積による構造物への
荷重並びに施設への取り込みによる閉塞及び摩耗が考え
られる。また，降下火砕物には亜硫酸ガス，硫化水素及び
フッ化水素等の火山ガス成分が付着しているため，施設
への接触による腐食及び施設への取り込みによる大気汚
染が考えられる。さらに，降下火砕物は水に濡れると酸性
を呈し導電性を生じるため，絶縁低下が考えられる。 
 これらの直接的影響因子を踏まえ，間接的影響を考慮
する施設以外の降下火砕物の影響を考慮する施設の形
状，機能に応じて，影響因子を設定する。 
 
 

影響因子が異なることから，設計対処施設及び降下火砕物
の影響を考慮する施設と影響因子との関連について整理
した上で，直接的影響及び間接的影響に対する各施設分類
を以下に示す。 
なお，降下火砕物の影響を考慮する施設については，第 1
回申請における対象設備はない。 
 
3.1   設計対処施設及び降下火砕物の影響を考慮する施
設と影響因子との関連 

設計にて考慮すべき直接的影響因子については，降下火
砕物の特徴から以下のものが考えられる。 

降下火砕物はマグマ噴出時に粉砕，急冷したガラス片，
鉱物結晶片からなる粒子であり，堆積による構造物への荷
重並びに施設への取り込みによる閉塞及び磨耗が考えら
れる。また，降下火砕物には亜硫酸ガス，硫化水素及びフ
ッ化水素等の火山ガス成分が付着しているため，施設への
接触による腐食及び施設への取り込みによる大気汚染が
考えられる。さらに，降下火砕物は水に濡れると酸性を呈
し導電性を生じるため，絶縁低下が考えられる。 
これらの直接的影響因子を踏まえ，間接的影響を考慮する
施設以外の設計対処施設及び降下火砕物の影響を考慮す
る施設の形状，機能に応じて，影響因子を設定する。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

498



 発電炉（東海第二） MOX 燃料加工施設 発電炉との違い 
 外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設等に
波及的影響を及ぼし得る施設のうち屋外に設置している
施設，外部事象防護対象施設を内包する建屋並びに防護
対策施設については，降下火砕物が堆積しやすい構造を
有する場合には荷重による影響を考慮するため，構造物 
への荷重を影響因子として設定する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設等に
波及的影響を及ぼし得る施設のうち，降下火砕物を含む
海水の流路となる水循環系の施設については，閉塞によ
る影響を考慮するため，水循環系の閉塞を影響因子とし
て設定する。 
 外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設等に
波及的影響を及ぼし得る施設のうち，降下火砕物を含む
空気の流路となる換気系，電気系及び計測制御系の施設

(1)  構造物への荷重 
降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び屋外に設置
する降下火砕物防護対象施設については，荷重による影響
を考慮するため，構造物への荷重を影響因子として設定す
る。 
 
 
(2)  構造物への粒子の衝突 
降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び屋外に設置
する降下火砕物防護対象施設については，粒子の衝突によ
る影響を考慮するため，構造物への粒子の衝突を影響因子
として設定する。 
なお，構造物への粒子の衝突による影響については，⻯巻
の設計飛来物の影響に包絡される。 
 
 
(3)  閉塞 
 
 
 
 
 

建屋内に収納される降下火砕物防護対象施設及び降下
火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設

 
 
 
 
 
 
 
粒子の衝突に対する設計方針に係る
記載が発電炉側にはないが、「降下
火砕物が少量混入したとしても降下
火砕物は砂より硬度が低くもろいた
め砕けて施設等に損傷を与えること
はないことから考慮する必要はな
い」を前提としたものであり、当該
差異により新たな論点が生じるもの
ではない。 
 
発電炉固有の設備に対する設計上の
考慮であり、記載を展開する必要は
ない。 
 
 
 
 

499



 発電炉（東海第二） MOX 燃料加工施設 発電炉との違い 
については，閉塞による影響を考慮するため，換気系，電
気系及び計測制御系における閉塞を影響因子として設定
する。 
 
 外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設等に
波及的影響を及ぼし得る施設のうち，降下火砕物を含む
海水の流路となる水循環系の施設，空気を取り込みかつ
摺動部を有する換気系，電気系及び計測制御系の施設に
ついては，摩耗による影響を考慮するため，水循環系，換
気系，電気系及び計測制御系における摩耗を影響因子と
して設定する。 
 
 外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設等に
波及的影響を及ぼし得る施設のうち屋外に設置している
施設，降下火砕物を含む海水の流路となる水循環系の施
設，降下火砕物を含む空気の流路となる換気系，電気系及
び計測制御系の施設並びに外部事象防護対象施設を内包
する建屋並びに防護対策施設については，腐食による影
響を考慮するため，構造物，水循環系，換気系，電気系及
び計測制御系における腐食を影響因子として設定する。 
 
 中央制御室については，大気汚染による影響を考慮す
るため，発電所周辺への大気汚染を影響因子として設定
する。 

については，閉塞による影響を考慮するため，換気系，電
気系及び計装制御系における閉塞を影響因子として設定
する。 
 
(4)  磨耗 
建屋内に収納される降下火砕物防護対象施設及び降下火
砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設に
ついては，磨耗による影響を考慮するため，換気系，電気
系及び計装制御系における磨耗を影響因子として設定す
る。 
 
 
(5)  腐食 
降下火砕物防護対象施設を収納する建屋，屋外に設置する
降下火砕物防護対象施設及び降下火砕物を含む空気の流
路となる降下火砕物防護対象施設については，腐食による
影響を考慮するため，構造物，換気系，電気系及び計装制
御系における腐食を影響因子として設定する。 
 
 
 
(6)  敷地周辺の大気汚染 
中央監視室等については，大気汚染による影響を考慮する
ため，敷地周辺の大気汚染を影響因子として設定する。 
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 外部事象防護対象施設のうち空気を取り込む機構を有
する計測制御設備（安全保護系）については，絶縁低下に
よる影響を考慮するため，絶縁低下を影響因子として設
定する。 
 設定した影響因子と間接的影響を考慮する施設以外の
降下火砕物の影響を考慮する施設との組合せを整理す
る。 
 
 放水路ゲートは，津波の流入を防ぐための閉止機能を
有している。火山の影響を起因として津波が発生するこ
とはないが，独立事象としての重畳の可能性を考慮し，安
全上支障のない期間に補修等の対応を行うことで，安全
機能を損なわない設計とする。 
 排気筒モニタは，放射性気体廃棄物処理施設の破損の
検出手段として期待している。火山の影響を起因として
放射性廃棄物処理施設の破損が発生することはないが，
独立事象としての重畳の可能性を考慮し，排気筒モニタ
を内包する排気筒モニタ建屋も含め安全上支障のない期
間に補修等の対応を行うことで，降下火砕物の影響を受
けない設計とする。 
 降下火砕物の影響を考慮する施設（屋外の重大事故等
対処設備及び間接的影響を考慮する施設を除く。）の特性
を踏まえて必要な設計項目を選定した結果を表 3-1 に示

 
(7)  絶縁低下 
電気系及び計装制御系のうち，外気から取り入れた屋内の
空気を機器内に取り込む機構を有する設備については，絶
縁低下による影響を考慮するため，絶縁低下を影響因子と
して設定する。 
設定した影響因子(構造物への粒子の衝突を除く。)と間接
的影響を考慮する施設以外の設計対処施設及び降下火砕
物の影響を考慮する施設との組合せを整理する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
設計対処施設の特性を踏まえて必要な設計項目を選定し
た結果を第 3.1-1 表に示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
発電炉固有の設備に対する設計上の
考慮であり、記載を展開する必要は
ない。 
 
 
発電炉固有の設計上の考慮であり、
記載を展開する必要はない。 
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す。 
 その結果を踏まえ，間接的影響を考慮する施設を含め
た施設の分類を「3.2 影響因子を考慮した施設分類」に示
す。 
 
 屋外に設置又は保管している重大事故等対処設備につ
いては，火山事象が重大事故等の起因とならないこと及
び重大事故等時に火山事象が発生することは考えにくい
ため，設備を使用していない保管時を考慮することとし，
閉塞，摩耗，大気汚染及び絶縁低下については降下火砕物
の影響を受けず，荷重，腐食については保安規定に降下火
砕物を適宜除去することを定め，管理することで，降下火
砕物の影響を受けない設計とする。 
 
3.2 影響因子を考慮した施設分類 
 降下火砕物により直接的影響を考慮する施設及び間接
的影響を考慮する施設に対する各施設の分類を以下のと
おりとする。 
(1) 構造物への静的負荷を考慮する施設 
a. 残留熱除去系海水系ポンプ 
b. 残留熱除去系海水系ストレーナ 
c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ 
d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

 
 
その結果を踏まえ，間接的影響を考慮する施設を含めた施
設の分類を「3.2 影響因子を考慮した施設分類」に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2   影響因子を考慮した施設分類 

降下火砕物により直接的影響を考慮する施設及び間接
的影響を考慮する施設に対する各施設の分類を以下のと
おりとする。 
(1)  構造物への静的負荷を考慮する施設 
a. 燃料加⼯建屋 
 
 
 
 

 
 
 
 
屋外に設置する防護対象施設に関す
る記載に差異が生じているが、当社
側には該当する施設がないため、記
載を展開する必要はなく、記載の差
異により新たな論点が生じるもので
はない。 
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ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ 
e. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）吸気口 
f. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）室ルーフベントファン 
g. 中央制御室換気系冷凍機 
h. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）排気消音器及び排気管 
i. 原子炉建屋原子炉棟 
j. 原子炉建屋付属棟 
k. タービン建屋 
l. 使用済燃料乾式貯蔵建屋 
m. 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設 
 
 (2) 水循環系の閉塞を考慮する施設 
a. 残留熱除去系海水系ポンプ 
b. 残留熱除去系海水系ストレーナ 
c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ 
d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ 
e. 海水系下流設備（非常用ディーゼル発電機（高圧炉心
スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用冷却器，残留熱
除去系熱交換器，空調器，格納容器雰囲気モニタリング系

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
発電炉固有の設計上の考慮であり、
記載を展開する必要はない。 
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冷却器） 
f. 海水取水設備（除塵装置） 
 
(3) 換気系，電気系及び計測制御系における閉塞を考慮す
る施設 
a. 残留熱除去系海水系ポンプ 
b. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ 
c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）吸気口 
d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。） 
e. 主排気筒 
f. 非常用ガス処理系排気筒 
g. 換気空調設備（外気取入口） 
 
(4) 水循環系，換気系，電気系及び計測制御系における摩
耗を考慮する施設 
a. 残留熱除去系海水系ポンプ 
b. 残留熱除去系海水系ストレーナ 
c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ 
d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ 

 
 
 
(2)  換気系，電気系及び計装制御系における閉塞を考慮
する施設 
a. 燃料加⼯建屋 
b. 非常用所内電源設備の非常用発電機 
c. 気体廃棄物の廃棄設備 給気設備 
d. 非管理区域換気空調設備 
 
 
 
 
 
 
 
(3)  換気系，電気系及び計装制御系における磨耗を考慮
する施設 
a. 燃料加⼯建屋 
b. 非常用所内電源設備の非常用発電機 
c. 気体廃棄物の廃棄設備 給気設備 
d. 非管理区域換気空調設備 
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e. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。） 
f. 海水系下流設備（非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス
プレイ系ディーゼル発電機を含む。）用冷却器，残留熱除
去系熱交換器，空調器，格納容器雰囲気モニタリング系冷
却器） 
g. 海水取水設備（除塵装置） 
 
(5) 構造物，水循環系，換気系，電気系及び計測制御系に
おける腐食を考慮する施設 
a. 残留熱除去系海水系ポンプ 
b. 残留熱除去系海水系ストレーナ 
c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ 
d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ 
e. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）吸気口 
f. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）室ルーフベントファン 
g. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。） 
h. 海水系下流設備（非常用ディーゼル発電機（高圧炉心
スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用冷却器，残留熱

 
 
 
 
 
 
 
 
(4)  構造物，換気系，電気系及び計装制御系における腐
食を考慮する施設 
a. 燃料加⼯建屋 
b. 非常用所内電源設備の非常用発電機 
c. 気体廃棄物の廃棄設備 給気設備 
d. 非管理区域換気空調設備 
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除去系熱交換器，空調器，格納容器雰囲気モニタリング系
冷却器） 
i. 中央制御室換気系冷凍機 
j. 主排気筒 
k. 非常用ガス処理系排気筒 
l. 計測制御設備（安全保護系） 
m. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）排気消音器及び排気管 
n. 海水取水設備（除塵装置） 
o. 換気空調設備（外気取入口） 
p. 原子炉建屋原子炉棟 
q. 原子炉建屋付属棟 
r. タービン建屋 
s. 使用済燃料乾式貯蔵建屋 
t. 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設 
 
(6) 発電所周辺の大気汚染を考慮する施設 
a. 換気空調設備（中央制御室換気系） 
 
(7) 絶縁低下を考慮する施設 
a. 計測制御設備（安全保護系） 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5)  絶縁低下を考慮する施設 
a. 焼結設備，火災防護設備及び小規模試験設備のうち空
気を取り込む機構を有する制御盤及び監視盤 
b. 非常用所内電源設備のうち空気を取り込む機構を有
する電気盤 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大気汚染を考慮する施設に該当する
設備がないため記載を展開する必要
はない。 
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(8) 間接的影響を考慮する施設 
a. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。） 
b. 軽油貯蔵タンク 
c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）燃料移送ポンプ 
 

 

c. 燃料加⼯建屋 
d. 気体廃棄物の廃棄設備 給気設備 
e. 非管理区域換気空調設備 
 
(6)  間接的影響を考慮する施設 
a. 非常用所内電源設備の非常用発電機 
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4. 要求機能及び性能目標 
 火山事象の発生に伴い，外部事象防護対象施設の安全
性を損なうおそれがないよう，また，重大事故等対処設備
の重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれる
おそれがないよう火山防護設計を行う施設を「3. 施設分
類」において，構造物への荷重を考慮する施設，水循環系
の閉塞を考慮する施設，換気系，電気系及び計測制御系に
おける閉塞を考慮する施設，水循環系，換気系，電気系及
び計測制御系における摩耗を考慮する施設，構造物，水循
環系，換気系，電気系及び計測制御系における腐食を考慮
する施設，発電所周辺の大気汚染を考慮する施設，絶縁低
下を考慮する施設及び間接的影響を考慮する施設に分類
している。これらを踏まえ，施設分類ごとに要求機能を整

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 要求機能及び性能目標 

火山事象の発生に伴い，降下火砕物防護対象施設の安全
機能を損なわないよう，また，重大事故等対処設備の重大
事故等に対処するために必要な機能が損なわないよう，火
山防護設計を行う施設を「3. 施設分類」において，構造
物への荷重を考慮する施設，換気系，電気系及び計装制御
系における閉塞を考慮する施設，換気系，電気系及び計装
制御系における磨耗を考慮する施設，構造物，換気系，電
気系及び計装制御系における腐食を考慮する施設，敷地周
辺の大気汚染を考慮する施設，絶縁低下を考慮する施設及
び間接的影響を考慮する施設に分類している。これらを踏
まえ，施設分類ごとに要求機能を整理するとともに，機能
設計上の性能目標及び構造強度設計上の性能目標を設定
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理するとともに，機能設計上の性能目標及び構造強度設
計上の性能目標を設定する。 
 
 
4.1 構造物への荷重を考慮する施設 
(1) 施設 
 設備，建屋及び防護対策施設に分類する。 
a. 設備 
(a) 残留熱除去系海水系ポンプ 
(b) 残留熱除去系海水系ストレーナ 
(c) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ 
(d) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ 
(e) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）吸気口 
(f) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）室ルーフベントファン 
(g) 中央制御室換気系冷凍機 
(h) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）排気消音器及び排気管 
b. 建屋 
(a) 原子炉建屋原子炉棟 
(b) 原子炉建屋付属棟 

する。 
なお，降下火砕物の影響を考慮する施設については，第 1
回申請における対象設備はない。 
 
4.1   構造物への荷重を考慮する施設 
(1) 施設 
a. 燃料加⼯建屋 
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(c) タービン建屋 
(d) 使用済燃料乾式貯蔵建屋 
c. 防護対策施設 
(a) 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設 
 
 (2) 要求機能 
a. 設備 
 構造物への静的負荷を考慮する施設のうち設備は，想
定する降下火砕物による荷重に対し，積雪及び風（台風）
の荷重を考慮した場合においても，その安全性を損なう
おそれがないことが要求される。 
b. 建屋 
 構造物への静的負荷を考慮する施設のうち建屋は，想
定する降下火砕物による荷重に対し，積雪及び風（台風）
の荷重を考慮した場合においても，降下火砕物より防護
すべき施設が要求される機能を損なうおそれがないよ
う，建屋に内包する降下火砕物より防護すべき施設に降
下火砕物による荷重が作用することを防止することが要
求される。また，原子炉建屋原子炉棟については，上記に
加え，放射性物質の閉じ込め機能及び放射線の遮蔽機能
に影響を与えないことが要求される。 
c. 防護対策施設 
 構造物への静的負荷を考慮する施設のうち防護対策施
設は，想定する降下火砕物による荷重に対し，積雪及び風

 
 
 
 
 
(2) 要求機能 
 
 
 
 
 
 

構造物への荷重を考慮する施設は，設計荷重(火山)を考
慮した場合においても，降下火砕物防護対象施設が要求さ
れる機能を損なわないよう，建屋に収納される降下火砕物
防護対象施設に降下火砕物の堆積による荷重が作用する
ことを防止することが要求される。 
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（台風）の荷重を考慮した場合においても，外部事象防護
対象施設が要求される機能を損なうおそれがないよう，
防護対策施設を設置する外部事象防護対象施設に降下火
砕物による荷重が作用することを防止することが要求さ
れる。 
 
 
(3) 性能目標 
a. 設備 
(a) 残留熱除去系海水系ポンプ 
 残留熱除去系海水系ポンプは，想定する降下火砕物，積
雪及び風（台風）による荷重に対し，残留熱除去系負荷を
冷却する機能を維持することを機能設計上の性能目標と
する。 
 残留熱除去系海水系ポンプは，想定する降下火砕物，積
雪及び風（台風）による荷重に対し，降下火砕物堆積時の
機能維持を考慮して，海水ポンプ室床面のコンクリート
基礎に基礎ボルトで固定し，残留熱除去系海水系ポンプ
の主要な構造部材が構造健全性を維持する設計とするこ
とを構造強度設計上の性能目標とする。 
 
(b) 残留熱除去系海水系ストレーナ 
 残留熱除去系海水系ストレーナは，想定する降下火砕
物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，残留熱除去系

 
 
 
 
 
 
 
(3)  性能目標 
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負荷を冷却する機能を維持することを機能設計上の性能
目標とする。 
 残留熱除去系海水系ストレーナは，想定する降下火砕
物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，降下火砕物堆
積時の機能維持を考慮して，海水ポンプ室床面のコンク
リート基礎に基礎ボルトで固定し，残留熱除去系海水系
ストレーナの主要な構造部材が構造健全性を維持する設
計とすることを構造強度設計上の性能目標とする。 
 
(c) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプは，想定する降下火砕
物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，ディーゼル発
電機補機を冷却する機能を維持することを機能設計上の
性能目標とする。 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプは，想定する降下火砕
物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，降下火砕物堆
積時の機能維持を考慮して，海水ポンプ室床面のコンク
リート基礎に基礎ボルトで固定し，非常用ディーゼル発
電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用
海水ポンプの主要な構造部材が構造健全性を維持する設
計とすることを構造強度設計上の性能目標とする。 
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(d) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナは，想定する降下
火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，ディーゼ
ル発電機補機を冷却する機能を維持することを機能設計
上の性能目標とする。 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用ストレーナは，想定する降下火砕
物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，降下火砕物堆
積時の機能維持を考慮して，海水ポンプ室床面のコンク
リート基礎に基礎ボルトで固定し，非常用ディーゼル発
電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用
海水ストレーナの主要な構造部材が構造健全性を維持す
る設計とすることを構造強度設計上の性能目標とする。 
 
(e) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）吸気口 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）吸気口は，想定する降下火砕物，積
雪及び風（台風）による荷重に対し，非常用ディーゼル発
電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）の
吸気機能を維持することを機能設計上の性能目標とす
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る。 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）吸気口は，想定する降下火砕物，積
雪及び風（台風）による荷重に対し，降下火砕物堆積時の
機能維持を考慮して，脚を原子炉建屋付属棟屋上面に設
けたコンクリート基礎に溶接で固定し，非常用ディーゼ
ル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含
む。）吸気口の主要な構造部材が構造健全性を維持する設
計とすることを構造強度設計上の性能目標とする。 
 
(f) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）室ルーフベントファン 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）室ルーフベントファンは，想定する
降下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，非常
用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発
電機を含む。）室内の空気を排出する機能を維持すること
を機能設計上の性能目標とする。 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）室ルーフベントファンは，想定する
降下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，降下
火砕物堆積時の機能維持を考慮して，原子炉建屋付属棟
屋上面のコンクリート基礎に基礎ボルトで固定し，非常
用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発
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電機を含む。）室ルーフベントファンの主要な構造部材が
構造健全性を維持する設計とすることを構造強度設計上
の性能目標とする。 
 
(g) 中央制御室換気系冷凍機 
 中央制御室換気系冷凍機は，想定する降下火砕物，積雪
及び風（台風）による荷重に対し，空調用冷水を冷却する
機能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 
 中央制御室換気系冷凍機は，想定する降下火砕物，積雪
及び風（台風）による荷重に対し，降下火砕物が堆積しな
いように防護対策施設を設置することで，中央制御室換
気系冷凍機の主要な構造部材が構造健全性を維持する設
計とすることを構造強度設計上の性能目標とする。 
 
(h) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）排気消音器及び排気管 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）排気消音器及び排気管は，想定する
降下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，ディ
ーゼル発電機の排気機能を維持することを機能設計上の
性能目標とする。 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）排気消音器及び排気管は，想定する
降下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，降下
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火砕物堆積時の機能維持を考慮して，非常用ディーゼル
発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）
排気消音器及び排気管の主要な構造部材が構造健全性を
維持する設計又は堆積しにくい形状とすることを構造強
度設計上の性能目標とする。 
 
b. 建屋 
(a) 原子炉建屋原子炉棟 
 原子炉建屋原子炉棟は，想定する降下火砕物，積雪及び
風（台風）による荷重に対し，放射性物質の閉じ込め機能
及び放射線の遮蔽機能並びに建屋が降下火砕物より防護
すべき施設を内包し，建屋によって内包する防護すべき
施設に降下火砕物を堆積させない機能を維持することを
機能設計上の性能目標とする。 
 原子炉建屋原子炉棟は，想定する降下火砕物，積雪及び
風（台風）による荷重に対し，降下火砕物堆積時の機能維
持を考慮して，部材又は建屋全体として構造健全性を維
持する設計とすることを構造強度設計上の性能目標とす
る。 
 
(b) 原子炉建屋付属棟 
 原子炉建屋付属棟は，想定する降下火砕物，積雪及び風
（台風）による荷重に対し，建屋が降下火砕物より防護す
べき施設を内包し，建屋によって内包する防護すべき施

 
 
 
 
 
 
a. 燃料加⼯建屋 

構造物への荷重を考慮する施設は，設計荷重(火山)に対
し，建屋に収納される降下火砕防護対象施設に降下火砕物
を堆積させない機能を維持することを機能設計上の性能
目標とする。 

 
 
構造物への荷重を考慮する施設は，設計荷重(火山)に対

し，降下火砕物堆積時の機能維持を考慮して，建屋全体と
して構造健全性を維持する設計とすることを構造強度設
計上の性能目標とする。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
降下火砕物を堆積させない機能が何
を示しているかが不明確なため記載
を修正する必要あり。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

516



 発電炉（東海第二） MOX 燃料加工施設 発電炉との違い 
設に降下火砕物を堆積させない機能を維持することを機
能設計上の性能目標とする。 
 原子炉建屋付属棟は，想定する降下火砕物，積雪及び風
（台風）による荷重に対し，降下火砕物堆積時の機能維持
を考慮して，部材又は建屋全体として構造健全性を維持
する設計とすることを構造強度設計上の性能目標とす
る。 
 
(c) タービン建屋 
 タービン建屋は，想定する降下火砕物，積雪及び風（台
風）による荷重に対し，建屋が降下火砕物より防護すべき
施設を内包し，建屋によって内包する防護すべき施設に
降下火砕物を堆積させない機能を維持することを機能設
計上の性能目標とする。 
 タービン建屋は，想定する降下火砕物，積雪及び風（台
風）による荷重に対し，降下火砕物堆積時の機能維持を考
慮して，部材又は建屋全体として構造健全性を維持する
設計とすることを構造強度設計上の性能目標とする。 
 
(d) 使用済燃料乾式貯蔵建屋 
 使用済燃料乾式貯蔵建屋は，想定する降下火砕物，積雪
及び風（台風）による荷重に対し，建屋が降下火砕物より
防護すべき施設を内包し，建屋によって内包する防護す
べき施設に降下火砕物を堆積させない機能を維持するこ
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とを機能設計上の性能目標とする。 
 使用済乾式燃料貯蔵建屋は，想定する降下火砕物，積雪
及び風（台風）による荷重に対し，降下火砕物堆積時の機
能維持を考慮して，部材又は建屋全体として構造健全性
を維持する設計とすることを構造強度設計上の性能目標
とする。 
 
c. 防護対策施設 
(a) 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設 
 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設は，想定する降
下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，中央制
御室換気系冷凍機に降下火砕物を堆積させない機能を維
持することを機能設計上の性能目標とする。 
 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設は，想定する降
下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，降下火
砕物堆積時の機能維持を考慮して，架構を原子炉建屋付
属棟屋上面に設けたコンクリート基礎に基礎ボルトで固
定し，中央制御室換気系冷凍機防護対策施設の主要な構
造部材が構造健全性を維持する設計とすることを構造強
度設計上の性能目標とする。 
 
4.2 水循環系の閉塞を考慮する施設 
(1) 施設 
a. 残留熱除去系海水系ポンプ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
防護対策施設に該当する施設がない
ため、記載を展開する必要はなく、
当該記載の差異により新たな論点が
生じるものではない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
発電炉固有の設計上の考慮であり、
記載を展開する必要はない。 
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b. 残留熱除去系海水系ストレーナ 
 
c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ 
 
d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水スト 
レーナ 
 
e. 海水系下流設備（非常用ディーゼル発電機（高圧炉心
スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用冷却器，残留熱
除去系熱交換器，空調器，格納容器雰囲気モニタリング系
冷却器） 
 
f. 海水取水設備（除塵装置） 
 
(2) 要求機能 
 水循環系の閉塞を考慮する施設は，想定する降下火砕
物に対し，その安全性を損なうおそれがないことが要求
される。 
 
(3) 性能目標 
a. 残留熱除去系海水系ポンプ 
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 残留熱除去系海水系ポンプは，想定する降下火砕物に
よる閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮して閉塞しな
い流路幅を確保することにより，残留熱除去系負荷を冷
却する機能を維持することを機能設計上の性能目標とす
る。 
 
b. 残留熱除去系海水系ストレーナ 
 残留熱除去系海水系ストレーナは，想定する降下火砕
物による閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮して閉塞
しない流路幅を確保することにより，残留熱除去系負荷
を冷却する機能を維持することを機能設計上の性能目標
とする。 
 
c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプは，想定する降下火砕
物による閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮して閉塞
しない流路幅を確保することにより，ディーゼル発電機
補機を冷却する機能を維持することを機能設計上の性能
目標とする。 
 
d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ 
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 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナは，想定する降下
火砕物による閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮して
閉塞しない流路幅を確保することにより，ディーゼル発
電機補機を冷却する機能を維持することを機能設計上の
性能目標とする。 
 
e. 海水系下流設備（非常用ディーゼル発電機（高圧炉心
スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用冷却器，残留熱
除去系熱交換器，空調器，格納容器雰囲気モニタリング系
冷却器） 
 海水系下流設備は，想定する降下火砕物による閉塞に
対し，降下火砕物の粒径を考慮して閉塞しない流路幅を
確保することにより，残留熱除去系負荷及びディーゼル
発電機補機を冷却する機能を維持することを機能設計上
の目標とする。 
 
f. 海水取水設備（除塵装置） 
 海水取水設備（除塵装置）は，想定する降下火砕物によ
る閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮して閉塞しない
流路幅を確保することにより，各海水ポンプに通水する
機能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 
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4.3 換気系，電気系及び計測制御系における閉塞を考慮す
る施設 
(1) 施設 
a. 残留熱除去系海水系ポンプ 
b. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ 
c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）吸気口 
d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。） 
e. 主排気筒 
f. 非常用ガス処理系排気筒 
g. 換気空調設備（外気取入口） 
 
(2) 要求機能 
 換気系，電気系及び計測制御系における閉塞を考慮す
る施設は，想定する降下火砕物に対し，その安全性を損な
うおそれがないことが要求される。 
 
(3) 性能目標 
a. 残留熱除去系海水系ポンプ 
 残留熱除去系海水系ポンプ（原動機）は，想定する降下
火砕物による閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮して
閉塞しない流路幅を確保することにより，残留熱除去系

4.2   換気系，電気系及び計装制御系における閉塞を考慮
する施設 

換気系，電気系及び計装制御系における閉塞を考慮する
施設は，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃
料加⼯建屋，降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕
物防護対象施設である非常用所内電源設備の非常用発電
機並びに外気を取り込む空調系統である気体廃棄物の廃
棄設備の給気設備及び非管理区域換気空調設備がある。 
なお，燃料加⼯建屋以外の設備については第 1 回申請にお
ける対象設備はない。 
  (1) 施設 
a. 燃料加⼯建屋 
 
 
(2) 要求機能 

換気系，電気系及び計装制御系における閉塞を考慮する
施設は，想定する降下火砕物に対し，その安全性を損なう
おそれがないことが要求される。 
 
(2)  性能目標 
a. 燃料加⼯建屋 

降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃料加
⼯建屋は，想定する降下火砕物による閉塞に対し，外気取
入口への降下火砕物の侵入を低減させることにより，建屋
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負荷を冷却する機能を維持することを機能設計上の性能
目標とする。 
 
b. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ（原動機）は，想定す
る降下火砕物による閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考
慮して閉塞しない流路幅を確保することにより，ディー
ゼル発電機補機を冷却する機能を維持することを機能設
計上の性能目標とする。 
 
c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）吸気口 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）吸気口は，想定する降下火砕物によ
る閉塞に対し，流路への降下火砕物の侵入を低減させる
ことにより，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ
系ディーゼル発電機を含む。）の吸気機能を維持すること
を機能設計上の性能目標とする。 
 
d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。） 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

に収納される換気系，電気系及び計装制御系の降下火砕防
護対象施設の安全機能を損なわないことを機能設計上の
性能目標とする。 
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ゼル発電機を含む。）は，想定する降下火砕物による閉塞
に対し，流路への降下火砕物の侵入を低減させることに
より，非常用高圧⺟線へ給電する機能を維持することを
機能設計上の性能目標とする。 
 
e. 主排気筒 
 主排気筒は，想定する降下火砕物による閉塞に対し，降
下火砕物が侵入した場合でも閉塞への影響を低減させる
ことにより，建屋内の空気を大気に排気する機能を維持
することを機能設計上の性能目標とする。 
 
f. 非常用ガス処理系排気筒 
 非常用ガス処理系排気筒は，想定する降下火砕物によ
る閉塞に対し，降下火砕物が侵入した場合でも閉塞への
影響を低減させることにより，事故時に放射性物質を除
去した気体を屋外に排気する機能を維持することを機能
設計上の性能目標とする。 
 
g. 換気空調設備（外気取入口） 
 換気空調設備は，想定する降下火砕物による閉塞に対
し，流路への降下火砕物の侵入を低減させることにより，
各部屋を換気又は空調管理することで機器の運転に必要
な温度条件の維持，居住性の維持を図る機能を維持する
ことを機能設計上の性能目標とする。 
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4.4 水循環系，換気系，電気系及び計測制御系における摩
耗を考慮する施設 
(1) 施設 
a. 残留熱除去系海水系ポンプ 
b. 残留熱除去系海水系ストレーナ 
c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ 
d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ 
e. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。） 
f. 海水系下流設備（非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス
プレイ系ディーゼル発電機を含む。）用冷却器，残留熱除
去系熱交換器，空調器，格納容器雰囲気モニタリング系冷
却器） 
g. 海水取水設備（除塵装置） 
 
(2) 要求機能 
 水循環系，換気系，電気系及び計測制御系における摩耗
を考慮する施設は，想定する降下火砕物に対し，その安全
性を損なうおそれがないことが要求される。 
 
 

 
4.3  換気系，電気系及び計装制御系における磨耗を考慮
する施設 

換気系，電気系及び計装制御系における磨耗を考慮する
施設は，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃
料加⼯建屋，降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕
物防護対象施設である非常用所内電源設備の非常用発電
機並びに外気を取り込む空調系統である気体廃棄物の廃
棄設備の給気設備及び非管理区域換気空調設備がある。 
なお，燃料加⼯建屋以外の設備については第 1 回申請にお
ける対象設備はない。 
(1) 施設 
a. 燃料加⼯建屋 
 
 
 
 
 
(2) 要求機能 

換気系，電気系及び計装制御系における磨耗を考慮する
施設は，想定する降下火砕物に対し，その安全性を損なう
おそれがないことが要求される。 
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(3) 性能目標 
a. 残留熱除去系海水系ポンプ 
 残留熱除去系海水系ポンプは，想定する降下火砕物に
よる摩耗に対し，降下火砕物の摺動部への侵入を低減さ
せること，降下火砕物を考慮して摺動部に耐摩耗性をも
たせること又は運用により，残留熱除去系負荷を冷却す
る機能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 
 
b. 残留熱除去系海水系ストレーナ 
 残留熱除去系海水系ストレーナは，想定する降下火砕
物による摩耗に対し，運用により，残留熱除去系負荷を冷
却する機能を維持することを機能設計上の性能目標とす
る。 
 
c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプは，想定する降下火砕
物による摩耗に対し，降下火砕物の摺動部への侵入を低
減させること，降下火砕物を考慮して摺動部に耐摩耗性
をもたせること又は運用により，ディーゼル発電機補機
を冷却する機能を維持することを機能設計上の性能目標
とする。 
 

(3)  性能目標 
a. 燃料加⼯建屋 

降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃料加
⼯建屋は，想定する降下火砕物による磨耗に対し，外気取
入口への降下火砕物の侵入を低減させることにより，建屋
に収納される換気系，電気系及び計装制御系の降下火砕防
護対象施設の安全機能を損なわないことを機能設計上の
性能目標とする。 
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d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナは，想定する降下
火砕物による摩耗に対し，運用により，ディーゼル発電機
補機を冷却する機能を維持することを機能設計上の性能
目標とする。 
 
e. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。） 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）は，想定する降下火砕物による閉塞
に対し，降下火砕物の摺動部への侵入を低減させること，
降下火砕物を考慮して摺動部に耐摩耗性をもたせること
又は運用により，非常用高圧⺟線へ給電する機能を維持
することを機能設計上の性能目標とする。 
 
f. 海水系下流設備（非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス
プレイ系ディーゼル発電機を含む。）用冷却器，残留熱除
去系熱交換器，空調器，格納容器雰囲気モニタリング系冷
却器） 
 海水系下流設備は，想定する降下火砕物による摩耗に
対し，運用により，残留熱除去系負荷及びディーゼル発電
機補機を冷却する機能を維持することを機能設計上の目
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標とする。 
 
g. 海水取水設備（除塵装置） 
 海水取水設備（除塵装置）は，想定する降下火砕物によ
る摩耗に対し，運用により，各海水ポンプに通水する機能
を維持することを機能設計上の性能目標とする。 
 
4.5 構造物，水循環系，換気系，電気系及び計測制御系に
おける腐食を考慮する施設 
(1) 施設 
a. 残留熱除去系海水系ポンプ 
b. 残留熱除去系海水系ストレーナ 
c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ 
d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ 
e. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）吸気口 
f. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）室ルーフベントファン 
g. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。） 
h. 海水系下流設備（非常用ディーゼル発電機（高圧炉心
スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用冷却器，残留熱

 
 
 
 
 
 
 
4.4   構造物，換気系，電気系及び計装制御系における腐
食を考慮する施設 
構造物及び換気系，電気系及び計装制御系における腐食を
考慮する施設は，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋
である燃料加⼯建屋，降下火砕物を含む空気の流路となる
降下火砕物防護対象施設である非常用所内電源設備の非
常用発電機並びに外気を取り込む空調系統である気体廃
棄物の廃棄設備の給気設備及び非管理区域換気空調設備
がある。 
なお，燃料加⼯建屋以外の設備については第 1 回申請にお
ける対象設備はない。 
 
(1) 施設 
a. 燃料加⼯建屋 
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除去系熱交換器，空調器，格納容器雰囲気モニタリング系
冷却器） 
i. 中央制御室換気系冷凍機 
j. 主排気筒 
k. 非常用ガス処理系排気筒 
l. 計測制御設備（安全保護系） 
m. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）排気消音器及び排気管 
n. 海水取水設備（除塵装置） 
o. 換気空調設備（外気取入口） 
p. 原子炉建屋原子炉棟 
q. 原子炉建屋付属棟 
r. タービン建屋 
s. 使用済燃料乾式貯蔵建屋 
t. 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設 
 
(2) 要求機能 
 構造物，水循環系，換気系，電気系及び計測制御系にお
ける腐食を考慮する施設は，想定する降下火砕物に対し，
その安全性を損なうおそれがないことが要求される。 
 
(3) 性能目標 
a. 残留熱除去系海水系ポンプ 
 残留熱除去系海水系ポンプは，想定する降下火砕物に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2)  要求機能 

構造物及び換気系，電気系及び計装制御系における腐食
を考慮する施設は，想定される降下火砕物を起因として生
じる腐食に対し，その安全機能を損なわないことが要求さ
れる。 
(3)  性能目標 
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よる腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接触さ
せないこと又は運用により，残留熱除去系負荷を冷却す
る機能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 
 
b. 残留熱除去系海水系ストレーナ 
 残留熱除去系海水系ストレーナは，想定する降下火砕
物による腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接
触させないこと又は運用により，残留熱除去系負荷を冷
却する機能を維持することを機能設計上の性能目標とす
る。 
 
c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプは，想定する降下火砕
物による腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接
触させないこと又は運用により，ディーゼル発電機補機
を冷却する機能を維持することを機能設計上の性能目標
とする。 
 
d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナは，想定する降下
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火砕物による腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設
を接触させないこと又は運用により，ディーゼル発電機
補機を冷却する機能を維持することを機能設計上の性能
目標とする。 
 
e. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）吸気口 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）吸気口は，想定する降下火砕物によ
る腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接触させ
ないこと又は運用により，非常用ディーゼル発電機（高圧
炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）の吸気機能を
維持することを機能設計上の性能目標とする。 
 
f. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）室ルーフベントファン 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）室ルーフベントファンは，想定する
降下火砕物による腐食に対し，塗装により降下火砕物と
施設を接触させないこと又は運用により，非常用ディー
ゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含
む。）室内の空気を排出する機能を維持することを機能設
計上の性能目標とする。 
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g. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。） 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）は，想定する降下火砕物による腐食
に対し，降下火砕物を考慮して施設に耐食性を持たせる
こと又は運用により，非常用高圧⺟線へ給電する機能を
維持することを機能設計上の性能目標とする。 
 
h. 海水系下流設備（非常用ディーゼル発電機（高圧炉心
スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用冷却器，残留熱
除去系熱交換器，空調器，格納容器雰囲気モニタリング系
冷却器）海水系下流設備は，想定する降下火砕物による腐
食に対し，降下火砕物を考慮して施設に耐食性を持たせ
ること又は運用により，残留熱除去系負荷及びディーゼ
ル発電機補機を冷却する機能を維持することを機能設計
上の目標とする。 
 
i. 中央制御室換気系冷凍機 
 中央制御換気系室冷凍機は，想定する降下火砕物によ
る腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接触させ
ないこと又は運用により，空調用冷水を冷却する機能を
維持することを機能設計上の性能目標とする。 
 
j. 主排気筒 
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 主排気筒は，想定する降下火砕物による腐食に対し，塗
装により降下火砕物と施設を接触させないこと又は運用
により，建屋内の空気を大気に排気する機能を維持する
ことを機能設計上の性能目標とする。 
 
k. 非常用ガス処理系排気筒 
 非常用ガス処理系排気筒は，想定する降下火砕物によ
る腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接触させ
ないこと又は運用により，事故時に放射性物質を除去し
た気体を屋外に排気する機能を維持することを機能設計
上の性能目標とする。 
 
l. 計測制御設備（安全保護系） 
 計測制御設備（安全保護系）は，想定する降下火砕物に
よる腐食に対し，盤内への降下火砕物の侵入を低減させ
ることにより，発電用原子炉施設の異常状態を検知し，必
要な場合，原子炉停止系等を作動させる機能を維持する
ことを機能設計上の性能目標とする。 
 
m. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）排気消音器及び排気管 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）排気消音器及び排気管は，想定する
降下火砕物による腐食に対し，塗装により降下火砕物と
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施設を接触させないこと又は運用により，ディーゼル発
電機の排気機能を維持することを機能設計上の性能目標
とする。 
 
n. 海水取水設備（除塵装置） 
 海水取水設備（除塵装置）は，想定する降下火砕物によ
る腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接触させ
ないこと又は運用により，各海水ポンプに通水する機能
を維持することを機能設計上の性能目標とする。 
 
o. 換気空調設備（外気取入口） 
 換気空調設備（外気取入口）は，想定する降下火砕物に
よる腐食に対し，流路への降下火砕物の侵入を低減させ
ること又は運用により，各部屋を換気又は空調管理する
ことで機器の運転に必要な温度条件の維持，居住性の維
持及び被曝低減を図る機能を維持することを機能設計上
の性能目標とする。 
 
p. 原子炉建屋原子炉棟 
 原子炉建屋原子炉棟は，想定する降下火砕物による腐
食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接触させない
こと又は運用により，放射性物質の閉じ込め機能及び放
射線の遮蔽機能並びに建屋が降下火砕物より防護すべき
施設を内包し，建屋によって内包する防護すべき施設に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. 燃料加⼯建屋 

降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃料加
⼯建屋は，想定する降下火砕物による腐食に対し，外壁塗
装及び屋上防水がなされていること又は運用により，建屋
が，建屋によって内包する防護すべき施設に降下火砕物を
接触させない機能を維持することを機能設計上の性能目
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降下火砕物を接触させない機能を維持することを機能設
計上の性能目標とする。 
 
q. 原子炉建屋付属棟 
 原子炉建屋付属棟は，想定する降下火砕物による腐食
に対し，塗装により降下火砕物と施設を接触させないこ
と又は運用により，建屋が降下火砕物より防護すべき施
設を内包し，建屋によって内包する防護すべき施設に降
下火砕物を接触させない機能を維持することを機能設計
上の性能目標とする。 
 
r. タービン建屋 
 タービン建屋は，想定する降下火砕物による腐食に対
し，塗装により降下火砕物と施設を接触させないこと又
は運用により，建屋が降下火砕物より防護すべき施設を
内包し，建屋によって内包する防護すべき施設に降下火
砕物を接触させない機能を維持することを機能設計上の
性能目標とする。 
 
s. 使用済燃料乾式貯蔵建屋 
 使用済燃料乾式貯蔵建屋は，想定する降下火砕物によ
る腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接触させ
ないこと又は運用により，建屋が降下火砕物より防護す
べき施設を内包し，建屋によって内包する防護すべき施

標とする。 
また，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃

料加⼯建屋は，想定する降下火砕物による磨耗に対し，外
気取入口への降下火砕物の侵入を低減させることにより，
建屋に収納される換気系，電気系及び計装制御系の降下火
砕防護対象施設の安全機能を損なわないことを機能設計
上の性能目標とする。 
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設に降下火砕物を接触させない機能を維持することを機
能設計上の性能目標とする。 
 
t. 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設 
 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設は，想定する降
下火砕物による腐食に対し，塗装により降下火砕物と施
設を接触させないこと又は運用により，中央制御室換気
系冷凍機に降下火砕物を堆積させない機能を維持するこ
とを機能設計上の性能目標とする。 
 
4.6 発電所周辺の大気汚染を考慮する施設 
(1) 施設 
a. 換気空調設備（中央制御室換気系） 
 
(2) 要求機能 
 発電所周辺の大気汚染を考慮する施設は，想定する降
下火砕物に対し，その安全性を損なうおそれがないこと
が要求される。 
 
(3) 性能目標 
a. 換気空調設備（中央制御室換気系） 
 換気空調設備のうち中央制御室空調設備は，想定する
降下火砕物による大気汚染に対し，中央制御室への降下
火砕物の侵入を低減させることにより，各部屋を換気又

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大気汚染を考慮する施設の対象がな
いため記載を展開する必要はない 
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は空調管理することで機器の運転に必要な温度条件の維
持，居住性の維持を図る機能を維持することを機能設計
上の性能目標とする。 
 
4.7 絶縁低下を考慮する施設 
(1) 施設 
a. 計測制御設備（安全保護系） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 要求機能 
絶縁低下を考慮する施設は，想定する降下火砕物に対し，
その安全性を損なうおそれがないことが要求される。 
 
(3) 性能目標 
a. 計測制御設備（安全保護系） 
 計測制御設備（安全保護系）は，想定する降下火砕物に
よる絶縁低下に対し，盤内への降下火砕物の侵入を低減

 
 
 
 
4.5   絶縁低下を考慮する施設 

絶縁低下を考慮する施設は，外気から取り入れた屋内の
空気を機器内に取り込む機構を有する降下火砕物防護対
象施設並びに降下火砕物防護対象施設を収納する建屋で
ある燃料加⼯建屋，外気を取り込む空調系統である気体廃
棄物の廃棄設備の給気設備及び非管理区域換気空調設備
である以下の設備がある。 
なお，燃料加⼯建屋以外の設備については第 1 回申請にお
ける対象設備はない。 
(1) 施設 
a. 燃料加⼯建屋 
 
(2) 要求機能 
絶縁低下を考慮する施設は，想定する降下火砕物に対し，
その安全性を損なうおそれがないことが要求される。 
 
(3)  性能目標 
a. 燃料加⼯建屋 

降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃料加
⼯建屋は，想定する降下火砕物による絶縁低下に対し，外
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させることにより，発電用原子炉施設の異常状態を検知
し，必要な場合，原子炉停止系等を作動させる機能を維持
することを機能設計上の性能目標とする。 
 
 
 
4.8 間接的影響を考慮する施設 
(1) 施設 
a. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。） 
b. 軽油貯蔵タンク 
c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）燃料移送ポンプ 
 
(2) 要求機能 
 間接的影響を考慮する施設は，想定する降下火砕物に
対し，発電用原子炉の停止並びに停止後の発電用原子炉
及び使用済燃料プールの安全性を損なうおそれがないこ
とが要求される。 
 
(3) 性能目標 
a. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。） 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

気取入口への降下火砕物の侵入を低減させることにより，
外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機構
を有する降下火砕物防護対象施設の安全機能を損なわな
いことを機能設計上の性能目標とする。 
 
 
4.6   間接的影響を考慮する施設 
間接的影響を考慮する施設は非常用所内電源設備の非常
用発電機である。 
なお，第 1 回申請における対象設備はない。 
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ゼル発電機を含む。）は，想定する降下火砕物による間接
的影響に対し，降下火砕物の影響を受けない配置にする
ことにより，非常用高圧⺟線へ 7 ⽇間の電源供給が継続
できるよう給電する機能を維持することを機能設計上の
性能目標とする。 
 
b. 軽油貯蔵タンク 
 軽油貯蔵タンクは，想定する降下火砕物による間接的
影響に対し，降下火砕物の影響を受けない配置にするこ
とにより，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系
ディーゼル発電機を含む。）へ 7 ⽇間の燃料供給が継続で
きるよう燃料を保有する機能を維持することを機能設計
上の性能目標とする。 
 
c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）燃料移送ポンプ 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）燃料移送ポンプは，想定する降下火
砕物による間接的影響に対し，降下火砕物の影響を受け
ない配置にすることにより，非常用ディーゼル発電機（高
圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）へ 7 ⽇間の
燃料供給が継続できるよう燃料を移送する機能を維持す
ることを機能設計上の性能目標とする。 
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5. 機能設計 
 添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-1 火山への配慮に関する基本方
針」で設定している降下火砕物特性に対し，「4. 要求機能
及び性能目標」で設定している降下火砕物の影響を考慮
する施設の機能設計上の性能目標を達成するために，各
施設の機能設計の方針を定める。 
 
 
 
5.1 構造物への荷重を考慮する施設 
(1) 施設 
a. 設備 
 
(a) 残留熱除去系海水系ポンプ 
 残留熱除去系海水系ポンプは，「4. 要求機能及び性能目
標」の「4.1(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性
能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 
 残留熱除去系海水系ポンプは，想定する降下火砕物，積
雪及び風（台風）による荷重に対し，残留熱除去系負荷を
冷却する機能を維持するため，冷却水として海水を取水
し，残留熱除去系海水系統の各設備に送水する機能を維
持する設計とする。 
 

5. 機能設計 
添付書類「Ⅴ-1-1-1-3-1 火山への配慮に関する基本方
針」で設定している降下火砕物特性に対し，「4. 要求機能
及び性能目標」で設定している設計対処施設及び降下火砕
物の影響を考慮する施設の機能設計上の性能目標を達成
するために，各施設の機能設計の方針を定める。 
なお，降下火砕物の影響を考慮する施設については，第 1
回申請における対象設備はない。 
 
5.1   構造物への荷重を考慮する施設 
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(b) 残留熱除去系海水系ストレーナ 
 残留熱除去系海水系ストレーナは，「4. 要求機能及び性
能目標」の「4.1(3) 性能目標」で設定している機能設計上
の性能目標を達成するために，以下の設計方針とす 
る。 
 残留熱除去系海水系ストレーナは，想定する降下火砕
物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，残留熱除去系
負荷を冷却する機能を維持するため，海水中の固形物を
除去する機能を維持する設計とする。 
 
(c) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプは，「4. 要求機能及び
性能目標」の「4.1(3) 性能目標」で設定している機能設 
計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とす
る。 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプは，想定する降下火砕
物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，ディーゼル発
電機補機を冷却する機能を維持するため，冷却水として
海水を取水し，ディーゼル発電機補機冷却海水系統の各
設備に送水する機能を維持する設計とする。 
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(d) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナは，「4. 要求機能
及び性能目標」の「4.1(3) 性能目標」で設定している機能
設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針と
する。 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナは，想定する降下
火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，ディーゼ
ル発電機補機を冷却する機能を維持するため，海水中の
固形物を除去する機能を維持する設計とする。 
 
(e) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）吸気口 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）吸気口は，「4. 要求機能及び性能目
標」の「4.1(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性
能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）吸気口は，想定する降下火砕物，積
雪及び風（台風）による荷重に対し，非常用ディーゼル発
電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）の
吸気機能を維持する設計とする。 
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(f) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）室ルーフベントファンの設計方針 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）室ルーフベントファンは，「4. 要求
機能及び性能目標」の「4.1(3) 性能目標」で設定してい 
る機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計
方針とする。 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）室ルーフベントファンは，想定する
降下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，非常
用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発
電機を含む。）室内の空気を排出する機能を維持する設計
とする。 
 
(g) 中央制御室換気系冷凍機の設計方針 
 中央制御室換気系冷凍機は，「4. 要求機能及び性能目
標」の「4.1(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性
能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 中央制御室換気系冷凍機は，想定する降下火砕物，積雪
及び風（台風）による荷重に対し，空調用冷水を冷却する
機能を維持する設計とする。 
 
(h) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
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ゼル発電機を含む。）排気消音器及び排気管の設計方針 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）排気消音器及び排気管は，「4. 要求
機能及び性能目標」の「4.1(3) 性能目標」で設定している
機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方
針とする。 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）排気消音器及び排気管は，想定する
降下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，ディ
ーゼル発電機の排気機能を維持する設計とする。 
 
(2) 建屋 
a. 原子炉建屋原子炉棟の設計方針 
 原子炉建屋原子炉棟は，「4. 要求機能及び性能目標」の
「4.1(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性能目
標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 原子炉建屋原子炉棟は，想定する降下火砕物，積雪及び
風（台風）による荷重に対し，放射性物質の閉じ込め機能
及び放射線の遮蔽機能並びに建屋が降下火砕物より防護
すべき施設を内包し，建屋によって内包する防護すべき
施設に降下火砕物を堆積させない機能を維持する設計と
する。 
 
b. 原子炉建屋付属棟の設計方針 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1)  降下火砕物防護対象施設を収納する建屋の設計方
針 

構造物への静的負荷を考慮する施設のうち建屋は，「4.
要求機能及び性能目標」の「4.1   (3)  性能目標」で設定
している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の
設計方針とする。 

構造物への静的負荷を考慮する施設のうち建屋は，設計
荷重(火山)に対し，建屋に収納される降下火砕物防護対象
施設に降下火砕物を堆積させない機能を維持する設計と
する。 
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 原子炉建屋付属棟は，「4. 要求機能及び性能目標」の
「4.1(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性能目
標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 原子炉建屋付属棟は，想定する降下火砕物，積雪及び風
（台風）による荷重に対し，建屋が降下火砕物より防護す
べき施設を内包し，建屋によって内包する防護すべき施
設に降下火砕物を堆積させない機能を維持する設計とす
る。 
 
c. タービン建屋の設計方針 
 タービン建屋は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.1(3) 
性能目標」で設定している機能設計上の性能目標を達成
するために，以下の設計方針とする。 
 タービン建屋は，想定する降下火砕物，積雪及び風（台
風）による荷重に対し，建屋が降下火砕物により防護すべ
き施設を内包し，建屋によって内包する防護すべき施設
に降下火砕物を堆積させない機能を維持する設計とす
る。 
 
d. 使用済燃料乾式貯蔵建屋の設計方針 
 使用済燃料乾式貯蔵建屋は，「4. 要求機能及び性能目
標」の「4.1(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性
能目標を達成するために，以下の設計方針とする。使用済
燃料乾式貯蔵建屋は，想定する降下火砕物，積雪及び風
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（台風）による荷重に対し，建屋が降下火砕物により防護
すべき施設を内包し，建屋によって内包する防護すべき
施設に降下火砕物を堆積させない機能を維持する設計と
する。 
 
(3) 防護対策施設 
a. 中央制御施設換気系冷凍機防護対策施設の設計方針 
 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設は，「4. 要求機能
及び性能目標」の「4.1(3)性能目標」で設定している機能
設計上の性能目を達成するために，以下の設計方針とす
る。 
 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設は，想定する降
下火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，中央制
御室換気系冷凍機に降下火砕物を堆積させない機能を維
持する設計とする。 
 
5.2 水循環系の閉塞を考慮する施設 
(1) 施設 
a. 残留熱除去系海水系ポンプの設計方針 
 残留熱除去系海水系ポンプは，「4. 要求機能及び性能目
標」の「4.2(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性
能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 残留熱除去系海水系ポンプは，想定する降下火砕物に
よる閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮して閉塞しな
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い流路幅を確保することにより，残留熱除去系負荷を冷
却する機能を維持するため，残留熱除去系海水系ポンプ
狭隘部を降下火砕物の粒径より大きくすることで閉塞し
ない設計とする。 
 
b. 残留熱除去系海水系ストレーナの設計方針 
 残留熱除去系海水系ストレーナは，「4. 要求機能及び性
能目標」の「4.2(3) 性能目標」で設定している機能設計上
の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 残留熱除去系海水系ストレーナは，想定する降下火砕
物による閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮して閉塞
しない流路幅を確保することにより，残留熱除去系負荷
を冷却する機能を維持するため，海水ストレーナのメッ
シュサイズを降下火砕物の粒径より大きくすることで閉
塞しない設計とする。 
 
c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプの設計方針 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプは，「4. 要求機能及び
性能目標」の「4.2(3) 性能目標」で設定している機能設計
上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプは，想定する降下火砕
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物による閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮して閉塞
しない流路幅を確保することにより，ディーゼル発電機
補機を冷却する機能を維持するため，非常用ディーゼル
発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）
用海水ポンプ狭隘部を降下火砕物の粒径より大きくする
ことで閉塞しない設計とする 
 
d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナの設計方針 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナは，「4. 要求機能
及び性能目標」の「4.2(3) 性能目標」で設定している機能
設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針と
する。 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナは，想定する降下
火砕物による閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮して
閉塞しない流路幅を確保することにより，ディーゼル発
電機補機を冷却する機能を維持するため，海水ストレー
ナのメッシュサイズを降下火砕物の粒径より大きくする
ことで閉塞しない設計とする。 
 
e. 海水系下流設備（ディーゼル発電機用冷却器，残留熱
除去系熱交換器，空調器及び格納容器雰囲気モニタリン
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グ系冷却器）の設計方針 
 海水系下流設備は，「4. 要求機能及び性能目標」の
「4.2(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性能目
標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 海水系下流設備は，想定する降下火砕物による閉塞に
対し，降下火砕物の粒径を考慮して閉塞しない流路幅を
確保することにより，残留熱除去系負荷及びディーゼル
発電機補機を冷却する機能を維持するため，設備の伝熱
管等を降下火砕物の粒径より大きくすることで閉塞しな
い設計とする。 
 
f. 海水取水設備（除塵装置）の設計方針 
 海水取水設備（除塵装置）は，「4. 要求機能及び性能目
標」の「4.2(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性
能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 海水取水設備（除塵装置）は，想定する降下火砕物によ
る閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮して閉塞しない
流路幅を確保することにより，各海水ポンプに通水する
機能を維持するため，除塵装置のメッシュサイズを降下
火砕物の粒径より大きくすることで閉塞しない設計とす
る。 
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5.3 換気系，電気系及び計測制御系における閉塞を考慮す
る施設 
 
 
(1) 施設 
a. 残留熱除去系海水系ポンプの設計方針 
 残留熱除去系海水系ポンプは，「4. 要求機能及び性能目
標」の「4.3(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性
能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 残留熱除去系海水系ポンプの原動機は，想定する降下
火砕物による閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮した
閉塞しない流路幅の確保及び堆積による閉塞が発生しな
い構造とすることにより，残留熱除去系負荷を冷却する
機能を維持するため，原動機を冷却する空気冷却用冷却
管の内径を降下火砕物の粒径より大きくすること及び冷
却空気取入口を原動機側面とすることで閉塞しない設計
とする。 
 
b. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプの設計方針 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプは，「4. 要求機能及び
性能目標」の「4.3(3) 性能目標」で設定している機能設計
上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

5.2   換気系，電気系及び計装制御系における閉塞を考慮
する施設※ 
※ 燃料加⼯建屋以外の設備については第 1 回申請にお
ける対象設備はない。 
(1)  施設 
a. 燃料加⼯建屋 
構造物への静的負荷を考慮する施設のうち建屋は，「4.要
求機能及び性能目標」の「4.2   (3)  性能目標」で設定し
ている機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設
計方針とする。 

降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は，外気取入口
に防雪フードを設け，降下火砕物が侵入し難い構造とす
る。 
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 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプの原動機は，想定する
降下火砕物による閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮
した閉塞しない流路幅の確保及び堆積による閉塞が発生
しない構造とすることにより，ディーゼル発電機補機を
冷却する機能を維持するため，原動機を冷却する流路の
狭隘部を降下火砕物の粒径より大きくすること及び外扇
部に直接堆積しない構造とすることで閉塞しない設計 
とする。 
 
c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）吸気口の設計方針 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）吸気口は，「4. 要求機能及び性能目
標」の「4.3(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性
能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）吸気口は，想定する降下火砕物によ
る閉塞に対し，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ
イ系ディーゼル発電機を含む。）の吸気機能を維持するた
め，吸気開口部を下向きの構造としフィルタを設置する
ことで降下火砕物が侵入しにくくすることで閉塞しない
設計とする。 
 また，保安規定にフィルタの取替及び清掃することを
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定め管理することで閉塞しない設計とする。 
 
d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）の設計方針 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）は，「4.要求機能及び性能目標」の
「4.3(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性能目
標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）は，想定する降下火砕物による閉塞
に対し，非常用高圧⺟線へ給電する機能を維持するため，
吸気開口部を下向きの構造としフィルタを設置すること
で閉塞しない設計とする。 
 また，保安規定にフィルタの取替及び清掃することを
定め管理することで閉塞しない設計とする。 
 
e. 主排気筒の設計方針 
主排気筒は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.3(3) 性能
目標」で設定している機能設計上の性能目標を達成する
ために，以下の設計方針とする。 
 主排気筒は，想定する降下火砕物による閉塞に対し，建
屋内の空気を大気に排気する機能を維持するため，流路
と主排気筒底部の距離を確保すること及び排気により降
下火砕物を侵入し難くすることで閉塞しない設計とす
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る。 
 
f. 非常用ガス処理系排気筒の設計方針 
 非常用ガス処理系排気筒は，「4. 要求機能及び性能目
標」の「4.3(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性
能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 非常用ガス処理系排気筒は，想定する降下火砕物によ
る閉塞に対し，事故時に放射性物質を除去した気体を屋
外に排気する機能を維持するため，開口部に降下火砕物
の侵入を防止する構造物を設置し，降下火砕物を侵入し
難くすることで閉塞しない設計とする。 
 
g. 換気空調設備（外気取入口）の設計方針 
 換気空調設備（外気取入口）は，「4. 要求機能及び性能
目標」の「4.3(3) 性能目標」で設定している機能設計上の
性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 換気空調設備（外気取入口）は，想定する降下火砕物に
よる閉塞に対し，流路への降下火砕物の侵入を低減させ
ることにより，各部屋を換気又は空調管理することで機
器の運転に必要な温度条件の維持，居住性の維持及び被
曝低減を図る機能を維持するため，換気空調設備の給気
系外気取入口にバグフィルタを設置することで閉塞しな
い設計とする。 
 また，保安規定にフィルタの取替及び清掃すること並
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びに外気取入ダンパの閉止，換気空調設備の停止及び閉
回路循環運転することを定め管理することで閉塞しない
設計とする。 
 
5.4 水循環系，換気系，電気系及び計測制御系における摩
耗を考慮する施設 
 
 
(1) 施設 
a. 残留熱除去系海水系ポンプの設計方針 
 残留熱除去系海水系ポンプは，「4. 要求機能及び性能目
標」の「4.4(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性
能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 残留熱除去系海水系ポンプは，想定する降下火砕物の
摩耗に対し，降下火砕物の摺動部への侵入を低減させる
こと，降下火砕物を考慮して摺動部に耐摩耗性をもたせ
ること又は運用により，残留熱除去系負荷を冷却する機
能を維持するため，原動機を開口部がない全閉構造とす
ること及び摺動部に摩耗しにくい材料を使用することで
摩耗しにくい設計とする。 
 また，保安規定に点検及び必要に応じた補修を実施す
ることを定め管理することで摩耗が進展しない設計とす
る。 
 

 
 
 
 
5.3   換気系，電気系及び計装制御系における磨耗を考慮
する施設※ 
※ 燃料加⼯建屋以外の設備については第 1 回申請にお
ける対象設備はない。 
(1)  施設 
a. 燃料加⼯建屋 
構造物への静的負荷を考慮する施設のうち建屋は，「4.要
求機能及び性能目標」の「4.3  (3)  性能目標」で設定し
ている機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設
計方針とする。 
降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は，外気取入口に
防雪フードを設け，降下火砕物が侵入し難い構造とする。 
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b. 残留熱除去系海水系ストレーナの設計方針 
 残留熱除去系海水系ストレーナは，「4. 要求機能及び性
能目標」の「4.4(3) 性能目標」で設定している機能設計上
の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 残留熱除去系海水系ストレーナは，想定する降下火砕
物による摩耗に対し，運用により，残留熱除去系負荷を冷
却する機能を維持するため，保安規定に点検及び必要に
応じた補修の実施を定め管理することで摩耗が進展しな
い設計とする。 
 
c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプの設計方針 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプは，「4. 要求機能及び
性能目標」の「4.4(3) 性能目標」で設定している機能設計
上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプは，想定する降下火砕
物の摩耗に対し，降下火砕物の摺動部への侵入を低減さ
せること，降下火砕物を考慮して摺動部に耐摩耗性をも
たせること又は運用により，ディーゼル発電機補機を冷
却する機能を維持するため，原動機を開口部がない全閉
構造とすること及び摺動部に摩耗しにくい材料を使用す
ることで摩耗しにくい設計とする。 
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 また，保安規定に点検及び必要に応じた補修を実施す
ることを定め管理することで摩耗が進展しない設計とす
る。 
 
d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナの設計方針 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナは，「4. 要求機能
及び性能目標」の「4.4(3) 性能目標」で設定している機能
設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針と
する。 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナは，想定する降下
火砕物による摩耗に対し，運用により，残留熱除去系負荷
及びディーゼル発電機補機を冷却する機能を維持するた
め，保安規定に点検及び必要に応じた補修の実施を定め
管理することで摩耗が進展しない設計とする。 
 
e. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）の設計方針 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）は，「4.要求機能及び性能目標」の
「4.4(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性能目
標を達成するために，以下の設計方針とする。 
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 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）は，想定する降下火砕物による摩耗
に対し，降下火砕物の摺動部への侵入を低減させること，
降下火砕物を考慮して摺動部に耐摩耗性を持たせること
又は運用により，非常用⺟線へ給電する機能を維持する
ため，吸気開口部を下向きの構造としフィルタを設置す
ること及び摺動部に摩耗しにくい材料を使用することで
摩耗しにくい設計とする。 
 また，保安規定にフィルタの取替及び清掃並びに点検
及び必要に応じた補修を実施することを定め管理するこ
とで閉塞しない設計とする。 
 
f. 海水系下流設備（ディーゼル発電機用冷却器，残留熱除
去系熱交換器，空調器及び格納容器雰囲気モニタリング
系冷却器）の設計方針 
 海水系下流設備は，「4. 要求機能及び性能目標」の
「4.4(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性能目
標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 海水系下流設備は，想定する降下火砕物による摩耗に
対し，運用により，残留熱除去系負荷及びディーゼル発電
機補機を冷却する機能を維持するため，保安規定に点検
及び必要に応じた補修の実施を定め管理することで摩耗
が進展しない設計とする。 
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g. 海水取水設備（除塵装置）の設計方針 
 海水取水設備（除塵装置）は，「4. 要求機能及び性能目
標」の「4.4(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性
能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 海水取水設備（除塵装置）は，想定する降下火砕物によ
る摩耗に対し，運用により，各海水ポンプに通水する機能
を維持するため，保安規定に点検及び必要に応じた補修
を実施することを定め管理することで摩耗が進展しない
設計とする。 
 
5.5 構造物，水循環系，換気系，電気系及び計測制御系に
おける腐食を考慮する施設 
(1) 施設 
a. 残留熱除去系海水系ポンプの設計方針 
 残留熱除去系海水系ポンプは，「4. 要求機能及び性能目
標」の「4.5(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性
能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 残留熱除去系海水系ポンプは，想定する降下火砕物に
よる腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接触さ
せないこと又は運用により，残留熱除去系負荷を冷却す
る機能を維持するため，外装の塗装及び海水と接触する
部位の防汚塗装を実施すること並びに原動機を開口部が
ない全閉構造とすることで短期的な腐食が発生しない設
計とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4   構造物，換気系，電気系及び計装制御系における腐
食を考慮する施設※ 
 (1)  燃料加⼯建屋の設計方針 
降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃料加⼯
建屋は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.4 (3)  性能目
標」で設定している機能設計上の性能目標を達成するため
に，以下の設計方針とする。 

降下火砕物防護対象施設を収納する燃料加⼯建屋は，想
定する降下火砕物による腐食に対し，外壁塗装及び屋上防
水を実施することで，降下火砕物による化学的腐食により
短期的な影響を受けることはない。 

また，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は，外気
取入口に防雪フードを設け，降下火砕物が侵入し難い構造
とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
当社側に塗装等を行うための目的
「建屋によって内包する防護すべき
施設に降下火砕物を接触させない機
能を維持するため，」に係る記載を追
加する。 
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 また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め
管理することで⻑期的な腐食が進展しない設計とする。 
 
b. 残留熱除去系海水系ストレーナの設計方針 
 残留熱除去系海水系ストレーナは，「4. 要求機能及び性
能目標」の「4.5(3) 性能目標」で設定している機能設計上
の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 残留熱除去系海水系ストレーナは，想定する降下火砕
物による腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接
触させないこと又は運用により，残留熱除去系負荷を冷
却する機能を維持するため，残留熱除去系海水系ストレ
ーナの外装の塗装，海水と接触する部位の防汚塗装及び
ライニングを実施することで短期的な腐食が発生しない
設計とする。 
 また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め
管理することで⻑期的な腐食が進展しない設計とする。 
 
c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプの設計方針 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプは，「4. 要求機能及び
性能目標」の「4.5(3) 性能目標」で設定している機能設計
上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

降下火砕物堆積後の⻑期的な腐食の影響については，堆
積した降下火砕物の除去後に点検し，必要に応じて修理を
行うこと並びに⽇常的な保守及び修理を行うことにより,
安全機能を損なわない設計とする。 
 
※ 燃料加⼯建屋以外の設備については第 1 回申請にお
ける対象設備はない。 
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ゼル発電機を含む。）用海水ポンプは，想定する降下火砕
物による腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接
触させないこと又は運用により，ディーゼル発電機補機
を冷却する機能を維持するため，外装の塗装及び海水と
接触する部位の防汚塗装を実施すること並びに原動機を
開口部がない全閉構造とすることで短期的な腐食が発生
しない設計とする。 
 また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め
管理することで⻑期的な腐食が進展しない設計とする。 
 
d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナの設計方針 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナは，「4. 要求機能
及び性能目標」の「4.5(3) 性能目標」で設定している機能
設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針と
する。 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナは，想定する降下
火砕物による腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設
を接触させないこと又は運用により，ディーゼル発電機
補機を冷却する機能を維持するため，海水ストレーナの
外装の塗装，海水と接触する部位の防汚塗装及びライニ
ングを実施することで短期的な腐食が発生しない設計と
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する。 
 また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め
管理することで⻑期的な腐食が進展しない設計とする。 
 
e. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）吸気口の設計方針 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）吸気口は，「4. 要求機能及び性能目
標」の「4.5(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性
能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）吸気口は，塗装により降下火砕物と
施設を接触させないこと又は運用により，非常用ディー
ゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含
む。）の吸気機能を維持するため，外装の塗装を実施する
ことで短期的な腐食が発生しない設計とする。 
 また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め
管理することで⻑期的な腐食が進展しない設計とする。 
 
f. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）室ルーフベントファンの設計方針 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）室ルーフベントファンは，「4. 要求
機能及び性能目標」の「4.5(3) 性能目標」で設定している
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機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方
針とする。 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）室ルーフベントファンは，想定する
降下火砕物による腐食に対し，塗装により降下火砕物と
施設を接触させないこと又は運用により，非常用ディー
ゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含
む。）室内の空気を排出する機能を維持するため，外装の
塗装を実施することで短期的な腐食が発生しない設計と
する。 
 また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め
管理することで⻑期的な腐食が進展しない設計とする。 
 
g. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）の設計方針 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）は，「4.要求機能及び性能目標」の
「4.5(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性能目
標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）は，想定する降下火砕物による腐食
に対し，降下火砕物を考慮して施設に耐食性を持たせる
こと又は運用により，非常用高圧⺟線へ給電する機能を
維持するため，降下火砕物と接触する部位に耐食性のあ
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る材料を使用することで短期的な腐食が発生しない設計
とする。 
 また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め
管理することで⻑期的な腐食が進展しない設計とする。 
 
h. 海水系下流設備（ディーゼル発電機用冷却器，残留熱
除去系熱交換器，空調器及び格納容器雰囲気モニタリン
グ系冷却器）の設計方針 
 海水系下流設備は，「4. 要求機能及び性能目標」の
「4.5(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性能目
標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 海水系下流設備は，想定する降下火砕物による腐食に
対し，降下火砕物を考慮して施設に耐食性を持たせるこ
と又は運用により，残留熱除去系負荷及びディーゼル発
電機補機を冷却する機能を維持するため，海水と接触す
る部位に耐食性のある材料を使用することで短期的な腐
食が発生しない設計とする。 
 また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め
管理することで⻑期的な腐食が進展しない設計とする。 
 
i. 中央制御室換気系冷凍機の設計方針 
中央制御室換気系冷凍機は，「4. 要求機能及び性能目標」
の「4.5(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性能
目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
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 中央制御室換気系冷凍機は，想定する降下火砕物の腐
食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接触させない
こと又は運用により，空調用冷水を冷却する機能を維持
するため，外装の塗装を実施することで短期的な腐食が
発生しない設計とする。 
 また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め
管理することで⻑期的な腐食が進展しない設計とする。 
 
j. 主排気筒の設計方針 
 主排気筒は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.5(3) 性
能目標」で設定している機能設計上の性能目標を達成す
るために，以下の設計方針とする。 
 主排気筒は，想定する降下火砕物による腐食に対し，塗
装により降下火砕物と施設を接触させないこと又は運用
により，建屋内の空気を大気に排気する機能を維持する
ため，外装の塗装を実施することで短期的な腐食が発生
しない設計とする。 
 また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め
管理することで⻑期的な腐食が進展しない設計とする。 
 
k. 非常用ガス処理系排気筒の設計方針 
 非常用ガス処理系排気筒は，「4. 要求機能及び性能目
標」の「4.5(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性
能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
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 非常用ガス処理系排気筒は，想定する降下火砕物によ
る腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接触させ
ないこと又は運用により，事故時に放射性物質を除去し
た気体を屋外に排気する機能を維持するため，外装の塗
装を実施することで短期的な腐食が発生しない設計とす
る。 
 また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め
管理することで⻑期的な腐食が進展しない設計とする。 
 
l. 計測制御設備（安全保護系）の設計方針 
 計測制御設備（安全保護系）は，「4. 要求機能及び性能
目標」の「4.5(3) 性能目標」で設定している機能設計上の
性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 計測制御設備（安全保護系）は，想定する降下火砕物に
よる腐食に対し，盤内への降下火砕物の侵入を低減させ
ることにより，発電用原子炉施設の異常状態を検知し，必
要な場合，原子炉停止系等を作動させる機能を維持する
ため，計測制御設備（安全保護系）を設置する中央制御室
の換気空調設備の外気取入口にバグフィルタを設置する
こと及び閉回路循環運転することで降下火砕物が侵入し
にくい設計とする。 
 また，保安規定にフィルタの取替及び清掃すること並
びに閉回路循環運転することを定め管理することで⻑期
的な腐食が進展しない設計とする。 
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m. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）排気消音器及び排気管の設計方針 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）排気消音器及び排気管は，「4. 要求
機能及び性能目標」の「4.5(3) 性能目標」で設定している
機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方
針とする。 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）排気消音器及び排気管は，想定する
降下火砕物による腐食に対し，塗装により降下火砕物と
施設を接触させないこと又は運用により，ディーゼル発
電機の排気機能を維持するため，外装の塗装を実施する
ことで短期的な腐食が発生しない設計とする。 
 また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め
管理することで⻑期的な腐食が進展しない設計とする。 
 
n. 海水取水設備（除塵装置）の設計方針 
 海水取水設備（除塵装置）は，「4. 要求機能及び性能目
標」の「4.5(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性
能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 海水取水設備（除塵装置）は，想定する降下火砕物によ
る腐食に対し，想定する降下火砕物による腐食に対し，塗
装により降下火砕物と施設を接触させないこと又は運用
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により，各海水ポンプに通水する機能を維持するため，海
水と接触する部位の防汚塗装を実施することで短期的な
腐食が発生しない設計とする。 
 また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め
管理することで⻑期的な腐食が進展しない設計とする。 
 
o. 換気空調設備（外気取入口）の設計方針 
 換気空調設備（外気取入口）は，「4. 要求機能及び性能
目標」の「4.5(3) 性能目標」で設定している機能設計上の
性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 換気空調設備（外気取入口）は，想定する降下火砕物に
よる腐食に対し，流路への降下火砕物の侵入を低減させ
ること又は運用により，各部屋を換気又は空調管理する
ことで機器の運転に必要な温度条件の維持，居住性の維
持及び被曝低減を図る機能を維持するため，換気空調設
備の外気取入口にバグフィルタを設置することで降下火
砕物が侵入しにくい設計とする。 
 また，保安規定にフィルタの取替及び清掃することを
定め管理することで⻑期的な腐食が進展しない設計とす
る。 
 
p. 原子炉建屋原子炉棟の設計方針 
 原子炉建屋原子炉棟は，「4. 要求機能及び性能目標」の
「4.5(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性能目
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標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 原子炉建屋原子炉棟は，想定する降下火砕物による腐
食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接触させない
こと又は運用により，放射性物質の閉じ込め機及び放射
線の遮蔽機能並びに建屋が降下火砕物より防護すべき施
設を内包し，建屋によって内包する防護すべき施設に降
下火砕物を接触させない機能を維持するため，外面の塗
装を実施することで短期的な腐食が発生しない設計とす
る。 
 
 また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め
管理することで⻑期的な腐食が進展しない設計とする。 
 
q. 原子炉建屋付属棟の設計方針 
 原子炉建屋付属棟は，「4. 要求機能及び性能目標」の
「4.5(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性能目
標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 原子炉建屋付属棟は，想定する降下火砕物による腐食
に対し，塗装により降下火砕物と施設を接触させないこ
と又は運用により，建屋が降下火砕物より防護すべき施
設を内包し，建屋によって内包する防護すべき施設に降
下火砕物を接触させない機能を維持するため，外面の塗
装を実施することで短期的な腐食が発生しない設計とす
る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

568



 発電炉（東海第二） MOX 燃料加工施設 発電炉との違い 
 また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め
管理することで⻑期的な腐食が進展しない設計とする。 
 
r. タービン建屋の設計方針 
 タービン建屋は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.5(3) 
性能目標」で設定している機能設計上の性能目標を達成
するために，以下の設計方針とする。 
 タービン建屋は，想定する降下火砕物による腐食に対
し，塗装により降下火砕物と施設を接触させないこと又
は運用により，建屋が降下火砕物より防護すべき施設を
内包し，建屋によって内包する防護すべき施設に降下火
砕物を接触させない機能を維持するため，外面の塗装を
実施することで短期的な腐食が発生しない設計とする。 
 また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め
管理することで⻑期的な腐食が進展しない設計とする。 
 
s. 使用済燃料乾式貯蔵建屋の設計方針 
 使用済燃料乾式貯蔵建屋は，「4. 要求機能及び性能目
標」の「4.5(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性
能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 使用済燃料乾式貯蔵建屋は，想定する降下火砕物によ
る腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接触させ
ないこと又は運用により，建屋が降下火砕物より防護す
べき施設を内包し，建屋によって内包する防護すべき施
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設に降下火砕物を接触させない機能を維持するため，外
面の塗装を実施することで短期的な腐食が発生しない設
計とする。 
 また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め
管理することで⻑期的な腐食が進展しない設計とする。 
 
t. 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設の設計方針 
 中央制御施設換気系冷凍機防護対策施設は，「4. 要求機
能及び性能目標」の「4.5(3)性能目標」で設定している機
能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針
とする。 
 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設は，想定する降
下火砕物による腐食に対し，塗装により降下火砕物と施
設を接触させないこと又は運用により，中央制御室換気
系冷凍機に降下火砕物を堆積させない機能を維持するた
め，外面の塗装を実施することで短期的な腐食が発生し
ない設計とする。 
 また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め
管理することで⻑期的な腐食が進ない設計とする。 
 
5.6 発電所周辺の大気汚染を考慮する施設 
(1) 施設 
a. 換気空調設備（中央制御室換気系）の設計方針 
 換気空調設備（中央制御室換気系）は，「4. 要求機能及
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び性能目標」の「4.6(3) 性能目標」で設定している機能設
計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とす
る。 
 換気空調設備（中央制御室換気系）は，想定する降下火
砕物による大気汚染に対し，中央制御室への降下火砕物
の侵入を低減させることにより，中央制御室を換気又は
空調管理することで居住性を確保する機能を維持するた
め，外気取入口にバグフィルタを設置すること及び閉回
路循環運転することで降下火砕物が侵入しにくい設計と
する。 
 また，保安規定にフィルタの取替及び清掃すること並
びに閉回路循環運転することを定め管理することで降下
火砕物による中央制御室の大気汚染を防止する設計とす
る。 
 
5.7 絶縁低下を考慮する施設 
 
 
(1) 施設 
a. 計測制御設備（安全保護系）の設計方針 
 計測制御設備（安全保護系）は，「4. 要求機能及び性能
目標」の「4.7(3) 性能目標」で設定している機能設計上の
性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 計測制御設備（安全保護系）は，想定する降下火砕物に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5   絶縁低下を考慮する施設※ 
※ 燃料加⼯建屋以外の設備については第 1 回申請にお
ける対象設備はない。 
 (1)  施設 
a. 燃料加⼯建屋 
構造物への静的負荷を考慮する施設のうち建屋は，「4.要
求機能及び性能目標」の「4.5   (3)  性能目標」で設定し
ている機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設
計方針とする。 
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よる絶縁低下に対し，盤内への降下火砕物の侵入を低減
させることにより，発電用原子炉施設の異常状態を検知
し，必要な場合，原子炉停止系等を作動させる機能を維持
するため，計測制御設備（安全保護系）を設置する中央制
御室の換気空調設備の外気取入口にバグフィルタを設置
すること及び閉回路循環運転することで降下火砕物が侵
入しにくい設計とする。 
 また，保安規定にフィルタの取替及び清掃すること並
びに閉回路循環運転することを定め管理することで計測
制御設備（安全保護系）の絶縁低下を防止する設計とす
る。 
 
5.8 間接的影響を考慮する施設 
(1) 施設 
a. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）の設計方針 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）は，「4.要求機能及び性能目標」の
「4.8(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性能目
標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）は，想定する降下火砕物による間接
的影響に対し，降下火砕物の影響を受けない配置にする
ことにより，非常用高圧⺟線へ 7 ⽇間の電源供給が継続

降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は，外気取入口に
防雪フードを設け，降下火砕物が侵入し難い構造とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6   間接的影響を考慮する施設※ 
※ 第 1 回申請における対象設備はない。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
対象となる設備・機器については後
次回にて申請 
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できるよう給電する機能を維持するため，降下火砕物の
影響を受けない建屋内に設置する設計とする。 
 
b. 軽油貯蔵タンクの設計方針 
 軽油貯蔵タンクは，「4. 要求機能及び性能目標」の
「4.8(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性能目
標を達成するために，以下の設計方針とする。 
 軽油貯蔵タンクは，想定する降下火砕物による間接的
影響に対し，降下火砕物の影響を受けない配置にするこ
とにより，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系
ディーゼル発電機を含む。）へ 7 ⽇間の燃料供給が継続で
きるよう燃料を保有する機能を維持するため，降下火砕
物の影響を受けない地中に設置する設計とする。 
 
c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）燃料移送ポンプの設計方針 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）燃料移送ポンプは，「4. 要求機能及
び性能目標」の「4.8(3) 性能目標」で設定している機能設
計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とす
る。 
 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）燃料移送ポンプは，想定する降下火
砕物による間接的影響に対し，降下火砕物の影響を受け
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ない配置にすることにより，非常用ディーゼル発電機（高
圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）へ 7 ⽇間の
燃料供給が継続できるよう燃料を移送する機能を維持す
るため，降下火砕物の影響を受けない地中に設置する設
計とする。 
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仕様表対象選定手引き（案）

参　　考 

＜比較検討＞ 
発電炉 工認手続きガイド 仕様表対象選定手引き（案） 

２．工事の計画の認可及び届出及び認可手続の範囲 

（２）工事計画に記載すべき設備及び機器等の範囲

工事計画に記載しなければならない事項は，規則第9条第2項又は第12条第2項で発電用原子炉施

設の種類に応じて規則別表第2の中欄で定めるものとされており，規則別表第2の中欄において，

設備ごとにさらに機器等の単位で記載要求事項を定めている。この規則別表第2に規定されている

記載要求事項については，少なくとも技術基準規則への適合性を示す上で必要十分な内容が記載

される必要があり，以下では，規則別表第1における設備及び機器等の規定も含めて，機器等の仕

様に関する記載要求範囲と設備及び機器等の記載要求範囲に分けて示す。 

２ 設工認申請における仕様表作成手引き 

1. 目的

再処理規則第２条に規定される再処理施設，加工規則第 3 条の 2 の 2 に規定される加工施設の種類，

廃棄物管理規則第 4 条に規定される特定廃棄物管理施設の種類に記載する施設のうち新規制基準対応と

して事業変更許可申請書への整合及び技術基準規則への適合を機器等の仕様で示す設備（以下「仕様表

対象設備」という。）について，設備及び機器等の記載要求範囲，機器等の仕様に関する記載要求範囲に

関する記載の統一及び一貫性を図ることを目的として仕様表作成手引きを策定する。 

なお，記載例については，別紙１に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

仕様表対象選定⼿引きの基本⽅針
・発電炉⼯認ガイドは，法令化されている別表第１及び別表第２を補⾜する観点から追加記載が必要な事項等について纏められているが，当社はこれが無いことを踏まえて「①設備及び機器等の記載要
求範囲（仕様表対象設備の考え⽅⇒具体的な個別機器⇒個別施設）」「②個別機器の仕様表記載項⽬（記載項⽬の考え⽅，具体的な記載項⽬）」「③仕様表の記載⽅法（具体的な記載⽅法及び記載例）」の
順に展開し，わかりやすいように展開して仕様表対象選定⼿引きを構成，記載する。

・発電炉別表第１及び別表第２が無いため，記載にあたっては対象としたものの根拠（理由）がわかるように記載する。（空欄を活⽤）

・仕様表対象選定⼿引きは発電炉⼯認ガイドの記載内容，記載程度を参考（対⽐）としているものは⽐較できるように記載する。

・本⼿引きで⽤いる⽤語の定義は，可能な限り事業指定基準規則，技術基準規則，事業変更許可申請書等において定義しているものと⼀致させることで，理解し易いように記載する。また，⼿引きに基
づき仕様表対象を選定する作業者が混乱，バラツキが発⽣しないよう必要に応じて理解できる程度まで噛み砕いた記載とする。

・記載はなるべく簡潔に記載するように努め，特に簡潔に記載するにあたって考え⽅，対象が極⼒不明確とならないよう「〜を含む。」「〜を除く。」といった表現を⽤いるとともに，「〇〇等」は対象を
列記して記載する場合のみに使⽤する。

575



仕様表対象選定手引き（案）

＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続きガイド 仕様表対象選定手引き（案） 

２）設備及び機器等の記載要求範囲

規則別表第２の中欄においては，同表の上欄で示している発電用原子炉施設の種類として，原子炉本体，

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設，原子炉冷却系統施設，計測制御系統施設，放射性廃棄物の廃棄施設，

放射線管理施設，原子炉格納施設及びその他発電用原子炉の附属施設に区分し，設備ごとに熱交換器，ポ

ンプ，容器，貯蔵槽，ろ過装置，安全弁及び逃がし弁，主要弁，主配管，送風機，排風機並びにフィルタ

ー等の機器等を記載することとされている。これらについて，まず個別機器等の記載要求範囲を示すとと

もに，個別施設ごとに設備及び機器等の記載要求範囲を示す。 

2. 設備及び機器等の記載要求範囲

再処理規則第２条に規定される再処理施設，加工規則第 3条の 2の 2に規定される加工施設の種類，

廃棄物管理規則第 4条に規定される特定廃棄物管理施設の種類に示す施設（以下「個別施設」という。）

に区分し，個別施設毎に建物・構築物，熱交換器，ポンプ，容器，貯槽，ろ過装置，安全弁及び逃がし

弁，主要弁，主配管，ファン及びフィルタ等の機器（以下「個別機器等」という。）を記載する。これら

について，まず核燃料施設の特徴を踏まえた個別機器等の記載要求範囲を示すとともに，個別施設毎に

設備の記載要求範囲を示す。

仕様表対象設備は，「事業変更許可申請書本文に示す各施設の主たる機能（当該設備の主たる機能及

び安全機能）とその達成のために設置する主要な設備＝主流路※」及び「公衆及び放射線業務従事者へ

の影響を可能な限り低減する」という規制要求事項の主旨を踏まえ，公衆に対する影響の程度に応じた

以下に示す３つの分類に該当する個別機器等を対象とする。 

※主流路とは，当該設備が果たすべき主たる機能（例：使用済燃料の受入れ及び貯蔵，せん断等）を

達成するための本流に含まれる個別機器等の纏まり（系統，設備）であり，プロセス・ユーティリテ

ィ設備であれば容器，主配管，主要弁といったもの，搬送・機械設備であればクレーン，台車といっ

たものを纏めたものをいう。 
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仕様表対象選定手引き（案）

＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続きガイド 仕様表対象選定手引き（案） 

＜仕様表対象設備の基本的な考え方＞ 

【分類Ａ】 

・機能の喪失により、公衆又は放射線業務従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び運転時にお

ける異常な過渡変化時，設計基準事故時又は重大事故時等において公衆又は放射線業務従事者に及ぼす

おそれがある放射線障害を防止するため、放射性物質又は放射線が核燃料施設を設置する工場又は事業

所（以下「工場等」という。）外へ放出されることを抑制し、又は防止するものとして，安全上重要な施

設，重大事故等対処施設，耐震 Sクラス設備，常設耐震重要重大事故等対処設備及び 1.2 倍の基準地震動

による地震力により機能喪失しない設備）（以下「耐震重要施設等」という。）のうち主要な個別機器等 

【分類Ｂ】 

(1)通常運転状態において公衆又は放射線業務従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため、

放射性物質又は放射線が核燃料施設を設置する工場等外へ放出されることを抑制し、又は防止するも

のとして，安全機能を有する施設のうち，核燃料物質等の貯蔵・保管・廃棄機能に係る確認を必要とす

る使用済燃料の貯蔵施設，製品貯蔵施設及び放射性廃棄物の廃棄施設（気体・液体・固体）の主要な個

別機器等 

(2)事業変更許可申請書本文に記載している再処理，廃棄物管理，MOX 燃料加工を行うための使用済燃料

又は核燃料物質等を含む溶液又は粉末を取り扱う主要な個別機器等 

【分類Ｃ】 

・設計想定事象（自然現象，工場若しくは事業所内又はその周辺における核燃料施設の安全性を損なわせ

る原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。），火災、溢水その他の

核燃料施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象）において，安全上重要な施設，重大事故

等対処施設，耐震重要施設等の機器等の機能喪失を防止するものとして，安全機能を有する施設のうち，

その他加工施設，その他再処理設備の附属施設，その他廃棄物管理設備の附属施設の火災防護設備，溢水

防護設備，竜巻防護対策設備等の主要な個別機器等 
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仕様表対象選定手引き（案）

＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認 仕様表対象選定手引き（案） 

（個別機器等事項） （個別機器等事項） 

個別機器等事項では，核燃料施設（再処理施設，廃棄物管理施設，MOX 燃料加工施設）に設置され

る機器等が，前項で示す基本的な考え方に該当する機器等の仕様を仕様表で記載するにあたり，機能，

性能及び構造上の類似性を考慮し，複数の種類（機種）に区分する。 

種類（機種）の区分は，核燃料施設の特徴から複数の施設において類似性がある「施設共通の機器」

と類似性が無い「施設固有の機器」に分けて区分する。 

【施設共通の機器】 

施設共通の機器としては，以下のとおりとする。 

なお，主流路中に設置される小型ポット，フィルタのような機器であって主配管と同等の経路維持

のために構造強度を有することで適合性を示す必要がある機器は，基本設計方針及び添付書類（強度

及び耐食性に関する説明書，添付図面）で示す。 

(a)容器（円筒・円環・板状・角柱型）

分類 対象 

Ａ 臨界防止，閉じ込め，火災及び爆発防止，廃棄（浄化含む），落下及び転倒防止，安

全上重要な施設の機能を維持するために必要な支援機能の観点から再処理設備本体

の溶解施設，分離施設，精製施設，脱硝施設，液体廃棄物の廃棄施設，固体廃棄物

の廃棄施設及びその他再処理設備の附属施設においてはプルトニウム（低濃度のも

のを除く）を含む溶液又は粉末を保有する貯槽，高レベル放射性液体廃棄物（高レ

ベル廃液，不溶解残渣廃液，アルカリ濃縮廃液，抽出廃液等）を保有する貯槽，設

計基準事故時において溶解槽に供給する硝酸ガドリニウムを保有する可溶性中性子

吸収材緊急供給槽，漏えいした高レベル放射性液体廃棄物の沸騰を防止するための

希釈水（水）を保有する貯槽，非常用発電機へ燃料を供給する燃料貯蔵設備の燃料

タンク，圧縮空気を供給する空気貯槽等とする。また，設計上の想定を超える条件

で発生する臨界事故時における拡大防止，放射線分解による水素爆発防止，冷却機

能喪失による蒸発乾固防止，TBP 等の錯体の急激な反応における火災及び爆発防止に

対する重大事故等への対処のうち，重大事故等を仮定する容器である設計基準対処

施設と兼用する貯槽，代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽，重大事故時可溶性中性

子吸収材供給槽，補機駆動用燃料供給設備の軽油貯槽，タンクローリ，代替換気設

備のうち廃ガス貯留設備の水封安全器，廃ガス貯留槽，代替安全圧縮空気系の圧縮

空気を供給する圧縮空気自動供給貯槽，圧縮空気自動供給／機器圧縮空気自動供給

／圧縮空気手動供給ユニット（ボンベ），臨界事故時水素掃気系（本体用：一般／安

全（水素、計測制御））の圧縮空気貯槽，代替安全冷却水系の可搬型排水受槽，緊急

時対策所における居住性を確保するための空気を保有するボンベ並びに緊急時対策

建屋電源設備の発電機へ燃料を供給する燃料貯蔵タンク，MOX 燃料加工施設の閉じ込

める機能喪失に対処するための遠隔消火装置（ボンベ）等で常設又は可搬型のもの

とする。 
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仕様表対象選定手引き（案）

＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認 仕様表対象選定手引き（案） 

Ｂ (1)廃棄（浄化含む）機能の観点から気体廃棄物の廃棄施設においては廃ガスの洗浄

液を保有する貯槽，洗浄塔，スプレイ塔等，液体廃棄物の廃棄施設においてはアル

カリ廃液及び低レベル廃液，廃溶媒，分析済溶液，廃樹脂等を保有する貯槽とす

る。 

(2)安全機能を有する施設のうち，再処理設備本体の溶解施設，分離施設，精製施

設，脱硝施設，酸及び溶媒の回収施設において溶解を行うための硝酸の調整，供給

を行う貯槽，溶解，抽出を行った際の洗浄廃液，凝縮液等を保有する貯槽，分離施

設，精製施設，脱硝施設のウラン溶液を保有する貯槽及び低濃度プルトニウムを含

む溶液を保有する貯槽，精製施設の注水槽，脱硝施設のウラン粉末を保有する貯

槽，還元炉へ供給する還元ガスを保有する貯槽，酸及び溶媒の回収施設における回

収硝酸，溶媒を保有する貯槽，分析済溶液を保有する貯槽とする。 

Ｃ 安全機能を有する施設のうち，火災防護設備の消火設備のうち給水処理設備と兼用

するろ過水貯槽及び固定式消火設備の消火剤を保有する容器（ボンベ），圧縮空気を

供給する空気貯槽，給水処理設備の純水貯槽，化学薬品貯蔵供給設備の薬品等を保

有する貯槽とする。 

 他施設と共用する給水処理設備のろ過水貯槽，圧縮空気設備の空気貯槽等の主登録先は再処理施設

とする。

(b)容器（塔型）

分類 対象 

Ａ 臨界防止，閉じ込め，火災及び爆発防止，廃棄（浄化含む）機能の観点から再処理

設備本体の精製施設においてはプルトニウム濃縮缶，酸化塔，脱ガス塔，酸及び溶

媒の回収施設においては第２酸回収系の蒸発缶・精留塔，気体の廃棄施設において

は廃ガスの浄化を行う洗浄塔，吸収塔，ルテニウム吸着塔，廃ガス洗浄器等，液体

廃棄物の廃棄施設においては高レベル廃液等を処理するための高レベル廃液濃縮缶

とする。また，放射線分解による水素爆発及び TBP 等の錯体の急激な反応における

火災及び爆発に対する重大事故等への対処のうち，重大事故等を仮定する容器であ

る設計基準対処施設と兼用するプルトニウム濃縮缶，高レベル廃液濃縮缶とする。 

Ｂ (1)廃棄（浄化含む）機能の観点から気体廃棄物の廃棄施設においては廃ガスの浄化

を行う洗浄塔，スプレイ塔等，液体廃棄物の廃棄施設においてはアルカリ廃液及び

低レベル廃液等を処理するための蒸発缶とする。 

(2)安全機能を有する施設のうち，分離施設，精製施設においてはウラン濃縮缶，酸

及び溶媒の回収施設においては第１酸回収系及び溶媒処理系の蒸発缶，精留塔，溶

媒蒸留塔，脱硝施設においてはウラン濃縮缶とする。 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 
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仕様表対象選定手引き（案）

＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認 仕様表対象選定手引き（案） 

(c)容器（ライニング型）

分類 対象 

Ａ 閉じ込め（崩壊熱除去）機能の観点から使用済燃料の貯蔵施設の容器である燃料貯

蔵プール等及び補給水槽並びに重大事故等の対処において使用済燃料貯蔵槽への注

水又は代替安全冷却水系等による冷却，注水を行うための水を保有する水供給設備

の貯水槽とする。 

Ｂ (1)廃棄・保管機能の観点から液体及び固体廃棄物の廃棄施設において低レベル放射

性廃液，低レベル固体廃棄物（廃樹脂等）の処理・貯蔵・保管を行うための貯槽と

する。 

(2)該当する個別機器等は無い。

Ｃ 安全機能を有する施設のうち，火災時における消火性能を担保するための消火水を

保有する消火用水貯槽，消火水槽（緊急時対策建屋用）とする。 

 容器（ライニング型）は，建物・構築物に金属ライニング又は樹脂コーティングされた容器をいう。 

 他施設と共用する給水処理設備の消火用水貯槽，消火水槽（緊急時対策建屋用），水供給設備の貯水

槽の主登録先は再処理施設とする。

(d)パルスカラム

分類 対象 

Ａ 臨界防止，閉じ込め，火災及び爆発防止機能維持の観点から，再処理設備本体の分

離施設，精製施設においてプルトニウム（低濃度のものを除く）を含む有機溶媒又

は溶液の抽出及び核分裂生成物を洗浄により除去するパルスカラムとする。 

Ｂ (1)該当する個別機器等は無い。

(2)安全機能を有する施設のうち，再処理設備本体の分離施設，精製施設において低

濃度のプルトニウムを含む有機溶媒又は溶液，ウランを含む有機溶媒又は溶液の抽

出及び核分裂生成物を洗浄により除去するパルスカラムとする。 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 
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仕様表対象選定手引き（案）

＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認 仕様表対象選定手引き（案） 

(e)ミキサセトラ

分類 対象 

Ａ 臨界防止，閉じ込め機能，火災及び爆発防止機能の観点から再処理設備本体の分離

施設，精製施設においてプルトニウム（低濃度のものを除く）を含む有機溶媒又は

溶液の抽出及び核分裂生成物を洗浄により除去するミキサセトラとする。 

Ｂ (1)該当する個別機器等は無い。

(2)安全機能を有する施設のうち，再処理設備本体の分離施設，精製施設，酸及び溶

媒の回収施設において低濃度のプルトニウムを含む有機溶媒又は溶液，ウランを含

む有機溶媒又は溶液等，再利用する有機溶媒等を含む溶液等を溶液の抽出及び核分

裂生成物を洗浄により除去するミキサセトラとする。 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

(f)漏えい液受皿

分類 対象 

Ａ 臨界防止，閉じ込め機能維持の観点から，再処理設備本体の精製施設，脱硝施設に

おいてプルトニウム（低濃度のものを除く）を含む溶液の漏えいによる臨界を防止

するための液厚を確保する必要がある漏えい液受皿及び再処理設備本体の溶解施

設，分離施設，精製施設，放射性廃棄物の廃棄施設において高レベル放射性液体廃

棄物が配管等から漏えいした場合に漏えい液を回収するために設置する漏えい液受

皿とする。 

Ｂ (1)該当する個別機器等は無い。

(2)該当する個別機器等は無い。

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 上記以外の放射性物質等を含む溶液が漏えいした場合に設置される漏えい液受皿は，基本設計方針

及び添付書類（閉じ込めの機能に関する説明書，添付図面）で示す。
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仕様表対象選定手引き（案）

＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認 仕様表対象選定手引き（案） 

(g)運搬・製品容器

分類 対象 

Ａ 臨界防止，閉じ込め機能維持の観点から，ウラン粉末又は MOX 粉末を収納する運

搬・製品容器，固体廃棄物の廃棄施設において溶融ガラスを保管するキャニスタで

可搬型のものとする。 

Ｂ (1)廃棄・保管機能の観点から高濃縮度燃料貯蔵ラックへ使用済燃料を収納する際に

使用する収納缶，固体廃棄物の廃棄施設においてハル・エンドピース，チャンネル

ボックス及びバーナブルポイズン，低レベル固体廃棄物のうちプルトニウムを含む

溶液若しくは粉末又は高レベル廃液等により汚染された廃棄物であって補助遮蔽等

を用いて放射線への影響を低減又は散逸防止のための措置を講じて事業所内を運搬

する容器で可搬型のものとする。また，MOX 燃料加工施設においては，臨界防止機

能の維持の観点からの加工工程上で取り扱う MOX 粉末，燃料棒等を収納する容器で

可搬型のものとする。 

(2)安全機能を有する施設のうち，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の防染バケ

ットで可搬型のものとする。 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

(h)ろ過装置

分類 対象 

Ａ 該当する個別機器等は無い。 

Ｂ (1)使用済燃料の貯蔵，廃棄（浄化含む）機能の観点から使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の燃料貯蔵プール等のプール水の浄化又は液体廃棄物の廃棄施設の低レ

ベル廃液等の脱塩，ろ過，浄化するろ過装置とする。 

(2)該当する個別機器等は無い。

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 
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仕様表対象選定手引き（案）

＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認 仕様表対象選定手引き（案） 

(i)熱交換器

分類 対象 

Ａ 使用済燃料の貯蔵，閉じ込め（崩壊熱除去），廃棄（浄化含む）機能の観点から使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設，再処理設備本体，放射性廃棄物の廃棄施設（気

体，液体，固体）において崩壊熱除去を行う熱交換器及び廃ガスを冷却して除湿す

ることにより，廃ガス中の放射性トリチウム，揮発性ルテニウム等を除去する凝縮

器，冷却器とする。また，放射線分解による水素爆発及び冷却機能喪失による蒸発

乾固に対する重大事故等への対処に必要な代替換気設備の凝縮器，予備凝縮器とす

る。 

Ｂ (1)廃棄（浄化含む）機能の観点から放射性廃棄物の廃棄施設（気体，液体，固体）

において廃ガスを冷却して除湿することにより，廃ガス中の放射性トリチウムの除

去，廃ガス中のＮＯｘガス回収，揮発性ルテニウムを除去する凝縮器，冷却器等，

低レベル廃液等を処理するための蒸発缶（加熱部）とする。 

該当する個別機器等は無い。 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 容器の附属品として設置している冷却又は加熱を行うコイル，ジャケット，蒸発缶（加熱部）等は，

ユニット品として容器側に機能，性能に係る仕様を纏めて記載する。

 廃棄機能に係らない換気・空調用又は製品製造のための加熱・冷却用の熱交換器は除く。

(j)冷却塔／冷凍機

分類 対象 

Ａ 閉じ込め（崩壊熱除去）機能の観点から気体廃棄物の廃棄施設及びその他再処理設

備の附属施設の安全冷却水系のセル内クーラ，冷却塔，冷凍機とする。また，設計

上の想定を超える条件で発生する臨界事故時における拡大防止及び TBP 等の錯体の

急激な反応における火災及び爆発に対する重大事故等への対処のうち，設計基準対

処施設と兼用する廃ガス貯留処理設備の空気圧縮機冷却用の冷却水を供給する一般

冷却系（再処理設備本体用等）の冷却塔とする。 

Ｂ (1)該当する個別機器等は無い。

(2)安全機能を有する施設のうち，その他再処理設備の附属施設において各施設へ冷

却水を供給するための一般冷却水系の冷却塔／冷凍機とする。 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 冷却塔／冷凍機は動的機器（ファン，圧縮機）を有するユニット品として冷却塔／冷凍機側に機能，

性能に係る仕様を纏めて記載する。

 廃棄機能に係らない換気・空調用の冷却塔／冷凍機は除く。

583



仕様表対象選定手引き（案）

＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認 仕様表対象選定手引き（案） 

(k)ボイラ

分類 対象 

Ａ 閉じ込め機能維持の観点から高レベル放射性液体廃棄物の漏えいが発生した場合に

その他再処理設備の附属施設の安全蒸気系から特殊ポンプへ漏えい液回収駆動用の

蒸気を供給するための安全蒸気ボイラとする。 

Ｂ (1)廃棄機能の観点から蒸発缶処理能力に関わる低レベル廃液処理設備の蒸発缶等へ

の加熱蒸気を供給する蒸気発生器とする。 

(2)安全機能を有する施設のうち，その他再処理設備の附属施設において各施設へ供

給する蒸気を供給するための一般蒸気系のボイラとする。 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 ボイラは動的機器（ファン，圧縮機），容器等を含むユニット品としてボイラ側で機能，性能に係る

仕様を纏めて記載する。

 廃棄機能に係らない換気・空調用のボイラは除く。

 他施設と共用するボイラの主登録先は再処理施設とする。

(l)電気ヒータ

分類 対象 

Ａ 廃棄機能の観点から気体廃棄物の廃棄施設のせん断処理・溶解廃ガス処理設備に設

置し，廃ガス中の放射性よう素を除去するためのよう素フィルタへ送る廃ガスを加

熱する加熱器（電気ヒータ）とする。 

Ｂ (1)廃棄機能の観点から気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備及び高レベル

廃液ガラス固化廃ガス処理設備に設置し，廃ガス中の放射性よう素を除去するため

のよう素フィルタへ送る廃ガスを加熱する加熱器（電気ヒータ）とする。 

(2)該当する個別機器等は無い。

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 
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仕様表対象選定手引き（案）

＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認 仕様表対象選定手引き（案） 

(m)ポンプ

分類 対象 

Ａ 放射性物質を含む溶液の廃棄，冷却，閉じ込め，臨界防止（形状寸法管理），非常用

電源等の安全上重要な施設の安全機能維持及び重大事故等の対処（冷却，放水，注

水）に必要な水，燃料等を移送，補給するポンプで常設又は可搬型のものとする。 

Ｂ (1)廃棄（浄化含む）機能の観点から燃料貯蔵プール等の浄化を行うろ過装置にプー

ル水等を供給するポンプ，気体廃棄物の廃棄施設にいて廃ガスを移送する溶媒処理

廃ガス処理系のポンプ，液体又は固体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液等の廃棄処

理を行うための蒸発缶，ろ過装置への供給等に使用するポンプとする。 

(2)該当する個別機器等は無い。

Ｃ 火災防護設備の消火設備のうち消火剤（水）を供給するポンプ，建物の地下水の排

水を行うポンプとする。 

 ポンプは動力源に電源を使用するポンプであり，安全機能，性能の担保に関係しない溶液の移送の

みを行うもの及びドラム缶から発電機等へ燃料を補給する際に使用するハンドポンプ、消火配管の

系統内圧力を維持するポンプは除く。

 他施設と共用する消火設備の消火剤（水）を供給するポンプの主登録先は再処理施設とする。

(n)特殊ポンプ

分類 対象 

Ａ 高レベル廃液等の漏えい時において閉じ込め機能維持の観点から沸騰の可能性があ

る溶液を移送するために安全蒸気系からの蒸気を供給して駆動するスチームジェッ

トポンプとする。

Ｂ (1)該当する個別機器等は無い。

(2)該当する個別機器等は無い。

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 上記以外の放射性物質等を含む溶液が漏えいした場合に回収する特殊ポンプは，基本設計方針及び

添付書類（閉じ込めの機能に関する説明書，添付図面）で示す。
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仕様表対象選定手引き（案）

＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認 仕様表対象選定手引き（案） 

(o)圧縮機

分類 対象 

Ａ 火災及び爆発防止（水素掃気）及び安全上重要な施設の支援機能（計測制御用空気

の供給等）の確保及び重大事故等の対処に必要な圧縮空気（水素掃気用圧縮空気の

供給及び臨界事故時における廃ガス貯留を行うための空気供給並びに計測制御用空

気の供給等）を供給する安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系の空気圧縮機で常設又

は可搬型のものとする。 

Ｂ (1)該当する個別機器等は無い。

(2)安全機能を有する施設のうち，その他再処理設備の附属施設において各施設へ供

給する圧縮空気を供給するための一般圧縮空気系の圧縮機とする。 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 上記以外の圧縮機で溶液移送用，計装用（弁駆動用，計測用），機械装置駆動用，発電機始動用に使

用するものを除く。

 他施設と共用する圧縮機の主登録先は再処理施設とする。

(p)ファン

分類 対象 

Ａ 安全上重要な施設及び重大事故等対処設備のうち「公衆の放射線障害の防止（環境

への放射性物質の放出量を合理的に達成できる限り低くすること）を目的として設

置するもの」として，放射性物質の放出を抑制，低減及びセル，グローブボックス

等への閉じ込め（廃棄，換気，崩壊熱除去）機能の観点から気体廃棄物の廃棄施設

の廃ガス及び空気を廃棄する廃ガス処理設備及び換気設備の排風機及び製品貯蔵施

設の崩壊熱を除去するための換気設備の排風機，設計基準事故時及び重大事故時に

おいて「従事者等の放射線防護を目的として設置するもの」として，従事者等の居

住性を維持する観点から制御室及び緊急時対策所に設置する換気設備の送風機で常

設又は可搬型のものとする。 

Ｂ (1)安全機能を有する施設のうち「公衆の放射線障害の防止（環境への放射性物質の

放出量を合理的に達成できる限り低くすること）を目的として設置するもの」とし

て，放射性物質の放出を抑制，低減及び建屋内等への閉じ込め（換気，廃棄）機能

を持つ気体廃棄物の廃棄施設の廃ガス及び空気を廃棄する廃ガス処理設備及び換気

設備（収納管及びフード等含む）の排風機とする。 

(2)該当する個別機器等は無い。

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 廃棄・換気・崩壊熱除去機能に係らない換気・空調用の送風機は除く。
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仕様表対象選定手引き（案）

＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認 仕様表対象選定手引き（案） 

Ｂ．主要弁 

主配管に施設する弁のうち，「原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離弁」，「原子炉非常停止信号又は工学的

安全施設等起動（作動）信号により直接作動する自動操作弁（原子炉格納容器バウンダリの隔離弁を含

む。）」及び「加圧水型発電用原子炉施設の主蒸気逃がし弁（設置許可基準規則第２条第２項第１４号の重

大事故等対処設備として 終的な熱の逃がし場へ輸送する設備として機能するもの）」をいう。 

Ｃ．安全弁及び逃がし弁 

通常運転状態，工学的安全施設の作動状態又は重大事故等対処設備の作動状態において，容器又は主配管

の過圧破損を防止するために設置する安全弁又は逃がし弁をいう。 

(q)主要弁

分類 対象 

Ａ ・安全上重要な施設の安全機能維持及び重大事故等への対処のために必要な計測制

御系統施設及び警報設備等からの自動操作信号により作動する弁，ダンパとする。 

・計測制御系統施設及び警報設備等からの自動操作信号により作動する弁，ダンパ

以外で，設計基準事故又は重大事故等への対処のために必要な主配管に設置する弁

のうち安全評価，有効性評価でその機能，性能（バウンダリ含む）を期待している

弁及びダンパ（手動弁及び手動ダンパを除く）で常設又は可搬型のものとする。 

Ｂ (1)安全機能を有する施設のうち，火災及び爆発の防止の観点から熱的・化学的制限

値を維持のために必要な計測制御系統施設及び警報設備等からの自動操作信号によ

り作動する弁，ダンパとする。 

(2)該当する個別機器等は無い。

Ｃ 蒸気が漏えいした場合の影響を抑制するためにこれを隔離するためのシステムから

の信号により作動する弁とする。 

以下に主要弁のうち，自動操作信号により作動する弁以外の対象例を示す。 

 重大事故時において放射線分解により発生する水素の発生防止のために代替安全圧縮空気系の圧縮

空気自動供給槽から所定の圧力又は流量で水素掃気用の空気を供給するために作動する減圧弁（代

替安全圧縮空気系）

 高レベル廃液ガラス固化設備の溶融ガラスの漏えい時における固化セル圧力放出系からの放出を行

うために作動する逆止弁（設計基準事故時における閉じ込め機能維持）

 プール水冷却系又は安全冷却水系の機能維持の観点から下位クラスとの接続部に設置され冷却水の

異常な漏出を防止するために作動する逆止弁（安全冷却水系による崩壊熱除去機能:PS の維持）

(r)安全弁及び逃がし弁

分類 対象 

Ａ 通常運転状態，安全上重要な施設の作動状態又は重大事故等対処設備の作動状態に

おいて，容器又は主配管の過圧破損を防止するために設置する安全弁又は逃し弁で

常設又は可搬型のものとする。 

Ｂ (1)該当する個別機器等は無い。

(2)該当する個別機器等は無い。

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

以下に安全弁及び逃がし弁の対象例を示す。 

 圧縮空気設備の安全圧縮空気系の容器又は主配管の過圧破損を防止するために設置する安全弁又は

逃がし弁とする。（通常運転時）

 設計基準事故時において高レベル廃液の漏えいが発生した場合に起動する給水施設の蒸気供給設備

の安全蒸気系の容器又は主配管の過圧破損を防止するために設置する安全弁及び逃がし弁とする。

（設計基準事故時）
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仕様表対象選定手引き（案）

＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認 仕様表対象選定手引き（案） 

Ａ．主配管 

通常運転状態，工学的安全施設の作動状態又は重大事故等時においてその配管が属する系統に求める主

たる機能を果たすために本流が流れる配管をいう。使用済樹脂移送配管のように，流体が常時流れないも

のも含むこととする。 

ただし，放射線管理施設の換気設備においては，事故時において公衆並びに中央制御室，緊急時制御室

及び緊急時対策所の従事者等の放射線障害の防止の機能として必要なもので他の設備に属さないものと

する。 

本流が流れる箇所の管継手も主配管とし，要目表に記載する必要があるが，クラス３管，重大事故等ク

ラス３管又は発電用火力設備に関する技術基準を定める省令（平成９年通商産業省令第５１号。以下「火

力省令」という。）を準用する管に接続する管継手であって，ＪＩＳ規格若しくは設計・建設規格に適合

し，管と同等以上の肉厚を有するもの又はそれらと同等の保安水準の確保が達成できるものにあっては，

要目表への記載を必要としないこととする。 

また，クラス１管，クラス２管，重大事故等クラス１管又は重大事故等クラス２管であって，母管から

分岐する主配管に接続するための管台については，要目表に明記することとする。 

テストライン，ミニマムフロ－ライン，バイパスライン（沸騰水型発電用原子炉施設に係るタービンバイ

パスラインは除く。），循環ライン（容器の撹拌を目的とするライン），ドレンライン，ベントライン及び計

装ラインは主たる機能を果たすために本流が流れる配管ではないため主配管にはならないが，主配管から

の分岐部は主配管の管台として必要に応じて評価対象となるほか，系統図において必要な仕様（外径，厚

さ及び材料等）を記載することとする。 

 重大事故時において放射線分解により発生する水素の発生防止のために代替安全圧縮空気系の圧縮

空気自動供給槽等から水素掃気用の空気を供給する系統，設計上の想定を超える条件で発生する臨

界事故時における拡大防止又は TBP 等の錯体の急激な反応における火災及び爆発の拡大防止として

廃ガス貯留設備において発生した廃ガスを貯留する容器及び主配管の過圧破損を防止するための安

全弁及び逃がし弁とする。（重大事故時）

(s)主配管

分類 対象 

共通 ・通常運転状態，安全上重要な施設の作動状態又は重大事故時等において，その配

管が属する系統に求める主たる機能を果たすために本流が流れる常設又は可搬型の

配管（減衰器含む），ダクト，ホースとする。液体状の放射性廃棄物の移送配管のよ

うに，流体が常時流れないものも含むこととする。 

・計測制御系統施設及びその他再処理設備の附属施設等の制御室換気設備，緊急時

対策建屋の換気設備においては，設計基準事故及び重大事故等時において公衆並び

に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室，中央制御室及び緊急時対策所の

従事者等の放射線障害の防止の機能として必要なもので，気体状の放射性物質を含

む気体廃棄物の廃棄施設の換気設備に属さない換気設備のダクトとする。 

 管継手及び管台については，原則として，JIS 規格品又は JIS 規格相当品の場合は，仕様表への記載

を必要としないこととし，特殊な異材継手等の管継手及び管台については，仕様表へ記載し，系統

図において必要な仕様（外径，厚さ及び材料等）を記載することとする。（管継手の扱いについては，

別添３を参照。）

 テストライン，ミニマムフローライン，バイパスライン，循環ライン（容器の攪拌を目的とするラ

イン），ドレンライン，ベントライン及び計装ライン（放射線監視設備のモニタリング設備の計測ラ

イン含む），オーバーフローライン液調整ライン，除染ライン，槽間移送ライン，分析採取ライン，

一般ユーティリティ設備であって当該流体の供給が安全機能維持及び重大事故等の対処に関係しな

い機器等へ供給する配管は，主たる機能を果たすために本流が流れる配管ではないため主配管には

ならないが，主配管からの分岐部は主配管の管台として必要に応じて評価対象となる。評価対象で

必要となる管台の仕様は，添付書類（強度及び耐食性に関する説明書，系統図）で外径，厚さ及び材

料等を記載する。 
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仕様表対象選定手引き（案）

＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認 仕様表対象選定手引き（案） 

Ｄ．フィルター 

規則別表第２において「公衆の放射線障害の防止を目的として設置するものに限る。」又は「従事者等の

放射線防護を目的として設置するものに限る。」とされており，気体状の放射性よう素を除去するよう素

（チャコール）フィルター及び放射性微粒子を除去する微粒子（高性能粒子）フィルターを記載する必要

がある。 

「公衆の放射線障害の防止を目的として設置するもの」としては，環境へ排気することを想定した系統（循

環運転が基本であっても排気筒等へ接続する排気系統を有するものを含む。）で，放射性物質の放出を抑

制，低減，又は除去するために設置するものとする。ただし，「従事者等の放射線防護を目的として設置す

るもの」として給気側に設置するものは「公衆の放射線障害の防止を目的として設置するもの」には含め

ない。 

Ｅ．原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器バウンダリ 

 原子炉冷却材圧力バウンダリについては技術基準規則に定めるものとし，原子炉格納容器バウンダリ

については，原子炉冷却材圧力バウンダリ，原子炉格納容器バウンダリの範囲を定める規程（JEAG4602-

2004 日本電気協会）に定めるものをいう。 

(t)フィルタ

分類 対象 

Ａ 安全上重要な施設及び重大事故等対処施設のうち，通常運転時，設計基準事故時又

は重大事故等時において「公衆の放射線障害の防止（環境への放射性物質の放出量

を合理的に達成できる限り低くすること）を目的として設置するもの」として塔槽

類からの廃ガス等を処理する廃ガス処理設備及び放射性物質を含む建屋及びセル等

の換気設備の排気側に設置する気体状の放射性よう素を除去するよう素フィルタ，

放射性微粒子を除去する微粒子（高性能粒子）フィルタ及びミストフィルタであっ

て常設又は可搬型のものとする。 

また，「従事者等の放射線防護を目的として設置するもの」としては，設計基準事故

時又は重大事故等時における従事者等の居住性を確保するための制御室換気設備及

び緊急時対策建屋換気設備の給気側に設置する放射性微粒子を除去する微粒子（高

性能粒子）フィルタであって常設又は可搬型とする。 

Ｂ (1)廃棄機能の観点から通常運転時，設計基準事故時において「公衆の放射線障害の

防止（環境への放射性物質の放出量を合理的に達成できる限り低くすること）を目

的として設置するもの」として塔槽類からの廃ガス等を処理する廃ガス処理設備及

び放射性物質を含む建屋の換気設備の排気側に設置する気体状の放射性微粒子を除

去する微粒子（高性能粒子）フィルタとする。 

(2)安全機能を有する施設のうち，塔槽類からの廃ガス等を処理する廃ガス処理設備

の排気側に設置する気体状の放射性よう素を除去するよう素フィルタとする。 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 廃棄・換気・居住性機能（除去効率）に関係しないフィルタは除く。

該当無し
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仕様表対象選定手引き（案）

＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認 仕様表対象選定手引き（案） 

(u)建物・構築物

分類 対象 

Ａ 閉じ込め，遮蔽，外部衝撃（外部火災，航空機墜落火災等），火災及び爆発の防止機

能の観点から安全上重要な施設及び重大事故等対処設備を収納する建物・構築物

（洞道含む）とし，放射性固体廃棄物を貯蔵・保管廃棄するための崩壊熱除去機能

を有する貯蔵ピット（収納管・通風管・冷却空気出口シャフト等），製品貯蔵施設の

貯蔵ホールを含むものとする。 

・事故対策の支援機能（電源供給機能，居住性機能，水供給機能）の観点から放射

性物質は内包しないが設計基準事故及び重大事故等対処に必要な設備を収納する制

御室，緊急時対策所，保管庫・貯水所，非常用電源建屋，主排気筒管理とする。 

Ｂ (1)閉じ込め，遮蔽，外部衝撃（外部火災，航空機墜落火災等），火災及び爆発の防

止機能の観点から安全機能を有する施設のうち，放射性物質を内包する建物・構築

物（洞道含む）で使用済燃料，放射性固体廃棄物を貯蔵・保管廃棄するための崩壊

熱除去機能を有する使用済燃料輸送容器の保管エリア，低レベル固体廃棄物等の保

管エリアの他，施設外への漏えい防止の観点で設置する施設外漏えい堰とする。 

(2)該当する個別機器等は無い。

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 火災区域又は火災区画を構成する火災区域・火災区画構築物（コンクリート壁），外部衝撃（外部火

災，航空機墜落火災等）からの防護壁（コンクリート壁）及び施設外漏えい堰（コンクリート堰）

は，建物・構築物のユニット品として機能，性能に係る仕様を纏めて記載する。

 外部遮蔽及びセル遮蔽（コンクリート壁）は，遮蔽設備にて纏めて記載する。

 他施設と共用する貯蔵容器搬送用洞道の主登録は MOX 燃料加工施設とする。

(v)排気筒

分類 対象 

Ａ 通常運転時，設計基準事故時及び重大事故等時において「公衆の放射線障害の防止

（環境への放射性物質の放出量を合理的に達成できる限り低くすること）を目的と

して設置するもの」として，環境へ排気（廃棄）することを想定した排気筒（主排

気筒，北換気筒のうち鉄塔及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）を対象とす

る。 

Ｂ (1)所定の排気口から環境へ排気（廃棄）する排気筒として，北換気筒（使用済燃料

輸送容器管理建屋換気筒及びハル・エンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換

気筒），低レベル廃棄物処理建屋換気筒及び燃料加工建屋の排気筒とする。 

(2)該当する個別機器等は無い。

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 排気筒内に設置される各筒身は，排気筒のユニット品として機能，性能に係る仕様を纏めて記載す

る。

 他施設と共用する北換気筒（鉄塔）の主登録は廃棄物管理施設とする。
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仕様表対象選定手引き（案）

＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認 仕様表対象選定手引き（案） 

(w)飛来物防護設備

分類 対象 

Ａ 該当する個別機器等は無い。 

Ｂ (1)該当する個別機器等は無い。

(2)該当する個別機器等は無い。

Ｃ 外部衝撃（竜巻，航空機落下等）による設計飛来物からの安全上重要な施設の安全

機能及び重大事故等対処設備の機能を確保するための飛来物防護ネット，飛来物防

護板，防護扉等とする。 

(x)ラック

分類 対象 

Ａ 臨界防止及び落下・転倒機能の維持の観点から使用済燃料の貯蔵施設において使用

済燃料の仮置き，搬送，貯蔵を行うための容器である燃料貯蔵ラック，バスケッ

ト，仮置き架台等及び製品貯蔵施設においてウラン粉末又は MOX 粉末等の搬送，貯

蔵を行うための容器とする。また，使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための重大事故等

への対処のうち，臨界防止を行うための使用済燃料の仮置き，搬送，貯蔵を行うた

めの容器である設計基準対処施設と兼用する燃料貯蔵ラック，バスケット，仮置き

架台等とする。 

Ｂ (1)安全機能を有する施設のうち，固体廃棄物の廃棄施設において高レベル固体廃棄

物（ガラス固化体）の遮蔽，転倒防止の観点から一時保管を行う仮置き架台等とす

る。 

(2)該当する個別機器等は無い。

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 空容器を収納するラックは除く。

(y) 防水区画構造物

分類 対象 

Ａ 該当する個別機器等は無い。 

Ｂ (1)該当する個別機器等は無い。

(2)該当する個別機器等は無い。

Ｃ 溢水及び化学薬品の漏えいによる安全上重要な施設の安全機能及び重大事故等対処

設備の機能を確保するための堰，防水扉，水密扉，止水板及び蓋とする。 

 蒸気拡散を抑制するためのターミナルエンド防護カバーを設置する必要がある場合は仕様表対象と

する。（現時点で設置の予定は無い）
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仕様表対象選定手引き（案）

＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認 仕様表対象選定手引き（案） 

(z)遮蔽設備

分類 対象 

Ａ 通常運転時，設計基準事故時又は重大事故等時において「公衆の放射線障害の防止

（環境への放射性物質の放出量を合理的に達成できる限り低くすること）を目的と

して設置するもの」及び「従事者等の放射線防護を目的として設置するもの」とし

て安全上重要な施設及び重大事故等対処施設を収納する放射性物質等を含む建物・

構築物の外部遮蔽及びセル遮蔽（コンクリート壁），補助遮蔽（ハッチ，窓，プラ

グ，扉，蓋等）とする。 

Ｂ (1)通常運転時において「公衆の放射線障害の防止（環境への放射性物質の放出量を

合理的に達成できる限り低くすること）を目的として設置するもの」及び「従事者

等の放射線防護を目的として設置するもの」として安全機能を収納する放射性物質

等を含む建物・構築物の外部遮蔽（コンクリート壁）及び補助遮蔽（ハッチ，窓，

プラグ，扉，蓋等）とする。 

(2)該当する個別機器等は無い。

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 ポンプ，核燃料物質等取扱いボックス等に附属している補助遮蔽は，ユニット品としてポンプ，核

燃料物質等取扱ボックス等側で機能，性能に係る仕様を纏めて記載する。

(aa)搬送設備 

分類 対象 

Ａ 臨界防止，使用済燃料を取り扱う搬送設備であって，従事者及び公衆への過度の被

ばく防止の観点から安全上重要な落下及び転倒防止機能を有する搬送設備（クレー

ン）とする。

Ｂ (1)安全機能を有する施設のうち通常運転時において核燃料物質等を取り扱う落下及

び転倒防止機能を有する搬送設備（クレーン，台車等）とする。 

(2)該当する個別機器等は無い。

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 放射線障害の観点から人への影響が小さい低レベル固体廃棄物等を運搬する搬送設備を除く。

 他施設と共用する洞道搬送台車の主登録は MOX 燃料加工施設とする。
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仕様表対象選定手引き（案）

＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認 仕様表対象選定手引き（案） 

(ab)機械装置 

分類 対象 

Ａ 臨界防止，閉じ込め機能の観点から核燃料物質等の移送，運搬，処理を行う安全

上重要な施設に係る脱硝施設のプルトニウムを含む粉末を取り扱う脱硝皿取扱装

置，粉砕機，混合機，粉末充てん機等とする。MOX 燃料加工施設においては，MOX

燃料の主要な加工工程の装置(一次混合装置等)とする。 

Ｂ (1)廃棄機能，火災及び爆発防止機能の観点から気体，液体，固体状の放射性廃棄

物の処理を行う機械装置類で，放射性廃棄物の廃棄施設の固化装置，チャンネル

ボックス及びバーナブルポイズンを切断する装置，熱分解装置，焼却装置等とす

る。 

(2)安全機能を有する施設のうち，核燃料物質等の移送，運搬，処理及び気体，液

体，固体状の放射性廃棄物の処理を行う機械装置類で，ウラン粉末及び MOX 粉末

を取り扱う取扱装置，検査装置等とする。 

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

(ac)核物質等取扱ボックス 

分類 対象 

Ａ 安全上重要な施設のうち，精製施設，脱硝施設，MOX 燃料加工施設において粉体及

び液体状のプルトニウム等を取扱う設備機器を収納するグローブボックスとす

る。また，MOX 燃料加工施設のグローブボックス内における火災における重大事故

等の発生を仮定するグローブボックス及び対処を行うために必要なグローブボッ

クスとする。

Ｂ (1)安全機能を有する施設のうち密封されていない核燃料物質（ウラン及びはプル

トニウムを含む溶液又は粉末）及び使用済燃料等（放射性廃棄物）を取り扱うも

のであって，閉じ込め機能（グローブボックスの密閉構造又はフードの風速維

持）の観点から閉じ込め一次バウンダリとなるグローブボックス，オープンポー

トボックス，フードとする。

(2)該当する個別機器等は無い。

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 
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仕様表対象選定手引き（案）

＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認 仕様表対象選定手引き（案） 

Ｆ．非常用のもの 

 規則別表第１又は別表第２の原子炉冷却系統施設，計測制御系統施設，放射線管理施設及びその他発

電用原子炉の附属施設の非常用電源設備で記載されており，設計基準事故時に機能が要求される機器等に

あっては施設ごとに以下のものをいう。また，重大事故等対処設備を構成する機器等も含むものとする。 

発電用原子炉

施設の種類 

沸騰水型 

発電用原子炉施設 

改良型沸騰水型 

発電用原子炉施設 

加圧水型 

発電用原子炉施設 

原子炉冷却系

統施設 

〇原子炉補機冷却設備にあっては，工学的安全

施設等の機器へ冷却水を供給することにより，

工学的安全施設等としての機能を間接的に果た

すもの。 

また，非常用電源設備に冷却水を供給する場合

はその範囲も含む。 

〇原子炉補機冷却設備にあっては，工学的安全

施設等の機器へ冷却水を供給することにより，

工学的安全施設等としての機能を間接的に果た

すもの。 

また，非常用電源設備に冷却水を供給する場合

はその範囲も含む。 

〇原子炉補機冷却設備にあっては，工学的安全

施設等の機器へ冷却水を供給することにより，

工学的安全施設等としての機能を間接的に果た

すもの。 

また，非常用電源設備，原子炉停止系又は制御

用空気設備に冷却水を供給する場合はその範囲

も含む。 

計測制御系統

施設 

〇制御方式及び制御方法にあっては，発電用原

子炉の緊急停止機能又は未臨界維持機能を有す

る以下のもの。 

・発電用原子炉の反応度の制御方式

・ほう酸水注入の制御方式

・制御棒の位置の制御方法

・ほう酸水注入設備の制御方法

・安全保護系等の制御方式及び制御方法

〇制御材駆動装置にあっては，原子炉の緊急停

止機能及び未臨界維持機能を有する以下のも

の。 

・制御棒駆動機構

・制御棒駆動水圧設備（スクラム機能に係る容

器，主要弁及び主配管に限る。）

〇制御方式及び制御方法にあっては，発電用原

子炉の緊急停止機能又は未臨界維持機能を有す

る以下のもの。 

・発電用原子炉の反応度の制御方式

・ほう酸水注入の制御方式

・制御棒の位置の制御方法

・ほう酸水注入設備の制御方法

・安全保護系等の制御方式及び制御方法

〇制御材駆動装置にあっては，原子炉の緊急停

止機能及び未臨界維持機能を有する以下のも

の。 

・制御棒駆動機構

・制御棒駆動水圧設備（スクラム機能に係る容

器，主要弁及び主配管に限る。）

〇制御方式及び制御方法にあっては，発電用原

子炉の緊急停止機能又は未臨界維持機能を有す

る以下のもの。 

・発電用原子炉の反応度の制御方式

・制御棒の位置の制御方法

・一次冷却材のほう素濃度の制御方法

・安全保護系等の制御方式及び制御方法

〇ほう酸注入機能を有する設備にあっては，未

臨界維持機能を有する以下のもの。 

・ほう酸を内包するポンプ，容器，ろ過装置及

び主配管

（続き） 

計測制御系統

施設 

〇計測装置にあっては，以下を計測する装置で

あって，工学的安全施設等起動信号又は原子炉

非常停止信号の発生機能を有するもの若しくは

事故時のプラント状態の把握機能を有するも

の。 

・中性子束（中性子源領域，中間領域，出力領

域）

・原子炉圧力容器本体内の圧力又は水位

・原子炉格納容器本体内の圧力

・原子炉格納容器本体内の水素ガス濃度

・制御棒の位置

・原子炉格納容器本体への冷却材流量

・原子炉格納容器本体の水位

・原子炉建屋内の水素ガス濃度

〇計測装置にあっては，以下を計測する装置で

あって，工学的安全施設等起動信号又は原子炉

非常停止信号の発生機能を有するもの若しくは

事故時のプラント状態の把握機能を有するも

の。 

・中性子束（中性子源領域，中間領域，出力領

域）

・原子炉圧力容器本体内の圧力又は水位

・原子炉格納容器本体内の圧力

・原子炉格納容器本体内の水素ガス濃度

・炉心流量

・制御棒の位置

・制御棒駆動水の圧力

・原子炉格納容器本体への冷却材流量

・原子炉格納容器本体の水位

・原子炉建屋内の水素ガス濃度

〇計測装置にあっては，以下を計測する装置で

あって，工学的安全施設等起動信号又は原子炉

非常停止信号の発生機能を有するもの若しくは

事故時のプラント状態の把握機能を有するも

の。 

・中性子束（中性子源領域，中間領域，出力領

域）

・原子炉容器本体の入口又は出口の一次冷却材

の圧力，温度又は流量

・加圧器内の圧力又は水位

・原子炉格納容器本体内の圧力

・蒸気発生器内の水位

・主蒸気の圧力又は流量

・原子炉格納容器本体への冷却材流量

・原子炉格納容器本体の水位

・二次格納施設内の水素ガス濃度

放射線管理施

設 

〇プロセスモニタリング設備にあっては，以下

を計測する装置であって，工学的安全施設等起

動信号又は原子炉非常停止信号の発生機能を有

するもの若しくは事故時のプラント状態の把握

機能を有するもの。 

・主蒸気管中の放射性物質濃度

・原子炉格納容器本体内の放射性物質濃度

・放射性物質により汚染するおそれがある管理

区域から環境に放出する排水中又は排気中の放

射性物質濃度

〇エリアモニタリング設備にあっては，以下を

計測する装置であって，事故時の状態の把握機

能を有するもの。

・使用済燃料貯蔵槽エリアの線量当量率

〇換気設備にあっては，放射性物質の放出低減

機能及び安全上特に重要な関連機能を有する以

下のもの。

〇プロセスモニタリング設備にあっては，以下

を計測する装置であって，工学的安全施設等起

動信号又は原子炉非常停止信号の発生機能を有

するもの若しくは事故時のプラント状態の把握

機能を有するもの。 

・主蒸気管中の放射性物質濃度

・原子炉格納容器本体内の放射性物質濃度

・放射性物質により汚染するおそれがある管理

区域から環境に放出する排水中又は排気中の放

射性物質濃度

〇エリアモニタリング設備にあっては，以下を

計測する装置であって，事故時の状態の把握機

能を有するもの。

・使用済燃料貯蔵槽エリアの線量当量率

〇換気設備にあっては，放射性物質の放出低減

機能及び安全上特に重要な関連機能を有する以

下のもの。

〇プロセスモニタリング設備にあっては，以下

を計測する装置であって，工学的安全施設等起

動信号又は原子炉非常停止信号の発生機能を有

するもの若しくは事故時のプラント状態の把握

機能を有するもの。 

・主蒸気管中の放射性物質濃度

・原子炉格納容器本体内の放射性物質濃度

・放射性物質により汚染するおそれがある管理

区域から環境に放出する排水中又は排気中の放

射性物質濃度

〇エリアモニタリング設備にあっては，以下を

計測する装置であって，事故時の状態の把握機

能を有するもの。

・原子炉格納容器本体内の線量当量率

・使用済燃料貯蔵槽エリアの線量当量率

〇換気設備にあっては，放射性物質の放出低減

機能及び安全上特に重要な関連機能を有する以

下のもの。

・中央制御室，中央制御室外の原子炉停止機能

(ad)変圧器 

分類 対象 

Ａ 安全上重要な施設の安全機能及び重大事故等対処施設の機能を維持するために必

要な電源供給機能維持の観点から外部からの電源を受電し，負荷先である各施設

で使用するための電源へ降圧するための受電開閉設備の変圧器，動力変圧器とす

る。 

Ｂ (1)該当する個別機器等は無い。

(2)該当する個別機器等は無い。

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 他施設と共用する受電開閉設備の変圧器の主登録は再処理施設とする。

(ae)受電開閉設備用遮断器 

分類 対象 

Ａ 安全上重要な施設の安全機能及び重大事故等対処施設の機能を維持するために必

要な電源供給機能維持の観点から，外部からの電源を受電し，負荷先である各施設

側で故障等が発生した場合又は外部電源側での１相開放等による故障が発生した

場合であっても安定した電源を供給するための母線構成及び故障箇所の切り離し

を行うための受電開閉設備用遮断器とする。 

Ｂ (1)該当する個別機器等は無い。

(2)該当する個別機器等は無い。

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 他施設と共用する受電開閉設備用遮断器の主登録は再処理施設とする。

(af)電源盤 

分類 対象 

Ａ 外部電源喪失又は交流電源喪失時において，安全機能を有する施設，安全上重要な

施設の安全機能及び重大事故等対処施設の機能を維持するために必要な電源供給

機能維持の観点から，外部電源又は発電機から負荷先である各施設側で使用するた

めの電源を供給及び故障時において内蔵する配線遮断器等により故障箇所の切り

離しを行うための電源盤（メタルクラッドギア開閉装置，パワーセンタ，モータコ

ントロールセンタ，分電盤，計測交流電源盤，充電器盤）であって常設又は可搬型

のものとする。 

Ｂ (1)該当する個別機器等は無い。

(2)該当する個別機器等は無い。

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 電源供給を行う際に使用するケーブル（常設又は可搬型）は基本設計方針対象とする。
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仕様表対象選定手引き（案）

＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認 仕様表対象選定手引き（案） 
・中央制御室，中央制御室外の原子炉停止機能

を有する場所，緊急時制御室及び緊急時対策所

に設置する換気設備（事故時に循環及び浄化を

行うものに限る。）

・中央制御室，中央制御室外の原子炉停止機能

を有する場所，緊急時制御室及び緊急時対策所

に設置する換気設備（事故時に循環及び浄化を

行うものに限る。）

を有する場所，緊急時制御室及び緊急時対策所

に設置する換気設備（事故時に循環及び浄化を

行うものに限る。） 

その他発電用

原子炉の附属

施設の非常用

電源設備 

〇その他の電源装置にあっては，発電用原子炉の安全性を確保するために工学的安全施設等に電源を供給するもの 

※原則として，発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針（平成２年８月３０日原子力安全委員会決定）等でクラ

ス１又は２として規定される構築物，系統又は機器を対象としている。

(ag)発電機 

分類 対象 

Ａ 外部電源喪失又は交流電源喪失時において，安全上重要な施設の安全機能及び重大

事故等対処施設の機能を維持するために必要な電源供給機能維持の観点から，負荷

先である各施設側で使用するための非常用電源，重大事故へ対処するために必要な

電源を供給する常設（内燃機関）又は可搬型の発電機とする。 

Ｂ (1)外部電源喪失時において，廃棄物管理施設の安全機能を維持するために必要な

電源供給機能の観点から，負荷先である廃棄物管理施設に必要な電源を供給する

ため電力を供給する予備用発電機とする。 

(2)該当する個別機器等は無い。

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 電源供給を行う際に使用するケーブル（常設又は可搬型）は基本設計方針対象とする。

(ah)無停電電源装置 

分類 対象 

Ａ 外部電源喪失又は交流電源喪失時において，安全上重要な施設の安全機能及び重大

事故等対処施設の機能を維持するために必要な電源供給機能維持の観点から，負荷

先である各施設側で使用するために必要な無停電電源を供給するための無停電電

源装置で常設のものとする。 

Ｂ (1)該当する個別機器等は無い。

(2)該当する個別機器等は無い。

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

(ai)電力貯蔵装置 

分類 対象 

Ａ 外部電源喪失又は交流電源喪失時において，安全上重要な施設の安全機能を維持す

るために必要な電源供給機能維持の観点から，負荷先である各施設側で使用するた

めの非常用電源として必要な直流電源を供給するための蓄電池で常設のものとす

る。 

Ｂ (1)該当する個別機器等は無い。

(2)該当する個別機器等は無い。

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 
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仕様表対象選定手引き（案）

＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認 仕様表対象選定手引き（案） 

(aj)計装／放管設備 

＜計装設備＞ 

分類 対象 

Ａ 通常運転状態，運転時の異常な過渡変化時，設計基準事故時及び重大事故等時にお

いて安全上重要な施設の安全機能及び重大事故等へ対処するための機能を確保す

るためにプラントの状態を監視又は推定，制御（計測制御設備，安全保護回路及び

代替安全保護回路からの信号による安全保護動作含む）するための計器等（設計基

準対処施設の計測制御設備，安全保護回路，警報設備等，重大事故等対処設備の計

装設備（空冷装置含む），代替安全保護回路）で常設又は可搬型のものとする。ま

た，制御室及び緊急時対策所における居住性が維持されていることを確認するため

の計器を含むものとする。 

Ｂ (1)臨界防止，火災及び爆発防止，閉じ込め（崩壊熱除去），廃棄機能に係る安全

機能を有する施設の健全性を確認するために必要なパラメータを直接又は間接的

に監視，制御する計器等とする。 

(2)該当する個別機器等は無い。

Ｃ 溢水（蒸気含む）又は化学薬品が漏えいした場合の影響を抑制するための主要弁

を作動させるための計器及び間接支持構造物の地下水対策等に使用する集水ピッ

トの水位計とする。

 電源供給を行う際に使用するケーブル及び信号伝送に使用するケーブル，無線伝送装置（アンテナ

含む）及び制御盤，監視盤で常設又は可搬型のものは基本設計方針対象とする。

 重大事故等の対処において使用する可搬型の水素濃度計や燃料貯蔵プール等の監視装置は，容器，

ホース，ファン，凝縮器等のユニット品で構成されることから機能，性能に係る仕様を纏めて記載

する。 

 他施設と共用する計装設備の主登録は再処理施設とする。
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仕様表対象選定手引き（案）

＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認 仕様表対象選定手引き（案） 

＜放管設備＞ 

通常運転状態，設計基準事故時及び重大事故等時において公衆又は従事者の放射線障害の防止（環境

への放射性物質の放出量を合理的に達成できる限り低くすること）を目的として放射線又は放射性物質

の濃度等を監視する放管設備は以下のとおり。 

分類 対象 

Ａ ・大気中へ放出される放射性物質の濃度及び線量を監視及び測定し，並びにその結

果を記録するための放射線監視設備及び代替モニタリング設備の常設又は可搬型

の排気モニタとする。 

・設計基準事故時及び重大事故時において、大気中へ放出される放射性物質の濃度

及び線量を監視及び測定し，並びにその結果を記録するための設備である，放射線

監視設備（排気筒モニタ），環境モニタリング設備（モニタリングポスト等），代替

モニタリング設備（可搬型線量率計等），環境管理設備（放射能観測車），代替放射

能観測設備等で常設又は可搬型のものとする。 

・重大事故時において空気中の放射性物質濃度等を分析するために使用する試料分

析関係設備（核種分析装置等），代替試料分析関係設備で常設又は可搬型のものと

する。 

・周辺監視区域における外部放射線に関わる線量当量，空気中の濃度，放射性物質

に汚染されたものの表面密度を測定するサーベイメータで重大事故等の対処にお

いて使用するものとする。 

・制御室及び緊急時対策所における居住性が維持されていることを確認するための

設備を含むものとする。 

Ｂ (1) 

・大気中へ放出される放射性物質の濃度及び線量を監視及び測定し，並びにその

結果を記録するための放射線監視設備のシャフトモニタとする。 

・管理区域における外部放射線に関わる線量当量，空気中の濃度，放射性物質に

汚染されたものの表面密度を測定する臨界警報装置，エリアモニタ，ダストモニ

タ，サーベイメータとする。

(2)該当する個別機器等は無い。

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

 電源供給を行う際に使用するケーブル及び信号伝送に使用するケーブル，無線伝送装置（アンテナ

含む）及び制御盤，監視盤で常設又は可搬型のものは基本設計方針対象とする。

 他施設と共用する放管設備の主登録は再処理施設とする。
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(ak)保守設備 

分類 対象 

Ａ 再処理施設のうち,ガラス溶融炉の閉じ込め機能を維持しながら保守等を行うため

に運転状態で使用する特殊な保守設備（レンガ回収治具，負圧維持治具，メルタ用

シャッタ等）とする。

Ｂ (1)該当する個別機器等は無い。

(2)該当する個別機器等は無い。

Ｃ 該当する個別機器等は無い。 

【施設固有の機器】 

施設固有の機器として，以下のとおりとする。 

分類 対象 

せん断機 再処理施設固有の機器であり，使用済燃料のせん断を行う機器で，主な安全機能とし

ては臨界防止，火災及び爆発防止機能を有する。 

溶解槽 再処理施設固有の機器であり，使用済燃料の溶解を行う機器で，主な安全機能とし

ては臨界防止，閉じ込め機能を有する。 

清澄機 再処理施設固有の機器であり，溶解液中の不溶解残渣（核分裂生成物）の清澄（遠

心分離）を行う機器で，主な安全機能としては臨界防止，閉じ込め機能を有する。 

脱硝装置 

脱硝塔 

再処理施設固有の機器であり，硝酸ウラニル溶液及び硝酸プルトニウム溶液から熱

分解処理・蒸発処理・脱硝処理を行い，ウラン粉末又はウラン・プルトニウム混合

粉末を製造する機器で，主な安全機能としては臨界防止，閉じ込め機能を有する。 

焙焼炉 

還元炉 

再処理施設固有の機器であり，ウラン・プルトニウム混合粉末を加熱処理（還元炉

は還元ガスを使用）し，MOX 粉末を製造する機器で，主な安全機能としては，臨界

防止，閉じ込め，火災及び爆発防止機能を有する。 

ガラス溶融

炉 

再処理施設固有の機器であり，液体状の放射性廃棄物である高レベル濃縮廃液，不

溶解残渣廃液，アルカリ濃縮廃液等をガラス原料とともに溶融し，ガラス固化体を

製造する機器で，主な安全機能としては，閉じ込め，固体廃棄物の廃棄機能を有す

る。 

ガラス固化

体検査装置 

廃棄物管理施設固有の機器であり，ガラス固化体検査機能を有する機器で，主な安

全機能としては固体廃棄物の受入れ機能を有する。 

焼結装置 

小規模焼結

処理装置 

MOX 燃料加工施設固有の機器であり，グリーンペレットを水素・アルゴン混合ガス

雰囲気にて焼結する機能を有する機器で，主な安全機能としては臨界防止，閉じ込

め，火災及び爆発防止機能を有する。 

スタック乾

燥装置 

MOX 燃料加工施設固有の機器であり，スタック編成した焼結ペレットをアルゴン雰

囲気にて乾燥する機能を有する機器で，主な安全機能としては臨界防止，閉じ込め

機能を有する。 
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（個別施設事項） 

Ｇ．原子炉本体 

原子炉本体の基本仕様の他，次に掲げる施設に応じそれぞれに掲げる事項について対象としている。 

・沸騰水型発電用原子炉施設 炉心本体，燃料体，チャンネルボックス，炉心支持構造物，原子炉圧力容

器又は原子炉容器等 

・加圧水型発電用原子炉施設 炉心本体，燃料体，炉心支持構造物，熱遮蔽材，原子炉圧力容器又は原子

炉容器等 

Ｈ．核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設

 燃料取扱設備，新燃料貯蔵設備，使用済燃料貯蔵設備，使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備及び燃料取替用

水設備（加圧水型発電用原子炉施設に限る。）とする。

 燃料取扱設備の新燃料又は使用済燃料を取り扱う機器としては，新燃料又は使用済燃料の装荷，取出又

は保管等を行うために使用する機器とする。

 使用済燃料貯蔵設備の使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置としては，使用済燃料

の冷却と放射線の遮蔽の機能を有する貯蔵槽内の水の状況を監視するためのものであり，中央制御室等へ

の情報伝達又は警報発信等の機能を有する装置をいう。なお，使用済燃料貯蔵容器のうち，設置許可基準

規則第２条第２項第４１号に定める兼用キャスクについては，核燃料物質等の工場又は事業所の外におけ

る運搬に関する規則（昭和５３年総理府令第５７号。以下「外運搬規則」という。）第２１条第２項の規定

による容器の設計に関する原子力規制委員会の承認（以下「設計承認」という。）を受けている旨，供用を

開始する前までに法第５９条第３項の規定による容器に関する原子力規制委員会の承認（以下「容器承認」

という。）を受ける旨並びに供用中は当該設計承認及び当該容器承認に係る使用する期間の更新等に必要

な手続を継続して行う旨を記載することとする。

 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備としては，通常時の貯蔵槽内の保有水を冷却又は浄化するための設備に

加えて，重大事故の発生防止等のために設置する注水設備及び放射性物質の拡散抑制のために燃料取扱建

屋へ放水する設備等を常設又は可搬型を問わず含むものとする。水源についても含める。 

Ｉ．原子炉冷却系統施設 

発電用原子炉施設の型式によって以下のとおりとし，具体的な範囲の例について参考資料２に示す。 

⓵－１ 沸騰水型発電用原子炉施設（蒸気タービンを除く。）

ａ．原子炉冷却材再循環設備 

原子炉冷却材を炉心に強制循環させ炉心から熱を除去する設備であって，原子炉圧力容器から再循環ポ

ンプを経て原子炉圧力容器へ戻る循環回路となるものとする。

ｂ．原子炉冷却材の循環設備 

 炉心で発生した高温又は高圧の蒸気タービンに導き，蒸気タービンを駆動させた後の蒸気を復水器にて

復水にし，原子炉圧力容器に給水する設備であって，蒸気タービン（復水器を含む。）を除く，主蒸気系，

（個別施設事項（再処理施設）） 

Ａ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

使用済燃料の受入れ，一時保管，貯蔵，せん断処理施設への使用済燃料の送出しを行う使用済燃料

輸送容器受入れ・保管設備，燃料取出し設備，燃料移送設備，燃料貯蔵設備，燃料送出し設備とする。

また，燃料貯蔵プール等の冷却，遮蔽を行うプール水浄化・冷却設備のプール水冷却系及び補給水設

備，燃料貯蔵プール等内の水を浄化装置（ろ過装置）により浄化するプール水浄化・冷却設備のプー

ル水浄化系とする。

使用済燃料の取出し準備としての輸送容器内部の水の交換を行う燃料取出し準備設備，使用済燃料

輸送容器の保守を使用済燃料輸送容器返却準備設備，使用済燃料輸送容器保守設備は基本設計方針等

の記載対象とする。 

燃料貯蔵プール等の温度，水位及び漏えいを監視する装置としては，冷却と放射線の遮蔽の機能を

有する燃料貯蔵プール等内の水の状況を監視するためのもので制御室等へのパラメータの伝達又は警

報発信等の機能を有する装置（計装設備）とする。また，このほか燃料貯蔵プール等槽内から水があ

ふれ又は漏えいすることがないよう設置する堰等とする。 

燃料貯蔵プール等に係る重大事故の発生防止等のために設置する代替注水設備及び放射性物質の拡

散抑制のためのスプレイ設備，漏えい抑制設備及び臨界防止設備等を常設又は可搬型を問わず含むも

のとする。 

Ｂ．再処理設備本体 

使用済燃料のせん断機への供給，せん断処理を行うせん断処理施設の燃料供給設備及びせん断処理

設備とする。 

せん断処理施設でせん断した燃料せん断片及びエンドピースの硝酸による溶解（必要に応じて可溶

性中性子吸収材を加えた硝酸で行う溶解を含む），溶解液中の不溶解残渣の除去及び不溶解残渣を除

去した溶解液の分離施設への移送を行う溶解施設の溶解設備及び清澄・計量設備とする。なお，硝酸

により溶解を行った際のハル及びエンドピースを固体廃棄物の廃棄施設の低レベル固体廃棄物貯蔵設

備のハル・エンドピース貯蔵系へ搬送するために使用する機器は基本設計方針等の記載対象とする。 

せん断処理施設の清澄・計量設備から受け入れた溶解液中からのウラン及びプルトニウムの分離，

核分裂生成物の除去，ウラン精製設備及びプルトニウム精製設備へ溶液の移送，工程停止時の放射性

物質を含む溶液の一時貯留を行う分離施設の分離設備，分配設備及び分離建屋一時貯留設備とする。 

なお，精製施設のウラン精製設備，プルトニウム精製設備及び精製建屋一時貯留処理設備，脱硝施

設のウラン脱硝設備の受入れ系，蒸発濃縮系，ウラン脱硝系，ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の
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復水浄化系，給復水系，給水加熱器ドレン・ベント系及び抽気系の設備を総称するものとする。 

また，主蒸気隔離弁漏えい抑制系は本設備に含める。 

Ｃ．残留熱除去設備 

 通常の原子炉停止時及び復水器が使用できない時の炉心の崩壊熱及びその他の残留熱の除去並びに原

子炉冷却材喪失時の炉心冷却，及び燃料プールの冷却又は補給を目的とし，弁の切替操作によって以下の

４モードと１つの補助機能を有する設備とする。 

(a)原子炉停止時冷却モード

(b)低圧注水モード（又は低圧注入モード）

(c)原子炉格納容器スプレイ冷却モード

(d)サプレッションチェンバプール水冷却モード

(e)使用済燃料貯蔵槽冷却又は補給機能

また，炉心の崩壊熱を 終的な熱の逃がし場への輸送する設備については，原子炉補機冷却設備を除き，

重大事故の発生防止等のために設置するものも含め，常設又は可搬型を問わず本設備に含める。主蒸気隔

離弁閉鎖等によって主復水器が使用できない場合の崩壊熱除去を目的とした非常用復水系についても本

設備に含める。 

ｄ．非常用炉心冷却設備その他の原子炉注水設備 

 原子炉冷却材喪失時に燃料の重大な損傷を防止し，崩壊熱を長期にわたって除去する機能を持つ非常用

炉心冷却設備に加え，重大事故の発生防止等のために設置する注水設備を常設又は可搬型を問わず含むも

のとする。各設備の水源（圧力抑制室を除く。）についても含める。 

 非常用炉心冷却設備については，低圧炉心スプレイ系及び高圧炉心スプレイ系（又は高圧炉心注入系）

の設備の総称とする。なお，原子炉冷却材の循環設備の主蒸気系の自動減圧機能は非常用炉心冷却系の機

能であるが，原子炉冷却材の循環設備に含め，本設備には含めない。 

ｅ．原子炉冷却材補給設備 

 原子炉の運転に必要な清浄水を補給する補給水系の設備及び給水喪失時において原子炉に冷却材を補

給するために主蒸気を用いたタービン駆動ポンプを有する原子炉隔離時冷却系の設備を総称するものと

する。 

ｆ．原子炉補機冷却設備 

 残留熱除去設備，非常用炉心冷却設備等の機器で発生する熱を除去し， 終的な熱の逃がし場へ輸送す

る設備とする。重大事故の発生防止等のために設置する設備を含め，常設又は可搬型を問わず含むものと

する。 

溶液系，ウラン・プルトニウム混合脱硝系，焙焼・還元系，粉体系及び還元ガス供給系，酸及び溶媒

の回収施設の酸回収設備の第１酸回収系，第 2酸回収系，溶媒回収設備の溶媒再生系の分離・分配系，

プルトニウム精製系，ウラン精製系及び溶媒処理系とする。 

また，重大事故等対処設備は代替可溶性中性子吸収剤緊急供給系，重大事故時可溶性中性子吸収剤

供給系，重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備とする。 

溶解施設及び精製施設としては，重大事故の拡大防止のために可溶性中性子吸収材の自動供給に使

用する設備として，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収剤供給系を

常設又は可搬型を問わずに含むものとする。 

精製施設としては，重大事故の拡大防止のために常設又は可搬型を問わず重大事故時プルトニウム

濃縮缶加熱停止設備を含むものとする。 

Ｃ．製品貯蔵施設 

ウラン脱硝設備で生成したＵＯ３粉末の製品を貯蔵するウラン酸化物貯蔵設備及びウラン・プルト

ニウム混合脱硝設備で生成したＭＯＸ粉末の製品を貯蔵するウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設

備とする。 

なお，混合酸化物貯蔵容器からの崩壊熱を除去するために設置するウラン・プルトニウム混合酸化

物貯蔵建屋換気設備の排風機は，放射性廃棄物の廃棄施設に含める。 

Ｄ．計測制御系統施設 

計測制御設備，安全保護回路，制御室及び制御室換気設備とする。 

計測制御設備としては，中央制御室等において指示計，記録計又は警報装置により計測結果を監視

できる機能を有するもの（試験・検査中のみに使用するものを除く。）とし，重大事故等に対処するた

めに設置するものも含め，常設又は可搬型を問わず本施設に含める。 

安全保護回路としては，多重性，独立性を有し，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故が発生

した場合において，これらの異常な状態を検知し，これらの核的，熱的及び化学的制限値を超えない

ようにするための設備の作動を速やかに，かつ，自動的に開始させるもの及び火災，爆発その他の再

処理施設の安全性を著しく損なうおそれが生じたときに，これらを抑制し，又は防止するための設備

の作動を速やかに，かつ，自動的に開始させる設備とする。 

制御室としては，再処理施設に影響を及ぼす可能性があると想定される自然現象等に加え，昼夜に

わたり再処理事業所内の状況を確認するためのものとし，重大事故が発生した場合においても運転員

がとどまるために必要なものも含め，常設又は可搬型を問わず本施設に含める。 

なお，当該制御室において制御する工程の設備の運転状態を表示する装置，当該工程の安全性を確保

するための設備を操作する装置とする。 

制御室換気設備としては，設計基準事故時，屋外での火災又は爆発時，その他の異常状態が発生し

た時に，外気との連絡口を遮断する設備及び重大事故等が発生した場合においても実施組織要員が制

御室にとどまるために必要な居住性を確保するための設備とする。 
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仕様表対象選定手引き（案）

＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認 仕様表対象選定手引き（案） 

ｇ．原子炉冷却材浄化設備 

原子炉冷却材の不純物をろ過又は脱塩する設備とする。 

ｈ．原子炉格納容器内の原子炉冷却材の漏えい監視する装置 

 ドライウェルサンプタンクの水位を測定する装置又は原子炉格納容器ドレン流量を測定する装置とす

る。 

⓵－２ 改良型沸騰水型発電用原子炉施設（蒸気タービンを除く。）

ａ．原子炉冷却材再循環設備 

 原子炉冷却材を炉心に強制循環させ炉心から熱を除去する設備であって，インターナルポンプで構成さ

れるものとする。 

ｂ．原子炉冷却材の循環設備 

 炉心で発生した高温又は高圧の蒸気を蒸気タービンに導き，蒸気タービンを駆動させた後の蒸気を復水

器にて復水にし，原子炉圧力容器に給水する設備であって，蒸気タービン（復水器を含む。）を除く，主蒸

気系，復水浄化系，給復水系，給水加熱器ドレン・ベント系及び抽気系の設備を総称するものとする。 

また，主蒸気流量制限器は原子炉圧力容器本体に含める。 

ｃ．残留熱除去設備 

 通常の原子炉停止時及び復水器が使用できない時の炉心の崩壊熱及び残留熱の除去並びに原子炉冷却

材喪失時の炉心冷却及び燃料プールの冷却又は補給を目的とし，弁の切替操作によって以下の４モードと

１つの補助機能を有する設備とする。 

(a)原子炉停止時冷却モード

(b)低圧注水モード

(c)原子炉格納容器スプレイ冷却モード

(d)サプレッションプール水冷却モード

(e)使用済燃料貯蔵槽冷却又は補給機能

また,炉心の崩壊熱を 終的な熱の逃がし場へ輸送する設備については，原子炉補機冷却設備を除き，

重大事故の発生防止等のために設置するものも含め，常設又は可搬型問わず本設備に含める。 

ｄ．非常用炉心冷却設備その他の原子炉注水設備 

 原子炉冷却材喪失時に燃料の重大な損傷を防止し，崩壊熱を長期にわたって除去する機能を持つ非常用

炉心冷却設備に加え，重大事故の発生防止等のために設置する注水設備を常設又は可搬型問わず含むもの

とする。各設備の水源（圧力抑制室を除く。）についても含める。 

 非常用炉心冷却設備については，高圧炉心注水系及び主蒸気を用いたタービン駆動ポンプを有する原子

炉隔離時冷却系の設備を総称するものとする。なお，原子炉冷却材の循環設備の主蒸気系の自動減圧機能

は非常用炉心冷却系の機能であるが，原子炉冷却材の循環設備に含め，本設備には含めない。 

Ｅ．放射性廃棄物の廃棄施設 

気体廃棄物の廃棄施設，液体廃棄物の廃棄施設及び固体廃棄物の廃棄施設とする。 

気体廃棄物の廃棄施設としては，せん断処理・溶解廃ガス処理設備，各建屋※１の塔槽類廃ガス処

理系，高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備，各建屋※２換気設備の給気系及び排気系，北換気筒，

低レベル廃棄物処理建屋換気筒，主排気筒とする。 

換気設備としては，放射性物質により汚染された空気による放射線障害を防止する目的で給気又は

排気設備として設置するもの（中央制御室，緊急時対策所に設置するものを除く）とし，一時的に設

置する可搬型のものを除く。「一時的に設置する可搬型のもの」としては，粒子状物質の飛散の防止を

目的として，ビニールハウス等で囲んだ作業区域内の空気を吸引するために一時的に設置するものと

する。 

また，重大事故等対処設備は代替換気設備のセル導出設備，代替セル換気系，廃ガス貯留設備を常

設又は可搬型を問わず本施設に含めるものとする。 

なお，流体状の放射性廃棄物が放射性廃棄物以外の流体状の廃棄物を取り扱う設備に逆流しないよ

う設置する設備を含む。 

※１：各建屋には前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン脱硝建屋，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，低レベル廃液処理建屋，低レベル廃棄物処理建屋，チャンネ

ルボックス・バーナブルポイズン処理建屋，ハル・エンドピース貯蔵建屋，分析建屋が含まれる。

※２：各建屋には使用済燃料輸送容器管理建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン脱硝建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，ウラン・プルトニウム混合酸

化物貯蔵建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，第１ガラス固化体貯蔵建屋，低レベル廃液処理建屋換，

低レベル廃棄物処理建屋，ハル・エンドピース貯蔵建屋，チャンネルボックス・バーナブルポイズン

処理建屋及び分析建屋が含まれる。 

液体廃棄物の廃棄施設としては，高レベル廃液濃縮設備の高レベル廃液濃縮系，アルカリ廃液濃縮

系，及び高レベル廃液貯蔵設備の高レベル濃縮廃液貯蔵系，不溶解残渣廃液貯蔵系，アルカリ濃縮廃

液貯蔵系，共用貯蔵系，並びに低レベル廃液処理設備の第１低レベル廃液処理系，第２低レベル廃棄

物処理系，洗濯廃液処理系，使用済燃焼の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系，油分除去系及び海洋

放出管理系とする。 

なお，流体状の放射性廃棄物が放射性廃棄物以外の流体状の廃棄物を取り扱う設備に逆流しないよ

う設置する設備を含む。 

固体廃棄物の廃棄施設としては，高レベル廃液ガラス固化設備，ガラス固化体貯蔵設備，低レベル

濃縮廃液処理系，廃溶媒処理系，雑個体廃棄物処理系，チャンネルボックス・バーナブルポイズン処

理系，廃樹脂貯蔵系，ハル・エンドピース貯蔵系，チャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系，

第１低レベル廃棄物貯蔵系，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系，第２低レベル廃棄

物貯蔵系の第１貯蔵系，第２低レベル廃棄物貯蔵系の第２貯蔵系及び第４低レベル廃棄物貯蔵系とす

る。 
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仕様表対象選定手引き（案）

＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認 仕様表対象選定手引き（案） 

ｅ．原子炉冷却材補給設備 

 原子炉の運転に必要な清浄水を補給する補給水系の設備とする。 

ｆ．原子炉補機冷却設備 

 残留熱除去設備，非常用炉心冷却設備等の機器で発生する熱を除去し， 終的な熱の逃がし場へ輸送す

る設備とする。重大事故の発生防止等のために設置する設備を含め，常設又は可搬型を問わず含むものと

する。 

ｇ．原子炉冷却材浄化設備 

原子炉冷却材の不純物をろ過又は脱塩する設備とする。 

ｈ．原子炉格納容器内の原子炉冷却材の漏えいを監視する装置 

 ドライウェルサンプタンクの水位を測定する装置又は原子炉格納容器ドレン流量を測定する装置とす

る。 

⓶ 加圧水型発電用原子炉施設（蒸気タービンを除く。）

ａ．一次冷却材の種類及び純度並びに原子炉容器本体の入口及び出口の一次冷却材の圧力及び温度／原子

炉容器本体の炉心の一次冷却材の流量／加圧器の圧力 

定格熱出力運転時における設計値を記載するものとする。 

ｂ．一次冷却材の循環設備 

 原子炉で発熱した熱を，一次冷却材を用いて二次系の主蒸気系統に伝達するための設備及び一次冷却材

の圧力を調整するための設備であって，原子炉容器から蒸気発生器を経て１次冷却材ポンプにより原子炉

容器へ戻る循環回路となるものとする。 

ｃ．主蒸気・主給水設備 

 主蒸気設備は，タービン発電機を駆動するための蒸気を供給する設備であり，蒸気発生器から蒸気ター

ビンに至る蒸気系統であって，蒸気発生器出口から主蒸気隔離弁までのものとする。 

 主給水設備は，タービン発電機で仕事をした蒸気が復水器で水に戻され，この水を再び蒸気発生器に給

水するための系統であって，主給水隔離弁から蒸気発生器入口までのものとする。 

ｄ．余熱除去設備 

 原子炉停止時に炉心の崩壊熱及びその他の残留熱を除去する設備とする。なお，弁の切替操作により一

次冷却材喪失時の炉心冷却（低圧注水）機能を有する場合にあっても，本設備に含める。 

 また，炉心の崩壊熱を 終的な熱の逃がし場へ輸送する設備については，原子炉補機冷却設備を除き，

重大事故の発生防止等のために設置するものも含め，常設又は可搬型を問わず本設備に含める。 

ｅ．非常用炉心冷却設備その他の原子炉注水設備 

また，ガラス固化体貯蔵に必要な容量を有する貯蔵ピット及びガラス固化体の崩壊熱除去（冷却）

に係る機器及び構築物等を含むものとする。 

Ｆ．放射線管理施設 

出入管理関係設備，試料分析関係設備，放射線監視設備，環境管理設備及び個人管理用設備とする。 

放射線管理施設については，重大事故が発生した場合に再処理施設から大気中へ放出される放射性

物質の濃度及び線量を監視し，及び測定し，並びにその結果を記録するための設備として，放射線監

視設備，代替モニタリング設備，試料分析関係設備，代替試料分析関係設備，環境管理設備，代替放

射能観測設備，代替気象観測設備及び環境モニタリング用代替電源設備を常設又は可搬型を問わず本

施設に含める。 

放射線監視設備のうち，放射性物質により汚染するおそれがある管理区域から環境に放出する排水

中又は排気中の放射性物質濃度を計測する装置にあっては，非常用のもの及び環境に放出する 終段

で計測している装置（出口に も近い箇所で計測している装置）を対象とする。 

Ｇ．その他再処理設備の附属施設・その他の加工施設・その他廃棄物管理設備の附属施設 

①電気設備

受電開閉設備，変圧器，所内高圧系統，所内低圧系統，ディーゼル発電機，直流電流設備，計測制

御用交流電源設備，照明及び作業用電源設備，ケーブル及び電線路並びに燃料貯蔵設備とする。 

重大事故等に対処するために設置する発電機は常設又は可搬型を問わず含むものとする。また，外

部からの電源供給を受けるまでの間の電源供給を確保するための燃料貯蔵設備についても常設又は可

搬型を問わず本設備に含める。 

②圧縮空気設備

圧縮空気設備としては，一般圧縮空気系，安全圧縮空気系に加えて，技術基準第３８条に規定され

ている放射線分解によって発生する水素による爆発（以下「水素爆発」という。）の発生を未然に防止

することと水素爆発が発生した場合において水素爆発が続けて生ずる恐れがない状態を維持するため

に必要な設備を代替安全圧縮空気系，第３６条に規定されている臨界事故が発生した場合に未臨界に

移行し，及び未臨界を維持するために必要な設備を臨界事故時水素掃気系とし，常設又は可搬型を問

わず含むものとする。 

③給水処理設備

給水処理設備としては，ろ過水貯槽，純水装置，純水貯槽等に加えて技術基準第４５条に規定され

ている重大事故等への対処に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて，設計基

準事故に対処するための設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等への対処に必要となる十分

な量の水を供給するために必要な設備として水供給設備を常設又は可搬型を問わず含むものとする。 

602



仕様表対象選定手引き（案）

＜比較検討＞ 

発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認 仕様表対象選定手引き（案） 

 一次冷却材喪失時に燃料の重大な損傷を防止し，崩壊熱を長期にわたって除去する機能を持つ非常用炉

心冷却設備に加え，重大事故の発生防止等のために設置する注水設備を常設又は可搬型を問わず含むもの

とする。各設備の水源についても含める。 

非常用炉心冷却設備については，蓄圧注水系，高圧注水系及び低圧注水系の設備を総称するものとする。 

ｆ．化学体積制御設備 

 一次冷却材保有量の調整，一次冷却材中のほう素濃度調整並びに一次例伽材中の核分裂生成物及び腐食

生成物の除去を行う設備を総称するものとする。 

ｇ．原子炉補機冷却設備 

 余熱除去設備，非常用炉心冷却設備等の機器で発生する熱を除去し， 終的な熱の逃がし場へ輸送する

設備（熱交換器を介して淡水系統と海水系統に分かれたものの双方を含む。）とする。重大事故の発生防止

等のために設置する設備を含め，常設又は可搬型を問わず含むものとする。 

ｈ．原子炉格納容器内の一次冷却材の漏えいを監視する装置 

 原子炉格納容器再循環ユニット及び制御棒駆動装置冷却ユニットのドレン流量を測定する装置並びに

原子炉格納容器サンプタンクの水位を測定する装置をいう。 

⓷ 蒸気タービン

ａ．蒸気タービン本体 

タービンの車室に接続する管（車室側からみた至近の弁若しくは溶接線までのものに限る。），調速装置

及び非常調速装置（制御される弁を含む。）並びに復水器で構成する原子炉又は蒸気発生器から供給され

た蒸気を用いて発電機を回転させる設備とする。 

ｂ．蒸気タービンの附属設備 

 蒸気タービン本体の周辺設備であって，沸騰水型発電用原子炉施設及び改良型沸騰水型発電用原子炉施

設における原子炉冷却材の循環設備並びに加圧水型発電用原子炉施設における主蒸気・主給水設備を除く

ものとする。 

 本設備とする熱交換器は，給水加熱器（加圧水型発電用原子炉施設に限る。）脱気器（加圧水型発電用原

子炉施設に限る。）グランド蒸気復水器，蒸気式空気抽出器，湿分分離器又はこれらに準ずるものとする。 

 本設備とする給水ポンプは，沸騰水型発電用原子炉施設及び改良型沸騰水型発電用原子炉施設において

は低圧復水ポンプ，加圧水型発電用原子炉施設においては復水ポンプ及び給水ポンプ，又はこれらに準ず

るものとする。加圧水型発電用原子炉施設において重大事故の発生防止等のために蒸気発生器に注水する

ものも含め，常設又は可搬型を問わず本設備に含める。 

本設備とする主配管は，以下の配管とし，別紙－１に図示する。 

〇通常運転状態において流体が本流として流れる熱バランス上重要な配管（主蒸気系，給復水系，抽気系

及びドレン系統の母管） 

〇発電用原子炉施設の安全性確保に関連する補助給水系統（加圧水型発電用原子炉施設に限る。）の流体

④冷却水設備

冷却水設備としては，一般冷却水系，安全冷却水系に加えて，技術基準第３９条に規定されている

冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生を未然に防止するために必要な設備及び蒸発乾固が発生した場

合において，放射性物質の発生を抑制し，及び蒸発乾固の進行を緩和するために必要な設備として代

替安全冷却水系を常設又は可搬型を問わず含むものとする。安全冷却水系（内部ループ）の膨張槽含

む。外部ループの膨張槽は基本設計方針 

⑤蒸気供給設備

蒸気供給設備としては，一般蒸気系及び安全蒸気系とする。 

⑥分析設備

分析設備としては，分析試料採取装置，分析試料移送装置，分析装置，グローブボックス等及び分

析済溶液処理系とする。 

⑦化学薬品貯蔵供給設備

化学薬品貯蔵供給設備としては，化学薬品貯蔵供給系，窒素ガス製造供給系とする。 

ただし，酸素ガス製造供給系は除く。 

⑧火災防護設備

火災防護設備としては，技術基準規則第 11 条及び第 35 条で施設要求されている設備であって，火

災発生防止設備，火災感知設備，消火設備（水源や消火剤ボンベ等含む）及び火災影響軽減設備等と

する。 

また，その故障，損壊又は異常な作動により安全上重要な施設の安全機能を及ぼすおそれがないも

のとすることのほか，再処理施設特有の火災発生防止対策も含むものとする。 

⑨竜巻防護対策設備

竜巻防護対策設備としては，竜巻が襲来した場合において竜巻防護対象施設を設計飛来物の衝突か

ら防護するためのものであって，飛来物防護板及び飛来物防護ネットとする。 

⑩溢水防護設備

溢水防護設備としては，再処理施設内に設置された機器及び配管の破損（地震起因を含む。）による

溢水，再処理施設内で生じる異常状態（火災を含む。）の拡大防止のために設置される系統からの放水

による溢水又は燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングによる溢水が発生した場合に安全機能を損

なわないために設置するものであって，再処理施設内における扉，堰，遮断弁等とする。 

⑪化学薬品防護設備

化学薬品防護設備としては，再処理施設内に設置された機器及び配管の破損（地震起因を含む。）に

よる化学薬品の漏えい，再処理施設内で生じる異常状態の拡大防止のために設置される系統からの消
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が本流として流れる配管（重大事故の発生防止等のために設置するものも含め，常設，可搬型を問わず本

設備に含める。） 

〇工事計画対象の安全弁又は逃がし弁の母管 

〇制御棒駆動水供給配管等又は気体廃棄物処理系の流体が本流として流れる配管と接続する配管（沸騰水

型発電用原子炉施設に限る。） 

 なお，通常運転状態における熱バランス上重要でない配管又は蒸気タービン起動時もしくは停止時の短

時間にしか使用しない配管や，ドレンライン及びベントライン並びに計装ラインについては含まない。 

 本設備とする給水処理設備は，タービンの給水の水質を確保するものとして設置される復水脱塩装置及

び復水ろ過装置並びにタービンの給水系統へ補給する純水を製造するための純水装置をいう。なお，純水

の製造に直接関係しない原水を処理する設備等は含まない。 

Ｊ．計測制御系統施設

 ほう酸注入機能を有する設備については，重大事故の発生防止等のために高濃度のほう酸水を注入する

主たる流路を構成する範囲の機器を含める。

 計測装置については，中央制御室等において指示計，記録計又は警報装置により計測結果を監視できる

機能を有するもの（法第４３条の３の１５の施設定期検査中のみに使用するものを除く。）とし，重大事故

の発生防止等のために設置するものも含め，常設又は可搬型を問わず本施設に含める。なお，重大事故等

時において，プラント状態を推定するためのみに設置するものについては，基本設計方針において記載す

るものとする。

 制御用空気設備については，重大事故の発生防止等のために設置するものも含め，常設又は可搬型を問

わず本設備に含める。

ｋ．放射性廃棄物の廃棄施設

 固体状の放射性廃棄物（原子炉冷却材圧力バウンダリ内に施設されたものから発生する高放射化された

主要な廃棄物に限る。）の運搬用容器としては，炉内構築物取替工事等で発生する高線量の主要な廃棄物

（シュラウド及び炉心槽等）を運搬するための専用容器とする（管理区域内の運搬並びに廃棄体となるド

ラム缶及び鉄箱類を除く）。

Ⅼ．放射線管理施設 

 放射線管理用計測装置については，重大事故の発生防止等のために設置するものも含め，常設又は可搬

型を問わず本施設に含める。なお，加圧水型発電用原子炉施設の一次冷却材抽出水中の放射性物質の濃度

を計測する装置のうち傾向を監視するために設置するモニタリング設備（一次冷却材モニタ）はプロセス

モニタリング設備とする。

プロセスモニタリング設備の「放射性物質により汚染するおそれがある管理区域から環境に放出する排

水中又は排気中の放射性物質濃度を計測する装置」にあっては，非常用のもの及び環境に放出する 終段

で計測している装置（出口に も近い箇所で計測している装置）を対象とする。 

 換気設備のうち「放射性物質により汚染された空気による放射線障害を防止する目的で給気又は排気設

備として設置するもの」については，建物内の汚染するおそれがある管理区域に清浄な空気を供給するも

火剤の放出による化学薬品の漏えいが発生した場合に安全機能を損なわないために設置するものであ

って，再処理施設内における扉，堰，遮断弁等とする。 

⑫補機駆動用燃料補給設備（非常用発電設備に係るものを除く。）

補機駆動用燃料補給設備としては，重大事故時等の対処に必要となる燃料の貯蔵又は燃料補給等の

ためのものであって，非常用発電設備に係るものを除くものとする。 

⑬放出抑制設備

放出抑制設備としては，重大事故等が発生した場合に工場等外への放射性物質等の放出を抑制する

ためのものであって，放水設備，注水設備，抑制設備とする。 

⑭緊急時対策所

緊急時対策所の設備としては，技術基準規則 30 条及び 50 条で要求されているものとし，重大事故

の発生防止等のために設置するものも含め，緊急時対策建屋の遮蔽設備及び換気設備，緊急時対策建

屋環境測定設備，緊急時対策建屋情報把握設備，緊急時対策建屋放射線計測設備，緊急時対策建屋情

報把握設備，緊急時対策建屋電源設備とする。 

⑮通信連絡設備

通信連絡設備としては，重大事故の発生防止等のために設置するものも含め，警報装置及び所内通

信連絡設備，所内データ伝送設備，所外通信連絡設備，所外データ伝送設備，代替通信連絡設備とし，

基本設計方針等の記載対象とする。 

（個別施設事項（廃棄物管理施設）） 

Ａ．廃棄物管理設備本体 

ガラス固化体検査室からガラス固化体を貯蔵建屋床面走行クレーンで貯蔵ピット上部まで移送し，

貯蔵ピットの収納管内に収納した後，管理を行う設備とする。 

また，ガラス固化体貯蔵に必要な容量を有する貯蔵ピット及びガラス固化体の崩壊熱除去（冷却）

に係る機器及び構築物等を含むものとする。 

Ｂ．放射性廃棄物の受入れ設備 

輸送容器の受入れ及び一時保管，輸送容器からのガラス固化体の抜出し，ガラス固化体の検査，輸

送容器の検査及び輸送容器の払出しを行う設備とする。 

Ｃ．計測制御系統施設 

放射性廃棄物の排気口又はこれに近接する箇所における排気中の放射性物質濃度及び液体状の放射
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のとする。なお，「一時的に設置する可搬型のもの」としては，粒子状物質の飛散防止を目的としてビニー

ルハウス等で囲んだ作業区域内の空気を吸引するために一時的に設置するものとする。

生体遮蔽装置については，原子力発電所放射線遮へい設計規程（JＥＡＣ４６１５－２００８，日本電気

協会）に定める遮蔽体の定義によるものとし，技術基準規則第３８条，第５３条，第７４条，第７６条に

おける被ばく評価において機能を期待するものを含める。なお，水は生体遮蔽装置に含めない。 

ただし，補助遮蔽の要目表記載範囲は，管理区域と非管理区域の境界を構成する生体遮蔽装置とする。 

Ｍ．原子炉格納施設 

 原子炉格納容器安全設備については，外部から原子炉格納容器内に注水又はスプレイすることにより圧

力又は温度の上昇を抑えるなど原子炉格納容器における閉じ込め機能を維持するための設備及び原子炉

格納容器外面へ放水することにより放射性物質の拡散を抑制するための設備とする。重大事故時の対処等

のために設置する設備を含め，常設又は可搬型を問わず含むものとする。 

 放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備については，一次冷却材喪失時や重大事故等の対

処等のために，原子炉格納容器内，原子炉建屋内又は二次格納施設内の放射性物質又は可燃性ガスの濃度

を低減し，放射性物質の閉じ込め機能を維持し，大気への放射性物質の放出を抑制するための設備（原子

炉格納容器安全設備に属するものを除く。）とし，加圧水型発電用原子炉施設のアイスコンデンサ型原子

炉格納容器を設置している施設での原子炉格納容器水素再結合装置を含むものとする。各設備の水源（沸

騰水型発電用原子炉施設及び改良型沸騰水型発電用原子炉施設においては圧力抑制室を除く。）について

も含める。なお，格納容器再循環設備については，原子炉格納容器内からの熱除去機能に係る機器等を含

むものとする。 

 圧力逃がし装置については，重大事故等の対処等のために設置する設備を含めることとし，放射性物質

の放出を低減するためのフィルターを含むものとする。 

Ｎ．その他発電用原子炉の附属施設 

 非常用電源設備，常用電源設備，補助ボイラー，火災防護設備，浸水防護設備，非常用取水設備，敷地

内土木構築物，補機駆動用燃料設備（非常用発電装置及び補助ボイラーに係るものを除く。）及び緊急時対

策所を対象としており，以下のとおりとする。 

ａ．非常用電源設備 

 重大事故の発生防止等のために設置する設備は常設又は可搬型を問わず含むものとする。また，外部か

らの電源供給を受けるまでの間の電源供給を確保するための燃料タンク等についても常設又は可搬型を

問わず本設備に含める。基本設計方針としては，配電系統も含めることとする。 

 内燃機関に附属する冷却水設備については，内燃機関（シリンダー部）を直接冷却するシリンダー冷却

系とする。 

 冷却設備については，原子炉補機冷却設備を除き，内燃機関及び発電機等から発生する熱を 終的な熱

の逃がし場へ輸送する設備とし，重大事故の発生防止等のために設置する設備を含め，常設又は可搬型を

問わず含むものとする。 

性廃棄物の著しい漏えいを検知し，警報を発する計測制御設備とする。 

Ｄ．放射線管理施設 

出入管理関係設備，試料分析関係設備，放射線監視設備及び個人管理用設備とする。 

放射線管理施設については，廃棄物管理施設から大気中へ放出される放射性物質の濃度及び線量を

監視，測定し，その結果を記録するための設備とする。 

放射線監視設備のうち，放射性物質により汚染するおそれがある管理区域から環境に放出する排気

中の放射性物質濃度を計測する装置にあっては，環境に放出する 終段で計測している装置（出口に

も近い箇所で計測している装置）を対象とする。 

なお，廃棄物管理施設は管理区域から環境に放出する排水は無い。 

Ｆ．放射性廃棄物の廃棄施設 

気体廃棄物の廃棄施設，液体廃棄物の廃棄施設及び固体廃棄物の廃棄施設とする。 

気体廃棄物の廃棄施設としては，収納管排気設備，換気設備とする。 

換気設備としては，放射性物質により汚染された空気による放射線障害を防止する目的で給気又は

排気設備として設置するものとし，一時的に設置する可搬型のものを除く。「一時的に設置する可搬型

のもの」としては，粒子状物質の飛散の防止を目的として，ビニールハウス等で囲んだ作業区域内の

空気を吸引するために一時的に設置するものとする。 

なお，流体状の放射性廃棄物が放射性廃棄物以外の流体状の廃棄物を取り扱う設備に逆流しないよ

う設置する設備を含む。 

液体廃棄物の廃棄施設としては，廃水貯蔵設備とする。 

なお，流体状の放射性廃棄物が放射性廃棄物以外の流体状の廃棄物を取り扱う設備に逆流しないよ

う設置する設備を含む。 

固体廃棄物の廃棄施設としては，固体廃棄物貯蔵設備とする。 

また，ガラス固化体貯蔵に必要な容量を有する貯蔵ピット及びガラス固化体の崩壊熱除去（冷却）

に係る機器及び構築物等を含むものとする。 

Ｈ．その他廃棄物管理設備の附属施設 

①火災防護設備

火災防護設備としては，技術基準規則第 11 条で施設要求されている設備であって，火災発生防止設

備，火災感知設備，消火設備（水源やガスボンベ等含む）及び火災影響軽減設備等とする。 

消火設備は，その故障，損壊又は異常な作動により安全上重要な施設の安全機能を及ぼすおそれが

ないものとする。 

②電気設備

動力用変圧器，遮断器，運転予備用母線，常用母線，予備電源用ディーゼル発電機，安全避難通路
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ｂ．常用電源設備 

 発電機，変圧器及び遮断器を要目表記載事項としているが，所内の配電系統も含めて，基本設計方針等

の記載対象とする。 

ｃ．補助ボイラー 

補助ボイラーの管については，補助ボイラー本体の管（例：火炉側壁管，バッフル管，火炉後壁管，バ

ンク後壁管，バンク側壁管又は蒸発管），給水管（給水止め弁からボイラーまで）及び蒸気管（ボイラー本

体から蒸気止め弁までとし，別紙－２に図示する。 

 補助ボイラーに附属する主配管については，給水管（給水タンクから給水止め弁まで）とし，蒸気ヘッ

ダー出口止め弁以降の補助蒸気管は含まないものとする。別紙－２に図示する。 

ｄ．火災防護設備 

 技術基準規則第１１条及び第５２条で施設要求されている設備であって，火災区域構築物，火災区画構

築物，火災感知設備及び消火設備（水源やガスボンベ等含む。）等とする。消火設備の主配管としては，水

源やガスボンベ等から火災区画までの母管とし，枝管，弁等については基本設計方針等及び系統図におい

て記載するものとする。なお，消火設備のうち完成品として一般産業品の規格基準へ適合している汎用の

消火器については基本設計方針において記載するものとする。 

ｅ．浸水防護設備 

 外郭浸水防護設備については，防潮堤等の敷地外から津波・洪水の侵入を防止するための構造物とする。

当該構造物に開口部を有する場合には，その閉止板等も含めることとする。 

 内郭浸水防護設備については，技術基準規則で防護対象としている機器等が設置されている区画で浸水

を防護するための壁，扉及び堰（板状のものを含む。）等の構築物並びに当該区画内に侵入した水を排水す

る設備とする。また，放射性物質を含む液体が管理区域外へ漏えいすることを防止するための措置として

設置する堰等を含める。 

ｆ．非常用取水設備 

 設計基準事故又は重大事故等に対処するための水源又は熱の逃がし場として取水する海水を確保する

構築物であり，津波による引波時にも海水を確保するためのものとする。 

ｇ．敷地内土木構築物 

 耐震設計上重要な設備を設置する施設の周辺斜面について，地震による影響で崩壊するおそれのある場

合に崩壊防止策として用いられるものとする。 

 また，重大事故等対処設備の設置箇所（可搬型の場合は保管場所を含む。）及び可搬型設備の運搬塔のた

めの道路の周辺斜面等について，地震等による影響で当該設備が使用不能とならないように，崩落するお

それのある場合に崩落防止策として設置するものとする。 

ｈ．補機駆動用燃料設備（非常用発電設備及び補助ボイラーに係るものを除く。） 

の照明，ケーブル及び電線路，燃料貯蔵設備とする。 

③通信連絡設備

通信連絡設備としては，安全設計上想定される事故が発生した場合に退避指示及び事業所内外との

必要な連絡のために設置する警報装置，所内通信連絡設備，所外通信連絡設備とする。 

④圧縮空気設備

圧縮空気設備としては，再処理施設の一般圧縮空気系と共用とする。 

⑤給水処理設備

給水処理設備としては，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設のろ過水貯槽と共用とする。 

⑥蒸気供給設備

蒸気供給設備としては，再処理施設の一般蒸気系と共用とする。 

（個別施設事項（ＭＯＸ燃料加工施設）） 

Ａ．加工設備本体 

貯蔵容器受入設備，ウラン受入設備，原料粉末受払設備，原料 MOX 粉末缶取出設備，一次混合設備，

二次混合設備，分析試料採取設備，スクラップ処理設備，粉末調整工程搬送設備，圧縮成形設備，焼結

設備，研削設備，ペレット検査設備，ペレット加工工程搬送設備，スタック編成設備，スタック乾燥設

備，挿入溶接設備，燃料棒検査設備，燃料棒解体設備，燃料集合体組立設備，燃料集合体洗浄設備，燃

料集合体検査設備，燃料集合体組立工程搬送設備，梱包･出荷設備及びこれら設備・機器を収納する燃

料加工建屋及びに貯蔵容器搬送用洞道を対象とする。 

Ｂ．核燃料物質の貯蔵施設 

MOX 粉末，ペレット，燃料棒，燃料集合体，UO2 粉末等を一時保管，貯蔵するための貯蔵容器一時保

管設備，原料 MOX 粉末缶一時保管設備，ウラン貯蔵設備，粉末一時保管設備，ペレット一時保管設備，

スクラップ貯蔵設備，製品ペレット貯蔵設備，燃料棒貯蔵設備及び燃料集合体貯蔵設備を対象とする。

また，燃料加工建屋内の MOX 燃料集合体の輸送容器等を一時保管するエリアを含めるものとする。 

Ｃ．放射性物質の廃棄施設 

気体廃棄物の廃棄施設，液体廃棄物の廃棄施設及び固体廃棄物の廃棄施設とする。 

気体廃棄物の廃棄施設としては，燃料加工建屋の建屋排気設備，工程室排気設備，グローブボック

ス排気設備，窒素循環設備及び排気筒とする。また，重大事故等対処設備は外部放出抑制設備，代替

グローブボックス排気設備を常設又は可搬型を問わず本施設に含めるものとする。 

液体廃棄物の廃棄施設としては，低レベル廃液処理設備及び海洋放出管理系とする。また，燃料加

工建屋内の廃油保管エリアを含めるものとする。 

固体廃棄物の廃棄施設としては，燃料加工建屋内の廃棄物保管エリア及び第２低レベル廃棄物貯蔵
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 重大事故の発生防止等のために必要となる燃料の貯蔵又は移送塔のためのものであって，非常用発電設

備及び補助ボイラーに係るものを除くものとする。また，ポンプ車のポンプ駆動用の燃料タンク等につい

ても常設又は可搬型を問わず本設備に含める。 

ｉ．緊急時対策所 

技術基準規則第４６条及び第７６条で要求されているものとする。 

系とする。 

Ｄ．放射線管理施設 

放射線管理施設については，放射線監視設備とする。 

重大事故が発生した場合に MOX 燃料加工施設から大気中へ放出される放射性物質の濃度及び線量を

監視し，及び測定し，並びにその結果を記録するための設備として，放射線監視設備，代替モニタリ

ング設備，試料分析関係設備，代替試料分析関係設備，環境管理設備，代替放射能観測設備，代替気象

観測設備及び環境モニタリング用代替電源設備を常設又は可搬型を問わず本施設に含める。 

Ｅ．その他加工施設 

①火災防護設備

火災防護設備としては，技術基準規則第 11 条及び第 29 条で施設要求されている設備であって，火

災感知設備，消火設備（ガスボンベ等含む）及び火災影響軽減設備等とする。 

②所内電源設備（電気設備）

設計基準対処施設として，外部電源系統からの電気の供給が停止した場合に，加工施設の安全機能

を維持するために必要な非常用所内電源設備，非常用直流電流電源設備，非常用無停電電源装置とす

る。 

重大事故等に対処するために設置する発電機は常設又は可搬型を問わず含むものとする。また，外

部からの電源供給を受けるまでの間の電源供給を確保するための燃料貯蔵設備についても常設又は可

搬型を問わず本設備に含める。 

③補機駆動用燃料補給設備

補機駆動用燃料補給設備としては，重大事故時等の対処に必要となる燃料の貯蔵又は燃料補給等の

ためのものであって，非常用発電設備に係るものを除くものとする。 

④放出抑制設備

放出抑制設備としては，重大事故等が発生した場合に工場等外への放射性物質等の放出を抑制する

ためのものであって，放水設備，抑制設備とする。 

⑤水供給設備

水供給設備としては，重大事故等対処設備に対して重大事故等への対処に必要となる十分な量の水

を供給するために必要な設備として水供給設備とする。 

⑥緊急時対策所

緊急時対策所の設備としては，技術基準規則 38 条で要求されているものとし，緊急時対策建屋の遮

蔽設備及び換気設備，緊急時対策建屋環境測定設備，緊急時対策建屋放射線計測設備，緊急時対策建

屋電源設備とする。 
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⑦分析設備

分析設備としては，グローブボックス等及び分析済液処理装置を対象とする。 

⑧実験設備

実験設備としては，小規模試験設備を対象とする。 

⑨溢水防護設備

溢水防護設備としては，MOX 燃料加工施設内に設置された機器及び配管の破損（地震起因を含む。）

による溢水，MOX 燃料加工施設内で生じる異常状態（火災を含む。）の拡大防止のために設置される系

統からの放水による溢水が発生した場合に安全機能を損なわないために設置するものであって MOX 燃

料加工施設内における堰等とする。 

⑩水素・アルゴン混合ガス設備

水素・アルゴン混合ガス設備としては，混合ガス水素濃度高による混合ガス供給停止回路及び混合

ガス濃度異常遮断弁(焼結炉系,小規模焼結処理系)を対象とする。 
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